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平 成 2 7 年 ６ 月 1 2 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開会

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 佐 藤 勇 夫

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 開 会

○星原 透議長 これより平成27年６月定例県

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○星原 透議長 会議録署名議員に、野﨑幸士

議員、新見昌安議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○星原 透議長 まず、会期の決定について議

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕 おはようございま

す。御報告いたします。

去る６月５日の閉会中の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成27年６月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提出されます知事提出議案は合

計20件、その内訳は、補正予算４件、条例５

件、予算・条例以外10件、報告承認１件であり

ます。このほか５件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査をいたしました結果、会期につ

きましては、本日から７月１日までの20日間と

することに決定をいたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、６月17日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計19名以内

とし、質問順序は15日が締め切りとなっている

通告書の提出を待って決定いたします。質問時

間は、１人30分以内といたします。

一般質問終了後、人事案件の採決を行った上

で、その他の議案・請願について所管常任委員

会への付託を行います。６月24日から26日まで

の３日間で各常任委員会を開催していただき、

７月１日の最終日に、付託された議案・請願の

審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○星原 透議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○星原 透議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より７月１日まで

の20日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第19号まで

及び報告第１号上程

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

平成27年６月12日(金)
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平成27年６月12日(金)

り、知事より議案第１号から第19号まで及び報

告第１号の各号議案の送付を受けましたので、

これらを一括上程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○星原 透議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成27年６月定例県議会の開会に当た

りまして、ただいま提案いたしました議案の御

説明に先立ち、県政に関しまして５点ほど御報

告をさせていただきます。

１点目は、「第26回全国「みどりの愛護」の

つどい」についてであります。

去る５月30日に宮崎県総合文化公園で開催い

たしました「第26回全国「みどりの愛護」のつ

どい」につきましては、皇太子殿下の御臨席の

もと、県内外から多くの方々の御参加をいただ

き、盛会のうちに無事終了することができまし

た。都市緑化の大切さについて県民の皆様の意

識を高めていただくとともに、本県の魅力を全

国に発信できたものと考えております。これを

契機といたしまして、緑豊かな潤いのある住み

よい環境づくりの一層の推進に努めてまいりた

いと考えております。

また、皇太子殿下には、本県のさまざまな姿

をごらんいただき、私も星原議長とともに全行

程、随従させていただいたところであります

が、各御視察先で細やかなお心遣いの温かいお

言葉を賜るなど、親しく交流いただき、県民の

大きな励みになったものと考えております。

改めまして、開催に御尽力いただきました太

田国土交通大臣を初めとする国土交通省の皆様

並びに全国の緑化関係者の皆様、そして県議会

の皆様はもとより、２日目の午後は雨となった

わけでありますが、雨の中、御視察先や沿道で

皇太子殿下をお見送りいただきました方々を初

め、多くの県民の皆様の御理解と御協力に対し

まして、心から感謝とお礼を申し上げます。

２点目は、国道218号北方延岡道路についてで

あります。

九州中央自動車道の一部となる北方延岡道路

につきましては、去る４月29日に蔵田―北方間

が開通し、約１年の前倒しで全線が開通したと

ころであります。

東九州自動車道の相次ぐ開通により新たな人

・物の動きが活気づいている中で、連休前に今

回の開通を迎えることができたことは大変意義

深く、ゴールデンウイーク期間中は例年以上に

観光・行楽客でにぎわうなど、高速道路の開通

効果を実感することができました。

今後とも、高速道路の整備効果を最大限に生

かし、インフラが整備されると地域が元気にな

るということを宮崎から全国に発信してまいり

たいと考えております。

また、九州中央自動車道、東九州自動車道の

県南区間及び都城志布志道路の全線開通が一日

も早く実現するよう、引き続き、県議会の皆様

を初め、地元市町村、関係団体等との連携を図

りながら、全力で取り組んでまいりますので、

御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

３点目は、細島港国際物流ターミナルについ

てであります。

細島港において、船舶の大型化、荷役の効率

化等に対応することができるよう、国と連携し

て整備を進めてまいりました水深13メートルの

大型岸壁を備えた国際物流ターミナルが、今

月28日に供用開始する運びとなりました。

細島港が九州の扇のかなめとして、東九州自

動車道や九州中央自動車道の整備と相まって、
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そのストック効果を最大限に発揮できますよ

う、今後とも、より安全で利便性の高い港を目

指してまいりたいと考えております。

４点目は、国体等の招致についてでありま

す。

去る４月17日に、県議会からも押川前副議長

に御同行いただき、平成38年第81回国民体育大

会及び第26回全国障害者スポーツ大会の本県開

催の要望書を国、公益財団法人日本体育協会及

び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に提

出いたしました。

国体等を本県で開催することは、県民の誰も

が健康増進や体力向上を図り、「スポーツの豊

かな文化を享受できる社会」を実現する上で極

めて意義深いものであるとともに、宮崎の魅力

を全国に発信し、さらに大きく飛躍する絶好の

機会となるものであります。

今後、国体等の本県開催に向け、県議会の皆

様を初め、市町村、関係団体等との連携を図り

ながら、着実に準備を進めてまいりたいと考え

ておりますので、御理解と御協力をよろしくお

願いいたします。

５点目は、宮崎の新しいプロモーションにつ

いてであります。

県では、宮崎の知名度や好感度を高め、地域

活性化につなげるプロモーションを展開してい

くため、これまでキャッチフレーズとロゴマー

クの検討を重ねてまいりました。

このたび、キャッチフレーズを「日本（にっ

ぽん）のひなた宮崎県」とし、温暖な気候や温

かい県民性、太陽の恵みで育まれた豊かな食、

神話の地など、本県が持つさまざまなポテン

シャルを「ひなた」というさまざまなイメージ

の膨らむ言葉を用いて表現したところでありま

す。

今後、このキャッチフレーズやロゴマークを

活用し、県議会の皆様を初め、市町村、民間団

体、県民の皆様と一体となって効果的なプロモ

ーションを実施してまいりますので、御理解と

御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今年度の一般会計当初予算につきましては、

編成時期等の関係から、義務的経費や経常的経

費を中心とした骨格予算としたところであり、

今回提案させていただく補正予算案は、私の政

策提案を具体化するための政策的事業や新規事

業等を中心とした、いわゆる肉付け予算として

編成しております。

また、この中で、当初予算に計上しなかった

年間所要見込み額の20％程度の公共事業を計上

しますとともに、大変厳しい財政状況の中では

ありますが、引き続き、地域経済活性化・防災

対策特別枠を設け、公共事業をさらに40億円、

大規模災害対策基金の追加造成として27億円、

新規要求事業に対する別枠措置として４億円、

総額で71億円規模の特別枠を措置することとい

たしました。

このうち、公共事業の追加措置につきまして

は、補助・交付金事業及び県単事業をそれぞ

れ20億円上乗せすることによりまして、自然災

害から県民の生命と財産を守る防災・減災対策

事業を実施するとともに、地域経済の浮揚につ

なげてまいりたいと考えております。

また、大規模災害対策基金につきましては、

本県の総合的な災害対応能力のさらなる強化を

図るため、追加造成を行い、総額30億円とする

ものであります。この基金を活用し、今後５年

間にわたって、災害等に的確に行動できる人づ
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くりや避難施設等の設置支援、広域連携体制の

整備等を前倒しで充実・強化する一方で、防災

訓練等の強化、東日本大震災被災者等の支援に

引き続き取り組むこととしております。

最終的に、骨格予算と肉付け予算を合わせた

平成27年度予算は、厳しい財政状況を踏まえな

がら、人口減少問題対策や経済・雇用対策、地

域医療の再生、危機管理の強化など、本県が直

面する課題に的確に対応しつつ、将来を見据え

た礎づくりを進める「くらしの豊かさ日本一を

目指して～みやざき新時代創生予算」として編

成したところであります。

補正額は、一般会計561億2,400万円、特別会

計5,740万1,000円、公営企業会計１億9,592万円

であります。このうち一般会計の歳入財源は、

繰入金193億5,665万3,000円、諸収入140億5,212

万4,000円、国庫支出金127億4,662万4,000円、

県債90億8,890万円、その他８億7,969万9,000円

であります。この結果、一般会計の歳入歳出予

算規模は6,978億5,200万円となり、前年度の当

初予算と比較いたしますと21.7％の増となりま

すが、平成27年度の特殊要因として、口蹄疫復

興対策のために発行しました口蹄疫対策転貸債

等の償還金1,200億円を計上しておりますので、

この償還金を除いた場合は0.8％の増となったと

ころであります。

以下、その主な事業について、今回提案して

おります宮崎県総合計画「アクションプラン」

に掲げる８つのプログラムに沿って御説明申し

上げます。

１つ目が「人口問題対策プログラム」であり

ます。

九州では初となる不妊・不育症治療全般に対

する助成や、妊娠期から子育て期にわたる母子

保健・育児に関するワンストップ相談窓口の設

置、また現在、児童養護施設がない西諸地域に

おける施設整備を支援すること等により、「子

育ての希望を叶える環境の整備」を進めてまい

ります。

また、意欲ある若者の創業を支援するための

融資制度の拡充や、中山間地域への移住者・Ｕ

ＩＪターン者の創業拠点施設として、未利用施

設を整備する際の支援などを行い、「若者に

とって魅力ある就学・就業環境の整備」「移住

・定住人口、交流人口の拡大による地域活力の

維持・増進」を図ってまいります。

２つ目は、「人財育成プログラム」でありま

す。

平成27年度を本県の子供の貧困対策元年と位

置づけ、「宮崎県子どもの貧困対策計画」の策

定や地域の実情に応じた対策の検討などを行う

とともに、特別支援学校高等部と高等学校の生

徒の障がい者スポーツを通じた交流・共同学習

を実施するなど、「子どもたちの“生きる力”

の向上等による将来世代の育成促進」を図って

まいります。

また、少年消防クラブの活動支援等による次

世代の消防団員の養成や、県立看護大学を核と

した、地域に不足している助産師や認定看護

師、訪問看護師等の養成、工業高校生が企業で

実践的な現場体験等を行うことによるものづく

りを担う人材育成など、「官民協働による自立

した社会人・職業人の育成と中核となる産業人

財・地域人財の育成促進」を図ってまいりま

す。

３つ目は、「産業成長プログラム」でありま

す。

県産材の海外への販路拡大を図るため、材料

と建築技術をパッケージにした「材工一体」に

よる戦略的な販売手法の展開や、施設園芸農家
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と木質ペレット製造業者が連携して、地域の木

質バイオマス資源を地域で循環活用する新たな

システム構築等を行うなど、「本県の基幹産業

である農林水産業の成長産業化」を進めてまい

ります。

また、本県港湾を活用した輸出の増加を図る

ため、不足するコンテナの確保支援や、新規開

設した香港線の安定運航・定期便への移行を促

進するため、ビジネスユースに対する支援を行

うなど、「陸・海・空の交通・物流ネットワー

クの整備及び物流の効率化・低コスト化の推

進」を進めてまいります。

さらに、輸出に取り組む県内企業に対してき

め細かな支援を行うために、官民が連携して

ジェトロ貿易情報センターを設置するなど、

「アジア等との交流促進やグローバルな視点で

事業展開を目指す企業の支援」を行ってまいり

ます。

４つ目は、「地域経済循環構築プログラム」

であります。

「みやざき元気“地産地消”推進県民会議」

を推進母体に、本県農林水産物の消費拡大、県

産材の利用促進、県産品の購入、県内観光や地

域の交流活動への参加など、広い意味での地産

地消の展開、道路・河川の適切な維持管理や災

害発生時の的確な対応等を図るため、道路・河

川の巡視業務等の地元建設共同企業体等への発

注を行うなど、「地域経済の循環促進」を図っ

てまいります。

５つ目は、「観光再生おもてなしプログラ

ム」であります。

観光宮崎の再興を図るため、官民が一体と

なった観光戦略プロジェクトチームを立ち上

げ、観光客を呼び込む新たな戦略を構築すると

ともに、本県の特性や強み、魅力を表現した

キャッチフレーズ「日本（にっぽん）のひなた

宮崎県」を観光誘客や物産振興、移住・定住促

進など、さまざまな取り組みにおいて統一的に

活用し、官民連携による継続的、効果的なプロ

モーションを実施するなど、「宮崎ならではの

魅力ある観光地づくり」を進めてまいります。

また、2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会及び2019年ラグビーワールドカップに

参加するチームの事前キャンプの誘致に取り組

むなど、「スポーツの聖地としての「スポーツ

ランドみやざき」の構築」、さらに、大型クル

ーズ船の誘致やＬＣＣを活用したキャンペーン

事業等により、「外国人観光客とＭＩＣＥの積

極的な誘客・誘致強化」を図ってまいります。

６つ目は、「文化スポーツ振興プログラム」

であります。

文化・芸術・スポーツなど各分野の第一線の

方々による広く県民を対象とした講座など、延

岡市を中心に開催される「エンジン０１（ゼロ

ワン）文化戦略会議オープンカレッジｉｎのべ

おか」の支援や、県立美術館開館20周年を迎え

るに当たり、特別記念展とあわせて美術館の魅

力を広く県民に伝える取り組みの実施、西都原

古墳群を初めとする古墳群の世界遺産登録に向

けた調査など、「文化に触れる機会の充実」を

図るとともに、郷土の先覚者について学び、理

解を深める機会を提供すること等により、「地

域への誇りや愛着（郷土愛）の醸成」を図って

まいります。

７つ目は、「いきいき共生社会づくりプログ

ラム」であります。

協働の重要なパートナーであるＮＰＯの活動

基盤の強化や、県民の協働に対する理解促進等

を図るとともに、不特定多数の参加が見込まれ

る県主催の会議等に、手話通訳者や要約筆記者
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の派遣・配置を行うなど、「生活に必要な各種

サービスや機能の維持・効率的な提供に向けた

環境整備」を図ってまいります。

また、団塊の世代が後期高齢者となる2025年

を見据え、地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するために、引き続き消費税率引

き上げによる増収分を財源とする地域医療介護

総合確保基金を活用し、医療・介護従事者の確

保や在宅医療・介護の充実等に取り組むなど、

「地域における福祉・医療が充実したくらしづ

くり」を図ってまいります。

さらに、健康長寿日本一を目指し、健康寿命

の延伸を図るため、さまざまな健康づくりや生

きがいづくりに取り組む「健康長寿社会づくり

プロジェクト」の推進等による「ライフステー

ジに合わせた心身の健康づくり」や、各地域に

おける消費生活相談窓口の充実強化等による

「安全・安心な人にやさしいまちづくり」、指

定管理鳥獣である鹿の効率的な捕獲手法の確立

や、世界農業遺産認定に向けた取り組みの支援

などによる「中山間地域の維持・活性化」も

図ってまいります。

８つ目は、「危機管理強化プログラム」であ

ります。

追加造成を行う宮崎県大規模災害対策基金を

活用した防災士の養成や津波避難タワー等の整

備、大規模民間建築物の耐震改修等に対する支

援のほか、自然災害による被害の防止・軽減を

図るための治山・治水・砂防など公共事業の追

加措置等により、「ソフト・ハード両面からの

防災・減災対策」の強化及び加速化を図るとと

もに、引き続き「家畜伝染病に対する防疫対策

の強化」も進めてまいります。

以上、補正予算案に計上しております主な事

業等を御説明いたしましたが、今年度当初予算

と地方創生関連事業を中心とした26年度２月追

加補正予算も一体的に執行することによりまし

て、新たなアクションプランに掲げた８つのプ

ログラムを着実に実行し、「みやざき新時代」

を切り開いてまいりたいと考えております。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第５号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」は、地方税法等の一部改正に伴い、外形

標準課税に係る法人事業税の税率改正等を行う

ものであります。

議案第６号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、離島振興

法、半島振興法及び過疎地域自立促進特別措置

法における地方税の課税免除または不均一課税

に伴う措置が適用される場合について定めた省

令が改正されたことにより、適用期限の延長等

を行うものであります。

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例及び宮崎県鳥獣保護区等の標識の

寸法に関する条例の一部を改正する条例」は、

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行

規則の名称変更に伴い、関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第８号「宮崎県住民基本台帳法施行条例

の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法の

一部改正による指定情報処理機関制度の廃止の

ほか、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律施行規則の名称変更に伴い、関係規定の改正

を行うものであります。

議案第９号「宮崎県看護師等修学資金貸与条

例の一部を改正する条例」は、保健師助産師看

護師法の一部改正により、保健師、助産師、看

護師養成所の指定が都道府県知事に権限移譲さ

れたこと等に伴い、必要な改正を行うものであ



- 10 -

ります。

議案第10号は、県営広域営農団地農道整備事

業の西臼杵５期地区のトンネル工事について、

設計変更が生じたため、工事請負契約の変更に

ついて、議会の議決に付すべき契約に関する条

例第２条の規定により、議会の議決に付するも

のであります。

１つ飛ばしまして、議案第12号は、一般国

道219号社会資本整備総合交付金事業（小春工

区）小春第１トンネル工事について、当初想定

していたよりも脆弱な地質区間が存在し、追加

対策の必要が生じたことなどから、工事請負契

約の変更について、議会の議決に付すべき契約

に関する条例第２条の規定により、議会の議決

に付するものであります。

議案第11号、県営広域営農団地農道整備事業

の沿海北部５期地区のトンネル工事について、

議案第13号、防災・安全社会資本整備交付金事

業一般国道448号夫婦浦工区のトンネル工事につ

いて、及び議案第14号、県営平和ヶ丘団地４号

棟建設主体工事について、いずれも公共工事設

計労務単価の著しい上昇が生じたことなどか

ら、工事請負契約の変更について、議会の議決

に付すべき契約に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決に付するものであります。

議案第15号から議案第18号までは、宮崎県観

光振興計画の策定並びに宮崎県総合計画、宮崎

県中山間地域振興計画及びみやざき行財政改革

プランの変更について、宮崎県行政に係る基本

的な計画の議決等に関する条例第３条の規定に

より、議会の議決に付するものであります。

これらの計画は、観光の振興に関する施策、

長期ビジョンと私の政策提案を踏まえた今後４

年間の実行計画であるアクションプラン、中山

間地域の振興に関する施策、行財政改革に取り

組むための方針をそれぞれ定めるものでありま

す。

議案第19号は、人事委員会委員郷俊介氏が平

成27年７月18日をもって任期満了となりますの

で、その後任委員として、同じく郷俊介氏を選

任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項

の規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。

次に、報告第１号は、地方税法等の一部改正

により、外形標準課税に係る法人事業税の税率

改正、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税

の税率の特例の延長が行われたこと等に伴い、

所要の改正を行うための宮崎県税条例の一部を

改正する条例の専決報告であります。この専決

につきましては、時間的制約から専決を余儀な

くされたものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○星原 透議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす13日から16日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、17日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時29分散会

平成27年６月12日(金)



６月17日（水）
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平 成 2 7 年 ６ 月 1 7 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

公務出張 39番 中 野 明 （宮崎県議会自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の清山知憲です。

第18回宮崎県議会議員選挙が終わって最初の

一般質問でございます。４年ぶりの選挙で、県

民の皆様の姿や声に直接触れ、改めて県政を預

かる者としての責任の重さを痛感したところで

ございます。真摯に県勢発展のため、議員とし

ての務めを果たしてまいりたいと、思いを新た

にしたところでございます。

さて、本議会で提出されております補正予算

案は、いわゆる肉付け予算として、知事が先般

の知事選挙で訴えてこられた政策提案の中身を

実現するような内容となっております。その政

策提案の中、数えてみたら「日本一」という言

葉が24回出てくるんですけれども、その中で

も、子育て環境日本一、そして日本一の読書県

を目指すとされている点について後の質問で触

れながら、順次通告に従い質問してまいりま

す。

まずは、先般の知事選挙、投票率が44.7％。

我々の県議選では無投票の選挙区も多く、投票

率としては42.5％と史上最低を記録して、県民

の皆さんの県政に対する関心の低さがうかがえ

たところでございます。

また、本議会で提出されておりますアクショ

ンプラン、県の計画に対しても、県民の意見を

１カ月募集したところ、寄せられた意見はたっ

た１人からという、非常に寂しい状況でござい

ました。こうした状況について知事はどのよう

に捉え、今後どのように県政運営に臨んでいか

れるのかお伺いし、以下、質問者席よりお伺い

してまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

県民の皆様に、まずは県政への関心を持って

いただくこと、よいも悪いも含めて、まず関心

を持っていただくことが大変重要なことであろ

うかと考えております。私の信条の基本にあり

ます「対話と協働」による県政の運営や、わか

りやすい県政を推進する観点からも、極めて重

要なことであると考えております。

御指摘のとおり、知事選、県議選は、県民が

県政運営のかじ取り役や、県政のさらなる発展

を託す県民の代表を直接選択できます重要な機

会であるということ、また、パブリックコメン

トについては、県政の今後の基本的な方針につ

いて直接意見を出せる貴重な機会でありますこ

とから、その投票率の低下や意見の少なさにつ

いては、残念に思っているところであります。

特に投票率に関しましては、それぞれの権利を

放棄している、それがどのような社会のあり方

に通じていくのか、大変危険な思いを抱いてお

るところでございます。県民の皆様が県政に関

心を持ち、県政に協力をいただくためには、ま

ずは私自身、県づくりへの道筋をしっかりとお

示ししていくこと、そして、知事として県とし

ての考え方を、さまざまな機会を通じて県民の

皆様に適時適切にお伝えをすることが大変重要

であろうかと考えております。

平成27年6月17日(水)
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平成27年6月17日(水)

今後の県政運営に当たりましても、これまで

以上に現場主義を徹底し、県民の皆様を初め、

市町村、企業、各種団体との対話を重ね、御理

解、御協力をいただきながら、ともに「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」の実現を目指してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○清山知憲議員 県政への関心を喚起するに

は、従来型の広報の延長であるとか、またパ

フォーマンスをするとかでは、やはり限界があ

ると思っているんです。県民の皆さんにもっと

当事者意識を持って県の課題を認識してもらう

ためにも、課題提起型の情報発信にシフトする

とか、もしくは、千葉市がやっている「ちばレ

ポ」の取り組みのように、例えば道路の修繕箇

所があったら、スマートフォンで撮って役所に

送信して、それに対応していくというような、

新しい形でのＩＣＴ技術を活用した県政と県民

とのかかわり方の構築だとか、そういうことも

検討に値すると思うんですけれども、知事の考

えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） これまで、県政に関心

を持っていただく、そしてさまざまな御意見を

いただくということで、いろんな手法を通じて

広報・広聴活動に取り組んできたところであり

ます。定例会見、また市町村に出向いてのふれ

あいフォーラム、そのような形での県の施策や

課題についてお知らせをする。さらには、イン

ターネットを利用したネットでの情報発信、

フェイスブック等の活用など、県民の皆様に広

く県政情報が届くよう努めてきたところであり

ます。今、御指摘がありました、課題提起型の

情報発信やＩＣＴを活用した取り組みというも

の、それぞれいろんな利便性なりメリットがあ

ろうかと考えておりますので、さまざまな自治

体の事例等も勘案をしながら、より効率的、効

果的な広報・広聴ができるよう、参考にさせて

いただきたいと考えております。

○清山知憲議員 県政への関心の低下は深刻な

状況だと思いますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

話題を変えて、地方創生の中心である人口減

少対策について伺ってまいります。

昨年11月の議会で、若者を中心とする県外へ

の人口流出は本当に深刻な状況にあって、それ

に対する県の対策としては、なかなか客観的な

データとか根拠に乏しいんじゃないかというお

話をさせていただきましたけれども、この２月

と３月、早速県におきまして、移住・ＵＩター

ン実態調査という形で、非常に規模の大きな調

査をかけていただきました。まずは、そういう

取り組みに感謝申し上げますけれども、知事

は、この調査結果を見てどのような見解を抱か

れたのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 移住・ＵＩターン、こ

れまでも、さまざまな移住希望者や市町村の御

意見なども参考にしながら取り組んできたとこ

ろでありますが、そういう御指摘等も踏まえな

がら、本県へＵターン、Ｉターンされた方をも

含め、3,000人を超える御回答をいただいたとこ

ろでありまして、生の声に触れる貴重なデータ

が収集できたのではないかと考えておるところ

であります。

結果につきまして、全体的な傾向としては、

これまで私どもが想定をしてきた方向と大きな

違いはないと考えておりますが、個別に見てい

きますと、移住希望者等が、ホームページ等の

情報サイトによる情報入手というものを大変重

視しているということ、それから、総合情報サ

イトでの情報提供を強く求めておられるという
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平成27年6月17日(水)

ニーズでありますとか、総合相談窓口の必要性

なども強く指摘をされたところであります。ま

た、Ｉターン者の１割の方が現地視察を行って

おられるというようなこともありまして、例え

ば、本県を体感するツアーを企画するといった

ことも、こういった方々のニーズに沿うのでは

ないかということを考えておるところでありま

す。今後、きめ細かく、この移住・ＵＩターン

に、これまで以上に力を入れてまいりたいと考

えておりますので、その参考にしてまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 本当にこれだけの規模の調査

というのは、ほかの県でもなかなかないような

貴重なものだと思うんです。これまで想定して

きたものと大きな違いはないとおっしゃいまし

たけれども、私は、拝見すると、いろいろと新

しい洞察が得られるんじゃないかなと思いまし

た。こういう調査結果は、生のデータそのもの

では価値がなくて、そこにどんな解釈を加え

て、どんな洞察を得ていくのかというのが非常

に重要です。

以下、私が気づいた点についてちょっと触れ

ていきますけれども、一つは、どうやって移住

についての情報を得ていたのかという調査項目

があって、実に４割の方々が、何かしらインタ

ーネットを利用して得ていたと。一方で、パン

フレットとか雑誌、また移住相談窓口といった

ところで得ている人は、０％かせいぜい１～２

％程度で、これは一つの大きな特徴だなと感じ

ました。中でも、今、知事がおっしゃっていた

ように、総合情報サイトというものを、特にＵ

ターンを希望される方々で最も必要なサポート

として挙げておられましたけれども、これは、

仕事や暮らしの情報が一覧的に入手できるよう

なサイトを求めていらっしゃるということだと

思うんですが、これについて今後設けていくつ

もりはないか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県の移住情

報サイトにつきましては、インターネット上の

移住等の情報提供の入り口として運用しており

まして、移住等の相談会やイベントの情報、本

県のセールスポイント、本県に移住された方の

声のほか、市町村や仕事、住まい等の分野ごと

に、関係機関のホームページへのリンク等を掲

載しております。こうした中、今回の調査結果

では、移住等をする際に必要なサポートとし

て、「仕事・暮らしの情報が一覧できる総合情

報サイト」を挙げた方が最も多くなっておりま

すが、実際に情報を入手した媒体として、県の

移住情報サイトを挙げる方は比較的少ない結果

となりました。今後は、この調査結果も踏まえ

まして、県の移住情報サイトについて、移住希

望者の立場に立って、必要な情報が見やすく、

わかりやすいものとなりますよう、検討してま

いりたいと考えております。

○清山知憲議員 今、部長が紹介された移住情

報サイトというのは、いわゆるポータルサイト

といって、いろんなリンクが張られているんで

すけれども、物すごく使い勝手が悪くて、認知

度も極めて低いんです。ぜひそういった方々の

声を拾い上げて、今後、有効な情報の提供の仕

方を検討していただきたいと思うんですけれど

も。

もう一つ、この調査結果では、Ｕターンの人

たちとＩターンの人たちで特徴が全く異なると

いうことが明らかになりました。例えば、移住

する理由として、Ｕターンの人たちが挙げてい

らっしゃる理由としては、県に家族や親族がい

る、それから宮崎県に愛着があるという人たち

が圧倒的で85％、一方、Ｉターンの人たちとい
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うのは、我が県の豊かな自然や温暖な気候に引

かれて来るという方々が50％、それが圧倒的で

あると。また一方で、希望する職種においても

分かれていて、Ｕターンの人たちというのは、

１番が情報通信業、次いで公務員、教員、そし

て生活サービス業。Ｉターンの人たちは、１位

が農林漁業で、２位が生活サービス業、３位が

情報通信業と続きますけれども、そうやって相

手の対象によって全然特徴が違いますので、そ

れぞれに合った情報を、それぞれに合ったやり

方で届けていくというのが、僕は戦略だと思う

んです。

特にＵターンの人たちに限って言うと、私

は、やっぱり彼らは、地元に家族、御両親やお

じいちゃんおばあちゃんがいて、帰ってきてか

らその人たちを、後々に年老いたときに介護を

していくとか面倒を見ていく、または自分たち

の子供も面倒を見てもらうという意味で、今、

非常に深刻になっている社会保障の問題からし

ても非常に重要だと思っているんです。まず

は、そういうＵターンの人たちに対して、どん

な情報をどう届けていきたいと考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 今回の移

住等に関する調査におきまして、Ｕターン希望

者には、就職・転職先の確保が重要な要素であ

ることが明らかとなり、Ｕターンを促進するた

めには、仕事面の情報を効果的に発信する必要

性が高いと認識したところであります。県とい

たしましては、「宮崎ひなた暮らしＵＩＪター

ンセンター」を拠点として、県内では、受け入

れ企業の情報収集に一層力を入れますととも

に、首都圏においては、就職セミナーや大学訪

問などを通じて、Ｕターン希望者へ発信してま

いりたいと考えております。また、Ｕターン希

望者の情報入手先として、「親・親戚からの口

コミ」が最も多くなっております。今年度よ

り、県外に進学した大学生の保護者に対し、県

内企業の情報等を継続的に提供していくことと

しております。なお、ウエブサイトによる効果

的な情報発信につきましても、あわせて検討し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 保護者への働きかけも、とて

も有効な取り組みじゃないかなと思うんです。

先ほど理由として、家族だとか本県への愛着と

いう理由がありましたけれども、例えば個人的

には、彼らに対して、愛郷心をくすぐるような

メッセージとか、おじいちゃんおばあちゃんの

顔が思い浮かぶような伝え方をしていくという

のも一つ手じゃないかなと。二世代同居のメ

リットなんかも最近言われていますので、そう

いう伝え方もありじゃないかなと思います。

あとは、仕事の情報が重要だという話がござ

いましたけれども、今、ＵＩターンの人たちへ

の就労支援サイトとして「ふるさと宮崎人材バ

ンク」というのを宮崎は持っているんですが、

その人材バンクの利活用の状況と、ハローワー

クなんかに企業が求人情報を出していきますけ

れども、その中にはＵＩＪターン歓迎というよ

うな情報もあって、そういうものに関しては、

自動的にこっちの人材バンクにも流れてくるよ

うな形で連動して、就労情報を一元化していく

ようにして、人材バンクのほうも利活用を拡充

していく考えはないか、引き続き部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（永山英也君） ふるさと

宮崎人材バンクのことし５月末時点の登録企業

数は164社、登録者214名となっております。昨

年度の実績は、企業、求職者双方が問い合わせ

を行った件数が208件、紹介状の発行が66件、そ
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のうち就職決定件数が30件となっております。

また、人材バンクのマッチング率を高めるた

め、登録者のニーズに応じた就労情報を提供す

ることが重要であります。このため、人材バン

クの求人情報とあわせて、現在、県と宮崎労働

局において、雇用対策協定に基づき、ハローワ

ークの求人情報も活用できるよう、検討を進め

ているところでございます。さらに、「宮崎ひ

なた暮らしＵＩＪターンセンター」東京支部を

最大限活用し、人材バンクの認知度の向上を図

り、登録者の掘り起こしを行うとともに、今年

度から県内４カ所に企業開拓員を９名配置いた

しまして、企業訪問による登録企業の開拓に積

極的に取り組んでいるところでございます。

○清山知憲議員 今、実際に就職に至った数

が30名ということですけれども、まだまだ伸ば

していける数字じゃないかなと思うんです。こ

の人材バンク、私もこの調査を見て初めて存在

を知りましたけれども、実は30年以上運用実績

があって、昔はもっと利用されていたというこ

となんですが、もっとこの活用を図っていただ

きたいと思っております。

続いて、Ｉターン者については、一番の希望

する職種が農林漁業ということでしたけれど

も、特に農業について、県外の方が県内で新規

就農している状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成26年の本

県の新規就農者は260名でございますけれども、

そのうちＩターン者は41名となっており、全体

の16％を占めております。また、Ｉターン者の

就農形態につきましては、みずから農業経営を

始める自営就農者が21名、農業法人に就職した

者が20名で、宮崎の自然や農業の魅力に引かれ

て宮崎に来られる非農家出身者も多く、中に

は、サーファーであるとか、ギタリストといっ

た経歴を持ちます新規就農者もおられまして、

Ｉターン者は総数として近年増加傾向にござい

ます。

○清山知憲議員 ニーズを考えると、41名とい

う数字、まだ伸ばしていけるんじゃないかなと

思うんですけれども、そういう県外の方々が県

内で新規就農するに当たっての課題とその対応

策について、部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） Ｉターン者の

新規就農における課題といたしましては、初期

投資や生活資金等の自己資金が必要であること

に加えまして、農地や住居等の確保が難しいこ

となどが挙げられますが、受け入れ側にも、Ｉ

ターン希望者が必要とするきめ細かな情報提供

が求められておるところであります。このため

本県では、農業振興公社が新規就農の相談窓口

となって、関係機関等と連携しながら、必要な

農地や研修等について受け入れ先とのマッチン

グを行うとともに、みやざき農業実践塾等にお

ける実践的な農業研修や、青年就農給付金等の

積極的な活用により、就農定着に向けた総合的

な支援を行っているところであります。さら

に、本年度からは、東京有楽町に設置いたしま

した「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンタ

ー」を核に、首都圏における相談体制や研修機

能を強化することで、本県農業の将来を担う優

秀な人材の確保・育成に努めてまいりたいと考

えております。

○清山知憲議員 さまざまな取り組み、頑張っ

ていただきたいと思うんですけれども。新規就

農する方の気持ちになって―私も農業は素人

ですから、いろいろ調べてみたところ、先ほど

農業公社の新規就農相談窓口と紹介されており

ましたけれども、インターネット上でもそうい
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うサイトがあるんです。そこで見ると、結局、

最終的には窓口の案内をされているばかりで、

物理的にそこに足を運ばないと、なかなか生き

た情報が入ってこなくて、私もほとんど情報が

つかめなかったんです。ぜひ、そういった面か

らの情報提供も、いろいろ工夫を凝らしていた

だきたいなと考えたところでございます。

次に、ＩＣＴ技術を活用したクラウド型顧客

管理サービスというものについて質問してまい

ります。

このサービスというのは、セールスフォース

社とかマイクロソフト社が提供しているもの

で、多数の顧客を相手としている企業におい

て、顧客を中心としてさまざまな情報をひもづ

けしてクラウド上で管理することで、従来の業

務を効率化するだけじゃなくて、さまざまな、

営業とか顧客分析、マーケット分析の面で新し

い価値を生み出しているもので―何でこんな

話をするかというと、最近は、例えば自治体で

も、そういう顧客とみなすことができるような

主体を対象に、さまざまな行政サービスを展開

しているんです。

先ほど申し上げた移住の話にしても、例えば

移住希望者を顧客とみなすこともできますし、

また、企業誘致の相手企業も顧客とみなすこと

ができます。例えば佐賀県では、農業普及員の

指導においても活用されております。これは、

農家を顧客とみなして台帳管理しているのかも

しれませんけれども。あとは、愛媛県ではサイ

クリングロードの管理、静岡県では防災システ

ムにも活用されておりますけれども、このクラ

ウド型顧客管理サービスというのを実際に我が

県で導入するに当たっての課題について、総合

政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） クラウド型顧

客管理サービスは、既存のシステムをインター

ネット経由で利用するという事業形態でありま

して、新たなシステムを構築することに比べま

すと、経費の節減やスピード感を持った対応が

期待できると考えております。一方、インター

ネット上で個人や企業の情報を取り扱うことと

なりますため、細心の注意が必要であり、特に

外資系企業のサービスを利用する場合には、情

報が海外に蓄積される場合もあり得るため、セ

キュリティー面において一定の留意が必要とな

ります。また、ＩＣＴ分野は進化のスピードが

非常に速く、次々に新たなサービスが登場して

まいりますので、それぞれの業務においてどの

ようなサービスが最も効果的なのかの見きわめ

が難しいところであり、このようなことが課題

ではないかと考えております。

○清山知憲議員 中で余り言及されませんでし

たけれども、ポイントは経費節減だけじゃない

ですね。そこに新しい価値が生まれてくるとい

うのが特徴で、我が県でも、例えば観光であっ

たり、医師確保であったり、企業誘致、営農指

導、さまざまな面での活用が図られる可能性が

あるんですけれども、試行的にでも導入してい

くつもりはないか、お伺いしてまいります。

○総合政策部長（茂 雄二君） クラウド型顧

客管理サービスは、顧客に関する情報を的確に

活用し、効果的な営業活動を行うために導入さ

れるものでありまして、自治体の業務におきま

しても、利活用可能な分野があるものと考えて

おります。現状では、経費節約の観点もあり、

このようなサービスを利用せずに、業務に関す

る情報をエクセルファイル等で管理しているケ

ースが多いと考えられますが、事業の効率化・

高度化や、新たな事業展開も期待されますの

で、セキュリティー面には十分な配慮をしなが
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ら、それぞれの業務におけるサービス活用の可

能性等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○清山知憲議員 エクセルとかによる台帳管理

からはもう脱却して、鋭意新しい技術なんかも

導入していかないと、地方創生も、従来の業務

の延長では、新たな価値や結果というのは生ま

れてこないと思うんです。ぜひ積極的に検討し

ていただきたいと思っております。

続いて、里親委託の話に話題を移します。

知事は政策提案の中で、日本一の子育て環境

ということを挙げられておりましたけれども、

世の中には、保護者がいないとか、保護者によ

る養育が適当でない、例えば虐待などの背景

で、現状として、社会的に責任を持って養育し

ていかなければいけない子供というのが、宮崎

県の中でも平成25年度で476人おります。そうい

う子たちはどうやって社会的に養護されている

かというと、大きく分けて２通りあって、１つ

は、児童養護施設とか乳児院といった施設養

護、そしてもう１つは、里親家庭に委託すると

か、ファミリーホームなんかに委託する形での

家庭養護なんです。我が国の場合は、圧倒的に

施設養護に偏っている現状で、日本全体で84.4

％が施設養護、家庭養護は15.6％という現状で

す。

しかし、全ての子供には、特定の養育者のも

とで、家庭に近い環境のもとで養育される権利

というのは備わっているものだというのが、完

全に子供の視点に立った上で常識。世界的には

そういうことが認識されていて、そういう日本

の施設養護偏重の現状を、ヒューマン・ライツ

・ウォッチなんかは痛烈に批判されているわけ

です。厚生労働省も、里親などへの委託の推進

を自治体なんかに求めている現状です。

実際に国際的には、３歳未満の子供は、ほぼ

例外なく家庭養護をしなければならないという

ことで、特に３歳未満の小さな子供だと、施設

に預けると、愛着形成障害とか発達遅滞とか、

そういう意味で脳に非常に悪い影響を来すとい

うことが、医学的にもさまざまな専門家から指

摘されているところでございます。これは、別

に今の施設を批判しているわけじゃなくて、ど

んなにすばらしい環境で、どんなに慈愛に満ち

た施設であっても、やはり子供たちは集団生活

を余儀なくされるし、そこで働いている方々と

いうのは交代勤務で、かわりばんこで子供の面

倒を見るというのは構造的に避けられない話

で、絶対に、そこに24時間365日、特定の養育者

のもとで子供が育っていく環境というのは難し

いんですね。そこで、我が県の現在の里親委託

率の現状と今後の目標値について、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 里親等委託率

につきましては、平成26年３月末で14.1％と

なっております。また、目標値といたしまして

は、ことし３月に策定しました「みやざき子ど

も・子育て応援プラン」におきまして、平成31

年度までに16.6％を目指すということにしてお

ります。

○清山知憲議員 25年度14.1％。その６年

後16.6％ということで、非常に低いと思うんで

すね。

次に、この里親委託がなかなか進まない原因

についてどう分析しておられるのか、部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 里親委託が進

まない原因といたしましては、本県におきます

里親制度の社会的認知度が低く、里親の登録者

数がふえていないことが大きな要因ではないか
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と考えております。また、実親が里親への委託

を承諾しない事例でありますとか、子供がさま

ざまな問題を抱えており養育が難しいケースも

あり、里親への委託につながらないこともござ

います。このようなことから、里親委託を推進

するに当たりましては、里親制度についての広

報啓発や、里親の養育を支援する体制の強化が

課題であると認識しております。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、本当

に里親制度は知られていないんです。私が周り

に聞いても、本当に皆さん御存じなくて、例え

ばインターネットなんかでも、「里親 宮崎」

というふうに検索すると、ずらっと出てくるの

はペットの里親募集の情報ばっかりで、人間の

里親については全く情報が得られないんです

よ。これは、本当に異常なことです。もう一つ

は、実の親御さんが、施設に預けるんだったら

いいけれども、里親家庭に委託するのは我が子

をとられるみたいで嫌だということで、同意書

の取得が難しいというお話も今ございました

が、やはりそこは、家庭養護の重要性を、子供

の視点に立ってきちんと時間をかけて説明し

て、同意書を取得する努力というのを、児童相

談所においてしっかりやっていかなければいけ

ないと思うんです。やることはいっぱいあるん

ですけれども、どのように今後、里親委託を県

としては推進していくおつもりなのか、部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では平成25

年度から、各児童相談所に里親委託等推進員を

１名ずつ配置いたしまして、里親への相談支援

等に取り組んでいるところでございます。また

昨年度は、県内３地区に里親委託等推進委員会

を設置しまして、児童養護施設に配置された専

門相談員や里親会と連携をいたしまして、委託

の推進に努めているところであります。さら

に、今回の補正予算におきましては、里親制度

の普及促進のための事業をお願いしているとこ

ろでございまして、関係機関と連携を図りなが

ら、新規里親開拓のための広報啓発や、里親の

養育技術向上のための研修などに取り組んでま

いりたいと考えております。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、この

補正予算で400数十万円、広報のための予算が組

まれているんですけれども、新規事業で新しい

予算なので、非常に期待しているんですが、児

童相談所においても、国が求めているような里

親委託を専門とする専任職員の配置が進んでい

ないなど、まだまだやることはあると思うんで

す。それに、最初の質問でお答えになったよう

に、平成31年で16.6％という委託率の目標とい

うのは、やっぱり絶対に低過ぎるんですよ。隣

の大分県なんかは、平成25年度の段階で28.8％

で宮崎県の２倍、その前の９年間で21％委託率

を伸ばしているんです。福岡県はその９年間

で25％委託率を伸ばしていて、それぞれ、例え

ば１年で20回にも及ぶぐらいの里親制度の説明

会を県内でやったり、もしくは随時、里親制度

の無料出前講座を展開していたり、本当に次元

の違う取り組みを大分県なんかでもされてい

て、すばらしいなと思うんです。この数値目標

ですが、残り４～５年の間にも、社会的養護を

必要とする子供というのは、我が県内でも数十

人と、どんどん生まれてきて、そして、その子

たちの人生がかかっていると思うんですけれど

も、少しでもこの数値目標、また上方修正、改

めて本気で取り組んでいくつもりはないか、部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 御指摘の目標

値につきましては、過去の委託率の推移であり
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ますとか、今後の里親委託推進の取り組みを踏

まえまして、平成31年度までに達成すべき目標

として掲げたものでございます。また、国にお

きましては、平成41年度までに里親等委託率を

約３割とする目標を定めております。今後、県

といたしましては、御紹介のありましたような

先進県での事例なども参考にしながら、県の目

標値、また国の示している目標値、こういった

ものを上回ることができるよう、積極的に各種

施策に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○清山知憲議員 この分野について、ちょっと

知事に思いだけでも伺いたいんですけれども、

この目標値、この２月に定めたばかりですか

ら、いきなり変えるというのは難しいかもしれ

ませんが、これを大きく上回っていただくこと

を期待しているんです。やはり、子育て環境日

本一を目指すということであれば、社会的に責

任を持って養育しなければいけない子供たち

に、まず公的な政策資源を集中的に投下してい

くことが必要だと思います。また、児童相談

所、私も先日、実際に視察させていただきまし

たけれども、非常にたくさんの業務に忙殺され

ていて、しかも女性の職員が物すごく多くて、

いろんな緊急対応にも追われていて、これで本

当にプラスアルファで里親委託をどんどんやっ

ていけるのかというのは、非常に不安を覚えた

ところです。

また、実際に登録されている里親さんという

のは、県内で約100人ぐらいいらっしゃるんです

が、この間、実際にそのうち２人の方にお会い

しましたけれども、試しに週末だけの里親と

か、そういうトライアル里親のようないろんな

取り組みもやっていただきたいと。そういう里

親に対する支援も今後必要になってくると思う

んです。ですから、まずは里親制度の周知で

あったり、児童相談所の体制拡充であったり、

現の里親への支援、いろいろやることはあるん

ですけれども、知事の思いについてお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘と思い

伺っておったところであります。本県は、温か

い県民性、地域で子供を育てていく気風があ

る、そして、日本一の子育て・子育ち立県を目

指していく、そういう形で目標を定めておると

ころであります。里親制度というものは、養育

者という特定の大人との愛着関係をもとに、家

庭という安心できる環境の中で生育することが

できる、その子供の将来にとって非常に重要な

環境を提供することになるのではないかと思っ

ております。今、御指摘がありましたように、

我々は、周知、またさまざまな面での理解を得

る努力、取り組みという面で、もっともっとや

るべきことがあるのではないかなと考えておる

ところであります。これまで、児童相談所の児

童虐待への対応など、スタッフ体制の強化にも

取り組んできたところでありますが、里親制度

の周知、または市町村を初めとする関係機関と

の連携を強化しながら、里親制度普及促進のた

めの事業というものに力を入れて、しっかりと

子育て環境のさらなる充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、穏やかで優しい県民性

というのが言葉に終わらないよう、しっかり取

り組んでいただきたいと思いますし、来年度以

降、さらにこの分野に、予算もしっかり拡充さ

れていくことを期待しております。

次に、話題を移しますけれども、教育長にお

伺いいたします。昨年11月、私も、高等学校で

の教育を量から質へ転換すべきだという話をさ
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せてもらいましたが、実際にこの間、県立大宮

高校にお伺いしたところ、そこでは、今までの

生徒にやらせるような学習であったり、量で圧

倒するような教育だと、高校３年生の後半あた

りで学力が急落するような現象も観察されてい

たということで、ちょうど教育長が校長先生で

いらっしゃるあたりぐらいから学校改革も始

まってきたと伺いました。中でも、主体的な学

習であったり、模試や課外授業も精選していっ

て、進路指導のあり方も、行ける大学じゃなく

て、行くべき大学を進路指導していくというよ

うな理念で改革を進めてきたと伺いましたけれ

ども、この取り組みについての検証であった

り、教育長としての見解をお伺いしたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎大宮高校におけ

る、学びの質を高める授業改革等の取り組みの

検証についてでありますが、本質的には、生徒

が社会に出てから人生の長いスパンで検証され

るべきものであると考えます。実際に私自身も

宮崎大宮高校の授業参観をいたしましたが、生

徒たちが学びを楽しんでいるという様子が見ら

れること、あるいは生徒同士で活発な意見のや

りとりをして課題に向かい合う姿が見られたこ

とから、取り組みの成果が出てきているなと感

じたところであります。また、データ的にも、

毎年、高校卒業時に実施する「進路選択等に関

する調査」において、課題研究について満足し

ていると回答してくれた生徒や、創造力、表現

力、自主性・積極性が大宮高校で伸びたと回答

した生徒の割合が、年々高まってきているとい

う実態がありますことや、第１志望大学に合格

できる生徒もふえてきていると学校から報告を

受けておりますことなどから、成果がよき方向

に出てきていると考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。平

成32年度からセンター試験も新しく生まれ変

わって、思考力や判断力、表現力を問うような

形に変わっていくことが予定されていて、今の

中学１年生からそういう対応も求められるわけ

ですけれども、本質的には、真の思考力を培う

という意味で、大宮の取り組みというものは非

常にいい方向に向かっているんじゃないかなと

思うんですが、ほかの県立高校でもそういう取

り組みを共有していくことができないか、教育

長の見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 先が見えない変化の

激しい社会において、課題を明確にし、多様な

人々と協働して解決していく探求型、課題解決

型の能力を生徒たちに身につけさせる指導は、

県として、各学校に普及していくべきものであ

ると考えております。そういうこともあって、

宮崎大宮高校における授業改革等の取り組みは

いいモデルだと考えておりますので、進路指導

主事や学年主任など学校の核となる教員対象の

研修会等で、紹介や実践発表等をさせておりま

す。また、宮崎大宮高校においても、発信のた

め、他校からの学校訪問等を積極的に受け入れ

ているところであります。時代が求める質の高

い学びを、これからも機会を捉えて、県下で共

有できるよう積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 普通科系高校でのこういう教

育のあり方というのは、我が県の将来を支えて

くれる人材育成という意味でとても重要だと思

うので、昨年11月議会に続いて取り上げさせて

いただきました。ぜひよろしくお願いいたした

いと思います。

続いて、ことしは、中学校の教科書を採択す

る年で、４年ぶりなんですけれども、県内では
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７つの採択地区協議会と、３つの県立中学校に

ついては県教育委員会がその採択権限を有して

いるわけなんですが、４年前の資料を拝見する

と、それぞれの採択地区協議会では、なぜその

教科書を採択したのかという理由は全然公表さ

れておらず、また、いただいた議事録を拝見す

ると、およそ教科書の中身を審議しているよう

な内容じゃなくて、教科書のサイズがどうこう

だとか、かばんに入るのかとか、そういうこと

ばっかり議論されていて、本当にこれでいいの

かなと思って見ておりました。中には、ひどい

地区になると、一部、議事録がかなりの部分黒

塗りで隠されていて、これこそ本当に情報統制

なのかなと思って見ておりました。

県立中学校については、県教委も採択理由を

公表されておりましたが、審査基準１の中の教

科書の内容を問うようなところも、説明が不十

分なところも見受けられましたし、全国でも、

なかなかそういう情報の公表が進んでいなかっ

た部分があったのかもしれませんけれども、文

部科学省では、４月７日に教科書の採択に関す

る通知を出されていて、その中では、中学校に

おける教科書採択の審議の充実と情報の公表に

努めることと書いてあります。教育長の見解を

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 御指摘のとおり、教

科用図書の採択において、情報の公表や審議の

充実は重要であると考えております。そこで、

各市町村教育委員会に対し、説明会や通知を通

して、選定に至るまでの調査を丁寧に行うこと

や、審議の充実を図ること、採択結果や採択理

由などについて積極的な公表に努めることを、

指導・助言いたしてきているところでありま

す。また、県立中学校や五ヶ瀬中等教育学校前

期課程の教科用図書の採択に当たりましては、

適切な採択となるよう、丁寧な研究と審議を行

うとともに、審議結果の公表をしていきたいと

考えております。

○清山知憲議員 いろいろ今、審議結果の公表

とかございましたけれども、それは、採択協議

会などにおいても議事録の中身を公開して、採

択理由についても詳しく公表していくという意

味でよろしいでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 情報の公表につきま

しては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律」において、教科用図書を採

択したときには、教科用図書の種類、採択した

理由に加え、議事録等を作成した場合には、そ

の議事録についても公表に努めるべきこととさ

れております。このことについて、県教育委員

会として、説明会や通知を通して、各市町村教

育委員会に対し、指導・助言を行っているとこ

ろであります。これらのことを踏まえ、それぞ

れの採択地区協議会において情報の公表に努め

られるものと考えております。また、県立中学

校等につきましては、県教育委員会が、会議の

議事録や採択理由等を、これまでと同様に公表

してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 この通知の中では、高等学校

においても、中学校と同様に、情報の公表と審

議の充実に努めることと書いてありますけれど

も、この点についての教育長の見解をお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の教科

書採択に当たっては、県教育委員会事務局にお

いて、各学校の生徒の実態を踏まえながら、厳

正な審査をし、県教育委員会の責任において採

択をしているところであります。また、公表に

つきましては、これまで、県民の皆様からお求

めがあった際には、教科書採択等の関係書類を
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公表するなど、丁寧な対応をしてきておりま

す。今後につきましては、県立中学校等３校で

は45点の教科書を採択しているんですが、県立

高校ではその50倍ぐらい、2,000数百点という膨

大な教科用図書の採択をすることになりますこ

とから、どのような公表のあり方が適切である

か、さまざまな角度から検討してまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 教科書採択は、本当にいろい

ろ騒がれる分野ですけれども、政治の世界か

ら、この教科書がいいとかいうことは絶対あっ

てはならないと思うんです。やはり、常にゼロ

ベースで審議の充実、きちんと中身を真摯に審

議して、しかもそこに透明性を図っていくとい

う手続に関しては、しっかり公明正大に取り組

んでいただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

続いて、県立図書館の質問をいたします。知

事は、日本一の読書県を目指すということを政

策提案で述べておられますが、我が県の県立図

書館、昨年度、資料整備費が大幅に削減されて

大騒ぎになって、ことし、もとの水準に戻すと

いうことです。補正予算案でも実際に4,400万

円、日本一の読書県を目指す環境整備というこ

とで、県立図書館の予算が上がってきているん

です。この4,400万円も、中身を見てみると、も

との水準に戻すための資料整備費がほとんど

で、純粋な意味での新規事業というのは260万円

ぐらいしかないんです。160万円が日曜・祝日の

開館時間の２時間延長、100万円が調査研究や職

員の研修のための予算ということで、非常に私

も何か寂しい思いをしたところなんです。もち

ろん、財政が弱い宮崎県にあって、図書館の予

算の多寡を競っていたら、ほかの都道府県にか

なうことはできないんですけれども。

例えば、昨年、県立図書館に元鳥取県知事の

片山善博さんが来られてフォーラムに参加して

―知事も冒頭の挨拶だけ来られて、その前に

もいろいろ意見交換されたかもしれませんけれ

ども―鳥取県では「知の地域づくり」という

ことで、図書館経営にもいろいろ力を入れてこ

られたと。そして、調べてみると、県立図書館

は本庁の一つの課として独立させて、図書館長

が議会なんかにも出てきて説明をするし、予算

要求もするような独立した組織になってきた

と。

我が県においては、図書館というのが、教育

委員会の生涯学習課の中の一つの教育施設にと

どまっているので、なかなか我々にとっても図

書館のビジョンというのが見えにくいし、そう

いう予算のあり方もなかなか見えにくい、ま

た、責任の所在も曖昧な感じになってしまう。

まだまだ、そういう組織のあり方であったり、

人材育成の面で図書館機能の向上を図ることが

できるんじゃないかなと思うんですけれども、

我が県の県立図書館も、組織として一つの課と

して独立させていくような、そういう組織のあ

り方を考えていかれるつもりはないか、知事に

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 読書というものは、豊

かな人生を送る上で必要不可欠なものであろう

と。日本一の読書県を目指してまいりたいとい

うことで、その中でも、県立図書館というの

は、県内の図書館ネットワークの中での中心と

なる、図書館の中の図書館という位置づけであ

りますので、その充実を図っていく必要があ

る。今、御指摘がありましたように、昨年、予

算編成の過程の中で資料購入費の削減があっ

て、県民の皆様にも大変御心配をおかけしたわ

けでありますが、まずは、それをもとの水準に
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戻すとともに、単にそれを戻すだけではなく、

さらなる充実を図っていこうということでのさ

まざまな新しい取り組みに着手をしたのが、今

の状況であります。金額が小さいという話がご

ざいましたが、日曜日の開館時間の延長等、ま

た司書の充実等の人的な対応の強化というのも

図ったところであります。

今、図書館の組織のあり方について御指摘が

ありました。独立して予算要求をする、説明を

する、そのような組織、鳥取県ではそのように

対応されているということでありますが、今の

教育委員会の位置づけの中でも十分対応は可能

ではないかと思っております。図書館長につき

ましても、いろいろ御指摘がありましたが、さ

らなる県立図書館の充実を図ってまいりたいと

いう思いで、名誉図書館長に歌人の伊藤一彦先

生をお迎えする中で、さまざまな取り組みの充

実も今、図っておるところであります。今後と

も、そういう県立図書館の重要な位置づけとい

うのを踏まえて、いろんな形での充実強化を

図ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○清山知憲議員 図書館長については、今から

質問させてもらいますけれども、組織のあり方

ですが、生涯学習課の方々との今回のやりとり

を通しても、やはりちょっと……。直接、図書

館長とやりとりさせてもらいたいなという思い

も湧きましたし、今後もしっかり、さまざまな

あり方を検討していただきたいんですが、図書

館長について、人事のことに関しては、平成21

年度以降、毎年１年で図書館長が交代してい

て、歴史的に見て結構異常なんですね。ずっと

歴史を見てみると、10年以上館長を務めた方が

２人ぐらいいらっしゃいますし、ほかにも４

年、５年というスパンで務めた館長もいますけ

れども、平成21年以降、毎年かわるというの

は、結構長い歴史の中でも異様なぐらいな状況

で、これだけ館長がしょっちゅうかわると、な

かなか腰を据えた図書館経営の改革にも取り組

めないし、我々に対して熱い思いで語ってくれ

ることもなかなか難しかろうと思います。そう

した人事のあり方についてもっと改善していく

考えはないか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 一つの御意見として承

りたいと考えております。図書館長のあり方に

ついて、司書資格を持った専門性が求められる

という部分もありますし、図書館という組織の

管理という面もあろうかと思っておるところで

ございます。また、その就任期間１年という御

指摘がございました。これは、図書館長のみな

らず、例えば各部局の部局長についても、いろ

んな御指摘のあるところでございます。人事管

理を行う上でのいろんなローテーション等を考

えながらの配置でありますが、いずれにせよ、

ここの図書館の重要性というものを踏まえて、

名誉館長というような新たな形でのさらなる体

制強化も図ったところでございますし、いろん

な工夫をしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 今、部局長のローテーション

の関係とか言われましたけれども、本当に日本

一の読書県を目指すのであれば、絶対にこのま

までいいとは思えないです。図書館を支える人

たち、司書資格を持った専門的な職員も、もっ

と長期化させることもできるでしょうし―責

任者は教育長なんですけれども、図書館の中の

人事に関しては……。あとは、県立図書館とい

うのは、市町村立図書館を支えるような役割で

あったり、学校の図書室を支えるという意味

で、非常に幅広い役割を担っておられるので、

今までのあり方では適切だとはどう見ても思え
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ないので、ぜひ、今後も改善を図っていただき

たい。知事部局としても考えていただきたいん

ですが、これは通告していないんですけれど

も、図書館の中の人事ですので、教育長に、そ

の責任者として、今後のあり方について見解を

伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 図書館の運営で、財

政的なことも大事だと思いますが、レファレン

ス等のサービスをするには人が一番大切だと思

います。非常にこだわって人事をいたしており

ます。記録が残る中では、司書資格を持ってい

る職員はことしが最多であると私は思っており

ますし、館長ともかなり議論をしております。

こういう改革をしたらどうかというような。そ

ういう問題意識を持って、今後ともやっていき

たいと考えております。

○清山知憲議員 そういう議論ができる館長

が、今後も２年、３年といてくれることを期待

したいんですけれども、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

最後に、医師確保についての質問をさせても

らいますけれども、先日、日向の東郷病院で相

次いで常勤の先生がやめられて、非常に厳しい

状況に至っているというお話を伺いました。こ

ういう自治体病院の経営であったり医師確保と

いうのは、基礎自治体の能力を超えている部分

もあって、県の役割というのは非常に大きいん

じゃないかということを、従来申し上げていま

すけれども、特にこういう自治体病院の常勤医

確保については、県がそうやって中途の先生た

ち、即戦力の先生たちを不足している病院に紹

介して、マッチングさせるといった医師紹介事

業というのは、非常に重要だと思うんです。県

が持っている地域医療支援機構の中で、医師や

医学生に登録していただいてさまざまな情報を

提供する、地域医療応援団というものがござい

ますけれども、その応援団への登録状況につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねの「み

やざき地域医療応援団」は、宮崎の地域医療を

応援したいという県外の医師や医学生などを中

心に登録をいただいております。その登録者数

でありますけれども、ことし５月末現在で、医

師が177名、医学生が541名、その他17名を含め

まして、合計で735名となっております。

○清山知憲議員 医師の登録が医学生の３分の

１程度ということで、まだまだ登録数をふやせ

るんじゃないかなと思うんです。実際に地域医

療支援機構が始まって３年半ぐらいですけれど

も、機構を通じて紹介して就職に至ったドクタ

ーの数というのはどれぐらいあるんでしょう

か。福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療支援

機構におきましては、臨床研修医の確保であり

ますとか、県外医師の招聘活動などに取り組ん

でおるわけでございます。お尋ねの就業の実績

でございますが、これまで19名の医師が県内の

医師不足病院などへ就業されているところでご

ざいます。

○清山知憲議員 通告し忘れというか、今、気

になったんですけれども、19人は全部公的病院

のドクターですか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 19名の内訳を

申し上げますと、うち12名が公立病院。これは

市町村立あるいは県立も入っております。それ

から、医師会病院などの公的な役割を果たす病

院が４名、残り３名が民間の病院という内訳に

なっております。

○清山知憲議員 ３年半で19名ということで、

まだまだここも伸ばしていただきたいんですけ
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れども、実際に県の紹介で就業に至ったドクタ

ーで貴重な役割を果たしておられる方もいて、

本当にありがたいなと思うんです。しかし、ま

だまだやれることはいろいろ思いつくんです。

例えば、先ほどお伺いした地域医療応援団に登

録しているドクターとか医学生に対する情報提

供も、現時点だと広報誌を送るとか行事の案内

をする程度で、県内のタイムリーな医師募集の

状況というのは全然流れてこないんです。

世の中には民間の医師派遣業をやっている会

社がたくさんあって、そういうところに登録さ

れているドクターというのは、毎週のように、

ドクター急募とか、ここでこういう先生求む、

何科を求むということで流れてくるんですけれ

ども、私、例えば東郷病院が非常に厳しい状況

になったというのも、口づてでたまたま聞かな

ければわからなかったんです。きょうこの時点

で、県内どの病院で何科の医者が足りないとい

う情報は、あえてウエブサイトをのぞいて確認

しなければわからない状況で、そこはまだま

だ、地域医療応援団に登録している先生方に対

する情報発信、どんどんタイムリーに医師急

募、募集の情報を流す、そして、登録されてい

るドクターをふやすという意味で、やることが

あるんじゃないかなと思いますけれども、その

辺の取り組みは、部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） これまでの情

報発信につきましては、地域医療の情報、各病

院の求人の状況であるとかそういったもの、そ

れから、各種イベントの案内等をやってきたわ

けでございます。議員の御指摘のとおり、応援

団に登録する方々、医師や医学生などに対する

情報の提供・発信は、大変重要であると認識し

ておりますので、今後とも、本県ゆかりの医

師、医学生あるいは研修医との交流会でありま

すとか、病院説明会など、さまざまな機会を利

用して、登録者をふやしますとともに、登録さ

れた方々には、より効果的な情報発信に努めて

まいりたいと思います。

○清山知憲議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ます。（拍手）

○星原 透議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の宮崎市選出、渡辺創でございます。今議会

では我が会派から５人が登壇をいたします。そ

のトップバッターとして、宮崎の今と未来に責

任を持つとの姿勢で質問を行ってまいりますの

で、河野知事を初め、執行部の皆様には明快な

答弁をお願いいたします。

今月初旬、県民連合宮崎は東北地方で会派調

査を行いました。初日にほかの議員よりも一足

早く仙台空港に到着した私は、震災直後だった

４年前に訪れた際の光景を思い浮かべながら、

一人空港周辺を歩きました。

御承知のとおり、海岸線からほど近い仙台空

港は、大きな被害を受けた地域にあります。空

港周辺は再整備が進み、積み上がった瓦れきや

泥にまみれた廃車を目にすることはもうありま

せん。あちこちで道路改修工事が行われ、復興

関連事業にかかわる大型トラックが次々と行き

交いはしますが、快晴の青空のもと、そこには

ある種ののどかな空気が漂っていました。

そんな中、一軒の住宅が私を現実へと引き戻

しました。空港の東側数百メートル、海岸線と

の間にぽつんと残る２階建ての住宅は、近づい

てみると、津波が襲ったのであろう東側は、全

ての外壁が奪われ、柱が残るのみ。もちろん人

影もありません。復興する周辺からここだけが
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生い茂る雑草の中で時間がとまってしまったか

のようなありさまです。津波の恐ろしさを改め

て認識するとともに、どんな経緯でこの住宅だ

けが取り残されているのか、持ち主の人生に何

が起こったのか、しばらくの間、１階が柱のみ

になった廃墟を見上げながら、被災地の苦しみ

に改めて思いをはせたところでした。

今回の調査では、岩手県釜石市を訪ね、釜石

市の釜石リージョナルコーディネーター、通称

「釜援隊」とも意見交換をしました。この釜援

隊は、国の復興支援員制度を活用した釜石市の

地域活性化のための取り組みです。銀行や商

社、マスコミ、大学院など、さまざまなキャリ

アを持つ人材を最長５年間登用し、コーディネ

ーターとして、復興と新しい地域資源の磨き上

げ、さらには、相次ぐ取材や視察等に対するマ

ネジメントも担っています。現在、50歳から24

歳までの13人が、「地域軸」と「政策テーマ

軸」に分かれて活動をしています。地域軸にか

かわる隊員の多くは、復興住宅で住民とともに

生活をしながら、新しいコミュニティーの形成

を担い、政策テーマ軸の隊員は、観光協会やＮ

ＰＯ、森林組合などに籍を置いて、被災地から

の新しい発信に取り組んでいます。実は、私の

前職の同期入社の人間も１人、今ここで活動を

しておりました。この釜援隊の手法は、決して

震災復興だけではなく、地方創生が取り沙汰さ

れる中、外部人材の登用によって、活性化のス

キームを住民とともに築き、定着させていくも

のであり、大いに学ぶべきものだと感じまし

た。

今回、改めて被災地を訪ね、復興に向けたエ

ネルギーの高まりと、また、その裏腹に、冒頭

でお話しした仙台空港近くの住宅のように、時

計の針がとまったかのごとくなかなか進み出せ

ない人がいて、ものがあるということも実感を

しました。河野知事にとっても被災地は縁深い

地域。震災からの復興とその支援について、所

感をお伺いいたします。

また、先ほどの釜援隊が中心となって、岩手

県の釜石市大槌地域で住民が撮りためた写真の

パネル展を行う、「復興カメラ」という岩手県

の事業があります。九州での開催が非常に少な

い状況のようですが、受け入れを検討してはい

かがでしょうか。知事にお伺いをいたします。

壇上から知事にもう一問お伺いします。

国会では、集団的自衛権の行使を含む安全保

障関連法案が審議されています。先日の衆議院

憲法審査会では、自民党推薦を含む３人の参考

人全員が、「現憲法下での集団的自衛権行使は

違憲」と陳述しました。憲法改正の発議という

正攻法ならまだしも、国際的な安全保障環境の

変化という言葉で危機意識をあおり、国家の基

本原則である憲法をないがしろにしようとする

安倍政権の手法に正当性はなく、立憲主義の立

場からも許されないと考えますが、知事の所感

をお伺いいたします。

残余の質問は自席から行いますので、御答弁

のほど、よろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東日本大震災の復興の現状等について

であります。被災地におきましては、先月、Ｊ

Ｒ仙石線が全線運転再開し、また、災害公営住

宅の整備が進められるなど、各分野で復興に向

けた取り組みが進められている一方、21万人の

方が今なお避難生活を余儀なくされているな

ど、復興はいまだ道半ばであると認識をしてお

ります。私も、宮城県時代の知人とメール等で
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やりとりをしておりますが、まだまださまざま

な課題があるということを実感しておるところ

であります。本県では、「みやざき感謝プロ

ジェクト」という位置づけで、職員を派遣す

る、また、高校生を研修・交流というような観

点からも派遣しておるところでありまして、さ

まざまな活動により、被災地の支援に取り組ん

でおりますが、今後とも、復興に向けた支援を

息長く継続してまいりたいと考えております。

お尋ねのありました写真展につきましては、

４月に山形屋において実施をされたということ

でありますが、東日本大震災の被災地を日本全

体で支えていく、そして、忘れない、しっかり

と伝えていくというさまざまな観点からも、大

変意義あるものと考えておるところでございま

す。ことしは、本県に大きな被害をもたらした

平成17年の台風14号の災害から10年となるわけ

であります。災害の記憶を風化させることな

く、長く伝えていこうということで、テレビＣ

Ｍ、またシンポジウム等を通じて、県民の皆様

にお伝えしておるところでありまして、東日本

大震災の状況、また、こういう大震災・津波へ

の備えという観点からもこれを伝えていくとい

うことで、御提案も含めて、来年は大震災から

５年という節目を迎えるところでもあり、さま

ざまな形で、市町村また関係団体とも連携する

中で取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、安全保障関連法案についてでありま

す。現在、国会において議論されております安

全保障関連法案につきましては、武力行使の要

件の見直しなど、我が国の安全保障政策の大き

な転換点になるものと考えております。今回の

見直しに関する政府の考え方の根底には、世界

各地においてさまざまな紛争が生じるなど、我

が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化して

いることを踏まえ、我が国や国民のためと、強

いそのような思いがあるものと考えておりま

す。その一方で、報道によりますと、さまざま

な立場の方々から、慎重な対応を求める意見も

数多く出されているところであります。この問

題は、国の根幹にかかわる極めて重要な問題で

ありますので、政府においては、その背景や内

容を十分に説明し、国会においては、幅広い国

民の意見を十分に踏まえながら、丁寧かつ慎重

に議論を行っていただきたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。安

全保障法制のことについては、また、さまざま

な議論、この議会でもあるかと思いますので、

後に譲りたいと思います。

それでは、今議会に提案された補正予算案に

ついてお伺いをいたします。

細かい内容については委員会審議に委ねます

が、今回の補正予算案は、昨年12月の知事選で

再選を果たした河野知事にとって、改めて県民

の負託を受けた上での河野カラーを鮮明に打ち

出すことが可能になる肉付け予算だったと考え

ています。今回、その編成に当たってのポイン

トをどのあたりに置いたのかを、知事にお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の６月補正予算

は、政策的事業、新規事業を中心とした、いわ

ゆる肉付け予算として編成をしたところであり

ますが、当初予算と合わせた平成27年度の予算

につきましては、厳しい財政状況を踏まえ、さ

まざまな課題に的確に対応しながら、私の政策

提案等の内容も実現をしていく、そのような思

いで編成をしたところでございます。その中で

も、１つ例を挙げますと、例えば防災・減災対

平成27年6月17日(水)
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策につきましては、公共事業の追加措置を行

い、自然災害から県民の生命と財産を守る対策

を行うとともに、大規模災害対策基金への27億

円の追加造成を行いまして、今後５年間にわた

り、避難タワーの設置への支援、災害時に的確

に行動できる人づくり、また広域連携体制の整

備など、これまでの国内を襲ったさまざまな災

害の教訓というものを踏まえて、本県の総合的

な災害対応能力の強化に前倒しで取り組むこと

としておるところであります。

○渡辺 創議員 私は、個人的には、知事の１

期目の４年間を振り返ったときに、副知事２人

制の導入というのは、非常に大きな出来事の一

つだったと思います。執行部の幹部の厚みを増

して、よりいろんなことに対応できる体制をつ

くったということだと思っています。そういう

意味では、今回の補正予算は、両副知事にとっ

ても、それぞれ与えられたミッションをこなし

ながら、いわば河野カラーを出していくために

重要な位置づけの補正予算となったと思います

が、両副知事の今回の補正予算にかける思いを

お伺いしたいと思います。

○副知事（稲用博美君） 今回の補正予算は、

河野県政の２期目のスタートとなる予算であり

ます。そういうことから、知事の政策提案、そ

して、今議会に提案しておりますアクションプ

ラン、こういったものの中での事業をどういう

ふうにして反映していくか、そういう基本的な

点をまず第一に考えました。それからまた、私

も県内いろいろと行って、市町村、それから地

域の団体の方とお話をすることがありますの

で、その団体の方たち、地域の人たちの声とい

うもの、また私自身が目で見、肌で感じたもの

を、予算の中でどう生かしていくのか、そうい

うことを考えながら編成に臨んだところです。

特に、地方創生ということが言われております

ので、その主体になります地域をしっかりと支

えていくということを念頭に置きながら、予算

編成を行ったところでございます。

○副知事（内田欽也君） 副知事２人制のもと

では、私は、国とのパイプ役ですとかインフラ

の整備の推進など、これまでの自分の経験など

を県政に生かすということが役割の一つである

と思っております。その際、知事の「対話と協

働」という方針のもとで、できるだけ多く地域

の生の声を把握したいと思いまして、各種産業

界の方々とも意見交換をしてまいりましたし、

そこでの意見を反映させるということに一つ努

めてきたつもりでございます。さらに、宮崎の

ポテンシャルを生かした政策立案という観点か

ら、例えば、2020年オリンピック・パラリン

ピックを見据えたプロジェクト、あるいは宮崎

のキャッチフレーズなど、これらの政策をどう

予算に反映させていくのか、こういう観点でも

今回の予算編成に取り組んだところでございま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。３

人の県幹部のそれぞれの思いを伺ったところで

すが、私は、今回の補正予算案は、まさに「対

話と協働」という河野カラーが明確に反映され

た補正予算ではないかという印象を持っていま

す。ただ、「対話と協働」というカラー自体が

非常にバランスのとれたものですので、少し

ファジーな色合いですから、なかなかエッジが

きいたように見えづらいという特徴はあるかも

しれませんけれども、１期目から知事が根気強

く唱えて、県内各地を歩かれて話をくみ上げて

いくという作業の中で、今回の補正予算ができ

たと理解をしているところです。

今回の新たな取り組みの中で、４億円の知事
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特別枠を設定して、従来の枠外で、その大半が

新規事業、一部は改善事業ということもありま

したけれども、21事業を計上していらっしゃい

ます。昨年の11月議会の一般質問で、私も、職

員の皆さんが積極的に宮崎の未来につながる事

業にチャレンジして、事業の成果をすぐに追い

求めるのではなくて、知事が後押しをして、可

能性を大事にするような予算枠をつくってはい

かがかという趣旨で質問をしました。その際

に、知事の未来創造枠とか知事のこだわり枠と

いう提案をしたところでしたが、今回の知事特

別枠には同じような思いがこもっているのでは

ないかと勝手に想像しておりますが、知事のこ

の枠に込められた思いをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 予算編成作業というも

のは、県庁組織の仕事の中でも最も政策形成と

いう意味でも重要で、また、伝統的にその型が

決まっているものであるということ、そしてさ

らに、財政的な制約がある中で、どうしても発

想も含めて枠内に閉じこもってしまうことがあ

ろうかと心配をしておるところであります。

今、宮崎がさまざまな新時代を迎えて、攻めの

姿勢で取り組んでいきたいというときに、新た

な発想がなかなか生まれてこない、そういう懸

念があるということ、それから、現場で頑張っ

ている担当職員の思いというものを直接聞いて

まいりたい、そのようなことで今回のような取

り組みをしたところでありまして、従来の新規

事業要求枠にとらわれず、別途、予算を確保

し、また、財政課や総務部長の審査・査定を行

うことなく、知事ヒアリングにおける説明者

を、担当部長ではなしに、担当者から直接話を

聞いたところであります。この結果、21の事業

を特別枠ということで措置したところでありま

すが、例えば、チームみやざきスギ海外展開促

進事業のように、最前線の現場にいる職員が直

接経験し、肌で感じたことを通じて構築した事

業でありますとか、不妊不育治療、そういった

意欲的な取り組みというものを事業化すること

ができたのではないかと考えております。ま

た、担当者から直接説明を聞くことによりまし

て、その熱意というものを自分自身も肌で感じ

ましたし、また、県庁組織の中にも、少しいろ

んなことを考えてみよう、また、いろんな意味

での刺激を与えることができたのではないかと

思っております。この経験を踏まえて、今後、

予算編成も含め、県庁組織のあり方についても

しっかりと今後に生かしてまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 知事の今込められた思いが、

県庁の中での新しい胎動となって、宮崎の未来

への可能性が大きく広がるようになることを期

待しておりますので、来年度以降も同じような

思いが続くことを期待しております。

続いて、県の広報宣伝戦略についてお伺いし

ます。

先月の26日の定例記者会見で、知事は、宮崎

県の新しいプロモーション戦略のキャッチフレ

ーズ「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」とロ

ゴマークを発表されました。自虐的な内容も含

めて、インパクト重視のプロモーションが目立

つ中で、宮崎県らしさと温かみがじんわりと伝

わっていく、いいコピーではなかったかと思っ

ております。私も、１期目の４年間、しつこい

ほどに統一的な広報宣伝戦略の必要性を説き続

けてきた立場として、今回の取り組みがスター

トしたことを素直に喜びたいと思っておりま

す。今後の展開について、商工観光労働部長に

お伺いします。
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○商工観光労働部長（永山英也君） 「日本

（にっぽん）のひなた宮崎県」のプロモーショ

ンにつきましては、現在、ポスター1,000枚、チ

ラシ３万枚を作成しまして配布・掲示を行うと

ともに、県ホームページの掲載や名刺での活用

を行っております。また、県内では、新聞一面

広告、県政テレビ・ラジオ番組での広報に加

え、市町村、民間団体等へのロゴ活用の働きか

けなどを行っております。さらに、県外では、

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」で

の活用を行っております。今後は、首都圏での

屋外広告を初め、専用のホームページ開設や動

画の配信、マスメディアと連携した広報・宣伝

など、さまざまな手法を組み合わせながら、効

果的なプロモーションを展開してまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 今回の補正予算の中でも、展

開費用として3,000万ほどの予算が計上されてい

ると思います。メッセージはじんわりと効いて

くるとしても、県の動きは早いにこしたことは

ないだろうと思っておりますので、今後の動き

を見守りたいと思います。

同時に、この手のプロモーションは、いかに

して県民や県内企業・団体も巻き込んで、参加

型のプロモーションとして展開していくかとい

うことが、成功の鍵だろうと思っています。例

えば、移住促進をメーンテーマに据えた高知県

の「高知家」、一つの家族だというプロモー

ションは、昨年度は、「高知家のおすそわけ」

というふうに発展的に展開されていまして、農

産物も含めて、高知のよさを日本中の人にお裾

分けするという展開が進んでいます。高知県

は、スタート当初から、このプロモーションの

推進のための寄附金を募金箱のような形で集め

て、100円以上寄附した方は、スーツの襟につけ

るようなピンバッジを受け取れるようにして、

高知の町を歩くと、銀行の方だったり、県庁の

方だったり、いろんな方がそのピンバッジをオ

リンピックのピンバッジのようにつけていると

いう展開も行っていました。また、町中にもポ

スターがあふれるという状況があって、非常に

官民を巻き込んだうまい回し方だったのかなと

思っておりますけれども、県民を巻き込んだ情

報発信の必要性について、商工観光労働部長に

お伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） プロモー

ションの推進に当たりましては、県のみなら

ず、県民の皆様や市町村、民間企業・団体と一

体となった取り組みが必要であると考えており

ます。そのため、ひなたロゴマーク等について

は、県に届け出ることなく、誰でも自由に活用

いただけるようにしております。既に民間企業

では、名刺や商品へのロゴの掲載、横断幕の掲

示などが行われ、個人でもブログで情報発信を

行っていただいておりまして、大変ありがた

く、心強く感じているところであります。現

在、県では、県民参加型のプロジェクトの第１

弾として、「ひなたのチカラ・フォトコンテス

ト」を実施しております。今後も、民間企業・

団体等との連携事業など、他県の状況も参考に

しながらでありますけれども、県民の皆様を巻

き込んだ取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 何をやるかを押しつける気は

ありませんが、ピンバッジ等はすぐ簡単にでき

るような気もしていますので、期待したいと思

います。

続けて、知事にお伺いいたします。みずから

「日本（にっぽん）のひなた」を発表されたわ

けですけれども、そのイメージをできるだけ早
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く、広く、そして底がたく多くの皆さんに伝え

ていくという意味では、宮崎県にゆかりのある

著名な方々の協力を得るのも一つの方策かと思

います。言うまでもありませんが、先ほどの高

知家でいえば、広末涼子さんが協力をしてい

らっしゃると思います。決してこれは高い広告

費を使えという意味で言っているのではなく

て、群馬県の桐生市で、篠原涼子さんが協力を

されたポスターが非常に話題になっていたりす

るような実例もありますので、検討の余地はあ

るというふうに思います。知事に、このプロモ

ーションにかける思いも含めて、著名人の皆さ

んの御協力についてどうお考えか、お伺いした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の「日本（にっぽ

ん）のひなた宮崎県」のプロモーションという

のは、今、御指摘がありましたように、ほかの

県がやっているような多少自虐的なインパクト

の強いものとは違う。ただ、県民も含めて、宮

崎のファンの多くの方が共感できるものとして

築いたものでありまして、一過性のものにする

ことなく、今、部長が答弁しましたように、県

民も含めて全体でやっていくこと、県庁が行っ

ている県のＰＲということだけではなく、より

広がりを持たせることが重要であろうかと考え

ております。息長く取り組んでまいりたいと考

えておるところでありますが、御指摘のよう

に、著名な方の発信力を活用することも大変重

要であろうかと思っております。

県では、今、多くの各界で活躍されている方

に「みやざき大使」をお願いしておるところで

ありまして、「みやざき大使」の皆様にも、こ

の「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」のプロ

モーションへの自主的な協力というものをお願

いしておるところでありますが、思い浮かべる

県出身の方、ゆかりの方というのは、まさに

「ひなた」を象徴されるような、イメージでき

るような方ではないかなと思っております。今

後、いろんな形での御協力、また御支援をお願

いしてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、知事みずからおっしゃい

ましたが、イメージできる方は、決してそのイ

メージとかけ離れていないということのようで

すので、ぜひ、今後の取り組みに期待をしたい

と思っています。

続いて、テーマを変えますが、国体招致に関

係してお伺いをいたします。

宮崎県は、平成38年の第81回国民体育大会及

び第26回全国障害者スポーツ大会の招致方針を

決めたわけですが、招致に向けた取り組み状況

を、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 開会日に知事から御

報告がありましたが、平成38年の国民体育大会

及び全国障害者スポーツ大会の本県開催の要望

書を、文部科学省や関係団体に、県として提出

してきたところであります。その際、文部科学

大臣から、「宮崎県は取り組みが早いですね」

というお言葉をいただきました。早期の招致要

請に向け、御支援、御理解をいただいた県議会

を初め、市町村や関係団体等の皆様に、改めて

感謝を申し上げたいと思います。

現在、東京オリンピックや国体開催を見据え

て、選手・指導者の育成強化等に取り組むとと

もに、国体開催までのスケジュール案を作成し

ているところであります。今後、総合計画の策

定や推進体制の整備、さらには、施設整備計画

の策定など、着実に準備を進めてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 昨年度は、県議会でも、国体

招致に関する調査を行うスポーツ振興対策特別
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委員会を設置していましたので、県内の体育施

設が大方どういう状況にあるかというのは、あ

る程度理解をしているつもりです。メーンとな

ることが想定される宮崎県内の競技場というの

は、大方のものが１巡目国体に向けて整備され

たものであって、市町村所有の施設に関しても

厳しい現状が予測をされていますが、国体に向

けた施設整備に関する基本的な考え方を、教育

長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度の長崎国体の

競技種目は41競技でありましたが、平成38年の

本県開催が正式決定しますと、おおよそ40競技

を実施するための施設を確保する必要がござい

ます。施設整備につきましては、日本体育協会

が定める国体の基本方針において、「できるだ

け既存施設の活用に努め、新設・改修に当たっ

ては、大会後の地域スポーツへの活用を考慮

し、必要最小限にとどめること」と定められて

おります。こうした方針を踏まえながら、既存

施設の改修や一時的な特設会場の設置、隣県施

設の活用、さらには、国体開催後の利活用も含

め、総合的に競技施設の整備について検討して

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、教育長の御答弁にありま

したように、既存施設の活用というのが基本線

だということは、近年の国体では明らかになっ

ているところだと思います。しかし、残念なが

ら、宮崎県内の施設の状況を見たときに、既存

施設の一定程度の規模までの改修なりで対応し

切れるかどうかというのが一番の問題だろうと

思っているところです。施設の整備に当たって

は、当然、大規模な財政措置が必要になるとい

うことは明らかかと思います。この間、来年の

国体を控えた岩手県に調査に行き、お話を伺っ

てきたんですが、岩手県は、全ての競技を県内

で開催する完全国体を行う予定になっています

けれども、施設の新設はゼロという状況です。

改修のみの非常に節約型の国体を想定してい

て、それでも国体の開催関連経費は、障害者ス

ポーツ大会も含めて120億円となっています。そ

のうち県負担の施設整備にかかわるお金が約30

億円、そして、先ほどの120億円の枠外に、市町

村負担の施設整備費が40～50億円かかるという

見通しになっています。再度申し上げますが、

岩手県の場合、新規建設と大規模改修はゼロと

いう超節約型の国体でもこの水準ということに

なります。宮崎国体に向けた施設整備に係る財

政負担のあり方について、基本的な考え方をお

伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県のスポーツ施設

につきましては、国体の施設基準を満たしてい

ない施設や老朽化が進んでいる施設があり、改

修などの対応が必要となっております。このよ

うな施設の改修につきましては、本県の財政状

況を踏まえますと、大きな財政負担になると認

識いたしておりますので、県と市町村のどの既

存の施設で実施できるかや、また、隣県のどの

ような施設が活用できるのかなどを検討すると

ともに、例えば、施設整備に社会資本整備総合

交付金やスポーツ振興くじ助成金などの補助制

度の活用はできないかなどについても、総合的

に検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今の教育長の御答弁の中で、

「国体の競技基準を満たさない施設」という内

容がございました。少し県民の皆さんにわかり

やすく整理をしていきたいと思うんですけれど

も、現時点の県有財産といいますか、宮崎県内

にある体育施設で考えた場合に、県有施設以外

に選択肢がない競技で、かつ、その県有施設が

国体の競技基準を満たしていない競技、もしく
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は競技場というのは、具体的にどの競技場とい

うことになるのでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 現在の日本体育協会

が定める国体の施設基準によりますと、例えば

県総合運動公園陸上競技場で国体の総合開会式

を行うとすれば、観客収容人数が基準の３万人

に達していないこと、夜間照明施設や大型映像

装置がないため、大会運営に支障を来すことな

どが予想されます。また、県総合運動公園のプ

ールにつきましては、電気掲示用の折り返し

タッチ板の設置が求められますが、タッチ板を

設置するとプールの長さが50メートルに満たな

くなること、水球やシンクロナイズドスイミン

グ会場としては水深が足りないことなどの課題

がございます。

○渡辺 創議員 今の教育長の御答弁の中で

も、国体の中心的な種目である競泳等に関する

プールであったり、または開会式にかかわる施

設に大きな課題があるということが明らかに

なったかと思います。先ほど例示をしました岩

手県の場合で、施設整備費は県の負担が30億円

程度という話をしましたが、その他の例を調べ

てみると、和歌山県では、県営陸上競技場の改

修に50億、そして、競泳用のプールにも数十億

というレベルで費用がかかっているというの

が、近年の実例のようです。今、いろいろとお

話をいただきました宮崎県の現状を考えれば、

岩手県程度の財政負担では恐らく済まないだろ

うということは容易に想像ができるわけです

が、総務部長にお伺いをしたいと思います。ま

だ、宮崎県として開催自体が正式に決定してい

るわけではありませんから、一般論で結構です

が、国体の運営また施設整備に多額の資金が必

要になるという状況が見通せる場合に、県とし

ては、いかにして財源確保のための取り組みを

行うのか、今後の見通しをお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（成合 修君） 国体の開催に当た

りまして、その開催・運営あるいは施設整備に

つきましては、現在、教育委員会において調査

・検討が行われておりますので、財政的負担に

つきましても、その結果を踏まえ、検討してい

くことになると考えております。県財政につき

ましては、御案内のとおり大変厳しい状況でご

ざいますが、これまで開催している他県の例な

どを参考にしながら、関係部局や関係機関と協

議を行い、先ほど教育長のほうからも答弁がご

ざいましたように、国の交付金あるいは助成金

を活用するなど、さまざまな工夫をしながら、

その後の財政運営に影響を及ぼさないように、

総合的に検討してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 次は、知事にお伺いをしたい

と思います。今、教育長や総務部長と議論をし

てまいりましたが、さまざまな課題が国体の開

催までにあるということは明らかになっている

と思います。しかし、その状況の中ですが、宮

崎県は招致表明を既にしています。平成38年の

宮崎県にとっては２巡目の国体のあり方につい

て、知事はどのような基本的なお考えを持って

いらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、国体という仕組

み―毎年毎年各県が持ち回りで行っていく。

そのことによって、それぞれの県のスポーツ振

興なり施設整備の水準を上げていく。そして、

国全体でスポーツ振興等を図っていく―は、

よく考えられた仕組みではないかなと思ってお

るところであります。ただ、それぞれの県の施

設整備の状況でありますとか、競技人口なり、

その後の利活用の見通し等、それぞれ違います
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ので、それぞれの県の実情に応じた大会開催、

また、今御指摘がありましたような施設整備と

いうものが大変重要であろうかと思っておりま

すし、11年後のこの機会を捉まえて、スポーツ

の振興、必要な施設の整備、さらには県民の健

康づくりの機会、そして、宮崎の魅力を全国に

発信していく、宮崎ならではのおもてなしの大

会にしてまいりたい、そのように考えておると

ころであります。

今、一連の負担の問題等、議論がございまし

た。選手・指導者の育成強化、大会運営、施設

整備など、さまざまな負担が生じるということ

でありますが、今申し上げましたような基本的

な考え方のもとに、大会運営の効率化、既存施

設の有効活用などの視点を持ちながら、宮崎ら

しい大会というものを総合的に目指してまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 知事に続けてお伺いをしたい

と思います。単刀直入にお伺いをしますけれど

も、宮崎県の体育施設の状況は非常に厳しいも

のがあるというのは、現状認識としてあると思

います。その状況も踏まえて、国体を開催する

となれば、先へ続く体育施設を改めて求めると

いう声も、既に県内でも上がっているかと思っ

ておりますけれども、先ほど知事が述べられた

基本的な国体への考え方、そして、あわせて宮

崎県の財政状況等を勘案したときに、今度の国

体に向けて、体育施設の新設であったりとか全

面的な改修というのがあり得るのか否か、その

点を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 国体を宮崎の実情に応

じて開催してまいりたいということを申し上げ

たところであります。県と市町村がどのように

競技種目を分担していくのか、そのときに、既

存施設の改修なりどの程度の必要性があるのか

ということを、今後しっかり総合的に勘案して

いくということ。また、日本体育協会の方針、

「必要最小限のもの」ということもございます

ので、県の財政状況等も踏まえながら、総合的

に判断してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 総合的に判断されるというこ

とでしたが、県内でも既にいろんな声も上がっ

ているようですし、特定の競技団体では、国内

団体のトップのような方が来られて、知事に要

望活動もされたように新聞等では見ておりま

す。県内でもさまざまな意見が出てくるかと思

いますので、財政上の覚悟も、県民としてはし

なきゃいけないということだと思いますから、

やはり早い段階での方向性を示すというのが大

事かなと思っております。

もう一問、知事にお伺いをします。先ほど

来、岩手県の例を参考にしていますが、文部科

学省の国体の運営補助金は３億8,000万程度、施

設整備に関するｔｏｔｏの補助金は、いろいろ

かき集めてきても、岩手県では県内施設全部

で13億程度ということでした。つまり、国から

ほとんど資金は期待できないというわけですか

ら、この状況で恐らく、いざやるとなれば、宮

崎県のトータルの負担が100億を下らないという

ことは間違いないだろうと思います。当然、そ

の財源を確保するに当たっては、基金を立ち上

げて、数年間にわたってほかの部門への予算を

抑制的にしながら必要経費を積み上げていっ

て、単年度の負担が重たくなり過ぎないように

する、そんなふうにして財政負担の平準化を図

るというのが一般的なんだろうと思いますけれ

ども、基本的な考え方としては、国体をやると

なれば、そういうふうな手段をとっていくとい

うことで、知事のお考えはよろしいでしょう

か。
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○知事（河野俊嗣君） 国体開催に向けた施設

整備だけに限定してその財政負担を考えまして

も、各県の置かれた状況、その時点での国体開

催での施設整備の状況というのは、各県かなり

違うわけであります。ただ、宮崎の現状を踏ま

えますと、かなり老朽化した施設が多いという

ことで、相当な負担が見込まれるということで

あります。今、御指摘がありましたような、今

後、基金の積み増しによる備えでありますと

か、国からの交付金等の活用、また起債による

負担の平準化など、さまざまな方法により、後

の財政運営に影響を及ぼさないような財政運営

というものが必要であろうかと考えております

し、国体開催のためだけの施設ということでは

なしに、その先を見据えた施設のあり方という

ものを勘案しながら、しっかりと堅実な財政運

営も考えながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 今、やりとりを通して、少し

問題の整理ができたんじゃないかなと思ってい

るところです。決して国体開催がいけないと

言っているわけではありません。県議会でも決

議をしているわけですし。しかし、招致に取り

組むということを決めた以上は、やはりできる

だけ早い段階から、抱える課題が何になるのか

ということを、県民の皆さんと状況の共有を

図っていかなきゃならないと思っているところ

です。国体、11年後といえばまだまだ先のこと

のようにも感じますが、財政負担の平準化を図

るということになれば、その取り組みが始まる

のは11年先の話ではないはずですし、ただでさ

え県の財政調整のための基金は額が年々目減り

をしている中で、今回の補正では227億の残高と

いうことになっています。施設整備の負担が膨

らんでいくことによって、先ほど知事の御答弁

にありましたけれども、せっかく減らしてきた

県の借金を改めてふやさなきゃならないという

のも、複雑な思いもあるというところかと思い

ます。さらに、宮崎県では、防災拠点庁舎で

あったり、県立宮崎病院の全面的な改修という

のが予定されているわけで、県民にとってこれ

からしばらくの間、公共事業といいますか、県

の新しい施設整備に非常に負担が高まるという

意識が広がっていくのも、やはり丁寧にケアを

しなきゃいけない問題だと思っているところで

の質問でしたので、そういうスタンスでの質問

であったと御理解を賜りたいと思います。

続けて、次のテーマについて質問をしたいと

思います。総合型地域スポーツクラブについて

お伺いをいたします。

これも、これまでの４年間にも何度か取り上

げてきましたけれども、まず教育長にお伺いを

したいと思いますが、総合型地域スポーツクラ

ブに対する支援のあり方について。現在の総合

型クラブの設置状況と、支援についての県の基

本的な考え方をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、15市町村

で30の総合型スポーツクラブが設立され、現

在、２つの町でクラブ設立に向けた準備が進ん

でおります。クラブは、会員から会費を徴収

し、自主運営することを基本としており、県と

いたしましては、自立運営に向けての人材育成

を図ることを支援の中心としております。その

ような方針のもと、各クラブの企画運営をする

アシスタントマネジャーの養成講習会等を開催

し、関係者の資質向上を図るとともに、専門家

による定期的なクラブ訪問を行い、各クラブの

状況に合わせた指導助言を行うなどの支援を

行っております。さらに、クラブが行っている

地域での健康運動教室やスポーツイベントのた
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めの補助金の交付も行っているところでありま

す。

○渡辺 創議員 それでは、今の現状を踏まえ

た上で、県内の総合型地域スポーツクラブが有

している課題をどのように考えているか、教育

長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブの課題といたしましては、クラブによっ

ては指導者の確保が十分ではなかったり、経営

の中心的役割を果たす人材の確保が難しいこと

などが挙げられます。各クラブをさらに発展さ

せていくという視点から見た課題としては、新

たな会員を獲得していくための方策や、会員の

定着を図るための方策、さらには、ニーズに応

じた魅力あるスポーツプログラムの開発なども

挙げられます。これらの課題のほか、スポーツ

振興くじ助成の減額等により、クラブによって

は運営に苦労をされている状況もあることは認

識いたしております。

○渡辺 創議員 総合型の地域スポーツクラブ

は、地域スポーツの新しいあり方として、地域

住民によって自主的、主体的に運営される公益

性の高い取り組みだと思います。国も積極的に

旗振りをしてきたわけですし、地域コミュニ

ティーが有している本来的な機能を関係づけて

生かしていくこともできると思っています。私

は、少し大げさに言えば、スポーツという側面

から地域の自治力を高める効果もあると思って

います。宮崎県では、今、第二次宮崎県教育振

興基本計画の中で、総合型については「クラブ

の設立を目指す」という位置づけになっていま

すが、先ほど答弁にもあったように、既に県内

には30のクラブができています。今、基本計画

は改定の作業中だと理解をしていますけれど

も、やはり本来は、もう一歩踏み込んだ形で、

支援という姿勢を明確に打ち出すべきだと考え

ておりますが、教育長の御見解をお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県においてスポー

ツの裾野を広げるためには、総合型地域スポー

ツクラブの協力が重要でございますので、現行

の宮崎県教育振興基本計画では、クラブの設立

を目指すことを主な取り組みとして明記いたし

ております。この現行の計画策定後、本県のス

ポーツ推進審議会において、生涯スポーツの推

進を図るための人材育成が必要であるとの御意

見をいただいたことなどから、今回予定いたし

ております計画の改定では、クラブの育成や指

導者の養成・確保など、クラブの活性化に向け

た支援に努めることを現行計画に加えていくこ

とを、検討いたしているところであります。ま

た、各県それぞれが、さまざまな工夫によりク

ラブの支援をされているようでありますので、

情報収集を進めながら、どのような支援の工夫

ができるか、今後とも研究をしていきたいと考

えております。

○渡辺 創議員 支援に踏み込んでいただける

ということだったかと思います。また、各県そ

れぞれの工夫というところも今後調べていくと

いうお話でしたが、隣県の大分県では、県のス

ポーツ振興計画の中でかなりの分量を割いて総

合型について触れていて、将来的には中学校区

に１つ程度のクラブの創設・育成、市町村への

支援の働きかけ、拠点施設やクラブハウスの整

備・充実というようなところまで踏み込んで書

き込んであります。熊本県もほぼ同様の水準の

内容が表記をされていると思います。改めて、

ちょっと教育長にお伺いしづらいですが、大分

や熊本、隣県と比べた場合に、宮崎県の総合型

の置かれている環境というのは、果たして充実
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していると言えるのか、教育長の御見解をお伺

いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブは、県民の皆さんが、誰でも、いつで

も、いつまでもスポーツに親しむことができる

場として、また豊かな地域コミュニティーの場

として、大変重要な役割を果たしていただいて

いると認識いたしております。そのような認識

のもと、クラブへは、指導者の養成講習会等を

開催することにより、人材育成を支援させてい

ただいているほか、クラブが実施する健康運動

教室等に対して補助しているところでございま

す。さらに、広く取り組みを奨励していきたい

と考え、長年御尽力いただいたクラブを、生涯

スポーツ優良団体として表彰させていただいて

いるところでございます。今後も引き続き、市

町村や県体育協会等と連携を図りながら、クラ

ブの設立・育成の支援に努めてまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 できますれば、大分や熊本の

状況と比べてどうなのか―今、いろいろお考

えがあって、お話がなかったところだろうと思

いますので、今回はこの件、ここでとどめます

けれども。私が暮らす宮崎市の東大宮地区に

は、ＮＰＯ法人の東大宮スポーツクラブという

のがあります。設立12年で、昨年度は36の定期

講座を開設して、会員数も県内最多ということ

になっています。グラウンドゴルフやミニバレ

ー、バレーボールなどの大会開催のほか、文科

省の学校体育コーディネーター派遣事業や、市

や国の委託事業、協働事業もたくさん実施をし

ていて、活動費を維持するために、近くの新別

府川のパートナーシップ事業―県土整備部に

関係しますが―等も引き受けてやっていて、

まさに地域の中でのスポーツ行政というか、体

育を見ていくときに欠かせないという存在に

なっているクラブもあります。この間の知事の

提案理由説明の中にも、「県民の誰もが健康増

進や体力向上を図り、「スポーツの豊かな文化

を享受できる社会」を実現する」とあります。

この観点で言えば、総合型地域スポーツクラブ

の貢献というのは非常に大きいと思いますの

で、ぜひ、総合型にかかわる皆さんが、宮崎県

は総合型の価値をきちんと評価して応援してく

れているんだということが実感できるような対

応をいただきたいと思います。最後にします

が、教育長、御所見がありましたら、お伺いし

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 議員が今御指摘のよ

うに、本当に幅広い活動を積極的にやっていた

だいて感謝しておりますし、スポーツの振興の

みならず、健康づくりとか地域コミュニティー

づくりに大きな貢献をしていただいていると感

謝いたしております。総合型地域スポーツクラ

ブの支援につきましては、九州の各県の状況も

調べておりますが、本県として何ができるかと

いうことを、引き続き、積極的に情報収集しな

がら検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

次のテーマに移ります。先ほど清山議員から

も冒頭の発言でありましたけれども、国政・地

方選挙を問わず、投票率の低下に歯どめがかか

らないという状況が続いています。まず、この

状況に対する県選挙管理委員会の認識をお伺い

したいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） ４月に執行

した県議会議員選挙では、これまでで最も低

い42.52％の投票率にとどまったところであり、

大変残念に思っております。今回の県議選を含

め、各選挙の投票率は全体的に低下傾向にあり
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ますが、選挙が民主政治の基盤をなすものであ

り、政治に参加する最も重要な機会であります

ので、極めて憂慮すべき状況にあると認識して

おります。

○渡辺 創議員 正直なところ、今の現状とい

うのは、候補者として選挙に臨んでいる私ども

としても、低い投票率には焦りと一抹のむなし

さも感じるところですが、県選挙管理委員会で

はどのような啓発策をとっているのか。また、

投票年齢の引き下げがきょうにも国会で決まる

状況の中で、若年層の投票参加に向けてどのよ

うな対策を講じているのか、基本的な考え方を

お伺いします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙管理委

員会では、選挙の際には、テレビ、ラジオ、新

聞広告、ホームページなど各種媒体を活用した

広報に加え、大型商業施設や大学などでの啓発

活動に取り組んでおります。また、選挙時以外

にも、若者の政治参加意識を高めるため、政治

と生活とのかかわりについて意見交換を行う

「しゃべり場せんきょ」や、政治や選挙に関す

る意見発表会「わけもんの主張」を実施すると

ともに、大学生で構成する学生選挙サポーター

の育成・支援にも取り組んでいるところであり

ます。選挙権年齢の引き下げによりまして、今

後、若者向けの啓発がますます重要となります

ことから、教育委員会や市町村選挙管理委員会

など関係機関と連携をしながら、多くの若者が

政治や社会に関心を持ち、投票を通じた政治参

加につながるような啓発活動に取り組んでまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 先ほども少し申し述べました

が、15日の参議院の臨選特で、選挙権年齢の現

行の20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選

挙法の改正案が全会一致で可決されて、きょ

う10時から開会している参議院の本会議で採決

が行われているはずですので、恐らく既に成立

したか、間もなく成立するという状況かと思い

ます。来年の参院選からは全国で240万人、宮崎

でも恐らく２万人強の有権者がふえるというこ

とになると思います。先ほどの答弁の中にもあ

りましたが、投票率の低迷が続くという状況の

中では、若年層に公民権の行使である投票を行

わないという風潮が今あることが問題だと思っ

ていまして、きちんとその行使をするというこ

とを教えていくというか、学習してもらう必要

があると思います。その意味では、つい最近ま

でいた学校というところで教えることが一番効

果的ではないかと思いますけれども、この公民

権行使の重要性について、教育委員長、教育長

に、それぞれお伺いしたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 選挙などを通し

て政治にかかわるという公民権の行使につきま

しては、民主主義国家を支える重要な行為であ

ると認識しております。特に若い世代の投票率

が低くなっていることは、非常に残念であると

考えています。学校教育の役割は、子供たちの

自己実現を助けること、そして、社会の次の担

い手を育てるということだと思っています。そ

のためには、子供たちに地域への関心を高め、

ともに議論を深めながら、よい社会をつくって

いくという意欲を持たせること、公民として自

分は社会のために何ができるのかという気概を

持たせる教育を、本県として推進してまいりた

いと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちが我が国の

ありよう、そして宮崎のありようについて関心

を持つことは、大変重要であると認識をしてお

ります。ある年の成人式で新成人にインタビュ

ーをしている場面を見たことがあります。「あ
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なたは政治に何を期待しますか」という質問に

対して、ある若者は、「アナウンサー、何でそ

んなことを聞くんですか。「あなたは社会のた

めに何をしてくれるんですか」となぜ聞かない

んですか」と答えた若者がいました。そういう

若者をふやしていきたいと思っております。本

県の若者が、我が国や郷土に対し貢献したいと

いう気概を持ち、公民として、主体的にその役

割を果たせるような人材を育成する教育を、今

後とも目指していきたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

続けて教育長にお伺いをしますけれども、今

回の投票年齢の引き下げによって、来年の参院

選挙では、現役の高校生が投票権を持つという

状況になります。現在の小・中・高校における

選挙に関する学習の状況についてお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 選挙に関しまして

は、例えば小学校では、議会制民主主義の仕組

みを教え、間接的に政治に参加していることを

学んでおります。中学校では、投票率の低下、

一票の格差など、選挙制度が抱えている課題を

取り上げ、その解決に向けた方策を考える学習

などに取り組んでおります。高等学校では、国

民の政治参加の重要性やその義務を理解させた

りするなどの学習を行っております。また、児

童会活動や生徒会活動において、選挙や話し合

い活動など、実体験を通して自治の仕組みにつ

いて学習する取り組みも行われております。さ

らに、本県においては、地域の課題解決や、よ

りよい社会のあり方について、実際の議場を使

用して行う子ども議会や、市政に提言を行うバ

ーチャル市役所などの取り組みもなされている

ところであります。

○渡辺 創議員 それでは、今回の投票年齢の

引き下げを受けて、今後の学習のあり方にはど

のような影響があるでしょうか。教育長にお伺

いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育において

は、これまでも政治的な中立を確保しながら、

子供たちの発達段階に応じて、選挙の仕組みや

将来の政治参加の重要性について理解が深まる

ような指導をしてまいりました。特に、18歳以

上に選挙権の年齢が引き下げられることが今、

国会で審議されているということですが、そう

いうことを考えますと、高校生には、きちんと

自分で判断し、政治参加できる力を身につけさ

せるための指導の一層の充実が大切であると考

えております。そのため、これまでの指導を充

実するとともに、文部科学省から配布予定の資

料等を活用するなど、丁寧で深まりのある学習

を各学校で実践できるよう、校長会や担当者会

を通して学校を指導するなど、体制づくりを進

めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。投

票年齢の引き下げに関して、学校現場の混乱

や、各政党の政策や違いをどう教えるのかとい

う点について、現場にいろいろ戸惑いがあると

いう報道等を目にします。ただ、私は正直、少

し違和感があります。私は、まず学校現場でき

ちんと取り組むべきことは、投票という公民権

行使の重要性をきちんと子供たちに認識させる

ということだと思います。普通選挙権というの

は、近代民主主義が成熟していく中で勝ち取っ

てきた権利であるということが、極めて大事だ

と思います。だからこそ、社会に参画する上で

極めて重要な行為であるということを子供たち

に教えるに当たって、政治的な中立がどうのこ

うのという話にはならないと私は思っておりま

す。ぜひ、公民権の行使の重要性を丁寧に説く
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ことから始めていただきたいと思っておりま

す。

そのための最も適した教材の一つは、先ほど

教育長の答弁の中にもありましたけれども、生

徒会活動、小学校でいえば児童会活動というこ

とになるかもしれませんが、そういう生徒会活

動ではないかと思います。生徒会活動自体が学

校の中での限られた範囲でのこととはいえ、自

分たちの課題を解決するために代表者を選び、

代表者の組織した執行部の提案がみずからの学

校生活を高めることになるのかというのを議論

しながら参画していく、まさに生徒による自治

と。社会に出てから自分たちが大事にしなきゃ

いけないことを学んでいく場ではないかと思っ

ています。このサイクルが生徒会活動であるわ

けですから、政治はその延長線上にあるという

ことを、まずは先生方に、子供たちに丁寧に教

えていただきたいと思いますし、子供を持つ親

としては、家庭の中でもそのことをきちんと子

供たちに伝えていかなければならないと思って

いるところです。

また、生徒会の選挙の際に、例えば通常の選

挙で使う機材を使うことによって、ある意味で

さらに疑似体験的な要素も加わってくるのでは

ないかと思っております。お答えくださいとい

う予定にはしておりませんでしたが、教育長、

御所感がありましたら、お伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 生徒会活動を子供た

ちにどんな形で運営させるかというのは、学校

の教育活動で子供たちが自分たちで社会貢献を

学ぶ上では非常に重要だと思っております。私

も校長のときに、かなりそこは大胆に子供たち

に託して、やりなさいということをしたところ

であります。本物の投票箱を使うというような

取り組みは、今幾つかされております。そうい

う事例も今後紹介していきたいと思います。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今回

の投票年齢の引き下げを―選挙の根本がそれ

で変わるわけではないと思いますが―一つの

きっかけとして、多くの有権者の皆さんが投票

によって意思を示す、そういう流れに変わって

いくチャンスにできればと思っておりますの

で、御提案を申したところでした。ありがとう

ございました。

最後のテーマといたしますが、神奈川県川崎

市との木材利用を柱とした包括的な連携協定に

関して、お伺いをしたいと思います。

これまでも繰り返し質問をしてまいりました

ので、今回は、その後の進展を確認するという

程度にとどめたいと思っておりますが、現在の

取り組み状況と今後の展開について、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 木材分野につ

きましては、本年２月に、まず川崎市において

「都市の森林フォーラム」を開催いたしまし

て、木を使うことの大切さや、本県の有する木

材利用技術について広く関心を持っていただき

ました。また、６月５日には、逆に、30名を超

す設計・建築関係者の方々が来県されまして、

２日間にわたって、木材利用技術センターや綾

中学校等の木造施設を視察いただいたところで

ございます。今後は、先方の川崎市のニーズを

的確に把握するための現地調査や、関係企業等

との交流会などを順次実施することにしており

まして、大都市における木材利用の促進に―

これは絶好のチャンスでございますので―積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。御
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答弁の中にもありましたが、川崎市側のニーズ

を的確に捉えて、その要望にいかにして対応で

きるかというのが、今後の連携の大きな鍵にな

るんだろうと理解をしているところですので、

引き続きの丁寧な取り組みをいただきたいと

思っております。

続いて、総合政策部長にお伺いをいたしま

す。これまでにも、この都市間連携、今度の川

崎市との連携の重要性を指摘して、その効果

を、木材の利用連携だけではなくて、県政全般

にわたる非常に有効な連携関係にしていくとい

うのが、極めて大事な要素ではないかと申し上

げております。川崎市は首都圏の入り口、窓口

という位置づけもできるかと思いますので、ぜ

ひ、強い協力関係を築いていただきたいと思っ

ておりますが、木材利用以外のところでの連携

の取り組みの状況について、お伺いをしたいと

思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県と川崎市

との基本協定では、互いの活力と魅力の向上に

向けた幅広い取り組みを進めていくこととして

おりまして、これまでに、「川崎モデル」とし

て知られます中小企業支援の取り組みなどをテ

ーマとしたフォーラムを、本年の３月と５月に

開催するとともに、５月には、マンゴーなどの

県産品の紹介・販売を行う宮崎フェアを川崎市

内の百貨店で開催したところであります。今後

につきましても、川崎市で開催される、先端技

術見本市や約50万人の人出が見込まれます「川

崎市民まつり」に出展するなど、この包括連携

協定を生かし、県内中小企業の技術や本県の物

産・観光を首都圏にＰＲしますとともに、川崎

市民との交流を深めてまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。今回は、宮崎の「今と未来への責任」とい

うスタンスで質問に臨ませていただいたつもり

でおります。各テーマ、これからすぐに答えが

出るということではなくて、引き続き、県政の

重要課題となる部分もあると思いますので、丁

寧な議論が必要かと思っております。今後と

も、そういうつもりで臨ませていただきます

が、知事を初め、多くの執行部の皆様に御丁寧

な答弁をいただきましたことに感謝を申し上げ

ます。特に教育長には、非常に大きなボリュー

ムになりましたけれども、真摯な御答弁をいた

だいたと思っております。感謝申し上げます。

以上をもちまして、全ての質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従いまして、順次お伺いをしてまいりま

す。

４月14日、今回執行されました県議会議員選

挙の当選証書を授与されましたときに、我が郷

土宮崎県発展にこの身をささげようと、改めて

身の引き締まる思いを感じたのは、ここにおら

れる議員全員が同様であったと思います。

私は、平成19年に初当選して以来の８年間、

農業者の方々はもとより、福祉関係者、さらに

は商工建設業の皆様方と、地域の抱える課題等

について、膝を突き合わせながら意見交換を
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行ってまいりました。最近、特に関係する業界

が複数に及ぶ課題として、例えば６次産業の振

興についても、販売先を確保した上で、生産し

た農産物を加工し、付加価値を高め、効率的な

輸送体系を活用して、安定的な販売をするため

のさまざまな分野の連携が必要であると思って

まいりました。このように複雑化する問題解決

のために、私は、「都城盆地農業を語る会」と

いう組織を立ち上げ、これまで13回の勉強会を

開催してまいりました。勉強会の主なテーマ

は、河野知事が政策として掲げておられる「フ

ードビジネスの展開」を支える農業者、加工・

流通・販売にかかわる内容が中心であり、回を

重ねるごとに問題点も明らかになってまいりま

した。本県の目指すフードビジネス、６次産業

化の中で、２次・３次産業の分野ではさまざま

な商品開発、そして安全・安心対策事業化に向

けた取り組み、東アジア、アメリカ等への販売

戦略等は一定の評価はあるものの、１次産業が

抱える課題として、高齢化、担い手不足の状況

はますます深刻であると思われます。３期目最

初の質問でありますので、逼迫している農政問

題を中心に今回はお伺いしてまいります。

最近、先進的農業者からよく相談されるの

は、農業労働者の確保に向けた悩みでありま

す。例えば、農業生産法人において従業員を募

集しても、若手はもちろん、熟年層も含めて、

「応募者がいない」「うまく雇用できても長続

きしない」といった悩みを多く聞いておりま

す。このような中、５月18日付の日本農業新聞

に、「農業法人の雇用定着、若者はなぜやめ

る」という特集が掲載されておりました。全国

農業会議所が平成24年に行ったアンケート調査

では、農業法人で就農した約半数が５年以内に

離職しているというものであります。経営者か

らは、「育ててはやめ、育ててはやめの繰り返

しで、イタチごっこだ」という内容で、全国で

も共通する問題のようであります。法人経営者

にとっては、規模拡大を目指して雇用を進め、

将来は経営の幹部として育成することも視野に

入れていたにもかかわらず、「仕事が合わな

い」「仕事がきつい」という理由でやめられる

と、経営自体の見直しをせざるを得ない状況に

なってまいります。そこで、次の３点について

農政水産部長にお伺いします。

１点目として、本県における法人就農者の定

着の状況はどのようになっておるのか。２点目

として、法人の雇用労働者が集まらない、長続

きしない理由についての認識と今後の対応につ

いて。３点目として、６次産業化と言われる中

で、１次産業の生産力の見通しの認識について

お伺いしまして、これからは質問者席にて行っ

てまいります。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業法人への就農者の定着状況につい

てであります。本県における農業法人への新規

就農者は毎年130名前後で推移しており、新規就

農者全体の約半数を占める状況にあります。法

人就農の定着状況につきましては、平成20年度

に、本県で国の「農の雇用事業」を活用した36

名の法人就農者を例にとりますと、就農定着率

は、１年後で94％、２年後では61％、３年後に

は58％と、年々大きく減少する結果となってお

ります。

次に、農業法人の雇用労働力の課題と対応等

についてであります。本県の農業法人は745法人

で、約9,400名の雇用者を抱えておりますが、

「賃金体系の不満」や「人間関係の悩み」等の

理由により、農業法人をやめる方も多い状況に
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ありまして、このことは全国的にも課題となっ

ております。このため県といたしましては、本

年度より、県内外からの法人就農希望者を対象

に、一定期間の雇用型就農研修を経て、安心し

て就農できる新たな仕組みの構築に取り組むと

ともに、定年退職者や女性等の熟練労働者を安

定的に雇用確保する受け皿づくりに取り組んで

おるところであります。また、経営者に対しま

しても、やりがいのある職場環境づくりなどの

労務管理等の研修機会を新たに設け、経営者と

しての意識改革、資質向上を図る支援を強化す

ることで、雇用労働力の確保、定着化に向けた

努力を進めてまいりたいと考えております。

次に、１次産業の生産力の見通しについてで

あります。本県農業は、担い手の減少や高齢

化、雇用労働力の不足、国際競争の進展など、

多くの課題に直面しておりますが、そのような

中にあっても、農業産出額が口蹄疫発生前の水

準に回復するとともに、輸出の拡大や６次産業

化等のフードビジネスの進展など、成長産業化

に向けた新たな取り組みも活発化しているとこ

ろであります。これらの動きをさらに活性化さ

せ、本県経済を発展させるためには、その基盤

である農業の生産力強化が喫緊の課題となって

おります。このため県といたしましては、生産

基盤の整備とあわせて、既存産地の生産体制を

もう一度見直し、高い技術力・経営力を持った

産地を育成するとともに、契約取引の推進や物

流の効率化を進めることで、本県農業の生産力

の強化を図ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○山下博三議員 都城管内の数軒の先駆的な農

業者の方でありますが、今日まで中国人の研修

生を雇用しておられましたが、今、その確保も

非常に厳しくなってきておる現状であります。

せっかく50ヘクタール～100ヘクタールの面積拡

大をされて今日までこられたんですが、作付も

思うようにいかないようであります。この状況

が続いていけば、今日までのゴボウとか里芋、

ニンジン、ラッキョウ等の産地もなくなってい

くのではないかと、大変心配をされているとこ

ろであります。昨年の11月議会でも外国人研修

生の受け入れ体制のことでお伺いをしてまいり

ましたが、外国人研修生の確保に向けては早期

の対策をお願いしておきたいと、そのように

思っております。

次に、本県の和牛の素牛生産、肥育農家の抱

える課題等についてお伺いしてまいります。

本県は、御案内のとおり、全国和牛能力共進

会２連覇の押しも押されぬ日本一の生産県であ

ります。２年後の平成29年、開催県の宮城県は

もとより、隣の鹿児島県などが死に物狂いで日

本一に向けた取り組みを進めていると思われま

す。2020年の東京オリンピックも近づく中、何

としても全共３連覇を果たしてもらいたいとい

うのが、県民の悲願であります。

さて、前回の第10回長崎全共においては、本

県は９つの出品区分に種牛20頭、肉牛８頭の

計28頭を出品いたしました。鹿児島県、大分

県、宮城県など、本県のライバルと言われる和

牛生産県も同様に、９つの区分に種牛や肉牛を

出品しております。兵庫県や島根県、鳥取県と

いったすぐれた種牛を輩出してきた県も含める

と、雌牛改良が進んでいる県としては13道県に

も上ります。３連覇を果たすべく、本県の取り

組みも、生産者を初め各団体、行政区の皆様も

必死で頑張っておられると感謝を申し上げま

す。これまでの取り組み等について、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 第11回全国和
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牛能力共進会宮城大会に向けましては、県や全

国和牛登録協会の宮崎県支部、関係団体で構成

する県推進協議会を昨年７月に設置し、関係団

体が一体となって出品対策を進めているところ

であります。このうち昨年度は、枝肉の審査部

門であります肉牛の部に出品する候補牛を作出

するため、口蹄疫後に造成いたしました若い種

雄牛６頭を選定し、県内各地の産肉能力にすぐ

れた繁殖雌牛に交配をいたしたところでありま

す。また、今年度は、これら分娩された子牛の

発育調査等を行うとともに、種牛の部など、他

の出品区分における候補牛の作出や調査等を実

施する予定であります。今後とも、県推進協議

会を中心に、３連覇に向けて「チーム宮崎」と

して、しっかりと出品対策を行ってまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 それでは次に、知事にお伺い

をいたします。２連覇を果たした前回は、口蹄

疫終息後の開催でもあり、深い悲しみと苦しみ

の中にあった県民を大きな感動と勇気で救って

くれました。そして２連覇をなし遂げてから

は、現在まで、宮崎牛は全国でもその名を知ら

れ、今や海外でも人気和牛ブランドの一つとな

り、知事の熱心なトップセールスの効果も加わ

り、大きな経済効果をもたらしております。２

年後の全共での３連覇を県民の皆さんが期待さ

れるのは当然のことと思いますが、知事の決意

をお伺いいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 前回の長崎大会では、

口蹄疫という大変な惨禍を乗り越えての全共２

連覇、日本一２連覇を達成した。これは畜産農

家のみならず、農業関係者、さらには県民に元

気と勇気を与えた、さまざまな災害から立ち上

がる元気をいただいたものと考えておるところ

であります。また、全共２連覇を前面に打ち出

した国内外でのトップセールスでは、宮崎牛の

認知度の向上や輸出量の増大、昨年は過去最高

の148トンであったわけでありますが、私自身大

きな手応えを感じておるところであります。宮

崎牛が、今後ともチャンピオンブランドとして

の確固たる地位を築いて日本一の称号を活用し

ていくためには、何としてでも前人未踏の３連

覇をかち取ることが非常に重要であると考えて

おりますし、特に５年後、東京オリンピック・

パラリンピックで世界の注目が集まり、そして

多くの方々が世界から集まる、その中で「日本

一の宮崎牛」という旗を掲げることは大変重要

であろうかと考えております。

一方で、戦いは非常に厳しいということを冷

静に分析もしておるところであります。今回の

全共は、口蹄疫後に造成をした種雄牛で戦う必

要があるということ、また、戦いの場といいま

すか会場も宮城県、大変遠隔地であるというこ

と、それから勝ち切ることの難しさは、きのう

のサッカー男子日本代表でも感じたところであ

りますが、もし同じ程度であれば、２連覇をし

た宮崎とそれ以外の県とどちらを選ぶかと言わ

れたときに、圧倒的な差をつけて宮崎が勝つこ

と、これが大変重要であろうかと思います。そ

ういう意味でも非常に高いハードルだというこ

とを肝に銘じて、関係者が力を合わせて、何と

しても３連覇達成のために努力をしてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

平成22年の口蹄疫の発生で、優秀な種雄牛を

失っております。いろいろ話を聞いてみます

と、「今回は厳しいんだ」と。そのことも、

ちゃんと皆さん自覚されているんですが、生産

者、団体等も総力戦で、ぜひとも３連覇をかち

取っていただきますよう、まずもってお願いを
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申し上げておきたいと思います。

これからは農政水産部長に、14問ほどになり

ますが、お伺いしてまいります。よろしくお願

いいたします。

農林水産省が公表している平成26年２月１日

現在の畜産統計資料によりますと、肉用種の子

取り用雌牛の飼養頭数は、全国で59万5,200頭が

飼養されておりますが、その実に半分に当た

る28万頭以上が九州での飼養となっておりま

す。そのうち宮崎県が７万7,000頭、鹿児島県

が11万4,700頭であります。先ほどのライバル県

について、一定以上の雌牛を飼養し、将来的に

子牛の供給が可能な県というと、宮崎県と同等

以上の飼育規模を誇っている北海道と鹿児島県

のみで、他県は4,000頭から３万頭と、本県の半

分以下となっております。雌牛の改良の進んで

いる県でも、絶対的な頭数確保がなされておら

ず、今後は大変厳しいものがあります。

一方では素牛が減少することが懸念される中

で、当面、素牛価格が下がる要素はないと言わ

れております。先日の日本農業新聞において

も、ＪＡ全農が取りまとめた５月の和牛子牛の

取引結果は、１頭当たり65万1,718円と前月

比1.1％高となっており、過去最高値となったと

いうことであります。４カ月連続の高値であ

り、その結果、資金力の劣る中小規模の肥育農

家は、現在導入している素牛が出荷時期を迎え

るおおよそ１年半後の枝肉相場が不透明なた

め、仕入れを控え飼育頭数を減らす動きがあ

り、一連の高値で宮崎牛ブランドの生産にも影

響が出ないかと危惧されております。このよう

な懸念に加え、私が意見交換を続けてきた生産

者の多くは、オリンピック以降の景気減退の不

安や、赤身肉を好む傾向が強まり、国内でもＡ

４・５等級といった高品質な牛肉を食べなくな

る。さらには、現在進められておりますＴＰＰ

交渉の行方への不安などで、経営の維持にも大

変な不安があるようであります。このような肥

育農家の現状を踏まえ、今後の見通しをどのよ

うに認識しておられるのか、お伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的な繁殖

雌牛の頭数減少によりまして、今後とも子牛価

格の高騰が続くものと予測され、肥育農家の経

営は厳しい状況が続くものと考えております。

そのため、販売力の強化対策といたしまして、

県内外でのプロモーション活動に加え、東京食

肉市場への生体出荷に、関係団体と一体となっ

て取り組んでいるところであります。特に生体

出荷につきましては、３年目を迎え、取引価格

の向上や卸売業者からの引き合いが強まるな

ど、一定の成果が認められ始めておりますの

で、今後とも継続して実施し、宮崎牛のブラン

ド力強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、肥育農家のコストが収益を上回った場

合に、差額の８割を補塡する経営安定対策、い

わゆる新マル緊事業を適切に実施しますととも

に、肥育一貫体制の構築による子牛確保対策を

講じることにより、肥育農家の経営安定に努め

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、和牛素牛生産について

お伺いをいたします。都城地域において昨年７

月、畜産技術員が主体となって、都城北諸県地

区「人・牛プラン」が策定をされております。

私は、この前文を見て大変驚いたところであり

ます。都城北諸県地域は、本県肉用牛生産の中

心的な地域であり、高齢化や担い手の不足と

いった課題もありますが、その基盤は盤石で

あったと考えてまいりました。しかし、平成13
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年には繁殖雌牛飼養戸数3,290戸、飼養頭数２

万8,738頭であったものが、平成26年末には戸数

が1,527戸と半数以下、飼養頭数も２万508頭と

大きく減少しており、このままのペースで進む

と、平成32年には飼養戸数が605戸、飼養頭数も

１万6,518頭となると見込まれております。この

見込みを聞いて、私は、宮崎県の肉用牛の基盤

を支えてきたと自負する都城北諸県地域の将来

が大変厳しいものでありまして、和牛生産県と

しての本県の位置づけも大きく揺るがす事態が

懸念されると感じたところであります。本県に

おける和牛繁殖雌牛頭数の推移と今後の見通し

について、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ただいま北諸

地区の状況について御報告がありましたが、本

県における繁殖雌牛の頭数は、平成22年２月時

点では約10万2,000頭でありましたけれども、口

蹄疫の発生や高齢化に伴う離農などによって年

々減少しておりまして、平成26年２月時点では

７万7,000頭となっているところでございます。

今後の見通しにつきましては、平成25年度に実

施いたしました農家調査で、70代以上の繁殖農

家の割合が３割を超えております。また、その

飼養頭数が全体の約２割を占めていることがわ

かっておりまして、今後も高齢者の離農が進む

中で、このままでは繁殖雌牛頭数の減少傾向が

続くものと思われます。したがいまして、今後

とも、繁殖雌牛の増頭対策をさらに強化してい

くことが極めて重要であると考えているところ

であります。

○山下博三議員 続いてお伺いしてまいりま

す。ＪＡ都城の子牛競り市が、一昨日からきょ

うまでの３日間行われております。きょうは昨

日までの結果を送っていただいたんですが、２

日間で861頭出場しております。２日間の平均価

格が65万4,522円ということで、大変な高値の取

引の状況であります。私が気になったのが、県

外購入者の購買の状況であります。この一覧表

を見てみましたら、非常に県外の購入者がふえ

てきているという内容であります。宮崎県の畜

産協会の調べによりますと、平成24年度から平

成26年度までの３年間は、県外購買者は30％後

半で購買を維持しておりましたが、ここ都城Ｊ

Ａ２日間の結果を見ますと、もう半分に近づ

く48.4％まで県外の購買者が非常にふえてきて

いる内容であります。紹介したいと思うんです

が、購買者の中には、銘柄牛を持っております

米沢牛の山形県、そして飛騨牛の岐阜県、松阪

牛の三重県、そして神戸牛の兵庫県、隣の鹿児

島県あたりからも大変な頭数の購買が進んでい

るようであります。この状況を見ますときに、

我が宮崎県、地元の購買者が非常に買い負けを

している。その状況がどんどんふえてきている

のかなという思いで推移を見たところでありま

した。この状況を見ますときに、繁殖雌牛の頭

数を維持していくことは至上命題だと思ってお

りますが、どのような対策を講じることが必要

であるとお考えか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 繁殖雌牛の頭

数を維持し、増頭を図ることにより、本県肉用

牛の生産基盤を強化することは、重要かつ喫緊

の課題であると認識しております。このため県

といたしましては、新規就農者や規模拡大を希

望する繁殖農家に対しまして、牛舎等の施設整

備や繁殖雌牛の導入支援を行っているところで

あります。また、高齢農家や大規模農家の分業

化・省力化という観点から、自給飼料の生産を

請け負うコントラクターへの作業委託や、子牛

を育成するキャトルセンターなどの施設整備も

推進しているところであります。これらに加え
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まして、近年、ＪＡ等がみずから行っておりま

す繁殖センター等の整備を積極的に支援するな

ど、関係者の力を結集して、課題解決に全力で

取り組んでまいりたいと考えております。

○山下博三議員 今日、宮崎産の子牛の評価は

非常に高くなっております。多くの購買者が競

りに参加されております。そのため、宮崎の優

秀な繁殖雌牛も県外に流出している現状であり

ます。県内の繁殖農家においても、母牛の後継

牛確保が非常に難しくなっており、これが子牛

の質を下げる要素にもなっております。このこ

とを踏まえ、県内に優秀な母牛後継牛を確保す

るための対策が必要と思われますが、どのよう

にお考えかお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的な子牛

頭数の減少により子牛価格が高騰している中

で、優秀な母牛になる雌子牛の確保を図ること

は、本県肉用牛の改良を進める上で大変重要で

あると考えております。このため県といたしま

しては、現在、種畜再生対策基金事業や地域肉

用牛繁殖基盤強化対策事業により、優秀な雌牛

の地域内保留に取り組んでいるところでありま

す。また、昨年度から事業の拡充が図られまし

た国の事業も積極的に活用しながら、優秀な雌

牛の増頭にも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、国に対し、支援の充実や財源確

保について強く要望いたしますとともに、この

ような対策を組み合わせて実施することによ

り、優秀な雌牛の確保に努めてまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 今、待ったなしの状況になっ

ておりますから、ぜひとも対策を講じてくださ

い。

続きまして、都城管内の肥育農家との対話の

中で、スモール市場の開設の相談を受けまし

た。この方は4,000頭以上の規模であり、導入に

ついては、県外でスモール市場を中心に導入を

されております。生後３カ月から４カ月で体

重120キロから140キロ、価格は税込み47万円か

ら53万円、血統のよいものは60万円もするそう

であります。今日の市場は、大体９カ月から10

カ月で300キロ前後の牛が出場し、そして肥育農

家が約20カ月肥育され、肉牛として出荷されま

す。つまり、生後30カ月で肉市場に出荷されま

す。スモール市場で導入した牛は、若齢で肥育

農家に導入されますから、早期での肥育体制に

入ることができます。現在、27カ月で出荷して

おられますが、近いうちに25カ月齢での出荷を

目指すとのことであります。肥育農家も早期出

荷ができ、生産農家でも、担い手が高齢化した

中で、早期に牛が手元を離れることにより、労

力の軽減や、あいたスペースに母牛の増頭が図

れるといったメリットがあると思います。それ

が今日のキャトルセンターであると思います

が、市場の開設を考えられないのかお伺いをい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 現在、酪農家

において受精卵移植により生産された和牛子牛

を対象に、４カ月齢未満の子牛が出荷される、

いわゆるスモール市場が県内２カ所の家畜市場

で開催されておりまして、それぞれ毎月10頭程

度が出荷されているところであります。スモー

ル市場は、御指摘にもありましたように、繁殖

農家の育成期間短縮による労力軽減や、肥育農

家の早期の肥育開始による早期出荷のメリット

などがございます。その一方で、繁殖農家にお

いては、４カ月の短期間で子牛の検査等の手続

を行う必要があるとともに、スモール子牛を新

たに導入する肥育農家においては、飼養管理技

術の習得等が必要になるなど、新たな課題もあ
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ると考えております。このため、新たなスモー

ル市場の開設につきましては、市場開設者や関

係機関等の御意見を十分お伺いするとともに、

県内市場の状況を注視してまいりたいと考えて

いるところであります。

○山下博三議員 肥育農家から早期出荷がなさ

れるということは、月々１万5,000円から１

万8,000円の餌代がかかるわけです。３カ月短縮

して出荷されるということになると４万5,000円

から５万4,000円の餌代の削減ができる、そのこ

とも前提にして、早期出荷の取り組みをぜひ考

えていただきたい、そのように思っています。

次に、畜産クラスターについてお伺いをいた

します。国は平成26年度の補正予算で、地域の

畜産関係者が有機的に連携・結集して高収益型

の畜産体制、すなわち畜産クラスターを構築

し、新たな取り組みの実証や、地域の中心的な

経営体の収益性の向上、畜産環境問題への対応

などを進めていくことといたしました。具体的

には、畜産農家や新規参入者、飼料生産のコン

トラクターなどが中心的な経営体となって、畜

舎の整備や処理加工施設、さらには繁殖雌牛や

乳用牛、種豚などの素畜の導入も図られるもの

であります。本県でも、平成26年度の２月補正

で予算計上され、さらには今回、追加して補正

予算が議会提出されております。そこでお伺い

いたしますが、畜産クラスター事業の内容につ

いて、改めてどのようなものかお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産クラスタ

ー事業は、地域の中心的な畜産経営体を核とし

て、畜産関係者が有機的に連携・結集すること

で、それぞれの地域が行う生産性・収益性の向

上に向けた取り組みを総合的に支援する事業で

あります。具体的には、地域のクラスター協議

会の立ち上げや、ブランド化による高付加価値

化、エコフィードの利活用などの新たな取り組

みを支援するソフト事業と、畜舎等の施設整備

や飼料収穫などの機械リースを支援するハード

事業の２本から成る事業でございます。この事

業は、畜産農家や関係者の方々からの期待が大

変大きい事業でありますので、県といたしまし

ても、着実な推進に努めてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 昨年12月に提案された事業で

ありますが、この事業については施設整備にお

いては法人でも事業実施が可能と聞きますが、

事業要望調査をどのように行ったのか。また、

要望調査の結果はどうなっているのか、お伺い

をいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産クラスタ

ー事業による施設整備の支援対象につきまして

は、クラスター協議会が策定する計画におい

て、中心的経営体と位置づけられた生産者等で

ありまして、法人経営や法人化を計画する家族

経営も含まれております。要望調査につきまし

ては、現行の27のクラスター協議会のほかに、

全ての市町村やＪＡ、さらには県内の畜産関係

団体に対しまして幅広く実施したところであ

り、この結果、20のクラスター協議会から計57

件、補助金額にいたしまして約22億円の要望が

あったところであります。畜種ごとに申し上げ

ますと、牛が43件で約５億円、豚が９件で約７

億円、鶏が５件で約10億円という状況でありま

す。

○山下博三議員 私がお聞きしました中で

は、57件、22億円の希望が出ていると伺ってお

るところであります。26年度２月補正と今回の

補正予算を加えても要望額を満たしておりませ

ん。国に対して27年度追加配分を求めるべきと

平成27年6月17日(水)



- 52 -

考えますが、どのようなお考えかお伺いをいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県に提出され

た要望につきましては、事業実施主体や関係市

町村等とも調整を行い、27年度中に実施が可能

な26件、補助金額にして約15億円を国に要望し

ており、県では、26年度２月補正での予算措置

に加え、今回の議会において追加補正をお願い

しているところであります。この事業について

は、全国的にも大変多くの希望があると聞いて

おりますが、県といたしましては、関係市町村

等と連携して採択の支援に努めるとともに、国

に対しましては、十分な予算を確保してもらう

ように強く要求してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、農地中間管理事業につ

いてお伺いをしてまいります。

５月19日の国の公表によりますと、平成26年

度からスタートした農地中間管理事業による農

地の集約の取り組みが、目標の16％にとどまっ

ているということであります。農地中間管理事

業は、小規模で分散している農地を集約し、専

業農家にまとめて貸し出すことにより、農業経

営の大型化・効率化を目指そうというもので、

安倍政権の農業改革の目玉政策の一つでありま

す。全国47都道府県全部に機構が設置され、初

年度の借り受け・貸付目標を14万9,210ヘクター

ルといたしておりましたが、実際には16％の２

万3,896ヘクタールになるということでありま

す。この取り組みが伸びなかった理由として挙

げられておるのが、知らない人に農地を貸し出

すことへの不安、そもそも制度が知られていな

かったということが挙げられております。ま

た、本県の状況につきましては、県内63地区の

モデル地区で取り組みを進められたとのことで

ありますが、2,265ヘクタールの県目標に対し

て、373.8ヘクタールの貸付実績16.5％となって

おります。全国とほぼ同じ貸付実績であります

が、26年度の取り組みについてどのように認識

しておられるのかお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業は、農地の貸し借りの仕組みを大きく変え

る制度として、昨年度新たにスタートしたとこ

ろでありまして、本県においては、63のモデル

地区において重点的な取り組みを行ったところ

であります。その結果、これらの地域では、制

度の趣旨を十分理解し、率先して取り組んでい

ただいたところでありますが、そのことで一定

の成果を得ることができたものと考えておりま

す。しかしながら、全県的に見ますと、農地

を10年間預けることへの不安や、調整に当たる

行政等のマンパワー不足、さらには制度の複雑

さなどから、374ヘクタールの実績にとどまった

ものと考えております。

○山下博三議員 農地を貸し出すことへの不安

を払拭できなければ、農地中間管理事業は軌道

に乗らないと思っておりますが、初年度の反省

も踏まえ、農業者にどのようにして制度の周知

を図っていかれるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業の利用拡大を図るため、今年度は、支庁・

振興局に機構の地域駐在員７名を新たに配置す

るとともに、市町村の農地コーディネーター等

を22名増員し46名とするなど、推進体制の強化

を図ったところであります。これらの専任職員

を中心に、それぞれの地域と密着して、農地所

有者や農業者に制度の内容やモデル地区での成

果等をわかりやすく説明することで、広く周知

を図っていくこととしているところでありま

す。また、安心して農地を預けていただけるよ
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う、農家の身近にいる市町村や農業委員の方々

に、出し手となる農地所有者と十分話し合って

いただくとともに、地域農業の振興方策をしっ

かり検討することで、新たな産地づくりを加速

させ、事業の利用拡大につなげてまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 集落説明のあり方には十分な

配慮をしていただきたいと思うんです。今、農

村社会は高齢者だけなんです。これだけ制度が

くるくる変わってくると、意味がわからない。

その事業の進捗というのがわからない。そのこ

とで非常に不安がっておられるんです。3,000ヘ

クタールということでありますから、十分な説

明をしっかりとやっていただくとありがたいと

思っています。

先日の宮日新聞によりますと、農林水産省

は、農地中間管理事業の取り組みを推進するた

め、農地集積の実績を上げる都道府県に対し

て、農業振興関連の予算配分をふやす方向で検

討しているということであります。26年度の本

県の実績については、先ほど述べたとおりであ

りますが、この記事のとおりであるとすれば、

実績を上げた県については増額するが、下回っ

た県からは予算を削減するということでありま

す。県では27年度の目標をどのように設定して

いるのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、農

地中間管理事業により、担い手への農地集積を

平成35年度までの10年間で現行の５割から８割

に向上させることを目標にしていることか

ら、27年度の目標面積を3,000ヘクタールとして

いるところであります。このため県といたしま

しては、昨年度末に機構とともに事業推進キャ

ラバンを行い、全市町村に対して本事業の積極

的な推進を要請し、目標を共有したところであ

ります。また、今年度は、目標達成に向け、市

町村、ＪＡ、農業委員会等との連携を一層密に

することで、事業の周知徹底や農地の出し手の

掘り起こしを強化し、担い手への農地集積を加

速化させていきたいと考えております。

○山下博三議員 新規就農促進についてお伺い

をしてまいります。

去る６月９日、梅雨入り後の大雨の中ではあ

りましたが、志布志市にあります公益財団法人

志布志市農業公社の取り組み事例の調査に行っ

てまいりました。志布志市は昭和47年に産地指

定を受け、以来産地の拡大に取り組んでこられ

ましたが、昭和52年の部会員100名、栽培面

積22.5ヘクタールをピークに、平成２年には部

会員38名、面積7.5ヘクタールと、ピーク時の３

分の１まで縮小し、指定産地の要件でありま

す10ヘクタールを大きく割り込んだそうであり

ます。その理由は、第２次オイルショックによ

る燃油の高騰、高齢化と後継者不足でありまし

た。産地としての存亡の危機に瀕したＪＡや市

などで農業公社を設立し、新たな担い手確保に

向けた研修事業を始められたとのことでありま

す。

この研修事業は、１年目は、公社が所有する

ハウスを活用して、農業経営や制度資金、栽培

技術の習得に努めながら、研修手当が、１人の

場合15万円、夫婦で25万円が支給されます。２

年目は、ひとり立ちの予行演習として、公社の

ハウスで独立経営を実践するため、研修手当は

支給されないかわりに、就農資金150万円が支給

されます。この２年間の研修期間の中で、農業

参入に必要な基礎的な知識や営農計画、さらに

は資金計画など、農業公社はもとより、県の機

関やＪＡ等からも全面的な支援が一体的に行わ

れております。３年目は、新たな土地にハウス
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を建設し、完全に自立した経営のスタートであ

ります。土地は借地で、3,000平方メートルのハ

ウス建設総事業費2,500万円、桜島降灰事業等の

補助金総額1,400万円、補助残の1,100万円が近

代化資金の借り入れでスタートされるそうであ

ります。

この事業には、参加者の強い営農意欲と、最

低でも自己資金500万円がないと、参加は認めら

れないとのことでありました。また、就農後

は、ピーマン専門部会に参加し、地域農業者と

の交流や助言を受けられる仕組みとなっており

ます。この制度を利用して研修に参加希望する

方は、強い就農意欲を持って研修に励みさえす

れば、周囲から力強いサポートが受けられ、大

変安心して参入できるということであります。

その結果、平成26年度までに夫婦主体の104名が

研修を修了し、そのうち75名が専門部会に所属

し、現在はピーマン部会員86名、栽培面積23.4

ヘクタールの産地を支える重要な担い手となっ

ております。これらの取り組みにより、ことし

２月の第44回日本農業賞「集団組織の部」で大

賞を受賞しておられます。そこでお伺いします

が、本県でもさまざまな地域や組織で新規就農

者の研修を行っておられますが、取り組み状況

等についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県におきま

しては、平成12年度から県農業総合研修センタ

ーにおいて、新規就農希望者の円滑な就農を目

的といたしまして、栽培技術や農業経営等を学

ぶ「みやざき農業実践塾」を開設しており、平

成25年度までに136名が卒業しております。ま

た、県内各ＪＡにおきましても新規就農研修が

実施され、ＪＡ全体で、平成18年度から25年度

までに149名が研修を修了しているところであり

ます。中でも、ＪＡ宮崎中央の「ジェイエイ

ファームみやざき中央」では、平成18年度から

毎年、約10名、延べ70名の研修生を受け入れる

など、先進的な研修が行われているところであ

ります。

○山下博三議員 志布志市農業公社のような、

関係機関・団体が一体的にサポートできる体制

が必要ではないかと思いますが、見解をお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 志布志市農業

公社につきましては、新規就農者を大量に呼び

込み、ピーマンに特化した産地形成がなされて

おり、大変すばらしい取り組みであると認識を

しております。本県では、「ジェイエイファー

ムみやざき中央」におきまして、関係機関・団

体が連携を図りながら、きゅうり部会を中心

に、トップレベルの農家を育成しており、全国

でもモデル的なサポート体制を構築していると

ころであります。県といたしましては、「みや

ざき農業実践塾」や「ジェイエイファームみや

ざき中央」の取り組みを核に、他のＪＡへの展

開を推進するとともに、お話にありました県外

の先進事例等も参考にしながら、市町村の役割

も踏まえた新たな体制づくりについても、検討

してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。私が調査に行きました折に、５年前にＩ

ターンされた方、32歳なんですが、夫婦で大変

楽しいハウス経営をされておるということであ

りましたので、ぜひ県のほうでも調査に行って

いただくとありがたいと思っています。

次に、障がい者福祉についてお伺いしてまい

ります。

先月、５月10日に開催されました県障がい者

スポーツ大会に私も出席したのですが、県内各

地から約1,600名もの障がいのある方が参加して
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熱戦が繰り広げられ、皆さんが生き生きと一生

懸命に競技に取り組まれている姿を見て、勇気

と感動をいただくとともに、障がいのある方の

自立と社会参加を促進することの重要性を改め

て考えさせられたところであります。現在は、

平成25年に施行されました障害者総合支援法に

基づき、さまざまな障がい福祉サービスが提供

されているところであります。私は、障がい者

の自立と社会参加ということから、障がいのあ

る方が仕事につき収入を得ることが、自信と自

立、そして社会参加そのものにつながるものと

確信しております。平成25年４月より、障がい

者の法定雇用率の引き上げがあったとお伺いし

ておりますが、本県における障がい者の一般就

労及び障害者雇用納付金制度の現状について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） まず、障がい

者の一般就労についてでございますが、宮崎労

働局の調査では、平成26年６月１日現在で、法

定雇用率2.0％が適用される、常時雇用する労働

者数50人以上の県内企業は718社、このうち法定

雇用率を達成している企業は455社で、その割合

は63.4％、全国第２位となっております。ま

た、この718社における障がい者の雇用率は2.15

％となっておりまして、これも全国第７位と

なっているところでございます。

次に、障害者雇用納付金制度でありますが、

この制度の対象となるのは、平成26年度は常用

労働者数が200人を超える企業でありまして、こ

れらの企業が法定雇用率2.0％を達成していない

場合に、不足する障がい者１人につき、１月当

たり４万円ないし５万円を国に納付する制度で

ございます。この制度の対象となる企業は、平

成26年６月１日現在で143社、このうち法定雇用

率を達成していない企業は49社でありました。

なお、この制度により県内で納付された金額

は、平成25年度で申し上げますと、5,0 4 8

万5,000円となっておりまして、この納付金は、

国において、県内企業が障がい者を新規雇用す

る場合の給付金・助成金などの財源の一部とし

て活用されているところでございます。

○山下博三議員 次に、障がい福祉サービスに

おける工賃向上についてお伺いいたします。県

では、就労系サービス事業所を対象に、24年度

から26年度までの工賃向上計画を定めて取り組

んでおられますが、その達成状況並びに今後の

取り組みについて、同じく福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい福祉サ

ービス事業所における工賃向上につきまして

は、計画に基づき各種の取り組みを行っている

ところでありますが、平成26年度の工賃月額

は、最も高い事業所で３万4,901円、最も低い事

業所では3,000円となっており、全事業所の平均

の工賃月額は１万6,142円となっております。こ

れは、計画に定める目標額を若干下回りました

ものの、目標の基準年であります平成23年度と

の比較では、12.5％の伸びとなったところでご

ざいます。県では引き続き、29年度までの３カ

年を計画期間といたします新たな工賃向上計画

を策定する予定にしておりますが、最も効果が

見込まれます、企業との連携などによる事業の

拡大、あるいは専門家による助言・指導など、

関係機関と連携しながら、なお一層の工賃向上

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 同じく福祉保健部長にお伺い

します。知的障がいのある方が利用する山口県

下関市の指定障害福祉サービス事業所で、利用

者を暴行したとして、元施設職員が逮捕されま
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した。私も、先月から何回となく暴言、暴力の

現場シーンが映し出されるたびに、まさかとい

う思いと信じられない気持ちでいっぱいであり

ました。今回、この実態を訴えていただいた方

の勇気に感謝したいと思います。

問題だったのは、昨年の４月以降、何回とな

く下関市役所に通報しているにもかかわらず、

適切な対応がなされていなかったということで

あります。平成18年制定の障害者自立支援法の

定義は、障がいのある全ての人に、健常者と変

わらない地域生活を営ませることだったと思い

ます。今日の制度の中で、多くの事業所の皆さ

んは、福祉の精神にのっとり、福祉の向上に努

力していただいているものと思っております

が、本県の事業所における障がい者虐待の実態

について、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障害者虐待防

止法が施行されました平成24年10月以降の状況

について申し上げますと、まず、平成24年度

は12件の通報・届け出を市町村が受理しまし

て、そのうち２件を虐待と認定しております。

いずれも施設職員の暴言による心理的虐待と

なっております。次に、平成25年度は15件の通

報・届け出がありまして、うち５件を虐待と認

定しております。その内容は、施設職員の暴言

による心理的虐待や、本人の同意を得ずに預金

を引き出したという経済的虐待などとなってお

ります。なお、平成26年度につきましては、現

在取りまとめ中でありますが、前年度と比べる

と、認定件数については、やや増加する見込み

となっております。

県といたしましては、日ごろから事業者等へ

の注意喚起を行うことで、虐待の未然防止に努

めますとともに、通報等があった場合には、市

町村と連携し、速やかな事実関係の把握や指導

改善に努めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、障がい者差別の解消に

関する条例の制定について、最後になりました

が、知事にお伺いをいたします。

障がい者施策につきましては、近年、障害者

基本法の改正や障害者自立支援法の施行、障害

者差別解消法、障害者虐待防止法の制定など、

その環境は大きく変化をしております。そのよ

うな中、先月の５月25日から26日の２日間にわ

たり、宮崎市のコンベンションセンターで、全

国から約2,100名もの関係者が参加して「第60回

日本身体障害者福祉大会みやざき大会」が開催

され、来年４月に施行される障害者差別解消法

をテーマとした基調講演が行われるとともに、

全ての自治体に障がい者差別をなくすための条

例制定を目指すとの大会決議もなされたと伺っ

ております。現在、既に幾つかの都道府県で、

障がい者差別の解消に関する条例が制定されて

いるようでありますが、本県における条例制定

について、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 障がいのあるなしにか

かわらず、誰もがお互いを尊重し、支え合いな

がら、住みなれた地域で心豊かに生活できる社

会づくりというもの、障がいのある方が、障が

いを理由として差別されることのない社会をつ

くっていくことが極めて重要だと考えておりま

す。このような観点から、これまでも、障がい

者福祉向上のための各種施策に取り組んできた

ところでありますが、御質問の障がい者差別の

解消に関する条例につきましても、今後、国に

おいて策定予定の「対応指針」や関係団体の御

意見等も踏まえながら、制定に向けて検討して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。
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障がい者の就労支援をしていただく事業所、

社会福祉法人、ＮＰＯ法人があるんですが、こ

の５年間に約倍にふえているそうであります。

お聞きしてみましたら、合計132の事業所が今、

活動をしておられるようでありますが、各事業

所とも非常に人手不足の中で、なれないスタッ

フ、なれない支援員の方がたくさんおられて、

障がい者に対する言葉のかけ方、支援の仕方が

まだ徹底されていないところがたくさんあるよ

うであります。ぜひ福祉保健部のほうでも各事

業所については指導をしっかりとしていただき

まして、こういう事件が起こらないように最善

を尽くしていただきたいと、そのように思って

います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○星原 透議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。私も２期

目の立場で、県勢発展のために尽力してまいり

ます。

通告に従い順次質問させていただきますの

で、知事を初め関係部長の皆様の明快な御答弁

をお願いいたします。

初めに、補正予算について、午前中の質問と

重複することもありますが、後の質問の構成上

お許しください。

知事の提案説明にありましたが、「くらしの

豊かさ日本一を目指して～『みやざき新時代』

創生予算」と題しての平成27年６月補正予算の

特徴について、知事にお伺いします。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

６月補正予算の特徴についてであります。今

回の６月補正予算は、政策的事業や新規事業を

中心とした、いわゆる肉付け予算として編成し

たところでありますが、この中で地域経済活性

化・防災対策特別枠を設け、追加措置を行うこ

とといたしました。まず、公共事業につきまし

ては、40億円の追加措置を行い、防災・減災対

策の強化を図ることとしております。次に、総

合的な災害対応能力のさらなる強化を図るた

め、大規模災害対策基金に27億円の追加造成を

行い、総額を30億円とし、今後５年間にわたり

前倒しで、防災・減災対策に取り組むこととし

ております。さらに、新規要求事業について、

特別枠として４億円を措置し、総額で71億円規

模の追加措置を行うこととしました。また、人

件費や公債費など義務的経費を縮減する一方

で、子育てや医療・介護などの社会保障関係費

を充実させるなど、「くらしの豊かさ日本一の

宮崎」づくりに資する予算として編成したとこ

ろであります。

最終的に、当初予算と合わせた平成27年度の

予算は、本県の厳しい財政状況を踏まえなが

ら、人口減少問題対策や経済・雇用対策など、

本県が直面する課題に的確に対応しつつ、将来

を見据えたあすの宮崎づくりを進める積極的な

予算が編成できたものと考えているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

では次に、平成27年度末の基金残高が227億円

と見込まれるなど、依然厳しい財政状況にある

と考えますが、今後どのような財政運営を行っ

ていくのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、平成16年度

からこれまで３期11年にわたりまして、財政改

革に取り組んできたところであります。臨時財
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政対策債を除く県債残高も着実に減少するな

ど、一定の成果を上げてきたものと考えており

ます。しかしながら、今後とも歳入の大きな伸

びが期待できない中で、社会保障関係費や防災

・減災対策、公共施設の老朽化対策など、多大

な財政負担が見込まれるわけであります。午前

中は国体の施設整備の御議論もありました。財

政改革を継続しなかった場合、４年間で1,000億

円を超える収支不足が発生し、財政調整のため

の基金が枯渇するなど、予算編成が困難となる

ことも予想されます。このため、新たに第四期

財政改革推進計画を策定しまして、引き続き、

義務的経費の抑制や投資的経費の重点化、事務

事業の徹底した見直しなどに取り組み、持続的

に健全性が確保される財政構造への転換を目指

してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。県債発行額

や県債残高を徐々に抑えながら、一般会計予算

も前年比0.8％増を確保していることを理解いた

しました。基金残高が例年どおり維持できます

ように、第四期財政改革推進、よろしくお願い

いたします。

では、具体的な質問に入らせていただきま

す。宮崎県総合計画アクションプランに基づい

て、人口問題対策プログラムなど８つのプログ

ラムを進めていかれるところですが、幾つか

ピックアップしてお伺いいたします。

初めに、８番目の危機管理強化プログラムに

ついてであります。県民の生命や財産を守り、

危機事象からの復興と、それらに対応する環境

整備は、最優先の政治課題であります。ソフト

・ハード両面からの防災・減災と、家畜伝染病

の防疫対策強化を進めるとありました。防災・

減災対策の要諦は「忘れないこと」でありま

す。風化することなく、常に危機意識を持ち、

自分の住んでいる地域の特性や過去の事象を知

り、非常時に備えているかの「自助」が基本で

す。そういう方々をいかにふやすかが重要だと

考えます。また、地域や自治会で取り組まれて

いる危険箇所の周知や避難経路・避難所の情報

を把握する、把握させることの「共助」、そし

て「公助」として、行政と関係団体、民間企業

が幾重にも連携を強化し、万全の備えと復旧体

制を構築できるか。さらに、他県、また多方面

との相互バックアップ体制の確保までも含め、

総合的に取り組んでいただきたいと考えており

ます。

質問に入ります。自然災害の発生は全く予測

できず、当然のことながら、万一のときの緊急

発令と初動体制が重要であります。県職員の皆

さんも交代で監視体制を組んでいるとお聞きし

ましたが、初めに、県の夜間や休日の災害監視

について、その体制や業務内容を、危機管理統

括監にお伺いします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害監視に

つきましては、平日の昼間は危機管理局の業務

の中で実施しておりますが、夜間や休日におき

ましても、24時間体制で、職員１名と自衛隊Ｏ

Ｂの非常勤職員１名の２名で、県庁１号館５階

に設置している災害監視室で実施しておりま

す。この取り組みは、危機管理体制の強化を図

る観点から、平成18年度から開始したものであ

り、気象台から提供される大雨等の気象情報や

地震、火山の情報などを直ちに入手し、災害対

応の必要がある場合は、危機管理局を初めとす

る関係職員や防災関係機関への連絡を行うもの

でございます。昨年度の実績を申し上げます

と、気象情報等の受信回数が約2,500件、このう

ち関係職員の呼び出しや連絡を行ったものが63

件となっております。このような体制によりま
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して、迅速な災害対応が図られるとともに、職

員の危機管理意識の醸成にもつながっているも

のと考えております。

○重松幸次郎議員 女性職員も土日祭日のお昼

間、当番をされていると伺いました。365日の体

制、大変心強いです。

続いて、災害を忘れないために、宮崎県内で

起こった過去の災害、また一部県外も、種類別

に取り上げて確認してみたいと思います。

初めに、火山災害です。古くは享保元年

（1716年）、300年前に、新燃岳の一連の噴火活

動で死者５名と記録されております。霧島の山

・御鉢は、江戸時代や、明治20年から大正の始

めまで毎年のように噴火し、合わせて６名が噴

石で亡くなっております。そして直近、平成23

年１月、新燃岳が300年来の噴火。爆発噴火13

回、重軽傷者51名、噴石の飛散による自動車ガ

ラスや太陽光パネルなど破損総額約13億円でご

ざいました。県外では、昨年９月に御嶽山の噴

火で、噴石により多くの犠牲者が出たことは、

御承知のとおりだと思います。先月、口永良部

島が爆発噴火により、火砕流が海岸まで到達し

ました。九州でも阿蘇山の噴火活動が起こり、

また桜島は昨年１年間で430回の爆発でしたが、

ことしに入り既に630回も爆発をしております。

これまで以上に活発になっているようでござい

ます。昨日は浅間山も噴火が確認されたところ

でございます。

それでは、火山噴火の対策について、３点お

伺いいたします。阿蘇山から霧島山系と桜島、

そして口永良部島で活動の兆候が見られます

が、新燃岳や硫黄山など霧島山の火山観測体制

はどのようになっているのか、危機管理統括監

にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山は、

全国に47あります常時観測火山の一つでありま

して、福岡管区気象台が24時間体制で監視をし

ております。火山の観測につきましては、火山

性地震や微動を観測する地震計、地殻変動を観

測するＧＰＳ装置、また、噴煙等を観測する赤

外線監視カメラなどの機器がありますが、霧島

山につきましては、気象庁を中心に、これらが

段階的に整備されてきており、特に平成23年の

新燃岳の噴火後は、それ以前に34台であった機

器が、現在は77台となっており、体制の強化が

図られております。また、気象庁は、今年度中

に硫黄山や御鉢に、地下のマグマの動き等を観

測するための新たな機器を設置する予定であり

まして、これにより、火山活動の兆候がこれま

で以上に早く察知できるものと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 口永良部島では、迅速な避

難ができ、人的被害も最小限にとどまったこと

から、避難の初動はほぼ万全だったと評価がで

きそうだという防災レポートがありました。そ

こで、決して不安をあおるわけではありません

が、霧島山の火山噴火に備えた、住民や観光客

等の安全確保の現状と今後の取り組みについ

て、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山で

は、その周辺に所在する都城市、小林市、えび

の市及び高原町が、噴火に備えました対応マ

ニュアル等を作成しており、特に昨年、噴火警

報が発表されましたえびの高原の硫黄山につい

ては、注意喚起の看板や情報伝達のためのスピ

ーカーを設置するとともに、避難訓練を行うな

ど、安全確保の対策がとられたところでござい

ます。このような中、昨年の御嶽山や、御紹介

がありました口永良部島などの火山噴火の教訓

を踏まえますと、霧島山に関する対応マニュア
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ル等のさらなる充実も含め、安全確保対策を

図っていく必要があると認識しております。

一方、国におきましては、現在、避難体制の

整備等を目的といたしました活動火山対策特別

措置法の改正案が審議されておりますので、こ

れらの状況を注視しながら、関係自治体と密接

に連携して、より具体的な対策の強化に取り組

んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 万全の体制をとり、住民、

観光客の皆さんの安全が確保できますことをお

願いいたします。

風向きによっては、桜島や霧島山、また阿蘇

山からも降灰があり、農作物の被害対策も重要

だと思いますが、活動火山周辺地域防災営農対

策事業の内容について、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 活動火山周辺

地域防災営農対策事業につきましては、県が作

成いたします防災営農施設整備計画に基づき、

野菜や果樹等への降灰を未然に防止する被覆施

設や、降灰を洗浄する機械の整備、被覆資材の

更新、土壌改良資材の購入を支援するものであ

ります。事業の対象地域につきましては、桜島

並びに新燃岳が南那珂、北諸県、西諸県地域の

５市２町、阿蘇山が西臼杵、東臼杵、児湯の一

部地域の３市７町３村、合わせて20市町村であ

ります。県といたしましては、この事業を十分

に活用し、降灰による農作物被害の防止・軽減

を図り、農家経営の安定に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 降灰から作物を守る万全の

体制をお願いいたします。火山噴火で重要なこ

とは、「ふだんから火山災害への正しい知識を

身につけ、対処方法を理解すること」と防災マ

ニュアルにあります。引き続き取り組みをお願

いいたします。

次に、風水害、土砂災害の対策について。こ

れも記録をたどれば、平成５年９月に台風13

号。最大瞬間風速57.9メートル、死者２名（小

林市）、重軽傷143名、家屋全半壊が385戸あり

ました。瓦が飛んで、ブルーシートが張りめぐ

らされたことを思い起こします。平成17年９

月、台風14号。最大瞬間風速43.1メートル、総

降水量607ミリ、死者13名、重軽傷者26名、家屋

全半壊4,517戸、本当にすごい被害がございまし

た。あれから10年たちました。平成18年９月に

は台風13号。竜巻により延岡市で死者が３名、

重軽傷者152名であります。このほかにも台風、

風水害、土砂災害は毎年起こっていて、人的・

家屋被害、浸水は必ず起きています。台風もこ

としは５月までに７つ発生しております。「こ

れまで経験したことのない」という表現が多く

使われていますが、天気予報を注視して、早目

の、また想定を上回るくらいの備えを呼びかけ

ていきたいと思います。県外では、昨年８月に

広島県広島市166カ所で土砂災害。死者74名を含

み甚大な惨事が起こりました。６月は、土砂災

害防止月間でありますが、昨日の豪雨において

も九州各地で土砂被害が起こっております。

「備えよう！助かる命守るため」土砂災害防止

啓発事業の内容について、県土整備部長にお尋

ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 土砂災害から

身を守るためには、県民一人一人が土砂災害に

関する認識を深め、適切な避難行動をとること

が重要であります。このため本事業では、６月

の土砂災害防止月間を中心に、土砂災害に関す

るパネル展を開催するとともに、小中学生や地

域住民の方々、及び高齢者や障がい者の方々が

利用する福祉施設の職員などを対象とした講座
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を実施しているところであります。さらに今年

度からは、地域住民の避難行動の中心となるこ

とが期待される、自治会長を対象とした講座に

も新たに取り組むこととしております。今後と

も、県民の土砂災害防止に関する意識の向上を

図るため、効果的な啓発活動に取り組んでまい

ります。

○重松幸次郎議員 市民相談等でも、急傾斜地

の相談を自治会長からよく聞きます。急傾斜

地、また土砂災害危険箇所の対策、住民の皆様

への啓発をよろしくお願いいたします。

次に、地震・津波についてであります。古く

は寛文２年（1662年）、外所地震が起こりまし

た。宮崎市木花・島山にて、死者約200名、家屋

全壊3,800戸と、地震・津波による記録が残って

おります。昭和43年にはえびの地震。また、昭

和62年３月には日向灘地震。日之影町にて落石

により死者が１名、負傷者６名と記録されてお

ります。以降、宮崎県内では地震による死者は

記録されておりません。なお、今月に入って、

全国で震度５弱が３回、震度５強が４回起きて

おり、その多くが関東や東北に集中しておりま

す。東日本大震災から、今４年３カ月、人間復

興を加速していかなくてはならないと考えてお

ります。これまで危機事象の一部であります

が、改めまして、災害で亡くなられた方の御冥

福を祈り、また、負傷されたり家屋を失われた

方々への心からのお見舞いを申し上げます。

南海トラフ巨大地震と津波が危惧されてお

り、その対策には膨大な予算と時間が必要で

す。宮崎市内でも海岸に近いころの自治会長さ

んからは、避難タワーの設置要望をお受けする

ことがありますが、「近所に高層ビルがあると

難しい」との返答が多いようです。そこで、津

波避難タワー等の整備の必要性について、どの

ような考えで検討されているのか。また、津波

避難タワー等の整備に対する支援を含め、減災

力強化推進事業の内容について、危機管理統括

監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 県内の沿岸

部の市や町では、南海トラフ巨大地震の津波浸

水想定に基づきまして、住民の津波避難場所の

調査を行い、その確保が進められております

が、近隣にビルや高台等がなく避難が困難な地

域では、津波避難タワー等の整備が計画されて

おります。この避難タワー等につきましては、

南海トラフ地震対策特別措置法により、事業費

の３分の２を国が負担することとなっておりま

すが、県におきましても、減災力強化推進事業

により、市や町の負担軽減措置を講じようとす

るものでございます。また、この事業では、こ

れまで避難場所や避難路の舗装、手すりや案内

板の設置、そういった内容もございましたの

で、市町村では平成25年度からの２カ年間で合

計52カ所の整備を行ってきております。県では

引き続き、これを継続してまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 わかりました。あわせて避

難訓練の支援もよろしくお願いいたします。

公共や民間団体との応援体制についてであり

ますが、宮崎県ビルメンテナンス協会は、宮崎

県との災害復旧における応援協定の締結を検討

していると伺いました。国も、平成25年の災害

対策基本法の改定において、民間事業者との協

力に関する協定締結等を努力義務として進めて

いるようでありますが、県と民間企業等との災

害時応援協定の締結状況及び今後の取り組みに

ついて、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

に備えた事前の取り組みといたしまして、県で
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は、九州各県など行政機関と協定を締結し、こ

の中で、職員の派遣あるいは避難施設の提供等

の相互協力について定めておりますが、行政機

関だけでなくて、民間事業者との間において

も、現在約70の災害時応援協定を締結しており

ます。例えば、食料・水の提供や帰宅困難者へ

の対応につきましてコンビニエンスストアと、

物資の輸送や燃料の補給についてトラック協会

や石油商業組合と、また、ライフラインの復旧

につきましてＬＰガス協会等との協定を締結

し、総合防災訓練を通じて連絡体制等の確認を

行っております。今後とも、民間事業者と事前

に締結しておくべき協定がないか、検証してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 各種団体との協力、よろし

くお願いいたします。

防災対策について、最後に知事にお伺いいた

します。大規模災害対策基金の拡充を踏まえ

て、県の防災対策の強化にどのように取り組ん

でいかれるのか、御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろいろ御議論が

ございました。ことしが、本県に大きな被害を

もたらした平成17年の台風14号災害から10年の

節目の年ということでありまして、13名の方の

とうとい命が失われたあの災害というものを決

して忘れることなく、常在危機という意識を

持って、県の総合的な災害対応能力のさらなる

強化を図ることが、本県の最重要課題であると

考えております。

国内で見てみますと、平成23年の東日本大震

災を初め、昨年の広島土砂災害や御嶽山の噴

火、海外に目を転じますと、ことし４月のネパ

ール地震など、近年、これまで経験したことの

ないような大規模な災害が国内外で発生してい

るところでありまして、本県においても、こう

した災害は起こり得るものとして、常に備えて

おく必要があろうかと考えております。このよ

うな災害を貴重な教訓としながら、今回拡充い

たします大規模災害対策基金を活用しまして、

何としても県民の命を守るというかたい決意の

もとに、災害に的確に対応できる人づくりや避

難の確保など、防災対策に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今月21日に、宮崎県防災士

ネットワークの定期総会が行われます。防災士

は、地域での防災活動の中核となる人材であり

ます。県は、今後とも防災士の養成に努めてい

ただきたい。私たち県議団も、防災士の一員と

して地域の防災に取り組んでまいりたいと、こ

のように決意をいたしております。

それでは次に、活力ある地域についてであり

ます。昨年度の人口減少・地域活性化対策特別

委員会から、今年度は地方創生対策特別委員会

に所属することになりました。重要なテーマで

すので、しっかり取り組んでまいります。

元東京都副知事で明治大学の青山やすし教授

は、「人口増加や経済成長それ自体が地方創生

ではない。地方創生とは各地域の特色を生かし

て生活の質の豊かさを追求することととらえる

べきである」と、党冊子の特集で冒頭述べられ

ております。我が党のテーマである、「人が生

きる、人が輝く地方創生」を念頭に、今回は、

子育て支援と女性の活躍についてお伺いいたし

ます。

初めに、本年４月から、子ども・子育て支援

新制度に関連して、国の産前・産後の母子への

支援策である妊娠・出産包括支援事業も本格実

施されました。党の機関紙に、東京都文京区で

は、フィンランド―フィンランドというの

は、お母さんに優しい国ランキング世界１位だ
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そうですが―の母子支援制度をモデルにした

文京区版ネウボラ事業を今年度からスタートさ

せ、妊娠・出産期から育児期までの子育て支援

策を充実させ、総合的な相談や支援体制をワン

ストップ（１カ所）で対応する事業でありま

す。「ネウボラ」という言葉は、「アドバイス

する場所」という意味だそうです。同事業のよ

うに、親子を一貫してサポートするワンストッ

プ拠点「子育て世代包括支援センター」が、15

年度に全国150市町村で整備される予定とありま

した。県においても、妊娠から子育てまでワン

ストップで切れ目のない支援が重要だと思う

が、市町村子育て世代包括支援センターの取り

組み内容について、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 市町村子育て

世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期

までのさまざまな悩みに対しまして円滑に対応

するため、保健師等が専門的な見地から、継続

的な相談支援をワンストップで実施するもので

ございます。具体的には、市町村内の全ての妊

産婦等の状況を把握しまして、ニーズに応じて

各種サービスの情報提供や医療機関など関係機

関への紹介を行うなど、積極的にかかわること

となっております。また、心身の不調や育児不

安があるなど手厚い支援を要する方に対して

は、関係機関と協力して支援プランを策定しま

して包括的に支えていくこととしております。

○重松幸次郎議員 産前・産後、特に産後鬱対

策、また、育児までの切れ目のない支援センタ

ーを県内に広げていただきたいと要望いたしま

す。

次に、放課後児童クラブについて。授業終了

後の子供の居場所を確保することは重要であり

ます。実施主体は市町村であり、さまざまな運

営方法が混在して複雑な部分があるようです

が、この放課後児童クラブ事業について県はど

う取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 放課後児童ク

ラブ事業は、児童の健全育成や仕事と家庭の両

立支援の観点から重要な取り組みでありまし

て、その量的拡大と質の向上を図っていく必要

があると考えております。このため県では、今

年度の当初予算におきまして、運営費補助に係

る県の基準単価を国の基準単価まで引き上げを

行いますとともに、施設整備に対する補助の新

設など、事業の実施主体である市町村への支援

の拡充を図ったところでございます。さらに、

今回の補正予算におきましては、ことし３月に

国から示された補助基準単価の引き上げや、障

がい児の受け入れ体制の強化など、支援メニュ

ーの追加等に対応するための増額補正をお願い

しているところでありまして、さらなる支援の

充実を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今お話がありました、障が

い児受け入れ推進など新たな支援事業が追加さ

れているようです。また、支援員は資格認定が

義務化されるのと、児童クラブ自体がふえ続け

ていくことが予想されますが、放課後児童支援

員を確保するため、県はどう取り組んでいくの

か、再度、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 子ども・子育

て支援新制度の施行に伴いまして、放課後児童

クラブの質を確保するため、平成31年度末まで

に、必要な知識や技能を有する放課後児童支援

員を、それぞれのクラブに原則２名以上配置す

ることが義務づけられたところでございます。

放課後児童支援員になるためには、県が実施い

たします研修を修了する必要がありますので、
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県では今年度から、市町村と連携を図りなが

ら、計画的に研修を実施し、人材の確保を進め

ていくこととしております。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

さて、女性の再就職の支援、管理職の登用

が、企業の競争力に大きく貢献し、労働力の確

保につながることを、昨年の11月にも質問させ

ていただきました。そこで、女性の就職支援を

具体的に行っている埼玉県女性キャリアセンタ

ーにお邪魔して、お話を伺ってまいりました。

同センターでは、働きたい女性・働く女性を支

援するため、面談相談や電話相談を受け付け、

気持ちの整理・仕事の悩み相談、求人情報の提

供から就職に向けた書類作成や面接練習まで、

女性専門カウンセラーがサポートされておりま

した。年間利用者が１万2,503名で、センターで

確認された就職者は、平成26年度1,516名だった

そうです。では、本県では女性の就職支援につ

いて具体的にどのように取り組んでいるのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 女性が出

産・子育てをしながら安心して継続して働ける

よう、県としましては、企業による「仕事と家

庭の両立応援宣言」の取り組みを積極的に推進

しております。一方で、結婚・出産を契機に一

旦離職し、その後復職を希望する女性も多いこ

とから、再就職への支援は極めて重要であると

考えております。このため今年度、出産等によ

り離職した女性を対象に、再就職に必要な知識

などを習得していただく、「女性の再就職支援

セミナー」を実施しております。また、今議会

で提案をしております「宮崎成長産業人材育成

事業」では、女性も参加しやすいテレワーク、

短時間勤務、勤務地限定などの新たな職域の開

発や、企業等での就労体験などの事業も行う予

定であります。今後とも、ハローワークのマザ

ーズコーナー等においてきめ細かな相談対応を

行っている宮崎労働局など関係機関と連携をい

たしまして、就職支援に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 公明党は、党女性委員会を

中心に、男女共同参画社会へ向けた政府の取り

組みを促し、女性が働き続けられる社会を目指

す女性支援策に取り組んできました。女性の力

を生かさなければ雇用の安定を維持することが

できない時代に入っております。そこで、活力

ある社会づくりのためには女性の活躍が重要と

考えますが、どのように取り組みをされている

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 活力ある社会

づくりのためには、女性がその意欲と能力を生

かしながら社会で活躍できる環境を整えること

が大変重要であると考えております。このため

県では、商工観光労働部における取り組みのほ

か、男女共同参画センターにおいて、女性の起

業や再就職、キャリアアップ等に関する相談対

応などを行っているところです。また、今年

度、企業や商工団体などで構成される「みやざ

き女性の活躍推進会議」を設立し、企業相互の

意見交換や研修などを行いながら、女性が多様

な働き方を実践できる環境づくりを進めていく

こととしております。今後とも、こうした取り

組みを通じて、女性はもちろん、男性も生き生

きと働き、ともに活躍する活力ある社会の実現

に努めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 どうぞよろしくお願いいた

します。地方創生の大切なテーマでありますの

で、今後とも議論してまいりたいと思います。

次に、支え合う医療・福祉についてでありま
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す。

５月10日に宮崎県腎臓病患者連絡協議会の

第43回定期総会に出席させていただきました。

年々会員数が減少傾向にあり、会費の減少がそ

のまま活動量の減少につながることを大変危惧

されておりました。総会のスローガンには、

「１、腎疾患総合対策」を初め、透析患者の災

害対策、腎移植の推進など、７項目がうたわれ

ておりました。難病連、県腎協の方々が昨年10

月に臓器移植推進街頭キャンペーンをされたと

き、私は骨髄バンク登録キャンペーンで御一緒

させていただきましたが、移植医療について、

まず、県内の腎臓提供者の現状について、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県における

腎臓提供者数は、平成17年から26年までの10年

間で10人となっておりますが、ここ３年間は提

供が行われていない状況にあります。また、全

国的に見ましても、同時期の腎臓提供者数は999

人でありますけれども、平成24年以降、提供者

数が減少するなど、本県と同様に、腎臓移植が

なかなか進んでいない状況にあります。

○重松幸次郎議員 10年間で10名と、なかなか

進んでいないようであります。日本臓器移植

ネットワークのパンフレットに、移植希望登録

をされている方はおよそ１万3,000人いらっしゃ

る、しかし、臓器の提供が少なく、数多くの方

が移植を待ちながら亡くなられていると書いて

あります。「あなたの意思で誰かの命を救うこ

とができる」と書いてあります。臓器移植の推

進を図るための県の取り組み状況について、再

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 臓器移植の推

進には、臓器提供意思表示者の増加を図ってい

くことが重要でありますので、ホームページな

どによる啓発活動を行いますほか、10月の普及

推進月間には、県移植推進財団などと連携しま

して、集中的にキャンペーンやメディアを活用

した広報を行うなど、県民に積極的な意思表示

の呼びかけを行っているところでございます。

また、推進に当たりましては、病院における臓

器提供のための体制整備も重要でありますこと

から、臓器提供協力病院と連携しまして、脳死

のもとでの臓器提供シミュレーション訓練を行

うなど、スムーズな臓器提供が行われる環境の

整備にも努めているところでございます。

○重松幸次郎議員 運転免許証、また保険証の

裏に臓器提供の意思表示欄があります。私も今

回、意思表示をいたしました。皆様方もぜひし

ていただきたいと思います。普及啓発に一緒に

取り組んでまいりたいと思います。

また今回、医療・福祉において、乳がん治療

・手術後の医療用かつら（ウィッグ）とか人工

乳房の補助を取り上げたかったのですが、少し

時間が足りませんでしたので、次回行いたいと

思います。

それでは、最後の項目になります。宮崎なら

ではの魅力ある観光地づくりについて、お尋ね

いたします。

「見渡す限りの青い空と海」は、宮崎の代名

詞であり、県庁前は、観光地をイメージして、

県の木フェニックスを初め、ワシントニアパー

ム、ビロウ樹、アコウ、ソテツ、ハマユウ、

リュウゼツランなどの亜熱帯植物で一年中覆わ

れ、それは海岸や市内中心部でも至る所に植栽

されている美しい景観であります。温暖な気候

や資源を生かし、神話のふるさと・古代歴史文

化を掲げて、また、新たな戦略で、スポーツキ

ャンプや国際会議などのＭＩＣＥ誘致など、国

内リピーターをふやし、そして外国人観光客の
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誘客に取り組まれることを期待します。

そこで、外国人誘客において大きな魅力・戦

略になるのが、クルーズ・ＬＣＣ元年推進事業

です。特にクルーズ船についてお伺いいたしま

す。昨年度から油津港に、その大型船を係留す

るための防舷材（クッション）や係船柱―船

舶をワイヤー、またロープで係留するため、桟

橋や埠頭などに設けたくい。英語ではボラード

と言うそうなんですが―の整備が完了し、い

よいよ13万トン級や、世界最大級であるクルー

ズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」―16

万7,800トン。これは乗客定員数が4,180人とい

うふうに聞いております―を受け入れる体制

が整ったようであります。先日、私も、日南市

役所の観光課の職員の方から受け入れ準備のお

話を伺い、またその後の御案内で、市議会議員

と一緒に現地（９号・10号岸壁）へ行かせてい

ただきました。大型クルーズ船の入港が可能な

水域と水深を備えている油津港と細島港という

天然の良港を持つ我が県にとって、２つも活用

できるということは、すばらしい取り組みだな

と感じてまいりました。

ここで、クルーズ産業の魅力を皆さんと共有

するために、名古屋商工会議所が平成25年６月

に提言された「名古屋港への外航クルーズ船の

寄港増加に向けた課題と展望」という記事を一

部紹介させていただきます。

世界のクルーズ産業の動向は、観光産業の

中でも特に成長著しい分野であり、全世界の

クルーズ人口は毎年８％増加し、2010年に

は2,100万人がクルーズを楽しむまでになっ

た。

日本では、クルーズというと「高級」「長

期」「退屈」「かた苦しい」といったイメー

ジを持たれがちであるが、クルーズの爆発的

な成長を可能にしたのは、このようなイメー

ジとはまるで正反対の1960年代にカリブ海で

誕生した現代クルーズのビジネスモデルであ

る。

現代クルーズは、①定点定期（同じ港から

同じ曜日に出港する）、②短期（１週間以

内）、③フライ＆クルーズ（航空機と連

携）、④低廉な料金（食事等が含まれて１泊

１万円）、⑤大型船（７万総トン以上）の活

用とそれに伴う船上のエンターテインメント

化などの特徴を持っている。

特に、このビジネスモデルでは、客船の大

型化が非常に重要な点となっている。最近で

は、22万トン（乗客定員：5,400人）という超

大型船も誕生しているが、客室の大型化は、

コストの削減による料金の低廉化や室内施設

・エンターテインメントの充実をもたらし、

クルーズの客層を若いカップルや家族連れま

で広げることに成功した。

さらに、クルーズ船社は、新たな市場を求

める中で、これまで日本を除きクルーズ産業

の空白地帯であったアジア地域での展開を加

速している。その結果、中国を中心に市場が

急成長しており、アジア・太平洋地域で

は、2020年までに欧州市場と同程度の約500万

人まで市場が拡大すると予想されている。

（中略）

各港湾が競ってクルーズ船の誘致を目指す

背景には、クルーズ船寄港による地域の観光

振興や経済活性化への期待がある。クルーズ

船の寄港による経済効果には、乗客が下船し

て観光する際の飲食やお土産品の購入といっ

たもののほかにも、船への給油、給水、船内

で提供される料理の食材調達も挙げられる。

例えば、大阪港では、７万トンクラスのクル

平成27年6月17日(水)



- 67 -

ーズ船の起点港になった場合、年間約200億

円、寄港港の場合、年間約20億円の経済波及

効果があるとの調査結果が出ている。

とありました。

大きな経済効果が期待できると考えられます

が、航路の日程や周辺の環境にも違いがあると

思います。本県におけるクルーズ船の寄港につ

いて、その経済効果をどのように考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成24年

に７万トン級の船で乗客が約2,000名のクルーズ

船が油津港に寄港した際に、日南市が実施しま

したアンケート調査では、お土産や昼食など、

１回の寄港で1,000万円程度の経済効果があった

と聞いております。今回の16万トン級のクルー

ズ船の場合、乗客数も７万トン級の倍の約4,000

名となりますので、経済効果は直接的なものだ

けでも2,000万円程度は見込めるのではないかと

考えております。

なお、県としましては、施策の効果を見る上

で、経済効果をはかることは大変重要であると

考えておりますので、今回の16万トン級の寄港

に合わせてアンケート調査を実施したいと考え

ております。また、これを踏まえて、経済効果

が一層高まるよう努力していきたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 一度に2,000人から3,000人

という大量の乗客を乗せたクルーズ船の寄港が

地域経済に与える影響は、インパクトが大きい

ことは間違いありません。官民挙げておもてな

しして、つなげていきたいと思います。

そこで知事に、13万トン・16万トン級のクル

ーズ船の寄港が決定しておりますが、今後どの

ようにクルーズ船の誘致促進を図っていかれる

のか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国におきまして

は、2020年までにクルーズ100万人を目指すこと

としており、本県におきましても、昨年度、油

津港を改修するなど受け入れ環境の強化を図る

とともに、地元自治体や関係機関と連携して、

積極的に誘致活動に取り組んでいるところであ

ります。このような中、８月には16万トン級の

クルーズ船が油津港に寄港することが決定した

ところであります。御指摘のように、急拡大を

するアジアのクルーズ需要、16万トン級を受け

入れることができるのは、九州の中でも油津港

が４つ目の港であると伺っておるところであり

ます。また、足元の状況を見てみますと、韓国

におきますＭＥＲＳの感染拡大等によりまし

て、日本における寄港地としての需要がさらに

拡大している、期待が高まっているということ

も伺っておるところであります。今後ますます

受け入れを強化するためには、まずは「おもて

なし」によります乗客の皆様の満足度を高め、

その後の誘致につなげていくことが重要であり

ますことから、地元自治体等で構成する受け入

れ協議会とも連携を図りながら、円滑な受け入

れに努めてまいりたいと考えております。

また、県では、本年を「みやざきクルーズ元

年」と位置づけまして、私自身が先頭に立っ

て、クルーズ船の運航会社へのトップセールス

を行いますとともに、上海などで行われますク

ルーズコンベンションなどにも積極的に出展す

ることで、さらなる誘致促進を図り、本県を南

九州のクルーズの拠点にしてまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 力強いお話、ありがとうご

ざいます。16万トン級―ちなみに、あのタイ

タニック号は４万6,000トンだったようです。そ

の３倍、４倍になるわけです。先ほどの日南市
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の担当者に県への要望をお聞きしたところ、県

内各地の観光地にＷｉ－Ｆｉの設置、また、標

識、看板の多言語化をお願いしたいと申してお

りました。７月７日にボイジャー・オブ・ザ・

シーズが入港いたします。「どこに見に行けば

いいですか」と聞いたんですが、「サピア

ショッピングセンターに駐車場を確保している

から、そちらに行ってください。岸壁には絶対

入れません。観光バスが入りますから」、そう

いうふうにおっしゃっておりました。耳寄りな

情報です。今後さらに、バリエーションのある

観光ルートを策定し、情報発信の強化に力を入

れて拡充をしていただきたい、このように思い

ます。

海と船に関連してお尋ねいたします。海のリ

ゾート基地と言えば、私の地元でもある一ツ葉

の「みやざき臨海公園」がございます。ここに

は、プレジャーボートやヨットを93隻ほど係留

可能なサンマリーナ宮崎や、海水浴などを楽し

めるサンビーチ一ツ葉と多目的広場などがあ

り、海に面した公園として、いろいろなイベン

ト（宮崎みなとまつりなど）も定着し、利用者

が増加しています。さて、そのサンマリーナ宮

崎は、県内のマリンスポーツ愛好者のため、そ

して全国、海外からの来訪者を受け入れられる

基地として、宮崎・日南海岸リゾート構想の一

環として整備された公園というふうに、みやざ

き臨海公園のホームページに紹介されておりま

す。平成13年のオープニングの際は、国内でも

屈指のヨットレースも開催され、その後、国

内、海外からの来訪者にも認知され、九州の太

平洋岸に施設の整ったマリーナが完成したと、

評判になりました。ところが、近年、台風やし

けのたびに入り口に砂が堆積し、現在では、サ

ンマリーナ宮崎の入り口岸壁に白く大きな文字

で「契約艇以外は入港禁止」と書かれ、外来艇

の入港を拒んでいる閉鎖的なマリーナとして、

ユーザーや関係者の中で有名になっています。

県外の方からのブログを紹介していただき読ま

せてもらいましたが、まことに残念です。

過日、新見議員と一緒にマリーナに伺い、宮

崎県外洋帆走協会の会長ほか４名の皆さんと懇

談をさせていただきました。「ヨットやボート

は寄港し、給水・給油、船の修理、搭乗者の休

憩や食料の補給のために入港を求め訪れるが、

このマリーナはその都度、それらの船舶を入港

させず、ほかの港に向かうように求めている。

他県のヨット仲間からも問い合わせがあるが、

申しわけない限りだ。県には何年も前から要望

しているが、現状を何とか改善していただきた

いという切なる気持ちと、全国あちこちヨット

ハーバーを訪問しているが、ここが日本一美し

いマリーナだ。もったいない」というお言葉を

いただいて帰りました。事実、優雅で美しい最

高のロケーションになっているため、結婚式の

前撮りも大変多いようです。そこで、県土整備

部長に伺います。サンマリーナ宮崎におけるビ

ジター艇の入港禁止の経緯について伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） サンマリーナ

宮崎におきましては、台風時の波浪等の影響に

より、航路に砂が堆積しやすい状況にあること

から、必要に応じてしゅんせつを行うととも

に、利用者への水深等の情報提供や航行規制な

どを行い、常日ごろから安全確保に努めている

ところであります。しかしながら、平成17年に

ビジター艇の乗り上げ事故が発生したことを受

け、関係機関とも協議を行った結果、ビジター

艇は、水深等の情報の周知徹底が図れないこと

や、航路にふなれであることなどから、現在

は、事故防止のため入港を原則禁止にしている

平成27年6月17日(水)
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ところであります。

○重松幸次郎議員 外洋帆走協会の方や関係者

は、少しでも早く改善されるのを希望されてお

ります。サンマリーナ宮崎において、ビジター

艇の入港が可能となる対策についてどう考えて

いるのか、再度伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） ビジター艇の

入港を可能とするためには、安全に航行できる

よう、余裕を持った航路の水深と幅員を常に確

保しておく必要がありますが、堆積した砂をそ

の都度しゅんせつするには多額の費用を要する

ことから、流入する砂の量を減らす対策が有効

であると考えております。このような中、マリ

ーナ北側の宮崎海岸において、国が侵食対策事

業の一環として突堤工事を実施しており、これ

が完成しますと、宮崎港に流入してくる砂の量

が軽減されると聞いております。このような状

況になれば、県といたしましては、適切な維持

管理を行うことで、ビジター艇の入港が可能と

なる航路の確保ができるものと考えておりま

す。

なお、これらの工事が完成するまでの間、ビ

ジター艇を宮崎港内のほかの場所で受け入れが

できないかなどについて、関係者の意見も聞き

ながら検討してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 関係者の意見をしっかり聞

いていただきたいと思います。

宮崎海岸北部からの漂砂対策が急務のようで

ありますが、その宮崎海岸の侵食対策事業の進

捗状況について、再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 宮崎海岸の侵

食対策事業につきましては、平成20年度から国

の直轄事業として、突堤の設置、護岸の整備及

び養浜が進められております。このうち突堤は

３基計画されておりまして、最も港に近い南側

の突堤につきましては、計画延長300メートルの

うち75メートルが完成しております。また、護

岸につきましては、計画延長2,700メートルのう

ち約2,000メートルが完成しており、養浜につき

ましても、関係機関と連携を図りながら実施さ

れているところでございます。事業の実施に当

たりましては、砂浜回復の効果や周辺環境への

影響を確認しながら、段階的に工事が進められ

ることとなっており、その完成時期は平成39年

度と伺っております。

○重松幸次郎議員 平成39年までとなります

と、本当にまだまだ時間がかかるようでありま

す。東京オリンピックを控え、世界中から観光

客が宮崎にも訪れることが考えられます。サン

マリーナを利用した海洋スポーツのキャンプの

可能性もあります。海洋レジャーの普及は、遊

びの世界だけでなく、スポーツ、海事思想の普

及、青少年の健全育成と、多種多様な可能性を

秘めています。サンマリーナ宮崎を含めた「み

やざき臨海公園」の利活用についてどう考えて

おられるのか、再度、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（図師雄一君） みやざき臨海

公園は、現在、ヨット、海水浴などのマリンレ

ジャーや、コンサート、スポーツの大型イベン

トなどに利用されており、昨年からはトライア

スロンの日本代表合宿も行われるなど、年間

で20万人以上の方に幅広く利用していただいて

おります。また最近では、指定管理者により、

砂の造形と花の共演を楽しめる「サンドフラワ

ーフェスタ」や、通年での魚介類を中心とした

食事の提供など、にぎわいの創出につながる新

たな取り組みも始めております。県といたしま

しては、今後とも、シーガイアなどの周辺観光

施設と連携を図りながら、スポーツ合宿や観光

平成27年6月17日(水)
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客にも対応したおもてなし環境を整え、宮崎ら

しい海洋性レクリエーションの拠点として多く

の方々に利用していただけるよう、取り組んで

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 サンマリーナ宮崎を誰でも

利用できるように再整備を行い、開かれたヨッ

トハーバーとして活用することが、観光宮崎発

展のために必要なことではないでしょうか。

ここからは私のイメージでありますが、マリ

ンスポーツアクティビティセンターを設けて、

県内のマリンレジャー（サーフィン、シュノー

ケリング、スキューバダイビング、ジェットス

キーなど）の案内業務を充実させる。あわせ

て、「海の駅」を併設し、船の搭乗者の休憩や

食料の補給のための施設、またシーフードレス

トラン、マリングッズやお土産品も買える

ショップが並ぶ長崎出島ワーフのような―こ

れは仮称ですが―「ひなたみやざきワーフ」

に展開できると、魅力あふれる観光スポットに

なるのではないでしょうか。さらには、マリン

スポーツキャンプを積極的に誘致したり、ライ

フセーバーの養成機関、海技・マリンエンジン

整備士の養成機関等の技術集積地を目指すこと

により、マリンに関する宿泊者もふやすことが

できると思います。ぜひとも、ビジター艇の入

港ができる整備とマリーナ構想を部局横断的に

進めていただきたいと強く要望いたしまして、

少々早いですけど、私の全ての質問を終了いた

します。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会

平成27年6月17日(水)
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平 成 2 7 年 ６ 月 1 8 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○中野 明副議長 これより本日の会議を開き

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、有

岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 皆様、おは

ようございます。愛みやざきの有岡です。きょ

うは多くの皆様方が傍聴に来ていただいていま

すが、ぜひ議会での会話を持って帰っていただ

きまして、話題としていただければありがたい

と思っております。また、昨日は、70年ぶりの

改革として改正公選法成立、18歳以上から選挙

権が適用されるという大きな変革がございまし

た。また、本県においても、皆様御承知のよう

に「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」、きょ

うはあいにくの天気ではございますが、天候だ

けじゃなくて、宮崎の温かい人柄や豊かな食材

をコンセプトにしている「日本（にっぽん）の

ひなた宮崎県」でございます。明るく質問して

まいります。よろしくお願いいたします。

今回の質問は、県広報紙６月号で紹介されま

した、宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」やアクションプランの役割を念頭に質問し

てまいります。特に、本年７月策定予定のアク

ションプランの役割は、「宮崎県のこれから進

むべき道筋を示し、県や市町村、企業や民間団

体、そして、県民一人ひとりが連携・協働し

て、自らの役割を果たしていくための「県民共

有の指針」となるものです。計画実現のため、

県民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたし

ます」と広報されています。そこで、長期ビ

ジョンなど県民の理解を得るためには、わかり

やすい目標であり、将来の宮崎に対し夢を語れ

る・共有できるものとしなければなりません。

また、今回の補正予算の中で、知事特別枠とし

て、21の事業、約４億円が計上されました。こ

れは、若手職員の皆さんが知事に直接提案し、

査定されたと伺っております。今回計上され

た21の事業にも期待をしながら、私も21の質問

を通告しております。明快なる答弁を期待し、

知事の政治姿勢について、まず３件お伺いいた

します。

まず１件目は、知事の使命についてでありま

す。選挙における投票率の低下など、県政に対

する県民の関心は年々薄れております。どれだ

けの県民の皆さんが、未来を築く新しい「ゆた

かさ」への挑戦を、「県民共有の指針」として

理解し、８つの長期戦略と戦略目標を共有でき

るのか、ともに行動できるのかが大きな課題で

あります。そこで、トップリーダーである知事

の強いメッセージが県民に届くことが知事の使

命と考えますが、知事の御所見をお伺いいたし

ます。

次に、限られた予算の中で、全てのことを毎

年同じように取り組むことには限界がありま

す。私は、よく「背骨が大切だ」という表現を

いたします。まず、柱となる目標を明確にする

ことで、わかりやすく県民共有の目標として挑

戦することができると考えます。そこで、県政

において知事が最も力を入れて取り組むべき課

題について、お伺いいたします。

次に、知事の政策提案にあります「文化・ス

ポーツ局」の設置について、御所見をお伺いい

たします。私は、宮崎県の今後の成長戦略とし

て、さらに一歩踏み込んで「文化観光スポーツ

部」と進めるほうが、本県の実情に合うと考え

ますが、知事の御所見をお伺いいたします。

平成27年６月18日(木)
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平成27年６月18日(木)

次に、質問事項の２、ＴＰＰについてであり

ます。

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）やＴｉＳＡ

（新サービス貿易協定）―これは、2013年６

月から交渉が公式に始まった貿易協定で、欧州

連合を各国１国とすれば、日本を含む50カ国が

参加し、協議が定期的に開催されていながら、

情報は全く報道されていません。ＴＰＰを初

め、必要な情報の開示がなされない現状では、

一部のグローバル大企業や多国籍企業の利益、

いわば利己主義のために、国民の健康リスクが

高まり、本県の生活環境にまで大きな影響が懸

念されています。情報が閉ざされ、県民の不安

が広がる中で、ＴＰＰに対しての知事の考えを

お伺いいたします。

以上、登壇の質問を終わり、質問者席より再

質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、知事の使命についてであります。私が

考えます知事の使命は、本県の進むべき方向に

ついて、社会経済情勢を踏まえた明確なビジョ

ンを提示し、みずから先頭に立ち、一つ一つ誠

実に力強く実行することによって、信頼される

県政を実現することであります。私は、中山間

地域を初めとした県内各地を回る中で、地域の

基幹産業の担い手不足、地域福祉や医療の厳し

い状況、社会資本の整備の要望など、人口減少

に直面している地域の切実な声を伺ってまいり

ました。一方で、本県の豊かな自然や文化、温

かい県民性、さらには、芽吹きつつある成長産

業、整備が進む交通インフラなど、発展に向け

た大きな可能性にも手応えを感じているところ

であります。このような本県の現状を踏まえな

がら、知事就任以来の政治姿勢であります「徹

底した現場主義」と「対話と協働」を通じて、

県民の皆さんとともに、活力にあふれた「みや

ざき新時代」を切り開き、「くらしの豊かさ日

本一の宮崎」の実現を目指してまいりたいと考

えております。

次に、最も力を入れて取り組むべき課題につ

いてであります。私の目指す「くらしの豊かさ

日本一の宮崎」とは、経済的な豊かさと、本県

ならではの「人と人とのつながり」や「自然の

中でのゆったりした時間の流れ」といった、お

金にかえられない価値との両方が調和し、心豊

かに暮らせる社会であります。その実現に向け

て、取り組むべき課題は山積しておりますが、

特に人口減少問題については、今まさに正面か

ら向き合い、克服していかなくてはならない大

きな課題と認識しております。このため、若い

世代が県内で働けるような成長産業の育成及び

雇用の確保、誰もが希望に応じて子供を生み育

てられる子育て環境の充実、さらには、県外か

らの移住促進や観光誘客による交流人口の増加

など、人口減少問題の克服に向けて、県の施策

を総動員し、県民の皆さんにその成果を実感し

ていただけるよう努めてまいります。

次に、文化・スポーツ振興局についてであり

ます。文化やスポーツというものは、我々の生

活を潤いのある豊かなものとし、元気・活力を

与えてくれるものであります。私の政策提案に

おきましては、2020年のオリンピック・パラリ

ンピック東京大会や、同年に開催を要望してお

ります国民文化祭等を見据え、文化・スポーツ

を本県の誇る貴重な資源として捉え、その価値

を県づくりに生かし、本県のさらなる魅力向上

を図るという理念のもとに、これを総合的に推

進するための方策として、文化・スポーツ振興

局の設置を提案したところであります。文化・



- 76 -

平成27年６月18日(木)

スポーツの振興は、県民生活の充実や地域の活

性化、さらには、観光を中心とした産業振興な

ど、多様な効果が期待できるところでありま

す。組織のあり方として、他県においては、観

光も含めた組織で推進している例もあると承知

しております。今後は、そうした事例等もよく

研究しながら、本県の実情を踏まえ、どのよう

な推進体制が最も効果的で効率的か、十分検討

してまいりたいと考えております。

最後に、ＴＰＰについてであります。

ＴＰＰ協定は、広く産業経済や国民生活全体

にかかわるものであり、１次産業を基幹産業と

する本県にとりまして、畜産を初めとする農林

水産業のみならず、地域経済全体への大きな影

響が懸念されるところであります。こうしたこ

とから、国に対し、衆参両院の決議を踏まえた

交渉と、国民の不安の払拭に向けた十分な情報

提供、また、ＴＰＰ協定交渉の行方にかかわら

ず、農林水産業が将来にわたって持続的に発展

していけるよう、総合的な対策を講じるよう求

めてきたところであります。引き続き、国にお

いては、こうした地方の懸念を十分に踏まえ、

国益を損なうことのないよう、粘り強く交渉に

当たっていただきたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま知事の使命として、

人口減少問題に正面から向き合うという強い思

いやＴＰＰへの考えをお伺いいたしました。今

月21日は父の日です。宮崎県民の父として、胸

を張って立ち向かう知事の姿に県民は賛同し、

みんなが目標に向かって一歩踏み出すことが大

切でございます。１人の100歩よりも100人の１

歩と言われるように、県民が動き出すための旗

振り役が知事の使命の一つであり、我々も議員

として役割を自覚し、美しい宮崎の自然を生か

した「ゆたかさ」への挑戦に、一歩一歩邁進し

たいと考えております。

次に、ＴＰＰについて農政水産部長にお伺い

いたします。

昨年12月にユネスコの無形文化財に登録され

た「和食」ですが、喜んでばかりはいられませ

ん。これは、「危機に瀕している文化の保護と

継承を図ること」が登録の意図だそうです。危

機に瀕しているという言葉、現代の私たちが伝

統食である和食をおろそかにしているあらわれ

です。そこで、和食を見直すとともに、正しい

食のあり方、体も心も健康になれる食に対し、

我が宮崎県の安全・安心な農産物を生産するこ

とは、社会情勢の大きな変化の中でも生き残れ

る大切な取り組みです。消費者が求める本県の

取り組みについて、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、食

の安全・安心を確保するため、農産物の生産か

ら流通・消費の各段階において、さまざまな対

策を講じているところであります。中でも、生

産場面におきましては、現在、土づくりや施肥

改善等を基礎に、天敵等も活用した作物の総合

的管理により、化学肥料や化学農薬を削減す

る、いわゆる宮崎方式ＩＣＭを推進するととも

に、全国トップクラスの残留農薬検査システム

を活用した、安全・安心な農産物の産地づくり

に取り組んでいるところであります。県といた

しましては、今後さらに、宮崎方式ＩＣＭの普

及を促進するとともに、残留農薬分析技術のさ

らなる向上を図るなど、安全・安心な生産体制

の確立により、本県農産物の競争力強化に努め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひ、安全・安心な宮崎の農

産物ということで、しっかりと取り組んでいた

だくとともに、ヨーロッパあたりの話を聞きま
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すと、やはり有機野菜が食べたいというニーズ

が強いようです。これから宮崎の農業が発展す

るためにも、安全・安心な農産物をつくってい

ただくことを、また指導いただくことをお願い

申し上げまして、次の質問へと移りたいと思い

ます。

次の質問は３番になりますが、職員の育成に

ついて総務部長にお伺いします。

今回の補正予算の中で、現場に近い職員の提

案を具現化することは、若手職員のチャレンジ

精神の高揚となり、キャリアデザインにおいて

も意義深いものでございます。今回の知事枠の

予算は、そういった意味で大変貴重なものだと

考えております。宮崎県のシンクタンクである

県職員の皆さんに対し、今後どのような人材育

成に取り組んでいかれるのか、お伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 県職員の人材育成

につきましては、今後目指すべき職員像を明ら

かにいたしました「宮崎県人材育成基本方針」

に基づきまして、職員の成長段階に応じた計画

的なジョブローテーションの実施など、職員一

人一人の個性や適性を重視した、人を育てる人

事管理を基本に、職場研修や自己啓発を推進し

ながら、意欲と能力にあふれた職員の育成に取

り組んでいるところでございます。先ほど議員

のほうから御質問のございました、予算編成に

おける今回の知事特別枠の採択でございます

が、お話にありましたように、若手職員が施策

の実現に向けて知事と直接意見交換をし、その

柔軟で豊かな発想や意見を施策に反映させるこ

とで、特に若手職員の政策形成能力や士気の向

上につながるのではないかと考えております。

今後とも、このようなさまざまな工夫をしなが

ら、将来の県政を担う若手職員の育成に努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま宮崎県人材育成基本

方針ということが紹介されましたが、平成24年

度から取り組んでいらっしゃるということで、

これが職員の中に浸透することによって、自分

が専門性を高めていくための方針ができると期

待しております。

また、もう一つの視点でお話ししますが、県

の総合計画の一つに人財育成戦略があります。

将来の夢や目標を持ち、職業や生き方を考えて

いる中学３年生の割合100％を目標にしておりま

す。これは、若い世代だけが持つ夢ではござい

ませんで、職員の皆様方、我々もそうですが、

大きな夢を持つ、そして常に夢に向かって継続

していく、こういう姿が必要だと思っていま

す。そういった意味では、職員の皆様方にも、

仕事を通じて、また県庁という職場の未来像を

常に追いかけながら、夢を持って取り組んでい

ただくことを期待し、また、そういった人材育

成基本方針の中で、職員の方がしっかりとした

仕事をしていただける環境を整えていただくこ

とを期待し、ぜひ職場でも夢を語っていただき

たい、そう思っております。

次に、マイナンバー制度について総合政策部

長にお伺いいたします。

日本年金機構は６月１日、職員の端末に届い

た外部からのウイルスメールによる不正アクセ

スによって、約125万件の個人情報が流出したと

発表しました。今回の日本年金機構の情報漏え

い事件から我々が得られる教訓として、マイナ

ンバー制度が始まる今こそ、運用する県におい

ても安全管理措置が求められますが、どのよう

な安全対策の準備を行っているのか、お伺いい

たします。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー
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制度の安全管理措置につきましては、国のガイ

ドラインに基づきまして準備を進めているとこ

ろであります。具体的には、各関係所属におき

まして、マイナンバーを取り扱う業務について

の事前評価を実施しているところでありまし

て、この中で、システムの運用方法や電子媒体

の管理方法、職員への教育など、組織的、人

的、物理的、技術的な安全管理措置につきまし

ても検討を行っております。また、従来から、

内部監査や定期的な職員向け研修などを通じま

して、全庁的に情報セキュリティー意識の向上

に努めてきたところでありますが、マイナンバ

ー制度の開始も見据え、さらにその徹底を図っ

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま説明していただきま

したように、安全管理措置として、組織的、人

的、物理的、技術的な、それぞれの分野があり

ますけれども、これは常に取り組まなきゃいけ

ないという意味で、いわば国の防衛や防災対策

と同じように終わりのない対策でありますが、

今できることを今やる、そして常在危機という

考え方で今後とも取り組んでいただくことを、

県民の立場からお願いいたします。

次に、再度、総合政策部長に、ＮＰＯ法人育

成についてお伺いいたします。

非営利団体であります「鳴子の米プロジェク

ト」を御存じでしょうか。これは、行政の職員

と連携し、目の前で衰退していく米づくりを地

域独自の力で再生しようと始め、米づくりを農

家だけの問題にせず、観光地鳴子に欠かせない

田園風景を生み出す地域の営みと捉え、地域全

体で支えていく取り組みを、ＮＰＯ法人であり

ます「鳴子の米プロジェクト」が行っておりま

す。この取り組みは、我々宮崎県においても、

環境を守るために、考え方としては大変共有で

きる部分ではないかと思っております。そう

いった意味では、さまざまなＮＰＯ法人の組織

がございますが、これから宮崎県におきまして

も、このようなＮＰＯ法人を育てていくことが

急務であり、また大切な取り組みであると考え

ております。そこでお尋ねしますが、平成24年

３月に県税条例が改正された、ＮＰＯ法人に係

る個人県民税の寄附金控除制度の概要と対象と

なる法人数について、お伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＮＰＯ法人

が、特定非営利活動促進法、いわゆるＮＰＯ法

に規定する一定の基準を満たしますと、認定Ｎ

ＰＯ法人になることができまして、この法人へ

の寄附者は税制の優遇を受けることができま

す。議員御質問の個人県民税の寄附金控除制度

は、認定ＮＰＯ法人に対し個人が寄附をした場

合、上限はありますが、その寄附額の2,000円を

超える部分に４％を乗じた額が翌年度の個人県

民税から税額控除されるというものでありま

す。なお、その対象となる県内の認定ＮＰＯ法

人数は、現在３法人であります。

○有岡浩一議員 今、３法人というお話もござ

いましたが、今後、育てていかなきゃいけない

ということで、再度部長にお尋ねします。ＮＰ

Ｏ法人の育成に、県としてどのような取り組み

を推進していかれるのか、具体的な答弁をお願

いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＮＰＯ法人

は、地域における社会貢献活動や多様な住民ニ

ーズに応える公益活動の担い手としての重要な

役割が期待されております。このため県では、

ＮＰＯ法人の設立や運営に関する相談、企画力

向上のための研修などの支援を行っているとこ

ろであります。また、財政基盤の弱いＮＰＯ法

人が多いという現状を踏まえ、今回の補正予算
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でお願いしております「協働による明日のみや

ざきづくり推進事業」におきまして、ＮＰＯ法

人の財政基盤強化のための制度について検討を

行うとともに、寄附文化の醸成にも取り組んで

まいりたいと考えているところであります。今

後とも、こうした取り組みを通じて、県民に支

持されるＮＰＯ法人の育成に努めてまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 今、部長のほうから答弁いた

だきましたが、宮崎県民の県民性もあるんで

しょうが、寄附文化の醸成という言葉がござい

ました。他県で行われているプロスポーツのサ

ポーター制、こういった地域もございますが、

みんなで育てていくんだ、みんなの大切な組織

だというふうな、県民に支持されるＮＰＯ法

人、こういったものをどう育てていくのか、財

政基盤の弱いＮＰＯ法人がたくさんある中で、

地域になくてはならないんだ、行政任せだけで

はこれから伸びないんだということを、しっか

りと県民の皆様方に理解いただきながら、それ

ぞれの分野で頑張っていらっしゃるＮＰＯ法人

の指導育成というのを、今後とも続けていただ

きたいと思っております。

それでは、質問事項の６に入ります。障がい

者虐待について福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

昨日も山下議員のほうから、この質問がござ

いました。また重複するかもしれませんが、お

尋ねいたします。山口県下関の施設において虐

待が放置されていたことは、大変な驚きであ

り、どこでも起こり得る可能性があると危惧す

る事案であります。そこで、私は、いろんな方

にお話を聞きに行ってまいりました。それぞれ

の立場での御意見がございましたが、幾つか紹

介いたします。

まず、聞き取りをする場合に、職員や施設長

に聞き取るだけではなく、利用者、要するに虐

待を受けた側から聞き取る力、スキルとしての

聞ける力が必要だというお話でした。これは、

なかなかそういった部分を話してくれない利用

者に対して、どうやってその実態を聞くか、聞

くだけの力をつける、そういう担当者のスキル

も必要だというお話がございました。また、利

用者側の話になりますが、身近なところにピア

カウンセリングなど仲間が集まり、常に話がで

きる場が必要だ、そういったお話もございまし

た。そういうさまざまな課題が見えてまいりま

した。そこでまず、県内における障がい者虐待

の現状について、福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者への

虐待につきましては、虐待を行った者により３

つの類型に分類されておりまして、まず、家族

や親族などの養護者によるもの、２つ目といた

しまして、障がい者福祉サービス事業所等に勤

務している者によるもの、３つ目として、障が

いのある方を雇用している事業主などによるも

のとなっております。平成25年度の障がい者虐

待の状況を３つの類型ごとに申し上げますと、

まず、養護者によるものといたしまして、市町

村が受理した通報・届け出件数は60件で、う

ち21件を虐待と認定しております。次に、事業

所等に勤務している者によるものについては、

通報・届け出件数は15件でありまして、うち５

件を虐待と認定しております。また、事業主等

によるものは、通報・届け出件数は10件で、う

ち２件を虐待と認定しているところでございま

す。

○有岡浩一議員 今報告いただいた数字につき

ましては、県のホームページでも紹介されてお
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りますが、家族や親族、さらには障がい者施

設、勤務地、こういった３つのパターンが考え

られるわけです。先ほど申し上げたように、家

庭でも話せない、職場でも話せない、施設でも

話せない、そういう子供たち、利用者がいらっ

しゃるということで、ピアカウンセリングとい

う言葉を使いますが、そういった皆さんが集

まって、本音で話して、心を開ける場所をつ

くっていく。これも場合によっては、今後のＮ

ＰＯ法人の育成の取り組みとして必要な分野か

なと思っております。そういった意味では、そ

ういう相談を受ける場がない今の現状におきま

して、本県において虐待に関する相談体制が大

切だということは重々わかっているわけです

が、まず、本県における相談体制はどうなって

いるのか、再度お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者虐待

に関する相談は、通報・届け出を含みますけれ

ども、障害者虐待防止法に基づきまして、市町

村に設置する市町村障害者虐待防止センターが

応じることとされております。一方、県におき

ましては、同じ法律に基づき、宮崎県障がい者

権利擁護センターを設置しておりまして、障が

いのある方を雇用している事業主等による虐待

に関する通報・届け出を受理しているほか、広

く、障がいのある方やその御家族などからの虐

待に関する相談に応じたり、また、虐待防止に

関する広報・啓発にも取り組んでいるところで

ございます。今後とも、市町村などの関係機関

との連携を十分図りながら、虐待に関する相談

に対して的確で速やかな対応ができるよう取り

組んでまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま県の取り組みについ

て説明いただきましたし、市町村におきまして

も、そういう相談窓口があると。そうすると、

なかなかその窓口までたどり着かないという現

状もあるのかなと思っておりますが、そういっ

た意味では、教育が大切だと思っております。

いろいろな意見をお聞きした中でアドバイスい

ただいたのは、教育の場で、自分の権利を守

る、例えば虐待を受けたときにはおかしいと言

える、そういう教育が必要だと。身体的な虐

待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト（放

任）と経済的虐待、そういったものがあるんだ

ということを、ぜひ教育の現場でも伝えていた

だきたい。そういったときに、子供たち、利用

者が権利を主張できるような教育が必要だとい

うお話がございました。

それと、もう一つ。これは難しい判断ではご

ざいますが、卒業の際、就労だけがゴールでは

ない、就労することが全てではないんだ、その

子の持っている可能性を伸ばすためには就労し

かないということでこういった問題を伏せるの

ではなくて、いろんな可能性があるということ

を、周りの親、大人が見守っていくことが、こ

ういった事案を解決するためにも必要だという

アドバイスをいただきましたので、御紹介させ

ていただきます。

それでは次に、環境森林部長に多彩な森林づ

くりについてお伺いいたします。

多彩な森林づくりとして幾つものパターンが

ございます。例えば、針葉樹や広葉樹が混交し

た林地施業や複層林施業、小面積分散伐採とい

うようなこと、いろんなパターンがございます

が、私は前回の質問の中で、このような質問を

いたしました。「林業事業体に対する伐採現場

の指導状況について伺いたい。また、速やかな

再造林を進めていくための伐採後の指導にどの

ように取り組んでいるのか」という質問をいた

しました。当時の部長の答弁は、「伐採後の適
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正な造林の実施や伐採によって災害が生じない

よう、林地保全に配慮した作業が重要であると

考えている。そこで、現場に伐採届け出済みを

示す旗の設置の義務づけなど、監視体制を強化

し、再造林を行うよう指導してまいりたい」と

いう答弁がございました。

また、再質問の中で、「地域の実情に応じた

森林施業をどのように進めていくのか」と。宮

崎でも、県北と県央、県南それぞれの地域に

よって現場が違います。特に県央地区のように

小規模な地域においては、「認定林業事業体と

一体となって施業の集約化や効率的な森林施業

を重点的に推進するなど、山元への利益還元を

重視したきめ細かな普及指導に取り組んでいき

たい」というふうなことで答弁をいただきまし

た。

しかし、私自身が現場に行ってみますと、林

地残材がそのまま放置されたり、その後の植栽

ができるような状況じゃない、そういう山が多

々あります。そういった意味では、ぜひ環境森

林部に考えていただきたいこととしまして、先

ほど申し上げた認定林業事業体―こういう研

修を受けたり、山を守るために必要だという認

識を持った事業体―が生かされていないん

じゃないかと危惧するんですが、再度お尋ねし

ます。林業事業体を認定する制度があって、そ

の概要はどのようになっているのか、実態をま

ずお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 認定林業事業

体の制度につきましては、法律に基づき、林業

事業体が技術者の養成や雇用の安定化などを内

容とする計画を策定しまして、これを県が審査

して認定するものでございまして、現在、県内

で121の事業体が認定されているところでござい

ます。さらに、県独自の取り組みとしまして、

認定林業事業体の中から、比較的規模が大き

く、さらに環境に配慮した適切な伐採や搬出な

どに取り組んでいるところを中核認定林業事業

体とする制度も設けてございます。現在19の事

業体が認定されている状況でございます。県で

は、こういった認定林業事業体の実施します先

進地研修ですとか広報活動などへの支援を行っ

ていまして、今後とも、こういった優良な林業

事業体の育成強化を図ってまいりたいと考えて

いるところであります。

○有岡浩一議員 ただいま121の事業体が認定を

受けているというお話でしたし、また、中核認

定林業事業体が19あると。この多くの事業体が

どう生かされているのか大変危惧しておりま

す。優良な林業事業体がしっかりと県内を管理

していただくこと、それが一つの山を守る取り

組みになるのではないかと考えております。そ

こで、認定林業事業体の情報を、広く山を所有

していらっしゃる森林所有者へ提供する、そう

いう努力を今やるべきじゃないかと思います

が、部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県といたしま

しては、毎年、認定林業事業体の情報を掲載し

た「宮崎県林業企業ガイドブック」なるものを

作成しまして、その内容の周知に努めておりま

す。さらに今後は、認定林業事業体の名簿を市

町村や森林組合等へ備えつけたり、あるいは県

のホームページへ掲載するなどしまして、情報

提供にさらに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 これは営業力というふうに捉

えるべきでしょうが、もっともっと認定林業事

業体というのをＰＲしていただいて、ぜひ、林

家の皆さん方に活用いただくような後押しをし

ていただきたいと思っております。
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続きまして、８番目の質問になりますが、商

工観光労働部長にお尋ねいたします。

全国各地で国の地方創生交付金を活用した

「ふるさと旅行券事業」が行われている中、本

県においても、総事業費４億6,000万円の「神話

のふるさとみやざき旅行券」に取り組んでおり

ますが、他県との違いなど、どのような取り組

みを行っているのかお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の

「ふるさと旅行券事業」では、約260の宿泊施設

で利用できます割引宿泊券をコンビニエンスス

トアで販売しております。また、インターネッ

ト宿泊予約サイトで、約200の宿泊施設の料金が

割引になるクーポン割引を実施しているところ

であります。さらに、県内での宿泊を伴う旅行

商品に対する割引の実施に向けて、現在、旅行

会社からの商品造成の提案を募集しているとこ

ろであります。このほか、「スポーツランドみ

やざき」のさらなる推進に向けて、県外のアマ

チュアスポーツ合宿に対する割引や、本県と直

行便で結ばれている韓国、台湾、香港からの旅

行商品に対する割引も実施するなど、本県の魅

力や特色を生かした、さまざまな取り組みによ

る事業展開を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 ただいま260の宿泊施設の利用

ができるというお話もございましたし、担当者

から、宿泊施設の閑散期、さらには夏休み、そ

ういった時期を想定して旅行券の販売等も協力

していただいている、そういう工夫をしてい

らっしゃると伺いました。最終的にこの事業が

どのような効果を生むのか、それが最も大切な

ことだと思いますが、どのような効果を期待し

ていらっしゃるのか、再度お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県といた

しましては、今回の事業で通常価格よりも割安

で旅行できることによりまして、旅行先での飲

食やお土産品の購入などの消費が拡大し、県内

経済の活性化につながることを期待しておりま

す。また、この事業を契機として、多くの観光

客に本県を訪れていただきまして、本県の豊か

な自然や伝統文化、食などの魅力を体験しても

らい、一人でも多くの方にリピーターになって

いただきたいと考えております。さらに、この

事業におきましては、旅行者に対してアンケー

ト調査を実施し、旅行者の年齢や地域構成、事

業効果等を把握・分析することとしておりま

す。今後の観光誘客に向けたマーケティング戦

略にも活用してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひアンケート調査の結果を

次に生かしていただきたいと思いますし、この

事業が今後続くかもしれませんので、そういっ

た準備をしていただきたいと思っております。

また、この旅行券につきまして、アンケートに

答えた場合、特産品が当たるというふうなお楽

しみもあるようですが、私の立場で考えたと

き、ぜひこういうアンケートを書いた方に積極

的に宮崎のＰＲをする。そういった意味では、

例えば今の時期でしたら、うちわみたいなもの

をつくって、「日本（にっぽん）のひなた宮崎

県」というＰＲとか観光地のＰＲ、そういった

ものをお配りするような積極的な営業活動も必

要じゃないかと思っております。私どもがうち

わを配ると大変問題がございますけれども、ぜ

ひ積極的な宮崎のＰＲを仕掛けていただくよう

な工夫をお願いしていきたいと思っておりま

す。

それでは、９番目になります。自転車の交通

ルールについて、警察本部長にお尋ねしてまい

ります。
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６月１日からの改正道路交通法の施行に伴

い、自転車運転者講習の対象となる14の危険行

為のチラシをいただきました。そこで、まずお

尋ねしたいことは、昨年、宮崎県の自転車に関

する事故がどのようなものだったのか、現状に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 昨年、全国で発

生した自転車事故は11万2,134件で、全交通事故

の約20％を占めております。一方、県内では、

昨年、全交通事故の約12％を占める1,184件の自

転車事故が発生しており、年代別では、中・高

校生が約４割を占め、高齢者も約２割を占めて

おります。なお、昨年検挙した自転車の交通違

反は10件で、その全てが今回施行された自転車

運転者講習制度の危険行為に該当するものであ

ります。その内訳は、１件がブレーキを備えて

いない制動装置不良運転違反、残りの９件は、

脇見や安全不確認が原因の交通事故で、安全運

転義務違反として事件送致をしたものでありま

す。

○有岡浩一議員 最近の自転車を運転する若い

高校生とかを見ると、スマホなんですね。携帯

等をいじりながらの運転が多いと、大変危惧し

ているんですが、そのような危険なルール違反

を繰り返すと講習を受けなければならない、自

転車運転者講習制度が開始されました。そこ

で、自転車事故を防ぐためには、自転車の交通

ルールの周知に向けた取り組みが必要と思われ

ますが、どのような取り組みをされているの

か、再度、本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 自転車利用者に

対する啓発につきましては、これまでも、街頭

での指導取り締まりのほか、各学校や職場での

交通安全講習等で取り組んできたところであり

ます。また、これらの講習を通じて、高額賠償

に備えた自転車保険の必要性についても紹介し

てきたところでありますが、依然として自転車

の交通ルールが十分に浸透していないのが現状

であります。

このような中、今回、自転車運転者講習制度

が施行されましたが、警察では、朝夕の通勤・

通学路で関係機関と連携した街頭キャンペーン

を行い、交通ルールと制度の周知に努めたほ

か、毎月20日を自転車街頭指導日に指定して、

県下全域で取り組みを強化するよう各署に指示

をしたところであります。このほか、テレビ、

新聞など、マスコミを通じた広報啓発にも取り

組んでおります。今後も、学校関係者を初め、

自治体や自転車販売店など関係機関・団体との

連携をさらに強化して、自転車交通ルールの周

知と遵守の徹底を図ってまいります。

○有岡浩一議員 今、本部長のほうから、ルー

ルにつきましては指導いただけるということで

ございました。しかし、ここで県土整備部長に

お尋ねいたしますが、ルールは整備されました

が、その環境はまだまだ課題が残っているとい

うふうに理解しております。例えば、通学路に

おける自転車通行の安全対策でございます。県

道の車と自転車の区画線の設置が曖昧になる、

消えかけていたりする、そういった現場がある

ように思いますが、その設置の取り組み、さら

には、通学路の安全対策にどのように取り組ん

でいらっしゃるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 車と自転車の

通行を分離する区画線は、交通安全上、大変重

要であると認識しております。このため、県に

おきましては、日ごろから道路パトロールなど

により道路状況を把握しながら、区画線の設置

や塗りかえに努めているところであります。特

に通学路につきましては、県内全市町村におい
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て、定期的に道路管理者や警察、教育委員会等

で実施する合同点検により危険箇所を把握し、

その対策について「通学路交通安全プログラ

ム」としてまとめることとなっております。昨

年度、初めてプログラムが策定され、この中に

示されている県管理道路の区画線の設置や塗り

かえにつきましては、今年度実施することとし

ております。今後とも、これらの取り組みを通

じ、自転車通行を含め、交通安全の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ子供たちの通学路にお

ける悲惨な事故のないように、県としても取り

組んでいるという姿勢を示していただきたいと

思います。また、これからの重点施策として、

「通学路交通安全プログラム」というものが動

き出したということでお聞きしましたので、今

後とも、通学路の安全対策というものについて

も取り組んでまいりたい。また、そういった保

護者の声、子供たちの声も含めて拾っていきた

いと思っております。

それでは、10番目になりますが、体力向上、

スポーツ振興について、教育長にお尋ねいたし

ます。

私も20年来、子供たちのスポーツの指導をし

ておりますが、20年前の子供たちと今の子供た

ちとの体力の差、そして遊びの違いによる動体

視力や瞬発力の差、そういったのを強く感じて

おります。都会の子供たちの課題かなと思って

おりましたら、実は中山間地域の子供たちも、

山に行ってはいけない、川に行ってはいけな

い、どこで遊ぶんだ、そういう現状の中で体力

が落ちているということを聞いております。た

だ、これをこういった一過性の体力向上モデル

でやってしまっては、２年、３年はいいです

が、それで終わりと。こういう一過性のもの

じゃなくて、長く子供たちの体力向上に取り組

めるようなシステムが必要だと思っておりま

す。そこで、お尋ねいたします。子供の体力向

上や国民体育大会本県開催を見据えて、今後、

小学校に体育専科教員を配置すべきと考えます

が、教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 運動習慣の形成とか

体力づくりを図る上で、小学校の時期は極めて

大切であると考えております。現在本県では、

小学校に体育専科、いわゆる体育の授業だけを

する先生というのは配置いたしておりません

が、学校体育の振興を図る特別の教員を、小学

校に２名、中学校に10名、高等学校に12名、合

計で24名を配置しております。これらの指導力

ある教員を県内の小学校に派遣し、学級担任と

一緒になって体育授業を行ったり、職員対象の

実技研修を実施するなど、職員の指導力を向上

させ、小学校の体育授業の充実に取り組んでい

るところであります。今後、国体の本県開催を

見据えるとともに、現在課題とされている運動

する子供としない子供の二極化の解消などに向

けて、さまざまな工夫をしながら、小学校体育

授業の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 今、教育長のほうから答弁い

ただきました。比較するわけではございません

が、大分県の事例で、大分っ子体力向上推進事

業というのがございまして、小学校で24校推進

校を指定して、一校一実践ということで体力向

上プランをつくるということです。やはり制度

的に取り組まなければ、人的・マンパワーは限

界がございます。そういった意味では、そう

いった指導員を含めてプランをつくる、学校で

取り組むんだ、そういう計画をつくっていくこ

とが、子供たちの体力向上、そして先生方が安
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心して指導できる、そういう形になるんだと信

じております。一つの提案ではございますが、

子供の成長に合わせた、６年間の中の成長に

合った指導をできるような体制、遊びの中から

スポーツを楽しむ、そういう視点から取り組ん

でいただきながら、子供たちの体力向上、ひい

ては宮崎県のスポーツを引っ張っていくような

子供たちになっていくと信じておりますので、

ぜひとも御指導いただきたいと思っておりま

す。

また、関連しまして、生涯スポーツという視

点からお尋ねいたします。笹川スポーツ財団と

いうのがございまして、これも一つの事例で、

チャレンジデー2015ということで、全国の自治

体に呼びかけまして、同じ規模の30万人の自治

体、１万人の自治体、そういったところで競い

合って、スポーツをその日にやる。そして、参

加の実績が60％前後とか、多いところでは70

％。ですから、１万人の町でしたら8,000人ぐら

いが集まってスポーツをする。そういう競争し

ながら取り組むというような工夫をしておりま

す。これは、まずそれに参加するだけでも意識

が高いわけですが、その中で住民を巻き込んで

取り組む、そういった意味では、民間ならでは

の発想であります。しかし、そういう仕掛けを

していくことが、スポーツ推進につながると

思っております。そこで、再度、教育長にお尋

ねいたします。県民の生涯スポーツ推進を図る

ためにどのような取り組みをしていらっしゃる

のか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 開催を要望いたして

おります２巡目の国体等に向けて、県民の皆さ

んの機運を高めていくためには、県全体のスポ

ーツの裾野を広げていくことが大切だと考えて

おります。そこで、県では、1130（いちいちさ

んまる）運動―11（いちいち）というのは１

週間に１回、30（さんまる）というのは30分以

上運動しましょうという県民運動―を通し

て、県民の皆さんの日常的な運動の推進を図っ

ているところであります。

また、本年度は、県民運動をさらに盛んにし

たいということで、働き盛り、子育て世代をタ

ーゲットに、関心を持っていただくように、ス

マートフォンを利用したウオーキングアプリを

作成し、日常的に気軽に取り組めるウオーキン

グを奨励しながら―これには、先ほどおっ

しゃったように個人の記録もですが、地域の記

録とかあるいは職域の記録とか、何かできない

か今、工夫をさせているところですが―市町

村や企業、健康保険組合等の協力をいただき、

県民の運動実施率を高める取り組みを推進して

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 先ほどの知事の旗振り役では

ございませんが、黒子になって県が仕掛けをす

る、そして―実は市町村対抗駅伝にかかわっ

ているんですが―競争し合うことで地域が盛

り上がる。そして、みんなが一つの方向に向

かって頑張るという健康づくりの一つのモデル

ではないかと思っておりますので、こういう競

争し合う仕掛けというのも、また検討していた

だければありがたいと思っております。

最後の質問になりますが、これは教育委員長

にお尋ねいたします。

私どもＰＴＡ活動をする中で、学力向上で大

変苦労しておりました。これは、中学生の段階

で小学校の学力がないという状況で、学習のお

くれがちな中学生に対して、インターネットで

録画授業を配信するｅラーニングシステムを活

用した学習支援はできないのか、教育委員長の

考えをお伺いいたします。
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○教育委員長（島原俊英君） 私も、テレビ会

議システムなど、インターネットを活用したシ

ステムを使っています。時間や場所に制限され

ることなく、効率的に業務の遂行や意見の交換

ができるなど、そのメリットを実感していま

す。インターネットを通して自宅で授業動画を

見ることができるｅラーニングシステムは、子

供たちにとっても有効に活用できると思ってお

ります。特に、学習がおくれがちな子供にとっ

ては、個々人の習熟度に合わせ、必要な箇所を

繰り返しじっくりと勉強できるなどの魅力があ

ります。ｅラーニングシステムの活用を含め、

子供たちの学習支援のあり方につきましては、

さまざまな方向から、より効率的・効果的に学

習方法を検討していく必要があると考えており

ます。

○有岡浩一議員 多くの答弁をいただきまし

て、ありがとうございました。私は、宮崎県の

夢を語れる場として、県民の夢を実現できるよ

う、皆さん方と一緒に頑張りたいという思いで

本日の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、教育長、警察本部長、そして

選挙管理委員長に答弁をお願いいたします。

初めに知事に伺います。最近、自治体と企業

などがそれぞれの得意分野を生かして、地域活

性化や住民サービスの向上に貢献するための仕

組みをつくるため、包括連携協定を締結する動

きが広がりを見せております。県においても、

コンビニや大学、銀行などとの間で締結が進ん

でいるようであります。おとといの宮崎日日新

聞には、宮崎市が宮崎学園短期大学と協定を結

んだという報道もなされておりました。予算や

人材面で限りがある地方の自治体にとって、こ

れから大事な取り組みになってくるんじゃない

かと思います。そこで伺いますが、これまでに

県が締結した包括連携協定について、その効果

をどのように認識しているのか。また、今後ど

のような分野に重点を置いて取り組んでいきた

いのか、見解を伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

包括連携協定は、企業や大学、自治体などさ

まざまな主体と連携することによりまして、互

いの資源と特性を生かし、きめ細かなサービス

の提供や新たな施策の展開を可能とする取り組

みであります。本県ではこれまで、大手小売り

チェーンや交通関係企業と協定を結び、地産地

消の推進、観光情報の発信、災害時の支援など

の分野で協力をいただき、さまざまな効果を上

げているものと考えております。また最近で

は、県内企業の経営力強化に向けた金融機関と

の連携や地域振興の核となる人材育成のための

宮崎大学との連携、さらには、都市部の自治体

である川崎市と連携し、木材利用や中小企業支

援など、新たな取り組みも始まっているところ

であります。今後とも、さまざまな県民ニーズ

に応えるため、既に締結した協定の効果をより

高めていくとともに、地方創生も視野に、県勢

発展に資する多様な主体との連携を進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。包

括連携協定が成功するかどうか、その鍵は、自

治体と企業それぞれの強みを引き出して、双方
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に利益がもたらされる、こういった仕組みをつ

くれるかどうかじゃないかと思います。また、

地方創生を進める上でも有効な対策となり得る

可能性も秘めていると思います。しっかり取り

組んでいかれるよう、お願いしておきます。

次に、雨水の利用推進について伺います。

ことしの梅雨は、ひとときの晴れ間、こう

いった表現ができるような日もなくて、降り続

く雨にうっとうしい思いが募るところでありま

すけれども、実は昨年５月に、「雨水の利用の

推進に関する法律」、雨水利用推進法が施行さ

れております。これは、公明党が制定をリード

して、議員立法で実現したものでございます

が、雨水を貴重な資源として有効活用すること

を促し、近年の気候変動による集中豪雨の頻発

も踏まえて、下水道あるいは河川等への雨水の

集中的な流出を抑えることを目指すというふう

になっております。

全体的には、責務、法制上の措置、基本方針

等の策定、各種施策等を定めた、全部でわず

か15条の短い法律でありますけれども、それま

で主に都市部の住民あるいは自治体が熱心に取

り組んできた雨水の利用について、全国的な展

開で広がっていく、そういった根拠ができたと

いうことで評価もされておりますし、雨水を活

用した洪水対策が当たり前になるような社会基

盤づくりが進むことも期待されているところ

じゃないかと思います。そこで、先ほど述べた

ように、この法律には地方公共団体の責務等も

定められておりますけれども、本県の現状につ

いてはどうなのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 「雨水の利用

の推進に関する法律」が昨年の５月に施行さ

れ、国においては、この法律に基づき、雨水利

用推進の意義や施策に係る基本的な事項等を定

めた基本方針を、本年３月に策定したところで

あります。基本方針において国は、雨水利用の

効果や技術的な留意点等を取りまとめたガイド

ラインの策定等を推進することとしておりまし

て、ことしの４月に開催された都道府県の担当

課長会議において、ガイドラインの策定に着手

する旨の説明があったところであります。県と

いたしましては、雨水利用の推進について、国

の動向等を注視しながら、適切に対応してまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁を聞くと、まだまだ

緒につくという段階にも至っていないようであ

りますけれども、今後、水環境の悪化も懸念さ

れておりますし、気候変動等でゲリラ豪雨も多

発しております。また反対に、これから渇水の

時代になるかもしれません。この法律が有効に

機能することを期待したいという思いでござい

ます。

次は、海のごみ問題について何点か伺いたい

と思います。

今回の質問は、昨年夏の台風11号が記憶にあ

るからであります。本格的な台風シーズン到来

を前に確認しておきたいという思いでございま

す。８月上旬に本県を襲った台風11号では、青

島海岸に流木を初めとした大量のごみが打ち上

げられましたが、国、県、宮崎市には、緊密な

連携のもと迅速に対応していただき、お盆前に

は撤去が完了したところでありました。改めて

感謝申し上げる次第であります。

ところで、今回の質問作成のために勉強する

中で、海のごみには３種類あることを知ったと

ころであります。海岸に流れ着いた「漂着ご

み」、海底に蓄積する「海底ごみ」、そして海

面や海中を浮遊する「漂流ごみ」に分けられる

ということであります。海のごみについては、
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海岸漂着物処理推進法に基づいて、海岸を管理

する自治体に回収・処理費用の補助がなされて

いるところであります。そこでまず、本県にお

ける海岸漂着物の処理量はどういった状況なの

か、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 御指摘の海岸

漂着物につきましては、法律の規定によりまし

て、海岸管理者等が処理することとされており

ます。本県では、県がほぼ全ての海岸の管理者

になっていることから、県において処理を行っ

ていまして、その実績は、平成25年度が245ト

ン、26年度が1,190トンとなっている状況であり

ます。本県の場合、台風や大雨による流木等が

多数を占めていることから、処理量につきまし

ては、年度ごとに大きな差が生じている状況で

あります。

○新見昌安議員 ２点目ですけれども、その回

収・処理についてでありますが、県において

は、環境省の地球環境保全対策費補助金を活用

して宮崎県環境保全基金を造成し、費用に充て

ておられると思います。しかし、この基金事業

の実施期間が平成25年、26年の２カ年のみと

なっておりまして、心配していたところでござ

いますが、国においては、平成26年度補正、そ

して27年度当初予算を合わせて、28億5,000万円

ほどの海岸漂着物等地域対策推進事業の予算を

計上しております。一安心といったところであ

りますが、本県における取り組みについて、同

じく環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県における

海岸漂着物処理対策費用としましては、国の補

助事業を活用しまして、約2,800万円を今議会に

提案の補正予算に計上しているところでありま

す。この予算によりまして、環境森林部では、

放置ごみの防止を呼びかける普及啓発事業を行

います。さらに、農政水産部と県土整備部にお

きましては、それぞれ所管する海岸における海

岸漂着物発生時の円滑な回収・処理を行うこと

といたしております。

○新見昌安議員 ３点目ですけれども、海岸漂

着物の処理については、隣県などともしっかり

連携をとっていくことが重要じゃないかと考え

ます。どのように取り組んでいかれるのか、同

じく環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） この点につき

ましては、国のほうで基本方針を定めてござい

ます。それによりますと、海岸漂着物の多くが

ほかの都道府県から明らかに流出している場合

などは、当該県の知事に、その処理や発生抑制

に関して協力を求めることができるとされてお

ります。本県では、現在まで該当する事例はな

い状況ですが、万一必要となった場合には、そ

のような対応を含めて、隣県との連携に努めて

まいりたいと存じます。

○新見昌安議員 以上何点か伺いましたけれど

も、台風時の流木などの処理は当然ですが、食

の安全確保、漁業の安全の観点からも、海のご

みの回収・処理は重要じゃないかと思います。

これからも関係各部、緊密に連携しながら、対

応に当たっていただきたいと要望しておきま

す。

次に、農地中間管理機構について、農政水産

部長に何点か伺いたいと思います。

きのうの山下議員の質問でも取り上げられて

おりましたが、農林水産省は先月19日、農地中

間管理機構が本格稼働した平成26年度の実績を

公表しております。年間集積目標の21％にとど

まる低調なスタートとなったという報道もあっ

たところでありますが、初年度でもあり、ここ

で明らかになった課題を早急に解消するための
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取り組みに着手していただければと思っている

ところであります。目標に届かなかったとはい

え、農地利用の機運が高まった側面もあるとい

うことは評価していいんじゃないかと思いま

す。本県においても全国同様、数値的には目標

を下回る結果となったわけですけれども、今年

度以降の取り組みに期待をいたします。そこで

伺いますが、本県における昨年度の事業におい

ては、63のモデル地区を設定して進めたとあり

ました。この中で参考になる取り組み事例等が

あれば、その概要についてお示しください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 昨年度のモデ

ル地区の取り組みの中には、集落営農組織が中

心となって、徹底した話し合い活動を実施した

結果、集落の81％の水田が担い手に集積された

事例や、市町村に配置された専任職員を核とし

た推進チームが、集落での話し合い活動をサポ

ートすることにより、集落営農ビジョンが策定

され、集落営農組織の設立に至った事例などが

ございます。県といたしましては、このような

取り組み事例を事業推進大会等で広くＰＲする

ことで、各地域での事業推進につなげてまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 次に、今年度の事業の進め方

の一つに、125の重点実施地区を設定して取り組

んでいくということでありますが、この取り組

みの考え方について伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本年度は、支

庁・振興局に機構の地域駐在員７名を新たに配

置するとともに、市町村の農地コーディネータ

ー等を22名増員し46名とするなど、推進体制の

強化を図ったところであります。県といたしま

しては、このような体制のもと、市町村や関係

機関と連携強化を図りながら、昨年度設置いた

しましたモデル地区や、面的集積が期待されま

す基盤整備事業の実施予定地区、さらには集落

営農の組織化を予定している地区等を重点実施

地区として設定し、3,000ヘクタールを目標に、

担い手への農地集積を加速化してまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 農林水産省によりますと、貸

し手から農地がなかなか集まらなかった、その

低迷の要因として、機構の役職員がディベロッ

パー、いわゆる開発業者であるという認識に欠

けていたという点や、貸し手への周知不足など

も指摘しております。ここでは今後、農家の掘

り起しのために、具体的にどのように取り組ん

でいかれる考えなのか伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

機構に預ける農地の掘り起しを推進するために

は、農地の所有者に対し、制度の内容や出し手

のメリットなどをわかりやすく説明し、十分理

解していただくことが重要であると考えており

ます。このため、機構の地域駐在員や市町村の

専任職員等による説明会を集落単位で開催する

とともに、ダイレクトメールや市町村・ＪＡの

広報紙等を活用するなど、さまざまな機会を捉

えて制度の浸透を図りながら、機構に農地を安

心して預けていただける環境づくりに、今後と

も努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 農家の皆さんの不安あるいは

抵抗感を払拭する努力をお願いしておきたいと

思います。

農地中間管理機構に関して最後の質問となる

わけですが、中山間地域など条件不利地域での

取り組みも重要になってくるんじゃないかと思

います。今後どのように取り組みを進めていく

のか、見解を伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業は、担い手に農地を集積し、規模拡大を支
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援するばかりではなく、「人・農地プラン」の

話し合いを通じて、地域の営農ビジョンや地域

の担い手をしっかり位置づけ、地域の農地は地

域で守るといった機運を醸成する役割もあると

考えております。中山間地域におきましては、

特に担い手の確保が課題となっておりますこと

から、中山間地域等直接支払制度の組織や、農

作業の受託組織を集落の担い手として育成する

ために、本事業を活用してまいりたいと考えて

おります。また、担い手の確保が困難な集落等

におきましては、例えば夏季冷涼な気候を生か

した野菜のリレー生産など、平場の担い手との

連携による生産体制の構築を進めることで、機

構を活用した中山間地域の担い手づくりにも取

り組んでまいりたいと考えているところであり

ます。

○新見昌安議員 最初に述べたように、成功事

例、参考になる事例、こういったものを積極的

に発信して、機構を利用することが貸し手と借

り手の双方に大きな利点があるということを理

解してもらうための取り組みを、これからも

しっかりお願いしたいと思います。

次は、防災対策についてであります。

まず、地区防災計画について伺いたいと思い

ます。この計画については、昨年の９月議会で

も取り上げたところでありました。地域住民が

自治会あるいは小学校区単位で防災対策をまと

める動きでありますけれども、質問した当時、

地区防災計画を策定した市町村はありませんで

した。

その後、えびの市の上大河平地区が内閣府の

地区防災計画のモデル地区事業に手を挙げて、

昨年11月に全国15地区のうちの一つに選ばれた

という新聞報道が、ことしの１月にあったとこ

ろであります。そこで、上大河平地区における

地区防災計画の取り組み状況及び県内のその他

の地区における取り組み状況について、危機管

理統括監に伺いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 地区防災計

画は、地区内の居住者や事業者が行います自主

的な防災活動に関する計画でございますが、昨

年度、えびの市の上大河平地区が九州では唯

一、国のモデル地区に採択されたところでござ

います。この地区は、高齢化率が42％と進んで

いる中で、高齢者への災害情報の伝達や避難支

援等に対する課題を持って計画策定に取り組ん

だところであり、現在、えびの市において、最

終的な点検や助言が行われております。さらに

今年度は、日向市財光寺の長江区がモデル地区

に採択されたところであり、津波被害に対する

避難経路や避難方法等につきまして検討が行わ

れると聞いております。地区防災計画の策定に

つきましては、今後とも、市町村に対して助言

や情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 今月９日付の公明党の機関紙

に、太田国交大臣が、東京都の荒川が氾濫した

場合に、住民や各機関がとるべき行動を時系列

でまとめた「荒川下流タイムライン」につい

て、関係者と意見を交わしたという報道がなさ

れておりました。そして、国土交通省では、近

年相次いでいる記録的な大雨に備えるため、全

国の直轄河川で策定を進めているともありまし

た。タイムラインとは「防災行動計画」だとい

う説明もありました。この言葉について初めて

知ったところであります。ネットで「タイムラ

イン」を検索すると、出てくるのは、ＬＩＮＥ

やフェイスブックやツイッターのタイムライン

に関することが大半で、防災に関するそれはな

かなか出てきません。まだまだ認知度としては
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低いんじゃないかと思います。そこで、確認の

意味で、洪水に係るタイムラインとはどのよう

な計画なのか。また、タイムラインについての

県の考え方を県土整備部長に伺いたいと思いま

す。

○県土整備部長（図師雄一君） 洪水に係るタ

イムラインは、大規模水害の被害を最小化する

ため、国、自治体、住民などが連携し、例え

ば、猛烈な台風上陸を想定して、その数日前か

らの自治体による避難の周知や住民による防災

用品の準備行動など、時間ごとに、いつ、誰

が、何をするかを、気象や河川の状況に応じて

あらかじめ具体的に定めた「防災行動計画」の

ことであります。県としましては、タイムライ

ンは、迅速かつ円滑な警戒避難体制を構築する

上で効力を発揮するものと考えておりますが、

現在国において、タイムラインの策定や活用に

関する指針の取りまとめに向け、試行や分析な

どの作業が行われておりますので、この動きを

注視しているところであります。

○新見昌安議員 次に、強靭化計画について伺

いたいと思います。強靭化計画とは、大規模災

害が発生したとき、起きてはならない最悪の事

態を想定して、それを回避するために事前に実

施する施策ごとの達成度や進捗状況で脆弱性評

価を実施する、国土の健康診断のようなものだ

とありました。国土強靭化基本法に基づいた国

土強靭化基本計画の地域版が国土強靭化地域計

画であります。

ところで、内閣官房の国土強靭化推進室のホ

ームページを見てみると、その策定に向けた取

り組みを公表している地方公共団体の全国マッ

プがあるところでありますが、本県はまだ公表

しておりません。本県における国土強靭化地域

計画の検討状況について、危機管理統括監に伺

いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 平成25年12

月に国土強靭化基本法が制定されましたが、こ

の法律では、大規模自然災害等が発生した場合

の４つの基本目標といたしまして、人命の保

護、国家及び社会の重要な機能の維持、公共施

設等の被害の最小化、迅速な復興を掲げており

ます。また、都道府県は、国が策定する国土強

靭化基本計画との調和を図りながら、地域計画

を策定することができるものとされておりま

す。本県では、自然災害等に対しまして、地域

防災計画や南海トラフ巨大地震に関する減災計

画を策定しておりますので、これらの既存の計

画との整合性を図りながら、本県版の国土強靭

化地域計画のあり方につきまして検討してまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 防災対策について最後の質問

となりますが、昨年の６月定例県議会一般質問

において、携帯電話向けの防災・防犯情報メー

ルとは別に、スマートフォンあるいはタブレッ

ト端末の特徴を生かした防災情報配信に取り組

んではどうかと提案したところでありました。

そのとき、金丸危機管理統括監には、前向きの

思いが込められた初めての答弁をいただいたと

ころでありました。今般、危機管理課のゼロ予

算施策の中に、「スマートフォン等を活用した

避難所情報等の提供」という新規事業が掲げて

ありまして、喜んでいるところであります。現

時点での取り組み状況を、同じく危機管理統括

監に伺いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） スマート

フォンやタブレットは、地図情報が見やすく、

現在地から避難所等までの道案内もできること

から、災害時に迅速・安全に避難するための情

報を得る手段として有効であると考えておりま
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す。昨年６月議会での新見議員の御提案も踏ま

えまして、県では現在、市町村と連携を図りな

がら、防災アプリケーションを提供する民間事

業者と、情報の掲載方法等につきまして協議を

行っております。ゼロ予算施策として、今年度

の早期の導入に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 一日も早い運用開始を期待し

ております。ありがとうございます。

次は、教育問題についてでありますが、当初

想定していた一部の質問が、きのうの清山議員

の質問と重複しましたので、それらについては

割愛し、本日は18歳選挙権に絞って伺っていき

たいと思います。この問題については、きのう

も渡辺議員が取り上げられ、一部重複するとこ

ろがあるかもしれませんが、質問を進める上で

必要ですので、こちらはそのまま扱いたいと思

います。

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下

げる改正公職選挙法は、きのうの午前、参議院

本会議において全会一致で可決・成立したとこ

ろであります。これにより、国政選挙では、来

年夏の参院選から、18歳、19歳も投票できる見

通しになりました。昭和20年に25歳以上の男子

から20歳以上の男女となって以来、70年ぶりの

改定となります。そこでまずは、選挙権年齢

が18歳以上に引き下げられることについての率

直な思いを、知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県が将来にわたって

活力を保っていくためには、何といっても、郷

土に対する誇りと愛着を持って、地域の課題に

主体的に取り組む若者を育成していくことが大

変重要であるというふうに考えておるところで

あります。現在、若年層の政治離れであります

とか全般的な投票率の低下傾向が大変心配され

ているところでありますが、今回の選挙権年齢

の18歳以上への引き下げによりまして、本県の

将来を担う若者が、選挙や政治というものにつ

いて、これまで以上に深い関心を持つととも

に、若い有権者の意見が国や地方の政治に反映

されやすくなるものと期待しておるところであ

ります。また、今回の制度改正をきっかけとし

て、全ての年代、全ての世代にわたりまして、

参政権の行使、またその重要性について、思い

をはせる機会になるのではないかということも

期待しております。

また、本県におきましては、高校を卒業し

て、進学、就職等で県外に出る若者も多いわけ

でありますが、一度でも投票を経験する子供た

ちは、これまで以上にふるさとに対する思い、

郷土愛というものを育むこと、そういう効果も

期待できるのではないかと考えておるところで

あります。このたびの改正によりまして、来

年、県内では、およそ２万人の18歳、19歳の有

権者が誕生する見込みであります。新たな有権

者となる皆さんには、ぜひとも政治や社会への

関心を深めて、みずから一票の行使をしていた

だきたい、そのように願っているところであり

ます。

○新見昌安議員 知事の本当の思いはわかりま

した。ただ、考えるに、年齢を引き下げただけ

で若者の政治参加が進むわけではありません

し、選挙や政治に対する未成年者の関心、また

責任感を社会全体で育んでいく必要もあるとい

うふうに考えます。選挙管理委員会としては、

今回の引き下げを受けて、投票率アップに向け

てどのように取り組んでいかれるのか、意気込

みを選挙管理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 実に70年ぶ

りとなります今回の選挙権年齢の見直しは、こ
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れまでの選挙啓発のあり方等を見直す機会と考

えております。現在、20歳代の若者の投票率が

他の世代と比べ低い水準にありますことから、

新しく有権者となる18歳、19歳の投票率を危惧

する声もありますが、県選挙管理委員会といた

しましては、今回の引き下げを、若者が政治や

選挙に関心を持っていただく好機と捉え、教育

委員会等の関係機関と連携を図りながら、積極

的な主権者教育や啓発を展開し、選挙を通じ

た、より多くの若者の政治参加につなげていき

たいと考えております。また、若者が関心を持

つことで、例えば、家庭における政治や選挙に

関する会話の増加なども期待されることから、

若者のみならず、全ての世代の投票率向上にも

つなげていければと考えております。

○新見昌安議員 家庭における政治や選挙に関

する会話の増加は、本当に大事じゃないかと思

います。海外では、親との同居率が高い10代の

投票率は、20代前半を上回る傾向にあるという

データもあります。18歳といえば、大半は高校

生でありますし、親と同居している場合が多い

わけですから、親としても、子供が投票所に足

を運びやすくなるよう、しっかりサポートして

やることも必要になってくるんじゃないかと思

います。

次に、視点を学校現場に移したいと思いま

す。学校によっては、模擬投票を実施している

ところもあると聞き及んでいるところでありま

すが、本県の県立学校における模擬投票実施の

現状と今後の取り組み等について、教育長に伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度、県立高校に

おきましては、福島高校で模擬投票を実施いた

しております。具体的には、衆議院議員選挙に

合わせて、生徒会の主催で、教職員が支援をし

ながら実際の選挙公報などを使用し、本物の記

載台、投票箱等を使い、国政選挙と同様に投票

を行っております。模擬投票は、選挙への意識

を高めるための有効な方法でありますし、福島

高校の例は、生徒会が主体的に実施したという

ことも価値があると考えております。この取り

組みを含め、高校生に政治に興味・関心を持た

せるような工夫がなされますよう、各学校を指

導してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

ところで、先ほど述べたように、選挙権年齢

が18歳以上になったからといって、若者の政治

への関心が高まるとは限りませんし、かえって

無責任な投票をするという懸念を抱く人も出て

くるのではないかと思います。若者が政治に関

心を持ち、国や地域の問題を主体的に考え行動

するようになる、いわゆる主権者教育が求めら

れております。そのために今後は、学校現場に

おける主権者教育がますます重要になってくる

んじゃないかと思いますが、県立学校ではどの

ように取り組んでいかれるのか、同じく教育長

に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育において、

国や社会の問題を、人のことじゃなくて自分の

問題として捉え、主体的に行動できる主権者を

育成するための取り組みが大切でありますこと

から、高等学校では、現在、国民の政治参加の

重要性や国民の義務について学習を行っており

ます。また、生徒会活動等においても、選挙を

行うなど議会制民主主義の理解につながる学習

をいたしております。さらに、生徒が市政に提

言を行うバーチャル市役所などの取り組みも行

われているところであります。今後、そのよう

な取り組みの一層の充実を図りますとともに、
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文部科学省から配布予定の教材等を活用しなが

ら、深まりのある学習を各学校で実践できるよ

う、校長会や担当者会において丁寧に指導して

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

私立高等学校あるいは専修学校、専門学校等

における主権者教育にはどのように対処してい

くのか、こちらは総合政策部長に伺いたいと思

います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 私立学校につ

きましては、建学の精神や独自の教育理念に基

づき、特色ある教育を実践しているところであ

りまして、主権者教育につきましても、各学校

において取り組まれることになると考えており

ます。私立学校におきましても、主権者教育は

重要でありますので、県といたしましては、こ

れらの取り組みが円滑に行われますよう、国や

県教育委員会の対応など、必要な情報の提供に

努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 学校現場では、教職員の政治

的な中立を確保することも重要になってくるん

じゃないかと思います。これについてはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教育基本法におい

て、「学校は、特定の政党を支持し、又はこれ

に反対するための政治教育その他政治的活動を

してはならない。」と規定されております。こ

のことを踏まえ、県教育委員会では、学校での

教材の取り扱いにおいて、特定の政党や宗派に

偏った思想、題材を扱わないこと、特定の見方

や考え方に偏った指導につながらないことを、

通知文を発出するなどして教職員に指導してき

ております。今後とも、教育基本法等に基づ

き、各学校の学習指導において、政治的中立性

が確保されますよう、指導してまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 大事なところですので、よろ

しくお願いしておきます。

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられると

いっても、学校現場での子供たちの政治活動あ

るいは選挙運動については、一定の歯どめが必

要と考えるわけでありますが、現時点での教育

長の見解を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） これまで文部科学省

は、高校生の政治活動に関しては教育上望まし

くないとして、校内外における政治的な文書の

掲示や配付等の活動を制限、禁止すべきだとし

ておりました。しかし、選挙権年齢が18歳以上

に引き下げられることから、高校生の政治的活

動緩和の検討を行っていると伺っております。

高校生が、政治に関して情報を収集し、的確に

読み解き、みずから判断する能力を磨くことは

大切なことだと考えておりますが、これまで文

部科学省が高校生の政治活動を制限すべきだと

してきたことも踏まえ、高校生の政治活動につ

いては、慎重に、丁寧に各学校への指導をして

いかなければならないと考えております。

○新見昌安議員 この問いの最後になりますけ

れども、高等学校に赴いて実施する選挙の出前

授業について、これまでの取り組みと今後の方

針を、選挙管理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 県選挙管理

委員会では、高等学校に赴き、講義や模擬投票

を通して、生徒に選挙や政治を学んでいただく

出前授業は、これまでのところ実施しておりま

せん。選挙権年齢が18歳以上へと引き下げられ

ることで、高校生を対象とした啓発はますます

重要になると考えております。今後は、教育委

員会や市町村選挙管理委員会、さらに学生選挙
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サポーターなどの関係機関と連携しながら、高

校等での出前授業の実施を含め、若者が政治や

社会に関心を持ち、投票を通じた政治参加につ

ながるような効果的な啓発活動を検討し、取り

組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 以上、何点かにわたって、教

育委員会、選挙管理委員会に質問してまいりま

したが、責任を負わなければならないのは、実

は政党あるいは政治家も同じであります。若者

の政党離れ、政治離れを引き起こしたのは誰

か。責任の一端は我々にもあるんじゃないかと

思います。この点については、しっかりと自分

自身にも問いかけていかなければならないと

思っております。

最後に、過去の質問のその後について、何点

か伺っていきたいと思います。

まず、高齢者支援に関し、平成25年６月議会

で提案した子育て応援カードのシニア版、前向

きに検討していただいたことと存じますが、い

かがでしょうか。福祉保健部長、よろしくお願

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 高齢者の外出

を促すために御提案いただいた、優待サービス

つきのシニア応援カードにつきましては、全国

の状況を調査しましたところ、群馬と茨城の２

県で実施されておりましたが、多様な価値観を

有し、所得の状況も異なる高齢者に対して、カ

ードによる外出促進効果がどの程度あるのかの

検証や、制度の普及促進が課題となっているよ

うでありますことから、引き続き、その状況を

注視してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、御提案の趣旨であ

る、高齢者の外出を促し、地域交流や健康維持

を図ることは大変重要でありますことから、県

といたしましては、今議会で提案しております

「健康長寿社会づくりプロジェクト推進事業」

において、社会参加の場となる「通いの場」の

創設や、ボランティア活動、就労支援など、高

齢者の多様な社会参加の場づくりを推進してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 今回の質問を行うに当たっ

て、今の答弁にもありました茨城県に調査に

行ってまいりました。昨年12月１日に「いばら

き高齢者優待制度」というものをスタートさせ

ております。いばらきシニアカードを協賛店舗

に提示すれば、料金割引あるいはポイント加

算、こういった特典を受けることができる制度

であります。これは昨年２月の知事査定で予算

が決定し、26年度に入って、文字どおり走りな

がら制度をつくっていったというふうに、担当

者が言っておりました。初年度の予算が700万

円、これは、カードやポスター、チラシ代、ホ

ームページの立ち上げ代みたいです。27年度

は400万円と言っておりました。

この事業で一番大変だったんじゃないかと思

われるのは、制度の普及促進というよりか、趣

旨に賛同して協力してくれる企業・店舗をどれ

だけ獲得するか、どれだけ登録してもらうかと

いうことじゃないでしょうか。これについて

は、担当者も強調しておりましたが、地域、企

業、そして行政が一体となって高齢者を支える

社会の構築を図るということをしっかり訴えて

いけば、協賛店舗もふえてくるのではないかと

思います。

また、先ほどの答弁で、高齢者の価値観が多

様化し、所得も異なるという部分がございまし

たが、年金支給月の15日、金融機関のＡＴＭ前

には高齢者が長蛇の列をなします。そういった

現実があります。魅力あるサービスが提供でき

る店舗があれば、カードを持って外出する高齢
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者もふえてくるということが推しはかられま

す。私も状況をしっかり注視していきたいと思

います。

次に、これまで何度となく取り上げてきまし

た、交番・駐在所へのＡＥＤ設置についてであ

りますが、本題に入る前に、教育委員会に確認

しておきたいと思います。今月13日、土曜日で

したが、宮崎日日新聞を読んでいたときに、

「都城農高で部活中 心肺停止 ＡＥＤ使い生徒

救命」という記事が目に飛び込んできました。

前途ある若者がＡＥＤによって大事な一命を取

りとめた。本当によかったと思います。これ

も、ＡＥＤが学校内に設置され、設置場所が知

られており、すぐに取り扱える状況にあり、し

かもすぐに使えたということが大きかったん

じゃないかと思います。そこでまずは、県立学

校におけるＡＥＤの設置状況はどうなっている

のか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ＡＥＤにつきまして

は、全ての県立学校に１台以上を設置している

ところであります。平成26年度のデータで申し

上げますと、全県立学校を合わせますと、114台

であります。設置場所につきましては、人の往

来が多く目につきやすい正面玄関に40台、体育

の授業が行われたりグラウンドに近いという意

味で、体育館の玄関に24台など、緊急時に迅速

に対応できる場所に設置しているところであり

ます。

○新見昌安議員 今の答弁に関してであります

けれども、夜間等に県立学校の体育館などを利

用している県民もおります。そういった方々が

ＡＥＤを使用することができるのか、同じく教

育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 夜間等に県立学校の

体育館を利用いただく県民の皆様のＡＥＤの利

用につきましては、装置が体育館内に設置され

ている、あるいは玄関で入れるところにあると

いうような場合には、問題なく利用できるもの

と考えております。また、体育館以外に設置さ

れている場合には、校舎の施錠の関係がありま

すので、警備員がいるとか職員がいる場合に

は、利用が可能であります。

○新見昌安議員 今の答弁からすれば、使用で

きないときもあるということであります。最近

は屋外型のＡＥＤ収納ボックスもありますし、

現に県立学校４校では、屋外の壁かけ式ボック

スに設置しているところもあるようでありま

す。ほかの県立学校でも屋外設置型としていた

だくよう、要望しておきます。

本題に戻りたいと思います。今月上旬、神奈

川県に調査に行ってまいりました。県内全ての

交番・駐在所にＡＥＤを設置している県であり

ます。昨年５月14日の記者発表資料というもの

がありますので、その内容を紹介したいと思い

ます。これはネットでも出されております。そ

こにはこのようにあります。「県では、ひとり

でも多くのいのちを救うため、地域の安全・安

心の拠点である県内の交番等警察施設へのＡＥ

Ｄ設置を進めており、本日、すべての交番・駐

在所等への設置が完了しました」。また、同資

料には、目的として次のようにあります。「県

民の身近な施設である交番等警察施設へＡＥＤ

を設置し、県民のＡＥＤへのアクセスを充実さ

せることにより、県民の救命率の向上を図るも

のです」。宮崎県警察の交番・駐在所へのＡＥ

Ｄ設置に対する取り組み状況はどうなっている

のか、警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 当県警察では、

警察本部や運転免許センター、各警察署など、

多くの方が来訪される庁舎に22台のＡＥＤを設
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置しております。また、交番・駐在所の管内で

ＡＥＤの設置が全くない西都警察署の上三財駐

在所に１台設置しております。その他の交番・

駐在所へのＡＥＤの設置につきましては、ＡＥ

Ｄの効用は十分理解しているところではありま

すが、大変厳しい警察予算の中、警察本来の任

務である県民の安全・安心の確保のために、予

算を優先的に活用しなくてはならず、今後、関

係部局と引き続き検討してまいりたいと思いま

すが、現時点では厳しいものと考えておりま

す。

○新見昌安議員 これまでの答弁と余り変わら

ない、なかなかガードがかたいという思いがい

たします。

ここでちょっとだけお話をしておくと、先ほ

ど紹介した神奈川県の記者発表資料、実は、こ

れは神奈川県警が作成したものではなく、保健

福祉局保健医療部医療課が作成したものであり

ます。神奈川県では、保健福祉局の予算で交番

や駐在所へＡＥＤを設置しているということで

あります。そこで、いきなりでありますが、本

県でも神奈川県に倣い、福祉保健部の予算で整

備することはできないか、福祉保健部長に見解

を伺ってみたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 救急隊が到着

する前の救命措置として使用されますＡＥＤを

県民が広く利用する施設等に設置することは、

大変有効であるというふうに思っております。

お尋ねの県の各庁舎あるいは公共施設への具体

的な設置につきましては、それぞれの管理者に

おいて、施設の利用形態あるいは設置後の維持

管理などを踏まえまして検討していただきたい

と考えております。

○新見昌安議員 容易に予想できる答弁であり

ました。神奈川県での調査に当たっても、この

点が一番気になるところでしたので、聞いてみ

ました。「警察の施設に設置するのに、何で福

祉の予算でなんですか」、すると担当者は間髪

を入れずに「相当バトルがあったようです」

と、このように言っておりました。しかし、最

終的には知事の「鶴の一声」で決まったようで

あります。もう一度言います。黒岩知事の「鶴

の一声」で決まったようであります。黒岩知事

は、例の「恋するフォーチュンクッキー」神奈

川県庁版のときに一生懸命踊っておられまし

た。県民の命を守るためにも、全力で取り組ま

れている方のようであります。「早い時期に宮

崎でも」という思いを改めて強くしたところで

あります。

先月24日、日曜日の新聞各紙に掲載された

「県政けいじばん」に、医療薬務課が「ＡＥＤ

設置に関するお願い」というものを載せておら

れました。その中で、ＡＥＤの設置・普及につ

いて関係者の理解と協力を求めておられます

が、24時間営業のコンビニエンスストアなど

は、救助者にとっても地域のランドマークとな

ることから、ＡＥＤの設置が推奨されていると

してありました。

これまでにも何度か、コンビニなど地域で誰

でも知っている場所へのＡＥＤ設置を推進する

観点から、民間への働きかけを知事にお願いし

たところでありましたが、交番・駐在所は、地

域のランドマークのまさしく典型であります。

県民に対してＡＥＤ設置への理解と協力を求め

るのであれば、まず「隗より始めよ」でありま

す。県民にとっては、交番・駐在所に命を救う

ＡＥＤがあるという安心感が重要であるので

あって、ＡＥＤ設置の予算がどのようになって

いるのか、これは全く関係のないことでありま

す。県民の命を守るため、警察本部と福祉保健
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部、河野知事も巻き込んで、前向きの議論を大

いに闘わせていただきたい。そして、知事には

大きな一声を上げていただきたい、このことを

強く要望いたしまして、少々早いですが、全て

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野 明副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手）（｢ハッピーバ

ースデー」と呼ぶ者あり） お疲れさまです。

日向市選出の西村賢です。私にとりまして３期

目のスタート、初めての質問であります。執行

部の皆様方の明快な御答弁をよろしくお願いい

たします。また今、声をかけていただきました

とおり、私は本日、43歳の誕生日を迎えまし

た。ありがとうございます。実は重松幸次郎議

員と同じ誕生日でありまして、この記念すべき

誕生日に質問させていただくこと、本当にあり

がたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢について質問をい

たします。

今、企業の総会シーズンなどで大企業の好決

算のニュース、また高配当のニュースがたびた

び伝えられ、大企業の所在する地域、主に都市

部では大きく景気回復につながっていると思わ

れます。今後は、その景気回復を地方に伝えて

いかなければなりません。地方の景気回復が求

められる中で、本県民も景気回復を望む声が非

常に大きいところがありますが、この６月議会

におきまして、27年度予算の経済対策事業を含

む肉付け予算が提出されております。２月議会

の骨格予算と合わせ、河野県政２期目１年目の

事業が出そろったことになりますが、河野県政

１期目の経済対策の目玉として、口蹄疫からの

復興、フードビジネス、記紀編さん事業を含め

た観光対策など、さまざまな事業がありまし

た。今年度の事業も大切でありますが、これま

での経済対策に効果がしっかりと出ているのか

検証し、今年度の事業につなげていかなければ

ならないと思います。知事１期目の経済対策が

どのように反映をされているのか、知事の見解

を伺います。

以下、質問者席にて質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、お二人の議員にお祝いを申し上げるも

のであります。盛大に誕生日をお祝いしていた

だき、町なかの経済活性化に御貢献をいただけ

ればという思いでございます。

私は、知事就任後、相次ぐ災害に見舞われた

本県経済の活性化に取り組み、平成25年２月に

「復興から新たな成長へ向けた基本方針」を定

め、成長産業の育成に全力を傾けてまいりまし

た。その結果、非常に厳しい道のりではありま

したが、平成25年には、農業産出額が、口蹄疫

以前の水準となる3,213億円まで回復をしたほ

か、観光消費額が、外国人観光客の増加などを

背景に、平成22年に比べ157億円増の1,545億円

となりますとともに、医療機器産業に取り組む

企業数も、平成23年の２倍以上の72社となるな

どのさまざまな成果が見られるところでありま

す。これらの成長の芽をさらに伸ばすため、御
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審議をお願いしております総合計画アクション

プランに基づき、今後とも、成長産業の育成や

地域における経済循環の促進、さらには観光の

再生に戦略的に取り組み、本県経済の活性化を

図ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○西村 賢議員 お祝いの言葉、ありがとうご

ざいます。観光やメディカル分野、また畜産の

再生など、いろいろな経済対策の効果が出てい

るということでありました。しかしながら、経

済対策は非常に難しいところもあると思いま

す。今後もしっかりと、こういう経済対策を

打って、非常に予算もかかることですから、検

証しながら、またさらなる成長分野につなげて

いただきたいと思います。

また、その中で、今回、観光対策として、国

の地方創生交付金を活用した宿泊半額券「神話

のふるさと みやざき旅行券」が発行されてお

り、これまでの発行分は全て完売とのことであ

りました。本県の事業予算は４億6,000万円との

ことですが、本県と同様に、他県もこのような

事業に取り組んでおり、今後の地域間競争の激

化も予想されております。ちなみに福岡県は25

億5,100万円、佐賀県は５億円以上、長崎県が７

億5,000万円、大分県が約５億円、熊本県が８

億3,000万円、鹿児島県が11億4,000万円のうち

国内が９億4,000万円と、ほかの県も非常に大き

な予算をかけてきております。これは宮崎が少

ないということではなくて、宮崎のかけた予算

をしっかり県内に波及させていただきたいと思

います。この事業を行うに当たりまして、例え

ば宮崎市内だけが観光客がふえても、私は、こ

の経済効果というのは波及しないのではないか

なと思っています。県内一円に波及していくた

めに、しっかりとこの事業をやる必要があると

思いますが、商工観光労働部長に、県はどのよ

うに取り組んでいくのかをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の旅

行券事業の展開につきましては、この事業を活

用した認知度向上や誘客促進に県全体で取り組

むため、ことし３月に、県ホテル旅館組合と連

携をしまして、県内５つのブロックで、市町村

や市町村観光協会、宿泊施設を対象に説明会を

開催いたしました。その結果、旅行券の対象施

設には、23市町村の約260施設に参画をいただく

とともに、インターネットの宿泊予約サイトで

は、参画を希望した市町村が観光情報を独自で

紹介する特集ページを設けております。また、

各地域の魅力を生かした誘客対策として、市町

村が企画・実施するイベントに対する支援を行

いますほか、大都市圏において本県全体の観光

の魅力をＰＲするなど、事業効果が県内に幅広

く波及するよう、官民一体で取り組んでいると

ころであります。

○西村 賢議員 先ほど申し上げたとおり、他

県も非常に力を入れてやっていると思います。

まずは宮崎県に、他県に負けないように呼び込

む、また、宮崎県に来たお客さんをしっかりと

満遍なく県内各地域に広げるという対策を絶え

ず行っていただきたいと思いますし、県内各市

町村が、しっかりと観光対策を競争できるよう

な仕組みも応援していただきたいと思います。

次に、社会資本整備のストック効果について

伺いたいと思います。

社会資本整備は、２種類の効用・効果をもた

らすと言われております。整備のために投資が

行われることで、一時的に建設業など工事に関

連する産業の活動が高まる、経済活動が生まれ

る需要創出効果、これをフロー効果と言いま

す。また、整備された施設が機能して、長期的
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にその地域の生産性や安全性を高め、環境を改

善するなどの効果を生み出す施設供用効果、ス

トック効果と言います。先日来県された太田国

交大臣も、社会資本整備のストック効果につい

て言及し、つくるだけではなく、その後、地域

の生産性向上につなげていくことが重要である

と述べられておりますが、この社会資本整備の

ストック効果につきまして、県の認識を内田副

知事に伺います。

○副知事（内田欽也君） 社会資本整備の効果

としましては、経済対策としてのフロー効果に

着目されたこともございましたけれども、本来

は、社会資本が供用されることによって、新た

な投資や成長を呼び込むというストック効果が

重要であると思っております。国土交通省で

は、東九州自動車道と細島港の整備に伴い、企

業進出や木材輸出の促進等の効果が生じた本県

の事例を初めとしまして、全国のストック効果

の好事例を取りまとめ、積極的にＰＲするとと

もに、今後の社会資本整備に当たっては、高い

ストック効果が見込める事業に選択と集中を徹

底していくという考えを示しているところであ

ります。今後もまだ社会資本整備が必要な本県

にとりましては、これまでの整備によるストッ

ク効果をしっかりと検証し、整備の必要性を国

へ強く訴えていくとともに、県民の皆様にも広

くＰＲしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 公共事業に対しては、県民の

厳しい目が常にあると思わざるを得ません。選

択と集中によってしっかりと事業効果を上げて

いくこと、また、そのでき上がった効果をしっ

かりと広報していく、県民に知らしめていくと

いうことも非常に重要であると思います。やは

り、必要なものはしっかりと建設を続けていか

なければなりませんし、地域の道路事情におい

ても、非常に不便な地域というのは県内まだた

くさんあると思いますので、しっかりと検証を

重ねて続けていただきたいと思いますが、その

中でも、特に細島港のストック効果について伺

います。

いよいよ６月28日に、細島港の17号岸壁が供

用開始されます。これまで細島港は、コンテナ

貨物とバルク貨物が混在しており、大型船の競

合により、岸壁の利用日の変更やほかの岸壁へ

のシフト変更等、利用に支障が生じてまいりま

した。今回の供用開始で、コンテナ貨物とバル

ク貨物の分離や大型船への対応、効率的な荷役

を行うことが可能となり、これまでの関係各位

の御尽力に感謝をするところであります。

細島港におきましては、岸壁整備とともに沖

防波堤など多額の費用をかけて、これまで整備

をされてまいりました。そのおかげもあり、特

に重点港湾指定の後はコンテナ貨物の取扱量も

ふえ、また貿易額も順調に推移をしておりま

す。また、周辺では企業進出や工場の増設な

ど、活性化につながり、日向市全体の製品出荷

額もふえている状況にあります。また、さらな

る企業立地のために新たな工業団地の造成を望

む声も高まっており―地元では細島５区と呼

んでいますが―これまで私も何度も質問をさ

せていただきましたが、新たな背後地の造成と

いうものをお願いしているところであります。

このような効果を、日向市のみならず県全体に

波及させていかなければならないと思います

が、県は、細島港のストック効果を今後どのよ

うに生かして県内に波及されていくのか、取り

組みを県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港は九州

の扇のかなめに位置し、海路では、九州から首

都圏や中部圏に最も近いという特性を有してお
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り、さらに、ことし３月には東九州自動車道の

宮崎市と大分市が結ばれ、４月には北方延岡道

路が全線開通したことで、海と陸のネットワー

クが充実し、利便性がますます向上しておりま

す。このような中、お話にございましたよう

に、これまで整備した国際コンテナターミナル

に加え、今月28日に供用開始する国際物流ター

ミナルの整備により、効率的な貨物の積みおろ

しが可能となるなど、東九州の物流拠点とし

て、さらなるストック効果が期待されます。県

といたしましては、これらの細島港が持つ地理

的優位性や高い港湾機能を生かし、これまでの

ポートセールス活動に加え、高速道路の開通で

より近くなった隣県や、時間的制約などから、

これまで細島港を利用されていなかった荷主等

に対しましても、官民連携による戦略的なポー

トセールス活動を展開し、さらなる利用促進を

図ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これまでも県は、さまざまな

ソフト事業を初め、細島港の活性化策に御尽力

をいただいていると思います。また今、部長答

弁でもありましたとおり、高速道路がつながっ

たことによる、ほかの地域、特に他県へのアク

セスの向上というものを生かしていかなければ

ならないと思っております。この場をかりて、

日向市と入郷地域を結ぶ327号線に対しまして、

この５月に、日向インターチェンジから327号線

を結ぶ永田バイパスの施工に向けて動き出した

ことは、非常にありがたいことだと思います

し、また、この327号線はそれ以降もまだ線形の

悪いところもありますので、あわせて改良工事

が進むようにお願いをしたいと思います。

次に、県産材の活用についてに移ります。

本県と川崎市の協定は、県産材の普及拡大に

新たな活路を見出したと思います。先日は、川

崎市から本県に視察に訪れ、関係者との意見交

換を行ったとの報道がなされました。県内の木

材・製材関係者にとっては大きな希望を持って

いるところでもあります。ただ、長年厳しい状

況にあった木材産業の中にあっては、今後さら

に県産材の販路拡大をやってほしいと思ってい

るという意見もありました。今後、県は、国内

外における新たな需要拡大に向けてどのような

取り組みを行っていくのか、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、昨

年11月に川崎市と協定を締結するなど、大都市

における木材利用の促進に向けて、鋭意取り組

んでいるところでございます。今後、住宅分野

はもとより、公共建築物など非住宅分野の木造

・木質化を推進することとしております。さら

に、海外への輸出につきましては、これまでの

事前調査を踏まえまして、主に韓国や中国を対

象に、材料と技術をパッケージにした材工一体

による製材品の輸出を強力に推進したいと考え

ております。こういった取り組みによりまし

て、国内市場はもとより、海外での新たな市場

を開拓し、県産材の需要拡大に積極的に努めて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 販路拡大というのは、民間そ

れぞれの企業が国内・国外に向けて取り組んで

いるケースも当然ありますし、また、県が宮崎

ブランドとして売り込んでいくこともあるかと

思います。ぜひ、今後ますます、新しい場所、

新しい地域に向けての取り組みに対して力を注

いでいただくようにお願いをいたします。

次に、今、全国的に木材の防腐技術の進化、

短期間での施工のしやすさ、また景観への配慮

等から、土木工事に木材の活用が広がっており

ます。本県でも河川工事の一部に用いられるな
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ど、施工の実績は、少しずつ広がっているとこ

ろでありますが、まだ土木工事全体から見る

と、ごくわずかであります。県産材の普及のた

めに、土木工事分野への活用は一つの大きな活

用法ではないかと思いますが、今後の土木工事

への活用の展望と、また、普及がなかなか進ま

ない原因や課題について、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 土木施設につ

きましては、長期にわたり安全性や品質を確保

する必要があることから、県産材の活用に際し

ましては、コストはもとより、強度や耐久性に

ついて十分な検証が必要となります。しかしな

がら、県産材の土木工事への活用につきまして

は、景観や環境、さらには地産地消の観点から

も大変重要であると考えております。このた

め、河川におきましては、木材を生かした河川

工法の手引を策定し、県内各地で県産材を利用

した川づくりを進めているところであり、ま

た、道路等においても、現場状況に応じて、設

計段階から木材の活用を検討する取り組みを進

めているところであります。県といたしまして

は、今後とも、庁内に設置しているグリーン公

共事業推進部会などを通じて情報共有を図り、

県産材の利用推進に努めてまいりたいと存じま

す。

○西村 賢議員 杉生産日本一の宮崎県が新た

な木材の活用法をどんどん国内外に示していく

ことが、いずれ木材の普及活動につながってい

くと思います。なかなか普及が進んでいきませ

んので、ぜひまた、新たな資源の活用というも

のを考えていただきたいと思います。

次に移りますが、近年の円安効果により原木

の輸出も伸びてきていると。昨日のニュース報

道では、県全体で前年度比51％増の海外出荷が

なされているとの報道がありました。非常にい

いニュースだと思います。木材産業全体の活性

化にもつながっていると思います。また、今月

の頭には、中国木材株式会社が、日向市の細島

港の工業地帯でグランドオープンしました。知

事初め県の方々も多く視察をされておりまし

た。今後、円安による輸出の拡大、木材製造業

の活況、バイオマス発電への使用増で、林業関

係者の中では、本県の森林資源に対して、再造

林を含めた森林の維持管理を懸念する声が多

く、昨年度の議会でも、苗木不足など多くの質

問がなされてまいりました。その後、新年度の

事業等でどのような対策を講じてきたのか、再

造林の現状と対策について、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（大坪篤史君） まず、再造林

の現状ですが、平成25年度の県内民有林におけ

る伐採面積は、約2,200ヘクタールとなっており

まして、このうち、約８割が再造林されている

状況であります。また、再造林に必要な苗木に

つきましては、この春も杉が約25万本不足して

いるために、植栽樹種の転換や植栽本数の見直

しなどを関係団体等と協議している段階でござ

います。さらに、今回の補正予算案に、「未来

へつなぐ「みやざきの森林」若返り対策事業」

を盛り込みまして、苗木のもとになります穂木

を採取する採穂園や生産施設の整備に対する支

援等を行いまして、苗木の増産を図りたいと考

えております。これら苗木の安定供給と並行し

まして、林業の担い手対策なども総合的に推進

することによりまして、再造林対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 確かに、わずか数年前は、森

林資源どうするんだと。大径木の問題もありま

した。50年、60年と放置されてきた山もありま
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した。そういうことを踏まえて、急に今、活況

になって、苗木が足りない、民間企業の生産が

追いつかない、また、生産する土壌がないとい

うことも理解をしておりますが、少しずつ林業

家の懸念を払拭していただくように、お力添え

をよろしくお願いいたします。

次に移ります。日向市平岩地区にある金ヶ浜

海岸は、日豊海岸国定公園内にあり、サーフィ

ンやマリンスポーツのメッカで、市内外から愛

好者が集まり、海水浴場としても長年市民に親

しまれてきた海岸でもあり、地域の宝でもあり

ます。その金ヶ浜の周辺は、昭和40年代に公園

構想というものがあったそうなんですが、その

公園構想というものは今は確認できておりませ

ん。その金ヶ浜海岸の南側周辺の土地を県が集

積し、公園化に向けて動いていたとのことであ

ります。しかし、昭和40年代にその土地の集積

も頓挫し、そのまま40年以上放置されてまいり

ました。周辺の海岸も含め、その後、昭和49年

に国定公園化されましたが、そのまま整備が行

われることなく今日まで来ております。

金ヶ浜と並行して走る国道10号の特に南側か

らの眺望はすばらしかったと聞いております

が、今では雑木や竹林が成長して眺望も望めな

くなってしまっております。その当時を知る地

域の方々からは、眺望をもとに戻してほしいと

の声や、公園化に協力をして土地の集積に応じ

たのに、公園化が実現しないのならば土地を返

してほしいとの声も上がっております。責任を

持って県が公園化をすべきじゃないかという声

もあり、地元では要望活動も出ております。こ

の金ヶ浜は、先ほど申し上げたとおり、サー

フィンなどのマリンスポーツのメッカとなって

おります。また、周辺には公営の駐車場や道路

も整備をされていない状況にもあり、民間施設

の脇を通り、浜におりていかなければならない

状況にあります。いざというときの救急車等の

搬送口もない状況になっておりますが、地元の

方々は、この金ヶ浜の活用を強く望んでおりま

す。県はどのように考えているのか、環境森林

部長に伺います。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねの海岸

区域は、実は国有地と県有地、そして民有地が

混在する地域でございます。日豊海岸の美しい

風景を一望できるすばらしい場所だと認識して

おります。この地域の県有地ですが、全体で６

ヘクタールありますけれども、そのうちの約５

ヘクタールを日向サンパーク用地として、昭

和61年から日向市に無償で貸与しているところ

であります。残りの１ヘクタールの利活用につ

きましては、現在、日向市とも協議を始めた段

階でございますので、その状況も踏まえながら

対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 40年間放置をしてきたという

ことは、県の所有者としての立場は重いと思い

ます。実際にその場に行ってみますと、当時は

一本も生えていなかった雑木が大きく成長し、

ちょっと下を歩くと、ジャングルの中を歩いて

いるような、木漏れ日も差してこないような

真っ暗な地域になっておりまして、これは眺望

だけではなしに、周辺環境にとっても非常に悪

い状況にあります。昭和40年ごろの話ですか

ら、誰がどうということは今では確認できない

ということですが、やはりその当時は公園化に

向けた動きが少なからずあったんだと思いま

す。そうでなければ、土地の集積というのはし

なかったのでありますし、また、その後、いろ

んなリゾート構想もあり、そのたびに頓挫をし

てきて、荒れ地というか、そのまま放置をされ

てきたわけであります。いま一度、この金ヶ浜
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にスポットを当てて、地域の方々にとっては地

域おこしの一番の中心にしたいと考えておりま

すので、県の献身的な協力―やはり雑木を取

り除くにしても、地域の人たち、また日向市の

力だけではどうもできないかもしれませんの

で、御協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。40数年という長い間待たされてきた地域住

民の声を、しっかりと聞いていただきたいと思

います。

次に移りますが、この金ヶ浜は、アカウミガ

メが産卵することでも知られております。この

地域の方々は保護活動にも熱心に努めており、

本県のすばらしい自然環境のイメージを広げる

ものでもありますし、また、人と自然との共

生、子供たちの教育にもいい影響を与えるかと

思います。しかし、海を利用する方の中でも、

アカウミガメの保護に対して無知な方も少なく

ありません。本県は長い海岸線を有することも

あり、啓発看板の設置も大変だとは思います

が、再度、県民への啓発も必要ではないかなと

思います。県は、どのようにして海岸の利用者

にアカウミガメの保護の取り組みを啓発してい

くのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） アカウミガメの保護

のため、上陸・産卵状況の調査や、波に流され

るおそれのある卵の移動などを、県内の３つの

野生動物研究会に委託して取り組んでおりま

す。さらに、その調査結果を市町村や港、水産

などにかかわる団体へ提供したり、保護啓発ポ

スターを作成し、県内の学校等へ配布するほ

か、総合博物館におきましては、産卵の様子を

再現した展示を行うなど、保護に向けた機運の

醸成を図ってきているところであります。ま

た、近年、アカウミガメはメディアでもよく取

り上げていただいておりますが、このことも啓

発の意味では大きいと考えております。このよ

うなこともあって、県内各地で保護を目的とし

た海岸清掃活動が行われるなど、県民の皆さん

の保護意識が徐々に高まってきているなと感じ

ております。今後も関係機関等と連携し、一層

の啓発活動に取り組んでいきたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ま

た、日向市内のほかの海岸では―お隣のお

倉ヶ浜になりますが―コアジサシが飛来し、

産卵する場所があります。保護活動をしている

方々の話では、コアジサシは警戒心が強く、産

卵の場所を選ぶにも下見をしに来るなど、とて

も用心をしているとのことです。保護活動をさ

れる方々は、コアジサシの警戒心を解くよう

に、デコイをつくったり、また浜辺に雑草の場

所をつくったりと、毎年この時期になると気を

もんでおりますが、アカウミガメ同様に、産卵

時期に浜辺で花火をしたり、やみくもに巣に近

づくなど、利用者のモラルの低下を嘆いており

ます。県民になじみのないこともあるかもしれ

ませんが、県内にどのくらいコアジサシの産卵

地があるのか、また、コアジサシに対する保護

の取り組みについて、こちらは環境森林部長に

伺います。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねのコア

ジサシは、カモメ科の鳥類でございます。産卵

地につきましては、日向市のお倉ヶ浜を初め、

県内では新富町や宮崎市、串間市で合計15カ所

が確認されております。県では、このコアジサ

シを、条例で特に保護を図る必要のある希少野

生動植物に指定しまして、捕獲等を禁止すると

ともに、パンフレット等によりまして、保護の

必要性について県民への周知を図っておりま

す。また、海岸利用者に対しましては、標識類
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による注意喚起や監視員による指導など、保護

の重要性について啓発を行っております。今後

とも、希少な種の保護を図るため、関係者の皆

様と協力して保護活動に取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 サーファーの方とかは、月に

１回ビーチクリーンをしたり、非常に献身的に

浜辺の清掃に協力していただいておりますし、

また、先月は、今度フリーダムで来るアーティ

ストの方々がお倉ヶ浜でビーチクリーンをして

くださいました。それまで海に興味がない方

も、集まっていただいて清掃活動をしていただ

くと、非常に愛着が湧きますし、また逆に、ふ

だんからこんなに海をきれいにしているんだ

と、改めて思っていただいたところがありま

す。海岸の清掃とか保護活動に関心を高めてい

くことが、本県の魅力向上につながっていくと

思いますので、あわせてお願いをしたいと思い

ます。

次に、不登校児対策について伺います。

先日、熊本県天草にある勇志国際高等学校を

視察し、野田校長先生と意見交換、また授業を

参観させていただきました。勇志国際高校は、

不登校児が集まる通信制の高等学校として知ら

れ、全国から1,350名の生徒が在籍しておりま

す。インターネットを活用した通信教育ととも

に、年に一度のスクーリングと呼ばれる５日間

の通学授業があります。この学校は、天草から

さらに船で渡る御所浦町にあり、学生はその１

週間は島の民宿に分かれて宿泊するそうです。

学校開設から10年目とのことですが、最初は114

名だった学生が今では1,350名。校長先生も、こ

の学校の生徒がふえることはいいことではない

と話をされておりました。ただ、この学校に

入った生徒のほとんどは無事に卒業し、さらに

進学や就職に頑張る生徒も多いとのことで、そ

の進学先には有名大学の名前もありました。本

県からの生徒も数名いるようでしたが、ここで

の視察も踏まえて質問したいと思います。

不登校児の問題は、まずは家庭にあると思い

ますが、まず、教育委員会に質問をしたいと思

います。本県の小中学校における不登校児の

数、また近年の傾向について伺います。さら

に、県立高校においての不登校、退学者数の推

移についても伺います。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の公立小

中学校の不登校児童生徒数は、小学校は134人、

中学校は858人であり、児童生徒1,000人当たり

で見ますと、小学校では2.2人で、全国と比

べ1.4人少なく、中学校では27.7人で、全国と比

べ0.8人多くなっております。不登校は、全国的

に増加傾向にありますが、本県もわずかですが

増加傾向にございます。次に、県立高校におけ

る不登校の生徒数は411人で、生徒1,000人当た

りの数で見ますと17.5人で、全国と比べ0.8人多

くなっております。また、中途退学者数は356人

で、生徒1,000人当たり15.2人で、全国に比

べ1.8人少なくなっております。全国的に、公立

高校の不登校、中途退学者、ともに増減を繰り

返しておりますが、本県も同様の傾向にありま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございました。３

月に、ある学校の卒業式に出ました。100名

ちょっとの学校の卒業式だったんですが、その

中で５名欠席をしておりました。５名ほどだっ

たと思います。卒業式に欠席する理由として、

長期欠席をしているとのことでしたが、長期欠

席で例えば学力が十分でない場合、進級できな

い。大学等では、いわゆる留年というものがあ

ると思いますが、長期の欠席などで学校に来て
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いない生徒の留年というものが小中学校であり

得るのか。本県で留年した児童生徒数がどうか

を教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 不登校などによる学

習のおくれを理由に原級留置、いわゆる留年の

措置を行うことは、各学校長の判断で可能であ

ります。不登校児童生徒の基礎学力の保障は何

よりも大切でありますので、市町村教育委員会

においては、不登校児童生徒を対象とした適応

指導教室を設置したり、各学校で個別指導を

行ったりするなどによって、学力の保障を図っ

ているところであります。なお、原級留置の措

置につきましては、児童生徒の将来にわたって

極めて大きな影響を及ぼすことから、あらかじ

め保護者等の意向を聞いて参考にするなど、十

分な配慮を行うことが求められているところで

あり、昨年度の各市町村教育委員会からの報告

では、原級留置（留年）の措置を行った事例は

本県ではございません。

○西村 賢議員 留年という生徒が事実上ゼロ

ということですが、欠席が多く授業にほとんど

出ない。当然、学力が下がる。また、友人との

関係も疎遠になっていく。それがさらに学校に

行きたくないという理由につながっていくとい

う負のスパイラルがあります。勇志国際高校で

も、入ってきた生徒に、英語はアルファベット

から教えなきゃいけない、数学は算数から教え

なきゃいけないといったことも多いというふう

に聞きました。そこの学校では、先ほど有岡議

員の質問にもありましたｅラーニングシステム

ですか、おくれていた授業・単位を取り戻すと

いうことに活用されているという話も伺いまし

たが、留年せずに学校を卒業するということ

は、ある意味、学校側が生徒を追い出していく

というようなことにも私には伝わりましたし、

逆に学校側の責任放棄の部分もあるのではない

かなと思いました。冒頭申し上げたとおり、家

庭にもまずは大きな問題があると思いますが、

その子たちを社会に押し出すことで、将来的な

ひきこもりの予備軍になっていくのではないか

なと思っております。

また先日、国会におきましても、超党派の議

員連盟が、学校に通わなくても、手続を踏んだ

上でフリースクールに通う、もしくは、家庭で

学べば義務教育を受けたと認定することを目指

して、「多様な教育機会確保法案」というもの

を今国会に提出したとありました。児童生徒を

第一に考えた結果なのかもしれませんが、これ

は逆に言えば、教育現場にとりましては義務教

育の定義の崩壊でもありますし、また学校教育

の崩壊にもつながるものではないかなと私は

思っております。本県の子供たちのために、教

育委員会、学校、家庭がしっかりと連携できる

ように、いま一度、対策を講じていただきたい

と思いますが、不登校児の増加に対しまして県

のこれまでの取り組みはどうなのか、まず教育

委員長の考えを伺いたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 不登校は、児童

生徒の社会的自立や、将来の進路選択に影響を

及ぼす問題であり、私も強い危機感を持ってい

るところであります。本県では、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーを各学

校に配置するなどの取り組みを進めており、教

室に入れない生徒が、継続的なかかわりにより

教室での授業に復帰できるようになるなど、成

果を上げております。しかしながら、不登校の

要因は多様化しており、継続的に取り組むべき

課題であると認識しております。既に不登校の

状態にある児童生徒の学校への復帰に向けた取

り組みに加え、新たな不登校を生み出さないと
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いう強い信念を、我々大人がしっかり持ち続け

なければいけません。社会とのつながりや学ぶ

意味について考えさせるキャリア教育の充実

や、家庭や企業も含め地域社会ぐるみで、子供

たちのきずなづくりや居場所づくりの取り組み

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 私は、前期は二度、文教警察

企業常任委員会に所属させていただきまして、

学校現場の取り組み、また、落ちこぼれという

か、ついていけない子をふやさない取り組みと

いうこと、また、それぞれの学級の先生、学校

の先生たちが一生懸命子供のことを考えている

ことは、非常に伝わってまいりました。しか

し、全体として、こういう不登校児の数が増加

傾向にあるということは、今までの対策という

ものをしっかりともう一度見直さなければなら

ない時期にあると思っております。先ほど申し

上げたとおり、特に義務教育を終える中学校３

年生に対して、学校に来ない時期がある程度多

くても、いわゆる長期欠席していても卒業させ

ているという現状は、私はやはり放置できない

状況にあると思います。先ほどの留年の質問へ

の答弁で、学校長の判断というものが一つある

と伺いましたが、このことにつきまして、教育

長の認識はどうなのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 私は校長会等で、基

礎学力をしっかりつけよと。子供たちが社会に

出るときに学力がハンディになるようなことが

あっちゃならぬという話をしております。今、

留年について誰が判断するかと。法的には校長

であることは間違いございませんが、保護者の

意向を十分酌むとか、市町村教育委員会と連携

をとって判断するということはもちろんです

が、最も大切なことは、子供たちが社会で生き

ていく力をちゃんとその段階で身につけさせて

卒業させる。学力を保障するとかそういうこと

が、判断よりもっと大事なことだと思います。

実は、そういうこだわりを持って、本県では昨

年から、基礎学力定着指導実践推進地域という

のを３地域指定しました。全国トップの学力を

目指すとき、どんな学力かというと、少なくと

もハンディキャップがある子供たちが全国一少

ない、そんな取り組みを実践研究校でしていた

だいて、それを県下に広げられたらいいなと考

えております。以上です。

○西村 賢議員 繰り返しますが、学校のそれ

ぞれの取り組みというものが―先生たちも含

めまして、膨大な仕事量の中でやっていく大変

さはあると思いますが―やはりいま一度、改

めて考えていただきたい問題だと思っておりま

すので、この認識のほう、よろしくお願いした

いと思います。

次に、この不登校児童対策のやりとりは、当

然、教育委員会のみならず、家庭の問題におい

て福祉保健部の役割も大きいかと思いますが、

福祉保健部としての不登校児対策の取り組みに

ついて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 福祉保健部で

は、各児童相談所におきまして、不登校相談に

も対応しているところでございます。平成25年

度は85件の相談を受け付けております。また、

主な相談者といたしましては、家族・親戚が71

件、それから学校が５件、本人が４件などと

なっております。受け付け後の対応でございま

すが、不登校児童やその家族、家庭の置かれた

状況はさまざまでありますことから、児童心理

司や児童福祉司などの専門職員が、子供の気持

ちや環境等をしっかり把握した上で、学校や市

町村教育委員会などと連携をして、本人のカウ
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ンセリングや家族への助言など、問題解決に向

けた支援に取り組んでいるところでございま

す。

○西村 賢議員 これは質問ではないんです

が、知事に対して要望だけ申し上げます。教育

委員会、先ほどの福祉保健部長の答弁しかり、

これは県を横断して考えていただかなければい

けない問題だと思いますし、全国各地がそのよ

うな傾向にある。その中でも宮崎県は違うとい

うふうになっていただきたいと思いますので、

ぜひ、県挙げての不登校児対策というものを、

知事がリーダーシップをとっていただきたいと

思います。

次に移ります。関連しまして、本県の情緒障

がい教室について質問をいたします。虐待やい

じめなど、精神的な障がいで通常の授業を受け

ることができない児童が通う「自閉症・情緒障

がい特別支援学級」の存在は、児童が学校に通

い続けるために重要な受け皿となっていると思

います。私が小学校・中学校時代はこのような

学級はありませんでしたので、ちょっとなじみ

がないんですが、この学級に通いながら学校生

活になれ、人と交わる中で、成長とともに普通

教室のほうに復帰していく生徒も多いと聞きま

した。県内の教室の数、児童の推移について伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 児童生徒数が本県で

は減少する中、自閉症・情緒障がい特別支援学

級の学級数や在籍児童生徒数は、ともに増加す

る傾向にあります。学級数については、平成27

年５月１日現在、小学校は177学級、中学校は94

学級であり、それぞれ10年前の２倍、3.1倍と

なっております。また、在籍児童生徒数につい

ては、小学校は711人、中学校は293人であり、

それぞれ10年前の４倍、6.2倍となっておりま

す。増加の要因としては、対象となる発達障が

いの診断を受ける児童生徒数が増加したこと

や、保護者への特別支援教育に対する理解啓発

が進み、特別支援教育への期待が高まったこと

などが考えられます。

○西村 賢議員 この数の推移というものは、

この10年間で非常に伸びている。それだけニー

ズがある、需要があるということかもしれませ

んが、親の理解も深まっていることもあるで

しょう。ただ、安易にこの教室に送り出すだけ

で、家庭側の放棄というものがあってはならな

いと思いますし、また、なるべく早く通常の教

室で多くの生徒と触れ合えるような取り組みを

していただきたいと思っております。

関連しまして、また、この４月に、県内初の

情緒障害児短期治療施設「ひむかひこばえ学

園」が日向市東郷町の旧東郷小跡地に整備され

ました。今、このような施設は全国で42施設あ

るそうですが、子供たちが療育を行いながら東

郷学園若竹分校に通っているそうです。今後

は、各学校の情緒障がい教室と連携をしていか

なければならないと思いますし、この若竹分校

を初め、学校現場と療育施設の連携というもの

をしっかりと密にしていかなければならないと

思いますが、この設立の意義を教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私もオープンのとき

に行ってみましたが、子供たちが式典で非常に

落ちついていたのが印象的でした。県内初の情

緒障害児短期治療施設「ひむかひこばえ学園」

は、心理的・情緒的原因により社会適応が困難

な児童生徒を対象に、心理療法を受けながら生

活訓練等を行う児童福祉法に基づく施設であり

ます。また、施設に併設する学校である「東郷

学園若竹分校」は、同施設に入所している児童
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生徒を対象にした自閉症・情緒障がい特別支援

学級であり、専門的な指導を受け、子供たちが

学習することができます。このように施設と学

校が併設されていることから、医療と福祉、教

育が密接に連携した総合的な支援が可能であ

り、新たな学びの場として大きな効果が期待で

きると考えております。

○西村 賢議員 まだ４月にスタートしたばか

りで、課題も非常に多いと思いますし、施設と

学校が同じ敷地の中にあって、もしかすると子

供たちにとっては、息苦しさを今後感じてくる

こともあるかもしれませんが、温かい目で子供

たちを育んで、また県民にも、こういう施設が

あるんだよ、悩んでいる家庭があれば安心して

預けることもできるんだよということも、今

後、周知徹底を図っていただきたいと思いま

す。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○星原 透議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の押川修一郎でございます。それでは、通告

に従いまして質問を行ってまいります。

まず、先日、「日本（にっぽん）のひなた宮

崎県」という、本県のプロモーションにおける

キャッチフレーズとロゴマークが発表されまし

た。これから私も、名刺にロゴマークを入れて

使いたいと思っております。この「日本のひな

た宮崎県」のキャッチフレーズに込められた思

いについて、知事にお伺いをいたします。

次に、フードビジネスの推進についてであり

ます。

県では、平成25年３月にフードビジネス振興

構想を策定され、25年度は「助走」、26年度は

「加速」、そして27年度は「成長」と位置づ

け、重点項目の一つに、「「食」による観光宮

崎の新生」を掲げておられます。その中に、

「食の魅力を生かした大規模誘客施設の整備・

具体化」とあり、本県の魅力である「食」を中

心とした観光推進ということで、大いに期待を

しておりますが、今後どのように進めていこう

とされているのか、同じく知事にお伺いをいた

します。

次に、農水産業振興についてお伺いします。

本県の基幹産業である農業においては、現

在、担い手の高齢化、後継者不足、耕作放棄地

の拡大、燃料や飼料価格の高騰、ＴＰＰなど、

大変厳しい状況が続いているところでありま

す。今回、新部長に就任された、誰よりも現場

のことを知っておられる農政水産部長に、本県

の農水産業振興についての意気込みをお伺いし

ます。

以上、壇上からの質問はこれまでといたしま

して、以下の質問は質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」

についてであります。本県は、古来より「日向

（ひむか）」と称されてきた地であることや、

「ひなた」を漢字で書くと「日向」となるこ

と、また、平均気温、日照時間、快晴日数がい

ずれも全国でトップクラスであり、「日本のひ

なた」に最もふさわしい土地柄であることか

ら、新たなキャッチフレーズを「日本のひなた

宮崎県」としたところであります。以前より

「太陽と緑の国」と言われていたわけでありま

すが、太陽という直接的な言葉を「ひなた」と

いう、より情感に訴えるような、また、温かい

イメージが広がるような言葉で言いかえたもの
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と受けとめることもできようかと思います。私

どもの郷土には、温暖な気候や美しい自然を初

め、豊かな食材や記紀神話に彩られた文化・風

土、さらには、温かい人柄やゆったりとした暮

らしなど、「ひなた」の力で生み出された全国

に誇るべきすばらしい宝があふれています。今

後は、これらの宝をさらに磨き上げ、この

キャッチフレーズとともに、官民一体となって

全国に発信し、宮崎が日本の希望と活力の源、

まさに「ひなた」のような存在となるよう、積

極的にプロモーションを展開してまいりたいと

考えております。

次に、フードビジネスについてであります。

本県には、豊かな自然や温暖な気候、温厚な県

民性など、「日本のひなた」としてのさまざま

な魅力があるわけでありますが、中でも、豊富

な農林水産物を生かした「食」が、宮崎の最大

の魅力の一つであると考えております。このた

め、フードビジネスを推進する中で、長期的・

構造的な課題解決に向けた重点項目の一つとし

まして、「「食」による観光宮崎の新生」を掲

げて、「食」による誘客拡大に取り組んでいる

ところであります。特に、「食」の魅力を生か

した大規模誘客施設につきましては、新鮮な農

林水産物や加工品の販売、郷土料理や新たな御

当地グルメの提供など、多彩な機能を持って宮

崎の食の魅力を発信し、本県の観光と地産地消

をリードする拠点をイメージしているものであ

ります。海外を含めた多くの観光客を受け入れ

ることができる、そのような施設であろうかと

思います。その具体化に当たりましては、施設

の規模や機能、場所、資金を含めた整備手法な

ど、さまざまな課題がありますので、今後、関

係機関と丁寧な議論を進めていくことになりま

すが、東九州自動車道の整備や、2020年東京オ

リンピック・パラリンピック開催も見据え、県

内産学金官の一層の連携のもとに、スピード感

を持って取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

現在、本県農水産業は、大きな転換期にある

と認識しております。御指摘のとおり、農業・

水産業を取り巻く情勢は大変厳しい状況にあり

ますが、私は、この厳しい状況を「変化が起

こっている」とポジティブに捉え、知恵を出し

ていくことが、今求められていると考えており

ます。そして、我が国の食料供給を担う宮崎県

として、若者が将来に希望が持てる成長産業と

しての農業・水産業の新しい姿を、今こそ示す

ときであると考えております。このような農政

の大きな転換期に農政水産部長を拝命し、私自

身、身の引き締まる思いがいたしております。

フードビジネスやブランド対策など、農水産物

の付加価値戦略が軌道に乗りつつある今こそ、

私は、これらの施策の基礎となる生産現場の強

化と、その現場を支える人材の育成が極めて重

要であると考えております。これまで生産現場

で育てていただいた技術屋の一人として、現場

目線を大切にしながら、生産者の所得向上と地

域の活性化に向けて、農政水産部の全職員とと

もに全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 知事、それから農政水産部

長、御答弁ありがとうございました。特に部長

におかれましては、今ありましたとおり、技術

屋ということでありますから、現場のことは誰

よりもわかるというふうに私も認識をしており

ます。今、現場で起こっている、昭和１桁時代

の皆さん方がだんだん離農される、そういう後
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継者がいないような状況の中で、農地をどう管

理していくかということも大事であります。水

産においても、同じように後継者がいないとい

うことでありますから、そういう現場を踏まえ

て、今後、施策の中にしっかり取り込んでいた

だければありがたいなと要望しておきたいと思

います。

それから、本県のフードビジネス、「食」を

キーにした大型施設をつくりたいということだ

と認識をしております。そういう中で、いろい

ろ事務レベルといいますか、協議をしながら進

めていかれるということでありますが、今あり

ましたとおり、2020年には東京オリンピックも

ありますし、高速道路も開通いたしまして、大

分県のＪＲおおいたシティ、４月16日開業、そ

して、５月13日、知事も御存じだと思います

が、320万人の方がこの約１カ月間で訪れられた

ということであります。魅力のあるものには人

が集まるということでありますから、しっかり

食の拠点づくりについてはやっていただきます

ように要望をしておきたいと思います。

それから、昨日も出たところでありますけれ

ども、ロゴマークのプロモーションについて

は、渡辺議員のほうからもありました。私は、

１点、積極的にということで、このプロモー

ションに当たっては、県産品のパッケージや空

港・駅のマットなどにもロゴマークを使って、

スピード感を持って普及することが大事じゃな

いかと思いますが、再度、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） プロモーションに当た

りましては、御指摘のように、官民一体となっ

た継続的な取り組み、一過性のものにしない息

の長い取り組みが必要であろうかと思っており

ます。広告業界では「バズる」という言葉があ

るようでありますが、ツイッターとかフェイス

ブックで一気に広げてしまう。でも、それです

ぐに忘れ去られてしまってはいけないと考えて

おるところであります。既に民間におきまして

は、商品パッケージやカタログにロゴマークを

掲示いただいている食品製造業者もあります

し、宮崎ブーゲンビリア空港での懸垂幕や、航

空会社の機内誌での情報発信など、さまざまな

取り組みを行っていただいているところであり

ます。国内外に販売されている本県産の商品に

ロゴマークを使用していただくことは、「日本

のひなた宮崎県」をＰＲしていく上で非常に効

果的な方法だと考えておりますので、今後、さ

まざまな企業・団体の皆様に御理解と御協力を

いただけますよう、スピード感を持って取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、移住・定住対策についてであります。

安倍政権が掲げられる地方創生には、地方への

新しい人の流れが重要だ。そこで注目されてい

るのが、積極的に移住者の受け入れの取り組み

が進む自治体ではないのかなと思うところであ

ります。そういう中で、本県におきましても、

移住・ＵＩＪターンのワンストップ相談窓口と

して、東京と宮崎に４月に開設したセンターの

名称を、先ほど知事の思いをお伺いした新しい

キャッチフレーズ「日本のひなた宮崎県」と連

動し、効果的にＰＲするため、「宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンター」に変更し、今月７

日に有楽町の東京交通会館６階で看板披露のセ

レモニーが行われました。センターには、宮崎

市の本部と東京支部に、移住・就職支援の相談

員がそれぞれ常駐し、２カ月間で75件の相談を

受けたということであります。県内への移住に
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関する数値目標について、これまでの達成状況

と今後の目標値、センターの活用策について、

総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 移住につきま

しては、平成23年に策定した県総合計画のアク

ションプランにおきまして、平成23年度からの

４年間で200世帯の誘致を目指すといった目標値

に対して、252世帯の実績となったところでござ

います。今後の目標値につきましては、平成27

年度からの４年間で1,000世帯の移住実現を目指

すことといたしております。

また、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンタ

ーについてでありますが、東京においては、対

面での本県の暮らし・仕事などの情報提供のほ

か、移住相談会、移住・就職セミナー、企業と

の交流会、就農相談会等の開催や、大学等を

回っての潜在的な移住・ＵＩＪターン希望者の

掘り起こしなどを行っていくことにしておりま

す。県内では、移住全般の相談対応のほか、各

市町村との連携・情報収集、県内の職場の開拓

や都市部人材とのマッチングなどを行っていく

ことといたしております。

○押川修一郎議員 移住の目標1,000世帯という

ことでありまして、４年間で1,000世帯でありま

すから、しっかりやってもらわなくては困るわ

けでありますけれども。昨日も清山議員のほう

から、意識調査についてるる質問があったとこ

ろでありますが、移住にはやはり住居というの

も必要だと思いますので、宮崎ひなた暮らしＵ

ＩＪターンセンターにおいて相談を受ける際に

も、住まいの情報は大事な要素になっていると

思います。空き家の賃貸・売却情報を紹介する

空き家情報バンク制度に関し、県内市町村の取

り組み状況と空き家活用のための県の支援策に

ついて、同じく総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 空き家等情報

バンクにつきましては、平成26年度末現在で、

県内の６市６町１村が設置をしているところで

す。移住を実現するために、住まいの情報が重

要でありますことから、県といたしましても、

市町村が設置する空き家等情報バンクの運営に

対する補助を行っているところでございます。

また、市町村の空き家等情報バンクに登録され

ている空き家の改修費につきましても補助の対

象として、空き家の利活用を支援しているとこ

ろであります。

○押川修一郎議員 平成25年住宅・土地統計調

査によりますと、平成25年10月１日現在で、県

内の空き家は７万4,200戸あるということであり

ます。見知らぬ土地に移住をして、うまくなじ

めるか不安に思っておられる方もたくさんい

らっしゃると思います。移住を定住につなげる

ためには、そういう不安を解消することが必要

であります。そこで、市町村への支援策のう

ち、今年度から新たに拡充されたフォローアッ

プ事業とは、どういう事業を対象としているの

か、同じく総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 移住に係る市

町村への支援につきましては、昨年度までは、

都市部でのＰＲ・相談会の開催、お試し滞在の

実施、空き家等情報バンクの運営、移住促進へ

の理解を求める住民向けの説明会などの活動経

費を対象としていたところでございます。この

ような中で、実際に移住された方から、地域に

知り合いがいない、慣習がわからない、相談相

手がいないといった声をお聞きしており、県と

いたしましても、移住後のフォローアップが重

要だと認識しているところでございます。その

ため、今年度から、移住者と地域・人とのかけ
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橋となるような役割を果たす人を配置した場

合、さらには、個別訪問・相談対応、移住後の

定住調査に要する経費についても支援の対象と

いたしまして、その取り組みを行う場合には、

支援の限度額を昨年度までの100万円から、150

万円に引き上げることといたしました。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういうフォローアップあたりが一番、そういう

方々に安心を提供するのではないかと思います

ので、しっかりやっていただきたいと思いま

す。近所にも、４年前ぐらいでしたけれども、

東京からＵターンということで、都城出身の旦

那様と高原出身の奥様が来られて、今、集落の

公民館活動も一緒にしながら、そういう不安解

消、そして、娘さん御夫婦も少し前にお帰りい

ただいたということで、本当にありがたいなと

思います。ですから、こういう空き家あたりを

活用した事業というものも、しっかりあわせて

やっていただくことを要望しておきたいと思い

ます。

それから次に、人口減少・少子化対策につい

て何点か、お伺いをいたします。

宮崎県版人口ビジョンの素案によると、本県

の将来人口について、少子化と高齢化世代の退

出による自然減や若年層を中心とした社会減に

より、当分の間、人口減少が続くということに

なりますが、いち早くそれらの状況が改善する

場合とそうでない場合で、2060年ごろの県人口

は、約80万人から60数万人程度まで大きな差が

生じると推計されています。このため、出生率

の押し上げと若者を中心とした社会流出の抑制

等により、バランスのとれた年齢別人口構成を

図る必要があると思います。2060年に向けた数

値目標の案として、「県人口80万人超」「合計

特殊出生率2.07以上」「29歳以下人口割合30％

以上」を掲げております。そこで、これらの目

標達成に向けて、今後、人口減少対策にどう取

り組んでいかれるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少問題でありま

すが、生産と需要の両面から経済を縮小させる

ということ、社会の活力低下、さらには地域の

維持・存続にもかかわる非常に深刻なものと受

けとめております。今まさに国を挙げて手を打

たなければ、将来に禍根を残す喫緊の課題であ

ろうというふうに受けとめておるところであり

ます。本県におきましても、人口ビジョンの目

標を踏まえ、現在策定を進めております今後５

年間の本県版総合戦略において、４つの柱を掲

げて取り組むこととしております。１つには、

産業・雇用の充実を目指す「しごとを興す」と

いうこと、次に、子育て環境の充実や次世代育

成を目指す「ひとを育てる」ということ、そし

て、持続可能で個性を発揮できるまち・村づく

りを目指します「まちを磨く」ということ、最

後に、人や経済の都市へ向かう流れを変える

「資源を呼び込む」、こういう４つの視点で取

り組んでまいることとしております。国全体と

しても、東京一極集中の是正という方向に取り

組んでいただく中で、本県としましては、こう

いう柱を立てて、外部有識者の御意見も伺いな

がら、人口減少の抑制と地域活力の増進を図っ

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、同じく人口減少対策

の一環でありますが、少子化対策として、私

は、26年２月議会で婚活イベントの実施につい

て質問をさせていただきました。その際、「若

者の出会いの場などの若い方々の関心を高める

ような企画を含め、生活環境や子育て環境のＰ

Ｒなど、より効果的な取り組みを進めてまいり
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たい」と答弁がございました。その後、昨年度

の２月追加補正予算により、「みやざき結婚サ

ポート事業」として早速事業化をしていただき

ました。ありがとうございます。この事業は、

実質的には本年度着手されていることと思いま

すが、具体的にどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業は、

会員制のお見合いシステムを新たに構築して、

「１対１のお見合い事業」を実施するものでご

ざいます。具体的には、本年８月ごろから、宮

崎市、都城市及び延岡市に結婚サポートセンタ

ーを順次設置いたしまして、結婚を希望する男

女に広く会員登録していただき、12月ごろから

お引き合わせ、いわゆるお見合いを行う予定に

しております。お引き合わせの数につきまして

は、初年度であります今年度は150組を目指して

いるところでございます。また、この事業を推

進するために、仲人的な役割を担います「愛結

びサポーター」という方を養成・確保していく

こととしております。この事業を通して、結婚

を希望する独身者の出会いを創出しまして、結

婚支援に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 事業を推進するために、仲

人的役割を担う「愛結びサポーター」を養成・

確保していくということでありますが、サポー

ターにはどのような方々になっていただきたい

と考えていらっしゃるのか、同じく福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 愛結びサポー

ターには、交際に消極的な男女の間を取り持

ち、その背中を押すという大変重要な役割を

担っていただく予定にしております。具体的に

は、お引き合わせの際に、男女の間に立ってお

見合いをサポートしていただいて、交際をスタ

ートさせた後は、男女の相談役になっていただ

くことにしております。このため、愛結びサポ

ーターには、人生経験が豊富で、世話好きな、

そして、次の世代の幸せを願う心豊かな方に

なっていただきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。昔

はよく「世話やきどん」ということで、本当に

いろんなことにかかわってくれる人が多かった

わけです。最近そういう人も少ないし、結婚に

向かっても、仲人役というものも今少なくなっ

てきた中であります。きょうは、議員の中に、

そういう適した方がたくさんいらっしゃってお

りますので、部長、またよろしくお願いをして

おきたいと思います。

続けますが、結婚サポートについては、既に

「えんむすびみやざき」と題した婚活支援ポー

タルサイトを開設されております。今後は、こ

のサイトを生かしながら事業を展開されること

と思いますが、それにはまず、このサイトにつ

いて知ってもらうことが大事です。そこで、こ

のサイトをどのように広報していくのか、今後

どのように取り組むのか、福祉保健部長にお伺

いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ポータルサイ

ト「えんむすびみやざき」は、婚活を実施する

団体等のイベント情報や情報交換ができる「ひ

とこと掲示板」、それから、県内の企業に勤務

する独身者の集まりでありますＢｉｚｃｏｍ

（ビズコム）の案内などを盛り込みまして、こ

とし４月、新たに開設したところでございま

す。サイトの開設に当たりましては、チラシを

作成し、市町村を中心に配布しましたり、県の

ホームページや県政番組で広報するなど、周知

を図ってきております。今後とも、さまざまな

機会を捉え、サイトのＰＲに努めますととも
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に、内容の充実にも努めてまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 しっかりＰＲ方をお願いし

ておきたいと思います。また、フェイスブック

ページも開設されていますが、まだまだ「いい

ね！」の数が少ないようであります。ＰＲが、

今言いますように大事でしょうから、ぜひ、こ

の事業が成功するためにも積極的なＰＲをお願

いしておきたいと思います。

あわせまして、関連して知事にお伺いをいた

します。知事は、12県の若手知事でつくる政策

提言グループ「日本創生のための将来世代応援

知事同盟」を４月に結成されましたが、その目

的についてお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この若手知事のグルー

プは、これまで子育て同盟という形で、自分た

ちの子育て経験も生かしながら、子育て支援の

充実、また国への提言に取り組んできたところ

でありますが、国全体で、人口減少、東京への

一極集中が進み、地方創生の取り組みが進めら

れている中で、子育ての問題にとどまらず、将

来を担う若い世代が、地方で暮らし、結婚・出

産・子育てができるような社会の実現に向け

て、より幅広く取り組んでいこうということ

で、子育て同盟を改組して立ち上げたものであ

ります。

本県でも、先ほど申しましたように、人口問

題を重要課題として位置づけまして、ライフス

テージに応じた子育て支援、魅力ある産業・雇

用の創出、県外からの移住・定住に向けた取り

組み等を進めることとしておるところでありま

す。こういった同盟等と情報共有を図るととも

に、お互いのよい取り組みというものをまねし

合うといいますか、参考にすることもしてまい

りたいと考えておりますし、国に対し、政策や

予算に関する提言・要望を積極的に行いまし

て、本県の活力維持につなげてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 同じく、先月23日に岡山市

で第１回のサミットが開かれて、人口減少に歯

どめをかけ、東京への一極集中の流れを変え

て、地方創生につなげるための行動指針である

「おかやま声明」を発表されました。声明の中

で、子育ての負担軽減を国に求めることや、知

事みずからが「イクボス」となって県庁から変

えることを宣言されていますが、具体的な取り

組み内容について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、子育ての負担軽

減につきましては、子育ての不安や負担として

最も大きいものが、「子育てにお金がかかる」

というものでありますことから、幼児教育の無

償化や乳幼児医療費の助成に関する制度の構築

などについて、国に対し、早急な対応を求めて

まいりたいと考えております。また、その実現

に当たりましては、多額の経費を要することか

ら、これまでも、本県も「みやざきモデル」と

いうことで国に提言しておりますが、介護保険

制度のような、保険料として広く国民に負担し

ていただく公的負担制度の創設についても、国

に提言をしてまいりたいと考えております。

次に、「イクボス」に関しましては、職員の

仕事と子育ての両立を目指しまして、ことし４

月に「県庁職員子育て応援プラン」を策定した

ところであります。このプランでは特に、職員

と所属長が出産から職場復帰までの間、育児休

業の計画的取得などを話し合いながら一貫して

サポートする「子育てマイプラン」に、新たに

取り組むこととしているところであります。ま

た、男性の育児休業等の取得についても、高い

数値目標を掲げて積極的に取り組むこととして
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おりまして、県庁が組織として、このように積

極的に取り組むことにより、市町村、さらには

企業・事業所までにも広げていく。そのような

ことを目指して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

この人口減少対策あたりは、やはり知事を先頭

に部局横断的に対策をとっていかないと、なか

なか難しいだろうなと思っております。今後も

しっかり取り組んでいただきますように、要望

しておきたいと思います。

次に、介護報酬の改定についてお伺いをいた

します。

平成27年度の介護報酬改定は、団塊の世代

が75歳以上となる2025年（平成37年）を目途

に、重度な要介護状態となっても、住みなれた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、住まい、医療、介護、予

防、生活支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の構築を実現するため、平成26

年度制度改正の趣旨を踏まえ、中重度の要介護

者や認知症高齢者への対応を図るなど、介護人

材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効

率的なサービス提供体制の構築といった、基本

的な考え方に基づいて行われると聞いておりま

す。また、介護職員の処遇改善、物価の動向、

介護事業者の経営状況等を踏まえ、介護報酬の

改定率は全体でマイナス2.27％となったところ

であります。

そこでまず、今回の改定による県内の介護サ

ービス事業所への影響についてどのように考え

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護報酬は、

基本的な運営に対する基本報酬に、特別なケア

を行う体制を整えた場合には加算を上乗せしま

して算定できる仕組みとなっております。今回

の改定では、介護保険制度の持続可能性やサー

ビスの運営実態等を勘案して、基本報酬が引き

下げられる一方で、介護人材の確保、あるい

は、中重度の要介護者や認知症高齢者への支援

に取り組む事業所に対しましては、加算の新設

や引き上げなどにより、介護報酬が重点配分さ

れる内容となっております。このため、基本報

酬の減額により、一定の減収になる場合も想定

されますが、職員の処遇改善やサービスの向上

等を図ることなどにより、中長期的な視点に

立って経営の安定化に取り組んでいくよう、助

言・指導を行っていく必要があると考えており

ます。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、加算

というものが今回の上乗せの算定になるという

ことで、特に小規模の介護サービス事業所では

経営が厳しくなると聞いております。どのよう

に対応していくのか、同じく福祉保健部長にお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、これまで、今回の改定の趣旨を踏まえま

して、職員の処遇改善やサービスの質の向上の

ため、各種加算の活用が図られるよう、事業者

に対する説明会を開催してきたところでありま

す。今回の改定に伴いまして、御指摘の小規模

を含むさまざまな介護サービス事業所から経営

等の御相談を受けておりますので、今後は、市

町村と連携して実態の把握に努めますととも

に、個別の相談に対応していきたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 私の地元、西米良村あたり

からも、こういった要望も来ておりますから、

やりたくてもやれないような事業所というのが
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あるみたいなので、そこの地域に合った制度に

していただくように、皆さんのほうからも要望

等をしていただければありがたいなと、そのよ

うに思っております。

次に、農業への外資参入について何点か、お

伺いをいたします。

５月３日付の日本農業新聞に、「都農町にキ

ウイフルーツ生産で進出するニュージーランド

の法人「ジェイス」が、日本国内に400ヘクター

ル規模の農場を持つ意向であることが分かり、

農家や関係団体が警戒を強めている。」とあり

ました。「同社は農地をリースだけでなく、取

得することも視野に入れており、外資の農地所

有に道を開く恐れがある。同社は直営農場に力

を入れる方針で、現場には「地元にはメリット

がない」との不満もくすぶる。（中略）同社

は、世界のキウイフルーツの３割を扱う販売会

社「ゼスプリ」の株主。同国に600ヘクタールの

農場を持ち、日本国内の年間出荷量を上回る２

万7,000トンを出荷する。外資が国内に直営農場

を持つのは初めてで、仮に大規模に展開した場

合、影響は計り知れない。」との記事を読み、

びっくりしたところであります。県内の担い手

に土地を集積して育成しようとしている中で、

なぜ今回、外資系法人のジェイス社が都農町に

進出することになったのか、その経緯について

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本件の経緯に

ついて御説明をいたします。

ニュージーランドのキウイフルーツ出荷組合

でありますゼスプリ社は、平成17年ごろから、

他県でＪＡ等と連携したキウイフルーツの産地

化に取り組んでおられますが、現状では、日本

国内での需要拡大に生産が追いついていない状

況と伺っております。そこで、ゼスプリ社は国

内需要に対応するため、その構成員であるジェ

イス社と連携して、平成25年に、全国５カ所の

候補地で、土壌や気象条件等の調査を実施して

おります。その中で、都農町を日本で最も栽培

に適した地域と判断したと伺っているところで

あります。一方、都農町では、新品目の導入や

耕作放棄地解消などの農業振興対策といたしま

して、またさらには、雇用創出や地域振興など

の観点から、ジェイス社を誘致することを表明

され、生産実証を行うトライアル事業に、今

般、着手することとなったものでございます。

○押川修一郎議員 近年、地元企業や国内の資

本力を持つ企業からも農業に進出したいとの声

を聞きますし、国内の量販店との契約栽培など

と連携しながら、本県農業の振興を図ることを

優先すべきではないかと思いますが、県の考え

方を、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地元企業の農

業参入や国内量販店等との契約栽培など、農と

企業との多様な連携を推進することは、大変重

要な取り組みであると考えております。このた

め、県といたしましては、企業が有する革新的

技術の導入や、マーケットインによる新たな産

地づくり等、企業と産地双方にメリットのある

取り組みについて、積極的に推進しているとこ

ろであります。なお、本県における他産業から

の農業参入は、本年１月１日現在で、県内企業

を中心に123社に上っており、また、量販店等と

の新たな契約取引も着実に進展しているところ

であります。

○押川修一郎議員 国内農業を守る、あるいは

本県農業を守っていく中でも、しっかりこうい

うことを中心としてやっていただくということ

が、私たち県内の農業を進める上では大事だと
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いうふうに思っております。

さらに続けます。ニュージーランドでは、キ

ウイフルーツのかいよう病が発生し、壊滅的な

打撃を受けたと聞いておりますし、国内で委託

栽培をしている愛媛県、佐賀県等でも、かいよ

う病が発生して、被害が出ていると伺っており

ます。他の果実、野菜への影響はないのか。ま

た、このような中で導入するのであれば、農業

試験場等があるわけでありますから、しっかり

試験を行い、安全が確認されてからでもよかっ

たのではないかと思いますが、県の考え方につ

いて、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） キウイフルー

ツかいよう病は、日本を初め、ニュージーラン

ド等で発生が確認されている病害で、他の野

菜、果樹への感染は確認されておりません。ま

た、今回、トライアル農場で導入される新しい

品種は、ニュージーランドで、かいよう病に抵

抗性のある品種として開発されたもので、外国

からの苗の持ち込みに当たっても、国において

しっかりとした対策がとられていると伺ってい

るところであります。県といたしましても、今

後、地域と連携しながら、農業試験場や普及セ

ンターが、トライアル農場における生育の状況

を逐次把握するなど、技術的な見地から、的確

な対応を行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 一番怖いのは、今、部長が

おっしゃいましたけれども、今まで国内で、例

えばスリップスにしてもミカンバエにしても、

外国から苗あるいは種子、そういったもので

入ってくる機会が多いわけです。今ありました

とおり、抵抗性だからといって安心はできない

わけであります。我々が一番心配するのは、口

蹄疫、鳥インフルエンザ―これは同じではあ

りませんけれども、発生してしまうと大きな被

害をこうむる。被害をこうむるのは誰かという

と、県内の農家の皆さん方が一番困るわけであ

りますから、そういうことはしっかりやってほ

しいということで、今、質問をさせていただき

ました。

今後、同じような外資系企業等の農業進出に

ついてどう対応していかれるのか、また、誰が

面積等の規制やコントロールを行うのか、同じ

く農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回のジェイ

ス社の参入に当たりましては、事業の展開方向

や規模等について、地元との調整を行う地域協

議会への加入を義務づけることや、地元農業者

としっかりと連携すること、地元の雇用を安定

して確保すること、さらには、何らかの問題が

発生した場合は、県の判断で利用権を解除し、

原状復帰させることができるように、農地取得

ではなく、農地中間管理機構を介した賃借契約

とすることなどについて、地域との調和が図ら

れますよう、県として都農町をサポートしてま

いりました。また、都農町やＪＡ等の関係機

関、ジェイス社などで構成する地域協議会にそ

の一員として参加し、都農町でのトライアル事

業をしっかりと検証していきたいと考えており

ます。今後とも、外資系企業の農業参入に当た

りましては、文化、商慣習が異なることから、

本県農業への理解促進と十分な事前調整を行う

など、慎重に対処してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 本県農業への外資系企業等

の参入について、知事はどのようにお考えであ

りますか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県農業への外資系企

業の参入に当たりましては―これは外資系に
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限ることはないと考えておりますが―やは

り、地元には地元のやり方なりルール、また実

態というものがあるわけでありまして、そうい

う地域との調和を図っていただくことが大変重

要であろうかと考えております。したがいまし

て、相手方と十分なコミュニケーションを図

り、事前調整を行うということ、そして、しっ

かりとした連携体制、信頼関係を築いていくこ

とが重要であろうかと考えております。また、

今御議論がありましたように、人や物の交流に

よる防疫上の問題が生じないようにしていくと

いうことも、重要なポイントであると考えてお

ります。県としましては、こうしたさまざまな

観点を踏まえ、市町村や関係団体と十分に連携

をしながら、地域農業の振興につながるよう、

そして、産地にとってメリットとなるような形

で、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。我

々も今まで、そういう外資系の参入というもの

は余り経験をしておりませんでしたから、我々

もしっかり、この問題については注視をしてい

く必要があると思っております。ともに、この

問題については、今後またいろんなところで皆

さん方と切磋琢磨していければありがたいと、

そのように思っております。

次に、県立高等学校教育整備計画についてで

あります。

本県は、今後しばらく少子化が避けられない

状況にありますが、それは西都市内においても

同様であります。国の学校基本調査や人口動態

調査をもとに、西都市内における将来の中学校

卒業予定者を推計しますと、平成27年３月の中

学校卒業生の実績数316名を基準とした場合、平

成33年３月の中学校卒業予定者は約260名と見込

まれます。18％近くの減少となる模様でありま

す。さらには、その後、平成41年３月における

市内の中学校卒業予定者数は約200名と見込ま

れ、平成27年３月を基準とすると、何と37％近

くの減少ということで、大変憂慮すべき状況が

予想されております。

このような中、今後、西都市内の２つの県立

高校への入学者減少は避けられないと考えられ

ますが、両校の再編整備の方向性について、教

育長に認識をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校教育整

備計画中期実施計画においては、１学年４学級

以下の高等学校において、大幅に定員を満たさ

ない状況が続くなど、さらに１学級の削減をせ

ざるを得ないことが予測される場合には、統廃

合等を行う可能性があるとしております。現

在、西都市内の２校につきましては、１学年４

学級以下の規模であり、今後、中学校の卒業者

の減少が見込まれますので、子供たちにとって

よりよい教育環境を提供するという視点に立て

ば、統廃合等が一つの有力な選択肢になると考

えております。

○押川修一郎議員 同じく、平成19年に「魅力

ある高等学校を考える会」が始まり、平成23年

から現在の「県立高等学校活性化研究協議会」

に変更して、２校の存続に向けて、学校のＰ

Ｒ、スクールバスの運行、あるいは寮の活用な

どを図ってきたところであります。今、西都市

の県立高等学校活性化研究協議会の中で、いろ

いろ議論をしておるところであります。そうい

う中で、２校の存続を危ぶむ声もあるところで

ありまして、今後、西都市主催の協議会におい

て検討が進み、２校のあり方について、仮に早

期統合の方向性が出た場合、県としてはどう対

応していくつもりなのか、同じく教育長にお伺
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いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都市主催の協議会

において、いろんな活動をしていただいて、両

校の御支援をいただいておりますことを、まず

感謝申し上げたいと思いますが、２校の再編統

合の方向性が出たとすれば、統合により、ある

程度大きな学級規模の学校となり、子供たちの

集団活動の活発化や、切磋琢磨の機会等がふえ

るとともに、専門的な教職員の確保も可能とな

ることから、魅力と活力ある学校づくりにつな

がることが期待できるものと考えておりますの

で、その方向性が出れば、その方向性は尊重す

べきものと考えております。県に対し、地元か

ら正式な形で再編統合の要請があれば、保護者

や地域のニーズ等を踏まえながら、何よりも生

徒のことを考えて丁寧に検討してまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、やは

り中心は子供だろうと私も思っております。今

までの妻高、西都商、歴史・文化もある学校で

ありますし、優秀な高等学校だと認識をしてお

るところであります。残念ながら、今言うよう

に生徒数が少なくなってくる中で、いろいろと

議論をしておる今日だということで、今後さら

に、統廃合あるいは２校存続の中での議論が続

くとは思うんですけれども、地元のほうからそ

ういった声等々があれば、前向きに検討してい

ただくというような御答弁をいただきましたの

で、またその折にはよろしくお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

次に、西都原古墳群の世界遺産登録について

何点か、お伺いをいたします。

先月、世界遺産に登録されている韓国・慶州

の歴史地域を、久しぶりに県の職員の方と一緒

に調査をさせていただきました。さすがに世界

遺産だけあって維持管理がしっかりされていま

したし、さらに大規模整備も行われていまし

た。古墳の活用面でも、家族連れや観光客の方

々でにぎわっていました。また、博物館では、

親子連れで古墳からの出土品を学習している様

子もうかがえました。そこで、西都原古墳群及

び考古博物館の活用について、学校教育の中で

どのような取り組みがなされているのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原古墳群は、宮

崎及び日本の歴史、特に古代史を学ぶ上で、極

めて重要な史跡であると認識いたしておりま

す。そこで、本県のどの学校でも西都原古墳群

について学べるように、県教育委員会のホーム

ページ「ひむか学」の中で古墳群を紹介すると

ともに、県独自に作成した学習教材にも取り上

げ、ネット上で県内の各学校に配信いたしてお

ります。また、これまで県教育委員会では、西

都原考古博物館の学校教育での利用促進を呼び

かけるなど、そのＰＲに努めてまいりました

が、毎年多くの小・中・高校生が訪れ、諸展示

の見学はもとより、土器づくりや火おこし体験

を行うなど、古代を感じるさまざまなプログラ

ムを通して、西都原古墳群の歴史的価値を体感

できる学習を行っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ま

たそのような方向の中で、今後もよろしくお願

いをしておきたいと思います。

同じく、西都原古墳群の世界遺産登録に向け

て、観光の視点を含め、機運醸成が大事だと思

いますが、今後どのような取り組みを行われる

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 商工観光

労働部におきましては、これまで、県民を対象

とした西都原の古墳文化の理解を深めるシンポ
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ジウムにつきまして、これを主催する西都市に

対し、支援を行ってまいりました。今年度は、

これに加えまして、大阪大谷大学と連携し、本

県の古墳文化をテーマに連続講座を大阪府にお

いて新たに実施し、県外に向けて広く情報発信

をしてまいりたいと考えております。今後と

も、関係市町村と連携しながら、県民一人一人

がその価値を理解し、さらに県外での認知度を

高めるなど、機運の醸成に努めますとともに、

地域の文化資源を生かした観光振興にも努めて

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきます。

世界遺産の登録基準に、「人類の歴史上重要

な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の

集積または景観のすぐれたもの」という基準が

あるそうです。男狭穂塚、女狭穂塚を歴史的建

造物としてどう考えるか、県土整備部長の所見

をお伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 西都原古墳群

の男狭穂塚につきましては、日本最大の帆立貝

形古墳であり、女狭穂塚は、九州最大の前方後

円墳であります。これらの古墳につきまして

は、詳細な調査結果がございませんので、明確

には申し上げられませんが、古墳研究に関する

文献等によりますと、長さ176メートル、高さ

約15メートルの女狭穂塚の築造には、延べ約50

万人もの人手を要したとの試算もあります。こ

うした大規模な土の運搬や盛り土などは、綿密

な計画のもとで行われたものと想像され、1500

年以上の年月を経て今なお現存していることか

らも、当時のすぐれた土木技術の存在を示すも

のと思われます。このようなことを踏まえます

と、男狭穂塚、女狭穂塚につきましては、貴重

な歴史的建造物であると考えております。

○押川修一郎議員 大変ありがとうございま

す。それだけ貴重なものでありますから、みん

なで大切にして、本県の宝として磨いていく、

そういった認識を我々もまた深めていかなく

ちゃいけないなと思ったところです。

次に、三納古墳群でありますが、三納川の北

岸の水田地帯を初め、永野原台地や南岸の平郡

台地など広範囲に分布している古墳群で、前方

後円墳３基、円墳62基、横穴墓５基で構成され

ています。その中で、本県出土の考古資料の中

で唯一国宝に指定されている金銅製馬具類が出

土したと言われている百塚原古墳群の発掘調査

も行われておりますが、調査の状況について教

育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 百塚原古墳群につき

ましては、平成25年度からレーダーを使った地

中探査や発掘調査を実施してきております。そ

の結果、消滅した古墳17基、さらに南九州特有

の地下式横穴墓12基も発見でき、百塚原という

名前のとおり、当時、数多くの古墳がつくられ

たということがわかってまいりました。また、

発掘により、土器や鉄製品のほか、耳飾りや玉

などの装飾品も出土いたしましたが、国宝であ

る金銅製馬具に関するもの、例えば破片が出る

とか、そういうものが出土しておりませんこと

から、どの古墳から国宝が発見されたか、その

特定には至っていない状況であります。今後、

地中探査や発掘調査をさらに行うとともに、金

銅製馬具の出土に関する伝承や情報の収集を進

め、古墳群全体の実態解明に努めてまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 世界遺産に向けては、周辺

の環境整備というのも一つの基準になるという

ようなことも聞いております。教育長も御存じ

かもしれませんけれども、この百塚原、永野地
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域の細い道路を上がっていって、現地に行くま

でに相当竹とか木が生い茂っておって、なかな

か行けるような状況ではありません。今、御答

弁いただいたように、古墳としてもすばらしい

価値のあるものでありますから、ぜひこの整備

について、通告はしておりませんけれども、も

し教育長が場所を見ていらっしゃるのであれ

ば、ちょっと感想でもお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私も、百塚原古墳群

を自分の足で訪ねて、そこで古代の方々の思い

を直接感じたいと思い、実は参りました。同行

した文化財課の職員が図面を広げて、消失した

古墳はここだったんだとか、あるいは、今残っ

ているのはここだとか、いろいろ案内してくれ

たんですが、図面を見ながら確認して、そのス

ケールの大きさというか、密度の高さというの

は非常にすばらしいと感じました。また、東京

の五島美術館から金銅製馬具を去年―国宝で

ありますが―宮崎にお返しいただいて、五島

美術館の学芸員の人たちとも私は直接お話をし

ました。あの価値を知っておりましたので、じ

んとくるというか、ここから出たんだなという

ような思いがしました。職員と確認したのは、

何よりしっかり調査をしようと。発掘をしっか

りやろう、レーダーの地中探査をしっかりやろ

うと言ったところでした。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。以

前、我が会派の先輩であります中野一則議員か

らも、整備等の要望をしていただいております

が、今後、そのような方向の中で取り組んでい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。

西都原の男狭穂塚、女狭穂塚を中心に、県内

の古墳、そして南九州の古墳群の世界遺産登録

に向けて、今後、県内外の関係の方々との取り

組みをどうされるのか、同じく教育長にお伺い

をいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原古墳群を初め

とする南九州の古墳群につきましては、世界遺

産登録に向けて必要なデータの収集を行うとと

もに、専門家を招聘しての意見交換やシンポジ

ウムの開催など、機運の醸成を図っているとこ

ろであります。また、関係する古墳群が所在す

る自治体と連携を図りながら、取り組みを進め

るための会議を開催いたしてきているところで

あります。今後、既に世界文化遺産登録に取り

組んでいる鹿児島県や熊本県がこれまでに蓄積

したノウハウについて情報収集を行うととも

に、両県や県内の関係機関と連携して、どの古

墳群を世界遺産の候補とするかなどの選定作業

や、文化庁に提出する提案書の内容の検討な

ど、取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。世

界遺産登録に向けて、知事初め各部局の中で、

教育委員会を含めて、またしっかりお願いして

おきたいと思います。

郷土先覚者顕彰事業についてお伺いをいたし

ます。

本県には、歴史に名を残す多くの先覚者がい

らっしゃいます。明治の外交官・小村寿太郎、

江戸時代に儒学を大成した安井息軒、旅と自然

を愛した歌人・若山牧水、孤児救済に尽力した

石井十次、そして、安土桃山時代にヨーロッパ

へ派遣された天正遣欧少年使節団の一員であ

り、私の地元、西都市出身の伊東マンショであ

ります。このような日本の歴史に大きな功績を

残した郷土の偉人について学ぶことは、子供た

ちはもとより、我々大人にとっても、ふるさと
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に誇りを持ち、郷土愛を高めるよい機会だと考

えておりまして、この事業に期待を寄せている

ところであります。この問題は、ことしの２月

の議会におきまして、井上紀代子議員も質問し

ていただきましたし、今までも何人かの議員の

皆さん方からも質問をしていただいておりま

す。そこで、この事業で予定をされている郷土

先覚者に関する講演会について、時期や内容な

どの具体的な開催計画を、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 郷土先覚者に

ついて学び、理解を深めることは、地域への誇

りや郷土愛を高める上で大変有意義であります

ことから、中学生・高校生や一般の方を対象と

した講演会を、ゆかりの深い県内各地において

開催するものであります。今年度は、11月ごろ

に、西都市におきまして伊東マンショについ

て、また日南市におきまして小村寿太郎候につ

いての講演会開催を予定しております。なお、

詳細な日程や内容につきましては、今後、両市

並びに顕彰団体等とも協議してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。一

応、27年度からこの事業に取り組んでいただい

て、今後、本県の郷土先覚者の勉強会といいま

すか、講演会等々を開催していただけるという

ことで理解をしたいと思います。

最後になりますが、昨年３月にイタリアで伊

東マンショの肖像画が発見され、話題になりま

した。天正遣欧少年使節団としてベネチアを訪

問した際に描かれたものだということです。関

係者の御尽力により、来年、宮崎に里帰りする

ということで、大変楽しみにしております。こ

の伊東マンショ肖像画展の開催計画と進捗状況

について、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 昨年３月にイ

タリア・ミラノで発見されました伊東マンショ

の肖像画につきましては、郷土の先人の偉業を

現在に伝える大変貴重なものでありますことか

ら、所有者並びにイタリア大使館の御協力を得

て、絵をお借りし、平成28年度に展覧会を開催

する予定であります。このため、ことし９月

に、展覧会の開催に向けて、知事が所有者を表

敬することとしており、本県での開催に向け

て、関係機関と調整しながら準備を進めてまい

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

この伊東マンショの肖像画でありますけれど

も、里帰り展は確実なものだろうと我々も認識

をし、地元はもちろん喜んでおりますし、県を

挙げて―恐らくそういうところだろうと思い

ます。要望になりますけれども、まだ予算がつ

いていないということでありますから、開催時

期は、恐らく来年、28年度の夏から秋にかけて

かなと思いますが、できることなら西都のほう

にも、何日でもいいから返していただければあ

りがたいなと思っておるところであります。

最後は要望にさせていただきまして、準備を

した質問を全て終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会

平成27年６月18日(木)



６月19日（金）
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平 成 2 7 年 ６ 月 1 9 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也
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環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。

地元から傍聴に来ていただいております。母

親も初めての傍聴に来ております。冥途の土産

になるんじゃないかと思いますが……。

きょうは質問項目が多岐にわたっております

ので、早速、通告に従い質問のほうに入らせて

いただきたいと思います。

まず、景観行政についてであります。

我が国は、日本の成長戦略の一つとして、

クールジャパン、美しい日本をテーマに、神社

仏閣など歴史や食文化を絡めた美しい日本の原

風景を世界に発信し、年間2,000万人以上の海外

からの観光客を呼び込もうとしています。美し

い風土は、そこに住む人々の心を豊かにし、優

しさや思いやりを育みます。日本人のおもてな

しの心と美しい日本の原風景に、海外からのお

客様は心を癒やされ、満足してお帰りになり、

そしてまた、いつの日かリピーターとして来日

されるかもしれません。

さて、本県の景観行政は、宮崎県観光の父・

岩切章太郎氏により始められた「花のまちづく

り」が原点であります。それは今も息づいてい

ます。岩切さんは、南国宮崎の美しい海岸に

フェニックスの苗を植え、フェニックス並木の

日南ロードパークを皮切りに、次々と宮崎の美

しい景観づくりに取り組まれ、宮崎県を「新婚

旅行のメッカ」と言われるまでに育て上げられ

ました。沿道には、季節に合わせてハマユウ、

アメリカンデイゴ、ブーゲンビリア、菜の花、

コスモス、次々と植栽され、県も市町村も「花

のまち宮崎」を県内各地に広げてまいりまし

た。観光でも、まちづくりでも、官と民の垣根

なく景観づくりがなされたようです。その間、

全国に先駆けて「宮崎県沿道修景美化条例」を

制定し、沿道の美しさを守り、花のまちづくり

をつくり上げてきました。この間培われた、花

を育て、花をめでる心は、宮崎県民の不滅の財

産であると、元宮崎産業経営大学の渡辺教授が

書かれています。私は、宮崎県民の財産である

美しい宮崎の景観をさらに磨き上げることが、

何よりも大事だと思います。

知事は、県土美化条例の制定をマニフェスト

に挙げておられます。そこで、美しい宮崎づく

り、宮崎の美しい景観について、知事の所見を

お伺いいたします。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

本県は、豊かですぐれた自然景観に恵まれ、

日向神話ゆかりの地や、歴史的・文化的資産な

どを有しております。全国に先駆けて昭和44年

に「宮崎県沿道修景美化条例」を制定し、その

後、平成16年の景観法の制定を受けて、「宮崎

県景観形成基本方針」を策定するなど、美しい

景観づくりに、県民の皆様との協働のもとに取

り組んできたところであります。実際、県外か

ら来られた多くの方々が、空港から市街地に向

けた道路に立ち並ぶワシントニアパームやフェ

ニックスに目を奪われ、また四季折々に咲く花

平成27年６月19日(金)
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に心を奪われる。こうした南国宮崎の美しい景

観に大変強い印象を受け、感動しておられると

ころであります。このような美しい県土を守り

育てていく風土は、先人たちが築き上げた貴重

な財産であります。本県は、東九州自動車道の

整備の進展や東アジアとの交流の拡大など、ま

さに「みやざき新時代」を迎えております。こ

うした宮崎らしい魅力あふれる景観づくりは、

宮崎の観光再生にも寄与するものと考えており

ます。今後は、これまでの取り組みを継承し発

展させていくため、新たな県土美化条例の制定

に向けた検討を進めるなど、美しい宮崎づくり

を推進してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

景観行政について、続けていきたいと思いま

す。美しい宮崎づくりには市町村との連携が大

切だと思います。県内全ての市町村が景観行政

団体に移行しており、それぞれの地域で景観づ

くりを進めようとしています。市町村とどのよ

うな内容で連携をしていくのか、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 地域の景観づ

くりは、住民に最も身近な市町村が主体的な役

割を担うことが望ましいことから、市町村の景

観行政団体への移行に努めてまいりました。そ

の結果、本年３月までに県内全ての市町村が移

行し、現在、10市町村が良好な景観の形成を図

るための景観計画を策定しております。県とい

たしましては、全ての市町村で景観計画が策定

されるよう、引き続き、策定費用の支援や助言

を行ってまいりたいと考えております。

また、県が道路や河川などの公共施設を整備

する際には、地域の景観に配慮した整備に努め

ておりまして、例えば、高鍋町の蚊口高月線で

実施しました街路事業におきましては、町や地

域のまちづくり協議会などと協議を重ね、城下

町に調和した街路樹の選定や歩道のデザインを

行ったところであり、町の景観計画に即したも

のとなっております。今後とも、美しい宮崎づ

くりに向けて、市町村との連携を深めてまいり

たいと思います。

○松村悟郎議員 ５月30日、皇太子殿下をお迎

えして、宮崎県総合文化公園で第26回「みどり

の愛護」のつどいが開催されました。空港から

の沿道もきれいに整備され、会場の植栽もしっ

かり管理されておりました。都市緑化の大切さ

を再認識すると同時に、宮崎の美しい景観を発

信できたことは、本県での開催の意義があった

と思います。全国からお見えの皆様にも、美し

い宮崎を発信できたのではないかと思っており

ます。

ただ、残念だったのは―翌週の県民総合ス

ポーツ祭で、私も運動公園のほうに出かけさせ

ていただきました。美しい宮崎の景観を代表す

る地域でございます。空港から青島、日南海岸

へと続く沿道は、残念ながら雑草などが生え、

沿道美化とはほど遠いものとなっておりまし

た。そこで、沿道美化を進めるために、地域住

民が参加する草刈りや清掃、植栽活動などを支

援する「クリーンロードみやざき推進事業」を

もっと周知、ＰＲすべきだと思います。県土整

備部長にお考えをお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 「クリーン

ロードみやざき推進事業」につきましては、こ

れまで、ホームページによるＰＲのほか、自治

会や企業、ボランティア団体への周知などに取

り組んできたところであります。これにより参

加団体は年々増加し、昨年度は144団体となり、

延べ7,000名を超える方々に御参加をいただいて
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おります。また、今年度から、より多くの御参

加がいただけるよう、草刈り活動については、

支援の対象となる草刈り延長を「500メートル以

上」から「200メートル以上」に緩和するなど、

見直しを行ったところであります。これらの改

善点も含め、本事業について今まで以上に周知

やＰＲの充実を図ることにより、住民参加型の

沿道美化をなお一層推進してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 住民参加型の道づくり、ぜひ

推進していただきたいと思います。県の管理の

道路、全長2,900キロメートルと聞いておりま

す。今、このクリーンロードみやざき推進事

業、258キロメートルとお聞きしております。さ

らなる推進をお願いしたいと思います。岩切章

太郎さんが築いた花のまち宮崎、原点に戻り、

丁寧に美しい宮崎づくりを推進していただきた

いと思います。

次に、儲かる小さな農業についてでありま

す。

農業は、本県の大事な基幹産業であります。

県では、さらなる成長産業化を進める上で、農

地の集積化、産地や地域を担う経営体の法人化

など、経営力の強化と６次産業化で農業の付加

価値を高め、力強い農業を目指しております。

本県の農業産出額や農家所得が飛躍的に向上す

ることを期待しております。一方で、中山間地

域等の小規模な家族経営も、その地域を支える

大事な産業であります。本県では多様な経営体

が見られておりますが、このような小規模な農

業展開の現状認識について、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域等

の条件不利地域では、標高差や夏季冷涼な気候

条件などを生かし、規模は小さくても、地域の

特色を生かした農業生産が展開されておりまし

て、御指摘のとおり、集落機能や多面的機能の

維持・向上の観点からも重要な役割を発揮して

いると認識しております。担い手の減少や高齢

化が進む中で、規模拡大は重要な課題ではあり

ますが、県といたしましては、沿海平たん地

域、高台畑地域、中山間地域と県内それぞれの

地域で、その特徴に応じた多様な農業が展開さ

れることが必要であり、今後とも、それら地域

に根差した農業を地域で支える、意欲ある担い

手が活躍できる環境を整備していくことが重要

であると考えております。

○松村悟郎議員 中山間地域は、地形上非常に

集約も難しく、農地も狭いわけでございます。

小さな耕地で経営を強いられる地域で、その地

域の特色を生かしながら、知恵を絞ってしっか

りと経営されている農家もいらっしゃると聞い

ております。高所得を得ている事例について、

農政水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の中山間

地域におきましては、夏季冷涼な気候を生かし

た野菜や花などの複合経営により、小規模でも

着実に所得を上げている経営体が見受けられる

ところであります。具体的には、西臼杵地域に

おける冬場の色鮮やかなラナンキュラスと夏場

の野菜を組み合わせた経営であるとか、高冷地

トマトと完熟キンカンを組み合わせた経営。さ

らには、西米良村における高品質なカラーピー

マンとホオズキ等を組み合わせた経営など、各

地域において1,500万円を超える販売額の生産者

も今、育ちつつあるところであります。

○松村悟郎議員 今お答えいただいたような成

功事例といいますか、幾つかのモデルケースを

しっかり育てていただいて、その内容を情報と

して広く発信していくこと、これも大事だと思



- 131 -

平成27年６月19日(金)

います。今、ＵＩＪターンなど、この宮崎で農

業をやりたいという方の目標になると考えてお

ります。人口減少など地域が抱える課題、その

受け皿にもなると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

都農町にはカボチャ部会という小さな施設園

芸のグループがあります。カボチャの空中栽培

を手がけております。市場にカボチャが出回ら

ない季節のすき間を狙って生産しておりまし

て、１個800円前後の高値で市場に出荷している

ということでございます。少ない耕地面積でも

十分所得が得られています。また、「継続して

経営していくためには、ある程度の数の農家に

参加してもらい、苗の生産から市場開拓まで一

貫して取り組み、ブランド化を図りたい」と話

をされておりました。そこで、中山間地域等で

の種苗施設や簡易なハウス整備への支援につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域の

限られた耕地で安定した所得を確保するために

は、小規模でも高収益が期待できる施設園芸の

展開とその条件整備は、大変重要な課題である

と考えております。このため県では、いわゆる

地方創生交付金を活用した、「輝く中山間園芸

産地構築事業」等の各種事業や制度資金などに

より、野菜や花卉等のハウスや育苗施設の整備

を支援しているところであります。今後とも、

中山間地域の特色を生かした儲かる農業の実現

に向けて、生産者や関係団体と一体となって取

り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 資金力に乏しい小さな農家の

皆さんでございます。小さくても儲かる農業を

目指してしっかり取り組んでいらっしゃいま

す。一押し、背中を押していただきたいと思い

ます。御支援をよろしくお願い申し上げます。

次に、お茶の生産農家対策についてでありま

す。

昨年11月には、全国お茶まつりが宮崎で開催

されました。新富町の新緑園が農林水産大臣賞

を受賞するなど、本県のお茶の品質は非常に高

い評価を得ておりました。ことしの新茶の初入

札会、私も楽しみにしておりましたが、荒茶の

品質も良好であったにもかかわらず、価格的に

は大変厳しい内容になりました。このようなお

茶の生産現場の現状についてどのように認識さ

れているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県のお茶の

生産量の95％は、緑茶の原料となります荒茶と

して出荷され、主に急須で入れるお茶の原料に

使われております。しかしながら、近年では全

国的に急須離れが深刻化しておりまして、緑茶

の世帯当たりの消費量は、10年前が1,077グラム

であったのに対しまして、直近の平成26年で

は889グラムと２割程度減少しているのが現状で

ございます。このような消費動向の中で、高品

質のお茶はこれまで同様、高値で取引をされて

おりますが、茶全体としては価格が低迷してお

り、いわゆる二極化が進んでいる状況にござい

ます。また、ことしの本県産一番茶の出荷額

は、過去５年間の平均と比較しますと約２割程

度減少しておりまして、茶業経営は大変厳しい

状況にあると認識をしているところでありま

す。

○松村悟郎議員 大変厳しい状況の中ではござ

いますけれども、６月10日付の日経新聞により

ますと、健康志向の高まりを受け、コーヒーや

炭酸飲料の市場が縮小する中で、お茶の需要は

ふえています。日本茶ペットボトルの市場が拡

大していること、また、水出し茶などのティー
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バッグの需要が見込まれること、さらには海外

での抹茶ブームなど、日本茶の海外輸出も期待

できることなどが報じられております。本県の

お茶についても、静岡などへの原料出荷が主に

なっておりますが、原料出荷産地にとどまら

ず、県内において荒茶生産から加工・商品販売

に至るまでの、お茶の６次化への取り組みが必

要と思います。そこで、県の見解について農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 近年のお茶の

消費動向を見てみますと、御指摘がございまし

たように、手軽に飲めるティーバッグやスイー

ツに使用される抹茶の需要が非常に伸びている

ことから、産地がこうした消費者ニーズにしっ

かり対応して、付加価値の高い生産に挑戦して

いくことも大変重要であると考えております。

このため県におきましては、ティーバッグの紅

茶や粉末茶の商品化、さらには、需要の高い抹

茶の本格的な製造に向けた専用ラインの導入に

対しまして支援を行っているところでありま

す。今後とも、６次産業化に係る補助事業等を

活用いたしまして、多様なニーズに対応した付

加価値の高いお茶の商品づくりを推進してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

先般、地元のお茶農家からお話をお伺いいた

しました。冬場の千切り大根で、何とか所得の

足しにできたというお話でございました。さら

に、茶園の一部を抜根して、露地作物などとの

複合経営の可能性も模索したいというお話でご

ざいました。そこで、茶の価格低迷が続く中、

お茶農家の所得向上のための他作物との複合化

に向けた支援について、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） お茶農家の所

得を向上させていくためには、まずは茶園の規

模や品種構成を需要に合ったものに見直し、茶

の高品質化を図るとともに、先ほども申し上げ

ましたが、茶の特性を生かした新たな商品開発

に取り組むことが重要であると考えておりま

す。加えまして、御指摘のように、経営の合理

化の観点から露地野菜などの新たな品目を導入

し、経営の複合化を図ることも所得向上の方策

の一つであるというふうに考えております。こ

のため県といたしましては、茶の抜根やその後

の整地を対象といたします基盤整備促進事業等

の活用や、新品目導入に当たっての技術支援、

さらには経営指導を行うなど、お茶農家の所得

向上に向けた新たな取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 お茶農家も土地利用型の大き

な農家でございます。経営基盤自体はしっかり

しておりますので、いろんな形態を考えて支援

をしていただきたいと思います。

次に、防疫対策についてであります。

口蹄疫の発生から５年。その間、鳥インフル

エンザ、ＰＥＤの発生など、畜産業ばかりか地

域全体に大きな被害をもたらしました。畜産農

家の意識も大変高まり、飼養衛生管理基準を遵

守し、徹底した消毒、防疫対策に取り組んでき

たと思いますが、決してそのリスクがなくなっ

たわけではありません。日本一の防疫体制を目

指す宮崎県としては、家畜伝染病を発生させな

い強い防疫体制を構築するため、機材等の整備

や防疫演習など、農場防疫の強化対策に取り組

むとしておりますが、農場防疫における新技術

の導入などの新たな取り組みについて、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成22年の口

蹄疫発生以降、県では、防疫の基本である「農
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場防疫」の徹底を初め、「水際防疫」や「地域

防疫」、そして万が一の発生に備えた「迅速な

防疫措置」を４つの柱に、防疫の強化に取り組

んでいるところであります。このうち農場防疫

につきましては、農場出入り口での消毒など、

飼養衛生管理基準の徹底を指導しているところ

であり、農場によっては、新たにゲート式車両

消毒施設の設置や、畜舎内を定期的に消毒する

噴霧装置を導入するなど、防疫レベルのさらな

る向上に取り組む事例も見受けられるところで

あります。

現在、韓国を初め近隣諸国においては、口蹄

疫や高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっ

ております。そういう中で、引き続き、防疫の

強化には一層力を入れて取り組んでまいりたい

と考えておるところであります。

○松村悟郎議員 口蹄疫もそうですけれども、

連日報道されておりますが、お隣の韓国ではＭ

ＥＲＳコロナウイルスの感染拡大に歯どめがか

からず、死者・患者数も増加しており、大変な

事態となっております。初動防疫体制に大きな

問題があったと報じられており、日本も水際対

策の一段の強化が求められています。そこで、

本県のＭＥＲＳなどの感染症に対する空港、港

湾などでの水際対策、特に大型クルーズ船が入

港した際の対策について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ＭＥＲＳなど

の感染症発生地域からの入国者あるいは帰国者

につきましては、検疫所において入国時に発熱

等の症状を確認いたしますとともに、発熱がな

くても感染が疑われる方に対しては、感染症の

潜伏期間に当たる日数の間、１日２回の体温測

定を義務づけるなど、健康監視が行われており

ます。また、入国時に発熱等の症状のある方

や、健康監視期間中に発熱等の報告された方の

情報につきましては、速やかに検疫所から県に

提供されるようになっております。お尋ねのあ

りました、クルーズ船が国内に入港する場合に

は、まず検疫機能のある港に入港することに

なっておりまして、そこで、ただいま申し上げ

たような対応が行われることになっておりま

す。

○松村悟郎議員 大型クルーズ船の場合には医

師が同乗しているというお話も伺っているとこ

ろでございますけれども、十分配慮していただ

きたいと思います。

防疫体制につきましては、今いろんな技術が

あるのではないかと思います。ちょっと紹介さ

せていただきたいんですけど、ペピリオン噴霧

装置、超微粒子のミストの発生機であります。

目に見えない霧を噴霧でき、短時間ですき間な

くウイルスを包み込む可能性があると伺ってお

ります。実は、宮崎県の企業が開発し、特許も

取っております。家畜防疫にとどまらず、空港

や医療・福祉施設の現場での活用も期待できる

んじゃないかと思います。県のほうでも検討さ

れてはいかがかと思います。情報としてお伝え

しておきます。

次に、高等学校の整備についてであります。

宮崎県立高等学校教育整備計画の中期実施計

画が公表され、児湯地域におきましても、第１

回の地区別部会が開催されております。５年

後、10年後を視野に入れ、よりよい県立高等学

校教育と活力ある高等学校の再編はどうあるべ

きか、今後の児湯地域の県立高校のあり方につ

いての協議の場であります。資料を見せていた

だきました。今後の生徒数の減少から、大変厳

しい現状にあると感じております。中期実施計

画の推進に当たり、前期計画との違いについ
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て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 整備計画の前期計

画、中期計画、そのどちらも生徒にとってより

よき教育環境の提供を目指すこととしており、

その狙いについては何ら変わるものではござい

ません。しかし、例えば前期計画においては、

「統廃合の予定はありません」としておりまし

たところを、中期計画においては、「子どもた

ちにとってより良い教育環境を提供するという

視点に立ち、「今後の生徒数の推移を注視しな

がら、統廃合等を行う可能性がある」、生徒数

の減少等に応じて、そう変更させていただいた

ところであります。

○松村悟郎議員 中期実施計画の概要の中を見

てみますと、「連携型中高一貫教育校の開校の

可能性の検討」ということも書いてございまし

た。一方、児湯地域では、高鍋農業高校と県立

農業大学校との高大連携の取り組みが始まって

おります。高等学校教育の新たな魅力づくりに

なると思います。そこで、県立農業大学校との

一貫教育など、知事部局と連携はとれないの

か。今回の検討に当たっては、高大連携の視点

が重要であると考えますが、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 今回の児湯地区の協

議会におきましては、今後、当地区の児童生徒

数減少の中、魅力と活力ある教育環境を提供す

るために、高鍋高校、高鍋農業高校、都農高校

の３校の県立高校のあり方について検討するこ

ととしておりまして、関係する産業界代表や保

護者代表等のさまざまな立場の方にお集まりい

ただいております。この協議会におきまして

も、高鍋農業高校についての御意見をいただき

ますが、産業教育審議会の答申でも、農業高校

と農業大学校とが連携し、担い手育成の取り組

みを積極的に推進するよう提言をいただいてお

りますし、県としても、そのことは大変重要な

ことだと考えておりますので、農業高校の活性

化という視点で、別途、農業大学校等から御意

見をお伺いしたいと考えております。

○松村悟郎議員 ぜひ、農業大学校しっかり取

り組んでいただいて、協議を進めていただきた

いと思います。昨年の11月議会で、私は高大連

携についても質問しておりますが、教育長か

ら、「高鍋農業高校と県立農業大学校で、５年

間を見通したカリキュラムや進路指導のあり方

などの検討を進めている」とお答えをいただき

ました。

この４月には、政府の地方創生の総合戦略

で、地域産業を担う人材育成を促進するとした

ことを踏まえて、文部科学省と農林水産省は、

「農林水産業を学ぶ高校生の就農・就業に向け

た人材育成の方策の方向」を取りまとめ、それ

ぞれ教育長と知事宛てに通知をしております。

この通知には、農業高校生に就農意欲を高めて

もらうために、教育委員会と農政水産部などの

連携を強め、進学先となる農業大学校との連携

強化などを目指すとあります。職業系高校で

は、スペシャリストとしての基礎を培うととも

に、望ましい職業観・勤労観を育む教育を行

い、時代に即応した専門分野の学習がより深ま

る整備を図るとされております。このため農業

高校は、産業教育の役割を担い、農業従事者を

育成する責務を負うものと考えるのでありま

す。

しかしながら、本県の農業高校卒業者の就農

率は１割を切っております。農業高校での教育

と農業従事者の育成との直接的なつながりが見

えづらくなっているのではないでしょうか。そ

こで、農業高校における農業従事者育成の現状
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と、本県農業を担う人材育成の取り組みについ

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎の基幹産業であ

る農業の従事者を育成することは、農業教育の

大切な使命であると考えております。その使命

を果たすためには、農業の魅力やその大きな可

能性を伝えることが重要であり、教職員が日ご

ろの授業の中で熱くそういう思いを語るととも

に、地域と連携した商品開発の研究や、先進農

家による講義や演習を行いながら、将来の就農

につながる取り組みを進めているところであり

ます。農業高校卒業者は、直接、あるいは

ちょっと研修をして就農する方もいらっしゃい

ますし、10年、20年を経て就農される方もおら

れます。その両方とも貴重な「人財」であると

考えております。どちらの形態も視野に入れな

がら、農業の魅力が直接伝わる長期就業体験

や、６次産業化にも対応した経営感覚を身につ

けるための学習などを進め、高い志を持った、

本県農業の将来を担う人材育成に努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 これからの生徒数減少の流れ

に対応することはもちろんですが、地域を支え

る心豊かな就農者の育成を図るため、営農の基

礎について実践的な教育を行うとともに、地域

農業を支えていく志や態度を育む教育を行うこ

と、そして県民から理解され、必要とされる学

校づくりが重要となってくると考えます。この

ため、ほかの教育機関や行政、地域の団体と連

携し、生徒が経営的な視点を持ち、自立した営

農を目指すことができる教育の実践や、新たな

行政施策、農業情勢を見きわめて、できる教

育、農業高校を理解してもらうための効果的な

ＰＲ活動、このような取り組みが必要だと思い

ます。

この中で、他の団体との連携については、農

政水産部だったり農業大学校だったり、県内の

法人、この強化・連携が期待されるわけであり

ます。そのためには、高校側からの提案と仕組

みづくりが大事だと思います。例えば、就農体

験の受け入れ先である農家や農業法人から学校

現場に意見をフィードバックしていただく、時

代に合ったカリキュラムをつくっていただく、

そして経営管理能力を獲得するために農業大学

校で実践していただく。さらには、農業大学校

に在籍しながら、農業法人などでの長期的な実

践研修を行っていただく。いろいろなカリキュ

ラムを教育委員会と農政水産部が協力して、魅

力ある農業と、担い手を育てる総合的な施策を

工夫し、より一層の取り組みをしていく必要が

あると考えております。そこで、繰り返しにな

りますが、昨年11月の本会議でお答えいただい

た、高大連携における効果的なカリキュラムの

作成や進路指導のあり方などについての具体化

の方向性とその時期について、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、高鍋農業高校

と県立農業大学校において、具体的な高大連携

の内容について検討を重ねてきているところで

あります。その中で、カリキュラムについて

は、農業高校の３年次に行っている課題研究に

ついて、引き続き、農業大学校においても同じ

テーマで研究に取り組ませることで、高度な専

門性を身につける学習ができないかなど、検討

いたしているところであります。また、進路指

導のあり方につきましては、例えば、高校で実

施する職業講話の内容と農業大学校の職業講話

と関連性を持たせ、系統性を重視するととも

に、逆に重複感のない指導をすることができな

いかなど、５年間を見通した進路指導を検討中
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であります。これらの検討中の取り組みについ

ては、今年度中に何らかの一定の方向性がお示

しできればと考えているところであります。

○松村悟郎議員 高校と大学が連携したカリキ

ュラムを今年度中につくっていただくというこ

とでございますけれども、高校に入る子供たち

も、マイスターになるための夢づくりができる

ものと思います。大いに期待をしているところ

でございます。

今回の高等学校教育整備計画の中の協議事項

には入っていないんですけれども、参考のため

にお聞きします。市町村では現在、保育所など

の公設民営化が進んでおります。全国的に見た

高等学校の公設民営化の状況について、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公設民営学校は、地

方公共団体が学校用地や校舎等を民間に提供

し、民間により学校運営がなされるもので、全

国では数校の事例があると伺っております。具

体的な学校の事例としては、インターナショナ

ルスクールなどグローバル人材の育成を目指す

学校や、不登校生徒へのきめ細やかな対応等を

目的とする学校などがございます。

○松村悟郎議員 教育環境、いろんな選択肢が

考えられると思いますけれども、参考のために

お聞きしたところでございます。学校再編も含

めた整備計画、児湯地域におきましては農業大

学校というすばらしい財産がございますので、

地域の都農高校、高鍋高校、高鍋農業高校、い

ろんな皆さんとの議論を慎重に行っていただき

たいということと、保護者や地域のニーズにも

十分適切に配慮していただきたい、このように

願っているところでございます。よろしくお願

い申し上げます。

次に、再造林対策についてお伺いいたしま

す。

本県林業は、円安などによりまして国産材供

給量が回復傾向にあることから、量、価格とも

に以前より随分回復し、本県の素材生産量も170

万立米前後で推移しております。私もこれま

で、バイオマス資源の利用や大径集成材の活

用、そしてＣＬＴを使った木造建築への可能性

など、森林・木材産業の将来性について質問を

してきました。

今回の中国木材などの大型工場の操業やバイ

オマス発電施設の稼働、さらには木材の輸出の

伸びなどを考慮すると、今後の本県の木材需要

は相当高まることが予想されます。知事は、成

長産業プログラムの一つとして、県産材の海外

販路拡大や木質バイオマス資源の地域循環、林

業の成長産業化を推進するとされております。

そこで知事に、林業の成長産業化に向けた取り

組みについて、所感をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、豊富な森林資

源に恵まれているわけでありまして、杉の素材

生産量が24年連続で日本一であるということ、

さらには、製材品の出荷量も全国３位であると

いうことでありまして、我が国有数の林業県と

して確固たる地位を築いているところでありま

す。先ほど、「みどりの愛護」のつどいのお話

がございましたが、今回来県されました皇太子

殿下におかれましても、こうした本県の杉、ま

たその利活用技術を活用した綾中学校を視察い

ただいたわけでありますし、前回、13年前に来

県された際に木材利用技術センターを訪問され

たことも大変よく覚えておいででありまして、

本県は森林・林業県であると、大変印象深く覚

えていただいたのではないかなと思っていると

ころであります。
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一方で、長期的な木材価格の低迷であります

とか、担い手の高齢化、森林の適切な更新と、

それに必要な苗木が不足をしているということ

など、さまざまな課題も抱えているところであ

ります。

御指摘がありましたように、先日、第１期の

完成披露式が行われました中国木材の日向工場

や、木質バイオマス発電施設の稼働、海外への

木材輸出の増加など、本県の林業が新たな飛躍

のチャンス、新たな時代を迎えているというふ

うに考えておるところであります。これらを絶

好のチャンスと捉えまして、森林資源を最大限

有効活用することはもちろんでありますが、本

県の豊かな森林を次世代にしっかりと引き継い

でいけるよう、「伐って、使って、すぐ植え

る」という森林資源の循環利用や、本県の今後

の林業を支える人材育成などに積極的に取り組

んでまいりまして、日本林業のトップランナー

として、本県林業の成長産業化を図ってまいり

たい、そのように考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。一時

期、杉の価格が7,000円を割って、国有林の出荷

調整をお願いした時期もありました。この数年

で、状況は本当に大きく変わってきておりま

す。森林・林業業界も、ようやく日が差してき

たと思います。知事の答弁のように、本県を代

表する成長産業になると思います。

また、本県は24年間連続して、杉素材生産日

本一の座を維持しております。木材産業のさら

なる発展のためには、素材生産量を拡大する必

要もあり、伐採も大きく進んでくるのではない

でしょうか。そこで、長期的な成長産業化の中

で、原材料となる森林資源の計画的な再生、す

なわち再造林が必要不可欠であります。どのよ

うに取り組まれるのか、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 資源循環型の

林業を実現するには、伐採跡地の確実な再造林

を推進していくことが大変重要であります。こ

のため、再造林対策としまして、国の森林整備

事業による支援、さらに水源涵養機能等の高い

森林につきましては、森林環境税を活用した上

乗せ補助を実施しまして、森林所有者の負担の

軽減を図っているところでございます。また、

苗木生産施設の整備支援等によりまして、再造

林に必要な苗木の安定供給を図りますととも

に、通年植栽が可能なコンテナ苗を活用しまし

て、「伐ったら、すぐ植える」一貫作業システ

ムの構築による省力化を推進することとしてお

ります。これらの取り組みを総合的に推進する

ことによりまして、再造林をしっかりと進めて

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今、持続的な森林経営を進め

ていくために、これまで減少してきた苗木生産

量あるいは人員確保に取り組むというお話でご

ざいました。苗木安定供給推進事業により、平

成32年度には現在の約1.5倍まで苗木を増産する

とされておりますけれども、具体的にどのよう

に進めていくのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、杉

を中心とします人工林が収穫期を迎えておりま

して、再造林を円滑に進めるためには、５年後

の平成32年度には、現在より200万本多い約620

万本の苗木が必要になると予測しております。

このため、お尋ねの苗木安定供給推進事業で

は、苗木のもとになる穂木を採取する県の採穂

園の再整備、さらには民間の苗木生産施設整備

に対する支援を行うこととしております。さら

に、穂木の採取や優良苗木を生産するための技
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術研修等を実施することによりまして、必要と

なる苗木の増産を図ることとしております。

○松村悟郎議員 苗木生産を続けますけれど

も、高鍋町には県の採穂園があります。この採

穂園も母樹が大変古くなり、植えかえに早急に

取り組む必要があると伺っております。母樹育

成には10年程度必要であるとも伺っておりま

す。そこで、高鍋採穂園の再整備はどのような

内容のものなのか、環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（大坪篤史君） 農業大学校に

隣接します県の採穂園は、面積が約７ヘクター

ルありまして、平地にあるという立地条件のよ

さなどから、穂木の重要な採取拠点となってお

ります。しかし、穂木のもととなります母なる

木、母樹が年数を経て高くなり過ぎまして、穂

木の採取が困難になってきておりますので、今

後３年間の事業期間で、母樹の更新を図りたい

と考えております。具体的には、現在の母樹を

順次伐採、撤去し、整地した後に、優良品種や

花粉の少ない杉苗を植栽して、将来の母樹を養

成することといたしております。

○松村悟郎議員 次に、国民病と言われる花粉

症対策として期待されております、花粉症対策

杉品種の苗木出荷が始まっております。ただ、

造林用苗木出荷量約400万本のうち、花粉の少な

い杉の品種であります高岡署１号は、約70万本

と伺っております。花粉の少ない苗木生産の取

り組みについて、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 花粉の少ない

苗木につきましては、平成25年度に全国で約200

万本が生産されておりますが、国では29年度ま

でに1,000万本とする目標を掲げております。そ

のうち本県では約300万本の生産要請を受けてい

るところでございます。県としましては、森林

環境税を活用して、花粉の少ない杉品種の苗木

代の一部を支援するとともに、今回の苗木安定

供給推進事業によりまして、県の採穂園での花

粉の少ない杉品種の母樹の養成等を通じて、生

産拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願いしてお

きます。

次に、公共工事関連の質問をいたします。

まず、災害復旧事業についてであります。昨

年の６月、梅雨入りと同時に、宮崎県にも局地

的な集中豪雨がありました。川南町平田川流域

は大きな被害を受けました。農業ハウス、太陽

光発電所、製材工場など大変な被害がありまし

たが、幸いにも人的被害はありませんでした。

またことしも梅雨時期に入り、地域の住民の方

も心配されております。そこで、平田川におけ

る災害復旧事業の進捗状況について、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 平田川につき

ましては、被災した16カ所全てで災害復旧に取

り組んでおりまして、その事業費は約５億4,000

万円となっております。このうち既に８カ所が

完成をしておりまして、６月中にはさらに７カ

所が完成する見込みとなっております。残りの

１カ所につきましては、計画延長984メートルの

うち、用地買収を行う必要がない上流側684メー

トルの区間につきまして、既に護岸工事を進め

ております。用地買収が必要な下流側300メート

ルの区間につきましては、用地買収が終わり次

第、速やかに工事に着手することとしておりま

す。また、河道内の堆積土砂につきましては、

県の単独事業により、再び越水するおそれのあ

る箇所について約3,000立方メートルの除去を完
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了したところでございます。

○松村悟郎議員 もう一息というところでござ

います。地域の方が大変心配されていた堆積土

砂も取り除いていただいたようでございます。

ありがとうございます。

それともう一つ、平田川の被害の一因とし

て、農業用水の堰がございますけれども、この

老朽化と堰の上流部からの越流、これも大きな

要因ではなかったかと思います。そこで、堰の

改修に係る県の支援策について、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にあり

ました堰の改修につきましては、堰の規模や受

益面積等から考えますと、用排水施設等整備事

業などの国庫補助事業や交付金事業等の活用が

想定されます。県といたしましては、今後、地

元から具体的な改修の要望がありましたら、市

町村としっかり協議をしてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 地域の方の思いも、今少しず

つ上がってきているようでございますので、お

話があるようでしたら、御支援のほうよろしく

お願いしたいと思います。

次に、国道10号の改良工事についてでありま

す。

一時期工事がストップしていた一ツ瀬川にか

かる日向大橋を含む新富バイパスも、着実に工

事が進んでいるようです。一方、高鍋町堀之内

地区における付加車線整備工事は、一部のみが

完成したままとなっております。それぞれの整

備状況につきまして、県土整備部長にお伺いし

たいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 国道10号の整

備につきましては、国の直轄事業として進めら

れているところでございますが、まず、新富バ

イパスにつきましては、全体延長約4.8キロメー

トルのうち、現在、約2.3キロメートルが供用さ

れております。本年度は、昨年度に引き続き日

向大橋の上部工工事などを進めることとしてお

り、平成29年度には日向大橋を含む約1.8キロ

メートルを供用する予定と伺っております。県

といたしましては、今後とも着実に整備が進み

ますよう、国に働きかけてまいりたいと考えて

おります。

次に、高鍋町堀之内地区の下り方向の付加車

線につきましては、平成19年度に事業化された

ところでありますが、その後、平成22年に東九

州自動車道が高鍋インターチェンジまで供用さ

れ、この時点で延岡までつながるめどがついて

きたことから、事業の必要性を再検証するた

め、平成23年度に休止したと伺っております。

○松村悟郎議員 新富バイパスの完成で、本当

に交通渋滞も少なくなってくると思いますし、

地域間交通アクセスの利便性は飛躍的によくな

ると思います。もうすぐということでございま

す。

また、休止している高鍋町堀之内地区の工事

につきましては、地域からの強い要望もあるよ

うでございます。海岸線に近い、避難のために

は本当に有効な道路でもあります。さらには、

交通渋滞もあるようでございます。地元自治体

からの要望等も、これからあるようでございま

すので、自治体と一体となって国への要望、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、橋梁のかけかえについてであります。

高鍋町が管理をしております高鍋町小丸川に

かかる潜水橋の竹鳩橋のかけかえについてであ

りますが、これまで私も何回か質問してまいり

ました。県当局の御尽力もあり、県と国土交通

省九州地方整備局、そして高鍋町との３者によ
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るかけかえの協議が進められております。そろ

そろ協議のほうもまとまるころではないのかな

と、私もひとり思っておりますけれども、その

進捗状況について、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（図師雄一君） 高鍋町が管理

する竹鳩橋は、小丸川にかかる潜水橋であり、

かけかえを行うには大規模な工事となることか

ら、財源の確保や橋梁の形式などさまざまな課

題があると認識しております。このような課題

解決の協議の場として、高鍋町、国土交通省及

び県の３者で「高鍋地区道路検討会」を平成25

年９月に設置したところであります。これまで

に、検討会を２回、その作業部会であるワーキ

ングを４回開催しており、数多くのかけかえ案

について、橋の利用状況、建設コスト、河川計

画との整合性など、さまざまな視点から検討を

行い、現在、絞り込みを行っているところであ

ります。県といたしましては、国と連携を図り

ながら、高鍋町に対して引き続き必要な助言を

行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 事業主体は高鍋町ではありま

すけれども、今後、国との協議や、かけかえに

ついての情報も含めまして、県のほうでも積極

的に支援をお願いしておきたいと思います。

次に、公立病院への支援についてでありま

す。

民間病院も少なく、医療サービスを受ける機

会の少ない地域にとりましては、急性期や慢性

期など地域医療を担う公立病院の役割は大変重

要なものと言えます。公立病院は、市町村に

とっては財政的に大きな負担にもなっておりま

すが、地域住民の強いニーズもさることなが

ら、住民への医療提供を確保するため、存続・

維持していかなければなりません。そこで、公

立病院に求められている役割について、また市

町村立病院の現状と課題について、総務部長に

お伺いします。

○総務部長（成合 修君） 公立病院には、民

間病院との適切な役割分担のもと、安定した経

営を維持しながら、その地域に必要な医療を提

供することが求められております。また、民間

病院では対応が困難な僻地医療や、採算がとれ

にくい医療分野の提供を初め、医療スタッフの

教育研修や、住民の健康保持のための公衆衛生

活動などの役割が期待されているところであり

ます。

次に、市町村立病院の現状についてでありま

すが、県内には都農町立病院を初め13の市町村

立病院がございます。平成25年度の決算により

ますと、そのうち８病院が経常収支において赤

字を計上しております。経営状況の改善が大き

な課題となっているところでございます。ま

た、医療スタッフ、医師の不足や施設の老朽化

に伴う更新・建てかえの財政的負担などの課題

を抱えていると認識しているところでございま

す。

○松村悟郎議員 児湯管内でも、都農町の公立

病院が施設の老朽化から建てかえを検討してい

ると伺っております。老朽化した市町村立病院

の建てかえを行う場合に、県はどのような支援

を行っているのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 先ほど御答弁いた

しましたとおり、公立病院としての役割を果た

すためには、何よりも、病院が安定した経営を

維持していくことが重要でございます。このた

め県では、各病院の経営状況を把握し、情報提

供や助言を行っているところであります。特

に、御質問の建てかえ等に伴い財源を確保する
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ための起債の協議では、直接、市町村から経営

状況や収支計画等について説明を受けて、内容

を確認するとともに、国の交付税などの措置が

受けられるよう、助言等を行っているところで

あります。今後とも、市町村立病院としての役

割を確実に果たしていけるよう、さまざまな機

会を捉えまして、必要な支援を行ってまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 地元の抱える医療サービス、

医療ニーズには、本当に丁寧に相談に乗ってい

ただきながら、御支援をお願いしたいと思いま

す。

時間でございます。以上で一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、日高博之議員。

○日高博之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の日高博之でございま

す。子供のときからお世話になっている地元の

皆様に、きょうは傍聴に来ていただいておりま

す。本当にありがとうございます。悪餓鬼だっ

た私も、今や県議会の議場で一般質問をするま

でになりました。本当にありがとうございま

す。

そして、きょうは初めての一般質問というこ

とで、かなりしびれていますが、私の思いを精

いっぱいぶつけていきたいと思います。知事部

局の皆様には、最後までおつき合いのほどよろ

しくお願いいたします。

それでは、通告書に従い順次お伺いいたしま

す。

まずは、風土ビジネスについてでございま

す。

知事が掲げます片仮名の「フードビジネス」

は、平たく言うと、本県の基幹産業であります

農林水産物を生産・加工・販売と６次産業化し

付加価値をつけ、外貨を稼ぐ成長産業にしてい

こうとする新たな挑戦だと思います。私の

「風」と「土」の「風土ビジネス」は、私の師

でございます、東京財団週末学校の吉本哲郎先

生が提唱した「地元学」の定義がございまし

て、「風」はよその人、「土」は土地の人で、

役割は、よその人は客観的に提言をする役目で

あるが決定権はない、土地の人は、自分たちの

町をどうにかしたいという熱意がある人で、最

終の決定権は持ちます。地元に住んでいる我々

は、意外に、自分たちの住んでいる町の足元に

眠っている資源や宝を見過ごしてしまいがちで

す。それをよその人と一緒になって新たな視点

で町を元気にしていく。キーワードは「ないも

のねだりからあるもの探し」、そこから始まっ

た川南の物語を紹介いたします。

川南の熱意を持った職員が、町を元気にし

たいという思いから、吉本先生に「川南を元

気にしていただきたい」と直談判し、来ても

らうことになった。第一印象は、「何もな

い」。ないなら、川南は「川」という文字が

つくから、川清掃から始めたらということ

で、当時は川上にある豚舎や鶏舎からの汚水

が問題になっていたが、その職員の熱意に引

かれ、川清掃の輪が広がり、定期的に行うに

つれ、いつの間にか汚水問題も解消され、昔

ながらに川遊びができるほどになった。

しかし、本来の目的は、町を元気にするこ

と。地元学の視点でもう一度川南町を見詰め

直すと、違った姿が浮かび上がった。川南は

全国でも有数の農業生産額を誇る。米や野菜

はもちろんのこと、畜産は畜産王国、日向灘

に面する通浜の漁港はマグロの水揚げ港とし

ても名高い。アジ、タイ、金フグ、サワラな

ど、春になるとマグロやカツオが水揚げされ
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る。農水産物の宝庫である。しかし、農水産

物が持つ潜在能力に地元の人は気づいていな

かった。

そこで、地元学の発想で資源を見直し、地

域にあるものを組み合わせる戦略に。その戦

略は、長い川南の歴史の中で唯一つながるこ

とのなかった漁師と農家をつなげて、共通す

る「食」を切り口に何かできないか。キー

ワードは「山と海の連携」である。しかし、

すぐに壁にぶつかり、漁師と農家にはほとん

ど接点がなく、敵と味方という感じで、とて

も友好とは言えない状況であった。そこで、

吉本先生のアイデアをおかりし、漁師と農家

が集まる飲み会を立ち上げた。それが今も継

続している「四季を食べる会」である。何度

か繰り返すうちに、漁師と農家の人たちがそ

れぞれの自慢の料理を物々交換するようにな

り、ゴングリの酢の物や金フグの海水煮、夏

野菜と地鶏のコロッケなど、知らない料理が

次から次へと出てくるようになり、職員は町

が持つ潜在能力を改めて知らされることに

なった。

次に試みたことは、両方持ち寄りで全国ど

こにもない最高の鍋をつくろうということに

なり、山のもの、海のものがふんだんに入っ

た「10マイル鍋」ができ上がった。ここまで

来るとアイデアは幾らでも出てくる。隣が高

鍋町、「あっ、高鍋は文字どおり鍋の町だ。

鍋合戦をやろう」、高鍋も賛同し、とんとん

拍子で第１回鍋合戦を舞鶴公園で開催し、そ

こには全国からテレビ局が押し寄せ、今では

児湯５町も加わり、２万2,000人もの人が押し

寄せるまでになっている。

「何もない」から始まったこのことが、川南

に元気をもたらしたことは言うまでもありませ

ん。足元に眠っている資源を掘り起こし、風土

ビジネスにつなげた物語です。こういった食を

含めた地域資源を、ストーリー性を持たせて活

用する風土ビジネスにより、地域おこしをすべ

きと考えますが、知事の感想をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問とし、以下、質問は質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

風土ビジネスについてでありますが、お話を

伺いながら、私も、総務省に入りましたときに

先輩から言われた「風土」という言葉を思い出

しておったところであります。今、御指摘があ

りましたように、総務省から地方に出向した人

間を「風」の人間とし、地元の皆様を「土」と

いうことで、「風」と「土」が手を携えること

により、「風土」、地域づくりが進むというこ

とで、互いの視点や気づきの違いを地域づくり

に生かしていく、そのような教えということで

受けとめておったところでございますが、今お

話を伺いながら、外から来た人間が独善的に

突っ走るのではなく、地元に根差した、地元の

宝を生かしていくこと、そこに地域づくりのヒ

ントがあるということ、その戒めでもあるとい

うことを改めて感じたところであります。

今、御指摘がございました川南の事例、私も

「四季を食べる会」に妻と参加をしたり、また

鍋合戦なども参加をさせていただきましたが、

その成り立ち、かかわった方々の強い思いとい

うものを実感したところでありますし、足元の

宝を磨き、外部の視点も生かしながら、ストー

リー性を持って地域住民みずから地域おこしを

行うということで、すばらしい取り組みであろ

うかと思っております。
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今、全国で地方創生が叫ばれておるわけであ

りますが、地域の資源を生かして、地域の住民

が一体となって個性豊かな魅力ある地域づくり

を行っていく、そこに尽きるのではないかと

思っております。御指摘のありましたような、

地域の資源を生かした魅力づくり、風土ビジネ

スということに、本県としてもしっかり取り組

んでまいりたい、大変重要な視点であると考え

ておるところであります。以上であります。

〔降壇〕

○日高博之議員 ちなみに、第１回の鍋合戦

は、県からポスター作成料とかシャトルバス代

として20万ほどしかいただいていない、いわゆ

るゼロ予算事業というようなことでありまし

た。鍋合戦で、知事もごらんになったというこ

となんですが、よろいを段ボールでつくったり

して、いい年の人たちが地域の主役となって盛

り上げている姿に、私は感動しました。経済が

元気なだけでなくて、自然も元気で、人も元気

のある新しい宮崎時代を知事には築き上げてほ

しいと思います。

続きまして、防災・減災についてでございま

す。

県が一昨年10月に発表した、南海トラフ地震

・津波及び被害の想定では、最悪の場合、県内

全体で３万5,000人の犠牲者が出、うち日向では

１万5,000人の犠牲者が出ると想定されておりま

す。本年３月には、南海トラフ地震対策特措法

に基づく津波避難対策緊急事業計画について、

内閣総理大臣の合意を得ることができまして、

避難施設等の整備に係る国庫負担率のかさ上げ

などの財政支援を受けられることになりまし

た。本県でも昨年、宮崎市や延岡市、日向市な

どが地域指定を受けております。その間、知事

も再三再四、国へ陳情に伺ったというふうに聞

いております。その証左だと私は思っておりま

す。敬意を表するわけでございますが、想定さ

れる南海トラフ巨大地震の対策の重要性につい

て、知事はどのように考えているのかお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震・

津波の本県における被害想定におきましては、

死者数が約３万5,000人、建物の全壊棟数が約８

万9,000棟となっておるところであります。あの

未曽有の被害をもたらしました東日本大震災と

重ね合わせましても、戦慄を覚えるような大変

な被害規模であろうかと考えております。防災

対策は、県の最重要課題であります。中でも南

海トラフ巨大地震につきましては、被害を最小

化するための「新・宮崎県地震減災計画」を策

定しますとともに、大規模な総合防災訓練を、

平成25年度は県央で、26年度は県北で実施した

ところであります。本年度は８月に県南で実施

を予定しております。さらに、大規模災害が起

こった場合の対策の司令塔としての機能を果た

し得る防災拠点庁舎の整備にも着手しておると

ころでございます。今後とも、今回の補正でお

願いをしております総額30億円の大規模災害対

策基金も活用し、巨大地震の対策を、県、市町

村、国、さまざまな主体が連携しながら、ス

ピード感を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 ありがとうございます。

先ほど申されました肉付け予算の目玉の一つ

に挙げられた30億円の大規模災害対策基金につ

いて、沿岸部の自治体が建設を進める津波避難

タワーの財政支援、常在危機の意識啓発、防災

訓練の強化など、ハード・ソフト両面からの災

害対応力の強化をしていくとのことですが、具

体的に、今回の大規模災害対策基金の拡充によ
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り、今後、県としてはどのように災害対策に取

り組んでいくのか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

対策基金につきましては、南海トラフ巨大地震

を初め、風水害、土砂災害、火山災害などから

県民の生命や財産を守り、本県の総合的な災害

対応能力のさらなる強化を図るという観点か

ら、今回、基金の拡充を行い、総額30億円と

し、防災・減災対策を今後５年間で集中的に実

施するものでございます。事業の実施に当たり

ましては、４本の柱で構成しておりまして、１

点目に「人づくり」として、県民への防災啓発

や防災士の養成、２点目に「避難の確保」とし

て、津波避難タワー等の整備支援、３点目に総

合防災訓練の強化などの「災害対応力の強

化」、４点目に「広域連携体制の充実・強化」

に取り組むこととしております。あわせまし

て、東日本大震災被災者等の支援につきまして

も、引き続き実施していくこととしておりま

す。

○日高博之議員 ありがとうございます。

次に、津波避難タワー等の施設整備に対する

支援についてでございますが、大規模災害対策

基金の使い道としては、今答弁がありました災

害対策事業についても必要なことと思います。

しかし、今回、市や町が実施する津波避難タ

ワー等の施設整備では、多額の費用が必要と

なってまいります。確かに、事業を行う年度に

必要な市や町の一般財源を負担していただくと

いうことは、大変ありがたいことだと思ってお

ります。しかし、仮に公共事業債を活用した場

合、県が負担しようとしている費用は、事業全

体の3.3％であります。実質的に市や町が後年度

負担しなければならない費用は、事業費全体

の15％になります。県民の命を守るという観点

から、また事業の短縮などの促進を図る上から

も、県と市や町の負担割合を、できれば折半に

することができないでしょうか。今回の補正予

算に盛り込まれる津波避難タワー等の施設整備

に対する支援について、特に日向市は整備施設

数が12カ所、全体事業費が26億円で、うち国庫

負担率が３分の２としましても、約９億円の地

元負担が生じ大変であることから、今述べまし

たように、支援内容をさらに充実してほしいと

考えておりますが、危機管理統括監、再度お考

えをお聞かせください。

○危機管理統括監（金丸政保君） 南海トラフ

巨大地震につきまして、県ではこれまで、国に

対しまして市町村の財政負担の軽減を強く要望

してまいりました。その結果、津波避難タワー

等の整備については、国の負担割合が３分の２

に引き上げられるなどの措置が講じられたとこ

ろでございます。今回お願いしております補正

予算は、計画が進められております津波避難タ

ワー等の整備につきまして、市や町が国の交付

金や交付税措置のある地方債を活用してもなお

不足する財源を全額支援するというものであ

り、市や町にとって地方債の後年度負担はあり

ますが、整備時には負担を必要としない仕組み

としたものであります。県としては踏み込んだ

内容であるものと考えております。市や町に対

する財政上のさらなる支援につきましては、今

後とも引き続き、国に対して要望してまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 踏み込みの幅が足りないのか

なと思っております。知事が地元紙で述べたよ

うに、県も負担するのは、議論の積み重ね、30

億円でオーケーというわけではない、危機感を

持ってさらに進めるんだという強い意気込みを
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持っておられますので、今後の支援の拡充につ

いては要望とさせていただきます。

次に、スポーツランドみやざきの構築につい

てでございます。

私は、本県が取り組んでいるスポーツランド

みやざきは、ここまでは大成功だというふうに

感じております。県は今後の課題として、ス

ポーツランドみやざきのより一層の強化のた

め、全県化、通年化、多種目化を図る取り組み

を進めるとあります。今回は全県化に絞ってお

伺いをいたしますが、県は全県化についてどの

ように取り組んでいくのか、知事のお考えをお

聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たスポーツキャンプにつきましては、本県の地

域経済の活性化や情報発信などに大きな効果が

ありますことから、本県観光の柱の一つとして

位置づけまして、受け入れ地域の全県化や受け

入れ時期の通年化、また、受け入れ競技の多種

目化に取り組んでいるところであります。御質

問の全県化につきましては、受け入れ実績の少

ない市町村に対しまして、先進事例の紹介や意

見交換、さらにはキャンプ時に必要な備品購入

の補助など、受け入れ環境の整備を行ってきた

ところでありまして、昨年度のスポーツキャン

プ・合宿の受け入れ実績は、21の市町村で17

万8,628人と、過去最高を記録したところであり

ます。県としましては、今後ともこれらの取り

組みを継続しますとともに、市町村と連携した

スポーツキャンプの誘致や、市町村の枠を超え

た広域での受け入れについて調整を行うなど、

さらなるスポーツキャンプの全県化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

○日高博之議員 キャンプシーズンになります

と、宮崎にはプロ、アマ問わず多くの球団やア

スリートがやってまいります。ことしは、沖縄

県・宮古島で長年春季キャンプを行っておりま

したオリックス・バファローズが清武にキャン

プ地を移動するなど、本県のスポーツキャンプ

の優位性を再発信できたこと、また経済効果が

上がったこと、これについてはうれしい限りで

あります。やはり、プロ野球の１軍が即経済効

果に結びつくことは、私が言うまでもございま

せん。しかし一方で、もう宮崎市周辺にプロ野

球の１軍を受け入れる施設はない。そういった

中で、日向市は、10年ぶりに東北楽天イーグル

スの２軍がお倉ヶ浜野球場で春季キャンプを

張ってにぎわいました。２軍であれ、プロの集

客能力はすごいなと、改めて実感をしたところ

であります。整備がおくれています野球場につ

きましては、日向市が、外野スタンド両翼の拡

張、ブルペンの整備、バックネット裏の改修を

模索しているようであったり、野球場の名称

も、「日向」という名前にちなんで「日本のひ

なたスタジアム」にしようという議論もされて

おるようでございます。そこで知事にお伺いし

ますが、楽天を第一候補にプロ野球球団を日向

に誘致し、スポーツキャンプの全県化に、より

一層力を入れるべきだと思いますが、知事のお

考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今年の春季キャンプで

は、御指摘のように、新たにオリックス・バ

ファローズの１軍キャンプが宮崎市で、そして

東北楽天ゴールデンイーグルスの２軍キャンプ

が日向市で実施されるなど、プロ野球は２軍を

含めて７球団が本県でキャンプを実施したとこ

ろであります。その結果、観客数、経済効果は

過去最高を記録したところでありまして、その

効果の大きさを改めて実感したところでありま

す。２月は宮崎市内もホテルがとりにくい状況
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になったということでありますし、タクシー

も、「よかった」といつも運転手さんから話を

聞くところであります。このような中、新たな

プロ野球球団が日向市でキャンプを実施すると

なれば、スポーツキャンプの全県化を目指すス

ポーツランドみやざきの推進にも弾みがつき、

また、日向市への経済効果も大変大きなものが

あろうかと考えておりますので、県としまして

は、今後とも日向市と連携をしながら、プロ野

球球団の誘致に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○日高博之議員 ありがとうございます。知事

にお会いすると、いつも野球の話になってしま

いまして、議員の日高というよりも野球の日高

で覚えてもらっているところが否めないんです

が、今の答弁の感想としましても、野球に熱心

な知事だなと受けとめておりますので、これか

らもどうぞよろしくお願いいたします。

次に、スポーツメディカルについてでありま

すが、現代のプロスポーツ界には大変重要な

ツールとなっております。県はその重要性を先

取りした形で、宮崎大学と連携して、スポーツ

メディカル支援事業に取りかかっていることは

評価するものでありますが、半年ほど前に事業

化されたばかりで、ＰＲが十分ではありませ

ん。東京オリンピック・パラリンピックのキャ

ンプ誘致や11年後の国体、もっと言えば、九州

全体、また海外からのアスリート養成など、将

来的にスポーツメディカル機能をさらに充実し

ていく必要があると思いますが、商工観光労働

部長のお考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では、

他県との差別化を図ることを目的としまして、

昨年度より宮崎大学医学部と連携し、本県で合

宿するチームの選手等を対象に、機器利用を一

部助成するスポーツメディカル支援事業を行っ

ております。この事業は、宮崎大学医学部附属

病院のスポーツメディカル機器を使用し、筋力

測定や俊敏性測定などさまざまな項目の検査を

行うことによりまして、けがの防止や障がいの

早期発見はもちろんのこと、身体の長所や短所

の把握により、パフォーマンスの向上にもつな

がることが期待できると考えております。昨年

度は、陸上選手等15名の利用があったところで

ありますが、今後、各競技団体等へ積極的にＰ

Ｒを行うことにより、利用者の増加を図り実績

を積むことで、キャンプ地としての魅力を高

め、ナショナルチームやジュニア代表チーム等

の一層の合宿誘致につなげてまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 本県の強みとして生かしてほ

しいなと思っております。

また、メディカル部門と並んで、スポーツで

重要なのは「食」であります。今のスポーツ界

は、私どもの時代と違い、最高のパフォーマン

スが求められている選手が、どういった食事を

とれば能力を100％近く発揮できるのか。また、

短期間で疲れをとることが求められるプロ野球

選手ならではの疲労回復メニューなど、管理栄

養士がサポートし、選手一人一人に合わせた食

事をみずからが選択できるよう、カウンセリン

グや栄養相談に力を入れている球団もございま

す。御紹介しますが、特に日本ハムグループで

は、製品の研究・開発に力を入れております。

「食とスポーツで健康を育てよう」をテーマ

に、北海道日本ハムファイターズ、セレッソ大

阪に、科学的知見に基づいた栄養サポートを

行っております。県も、宮崎の豊富な農産物

を、科学的な知見も入れながらアスリートフー

ドの商品開発に具体的に取り組む必要性は高い
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のではないかと感じております。そこで、ス

ポーツでは食が重要でありますから、アスリー

トフードについて、県としての取り組みを商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 御指摘の

とおり、スポーツにとって食は極めて大事な要

素であるというふうに思っております。県では

今年度、アスリートをより深く理解し、食のサ

ポートを実践できるアスリートフードマイス

ターを養成するための講座を実施しており、５

月末時点で延べ68名に受講していただいており

ます。また、県栄養士会と連携してアスリート

フードメニューの開発を進めており、今年度

は、観光関係団体やスポーツ競技団体等を対象

とした研修会の開催や、作成したメニューを県

内宿泊施設で提供できる体制の整備に取り組ん

でいるところでございます。このような取り組

みは、本県でキャンプを実施するアスリートの

パフォーマンスの向上につながり、本県のキャ

ンプ誘致において他県との差別化を図る有効な

手段となりますことから、今後、より一層充実

してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 アスリートフード、これも

フードビジネスということでつながっていく部

分もございますので、横の連携をとりながら

やっていただければと思っています。商工観光

といいますと、やはり明るく、夢を持ってやっ

てほしいと思いますので、部長、よろしくお願

いいたします。

次に、国体についてでございます。教育長、

お願いします。

まず、昨年19位という成績について、教育長

はどのように総括されているのかお伺いいたし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 昨年の長崎国体が19

位でありましたし、４年連続で目標順位を達成

できており、本当に感謝いたしております。こ

れは、少年種別で確実に得点をとり続けている

こと、少年種別で頑張った選手が成年種別に

移って、また上位入賞を果たしてくれたこと、

それから、職域のチームが団体競技で好成績を

とってくれたこと、こういう結果であると思い

ます。また、かつて本県は天皇杯順位が連続で

最下位という時代がありました。そのことをば

ねに、地道でひたむきに汗を流していただいた

先人の皆様方の並々ならぬ御苦労や御努力があ

りまして、その汗が今の成果に結びついたと考

えております。今後も、県民の皆様に元気、勇

気、感動を届けられるよう、関係団体等とより

一層連携を深め、競技力の向上に努めてまいり

ます。

○日高博之議員 先日行われました県民総合ス

ポーツ祭に伺わせていただきましたが、いま一

つ盛り上がりに欠けるのではないかなという印

象を受けてしまいました。私も以前は、ソフト

ボールで何度か開会式に参加させていただいた

のですが、開会式は、木の花ドームの周辺で行

われますソフトボール競技に参加される選手が

ほとんどで、あとはブロックの役員さんや自治

体の担当職員ということで、宮崎県最大のス

ポーツの祭典にしては、もう少し工夫ができな

いものかなと。また、知事からも今議会の冒

頭、報告がありましたとおり、４月17日に、

国、体育協会、また障がい者スポーツ協会のほ

うに陳情に伺っておられます。それだけに、地

元の盛り上がり、ソフト面というところが必要

ではないかなと思っております。私も競技会場

で幾つか地元の応援に駆けつけましたが、競技

者のみで、私のように競技の合間を縫って駆け

つけるような人もいなかった。現実的に難しい
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面も正直ございます。私は、どうにか、県民が

その地域の代表で出た選手、団体を応援し、

もっともっと盛り上がる県民総合スポーツ祭に

ならないものか、そして競技力向上もあわせて

できないものかと考えておるところでございま

す。

私の地元の日向市で、市の体育協会の幹部の

皆さんと膝を交えて、県民総合スポーツ祭を盛

り上げることについて話をいたしました。宮崎

国体では、優勝するという大きな目標を掲げ、

競技力の向上を図るべきだとの意見が大半を占

めました。具体的な妙案としては、ブロックご

とにポイント制を採用して一体性を持たせれ

ば、全てがクリアできるのではないかというこ

とにおさまったわけであります。２巡目の国体

に向けて、みやざき県民総合スポーツ祭をさら

に盛り上げていく必要があると思います。今後

どのような取り組みをしていくのか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「さわやかで輝いた

笑顔が見られるよう、正々堂々と戦います」、

開会式の宣誓でありますが、県民総合スポーツ

祭は、障がいのあるなしにかかわらず、そして

若い方から90歳代の方まで、広く県民の皆様に

スポーツを普及し、体力の向上はもとより、生

きがいづくり等を目的として開催いたしており

ます。今後、２巡目の国体に向けては、何より

スポーツに対する関心を高めることが大切であ

り、県民総合スポーツ祭のような裾野を広げる

取り組みが大事であると考えております。かつ

てポイント制で実施した県民体育大会、そして

広がりを持たせやっている現在の県民総合ス

ポーツ祭、そのどちらもよさがあると思います

ので、他県の取り組みも参考にしながら、どう

盛り上げるか、一層盛り上がるように工夫を検

討してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 整合性を持って、どっちにす

るのかということで、うまくまとめてほしいな

と思っております。

関連して、２巡目の国体に向けて、本県の競

技力向上についてはどのように考えておるの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、競技団

体、学識経験者、市町村などによる競技力向上

推進本部を設置し、オール宮崎の取り組みとし

て、優秀な選手を集めた合同合宿などの選手の

育成強化、指導者の県外派遣や教員の特別選考

などの指導者の養成・確保、充実した医学的サ

ポート体制づくりなど、総合的な強化策に取り

組んでおります。また、新たに今年度より、若

年層からの強化策として、小学生段階からの有

望選手の発掘・育成、女性アスリートが活躍で

きる環境整備として、その指導者への講習会の

開催や、大会に参加するママさんアスリートへ

の支援などを行うことといたしております。こ

のような取り組みを一層強固にするとともに、

さらなる工夫を行い、競技力の向上に積極的に

取り組んでまいります。

○日高博之議員 国体に向けて、ハード面も大

切ですけれども、ソフト面の充実は何よりも大

切だと。お金では買えないものがありますの

で、岐阜県の事例なども参考にして、２巡目の

国体に向けて積極的に取り組んでもらいたいと

思います。

次に、地方創生による日向圏域の発展性につ

いてであります。

まず、国道327号の整備についてであります。

この道路は、日向市から美郷町、諸塚村を経て

椎葉村に至るまでの道路で、森林文化と黒潮文

化を結ぶ道路と言えます。日向市に住まわれて
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いる方のおよそ半分は入郷出身とも言われてお

り、まさに山と海をつないでおります。日向市

と入郷地域を切り離しての発展はなく、日向圏

域の交通連携、産業や経済活動を支えている重

要な道路であり、沿線市町村の災害時の緊急物

資の搬送路などとしても機能する、圏域住民の

「命の道」でもあります。さらに、南海トラフ

巨大地震が危惧される中、避難や後方支援地区

と沿岸部を結ぶ生命線道路としての機能もある

と考えております。また、知事も自民党宮崎県

連大会の来賓挨拶で、「宮崎の地方創生の特効

薬は基盤整備です」と力強く挨拶をされ、河村

建夫衆議院予算委員長に陳情されるなど、積極

的に国の予算獲得に動いておられます。つきま

しては、このような国道327号の重要性を踏ま

え、当路線の道路整備についてどのように取り

組まれていくのか、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（図師雄一君） 国道327号につ

きましては、県内区間延長約71キロメートルの

うち、約59キロメートルは２車線での整備が完

了しております。残る未改良区間約12キロメー

トルについては、諸塚村古園、椎葉村佐土の谷

及び尾平の３地区で整備を進めており、このう

ち古園地区については、今年度完成供用する予

定であります。また、東九州自動車道のアクセ

ス道路として、日向市永田から日向インター

チェンジを経由し国道10号に接続する4.5キロ

メートルの区間を、国道327号のバイパス道路と

して計画しております。このうちインターチェ

ンジから東側の国道10号までは昨年完了し、今

年度からは、西側の３キロメートル区間につき

まして、永田バイパスとして事業に着手したと

ころであります。本路線は、地域経済を担う重

要な幹線道路であり、緊急輸送道路にも指定し

ていることから、今後とも、事業区間の早期完

成を目指し、鋭意取り組んでまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 ありがとうございます。先ほ

ど言われました、新規に着手された永田バイパ

スにつきましては、一日も早い完成をお願いい

たします。今以上に日向市と入郷地域の結びつ

きが強化されることを期待いたします。

なお、木材搬出で今後、国道327号の交通量増

大が見込まれます。それも大型車が増加するこ

とから、沿道の交通安全が心配です。永田バイ

パスに着手されたばかりで、早急な対応は困難

とは思いますが、地元より要望がある、永田バ

イパスの次の区間である切通から「道の駅とう

ごう」間についても、途中急カーブで見通しの

悪い箇所があり、交通の支障になっている状況

がございますので、当区間の整備の必要性につ

いても認識していただきますよう要望して、国

道327号についての質問を終わります。

細島港についてであります。日向延岡新産都

市の産業を支える港として整備され発展をして

きたところであり、九州の扇のかなめとして大

変重要な港だと考えております。また、３月に

は東九州自動車道の佐伯―蒲江間が供用開始さ

れ、宮崎市と大分市が高速道路でつながったと

ころであります。４月には九州中央自動車道北

方―蔵田間が供用開始したところであり、九州

の西側が本当に近くなったなという感じがして

おります。そして近い将来、九州中央自動車道

が全面開通しますと、熊本方面からのコンテナ

量が見込め、港の利用促進や、それに伴い企業

誘致も図られるのではないかなと期待感が増し

ます。このように細島港は、高速道路とも連携

した物流の結節点として、非常に重要な港に

なってくると考えます。そこで、細島港をどの
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ように位置づけて、これまでどのような整備を

してきたのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港は、古

くから海上交通の要衝として栄え、地域の産業

や経済を支える港として重要な役割を果たすと

ともに、海路では、九州から首都圏や中部圏に

最も近いということや、国内と東アジアを結ぶ

航路の途中にあるという地理的優位性を有して

いることから、県におきましては、外国貿易を

中心とした「東九州の物流拠点」として位置づ

けているところであります。物流拠点といたし

ましては、特に岸壁、荷役機械、用地の３つを

充実させることが重要でありますので、これま

で、貨物船の大型化に対応した水深13メートル

の岸壁のほか、コンテナを積みおろしするガン

トリークレーンや、企業の立地に必要な工業用

地を整備するなど、国と連携して、九州の扇の

かなめとしての港湾機能の充実を図ってきたと

ころであります。

○日高博之議員 次に、細島港におきまして国

土交通省と県で整備を進めていました、水深13

メートルの大型岸壁を備えた国際物流ターミナ

ルが完成し、きのうもありましたが、今月28日

に供用開始式を行うことになっております。地

元を代表する私といたしましても、非常にうれ

しく思っているところであります。これまで細

島港におきましては、大型岸壁がこの国際ター

ミナルの対岸の国際コンテナターミナルにしか

なくて、大型船の利用に支障がないものかと心

配していたところであります。今回整備された

国際物流ターミナルにどのような効果が今後期

待できるのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港におき

ましては、大型貨物船に対応した岸壁として、

国際コンテナターミナルが整備されておりまし

たが、コンテナ貨物以外にも、石炭や原塩など

のばらの貨物、いわゆるバルク貨物が一緒に取

り扱われており、荷役の効率性向上が課題と

なっておりました。今回、バルク貨物を取り扱

う国際物流ターミナルを新たに整備することに

よりまして、バルク貨物とコンテナ貨物のすみ

分けが可能となり、荷役の効率化や、それに伴

う物流コストの低減などが図られると考えてお

ります。県といたしましては、これらの港湾整

備による効果と高速道路網整備との相乗効果

で、今後、新たな企業の進出や雇用の増加も期

待しているところであります。

○日高博之議員 国土交通省におきましては、

「くらしと経済を支えるインフラ」として、イ

ンフラのストック効果の顕著な事例、全国13事

例の一つとして、細島港の役割、重要性が、私

たち宮崎県民が考えている以上に高まってきた

なと考えておるところであります。まさに地元

では、細島港は日向市の宝であると言われてお

ります。

このような中、細島港では、中国木材株式会

社の進出などにより、工業用地のあきがなく

なってきております。日向市からも、利便性が

増した細島港に新たな企業を誘致するための用

地の必要性を訴えられているところでございま

す。私としましては、日向精錬所の沖合を港湾

用地として埋め立てし、拡大していくことがよ

いと考えております。そこで、今後、細島港を

どのように展開していくのか、県土整備部長に

再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港におき

ましては、これまでの整備が実を結び、中国木

材を初めとする多くの企業が進出してきたこと
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から、現在では、企業を誘致するための新たな

用地の確保が必要となってきております。ま

た、船舶のさらなる大型化への対応や、津波避

難対策などの防災機能の強化なども課題となっ

ております。このようなことから、現在、新た

な工業用地や大型岸壁の整備などを含む港湾計

画の改定に向けて取り組んでいるところであり

ます。県といたしましては、今後とも、さらな

る国際競争力の強化を図るとともに、安全で利

便性が高く、地域活性化に寄与できるよう、な

お一層の港湾機能の充実に取り組んでまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 この日向圏域、全国の地方創

生の成功事例に挙げられました。今、ここに予

算を集中してつぎ込むことが一番重要なことだ

ということは、一番知事が知っていると思いま

すので、どうぞこれからもよろしくお願いいた

します。

最後は、地域包括ケアシステムの構築につい

てでございます。

このシステムが目指すものは、高齢者が住み

なれた地域で在宅での暮らしを継続できる社会

の実現です。本当にハードルが高い制度で、理

想と現実のギャップが想像されると思います。

しかし、現実は厳しい状況で、厚生労働省が掲

げる地域包括ケアシステムと今回の介護報酬の

マイナス改定には、政策と財源に矛盾があると

しか私は考えられません。このまま何もしない

と、宮崎県は10年後の平成37年には後期高齢者

が20万4,000人となり、介護保険や老人医療に多

額の費用がつぎ込まれます。そうなってきます

と、本県の財政は硬直化して、インフラもかな

りおくれてしまい、また、国体でもありました

が、そういった予算もつぎ込めなくなるわけで

あります。このことを踏まえますと、福祉政策

は最重要課題でなくてはならないと思います。

そこで、地域包括ケアシステムを構築するため

に、地域ケア会議を全県下で実施するよう県が

積極的に支援していくべきだと考えますが、ど

のように取り組むのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域ケア会議

でございますが、多職種による個別事例の検討

などを行うとともに、地域共通の課題を把握

し、地域包括ケアシステムの構築につなげてい

くという重要な役割を担っておりまして、全て

の市町村が、その実施に努めることとされてお

ります。このため県では、平成25年度から26年

度にかけて、延岡市と串間市でモデル事業を実

施しまして、学識経験者等のアドバイスを受け

ながら、効果的な地域ケア会議開催のための研

修やマニュアルづくりなどを行ったところであ

ります。今後は、こうしたモデル事業の成果も

生かしながら、県下全域で地域ケア会議の充実

が図られるよう、専門的な助言を行います理学

療法士等の派遣や、県内外の先進事例の紹介、

情報交換の場の設定などの支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○日高博之議員 宮崎ならではの地域ケアシス

テムを構築してほしいなと。ほかの事例ではな

くて、宮崎県は宮崎県しかないんですから、宮

崎ならではの地域ケアシステムの構築をしてほ

しいなという観点であります。

次に、医療・介護では地域格差がどうしても

出てしまいます。格差の解消に向けて積極福祉

をお願いしたいところでありますが、医療・介

護の現場を支えるという面からは、看護師の存

在は非常に大きい。本県では、看護大学の学生

の定着率が約40％と高くありません。また、看

護資格を有しながら、何らかの事情で職につい
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ていない人材もいると言われておりますが、本

県の看護職員の現状について、再度、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 国が行う看護

師等業務従事者届によりますと、直近の数値で

あります平成24年12月31日現在の従事者数は２

万284人となっておりまして、人口10万人に対す

る看護師の数は全国第６位、准看護師の数は全

国第２位となっております。また、平成21年度

に策定した第７次看護職員需給見通しによる本

県の需給状況では、平成24年12月末の充足率

は、病院が96.7％、診療所が98.8％、介護保険

関係施設135.2％となっております。現状は以上

のとおりでありますが、今後、超高齢社会の中

で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進など

により、看護職員の需要は増大すると見込まれ

ますので、看護職員の確保は重要な課題である

と認識しております。

○日高博之議員 ありがとうございます。６年

前のデータで、これは６年たつと大きく変わっ

ていますから、国のデータもありますが、県の

データというのもしっかりとってやったほうが

いいと、私は思います。そういった情報を看護

協会と共有してほしい。そして、例えば、2020

年までに約700名の看護職員を増員するというよ

うな、具体的に数字を挙げた計画をつくること

も肝要だと感じております。そのためには、医

師や福祉の従事者、患者さんの間に立って、命

をつなぐ橋渡し役として大切な看護師の重要性

を、多くの県民に理解していただく必要もあり

ますし、働きやすい環境をつくる配慮も望まれ

ると思います。来る2025年に向けて、看護師を

確保していくために、ナースバンクを活用した

積極的な取り組みを進めるべきではないかと思

いますが、再度、福祉保健部長の御意見をお聞

かせください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 2025年に向け

ての看護職員の確保は、重大な課題であると考

えております。ことしの10月から、法律の改正

によりまして、看護職員の離職者が、県看護協

会に設置されておりますナースセンターに届け

出を行う制度が始まりますことから、離職者や

潜在看護師を幅広く把握して、ナースバンクに

よる就職あっせんや復職支援など、ニーズに

沿ったきめ細やかな対応を実施していくことに

しております。今後とも、新しい届け出制度の

周知とナースバンクのＰＲなどに取り組みまし

て、本県における確保対策を推進してまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 ナースバンクの構築をという

ことでありますが、きのう、医師の問題で清山

議員からありましたが、包み隠しなく、現状は

こうなんだという情報をダイレクトに出せるよ

うな体制をとってもらいたいなと私は思ってお

ります。

次に、地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域支援事業の充実を図るために、認知症施策

の推進が掲げられております。そこで、認知症

初期集中支援チームについて、現在の市町村の

取り組み状況はどうなっているのか、再度、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 認知症初期集

中支援チームは、認知症対策として有効とされ

ます早期の診断・治療につなげるため、認知症

が疑われる方を直接訪問して、専門医療機関へ

の紹介や生活環境の改善などの対応を行う組織

でありまして、今回の介護保険法の改正におい

て、平成29年度末までに全ての市町村に配置す

ることとなっております。この支援チームに

は、国が定める研修を受講した認知症サポート
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医や、保健師、看護師、介護福祉士などの専門

職を配置することが要件とされておりますた

め、現在、県内でこのチームを配置している市

町村はございませんが、県といたしましては、

この６月補正において、研修受講に対する助成

事業などを計上しているところであり、県内各

市町村での早期設置に向けて、積極的な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○日高博之議員 私も市会議員をしていたんで

すけど、日向市では、平成21年にオレンジプラ

ンというのが作成されて、次の新オレンジプラ

ンにつながったんですが、行政が中心になるん

じゃなくて、民間が中心で、６つの地域包括支

援センターが中心になって、医師や従事者（ケ

アマネ、看護師）だけではなくて、警察の方、

また自治会、民生委員、そういった人なども一

緒になって、地元にいる人的資源との協働で、

認知症の早期発見、また相談などに積極的に取

り組んできております。医師も積極的に取り組

んでおります。そういった積極的に取り組んで

いる市町村をモデルにして、それこそストー

リー性があるというよりも、プロセスを踏んだ

市町村の取り組みを宮崎モデルとして広める必

要があるのではないかなと思っておりますが、

福祉保健部長、その見解をお聞かせください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ただいま御紹

介のありました日向市など、県内では独自の方

法によって、認知症の早期診断、早期対応に向

けた活動に取り組み、さまざまな事例の検討や

ノウハウの蓄積を行っている市町村がございま

す。県といたしましては、これらの市町村を含

む県内外の先進事例の紹介や、情報交換を行う

場を設定しますとともに、認知症初期集中支援

チームの早期設置に向けた助成などによりまし

て、市町村における認知症対策の取り組みを支

援してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 ぜひそういった形で、前向き

にお願いいたします。

現場の声ですが、介護職員のたん吸引等の研

修について、希望者が受講しづらいとの声を聞

きました。そこで、今後、県としてはどういっ

た体制を充実していくのか、ここのところをお

伺いいたします。福祉保健部長、お願いしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護職員が、

たんの吸引等の医療的ケアを実施するに当たり

ましては、50時間に及ぶ講義やシミュレーター

を使った演習、さらには、実際の利用者に協力

いただく実地研修から成ります喀たん吸引等研

修を修了する必要があります。県では、平成23

年度からこの研修を実施してきておりますが、

専門の指導講師や実地研修の受け入れ先の確保

が課題となっております。また、この研修を実

施できる民間の研修機関の登録が進まないこと

もありまして、研修の受講機会が広がらない状

況にあります。このため、今後、関係機関にも

協力いただきながら、指導講師や実地研修の受

け入れ先の確保に努めますとともに、民間の研

修機関の登録拡大につきましても取り組んでま

いりたいと考えております。

○日高博之議員 民間のいわゆる社会福祉法人

とか医療法人というところと医師会という形

で、その辺を充実させていかないと、要介護３

～５の方でないと特養とかに入れないんですか

ら、たん吸引で夜中どうなったというときに間

に合いませんから、しっかりとお願いいたしま

す。

最後に、知事にお伺いしたいんですが、県政

運営において、地域包括ケアシステムの構築を

初めとする高齢者福祉施策は非常に重要な課題
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だと考えております。知事、どうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、全国を上回る

スピードで高齢化が進んでいるわけでありまし

て、高齢者の皆さんが、住みなれた地域で安心

して暮らし続けられる環境を整えていくこと

は、県政の課題の中でも大変重要なものであろ

うかと考えております。このため、医療・介護

のサービスや、さまざまな生活支援、介護予防

サービスなどが切れ目なく提供されます地域包

括ケアシステムの構築や、それを支える医療・

介護基盤の整備、人材の確保などに積極的に取

り組んでいく必要があると考えております。持

続可能な社会保障制度の構築に向けまして、国

を挙げてさまざまな改革が進められている中

で、本県の医療・介護を取り巻く状況は、今御

議論がありましたように、厳しいものもあるわ

けでありますが、私としましては、県内市町村

はもとより、関係機関、関係の皆様等との連携

を深め、県民一人一人の御協力もいただきなが

ら、高齢者福祉施策の充実に、これからも一層

力を入れてまいりたいと考えております。

○日高博之議員 知事も十分、福祉施策を理解

されておると認識しましたので、よろしくお願

いいたします。どこの事業所も介護報酬のマイ

ナス改定によって経営そのものが苦しい。ぜひ

サービスの効率化・継続化の推進のためにもお

願いいたします。

以上で質問は終わりますが、今回私は、冒頭

述べました「風土」の考えに基づき、新しい

「風」になって質問を行いました。次は、

「土」であります県職員の皆さんが、私の意見

に対してどんな「風」に芽生えさせるのかにあ

ると思います。時には、従来の考えを180度変え

る施策の展開も必要かと思います。今後に期待

して、私の質問の全てを終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の田口雄二です。改選後初の議会で質問の機

会をいただきました。

御存じのように、今回の県議会議員選挙は、

県内14選挙区のうち10選挙区が無投票、そして

選挙が行われたところも投票率の低迷と、数字

の上では選挙戦としては大変低調なものとなり

ました。どこに問題があるのか。議会改革や広

報活動等、真剣に考えなければならないところ

に来ています。私の延岡市選挙区も、県議・市

議選において初めての無投票になり、日向市、

西臼杵の選挙区も無投票となり、県北では東臼

杵選挙区だけが実施され、この後質問する黒木

正一議員が、見事、大激戦を勝ち抜いてこられ

ました。

今、県北は、相次ぐ高速道路の開通で大きな

転換期を迎えています。既に人や物の流れが激

変いたしました。そのようなときに、選挙で

しっかりと地域発展の政策や課題解決を県民に

訴え、そしてまた、これまでの４年間の評価を

いただくことが選挙だと思うのですが、その結

果を出すことなく終わったことは残念でした。

ただ、今後、託された４年間、地域の皆さんの

声をしっかりと拾い上げ、県勢発展につなげて

まいりたいと考えておりますので、どうかよろ
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しくお願いいたします。

それではまず、河野知事に政治姿勢について

お伺いをいたします。

まず初めに、フェニックス国際観光、第三セ

クター・フェニックスリゾートを設立した佐藤

棟良（むねよし）氏、この後は佐藤棟良（とう

りょう）さんと言わせていただきますが、６月

５日、96歳でお亡くなりになりました。宮崎交

通の故岩切章太郎氏と並んで、本県をこよなく

愛し、本県観光振興の大功労者でありますが、

バブル崩壊後、フェニックスリゾートは破綻

し、会社更生法の適用申請後は第一線から身を

引き、その後はひっそりと本県で暮らされてい

ました。しかし、佐藤氏がつくられた観光施設

は、これまでも、またこれからも本県の観光の

大きな柱であることに変わりはありません。佐

藤棟良氏の訃報に接し、どのような思いをお持

ちか、また、佐藤氏のふるさと宮崎にかけた熱

い思いを、今後、本県観光発展にどのようにつ

ないでいくおつもりか、知事にお伺いをいたし

ます。

この６月議会には、561億円の追加補正予算案

が提示されました。昨年末の知事選も圧勝さ

れ、自信を持って２期目に入り、河野カラーを

出された予算案だと思っております。知事特別

枠４億円を設け、職員から提案された21の新規

事業を採用したことが話題になっております。

ただ、「もっと、あっと驚くものが出てほしい

という思いもあった」と記者会見で話されたと

も聞いておりますが、事業が採用された職員に

とりましては、やりがいがあって、モラール

アップにつながるものと思います。来年度も職

員からの提案を募集されるものと思っておりま

すので、次回はあっと驚くようなアイデアを期

待したいものであります。また、１期目に、

「もっとリーダーシップを強く発揮してほし

い」と多くの議員に言われましたが、２期目に

入り、強力なリーダーシップをしっかりと出さ

れるものと思います。

ただ、間違ったリーダーシップで国をおかし

な方向に導こうとしているリーダーがいます。

現在、国会で審議されている集団的自衛権の行

使を盛り込んだ政府の安全保障関連法案を進め

る安倍総理です。これまで自民党の歴代総理

が、「現憲法では集団的自衛権は行使できな

い」と明言してきたにもかかわらず、安倍総理

はこの判断を正反対に転換してしまいました。

憲法改正を訴えてきたにもかかわらず、ハード

ルが高いと思ったのか、憲法の文言を一字一句

変えることなく、これまでと180度違う解釈を閣

議決定で無理やりこじつけをいたしました。さ

すがにこれには無理があったと見えて、今月初

めの衆議院憲法審査会の自民党・民主党・維新

の党推薦の憲法学者全員が、「憲法違反であ

る」と明言されました。これで、無理な理屈を

重ねてつくり上げた拙速な法案であることが証

明されたようなものです。今回の安保関連法案

のやりとりの中で、時の政権の判断だけで180度

解釈を変える、まさに憲法をないがしろにする

この暴挙です。立憲主義の国家としてどう考え

てもおかしいのですが、東大法学部で憲法を学

ばれました知事のお考えをお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、故佐藤棟良氏への思いと観光再興につ

いてであります。故佐藤棟良氏におかれまして

は、世界を視野に入れた戦略と強い郷土愛のも

とに、国際級の宿泊施設や会議場の建設、また
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ゴルフトーナメントの開催など、本県の観光振

興はもとより、地域づくりの礎を築かれたもの

と考えております。改めて、長年にわたり本県

の発展に御貢献いただいたその多大なる御功績

に敬意を表しますとともに、心より感謝を申し

上げる次第であります。

現在、本県の観光につきましては、厳しい地

域間競争の中にありますが、東九州自動車道の

開通や、香港線の就航、大型クルーズ船の寄港

など、これまでの取り組みによりまして、徐々

に明るい光が差してまいったように考えており

ます。私は、棟良さんには二度ほど直接お会い

したことがございます。既に車椅子に座られて

随分やせて小柄になられたお姿ではありました

が、その車椅子の中に埋もれるようにされる中

で、「これからの宮崎をお願いします」という

ことを言われたのが非常に強く印象に残ってお

るところであります。その強い思いというもの

をじかに感じたところであります。私としまし

ては、「故郷を愛し、人を愛す」と言われた佐

藤氏の宮崎に対する強い思いを忘れることな

く、また、しっかりと私どもがその思いを受け

継ぎ、観光宮崎の再興に向けて努力をしてまい

りたいと考えております。観光資源のより一層

の磨き上げに取り組み、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」を構築してまいりたいと考えて

おります。

次に、安全保障関連法案についてでありま

す。御質問にありました立憲主義とは、主権者

たる国民がその意思に基づき、憲法において国

家権力の行使のあり方について定め、これによ

り国民の基本的人権を保障するという、近代憲

法の基本的な考え方だと認識をしておるところ

であります。そのことも踏まえた上で、政府に

おいてさまざまなことを考慮された上での判断

というふうに受けとめているところでありま

す。さまざまな意見があるところであります

が、この問題は、国の根幹にかかわる極めて重

要な問題でありますので、政府におかれては、

その背景や内容を十分に説明し、国会において

は、幅広い国民の意見を十分に踏まえながら、

丁寧かつ慎重に議論を行っていただきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。私も13年前まで６年間、宮崎市に住んでお

りました。また、シーガイアに近かったもので

すから、オーシャンドームや動物園に、よく子

供たちと遊びに行ったものです。佐藤棟良氏の

ふるさとを愛する気持ちは、私たちもしっかり

と受け継ぎ、本県観光発展につなげていかなけ

ればならないと、改めて思った次第でありま

す。佐藤棟良氏の御冥福を心からお祈り申し上

げます。

安保関連法案に関しましては、この憲法解釈

変更は明らかに無理があり、これが認められる

なら、次の政権が解釈をそのときの判断で変え

ることも簡単にできるようになります。法治国

家の日本では許されるものではありません。し

かも、一昨年の特定秘密保護法のときと同様

に、国民に丁寧に説明し、理解を求めることは

せず、逆に、国民に理解されると不安が広がる

ので、できるだけ短期間で法案の成立をさせよ

うとしているとしか思えません。自衛隊の本県

出身者を都道府県別に人口比で見てみると、宮

崎県は３番目に多いと聞いております。心配し

ている御家族も多いことだと思います。専守防

衛に徹する観点から、安倍総理の進める集団的

自衛権の行使を容認することはとてもできな

い、そう思っております。

次に、医療福祉行政について質問いたしま
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す。

当然ですが、医療福祉に関しては県民の関心

も非常に高く、私どもが受ける相談や御意見、

御要望も非常に多くなっております。県内にお

いては、ドクターヘリやドクターカーの導入に

より大きく前進した救急医療でありますが、特

に医師が集中している宮崎市を除けば、医師や

看護師等の医療スタッフの確保に全力を注いで

いる市町村が大半です。医師の偏在による医療

格差が大きくなるばかりですが、改めて、現在

の本県の医師の状況について、今回御就任され

たばかりの福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ２年に一度行

われます国の調査によりますと、平成24年12月

末現在、本県の医師数は増加傾向にありますと

ともに、人口10万人当たりの医師数も240.6人と

いうことで、全国平均の237.8人を上回っており

ます。また、減少を続けておりました20代の医

師数が下げどまりまして、増加に転じるなど明

るい兆しも出てきておりますけれども、医師の

地域偏在、それから、30代、40代の医師の減少

が続くなど、依然として厳しい状況にあるとい

う認識を持っております。

○田口雄二議員 延岡では、本県の医師数は全

国平均より多いと説明をしますと、一様に皆

びっくりいたします。この医師の偏在はなかな

か是正することは難しいのが問題です。その中

でも、医師不足の著しい県北の医療状況及び厳

しい状況の解決の対策はどうお考えか、福祉保

健部長に再度お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 延岡西臼杵医

療圏の人口10万人当たりの医師数は184.7人と、

全国平均を下回っておりますけれども、本県で

は、宮崎東諸県医療圏以外の全ての二次医療圏

で全国平均を下回る状況になっており、県内に

おける医師の地域偏在が顕著な状況にありま

す。このため県では、地域医療支援機構を設置

して、県内の臨床研修医の確保や県外からの医

師の招致を進めますとともに、自治医科大学卒

業医師の計画的配置あるいは医学生への医師修

学資金の貸与、それから、地域総合医育成サテ

ライトセンターの設置運営などによりまして、

医師の確保や地域偏在の解消に向けて取り組ん

でいるところでございます。今後とも、大学や

県医師会、市町村など関係機関と緊密な連携を

図りながら、全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 基本的なことを２点続けてお

聞きいたしましたが、福祉保健部長は以前、病

院局次長もされていましたので、県内全域、そ

して県北の状況もよく御存じだと思います。県

北は医師数が少ない上に、診療科の偏在もあり

ます。特に小児科医が少ない上に、高齢化が顕

著な状況で、夜間診療や休日の診療が限界に近

い状況です。そこに、県北のカリスマ小児科

医、又木平八郎先生が先日お亡くなりになった

ときには衝撃が走りました。又木先生には残念

ながら後継者がおらず、又木小児科は閉院と

なってしまいました。５月２日に又木先生のお

別れの会が開催され、驚くほど多くの市民が親

子連れで弔問に訪れておりました。私も遺影の

前に献花させていただきました。

さて、医師確保においては、これまで、県内

出身の学生を一人でも多く宮崎大学医学部に入

学させて、そのまま県内の研修指定７病院にお

いて研修医として臨床研修してもらうよう推進

してきました。臨床研修医は、そのまま研修先

の病院や地域の病院に残る傾向が強いためで

す。ようやくその政策が実を結び始め、少しず
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つ増加傾向にあり、昨年公表された時点で、医

学生が臨床研修先を決めるマッチングの結果

は、55名と、これまでで２番目に多い内定数で

した。その後、本年の臨床研修医の受け入れ状

況はどうなったのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 平成27年度に

県内で臨床研修を開始しました医師数は、３年

ぶりとなります県立延岡病院での臨床研修医１

名を含めまして、55名となっております。これ

は、昨年度の45名と比較しますと10名の増加で

ありまして、平成16年度に現在の新臨床研修制

度が創設されて以来、平成24年度の58名に次い

で２番目に多い結果となったところでございま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。医

師国家試験の合格か否か、また、自治医科大卒

の医師や２次募集等で若干の入れかわりはあっ

ても、内定数と同数の研修医を受け入れられた

ことは、実にありがたいことです。特に、昨年

の時点では７年連続、研修医のマッチングが一

人もいなかった県立延岡病院に、２次募集で応

募があり、国家試験も合格し、研修医が誕生し

たことは、この場で再三、研修医の確保を要請

してきた私にとりましては大ニュースです。こ

の研修医は、地元宮崎で地域医療に貢献したい

との高い意識をお持ちであると、担当職員より

お聞きいたしました。それにしても、県立日南

病院は、募集定員５名に対して、研修医が今年

度は７名も着任しています。研修医にとって、

いかに地域総合医育成サテライトセンターが魅

力的であるか、よくわかります。延岡病院への

設置をどうか御検討くださるように、よろしく

お願いいたします。

次に、県北地区の医師確保の一つとして、４

年前に延岡高校に設置されたメディカル・サイ

エンス科についてお伺いいたします。昨年の１

期生の卒業生には期待も大きなものが集まり、

それが延岡高校全体の底上げとなり、これまで

にない好結果の進学状況となりました。メディ

カル・サイエンス科におけるこれまでの進学状

況と、延岡高校全体ではどうであったのか、教

育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡高校のメディカ

ル・サイエンス科は、この春に２回目の卒業生

を送り出したところですが、進学状況につきま

しては、現役のみの数字ですが、１期生は、国

公立大学に62名が合格しており、その中で、理

系学科に47名、うち医療系学科に医学科２名を

初めとして19名が合格いたしております。２期

生は、国公立大学に60名が現役で合格してお

り、その中で、理系学科に49名、うち医療系学

科に医学科２名を初めとして20名が合格してお

り、メディカル・サイエンス科を設置した所期

の目的は、ほぼ達成しているんじゃないかと考

えております。また、延岡高校全体の進学状

況、ことし３月卒業生でございますが、国公立

大学合格者数が147名であり、ここ10年で最高の

合格者数となっております。メディカル・サイ

エンス科の設置が、普通科にもよい影響を及ぼ

したのではないかと思っております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。メ

ディカル・サイエンス科ができてから、延岡高

校の国公立の数字は一遍に50ぐらいふえている

んですね。メディカル・サイエンス科の設置が

非常に大きな影響を与えていると思っておりま

す。２年連続の好結果で何よりです。いずれ地

元に帰ってきて地域医療に貢献してくれること

を期待したいと思っております。

次に、ことしの１月１日より難病医療法が改
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正され、対象の疾患の大幅な拡大がなされ、新

たな医療費の助成制度に移行しました。全国的

には、受給対象者が78万人から150万人ほどにふ

える見込みで、県内でも6,000人ほどふえて、１

万5,000人ほどになるのではないかと予想されて

います。対象の疾患が増加したことにより、難

病指定の医師確保を心配した延岡県北難病交流

会の役員の皆さんと延岡の県議５人とで、昨年

の９月に、直接、知事に指定医確保の要望をさ

せていただきました。現在の難病指定医師の指

定状況、あわせて県北の状況について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 難病患者の皆

様が医療費の助成を申請される際には、知事の

指定を受けた難病指定医が作成します診断書が

必要となります。県内における本年５月末現在

の指定医数は863名となっておりまして、このう

ち、県北の２つの医療圏では103名となっており

ます。難病患者の皆様が身近な医療機関で診断

を受けていただく上では、一定の人数は確保し

ているものと考えております。

○田口雄二議員 県内各地で指定医が確保され

ており、今年度に入っても２カ月で100名も増加

しているようでございます。この報告を聞け

ば、難病交流会の皆さんも安心してくれると思

います。ありがとうございます。

次に、商工観光行政について質問いたしま

す。

北部九州には、日本を代表する大手自動車

メーカーが集積しています。東九州自動車道の

相次ぐ開通を見込んで、県内の自動車関連企業

が取引拡大のため、営業・情報収集や発信拠点

として活用できるよう、福岡県の豊前市にフロ

ンティアオフィスを開設いたしました。低料金

でオフィスを貸し出し、現地メーカーの職員を

アドバイザーとして配置し、販路拡大等の支援

を行うものです。その後、東九州道も開通し、

間もなく１年を迎えようとしています。フロン

ティアオフィスの現状と成果について、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 北部九州

フロンティアオフィスには、現在、県内の自動

車関連企業４社が入居し、アドバイザーとして

委嘱した大手自動車メーカーの社員などから指

導・助言を受けながら、北部九州での活動を積

極的に展開しております。入居した企業から

は、大手自動車メーカーから直接サポートを受

けることができ、効果的な営業活動が展開でき

るようになったとの高い評価を得ております。

また、これまでのところ、入居企業各社とも新

たな取引が進んでおり、県としても手応えを感

じているところであります。今後は、オフィス

での活動を通じて得られた情報について幅広く

県内企業へ提供するなど、さらに取引の機会を

拡大できるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 北部九州の自動車メーカー４

社で年間130万台の生産がなされております。ア

ドバイザーをしっかり活用して、取引のチャン

スをしっかりとつかんでいただきますよう、御

期待申し上げます。

次に、延岡商工会議所等がブランド化に取り

組んでいる「ひむか海やまめ」について、どの

ような魚であるかも含めて、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ヤマメにつき

ましては、本県では、川の上流域で小型のまま

生涯を終えますが、寒冷地では、一部が海に

下って大型化するとともに肉質が向上し、サク

ラマスと呼ばれ、比較的高い単価で取引がなさ
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れております。その点に着目した五ヶ瀬町のヤ

マメ養殖業者が、平成24年から、淡水で育てた

稚魚を、延岡市の養殖業者と連携して、海面で

養殖することで大型化させる取り組みを進めら

れているところであります。このサクラマス

を、五ヶ瀬町において再度、淡水で飼育し、黄

金色のきれいな卵の加工品を販売するととも

に、体重1.2キロまたは体長40センチ以上のもの

について、「ひむか海やまめ」のブランド名

で、先月から販売を開始したところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。なぜ

淡水で育ったヤマメが海水で大型化するのか不

思議なものですから伺いましたら、海水の刺激

によって成長ホルモンが出るようで、脂がまろ

やかになるようです。長く海水にいるほど大型

化するのですが、水温が高くなる延岡では５月

までが限界のようです。そこで、再び冷たい淡

水に戻しまして身を引き締めているというの

が、「ひむか海やまめ」のようでございます。

この「ひむか海やまめ」の現状と課題につい

て、再度、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 「ひむか海や

まめ」につきましては、ブランド化の取り組み

が開始されたばかりであり、現在は、延岡市内

の料理店を中心に販売がなされておりますが、

今後は、徐々に販路を拡大される計画と伺って

いるところであります。販路拡大に際しまして

は、ブランド確立のための認知度の向上はもち

ろんでありますけれども、市場規模や市場評価

等の情報収集が極めて重要であるというふうに

考えております。このため、県といたしまして

は、ことし８月に東京で開催されます「ジャパ

ン・インターナショナル・シーフードショー」

への出展支援などを通じまして、関係者の取り

組みを支援してまいりたいと考えているところ

であります。

○田口雄二議員 国内のサケ・マスは約60万ト

ンの需要があるようでございますが、そのうち

の70％が輸入のようなんです。ですから、食え

れば伸びる可能性も十分あると思いますし、先

ほどもお話がありましたように、宮崎のチョウ

ザメのような知名度はありませんが、「ひむか

海やまめ」の卵も実においしいようでございま

す。県の後押しもぜひともよろしくお願い申し

上げます。

次の質問に移ります。待望の香港航空が３

月28日就航いたしました。宮崎空港からソウ

ル、台北、そして香港と、国際線が３つもある

地方空港が誕生しました。特に香港の皆さんは

すごい親日家で、10回ぐらいのリピーターなど

は珍しくないほど、東京などの首都圏だけでは

なく、日本の地方にもよく足を運んでいただい

ております。外国の香港線の申請許可の件で、

定期便としての就航がおくれています。そこ

で、香港航空が週２便、定期チャーター便とし

て運行していますが、搭乗率を含め利用の現状

を、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 宮崎―香港線

は、ことし３月28日に就航しまして、５月末ま

での約２カ月間の搭乗率は68.5％であります。

また、利用者の９割以上が外国人であり、香港

航空からは、そのほとんどが香港からの観光客

であると伺っております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。香港

の皆さんは、中国人のような爆買いはしません

けれども、それでも、日本の安心・安全でおい

しい農産物などをたくさん購入して、お土産で

持って帰ってくれます。マナーも非常にいい観

光客でして、万全のおもてなしをしなければな
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りません。そこで、香港からは団体の旅行者が

多いと聞いていますが、主にどのような観光

ルートを回っているのか、商工観光労働部長に

お伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 香港から

本県を訪れる旅行者につきましては、宮崎便や

鹿児島便を組み合わせた、九州を周遊する団体

ツアーを利用した観光客が多くなっておりま

す。主な観光ルートといたしましては、宮崎、

鹿児島、熊本、大分を周遊するコースや、宮

崎、鹿児島を周遊するコースなどとなってお

り、県内におきましては、青島や日南海岸、高

千穂峡、西都原などの観光地が組み込まれてお

ります。県といたしましては、本県観光の魅力

を幅広く発信し、さらなる誘客促進を図るた

め、香港の旅行会社に対して、新たなコースの

提案や観光素材の紹介などを行っているところ

でございます。

○田口雄二議員 まだチャーター便のために団

体が中心で、定期便になれば、鹿児島航路のよ

うに搭乗率も80％近くになるのではないかと思

います。また、逆にチャーター便のために、県

がせっかく用意した利用促進の補助金もまだお

渡しできないらしいですね。ですから、一刻も

早く定期便になって個人の方も来ていただけた

らと思っております。現在、一番香港の皆さん

を日本に送り込んでくれている旅行会社のＥＧ

Ｌツアーズというのが香港にございますが、こ

のラッピングをしたバスを県内で見るようにな

りました。香港の皆さんが来てくれているんだ

なと、そのバスを見ただけでもわかる。私も見

ながら非常にうれしく思っております。一刻も

早く定期便就航で団体以外の参加も増加してほ

しいものだと思っております。

次ですが、イタリアのミラノで、「食」を

テーマに、世界から約150カ国等が参加する国際

博覧会が５月１日に開幕いたしました。日本は

最大規模のパビリオンを出展しています。日本

館は大変人気があるようで、報道によります

と、入場するのに30～40分待ち時間が必要なよ

うでございます。10月31日までの日程ですが、

本県も９月に出展予定です。今、各県が東アジ

ア戦略を繰り広げ、本県も宮崎牛を初め、積極

的に取り組んでいますが、東アジアと違って成

熟社会になっているヨーロッパでは、当然、そ

の取り組みも変わるのでないかと思います。ミ

ラノ国際博覧会出展の狙いは何なのか。また、

現在の取り組み状況について、総合政策部長に

お伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ミラノ国際博

覧会におきましては、宮崎の豊かな自然と技術

に育まれた安全・安心・高品質な食材を初め、

神話や文化などの魅力を世界にアピールしたい

と考えております。また、今回の出展には、牛

肉や焼酎、ブリ、茶、乾シイタケなど、ＥＵへ

の輸出実績や可能性がある県内の10の企業が参

加しますとともに、万博出展後にドイツで開催

されます世界最大規模の食品見本市や商談会に

も県内17の企業が参加するなど、ミラノ万博を

契機に、新たな海外市場の販路拡大を図ること

といたしております。現在、万博出展に向けま

して、参加企業の商品を生かした食の提供やＰ

Ｒ映像、輸送方法などの詳細な運営プランを作

成しますとともに、大手商社やジェトロとも連

携し、各企業の見本市や商談会への出展支援を

行うほか、今月８日には「輸出ビジネスサポー

トデスク」を設置しまして、輸出に取り組む企

業向けの無料翻訳サービスを開始したところで

ございます。９月のミラノ万博、さらには10月

の食品見本市におきまして確かな成果が得られ
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ますよう、引き続き参加企業とも連携し、しっ

かりと準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 今答弁にありましたように、

この万博の後には、世界最大の食品見本市がド

イツのケルンで開催されます。東アジアのバイ

ヤーも当然駆けつけるとは思いますが、ヨー

ロッパ用の戦略を立ててしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。

次に、東九州メディカルバレー構想について

質問いたします。この件に関しましては、私は

毎回質問していますが、この構想がうまくいく

かどうかによって、本県、そして、特に県北へ

の影響が非常に大きいと思うからであります。

最近、東九州メディカルバレー構想に関するニ

ュースが報道されることが、非常に多くなって

きております。総合特区の指定を受け、財政

的、税制的にも優遇され、また、規制緩和によ

り、研究開発が大変やりやすい環境になりまし

た。また、医療技術人材育成の拠点づくりの一

環で取り組むアジアへの貢献も、着実に実績が

上がりつつあります。

そのような中、前々から大きな期待が寄せら

れていました、九州保健福祉大学の竹澤教授と

県内企業が進めていた自動たん吸引装置の開発

が順調に行き、いよいよ製品化へのめどが立っ

たとの記事が、５月18日の宮崎日日新聞の一面

トップに掲載されております。この秋から県立

延岡病院で臨床研究を始め、来年には製品化さ

れる見込みのようです。人工呼吸器を装着して

いる人や看護・介護の分野においても、24時間

定期的なたんの吸引をしなければならず、大き

な負担となっていました。実現化すると、日本

どころか、世界中から大歓迎される製品になる

ものと思います。東九州メディカルバレー構想

は順調に推移しているものと思いますが、進捗

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（永山英也君） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、ものづく

り企業や支援機関を会員とする「医療機器産業

研究会」の会員企業が、当初の32社から72社へ

大幅に拡大をするとともに、新たに医療機器製

造業許可を取得した企業も７社になるなど、医

療機器産業への新規参入が進んでおります。ま

た、県の支援制度のほか、国の特区調整費等を

活用し、議員のお話にありましたとおり、九州

保健福祉大学が中心となって、世界初となる自

動たん除去システムの開発が進行中であるな

ど、医療機器の研究開発も活発化しておりまし

て、今後に大いに期待ができると考えておりま

す。さらに、延岡市等との連携のもと、海外か

らの医療技術者研修を実施するなど、医療技術

を東九州からアジアに展開させる取り組みも進

行しておりまして、順調に推進できているもの

と認識をしております。今後とも、宮崎・大分

両県の産学官の連携のもと、取り組みを一層加

速化させていきたいと考えております。

○田口雄二議員 私の亡くなった母も難病で、

寝たきりとなって体力が落ちてきたころから

は、たんの吸引が必要になりました。それだけ

に、介護していたときの実情はよくわかりま

す。自動たん吸引装置の早期製品化が待たれま

す。

このほか、延岡市の金属部品加工会社の「昭

和」の生体信号計測装置「ＦＡＲＧ（ファー

グ）」も製品化に近づいております。これは宮

崎大学と共同開発をしているもので、筋萎縮性

側索硬化症（通称ＡＬＳ）や筋ジストロフィー

などの、両手が不自由になった重度障がい者
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が、顔の筋肉や視線の動きでパソコンの画面上

に文字を表示させることで、意思の疎通が図れ

るようになるものです。文書作成等もできるよ

うになるなど、障がい者の皆さんに生きる希望

を与えてくれます。これも製品化が待たれてお

ります。

また、メディカルバレー構想は、産学官の連

携で研究開発が進んでいます。その研究開発に

大きく寄与している九州保健福祉大学に、この

４月に、新しい学部と新しい研究所が開設され

ました。がん細胞か否かを判断する細胞検査士

と、さまざまな検査を通じて人々の健康を守る

臨床検査技師の２つの資格を取得できる、「生

命医科学部」と「がん細胞研究所」です。この

開設は、メディカルバレー構想の推進に大きく

貢献してくれると思っております。神戸大学大

学院医学研究科のＩＰＳ細胞応用医学分野の青

井貴之特命教授の開設記念講演会と祝賀会が５

月に開催されました。青井教授は、ノーベル賞

受賞の山中京都大学教授のＩＰＳ細胞研究に大

きく携わっております。ＩＰＳ細胞誘導技術を

応用した人工的な大腸がん幹細胞作成を成功さ

せた方のようです。とはいっても、この成功が

医学的にどうなのか私にはよくわかりません。

詳しく知りたい方は清山議員にぜひ聞いていた

だきたいと思います。当日は、この祝賀会に知

事も出席していただき、祝辞を述べられまし

た。無事開設された「生命医科学部」、そして

「がん細胞研究所」について、知事の所感をお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進む中で、

地方創生が大きな課題となっている。その中

で、地方における学びの場の確保というもの

は、大変重要な課題であると考えております。

このような中で、ことし４月に九州保健福祉大

学に開設された「生命医科学部」は、今御指摘

がありましたような細胞検査士の、九州で初め

ての養成施設であるわけであります。さらに、

臨床検査技師とのダブルライセンスということ

で、大変魅力的で高度な医療従事者の学びの場

を提供するものということで高く評価し、期待

をしておるところであります。また、あわせて

設置されます「がん細胞研究所」は、九州にお

ける、がんや再生医療分野での研究開発拠点と

しての役割に加え、本県が進めております東九

州メディカルバレー構想での研究開発拠点づく

りや医療系人材育成にもつながることから、県

北地域のみならず、本県全体の活性化につなが

るものと、大いに期待をしておるところであり

ます。

○田口雄二議員 知事も大きな評価と期待を寄

せていただいていることがよくわかりました。

１期生はかなり優秀な学生が集まったようでご

ざいますので、これも期待したいと思っており

ます。

次に、道路行政について何点かお伺いをいた

します。

まず、これまで、この議場でも何度も要望が

出されてまいりましたが、県道土々呂日向線の

延岡市と門川町の境界の船越地区は、朝晩の交

通量は大変多いのに、離合するのも大変難儀な

道路でしたが、このたびの拡幅工事により、実

に快適に走行できるようになりました。要望を

実現していただきまして、心から感謝を申し上

げます。ありがとうございました。

さて、東九州自動車道の宮崎―大分間が全線

開通をして、人と車の流れが大きく変わりまし

た。開通後初のゴールデンウイークは、県北の

観光地は人があふれ、道の駅は車が入り切ら

ず、周りが渋滞するほどです。延岡のＢ級グル
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メの有名店は、県外の車が列をなしておりまし

た。大分県や福岡県のナンバーがふえたのは当

然ですが、今まで余り見ることのなかった四国

や中国地方のナンバーも多く見受けられるよう

になっております。片側１車線といえども、高

速道路の持つポテンシャルには驚かされまし

た。そこで、東九州自動車道の福岡県内唯一の

未開通の椎田南―豊前間の今後の見通しについ

て、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 東九州自動車

道のうち、福岡県内の椎田南インターチェンジ

から豊前インターチェンジの区間において、用

地取得が難航しており、現在、福岡県において

土地収用の手続が進められております。この未

取得となっております事業用地につきまして

は、本年５月25日、西日本高速道路株式会社

が、土地収用法に基づき、行政代執行の請求を

福岡県知事に行いました。６月３日には、この

請求を受けて福岡県が、行政代執行法に基づ

き、６月22日までに土地を明け渡すよう、相手

方に文書で戒告したと伺っております。宮崎市

から北九州市までが一本の高速道路でつながる

ことは、九州のみならず、中国や四国地方など

の広域的な経済交流などを促進させるため、当

該区間の早期開通は非常に重要であると認識し

ております。県といたしましては、西日本高速

道路株式会社が公表しているスケジュールどお

り、平成28年春までに無事開通することを強く

願っております。

○田口雄二議員 一日も早い開通を期待したい

ものです。昨年９月20日から３カ月間にわたっ

て、ＥＴＣ車限定で、大分県と本県内の高速道

を一定の期間、定額で乗り放題というドライブ

パス、大変好評であったと聞いております。ま

だ未開通の部分が多かったにもかかわらず、利

用者が多かったようです。このドライブパス、

ことしも実施されることを期待申し上げます。

ただ、そこでネックになるのが、東九州自動

車道のパーキングエリアとサービスエリアの少

なさです。つまり、休憩するところが非常に少

なく、しかも施設が貧弱です。川南パーキング

エリアは、今、トイレ増設工事をしていただい

ており、７月20日ごろ完成の予定ですので、夏

休みにはどうにか間に合うようでございます。

高速道路の設計要領の一定の基準は、サービス

エリアは50キロメートル置き、パーキングエリ

アは15キロメートル置きだそうですが、宮崎西

パーキングエリアから川南までは35キロござい

ます。川南から道の駅「北川はゆま」までは65

キロメートル、「北川はゆま」から大分松岡ま

では84キロと、間隔が非常にあいております。

うっかり通り過ぎたら、次の休憩をとるところ

は、はるか先になってしまうという状況です。

今回、県警察本部より高速道路の事故状況が

報告されました。高速催眠現象と思われる事故

が多いとのことでした。単調な高速道路では、

疲労や睡眠不足でなくても意識がもうろうとす

ることがあるそうで、これが高速催眠現象なの

だそうです。居眠り運転につながり大変危険

で、疲れを感じる前に休憩をとることが回避策

のようです。ドライバーの安全対策からも、東

九州自動車道の休憩施設の充実についてどのよ

うに考えているか、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（図師雄一君） 高速道路の休

憩施設につきましては、その施設が長距離にわ

たってないという状態は決して好ましいもので

はなく、また、交通事故の未然防止の観点から

も、さらなる休憩施設の充実が重要な課題であ

ると認識しております。このため県では、これ



- 165 -

平成27年６月19日(金)

までも機会あるたびに、関係機関に対し、要望

活動を行ってきたところであり、先月には、知

事が西日本高速道路株式会社社長を訪問し、本

県の交通事故発生状況等を踏まえ、さらなる休

憩施設の充実についてお願いしたところであり

ます。県といたしましては、より一層、利便性

・安全性の向上が図られますよう、西日本高速

道路株式会社などに対し、引き続き要望してま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 高速催眠現象で居眠り運転に

つながるようで、片側１車線の道路ですから、

反対車線に飛び込むので、さらに危険が増すと

思います。九州中央議員連盟で毎年、ＮＥＸＣ

Ｏ西日本、国土交通省九州地方整備局に要望活

動で参りますので、私どもも強く訴えてまいり

たいと思っております。

次に、重点港湾に指定され、整備が急速に進

む細島港を生かすため、無料の高速道路で熊本

県の物流を京浜・関西地区に送り出し、逆に、

京浜・関西地区の九州への物流を細島で受け入

れ、九州各地に送り出す。また、熊本県の阿蘇

に年間1,700万人来る観光客を宮崎県にいざなう

ために、九州中央道の早期完成が求められま

す。九州中央道の現在の整備状況と今後の見通

しについて、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 九州中央道の

現在の整備状況につきましては、ことし４月29

日に北方延岡道路が全線開通し、本県側の約51

キロメートルのうち、13.1キロメートルが供用

されたところであります。

次に、今後の見通しでありますが、高千穂日

之影道路は、２つの長大トンネルがその延長の

大半を占めており、現在、国が事業を行ってお

ります。このうち、高千穂町寄りの大平山トン

ネルは、昨年12月に着工し、現在、順調に工事

が進められており、また、もう一つの平底トン

ネルは、年度内に工事が発注される予定とお聞

きしております。なお、蘇陽から五ヶ瀬を経由

して高千穂までの区間は、新規事業採択に向

け、国が計画段階評価の手続を行っているとこ

ろでありますが、事業化にはまだ幾つかの段階

を経る必要があります。県といたしましては、

一日も早く全線開通しますように、事業中区間

の早期完成と未事業化区間の早期事業化を、国

に対して引き続き訴えてまいります。

○田口雄二議員 本県の経済に大きな影響を与

える道路になります。熊本県側も小池高山と北

中島間10.8キロが平成30年度に開通の予定で、

これで供用率もかなり上がると思いますが、ま

ず、大分と熊本間の中九州自動車道よりも少し

でも早く開通させたいと思っておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。

次に、教育行政について何点か質問いたしま

す。

今年度から延岡市の全ての小中学校39校で試

行される土曜授業が、先月からスタートしまし

た。御協力いただきました県教育委員会と教職

員組合の皆さんにお礼を申し上げます。実施回

数は年12回の予定で、月に１回から２回の予定

です。土曜授業は、休日の利点を生かして、地

域の教育力を活用したり、年間の総授業数を変

えないことで平日にゆとりを生み出し、教師と

子供たちが向き合う時間がふえることなどが期

待されています。土曜授業に対する教育長のお

考えと、延岡市で土曜授業がスタートしたこと

に対する教育長の所感をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちを豊かに育

むために、学校には、家庭や地域と連携した多

様な学習や体験活動等が求められますが、土曜

授業を実施することで、より多くの方が協力で
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きる体制が整えられ、これまで以上に豊かな教

育活動を展開できますことは、非常に価値があ

ることだと思っております。現在、延岡市で試

行されている土曜授業の取り組みにつきまして

は、これまでの、企業を退職された方々などを

中心とした「のべおかはげまし隊」などの取り

組みを根底にして、市民全体で子供を育てると

いう理念に基づく取り組みであることや、平日

の授業の３時間を土曜日に移すことで、ゆとり

をつくり、職員が子供と向き合う時間の確保に

努められることなど、延岡市ならではの工夫が

あり、意義ある取り組みだと考えております。

○田口雄二議員 隣の鹿児島県では、今年度か

ら県内全ての小中学校で、土曜授業がスタート

したようです。全国的な流れでもありますが、

県内の小中学校における土曜授業の実施に関す

る状況をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 県内の小中学校で

は、現在、延岡市を含め、２つの地域で土曜授

業が試しに実施されております。延岡市では今

年度から、市内の全小中学校で年に12回、体験

活動等を取り入れた授業が予定されています。

さらに今年度は、新富町の全小中学校におい

て、家庭や地域と連携した教育活動を充実する

という趣旨のもと、年に１回から２回程度試行

されると伺っております。土曜授業のほか、そ

れぞれの地域の実態に即して、ＮＰＯや教育委

員会などが主体となって、希望者に対して学習

等の機会の提供を行っているところもございま

す。

○田口雄二議員 延岡市の状況を見ながら判断

する教育委員会も出てくるのではないかと思い

ます。やる気のある前向きの教育委員会には、

ぜひ応援をよろしくお願いいたします。

次に、教職員の相次ぐ不祥事についてお伺い

します。今回、私は文教警察企業常任委員会に

所属しましたが、最初の報告が、部活動の引率

先での合宿で、教職員が女子生徒へのわいせつ

行為を行い、懲戒処分したことでした。ここ数

年、教育長や担当課長等が頭を下げているシー

ンを報道でいつも見ているような気がいたしま

す。教職員の皆さんの不祥事がとまりません。

教職員の不祥事に対して、県教育委員会として

どのような対策に取り組んでいるのか、教育長

に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 今回のわいせつ事案

につきましては、県民の皆様、そして何より、

被害に遭われた生徒の皆さん、保護者の皆様へ

心よりおわびを申し上げたいと思います。

不祥事の防止につきましては、これまで、研

修やコンプライアンス定期点検などを行うとと

もに、私みずから校長会で、校長一人一人に強

い緊張感を持って指導の徹底を図るように訴え

てきたところであります。教職員は子供たちを

守る存在であります。その教職員が加害者と

なって子供たちを被害者とする犯罪は、絶対に

起こしてはならないという強い決意を持って、

今年度、「わいせつ事案の根絶」「体罰事案の

根絶」を重点事項として掲げました。教職員一

人一人が、このことを自分のこととして重く捉

えるよう、市町村教育委員会と十分連携を図り

ながら、管理職研修や各学校での研修の充実を

図るとともに、職員相互に注意し合える職場環

境づくりをも進め、不祥事根絶に向け、粘り強

く取り組んでいく所存です。

○田口雄二議員 2013年度、全国の小・中・高

などの公立学校で、わいせつ行為で処分を受け

た教員が205名と、過去最悪になったと文科省が

公表しています。わいせつ行為に遭った生徒

は、なかなか相談する勇気がなく、人知れず一
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人悩んでいるケースが多いのではないでしょう

か。表面化したものは氷山の一角ではないかと

思ってしまいます。わいせつ被害に遭った児童

生徒の相談しやすい環境をつくるために、どの

ような対策に取り組んでいるのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 犯罪被害の中でも特

にわいせつ事案は、大人でも声を上げにくいも

のだと思います。まして子供は、まず相談でき

ない、相談しないと、そういう認識で対応すべ

きであると考えております。そこで、学校にお

いては校長が、セクシュアルハラスメントの相

談員に、養護教諭や教育相談担当教員など相談

しやすい教職員と、複数の保護者を任命してお

りますが、その相談員が誰であるかを、児童生

徒はもちろんのこと、保護者にも紹介するとと

もに、「ぜひ相談してください」ということを

広く伝えるため、ＰＴＡ総会や学校通信等で積

極的に周知いたしております。また、口では子

供たちが言えないことでも、場合によっては紙

なら書けるんじゃないかというようなことも考

え、年に複数回アンケート調査を行ったり、小

さな変化を見逃さないため、定期的に教育相談

を実施するなど、きめ細やかな対応ができるよ

う努めているところであります。

○田口雄二議員 今回の部活合宿中の事件は、

被害に遭った生徒が複数だったので表面化した

のではないでしょうか。個人情報保護を徹底し

ながら、相談しやすい環境の提供をよろしくお

願いいたします。

次に、わいせつ被害に遭った児童生徒のケア

の状況についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） わいせつ被害に遭っ

た子供へのケアでは、言葉に出せないほどつら

い思いをしている児童生徒や、保護者の気持ち

にしっかりと寄り添い、心の平穏を保てるよう

にすることが、まず何より重要であると考えて

おります。そのために、その子供が最も信頼を

寄せる教職員を中心に、臨床心理士などがチー

ムをつくり、児童生徒の心身のケアを行ってお

ります。また、一旦落ちついたように見えて

も、その後も、さまざまな思いを抱えながら

日々の生活を送ることも予想されますので、経

過の観察も含め、継続的に支援する体制を整

え、心身の安定を図るケアにも取り組んでいる

ところであります。さらに、学習のおくれによ

り、児童生徒が困り感を持つことがないよう

に、必要に応じて、個別に補充学習を実施する

などの対応にも努めているところであります。

○田口雄二議員 心の傷は大きく、一旦落ちつ

いても、フラッシュバックしていつまでも嫌な

思いをする子供も多いようでございますので、

心のケアをしっかりよろしくお願いいたしま

す。

わいせつ行為予防策の一つとして、生徒との

私的メールのやりとりを禁止する教育委員会が

多くなっています。私的メールが続くと、教員

と生徒の距離が近くなり、わいせつ行為に発展

する場合があるからです。教職員と児童生徒の

メール等による私的なやりとりについて、どの

ような指導を行っているのか、また、市町村教

育委員会とはどのような連携をとっているの

か、再度、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 教職員と児童生徒の

私的なメール等のやりとりは、セクシュアルハ

ラスメントやわいせつ行為等につながる危険性

があるだけじゃなくて、いろんな誤解とか臆測

を生むおそれがあります。このようなことか

ら、本県においては、教職員が児童生徒と私的

なメール等を行うことを禁止しており、その徹
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底を図るために、服務規律に関する通知によ

り、繰り返し指導を行うとともに、年２回のコ

ンプライアンス自己点検シートで教職員に

チェックさせることにより、教職員一人一人の

自覚を促すなど、市町村教育委員会とも連携を

図りながら、指導に努めております。なお、児

童生徒との連絡や相談は、原則、電話といたし

ておりますが、特別な配慮が必要な生徒もおり

ます。そういう場合には、校長の指導のもと、

公用のパソコンから子供たちにメールを送ると

いうような配慮をしている学校もございます。

○田口雄二議員 本県では生徒とのメールが禁

止とわかりました。伺いましたら、教職員の車

に生徒が同乗することも禁止だそうでございま

す。教職員のわいせつ行為は即懲戒免職になる

ことも、絶えず意識させておかなければならな

いと思っております。もう教職員の不祥事が発

生しないように、御指導をよろしくお願いいた

します。

近年は、経済的な理由で泣く泣く高校を中途

退学する学生が多くなっていましたが、平成22

年の高校授業料無償化のスタートで、中途退学

者が減り、逆に復学する学生がふえました。家

庭の事情にかかわらず、学ぶ意思のある学生が

安心して勉学に打ち込める体制が整い、教育格

差が是正される傾向にありました。この授業料

無償化は、先進国では常識であるにもかかわら

ず、さんざんばらまきだと批判されましたが、

その後、政権交代しても、さすがにこの制度は

なくすことができず、平成26年から収入による

格差をつけて、高等学校等就学支援金として

残っています。廃止とならず、支援内容を変え

て制度そのものが残り、ほっとしたところでし

た。しかし、ここに来て、家庭の経済的な困窮

を理由に高校を中退する生徒が、またしても増

加傾向にあるようです。そこで、本県の県立高

校における中途退学者や、そのうち経済的な理

由による者は何人いるのか、ここ数年の推移と

ともに、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 過去５年間の本県県

立高等学校における中途退学者数につきまして

は、平成21年度は371人で、そのうち経済的な理

由によるものが10人であります。同様に申し上

げますと、22年度は373人で経済的理由が４

人、23年度は290人で６人、24年度は304人で４

人、25年度は356人で４人となっております。

○田口雄二議員 無償化が実施された平成22年

から、経済的な理由による中途退学者は大きく

減っております。それでも毎年４人ほど退学者

が出ているようでございます。学ぶ意思がある

にもかかわらず、退学していかねばならない学

生は無念でならないと思います。貧困の連鎖を

断ち切るために、昨年１月「子どもの貧困対策

法」の施行に続き、本年４月には生活困窮者自

立支援制度も始まっており、経済的支援や保護

者の就労支援、子供の学習支援なども始まって

おりますので、何とか福祉保健部の対応で支援

できないか、検討をお願いいたしまして、質問

を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡の

黒木でございます。田口議員の解説のとおり、

さきの選挙におきましては、辛うじて当選する

ことができました。私の選挙区は大変広く、課

題山積地域であります。しかし、人口の少ない

ところから当選させていただいた感謝の気持ち

を忘れずに、課題解決のために頑張ってまいり

たいと思います。選挙区を回り、改めて感じた

ことは、人が減り、空き家がふえている、地域
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を支えていた商店が店を閉めている、そして鳥

獣被害がより深刻になっているなどでありまし

た。この選挙の中で見たり聞いたり感じたこと

を中心に、質問を行います。

まず、鳥獣被害対策について伺います。

３月、美郷町では、土曜・日曜に地区の男性

総出で田畑に獣害対策の金網張りの光景を、各

地で見かけました。のどかで美しい田園風景が

一変、田畑はもちろん家までが金網で覆われて

いく光景は、なれてしまえばそれが当たり前

で、何も感じなくなるのかもしれませんが、異

様な光景です。車と鹿の衝突事故もふえていま

す。道路で車と出会った鹿が、周りが金網で覆

われているため逃げ場がなく、車とぶつかるの

です。日豊線では、今月９日、列車と鹿の衝突

事故も報道されましたが、昨年は日豊線で96件

の衝突事故があったそうです。鹿がふえてい

る、猿が出る、「何とかしてくれ」という声が

実に多い。私も昨年植えたクリの木の新芽を食

べられ、幹の皮は剝がされ、シキミまでも皮を

剝がれ、枯れているものもあります。鹿による

ものと思われます。

25年には県内で、イノシシ１万7,000頭、鹿２

万5,000頭、猿1,400頭を捕獲するものの、農林

作物の被害額は８億を超え、被害は深刻になっ

ています。これまで何度も鳥獣被害の問題を質

問してきましたが、改めて行います。先日、県

鳥獣被害対策特命チームの会議があり、対策が

話し合われたようですが、今後の取り組みにつ

いて、チーム長であります稲用副知事に伺いま

す。

以下の質問は質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鳥獣被害対策についてであります。鳥獣被害

対策につきましては、本庁及び各地域に鳥獣被

害対策特命チームを、また、林業技術センター

内に鳥獣被害対策支援センターを設置し、市町

村や関係機関とも一体となって、モデル集落で

の成功事例の創出や、適切な捕獲対策等に取り

組んでいるところであります。しかしながら、

御質問にありましたように、鳥獣被害は依然と

して深刻な状況にあり、さらなる対策の強化を

図る必要があります。このため、モデル集落で

の成功事例を県内各地域に普及させていくとと

もに、市町村、関係機関、地域住民が一体と

なった餌づけ防止や追い払い活動など、被害対

策のさらなる推進、継続的な捕獲対策の強化や

効果的な防護柵の設置、捕獲鳥獣の利活用の推

進など、総合的な対策に引き続き全庁を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○黒木正一議員 美郷町のシイタケ生産農家

で、猿による被害の話を聞きました。耳川にか

かる近くの橋を行ったり来たりして、シイタケ

などの農林作物を荒らしている。ボス猿が安全

を確認して合図を送ると、一列に並んで橋を

渡っていくのだそうです。地域の消防団より統

制がとれておって、その上、賢いのでどうにも

ならないという話でありました。猿によるシイ

タケ被害は、椎葉村でも門川町でも聞きます。

本県においては、先ほど言われましたけれど

も、平成24年４月に林業技術センター内に鳥獣

被害対策支援センターを設置して対策に取り組

んでおります。モデル集落での成功事例を県内

各地域に普及させていくということであります

が、どのような成功事例があるのかを環境森林

部長にお願いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 鳥獣被害対策
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支援センターでは、地域の鳥獣被害対策特命

チームと連携しまして、各地に設置されている

モデル集落を中心に、被害対策に関する技術面

の支援等を行っております。その中で、例えば

木城町の駄留集落では、やぶの刈り払いや猿の

追い払いを地域ぐるみで徹底した結果、被害が

ほとんどなくなり、一度やめていた耕作を再開

するなどしております。また、延岡市北川町の

川坂山の手集落では、里山を管理し、防護柵を

設置するなどした結果、被害が減少し、湿原の

希少動植物の保護にもつながっております。鳥

獣被害対策につきましては、地域一体となって

取り組むことが大変重要ですので、このような

成功事例をより多く創出し、周辺地域にも波及

させてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 全国の成功例をいろいろと調

べてみますと、共通点は、野生鳥獣を集落内に

入らせないこと、侵入したら追い払うか捕獲す

ることということで、これは当たり前のことだ

と思うんですけれども、昔、シシ垣と呼ばれる

防護壁をつくって地域ぐるみで対策を行ってい

た原点に返ること、人間の団結力が一番の武器

ということでしょうか。なるほどとは思います

けれども、現実は容易なことではありません。

「21世紀は鳥獣害の世紀」と言う人もいます。

過疎問題、人口減少の克服には、鳥獣害対策も

不可欠です。

国は、25年に「保護」から「捕獲」へと方針

を大転換し、10年後に鹿・イノシシの生息数を

半減する目標を掲げ、翌26年には、政策の根拠

となる改正鳥獣保護法を成立させています。そ

の一方で、27年度鳥獣被害防止総合対策交付金

を総額160億円から95億円へと大幅に削減、本県

への配分も大きく減少しています。交付金減少

が鳥獣被害対策に及ぼす影響と今後の対応につ

いて、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 国の鳥獣被害

防止に係る関連予算につきましては、本年度か

ら、緊急捕獲等対策が鳥獣被害防止総合対策交

付金に統合され、全体として、前年度比59％に

縮減されておりまして、本県には、要望額に対

しまして、62％の３億1,700万円余が配分されて

いるところであります。このため、県といたし

ましては、環境森林部の捕獲対策等と一体的な

推進を図るとともに、本年度から、多面的機能

支払制度の中で、本県独自の取り組みとして、

わなや防護柵の導入等を支援の対象とするな

ど、関連予算の削減に伴う影響の緩和に努めて

まいりたいと考えているところであります。ま

た、国に対しましては、鳥獣被害対策が計画的

・安定的に実施できますよう、予算の拡充につ

いて強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 鳥獣被害対策関連予算が大き

く削減されることは、大きな問題だと思いま

す。新聞に一般質問の項目が載りますけれど

も、私が鳥獣被害対策と書きましたら、数人の

方から連絡がありました。「鳥獣被害が何とか

解決できなければ、地方創生どころではない。

この現実を知ってほしい」というものばかりで

ありました。これまで多額の対策費をつぎ込ん

でもらっております。基本は自衛でありますけ

れども、自衛どころではなくなっております。

本県の調査による鹿の推定生息数は約４万頭

でしたが、環境省による鹿生息状況調査では、

本県の生息数を12万5,000頭と推定しており、こ

れを10年間で半減するには相当数の捕獲が必要

になります。被害対策特命チームの会議で、捕

獲がふえるものの食用などの活用が浸透してい

ないことから、チーム内に利活用部会を設置
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し、利用促進を決めたということでありますけ

れども、全国各地で、捕獲した有害鳥獣の有効

活用に取り組んでおります。

ある県では、調理専門学校に依頼して、学校

給食に利用できる鹿肉のレシピを開発、給食で

の利用を実現していると聞きます。給食用に安

全で均質な肉を大量に提供するためには、肉の

処理を適切かつ安定的に行う加工施設の整備、

安全衛生管理、仕入れ価格を抑える仕組みな

ど、問題はあるものの、鳥獣被害は子供たちに

も身近な問題であり、地域課題や自然、命につ

いて、学び考える機会にもなっているというふ

うに聞きます。本県で利活用されている状況と

今後の取り組みについて、総合政策部長にお伺

いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内における

捕獲鳥獣の利活用につきましては、直売所での

肉の販売や飲食店での料理提供、鹿肉を活用し

た加工品販売などの取り組みが行われていると

ころでありまして、県としましても、処理施設

の整備や鹿肉の販売に取り組まれている企業の

人材育成等に対する支援を行っているところで

あります。しかしながら、販売先の確保や安定

供給、採算性の確保などの解決すべき課題もあ

りますことから、捕獲した鳥獣の利活用は一部

にとどまっている状況にあります。このため、

本年度、鳥獣被害対策特命チーム内に、新たに

捕獲鳥獣利活用部会を設置したところでありま

す。部会では、県内外の情報収集や情報発信、

衛生管理マニュアルの周知、捕獲鳥獣を活用し

た地域おこしについて検討を進め、事業者や市

町村などとも連携しまして、捕獲鳥獣の有効な

利活用の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 「地方行政」という冊子に、

ジビエをめぐる三重県の取り組みが紹介されて

います。三重県の捕獲数は、24年度、鹿が１

万7,000頭、イノシシが１万2,000頭、猿が1,400

頭余りですから、宮崎県よりちょっと少ないか

なというぐらいの捕獲数でありますけれども、

ここでは、野生獣の食肉「みえジビエ」という

新しいブランドをつくり、おりで捕獲した鹿を

中心として、解体から衛生管理に関するマニュ

アルの整備、解体する場所の認定と、レストラ

ン、スーパー、料理店などをつなぐ販売から食

べるまでの流れをつくっており、県内６カ所の

指定解体処理場で生産される肉・加工品は、み

えジビエ登録制度登録施設のレストラン、スー

パーで販売され、関東のレストラン、ホテルに

も出荷されているようです。

解体施設への持ち込みは、鮮度保持のため、

移動時間がマニュアルで冬場は90分以内、夏場

は60分以内と決められており、信頼度が高く、

品物が足りない状況で、三重県農林水産部には

獣害対策課があるようですが、フードイノベー

ション課という課が販売先をすごい営業力でつ

くっていると紹介されています。ジビエは自然

のものですから、安定生産の困難さや品質管理

など課題も多く、よほど本気度がなければ成功

しないのではないかと思います。しっかりと取

り組んでいただきたいものだと思います。

今回の新規事業で効果的な捕獲法に取り組む

ようでありますけれども、三重県でやっている

ように、おりでの捕獲、それから囲い込みの捕

獲とか、そういったものもぜひ検討して、何と

か効果的な捕獲法に取り組んでいただきたいと

思います。ジビエを地域資源として位置づけ、

捕獲の推進や食文化の発展を目指そうと、２月

には国会議員有志でもジビエ議連を立ち上げて

います。三重県は、鳥獣被害で大変だと思うん
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ですけど、ツキノワグマを三重県で捕獲して滋

賀県で放したということで、大変非難を浴びて

おりますけれども、鳥獣被害対策というのは本

当に困ったものだなと思います。

次に、林業問題についてお尋ねするんですけ

れども、野生鳥獣による造林地やシイタケなど

林産物の本県の被害もおよそ１億円ぐらいであ

りますから、大変大きいものがあります。新植

後の鹿ネットは必需品となりつつあります。し

かしながら、この春、森林整備予算が減少し

て、補正予算の本県への配分がなかったという

ことで、施業への影響が心配されましたけれど

も、県当局の努力によりまして、何とか影響を

最小限にすることができました。ただ、森林整

備予算は年々減少していることから、今後の動

向が心配されます。事業とセットになっていた

鹿ネットが張れなくなれば、鹿食害で全滅と

なった事例もあることから、造林意欲の低下に

つながることが心配です。

造林・保育コストの低減などにも取り組むこ

とは必要でありますけれども、需要が増加して

伐採量の増加が予想されている中、必要な地域

には、伐採後の再造林を推進して、健全な森林

を次世代に引き継ぐことで、木材の安定供給や

森林の公益的機能の発揮の維持・促進を図らね

ばなりません。そのためにも、必要な森林整備

費の確保が重要と考えますが、心配する声が非

常に大きいことから、今後の対応について環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 御指摘のとお

り、国の森林整備予算が年々厳しくなっている

中で、増加傾向にございます伐採跡地のより確

実な再造林を進めていくためには、まずは予算

の確保が不可欠でございます。一方で、「伐っ

たら、すぐ植える」作業システムの導入など、

コスト縮減策にも鋭意取り組みまして、予算を

最大限有効に活用することにも努めていかなけ

ればならないと考えているところであります。

今後とも、関係団体等と十分連携し、資源循環

型林業を実現するために、国に対して―本県

は全国の林業をリードしているわけですから

―本県の実情をしっかりと説明しながら、必

要な予算の確保と本県への傾斜配分につきまし

て、強く要望してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

○黒木正一議員 予算確保のことばかり質問し

ておりますけれども、地方創生と言いながら、

今必要な予算が削減されております。しっかり

と予算の確保に努めていただきたいと思いま

す。

先日、中国木材の日向工場第１期完成披露式

に出席いたしました。広大な敷地に大規模な工

場が建てられて、今後、大径材の製材工場、集

成材工場が完成し、本格稼働となると、さらに

大きな需要が生まれることとなります。14日の

日曜日には、日向市であった日向木挽唄全国大

会に誘われて行ってきました。木びきとは、大

きいのこぎりで丸太を材木にする仕事で、製材

は、機械化が始まるまでは、木びき職人が、大

きい原木から柱、板など、ありとあらゆる材木

を大きなのこぎりでとっていたそうで、木をひ

くときに、複数の人が歌いながら気を合わせて

いた労働歌が木挽唄だそうですが、製材を人力

で行っていた木びき山師が中国木材を見たらど

う思うでしょうか。

木挽唄は、「山で子が泣く山師の子じゃろ

ほかに泣く子があるじゃなし 山師さんたちゃ

山から山へ 山師ゃやもめで子は持たぬ」と、

少し寂しい歌詞でありますけれども、当時の木

びき山師は、１級技術者で、筋骨隆々として、
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村の娘の憧れの的であったようです。この日向

木挽唄の源流は、土着のものではなく、冬の農

閑期を利用して九州へ出稼ぎに来た、広島県の

木びき職人が伝えた広島木挽唄だと言われてい

るのだそうです。私の地元の郷土史によります

と、昭和10年ごろまで木びき山師がいた、そし

て６人ぐらいがみんな一斉に大きなのこで歌を

歌いながら気を合わせてひいていたと書いてあ

ります。宮崎県で木びきをしていたのは広島県

の人だけではもちろんないでしょうけれども、

昔、広島県からやってきて人力で製材をやって

いた。今また広島県に本社を置く中国木材が宮

崎県で製材をやっている。何か歴史の不思議な

ものを感じざるを得ません。

本県の再造林率は76％ですが、「伐ったら植

える」取り組みが重要です。隣の鹿児島県、再

造林率35％ということで、これを宮崎県並み

の80％に上げる対策に取り組むようですが、苗

木生産や造林事業費の確保など、今後、県を越

えた取り組みも必要ではないかと思います。新

規事業に、「未来へつなぐ「みやざきの森林」

若返り対策事業」がありますけれども、この中

で、新たな造林樹種の検討に取り組むことに

なっておりますが、どのような樹種を検討して

いくのか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、杉

を中心とする人工林が本格的な収穫期を迎えて

おりまして、伐採後の新たな山づくりのため、

市場ニーズや地球温暖化防止対策も勘案した造

林樹種を検討することにしております。具体的

には、杉やヒノキといった従来樹種に加えまし

て、低コスト林業の確立や将来の資源需要に対

応するために、より成長の早いセンダンやホウ

ノキ、ユーカリなどにつきましても検討したい

と考えております。

○黒木正一議員 将来的に大きく住宅需要が減

少することが予想されていることや、バイオマ

ス向けに早成樹など、新たなニーズに対応する

広葉樹等の試験研究は必要だというふうに思い

ます。また、輸入広葉樹の原料確保が厳しく

なっているというふうに聞いておりますが、国

産広葉樹の用途開発には大きな可能性があると

も言われております。新たな林業として、里山

や耕作放棄地など人家に近いアクセスのよい場

所で、早成広葉樹による短伐期林業を目指す取

り組みが全国的に広がることが考えられます。

このことは、里山に人が入ることにつながり、

鳥獣被害対策にもなると考えられます。また、

この事業の中には、造林経費負担できる企業な

ど、新たなパートナーを確保する取り組みがあ

りますけれども、企業への取り組みをどのよう

に進めていくのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） この事業は、

今後さらに増加します伐採跡地の再造林を的確

に進めるために、造林に必要な経費の負担能力

を有する県内外企業の参加を求めまして、主伐

時、すなわち収穫期を迎えた時点で収入を分け

合う分収林方式等による再造林を推進しようと

いうものでございます。県としましては、対象

林のリストアップや意向調査を実施するととも

に、企業や森林所有者等に対して、その趣旨を

十分に説明しながら、事業の効果が最大限に発

揮できるように努めてまいります。

○黒木正一議員 企業はこれから探すというこ

とになると思いますけれども、いわゆる企業の

森づくりの協定締結数が平成26年度で累計38社

と、次第にふえております。関心を寄せる企業

はあるのではないかと思います。企業といえ

ば、企業局は、水力発電による売電と耳川から
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の工業用水事業で収益を上げており、森林の恵

みを有効活用した、まさに森づくりのパート

ナーではないかと思います。収益を知事部局に

拠出し、それが林業の振興にも役立っているの

だと想像いたします。

先日、県立図書館に行きましたら、「企業局

のおしごと」パネル展をやっておりました。そ

こに緑のダム造成事業も紹介されておりました

けれども、緑のダム造成事業についてお伺いし

ます。本事業は、平成18年度から37年度にかけ

て20年間に、未植栽地1,000ヘクタールを取得し

て水源涵養機能の高い森林を造成するもので、

育林期間も60年という長期にわたり、国土保全

ということからも、多様な森林づくりにもつな

がっているのだというふうに思います。水源涵

養機能の高い森林づくりには、土地に適した樹

種の選定が必要と思いますが、どのように選定

しているのか、また、土地の取得はどのように

しているのかを企業局長にお伺いします。

○企業局長（四本 孝君） ただいま議員の御

紹介がありましたとおり、緑のダム造成事業

は、企業局が発電事業を行うダムの上流域にあ

る未植栽地を水源涵養機能の高い山林として整

備することによりまして、電力の安定的な供給

等に資することを目的に実施しております。土

地の取得につきましては、その対象地域内で、

山林事業の継続が困難なため植林が見込まれ

ず、放置されることが懸念される土地を対象と

しておりまして、所有者からの申し出や地元の

森林組合などからの情報をもとに、現地調査を

行った上で決定しているところであります。ま

た、植林する樹種につきましては、水源涵養機

能が高いとされております広葉樹を主体に、森

林組合などの意見も参考にしながら、その土地

に適したものや景観等にも配慮して決定してお

るところでございます。

○黒木正一議員 私も何度か緑のダム造成事業

記念植樹に参加したところでありますが、場所

によっては、こういう標高の高いところでイ

チョウの木を植えたりしますけれども、あれは

いつの間にかなくなってしまうというか、非常

に高地で、標高の高いところに合わない樹種と

かもありますので、十分に検討して行っていた

だきたいと思います。記念植樹にも何度も参加

しておりますけれども、地域の子供たちとの協

働作業による植樹は、森林に対する興味にもつ

ながっていると思います。

次に、林業における人材育成についてお伺い

します。大型の製材加工場の進出、木質バイオ

マス発電の相次ぐ稼働、アジアへの輸出の増加

など、新たな需要が生まれる中で、木材の伐

採、搬出、造林、育林を担う人材不足が懸念さ

れております。本県においては、「みやざき林

業青年アカデミー」の開講、種々の研修制度に

取り組んでおりますけれども、林業地域の現場

に積極的に足を運んでいる環境森林部長に、人

材育成に対する考えをお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） やはり林業の

分野でも、人材をどう育成するかということは

大変重要な問題でございます。そこで、県では

昨年４月に、美郷町にございます県の林業技術

センター内に「みやざき林業青年アカデミー」

を開設しまして、林業を目指す若者が、必要な

知識や技術を習得できる１年間の研修を実施し

ており、第１期生の５名全員が、修了後に新規

就業している状況にあります。また、中核的な

役割を担う林業就業者を対象に、高性能林業機

械の運転資格など高度な技術を習得できる研修

も実施しておりまして、研修修了者は地域林業

のリーダーとして活躍していただいておりま
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す。

さらに、新規就業者の定着を目的とした国の

「緑の雇用」事業にも取り組みまして、平成25

年度末現在の数字になりますが、合計539名が森

林組合等の林業事業体に就業していらっしゃい

ます。このように、人材育成は林業の成長産業

化を図るために大変重要でございますので、今

後とも、研修内容の充実や就労環境づくりに努

めるとともに、本県の林業の魅力を県内外に広

く発信しまして、本県林業をリードする人材の

育成・確保に精いっぱい取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 国内にあります林業大学校の

うち、平成24年に開校した京都府立林業大学校

は23名が卒業しております。長野県林業大学校

は20名が卒業、岐阜県立森林文化アカデミー

は33名の卒業生をことし出しております。ま

た、ことしからスタートした秋田林業大学校

は、当初予定した定員15名を上回る33名の申し

込みがあり、定員枠を拡大し、18名が合格した

ということであります。本県は、林業青年アカ

デミーに昨年５名、ことしは８名が受講をス

タートしておりますけれども、杉生産日本一を

続け、先ほど知事が日本林業のトップランナー

と言われましたけれども、トップランナーを自

負する宮崎県にしては、少し寂しい気がしない

ではありません。

人材育成・確保は、少子化の中でどの産業で

も課題でありますけれども、林業に興味を持つ

人は結構多いようであります。耳川広域森林組

合が林業作業員を第一次産業ネットで募集しま

したところ、今30数名が応募しているというこ

とでありまして、山が動き出した中で、しっか

りした人材を育成する必要があるのではないか

と思います。

次に、話題を変えまして、空き家対策につい

てお伺いします。少子高齢化や地方の過疎化な

どで、全国的に空き家はふえる一方で、本県に

おける空き家率は、平成10年の10.2％から25年

の13.9％と、全国平均を上回っております。私

の住む山村地域においては、ひとり暮らしの高

齢世帯も多く、これからさらにふえることは間

違いありません。古い空き家につるが巻き、次

第に朽ちていくのは寂しいものです。

老朽空き家の解消を目指した「空家等対策の

推進に関する特別措置法」が施行されました。

倒壊の危険などの理由から、市町村長が「特定

空家」と認定すると、勧告などを経て最終的に

解体・撤去の行政代執行ができるようになり、

同法と連動して、土地の固定資産税の減免特例

措置も除外されるなど、空き家を放置していた

所有者に厳しい規定が盛り込まれており、ふえ

続ける一方でなかなか進まない空き家解消の切

り札にと、大きく期待されています。今回の法

の施行で、過疎地域における荒廃空き家の解体

はできるのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 「空家等対策

の推進に関する特別措置法」では、市町村が

「特定空家」と判断した場合には、所有者に対

し、助言、指導、勧告、さらには、解体、撤去

などの命令を行い、所有者が応じない場合は、

強制執行までできるとされております。この

「特定空家」に該当するかどうかの判断につき

ましては、防災、衛生、景観などの観点から、

倒壊のおそれがあるかといった空き家の状態

や、周辺環境に及ぼす影響の度合いなどを考慮

して行うことになります。このため、御質問に

ありました、山村における荒廃した空き家につ

きましても、市町村が地域の実情に応じて「特

定空家」と判断し、所有者が改善措置を講じな
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い場合には、解体、撤去することも可能となり

ます。県といたしましては、市町村が行う空き

家対策の円滑な推進が図れますよう、実態調査

マニュアルを作成するなど、適切な助言や支援

を行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 私の地元では、空き家を取得

して整備し、田舎暮らしの体験イベント、交流

事業の拠点としての利用、また、きのうＮＨＫ

のテレビで、「緑のふるさと協力隊」で来てい

る女子大生のことが紹介されておりましたけれ

ども、そういう方々の宿泊施設としての活用な

どにも取り組んでおります。特別措置法が施行

され、荒廃空き家の撤去が進むことを期待して

おりますけれども、現実としては、個人の財産

の問題でもありますから、なかなか難しいので

はないかと思います。さらなる利活用などの取

り組みが必要じゃないかなと思います。

次に、小さな商店対策についてお伺いしま

す。中山間地域に限ったことではありません

が、長い間、小さいながらも地域を支えてきた

商店が店を閉めています。また一方で、高齢に

もかかわらず、買い物弱者を助けようと移動販

売で頑張っている商店もあります。人口が減

り、どうしても維持することが困難な場合も、

もちろんあるでしょうけれども、「この店があ

したもここにある」ことは、地域の活力の維持

のためにも大切なことです。小規模企業振興基

本法が昨年６月に成立しました。全国385万社の

中小企業のうち９割を占める小規模企業です

が、大きく減少しています。地方創生でも、苦

境に置かれた小規模企業の支援は大きな鍵とな

ると思われます。この基本法は、小規模企業者

の相談に応じる体制を整え、事業が充実できる

ようバックアップ体制を整えることになってお

りましたけれども、施行後の対応について、商

工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 小規模企

業振興基本法では、小規模企業の成長や持続的

発展を図るため、国、地方自治体、商工会等に

おいて、経営支援を初めとするさまざまな施策

を実施することとされております。主な施策と

いたしましては、販路開拓等の経費を直接支援

する国の小規模事業者持続化補助金がありまし

て、これまでに県内で301件が採択されておりま

す。また、県内の商工会等が、金融機関等と連

携して経営戦略の策定から販路開拓までを一貫

して支援する、「経営発達支援計画」の策定を

進めておりまして、この計画が国の認定を受け

ることで、地域内の小規模企業は、日本政策金

融公庫の新たな融資メニューを受けることが可

能となります。

さらに、県におきましても、県内14カ所の経

営支援チームによる経営基盤強化の取り組み

や、「みやざきスタートアップセンター」にお

ける創業セミナー等に対する支援を行っており

まして、今後とも、商工会等と連携・協力し

て、小規模企業支援を積極的に推進してまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 この基本法の目玉事業であり

ます小規模事業者持続化補助金は、かゆいとこ

ろに手の届く事業で、県内でも多く活用されて

いるとのことでありますけれども、個人や共同

での販路開拓、移動販売などによる買い物弱者

対策など、より困難な取り組みへ支援すること

で、地域の維持・発展につながればすばらしい

というふうに思います。また、「経営発達支援

計画」を策定し、国に認定申請しているのは、

今のところ門川町商工会と佐土原町商工会の２

カ所ということでありますけれども、これを一

つのモデルとして、地域が一体となった取り組
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みで、小規模事業者の活性化につながることを

期待したいと思います。

次に、世界農業遺産についてお伺いいたしま

す。

５月18日から19日にかけて、ＦＡＯが認定す

る世界農業遺産を目指す国内候補地、高千穂郷

・椎葉山地域に調査団が入り、調査が行われま

した。緒嶋議員と一緒に、18日に高千穂町での

プレゼンテーションに参加させていただきまし

た。知事の流暢な英語によるアピールスピーチ

があり、調査団からの感想、認定へ向けてのア

ドバイスをいただきました。推進協議会の熱意

が伝わり、認定されることを期待したいと思い

ます。プレゼンテーションに参加しアピールし

た知事の感想と、認定へ向けての意気込みをお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先月行われました世界

農業遺産に係るＦＡＯの現地調査におきまし

て、高千穂郷・椎葉山地域が有する豊かな森林

や棚田、焼き畑などの山間地農林業システム

や、それらが育んだ神楽などの伝統文化につい

て、私のほうからプレゼンテーションを行いま

して、こうした山間地農林業や伝統文化が世代

を超えて受け継がれていることの重要性、ま

た、その価値をお伝えしたところであり、現場

に来ていただきました調査委員の皆様には、

しっかり御理解いただけたのではないかと考え

ております。

問題は、現場に来られなかった委員の皆様に

も、この重要性をいかに伝えるかというところ

でありまして、実際に現場に来られた調査委員

の先生からは、「この地域には、未来へ受け継

ぐべき物語がある、世界に発信すべきものがあ

る」というお言葉をいただいたところでありま

す。特に農林業が、地域のコミュニティー、ま

た神楽と一体化しておるということで、そこは

高く評価をいただいたわけでありますが、ある

委員の方が、「大切なものは目に見えない」と

いうようなことを表現されて、現場に実際に足

を踏み入れていない、また、ここに来られてい

ないほかの委員の方には、どういうふうにそこ

の魅力をアピールしていくのか、そこの工夫が

必要であるというアドバイスをいただいたとこ

ろであります。

世界農業遺産に認定されれば、地域の方々に

とりまして大変大きな自信と誇りになるわけで

ありまして、農林業はもとより、さまざまな分

野への波及効果が生まれ、地域活性化につなが

るものと期待しております。今後とも、認定に

向けまして、こうした御指摘を踏まえて、しっ

かりとこの魅力、必要性、重要性をアピール

し、伝える工夫をしながら、地元の皆さんと一

丸となって全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 調査団からは、世界農業遺産

は、ありのままに残すユネスコの世界遺産とは

違う、伝統的な農業・農法と、それによって育

まれた文化や土地景観、生物多様性などを保全

しつつ、現状のシステムをよい方向に変えてい

こうという取り組みであるという話がありまし

た。

この地域は、農地が零細で分散しておりまし

て、今言われておりますように、「農地の規模

を拡大して企業などを参入させれば、日本農業

は成長産業になる」というような方向性にはな

かなかそぐわない地域であります。また、多く

の家庭が兼業農家で、全国の水稲農家の７割が

１ヘクタール未満でありますけれども、この地

域のかなりの家族が水稲栽培をしており、それ

らの家族が、水路、道、あぜなどを管理して地
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域社会を維持し、棚田、景観を守り、神楽など

の伝統文化を継承しております。

生産性が低いから、攻めの農業に逆行してい

るということで、政策の対象から外そうという

見方もあるようでありますけれども、食料は輸

入できても農村は輸入できません。この機会

に、地域の資源や日常気がつかない価値を見出

して、この地域の振興だけでなくて、本県の中

山間地域振興につなげていくことが必要じゃな

いかというふうに思います。認定に向けたこれ

からの取り組みについて、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 世界農業遺産

の認定に向けましては、ＦＡＯの現地調査の中

で、ただいま知事も申し上げましたように、大

変貴重な幾つかの提言をいただいておりますの

で、これらを踏まえて、国際フォーラムに向け

た準備をしっかりと進めていきたいと考えてお

ります。今後、他の候補地との厳しい競争にな

ると予想されますが、県といたしましては、本

議会でお願いしております「世界農業遺産チャ

レンジ事業」により、地域資源のさらなる磨き

上げを行うとともに、世界に向けて本地域の農

業遺産としての価値をしっかり情報発信できる

ように、地元の推進協議会とともに、総力を挙

げて取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 プレゼンテーションに参加さ

せていただきまして、緒嶋議員と「宮崎県も本

当に一生懸命やってくれるな」という話をした

ところでありました。何とか認定されて、地域

の自信につながるといいなと思っております。

世界農業遺産の認定に向けての取り組みを見

ておりますと、午前中に日高議員が言いました

けれども、ない物ねだりじゃなく、ある物探し

をやっているんだなという感じがつくづくいた

します。しっかりと地域の資源を掘り起して、

世界に向けて発信する大きなチャンスではない

かと思います。

地域経済活性化の基本というのは、第１に、

産業文化歴史を掘り起し、磨きをかけて世界に

向けて発信する、きらりと光る地域づくりであ

ると言われますけれども、まさに世界農業遺産

の取り組みと重なります。２番目が、未来を担

う子供たちを地域で愛着心あるように育てる人

づくりと言われております。

「みやざき学」についてお尋ねいたしますけ

れども、アクションプランの中に、郷土に対す

る誇りや愛着を育むための教育を推進する人財

育成プログラム、また、文化スポーツ振興プロ

グラムには、地域への理解を深める「みやざき

学」の充実というふうにあります。知事の考え

る「みやざき学」とその展開についてお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 私は、本県の自然や歴

史、伝統・文化や産業、さらには、本県が輩出

した先人の生き方や考え方そのものが、人財育

成のための宮崎の宝であると考えておるところ

であります。そのような思いで、県民の皆様方

が、郷土を知り、郷土に触れ、誇りと愛着を

持って、郷土に貢献していこうという気概を育

む教育を「みやざき学」と捉えているところで

あります。

「みやざき学」を広く県民の皆様に御理解い

ただくため、学校教育では、地域や企業等の協

力をいただきながら、ふるさと学習を推進しま

すとともに、各地で受け継がれている伝統芸能

に親しむ取り組みや、地域行事へ意欲的に参加

する活動を一層促進することが重要であると考

えております。また、広い意味での地産地消に

取り組む中で、ディスカバー宮崎ということも
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掲げながら、宮崎の宝の掘り起こしにも努めて

いるところであります。私としましては、「み

やざき新時代」を担う有為な「人財づくり」、

また地域の活性化に、この「みやざき学」の取

り組みを生かしてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 それでは次に、話題を変えま

して、乾シイタケの振興についてお伺いしま

す。６月11日に、乾シイタケ品評会、生産者大

会がありました。乾シイタケは全国２位の生産

量で、中山間地域における貴重な作物ですが、

ここ数年、消費の低迷、原発事故による風評被

害などで価格が低迷しておりましたけれども、

昨年秋ごろから上昇し、５年前ぐらいの価格に

戻っております。価格上昇は不作が大きな原因

で、消費の伸びによるものではありません。た

だ、生産を諦めかけていた生産者も多かっただ

けに、ことしの大会は生産者も多く、昨年から

すると、知事のミラノ万博への出品という話も

ありましたし、みやざき犬がシイタケをかぶっ

た「しいたけひぃくん」のお披露目もあるな

ど、活気のある大会になったというふうに思い

ます。

消費、販路の拡大にさらに取り組んでいかな

ければなりませんが、今回の補正予算に「みや

ざき乾しいたけ」魅力発掘推進事業があり、機

能性等の成分分析を実施して、商品力、販売力

の向上を目指す事業のようでありますけれど

も、その概要について、環境森林部長にお伺い

します。

○環境森林部長（大坪篤史君） この事業にお

きましては、本県の乾シイタケの効能の成分分

析を行いまして、その魅力を広く消費者にＰＲ

することにより、消費の拡大を図りたいと考え

ております。また、本県乾シイタケの選別割合

を高めることによりまして、販売価格の向上効

果なるものを検証するために、小型選別機を導

入した選別をモデル的に実施し、その効果を生

産者に実感していただいて、導入の促進を図り

たいと考えております。こういった事業のほ

か、原木や種駒の購入、乾燥機や人工ほだ場な

ど施設整備への支援、さらには、コンビニ等と

連携した商品開発などを行うことにより、これ

らを一体的に実施しまして、山村地域の重要な

収入源である乾シイタケの生産振興に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 機能性などの成分分析を実施

するというような事業でありますけれども、も

ともと乾シイタケというのは、日本料理の三大

うまみ成分の一つ、グアニル酸が含まれてお

り、またこれまでも、免疫力アップにつながる

レンチナン、コレステロール、血圧を下げるエ

リタデニンが含まれ、カルシウムの吸収を助け

るビタミンＤがたっぷりで骨を丈夫にするこ

と、食物繊維が豊富で便秘解消、ダイエット効

果、ビタミンＢ２による美肌効果などが言われて

おります。機能性検証の成果が消費拡大につな

がることを期待したいと思います。

さて、食品に対して、健康の維持・増進に役

立つ旨の表示ができる機能性食品表示制度が４

月にスタートしました。医療費がふえ続ける中

で、総理は平成25年に次のように言っていま

す。「国民がみずからの健康を守る。そのため

には的確な情報が提供されなければならない。

今回の解禁は、単に世界と制度をそろえるだけ

にとどまらない。農作物の海外戦略も視野に、

諸外国よりも消費者にわかりやすい機能性表示

を促すような仕組みを検討したい」。これは成

長戦略の重要な方針の一つであって、なおかつ

日本の食品が世界でより羽ばたくための戦略と
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いうことでありますけれども、この制度は、企

業や農家などにとって、農作物や加工品の付加

価値を上げるためのメリットにはなるけれど

も、ハードルは高いというふうに聞きます。機

能性食品表示制度の概要について、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 機能性表示食

品制度は、ことし４月１日に施行されました食

品表示法に基づき、新たに創設されたものであ

りまして、事業者が科学的根拠を示す論文や表

示内容を消費者庁に届け出ることにより、例え

ば、「おなかの調子を整えます」あるいは「脂

肪の吸収を穏やかにします」など、食品の機能

性を表示することが認められる制度でありま

す。従来から、特定保健用食品、いわゆるトク

ホと呼ばれるものはありましたが、トクホは、

消費者庁の審査並びに販売の許可を受けるた

め、相当の期間を要しますのに対し、機能性表

示食品は、届け出後60日たてば販売開始できる

という特徴がございます。また、消費者としま

しても、消費者庁のウエブサイトに公開された

情報を見ることにより、自分自身で目的に合っ

た食品を選択することができるというものでご

ざいます。

○黒木正一議員 最近、新聞で、これは機能性

食品表示制度に基づくいろんなものですよとい

うことで、宣伝が急に大きく出始めましたけれ

ども、新たな制度でありまして、わかりにくさ

や課題もいろいろと言われておりますけれど

も、何とかこれが健康につながるようになれば

いいなという気はいたします。

本県では、「プラス宮崎」で挑むブランド産

地強化事業の中で、多様化する消費・販売ニー

ズに応えるために、健康・環境への関心の高ま

りに対応する、機能性食品表示制度を活用した

機能性の高い商品の開発に取り組むということ

になっておりますけれども、着目した商品開発

と販売をどのように展開していくのか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本事業におき

ましては、多様化する消費ニーズに対応するた

め、マーケットインの視点に立った商品づくり

や取引づくりを進めることとしております。中

でも、農産物の機能性に着目した商品開発につ

きましては、ビタミンＣの含有量が全国標準値

より３割から４割多いピーマンやゴーヤーな

ど、本県の健康認証商品の拡充を図るととも

に、お話にありました国の新たな食品表示制度

を活用いたしまして、例えばキンカンの免疫力

維持効果など、機能性を表示した商品開発にも

挑戦してまいりたいと考えているところであり

ます。さらに、こうした宮崎ならではの商品を

提案することで、従来の取引先への有利販売は

もちろんのことでございますけれども、スポー

ツや福祉分野など、新たなニーズを捉えた取引

開拓にも取り組んでまいりたいと考えていると

ころであります。

○黒木正一議員 健康認証商品の拡充を図った

り、機能性を表示した商品開発を促進するとい

うことでありますけれども、これが県民の健康

づくりにつながれば大変ありがたいことだなと

思いますし、また、商品の販売力向上につなが

るとすばらしいことだなと思います。健康で長

生きは誰もの願いであります。

健康長寿日本一に向けた取り組みについてお

伺いします。

健康長寿日本一を目指すプロジェクト推進事

業がスタートいたします。健康長寿日本一を検

索しますと、日本一を主張している都道府県

は、長野、山梨、静岡。日本一を目指している
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のは、京都、埼玉、神奈川、高知、奈良、島

根、山形。ざっと調べただけでもこれだけあり

ます。宮崎県は出てきませんが、多くの県が日

本一を目指していると思います。このような競

争はいいことだと思います。医療費が増加する

中で、健康寿命を延ばすことは喫緊の課題で

す。日本一へ向けて、本事業での具体的な推奨

事業、市町村への展開について、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 健康長寿社会

づくりプロジェクト推進事業におきましては、

県民一人一人が目標を持って取り組めるよう、

野菜の摂取量を１日100グラム、運動を１日10

分、それぞれプラスすることを促す事業などを

行います。また、市町村に対しましては、市町

村が実施いたしますＢ型肝炎などの任意のワク

チン接種事業や、健康づくりに取り組む個人に

ポイントを付与する健康長寿マイレージ事業、

あるいは高齢者への社会参加を促す事業等への

助成を行うことにしております。

さらには、市町村国保などが持ちます医療費

や健診のデータを分析しまして、効果的な保健

事業の実施につなげる取り組みを、市町村など

と連携して実施することにしております。こう

した健康づくりや生きがいづくりへの取り組み

を、既存の事業ともあわせまして総合的に推進

することにより、健康寿命を延ばし、健康長寿

日本一の達成を目指したいと考えているところ

でございます。

○黒木正一議員 例えば、日本一を目指してい

る埼玉県では、毎日１万歩運動、それから筋力

アップトレーニング事業というのに取り組んで

いるようですけれども、こういう取り組みを聞

きますと、椎葉村に健康長寿のヒントになるよ

うな人がおります。94歳の男性、90歳の女性の

夫婦です。そこには車が行く道路がありませ

ん。国道からジグザクの狭い道を耳川におり

て、沈み橋を渡って少し上ったところに家があ

り、そこで繁殖牛を４頭飼っています。車がな

いから常に歩かなければならない。牛を飼って

いるから適切な筋力トレーニングになるし、生

きがいがある。不便だから余計なものを買わな

い、食べない。そして、何よりも前向きで、条

件が悪いなど決して言わない。地域の人がよく

してくれると感謝の言葉しか言わない人です。

その人は頭が大きくて、子供のころ、仮分数

と言われたそうです。親を恨んでいたそうで

す。ところが、今は親に感謝していると言いま

した。といいますのは、そこは昔は河川で荷物

を運んでおりましたけれども、今は小さい運搬

車で荷物を運んでおります。牛を引っ張るとき

には、牛市に行くとき、子牛は親と離れるのが

わかって、なかなか歩きません。若いころは力

ずくで引っ張っていたけれども、今は運搬車で

ロープをつないで引っ張って上っている、頭が

いいだろうという話をしておりました。何事も

前向きで話す人であります。だから健康長寿か

なと思っております。

ところが、そこの家に、ほんの数日前、車が

行くようになりました。というのは、地域の人

が何とかあそこに車をつけたいという思いで、

しかし、沈み橋があるから、運転の上手な人が

辛うじて行くような道でしかないんですけれど

も、非常に喜んでおりました。今度、３頭牛市

に出るから、それで道路の開設費を払うんだと

いうふうに張り切っておりました。

そういう人を見習って、宮崎県が健康長寿日

本一になりますことを願って、質問を終わりま

す。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり
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ました。

次の本会議は、22日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会



６月22日（月）
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。12年間議員を務めて、その日の１番

バッターになったのは初めてであります。きょ

うは、そういう意味でおくれちゃならぬと思っ

て、延岡を１便早めて６時53分の列車で参りま

した。

それでは質問いたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

長崎に原爆が投下され、みずからも被爆しな

がら、長崎の街で救助活動に当たった当時17歳

の少年、内田梅男さんの手記の一部を紹介いた

します。

私たちは三菱造船所を通り、飽の浦―水之

浦へと進む。稲佐山が燃えていましたが消火

作業をしている人はいません。幸橋付近にさ

しかかると、人間や馬の死体が川の上流から

流れてきました。「水ばくれんね」と助けを

求める人も。私は小さいころ「大やけどをし

た人に水を飲ませると死ぬ」と聞いていまし

た。そのことを言いましたが、聞き入れませ

ん。かわいそうになり水を与えることにしま

した。しかし水を入れるものが探しても見つ

かりません。長靴の破れたのが見つかりまし

た。だけど入れた水が濁ってしまいます。仕

方なく手のひらに水を注ぎ、こぼれぬうちに

急いで求める方の口元に当ててやりました。

その人は一気にわずかな水を飲み干し、ぐっ

たり横になり動かなくなりました。私は自分

が行っていることは分かっていながら、あま

りにもかわいそうと思い、最期の水を飲ませ

てしまいました。

三菱製鋼所の裏側では、大やけどを負った

馬と馬主の悲しい姿を見ました。馬主は馬車

の先の方に倒れ、馬はやけどで目を曇らせて

そばに。私はこの情景を見て、主人を精いっ

ぱいで見ている馬、その馬の主人に対する愛

情は人間よりはるかに深いものがあるのでは

と、痛感して通り過ぎました。

以上が手記の一部であります。

戦争を語った文芸作品はさまざまあります

が、私がこの手記の中で一番心を動かされたの

は、「主人を精いっぱい見ている馬」というシ

ーンです。息絶えた主人のそばに立ちすくむそ

の馬がその後どうなったのか、記されていませ

ん。恐らく４本の足で立っていた馬も、人間の

愚かな所業によるものとも知らず、いつしか力

尽き、くずおれてしまったのではないでしょう

か。「その馬の主人に対する愛情は人間よりは

るかに深いものがある」という最後の表現は、

人間がこの世で最も罪深く、であるからこそ、

人間は、過去や未来の歴史に対して、もっと謙

虚に責任を持つべきであるということを、この

無言の馬が教えているような気がいたします。

人間というものは、すばらしい生き物であり

ます。ですが、悲しいかな、一方では、残虐性

を持った二面性のある生き物であります。人間

の二面性、そのことは、アウシュビッツ収容所

や731部隊、さらには、現代の私たちの日常生活

の中でも、戦争の一変型とも見られるような、

いじめ・虐待事件が示しています。そういった

人間であるから、私は、政治というものは人間

の憎悪の観念に依拠して行われてはならぬ、国

民にその残虐性を表現させてはならぬと思いま

平成27年６月22日(月)
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す。そういった人間であるから、「あちら側に

行ってはいけないよ。光あるこちら側に行こう

よ」と指し示すのが教育だと思います。

戦争というものを体験した日本という国は、

まさに憲法前文にあるように、諸国民の公正と

信義に信頼して、名誉ある地位を占めなければ

ならぬと思います。そこで、知事に質問いたし

ます。日本は、戦争や被爆を体験した国とし

て、平和を全世界に訴えていく使命を持った国

だと思いますが、今の国会での安全保障関連法

案に関する議論についてどう思われるか伺いま

す。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

日本国憲法の平和主義の理念は、人類共有の

財産であり、今後とも守られるべきものである

と考えております。一方、今回の見直しに関す

る政府の考え方の根底には、世界各地において

さまざまな紛争が生じるなど、我が国を取り巻

く安全保障環境が大きく変化していることを踏

まえ、我が国や国民のためとの強い思いがある

ものと考えております。この問題は、国の根幹

にかかわる極めて重要な問題でありますので、

政府においては、その背景や内容を十分に説明

し、国会においては、幅広い国民の意見を十分

に踏まえながら、丁寧かつ慎重に議論を行って

いただきたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 丁寧かつ慎重にということ

で、これは今までの答弁の中でも数回聞いてま

いりました。知事としては、ここまでしか言え

ないのかなという思いもありますが、やはり日

本の国というのは法治国家でありますし、法律

といいますか、そういう理念のもとに国家を運

営しようというものが崩れてきたら、瓦解して

しまうような気がするんですよね。だから、そ

ういう危惧から、先ほどの話もさせていただき

ました。

実は、1987年に、ペルシャ湾の機雷を除去す

るために、自衛隊の掃海艇の派遣をアメリカか

ら要請されたときの、中曽根首相と後藤田官房

長官の話し合いがあります。そのことをちょっ

と言ってみますと、後藤田さんはこう言ったそ

うです。首相に対して「あなた、これは戦争に

なりますよ。国民にその覚悟ができています

か。できていないんじゃありませんか。憲法上

はもちろんだめですよ。私は賛成できません。

おやめになったらどうですか」、強硬な中曽根

さんがいたわけですが、「この議案は重大な決

定ですから、当然閣議にかけますよね」「もち

ろんかけます」「そうですか。それでは私はサ

インをいたしませんから」というようなこと

で、このときの中曽根首相は断念したわけです

よね。私は、政権内部にもこういった人がい

らっしゃったということで、今の国会での審議

の中で、ぜひ何かそういったところを表現でき

る立場の人がいらっしゃればいいがなと思いま

す。

次の質問に移りますが、教育長にお伺いいた

します。映画に「西部戦線異状なし」という映

画があります。これは第１次世界大戦後につく

られた白黒のアメリカの映画であるわけです

が、これを見られたのであれば、ぜひ感想をお

願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 映画というのは、人

に何か感動とか感じさせるものがある。この映

画は、人に衝撃を与えるものだと思いました。

映画から、戦争の悲惨さとか過酷さ、不条理さ
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というものに大きな衝撃を受けました。私が一

番衝撃を受けたのは、教師の言動によって、戦

場に若者が行き、それぞれの若者が命を失って

いったということでありました。

実は、実体験として、私はこの教師と同じよ

うな体験をしたことがあります。軍隊の是非を

申し述べるつもりはありません。スイスに研修

で行ったとき、スイス人の現地の教師と親しく

なりました。食事をしながら私にこう問われま

した。「飛田よ、おまえは軍隊に何年行ったこ

とがあるか」と。「うちには徴兵制はない」と

言ったら、スイス人の教師は「そういう制度が

なくて、自分の国を守るということをどうやっ

て教えるのだ」と私に問われました。世界には

さまざまな国があって、歴史にはさまざまな転

換点があります。その中で、「人として、教師

として、どう生きるのか、真剣に考えよ」、そ

のことを、この映画、そして知人の言葉から感

じさせられました。

○太田清海議員 わかりました。これは本当に

感想だけを伺いまして、その点では、またいろ

んなことも話していただきたいなとは思います

が、よろしいです。実は、いろんな方にこう

いった映画も見ていただきたいなという思いも

ありまして……。リーマンショックのとき、派

遣労働者がどんどん首を切られていったときに

読まれた小説が、小林多喜二の「蟹工船」とい

うことでしたが、私は今の時代、こんな議論が

されている時代に、ぜひ国民に「西部戦線異状

なし」という映画を見ていただきたいなという

思いもあります。私、小説のほうも、レマルク

という人の小説でありますが、原文も読ませて

いただきました。

実は、戦前に戦争教育をしていた先生が、戦

後、いろんな心に痛みを持ってつくられた詩

を20代のころに聞いて、うろ覚えで覚えており

ませんけれども、こんな趣旨だったと思いま

す。「私は戦場に数多くの教え子を送った。時

の政治がそうだったから、仕方がなかったと言

いわけもできるかもしれない。しかし、生徒の

首を絞めつけたひもを政治が握っていたとすれ

ば、その片方を握っていたのはこの私なのだ」

というような詩だったと思うんですね。非常に

感銘を受けた思い出があります。ぜひ平和な、

本当にみんなが手をつなげるような世の中に

なってほしいなと思っております。

質問は変わりますが、次に知事に、川内原発

の再稼働についてどうお考えなのか、お伺いし

たいと思います。再稼働も具体的になってきて

おります。７月７日には燃料棒を挿入する作

業、そして、ことしの８月中旬には再稼働とい

うのが具体的な日程になっておりますが、知事

にもう一回、意見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 川内原発につきまして

は、現在、使用前検査が行われておるところで

あります。再稼働に当たりましては、国や原子

力規制委員会の科学的・技術的な知見に基づき

ます安全性の確保を大前提とした上で、最終的

には、国が責任を持って判断していくべきもの

と認識しております。県としましては、県民の

生命、財産を守る立場から、全国知事会等を通

じて、国が前面に立った安全対策及び防災対策

の充実強化を求めているところであります。国

は、国民の不安の声というものを真摯に受けと

め、しっかりとした説明責任を果たしていただ

きたいと考えております。

○太田清海議員 これも先ほどの質問と、回答

としては似ているかなと思いますが、地方分権

の時代、地方の時代と言われている時代にあっ

て、地方の声をきちっと届けるということが大
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事な時代になっていると思うんですね。ぜひ、

そういったところでは頑張っていただきたいと

思っています。

私自身は、人間と核エネルギーというのは共

存できないんじゃないかという思いがありま

す。もう一つの質問でありますが、現時点で

は、原子力は人類が制御できないエネルギーだ

と思いますけれども、原子力エネルギーの利用

についてどう思われるか、知事の意見をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 福島原発事故や放射性

廃棄物の処理の問題、もろもろ考えますと、将

来的には、英知を結集して、可能な限り原発に

頼らない社会を実現していくことが重要である

と考えておりますが、一方で、安定的な電力供

給やＣＯ２の排出などを考慮しますと、今すぐ原

発をゼロにすることは現実的ではないと考えて

いるところであります。原子力政策につきまし

ては、我が国のエネルギー政策全体の問題とし

て、国は昨年４月、エネルギー基本計画を決定

し、2030年を見据えたエネルギー需給構造の見

直しを進めているところであります。本県とし

ましては、今後とも、豊かな自然環境や地域資

源を生かした再生可能エネルギーの普及拡大に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 核エネルギーについては、人

間の英知を結集してという、将来に対する期待

も含めた感じでお伺いいたしましたが、先ほど

知事が言われたように、廃棄物処理方法もまだ

確立していないという中で、科学者がこのあた

りをどう良心的に解釈するのかなという思いも

いたします。私は、将来、人間も成長すべきで

ある、経済的にも成長すべきであると思います

が、人間の成長というのは、地球表面が受けて

いる太陽エネルギー、それを超えて成長は難し

いのではないか、できないのではないかという

思いがあるわけです。だから、産業革命以降、

地中に埋まった石炭を取り出し、石油を取り出

し、そして成長してきたわけです。たき火だけ

では飽き足らず。

私は、石炭を引っ張り出してもいいと思いま

す。せっかく地中に埋まった二酸化炭素を引っ

張り出してというのはやったわけですが、それ

は、また木を植えればカーボンイコールで、ど

うにか循環ということもできます。だから、私

は、それはあり得ることだと。太陽エネルギー

によって蓄積された石炭、石油というものであ

れば、それは可能だと思いますが、ウランとい

うものは、どうも人間がさわってはいけないも

ののような気がいたします。人間の英知という

期待もあるわけですが、困難ではないかなと、

将来に禍根を残すんじゃないかなという思いを

ぜひ伝えておきたいと思います。

次に、地方創生についてお伺いいたします。

県が主催しました県・市町村連携推進会議が

４月15日、宮崎市内であったと伺っておりま

す。一部の新聞でも報道されています。その中

の首長さんの声として、こういう声が上げられ

ています。「地方の努力を求めるだけでは実効

性は上がらない。国に、財源、人材、情報の支

援ではなく、構造的な対策を同時に進めるよう

主張してもらいたい」、構造的な対策をしてく

れと、地方は精いっぱい合理化もして、これ以

上できない、これ以上まだ何かやるんですかと

いうような思いを込められたような気がいたし

ます。宮日の社説の中にも、地方が頑張っても

国の構造が変わらなければ、実効性は上がらん

のじゃないかということも指摘されているわけ

ですが、この意見に対して、知事のお考えをお



- 190 -

平成27年６月22日(月)

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでもさまざまな

地域振興策が行われてきたところであります

が、今回の地方創生につきましては、人口減少

問題を国全体の問題として捉えて、地方の活性

化と東京一極集中の是正をあわせて行うことに

より、問題の克服を図ろうという点が、これま

での振興策とは違うところであるというふうに

考えております。このため、本県におきまして

も、地方のモデルケースとなるよう、地域に根

差した政策をしっかり構築するとともに、国に

対しましても、東京一極集中是正に向けた全体

の方向づけや仕組みづくりに責任を持って取り

組んでいただきたいということで、若手知事の

グループや全国知事会など、さまざまなそうい

う集まり、また団体を有効に活用しながら国に

提言してきたところでありまして、実効性のあ

る地方創生の実現に、国、地方、双方の立場

で、全力で取り組んでまいりたい、そのように

考えているところであります。

○太田清海議員 知事、構造的な問題につい

て、もう少しどういった考えなのかというのが

聞きたいわけですが、私はいつも言っておりま

すが、構造的な問題というと、税の所得再配分

ということを基本的につくらないと、この国は

だめになっちゃうんじゃないかと。それともう

一つは、派遣労働、国のほうでも法案が通って

いくようですけれども、派遣労働という制度を

つくって以降、本当に価値を生み出す人たちの

そういうものが金属疲労を起こして、この国の

成長というものが本当に難しくなるんじゃない

かなと。将来、生活保護を受ける人たちもまた

ふえてきますよというようなこともありますの

で、私自身は、構造的な問題という意味では、

そのあたりを国が本当に真剣に考えていかない

といけないんじゃないかなという思いがありま

す。

それからもう一つ、気になることであります

が、これもマスコミに報道されていましたけれ

ども、実は、総務省が自治体に配る地方交付税

の算定方法を2016年から見直して、自治体に仕

事の効率化を促す方針を固めたというふうに報

道されています。こういう見直すということに

対して、知事のお考えをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税の算定方法

の見直しにつきましては、先日開催されました

経済財政諮問会議におきまして、総務大臣が表

明したというような報道があったところであり

ます。現段階では、その具体的内容までは明ら

かにされておりませんので、本県における影響

など、判断しかねるところでありますが、今後

も増加が見込まれる社会保障関係費を確保しな

がら、地域経済の活性化と財政健全化を進める

ためには、行政サービスをより効率的・効果的

に提供していく創意工夫を継続することが必要

であろうと考えております。地方においては、

民間委託など、都市部と同等の一律的な効率化

は困難なケースもあるというふうに考えられま

すので、地方の実情を踏まえた見直しが行われ

るよう、さまざまな機会を捉えて、国にも提言

してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 交付税の見直しについては、

自治体が合理化をしておれば交付税をふやしま

すよと、簡単に言えば。そんな感じに聞こえる

わけですね。知事が言われたとおり、今からの

議論もあるかもしれませんけれども、私は、地

方交付税というものが政策誘導のために使われ

てはいかんと思うんですよね。交付税というの

は、もともと足りない分は出しますということ
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ですから。だから、政策誘導に使ってはいけな

い。地方交付税というものは、財源保障機能、

もう一つが調整機能、この精神でやるわけです

から、どうも今の国のやり方というのは、法治

国家としてのそういう法理念に対する姿勢が物

すごく壊れてきているような気がいたします。

ぜひ、知事会等でもそのあたりもきちっと言わ

れて、地方を守るために頑張っていただきたい

と思います。

次に、福祉行政について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県内で発生した介護報酬不正請求の内容と発

覚した経緯について、お伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今回、３事業

所で事案が発生いたしましたが、昨年度におけ

る定期監査あるいは事業所の職員からの情報提

供による実地監査の結果、３つの事業所におき

まして、介護報酬の不正請求等が確認されまし

たことから、一定期間の新規利用者の受け入れ

停止と介護報酬の３割減額を内容とする行政処

分を行ったものでございます。不正請求等の具

体的な内容でありますけれども、実際には行っ

ていないサービスの介護報酬を請求したこと

や、介護報酬請求の前提となります定期的な利

用者・家族の状況確認を行っていなかったこと

などによるものでございます。

○太田清海議員 説明では、監査で見つかっ

た、それから内部からの通報でもあったという

ような感じでお伺いいたしておりますが、監査

で見つけたということであれば、県の職員、よ

くやりましたね、不正を防ぎましたね、という

か、あったわけですけれども、監査の技術も高

めないかんというふうに思います。実は、私の

ところにも、こういった、これはいかんじゃな

いかという意見もいっぱい寄せられています。

特に、介護保険料を一生懸命納めている人から

見れば、施設が真面目にきちっと不正なくやっ

ていただきたいという怒りもあると思うんです

よね。だから、きちっとこういうことが起こら

ないような対応をぜひしていただきたいと思い

ます。

私が知っている福祉事業所の中には、私たち

が不正をやっちゃいけない、間違いをやっても

いけない、間違いをやったときに、またその分

戻さないかんということで、県のほうに２カ月

に一遍ぐらい監査に来てくださいという真面目

な事業所もあるんですよ。本当に不正なことを

したらいかんという思いで。だから、ぜひ、そ

ういうところも含めてあるわけですから、二度

と起こさないということでアナウンスもせない

かんし、対応もしていただきたいと思います。

いわゆる公益通報者保護法というのが制定さ

れて、内部からきちっと報告してもらわにゃわ

からんところだってあると思うんですよね。こ

ういうのをきちっとさせていく必要があろうか

とも思うんですが、取り組みについてお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 施設職員から

の情報提供は、施設入所者に対する適切な処遇

等を確保する上で、重要な役割を果たすものと

思っております。このような認識のもと、県の

担当者が施設職員に対する研修会の講師を務め

たり、あるいは監査の際には、施設長等の管理

職だけでなく、一般職員からも聞き取りを行う

など、日ごろから信頼関係の構築を図り、気軽

に県へ相談等ができる雰囲気づくりに努めてい

るところでございます。なお、施設内部の職員

から不適正な運営に関する情報が寄せられた場

合には、随時、実地監査等を実施しております
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けれども、その際には、情報提供者が経営者等

から不利益をこうむることがないよう、慎重な

取り扱いを行っているところでございます。

○太田清海議員 下関の障がい者施設でも虐待

事件があったわけですが、ああいう映像が出な

がらも、何で対応がさっさとできないものかな

という思いがあって、やはり内部からの通報、

公益通報者保護法というのがある中で、きちっ

とそういったのが、お互い未然に防ぐというこ

とで、何かそういった考え方を敷衍させていっ

ていただきたいなと思っております。県民から

見たときに、こういった不正があるというのは

本当に残念であり、怒りに近いものがあると思

うんですね。そしてまた、真面目な事業所も

いっぱいあることは存じておりますけれども、

私が危惧するところは、そういった理念のない

ところがふえていっちゃいかんよねという思い

もあるものですから、そこのところは、今後、

二度と宮崎県で起こさないということで、事前

の対応とか、厳しい対応も含めてしていくべき

ところはあろうかと思うんですよね。一応これ

は、そこだけにとめておきますけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、職員のメンタルヘルス対策について、

総務部長にお伺いいたします。

職員のメンタルヘルス対策として、知事部局

に「こころの健康相談専門員」が配置されてい

ますが、その体制と相談実績についてお伺いい

たします。

○総務部長（成合 修君） 職員のメンタルヘ

ルス対策として、職員健康プラザに専門の職員

を配置し、精神科医や臨床心理士と連携しなが

ら、心の悩み等について相談体制を整えている

ところであります。この体制に加えまして、平

成26年度からは、出先機関の職員もより身近に

相談できるよう、新たに県内３地区に「こころ

の健康相談専門員」として保健師等４名を配置

し、さらに、今年度からは１名増員するなど、

相談体制の充実を図っているところでありま

す。相談の実績でございますが、面談を初め、

電話、メールなど、平成26年度の相談件数は、

相談者が複数回相談されるケースが多いもので

すから、延べにしますと538件となっておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ対策をお

願いしたいと思いますが、県警本部、それから

教育委員会部局にも、それぞれそういった対応

をきちっとされておるということは伺いまし

た。それで、実は、病院局のほうにそういった

体制をまだつくられていないというか、そうい

うのもありまして、ちょっとその辺の相談もあ

りました。知事部局以外の職員からの相談への

対応について、もう一度、総務部長にお伺いし

たいと思います。

○総務部長（成合 修君） 「こころの健康相

談専門員」は、知事部局のほうで配置している

ところでございますが、今御質問にありました

ような、他部局からの要請に基づき、知事部局

以外の職員につきましても、相談があれば受け

付けているところでございます。今後とも、職

員にとりまして気軽に相談できる環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。他の部局から

の相談も受け付けるということですが、それは

垣根を越えてやられるということで、ぜひお願

いしたいと思います。

次に移ります。ふるさと納税についてお伺い

いたします。

ふるさと納税の昨年度と今年度の実績につい

て、まず伺います。これは商工観光労働部長に
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お願いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） ふるさと

宮崎応援寄附金、宮崎県版のふるさと納税でご

ざいますけれども、本県の魅力や特産品のＰＲ

等による地域の活性化など、さまざまな効果が

期待できますことから、今年度より、寄附され

た方に完熟マンゴーや宮崎牛、宮崎杉工芸品な

どをお礼の品としてお送りしているところでご

ざいます。この結果、昨年度１年間の寄附実績

は、33件の320万円でありましたが、今年度は６

月15日までの２カ月半で216件、1,436万円と

なっておりまして、昨年度１年間の実績を大き

く上回っているところでございます。

○太田清海議員 わかりました。ふるさと納税

について、私はこれまで意見は述べてきません

でした。県民の善意、ふるさとに送った人の善

意に期待するということですが、それはそれで

私はいいことだと思います。ただ、いろいろ経

過を見てみますと、税金が逆に減ってしまう自

治体もあったりとか、また、返礼品の問題で、

ちょっと過敏になっちゃいかんねとかいうのも

あるようですけれども、ふるさと納税のあり方

について、もう一度お伺いしたいと思います。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

のあり方でございますが、本来、地方で生まれ

育ち、今は都会で暮らしておられる方々の「ふ

るさとへ恩返ししたい」という思いを寄附とい

う形で具現化し、導入された制度であります。

一方、寄附に対する返礼品として、地元のさま

ざまな特産品を広く知っていただくというよう

な、地域の活性化を図るために、この制度を活

用することも一つの方策ではないかと考えてお

ります。しかしながら、最近では、その返礼

品、いわゆる高価な特産品などの過熱ぶりが報

道されているところでありまして、総務省から

は、この制度の節度のある適切な運用について

の通知が出されているところでもあります。県

といたしましても、あくまで地方財政の基盤

は、税収など安定的な財源によるべきものであ

りますので、ふるさと納税制度の趣旨を尊重し

ながら、一方で、本県の特産品等のＰＲなどに

適切に有効活用してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。今、総務部長

の答弁の中で、税収など安定的なものに依拠し

てというような感じでお伺いいたしました。そ

こが、私も伝えたかったことなんですよね。実

は、地方財政法第４条の５に、寄附金の扱いに

ついてこういうふうに書いてあります。「国は

地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団

体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接で

あると間接であるとを問わず、寄附金を割り当

てて強制的に徴収するようなことをしてはなら

ない。」という寄附金に対する精神が、わざわ

ざ第４条の５でうたわれておるわけですよね。

これにふるさと納税が抵触するとは思いません

が、ぜひ、そういったところもあるんだという

ことを見ていただきながら、今、総務部長が言

われたように、県の財政を寄附金というものに

委ねていっていいのかどうかというブレーキ、

いわゆる財政というのは、きちっとした税制の

中で、きちっと所得再配分を行いながら、もう

一遍還元するよと、何かそういう制度であった

ほうがいいと思って言わせていただきました。

次に移りますが、福祉保健部長に介護保険に

ついてお伺いいたします。

介護保険の利用者負担額の軽減制度の内容と

手続について伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護保険の利

用者は、原則として、介護サービス費用の１割
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を負担することとなっておりますが、それが著

しく高額とならないように、一定の上限額を超

えた場合に、高額介護サービス費として払い戻

される軽減制度がございます。また、低所得者

に対しましては、所得に応じて、施設サービス

あるいは短期入所サービスにおける食費及び居

住費につきまして、限度額を超える分が軽減さ

れる制度がございます。さらに、生計が困難な

低所得者に対しましては、社会福祉法人、また

は市町村が経営いたします介護老人福祉施設等

が負担軽減を行う制度がございます。これらの

軽減制度を利用するためには、いずれも利用者

が市町村に申請を行う必要がございます。

○太田清海議員 私が聞くところによると、軽

減の申請漏れがあるのではないかと。これが

もったいないじゃないが、県民の側から見た

ら、きちっとしていかないかんというふうに思

うわけです。特に高額介護サービス費について

は、自治体のほうから、本人宛て通知を１回出

すところ、２回出すところとか、いろいろある

ようでありますが、確かに請求漏れがないよう

に対応はされていると思いますが、受け手の側

がその文書（コンピューター用語で書かれたは

がきとか）を十分理解できないという人たちも

存在するのかなと思います。申請漏れがあって

はいけないと思うが、どういうふうな対応をさ

れているのかということをお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 取り組みです

けれども、高額介護サービス費につきまして

は、今お話もありましたように、市町村が対象

者全てに制度内容や手続に関する通知を送付し

ており、申請が行われない場合には、再度、通

知等を行っております。一方、低所得者等に対

する軽減制度につきましては、利用者は入所施

設等に対して軽減後の費用を支払うことになる

ため、当該施設等を通じて、軽減制度について

周知されているところであります。また、各市

町村におきましては、軽減制度全般について、

広報紙等で周知を図りますとともに、電話や窓

口での個別の相談にも応じております。県とい

たしましても、各種の軽減制度が適切に利用さ

れますよう、市町村との連携を図ってまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ軽減漏れ

がないよう、私ももう少し具体例を調べていか

ないかんところもあるんですが、そういう声を

聞きましたので、制度として伺わせていただき

ました。

次に、国体招致についてお伺いいたします。

２巡目国体を見据えて、スポーツ振興につい

てどのようにお考えなのか、これは教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、県民の皆

様に元気、勇気、感動を与える競技スポーツの

推進と、県民の皆様、誰もが参加し、スポーツ

に親しめる生涯スポーツの推進の両方を大切に

しながら、スポーツの振興に積極的に取り組ん

でいるところでございます。現在、２巡目の国

体を見据えて取り組みを進めておりますが、国

体は、アスリートの育成という観点から意義が

あることはもちろんですが、一方では、国体を

契機に、子供たちから高齢者の方までがさまざ

まなスポーツと接することができ、それぞれの

方が好きなスポーツを見つけるきっかけとな

り、スポーツをする、スポーツを見る、スポー

ツを支えるなど、幅広いスポーツ文化を醸成す

るよい機会にもなると考えております。今後と

も、県民の皆様が、いつでも、どこでも、いつ

までも、豊かなスポーツ文化を楽しんでいただ
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けますよう、長期的・総合的な視野に立ち、ス

ポーツの振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。今、教育長の

お話の中でも、子供からお年寄りまで楽しめる

という気持ちを言われました。実は、いわて国

体が来年ありますが、岩手のほうに視察に行っ

てまいりました。あそこは震災の被害を受けた

ということで、国体自身も取りやめ、返上しよ

うかというのがあったそうですが、やってみよ

うということになったそうです。「順位はどう

いうような目標を立てていますか」と言った

ら、「８位以内に入ればいい」というようなこ

とを言われておりまして、１位じゃなくて８位

以内とか言うと、私はおおらかでいいなと逆に

思ったわけです。スポーツというのは、本当に

一生懸命すれば、１位を目指していかないかん

というのは、県内でもそういった活動をされて

いる方もいらっしゃいますので、それはそれで

いいと思いますが、おおらかな順位というの

も、宮崎ならではというのもあるのかなと思っ

たりいたしました。

というのは、私の経験として、私も高校まで

テニスをやって、実は私自身、昭和43年、県大

会で団体戦優勝して、当時の広島大会、インタ

ーハイに出場いたしました。団体戦優勝して、

翌日は個人戦だったんですが。そういう部活で

指導された先生は、先生でなくて、当時、事務

職員の先生。私たちは、言葉がいいかどうかわ

かりませんが、事務官先生と呼んでおりまし

た。その方は、本当に、スポーツをするのも楽

しくやれというようなことでやってくださった

ものですから、私は本当に伸び伸びとやれまし

た。九州大会に行ったら、九州大会の名門校

が、生徒が失敗したらラケットのグリップでた

たいて子供が逃げている、そんなのを見たと

き、これはどうだろうかなという思いもしたも

のですから、楽しいスポーツを教えてくれた矢

野事務職員の先生に感謝をいたしております。

こんな話を渡邊病院局長としたら、「実はそ

の大会には私もいたんだ」と言われたんです

ね。びっくりして聞いてみたら、実は、私は団

体戦で優勝して、翌日個人戦、個人戦でも優勝

したいと思ってやっていたら―個人戦はベス

ト８まで行かれるんですよ―ベスト８になっ

たら日が暮れて、球が見えないからこれで終わ

りとなって、とうとう準決勝、決勝戦とか行わ

れずに、その８までが行くということになった

んですね。そんな話をしたら、「私もその中に

いたんだ。ベスト８に選ばれたんだ」と、しか

も２年生なんですね。私は３年生。あの大会の

２年生というと、３年生を打ち負かして残って

くるというのは、相当な技量を持っている方だ

と思います。こんな話をすると質問時間がなく

なりますから、一応紹介ということにしておき

ますが、そういう青春の１ページがあのコート

の中に―50年前のことですけれども、渡邊病

院局長との出会いがあったんだなと思いまし

た。それがスポーツのいいところだと思いま

す。

次に、２巡目国体に向けて、教員採用のあり

方について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） スポーツの振興を図

るためには、すぐれた指導ができる質の高い教

員を確保することが重要でございます。採用に

当たっては、競技力だけではなく、教師として

の資質もしっかり判断して採用することが大切

であると考えております。本県では、スポーツ

分野の秀でた技能・実績を有する選手及び指導

者を確保するため、平成９年度採用から教員の
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特別選考を導入しておりますが、その選考で

は、スポーツの実績だけではなく、模擬授業や

個人面接、集団討論などにより、教師としての

資質をしっかり確認し、採用いたしておりま

す。今後とも、スポーツに対する熱意ととも

に、子供たちに対する愛情と情熱、そして使命

感を持つすぐれた人材を、本県が招致を要望い

たしております平成38年度の国体開催も見据え

ながら、計画的に確保してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 これは、今言われたとおり、

教師としての資質といいますか、そういったと

ころを見てやりますよということでありますか

ら、わかりました。ただ、大量に採用した場

合、次の年度の若い体育の先生を採用すること

が難しくなったりとか、そういう難しい問題も

あろうかと思いますので、その辺も見ていただ

きながら、採用をお願いしたいと思います。

次に、もう一度、福祉保健部長にお伺いいた

します。聴覚障がい者の意思疎通を支援するた

めの新たな取り組みについて、お伺いしたいと

思います。これは、知事提案説明要旨の中にも

説明がありました。これは、不特定多数の参加

が見込まれる県主催の会議等に手話通訳者や要

約筆記者の派遣・配置を行うということで、そ

の環境整備をするということを言われました

が、私もここは非常に目立って気をつけており

ました。その取り組みについてお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 聴覚障がいの

ある方々が、日常生活において、より円滑に情

報を得ることができますよう、今回の補正予算

において新たな事業をお願いしているところで

ございます。具体的には、一般県民が多数参加

する県主催の行事へ手話通訳者や要約筆記者を

派遣したり、あるいは、窓口業務において一般

県民と応対する機会の多い民間事業所の従業員

等を対象とした手話学習会を開催することとし

ております。

○太田清海議員 そういった手話通訳者の人た

ちが、例えば銀行とかいろんなところに来て、

ちょっと話ができるだけでも、障がい者の人た

ちの心が物すごく開けるんですよね。ぜひ、い

ろんな対応をしていただきたいと思います。私

も、正式な講演会のときには、必ず手話通訳者

をつけてやっております。知事もそういう思い

で、力を入れるということでも表明されており

ましたので、ぜひ取り組みをお願いしたいと思

います。また、要約筆記という人たちも、物す

ごい能力を持ってされておるということも、も

う少し知らしめないかんのかなと思います。

それから、実はマスコミで知ったんですが、

宮崎市内のＭＪＣという企業が、東京都の北区

議会に文字変換する機材を入れたということを

聞いております。特に宮崎の企業が、東京都の

北区で、そういった機材を発明されておろした

わけですから、何かこういうのも助けてあげた

いなというような気もいたしまして質問いたし

ます。そういった本県の企業が聴覚障がい者用

の音声変換システムを開発したということであ

りますが、本県での公的な施設に導入してはど

うかと思いますが、福祉保健部長、再度お願い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者の自

立や社会参加に向けた取り組みを進めていく上

で、障がいを克服・軽減するための福祉関連機

器が開発されるということは大変重要であると

思っております。また、今回のシステムを本県

の企業が開発されたということを大変うれしく

伺ったところでございます。今回、東京都北区
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において導入されました聴覚障がい者用の音声

変換システムにつきましては、モデル的に開発

されたものであり、現時点では、一般には流通

していないとお聞きしているところであります

ので、今後、システムの機能や特性等につい

て、より詳細な情報収集に努めてまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

最後になりますが、投票制度について、選挙

管理委員長にお伺いいたします。

住所移転によって選挙権がなくなって、選挙

の投票ができなくなるケースがあるというふう

に伺っております。そのケースについてお伺い

したいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 地方公共団

体の選挙で選挙権を持つには、引き続き３カ月

以上その区域内に住所を有していることが必要

となります。これは、その団体の住民として選

挙に参加するには、少なくとも一定期間そこに

居住し、ある程度、その地域の実情に通じてい

る必要があると考えられるからです。この場合

の住所とは、単に住民登録があるだけでなく、

その住所を生活の本拠としている必要がありま

す。このため、市町村の選挙については、市町

村をまたいで住所移転した場合、移転と同時

に、旧住所地における選挙権はなくなり、新し

い住所地についても、３カ月を経過するまで選

挙権がないことから、新旧いずれの市町村の選

挙も投票できない期間が生ずることになりま

す。これは、県の選挙について、県をまたいで

住所移転した場合も、同様の取り扱いとなりま

す。

○太田清海議員 選挙権というのは、ある20代

の女性の方が裁判も起こしておられるようです

けれども、県の職員の場合は、公の命令で椎葉

に行ったとか東京事務所に行ったということに

なってくると、自分の住んでいたところの選

挙、相手先の選挙もできないとか、それから、

東京事務所に行ってしまえば、県会議員の選挙

までできないというようなことで、命令で行か

されて選挙ができないというのは、将来、改善

していただくといいなと。私、総務部長には、

このことを多少、５月１日異動とかあんな感じ

の手法とかとれないものかなと思いましたが、

それはコンプライアンス上おかしいということ

もわかりまして、そういった選挙権がなくなる

人たちの問題について、選挙管理委員会でも、

ぜひ国のほうに法令改正の要望なり研究してい

ただきたいなと思っております。

それから、選挙権年齢を18歳以上に引き下げ

られたということでありますが、高校３年生の

一部に選挙権が付与されることで、学校現場の

混乱がないようにどのような配慮をするのか、

教育長の考えをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 18歳への選挙権が認

められたことで、学校においては、政治的教養

を身につけさせる教育の充実がさらに重要に

なったと考えております。具体的に申し上げま

すと、どの政党を選んで、どの候補者に投票す

るか、生徒が情報等をきちんと自分で判断し、

投票できるような力を身につけさせるための指

導が一層求められるということになります。

一方、教育基本法では、「学校は、特定の政

党を支持し、又はこれに反対するための政治教

育や政治的活動をしてはならない」とされてお

りまして、教師は、政治的中立を確保しなが

ら、生徒にどのような情報をどのように与える

のか、また、生徒の議論の深まりをどう教師が

コントロールしていくかなど、整理すべき課題
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もございます。

現在、文部科学省が、高校生の政治活動を制

限してきた通知の見直しとともに、選挙等に関

する副教材を作成していると伺っております。

県といたしましては、この通知や副教材等にお

いて、学校での指導の基準を、国が何より明確

に示していただくということを期待いたしてお

ります。今後、国の動向を注視しながら、校長

会や担当者会を通して、丁寧に、慎重に、かつ

適時に、各学校を指導してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 これは、たびたびほかの議員

の方も質問しておりますが、来年の参議院選

挙、７月ごろ行われるということであれば、高

校３年生の中の４月、５月、６月、７月生まれ

の一部分の人たちに選挙権が付与されて、その

他の人たちはない。「おまえ行くのか。俺は行

かんでいいとよね」、そういう状況というのは

あるわけですが、中には、部活でその日は熊本

に行かないかんとか、ラグビーの試合があって

とか、投票日に行けない人がおる。それはもち

ろん、期日前というのがあろうかと思います

が、ただ、期日前といっても、市町村の選挙で

は、市町村議の選挙は日曜が挟まれませんの

で、授業が終わって６時以降に親御さんに連れ

ていかれてとかいうこともあるかもしれませ

ん。そういった混乱もあろうかと思いますの

で、ぜひ対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、最後にしますけれども、私の父も

実は明治生まれの先生でありました。戦前のこ

とは私たちには言ってくれませんでしたけれど

も、母が「米英鬼畜と言ってね、あんなふうに

教えられたのにね」と言ったのに、父は黙って

おりました。やっぱり一つの何か心につらいも

のがあったのかなという気がいたします。私に

は、学問というもの、学者とかそういった人の

考え方、学問に対する政治家の見方が、もう少

し尊敬の念を持って見られたほうがいいのでは

ないかなという思いがあります。先生方も、苦

しんできた先生もいらっしゃる、今でも良心的

に悩んでいる先生もいらっしゃると思うんで

す。そういう世の中をぜひよくしていきたいな

という思いで質問させていただきました。あり

がとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。ちょっと時間が早く終わられました

ので、後ろにまだ移動中かと思いましたら、皆

さんおそろいで、傍聴の方がおそろいというの

はちょっとびっくりしましたけれども。きょう

も地元のほうからたくさん県議会の傍聴に来て

いただきましたことに、まず心から感謝申し上

げます。ありがとうございます。

早いもので、改選が終わってから、はや２カ

月、３カ月が過ぎようとしているわけなんです

けれども、現在の県政課題を調査し、いろいろ

な対応を考えることも大切だと、いつも思って

おります。何より課題を正確に捉えること、把

握すること、そして、それに対する施策が適正

であるかどうかということを、私たちは常に考

えていかなければならないと思います。

中国の古典の易経の中で、時中することが大

事であると言っております。時中というのは、

時に中る（あたる）、時中の反対が時流という

言葉です。時流に乗る、流行を追いかけていく

と、時の中心に身を置いている錯覚とともに、

流れに巻き込まれ、物事の本質を次第に見失

う、そのときの流行に流されることであり、大

きな間違いのもととなるということでありま
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す。その反対の時中するとは、不易の判断であ

る真理を通すことであり、洞察力、先見性を

もって大局的に考え、そのとき、その場、その

立場での適切な判断と行動をとることであり、

時に世の流れとは反対のことを選択しなければ

ならないこともあります。

また、物事をなし遂げるために必要だと思う

こともあります。論語の中で、孔子が自分自身

のことを表現するところがあります。孔子の弟

子・子路が、孔子という人はどういう人かと聞

かれたところ、答えられなかった。そのことを

知った孔子が、自分のことを次のようにあらわ

しました。「憤を発しては食を忘れ、楽しんで

は憂いを忘れ、老いの将に至らんとするを知ら

ず」、「憤を発しては食を忘れ」、学問に集中

しては食事をするのも忘れ、「楽しんでは憂い

を忘れ」というのは、疑問が解けて楽しんでい

ては心配事も忘れてしまう、そして「老いの将

に至らんとするを知らず」、まさに老年の迫っ

ていることも忘れてしまう人だと。寝食を忘

れ、一つのことに打ち込んでいく、寝ても覚め

ても考え続ける、そういう強い意志がなければ

事をなすことはできない、そういう教えではな

いかと思います。

今回の質問に当たり、本県の現状について、

改めてさまざまな角度から考察し直してみまし

た。少子高齢化、人口減少、経済格差、インフ

ラ整備など、その多くの部分で他県に対しおく

れをとっていると言わざるを得ない本県ではあ

りますが、常に将来を見据えたビジョンを持っ

て取り組んでいきたいと思います。そこでま

ず、知事にお伺いいたします。直近で大きな経

済効果が期待される2020年オリンピック・パラ

リンピック東京大会に向け、まずは本県が今ど

のように取り組んでいらっしゃるのか、知事に

伺います。

そして、重ねまして、ことし５月から10月に

かけ、約半年間開催されていますミラノ国際博

覧会について、本県は９月に出展の予定であり

ますが、このミラノ万博出展の目的は何か。ま

た、ヨーロッパの方々が感動するような宮崎の

メッセージというものをつくり上げることが大

事だと思いますが、県はどのように発信してい

くのか、同じく知事に伺い、後の質問は質問者

席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会に向けた本県の取り組みについてであ

ります。2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会につきましては、全世界の注目が集ま

り、観光面やインフラ整備など大きな経済効果

が期待されております。その効果を全国に波及

させるとともに、一過性のものとせず、我が国

全体の活力創出につなげていくことが重要であ

ると考えております。このため、本県におきま

しては、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」を推進して

おり、大会・合宿受け入れなどの協力、杉の利

活用技術の提案、本県が誇る食材の提供、神楽

などの伝統文化等の披露といった本県の強みを

生かした東京大会への貢献のほか、外国人の誘

客の強化やスポーツ人材の育成などに取り組ん

でいるところであります。

次に、ミラノ国際博覧会についてでありま

す。ミラノ国際博覧会におきましては、本県の

豊富な農林水産物を初め、伝統、文化、観光資

源など、宮崎の魅力を世界にアピールするとと

もに、万博出展を契機として、県内の食関連産

業のグローバル展開を図ってまいりたいと考え
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ております。なお、出展に当たっての考え方に

つきましては、開催地ミラノを初めとするヨー

ロッパは、価格よりも質を重視する、あるい

は、物にかかわる人や歴史などに着目する傾向

があるものと考えております。このため、「日

本のひなた」宮崎の豊かな自然に育まれた安全

・安心・高品質な食材やそれを生産する技術、

さらには、その背景にある神話や文化・風土な

どの魅力について、生産者の思いやこだわりが

伝わるような映像や料理専門家によってアレン

ジされた料理の実演・試食、そして海外初とな

る銀鏡神楽の演舞など、ヨーロッパの方々の心

に響く、工夫を凝らした展示をすることで、宮

崎のすぐれた「食」への理解と評価を高めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○二見康之議員 今回のミラノ万博なんですけ

れども、日本館の出展のテーマは「共存する多

様性」というふうになっているそうです。メー

ンメッセージとしては、「日本の農林水産業や

食を取り巻く様々な取り組み、「日本食」や

「日本食文化」に詰め込まれた様々な知恵や技

が、人類共通の課題解決に貢献するとともに多

様で持続可能な未来の共生社会を切り拓く」と

いうことで、サブメッセージが、「いただきま

す、ごちそうさま、もったいない、おすそわけ

の日本精神が世界を救う」と。食に関すること

だけじゃなくて、そこからどう私たちは生きて

いくか、そういうメッセージを送っていきたい

という趣旨なのかなと思います。

文部科学大臣である下村大臣があるインタビ

ューで、御自身の志について次のように話され

ておりました。

私の志は21世紀を日本の時代にしたいと

思っている。それは国粋主義や国家主義的な

見地から言っているのではなくて、今の人類

社会に起こっている紛争や戦争、優勝劣敗、

弱肉強食の価値観に基づく西洋文明はもう限

界に来ているからである。環境破壊、資源の

争奪が絶えず、その先に人類の未来はない。

日本流のやり方は白黒をつけずに曖昧にし、

お互いを生かそうとする。これはわかりにく

いし、だからだめなのだと言われてきたが、

逆に、これこそ解決困難な問題を処するため

の英知なのだと思う。原理主義はしばしば独

善に陥り、世界をテロの脅威にさらす。独善

的排他主義になり、無益な紛争を生む。今、

世界が日本の文化に注目しつつあるのは、多

様性の受容や共生の思想を持っているからで

ある。

と、途中幾らか省略いたしましたけれども、そ

のようにお話しになられたそうです。

これはミラノ万博について話されたものでは

ありませんが、今、人類が直面しているさまざ

まな課題をいかに解決するか。ミラノ憲章にも

掲げられている飢餓対策、飽食、肥満問題、グ

ローバル課題など、西欧諸国がこれまでの方針

とか主義に疑いを持って、日本のよさが求めら

れている今こそ、経済的な利益のみでなく、日

本の文化の真のすばらしさを伝えること、それ

が、先ほど易経の中で紹介しました時中するこ

とではないかなと思うわけであります。心に響

く工夫をされるということでありましたけれど

も、とても難しいかもしれませんが、県として

も重点的に予算を充てていらっしゃる取り組み

ですので、持てる限りの力を最大限に引き出せ

るように、残りの期間しっかり集中して、他県

にはない、本県が日本の代表であると評価され

るぐらいのものができるように頑張っていただ

きますよう、お願いいたします。
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また、東京オリンピックについてであります

が、本県は多角的に活用を考えていらっしゃる

ということです。その中に、「本県が誇る食材

の提供」というところがありました。先日、東

京オリンピックについて、本県の食材の売り込

みはどのようにしているのかという質問を受け

たんですけれども、その方がおっしゃるには、

以前、ヨーロッパで開催されたとき、現地の大

使館に勤められていた方の話によると、開催５

年ぐらい前から、選手や関係者の食事の提供に

ついて検討されていたそうです。2020年開催と

いうことは、まさに今がその５年前に当たるわ

けなんですが、現在、このことについてどのよ

うな状況なのか、非常にいろんな情報が欲しい

ところでありますが、これにどう対応していく

かということが大切だと思います。そこで、こ

の対応を考えるべく、さまざまなところから情

報収集をしなければならないと思いますが、最

も身近な、日本国内でのオリンピックの開催と

いえば、1998年の長野オリンピックではなかっ

たかと思います。そのときにおける選手村等で

の食事の提供についてどうだったのか、総合政

策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 長野オリン

ピックでは、参加選手・役員約5,000人、報道関

係者約8,000人に対する食事の提供が行われまし

て、選手村やメディア村などの食堂施設におい

て、約62万食が提供されております。食事の提

供体制につきましては、開会の約１年半前に事

業者が選定され、大会の運営主体である組織委

員会と委託契約を結び、メニューの検討、食材

の選定・調達等を行っておりまして、メニュー

の内容に関しては、日本や長野の食文化の紹介

も重視されております。

○二見康之議員 長野オリンピックといいます

と、選手村というか会場のほうで県民歌が流れ

たときに、いろんなところからそれを歌う、合

唱する声が上がったというのが、たしかその当

時あったと思います。前も質問させていただい

たんですけれども、長野は県民歌を学校の中で

非常に教育に取り組んで教えていっているの

で、県民のほとんどが知っているというような

ことでありました。今、宮崎県議会のほうで

も、ぜひ県民歌を率先して普及していきたいと

いう取り組みをしようとしています。

それは余談でしたけれども、62万食といいま

すと、相当な量の食事の提供がされるわけなん

ですが、ここにどう宮崎がアプローチしていく

のかということは非常に大事な部分だというふ

うに思います。また、開催の約１年半前に事業

者が選定されるということでしたけれども、で

は、それに向けて、本県の食材等の売り込みを

現段階からしっかり検討して、また、世界各国

の選手や関係者の方々に喜んでいただけるよう

な方法を考えなければならないと思いますが、

どのように取り組んでいかれるのか。これは知

事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会につきましては、本年

２月、大会組織委員会において大会開催基本計

画が策定されたところでありまして、飲食につ

いては、多様性と調和への配慮や日本食の質の

高さをアピールするなどの方針が示されたとこ

ろであります。今答弁のありました長野オリン

ピック・パラリンピックの例を見ますと、今

後、運営に関する具体的な計画が策定され、食

材の調達等に関する具体的な指針が示されると

思われますので、全世界の注目が集まるこの大

会を、本県が誇る食材・食文化などの磨き上げ

と発信の好機と捉え、関係団体と連携を深めな
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がら、情報収集や国などへの提案・要望に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 できることならば、具体的指

針等の中に本県の要望することが入っていくと

非常に喜ばしいかなと思うので、そういったと

ころの視点も踏まえながら取り組んでいただけ

ればなと思います。また、先日の日高博之議員

の質問にありましたアスリートフードについて

の取り組みも、非常に大事な部分だと思います

ので、私からも重ねてお願いしたいと思いま

す。

次の質問に移ります。熊本国税局における酒

類鑑評会がこのほど行われました。これは、熊

本国税局管内で製造された清酒及び本格焼酎の

品質評価を行い、その結果に基づき、特に優秀

な酒類製造技術を有すると認められるものを顕

彰することにより、製造技術基盤の強化及び品

質向上を図り、酒類業の健全な発達に資するこ

とを目的とするものであります。先週の新聞を

見ましても、この優等賞を受賞された焼酎の広

告が載せられているものもありました。この鑑

評会は、酒造業にとって最もスタンダードな評

価であり、この受賞をもって商品の品質の高さ

をアピールするものであります。

基本的に、この鑑評会において評価されるよ

うに努力していくことは重要であると思いま

す。平成27年の鑑評会の結果を見てみますと、

出品数について、熊本が42点、大分が27点、宮

崎が52点、鹿児島が127点と、２番目に多い出品

数ではありましたけれども、同じ焼酎文化圏を

持つ鹿児島の半分にも満たなかった。また、そ

の出した数に対して受賞した割合、これが熊本

が0.4、大分が0.7、宮崎が0.23、鹿児島が0.41

と、平均が0.4なんですけれども、それを割った

のは宮崎県だけだった。これは、やはりちょっ

と厳しいところがあるのかなと。昨年は0.35

だったそうです。この鑑評会は、先ほども申し

ましたように、非常に商品の品質の高さをアピ

ールできる大切な評価制度であるというふうに

考えます。熊本国税局の酒類鑑評会において、

本県の焼酎の結果が芳しくありませんでした。

これをどう認識していらっしゃるのか。また、

今後、焼酎の品質向上に県はどう対応していく

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 熊本国税

局の酒類鑑評会における本県の本格焼酎の優等

賞は、ことしは12銘柄であり、一昨年、昨

年、21銘柄でありまして、減少しております。

指摘がありましたとおり、焼酎は、本県製造業

の中で大きな地位を占める重要な産業でありま

す。鑑評会での入賞は、品質の高さを示すもの

でありますので、入賞数が減少したことは大変

残念であると思っております。個別の審査内容

は公表されないため、現時点で詳細な分析はで

きておりませんが、県といたしましては、今後

とも、食品開発センターと製造業者で組織して

いる製造技術に係る研究会での研修や情報交

換、あるいは個別企業に対する技術指導、さら

には、酒造組合との連携などをより積極的に展

開することなどによりまして、できるだけ的確

な分析を行うとともに、今後の品質の確保・向

上を支援してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 今度ミラノ万博に出展される

ものもあると思うんですけれども、そういった

ときに、これを受賞しましたと言えるのか言え

ないのかというのは、非常に大きなポイントに

なると思うんですね。やはり公的なところから

評価されるということは、大事なポイントだと

いうふうに思います。

また、担当の方といろいろお話ししていて、
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その中でも出たんですけれども、評価を受けら

れるか受けられないかというのは、実は非常に

微妙なところがあるというか、紙一重の差で今

回は逃した部分もあるんじゃないかということ

だったんですね。ただ、それであるから、ある

意味、宮崎は低いんだという認識じゃなくて、

次に向けて頑張っていけばいいじゃないかとい

うことなんですけれども。だからこそ、紙一重

を勝ち切るプロ意識といいますか、そういった

ところが必要なんだと思います。

テニスの錦織圭選手のコーチのマイケル・

チャンという方が、「トッププロの実力の差は

紙一重だ」と。世界ランキング１位とか２位と

か20位とかありますけれども、その中でも、ラ

ンクはあっても実力差は伯仲している。ちょっ

としたところで勝敗が決まる。それぐらいプロ

の世界というのは厳しいものであり、こういう

商品開発とか鑑評会における評価というのも、

そういうものがあるんだと思います。だからこ

そ、しっかりこのことを肝に銘じて、来年の鑑

評会に向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。

次の質問に移ります。次は、ジェトロ事務所

の設置についてお伺いしたいんですけれども、

ことしの４月３日の全国統一地方選の告示日、

朝刊をいつものようにめくっておりましたら、

知事がジェトロ宮崎貿易情報センター設置要望

書を提出されたという記事を目にしまして、こ

の２年間、ずっとお願いしてきた私にとりまし

ては、非常に感慨深いものもありましたし、選

挙の話の中で、私はこれを取り上げていいのか

なというぐらい、いいタイミングをもらったと

いう気もするんです。ただ、話の中はずっと段

取りをつけながら頭で考えていますので、いき

なりそこに組み込むというのはなかなかできな

くて、うまく伝えることはできなかったわけな

んですが、私は非常に喜ばしいことだと思いま

すし、これからの活用について非常に期待して

いるところであります。

ジェトロ事務所の設置については、昨年６月

議会で、県内企業等から幅広く意見を聴取され

ているということでしたけれども、その結果は

どうだったのか。そして、この要望に至ったの

か。そして、これを今後どう活用していかれる

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では、

ジェトロ事務所の設置に向けまして、輸出に取

り組む企業や関係団体等を訪問するなどしまし

て、さまざまな意見を伺ってまいりました。そ

の中で、企業からは、「現地の制度や規制等に

ついて、詳細な情報を収集したい」「現地情報

に詳しいスペシャリストに相談したい」、さら

には「商談会後のフォローアップのシステムが

必要」など、事務所設置に期待する声が多く聞

かれました。このため、本年４月に、御紹介が

ありましたとおり、知事がジェトロ本部に対し

て設置要望書を提出するなど、早期の事務所設

置を働きかけているところでございます。

今後、事務所が設置されましたら、企業の要

望等も踏まえまして、アドバイザーによる貿易

投資相談や各種セミナーの開催、海外とのネッ

トワークを活用したバイヤーの招聘や展示会の

出展支援、さらには、有望企業に対する商談か

ら契約締結までの一貫支援など、ジェトロとの

連携を十分に図りながら、県内企業の海外展開

を積極的に支援してまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 私も地元のほうで国外に輸出

されている方と話をしたときに、一番現地の情

報が欲しいとか、制度が変わったことについて
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の説明というか情報が欲しい。この間、台湾の

ほうも制度がちょっと変わりましたよね、基準

が。そういったときにどう対応すればいいのか

とか、そういったときに相談できる機関が本当

に身近にあるということは、何より心強いとい

うふうに思います。そういったところを本当に

生かしながら、宮崎県のいいものをどんどん世

界にアピールできればなと思います。

ただ、残念なのが、10月ごろの設置予定とい

うことなんですけれども、ミラノ万博とかアヌ

ーガ2015の食品見本市、ここにもぜひ宮崎事務

所と一緒に取り組んでいけたらなという思いが

あり、どうしてもそこが残念でなりません。行

動を早くすることがいい結果を生むという「行

に敏なれば益多し」、行動が早ければ、その

分、得る利益というものが、少しだけれども多

いかもしれない、そういったところも今後考え

ながら取り組んでいただきたいなと思います。

次に、ものづくり補助金について伺います。

これも、これまで追いかけて質問させていただ

きましたが、県当局並びに中小企業団体中央会

のほうの体制も整い、また意欲的な活動によっ

て、非常にその努力というものの結果があらわ

れてきているのではないかと思いますが、先日

も１次募集の締め切りがあったというふうに

伺っております。本年のものづくり・商業・サ

ービス革新事業の応募増加に向けた取り組み及

びその状況について、現在どのようになってい

るのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 国のもの

づくり・商業・サービス革新事業につきまして

は、地域事務局を担います県中小企業団体中央

会におきまして、国の26年度補正予算の成立

後、直ちに県内各地で５回、公募説明会を開催

するほか、個別に企業を小まめに訪問するなど

の取り組みを行っていただいております。ま

た、県では、関係団体や金融機関等を通じまし

て事業の周知を図るほか、メールマガジンを活

用し、企業に直接、公募の情報が届くように取

り組んだところであります。さらには、県産業

振興機構の総合相談窓口等において、当事業を

活用した今後の事業展開も含めて、個別に指導

を行うなど、関係機関がオール宮崎の体制で取

り組んでまいりました。

過去２年に、県内においては500件の応募があ

りまして、そのうち199件が採択され、事業を展

開しております。今回の第１次公募におきまし

ては、九州内で福岡県に次ぐ194件の応募があ

り、また、これも福岡県に次いで九州２番目の

多さでありますが、82件が採択されたところで

ございます。

○二見康之議員 すごい結果だなというふうに

思うわけなんですけれども、鹿児島、熊本、大

分と比較しながら、本県の立ち位置というのを

見るのも大事でしょうし、また、宮崎県独自で

考えた数値指標といいますか、その取り組みの

検討というのも非常に大事だと思いますが、本

当にここ数年、頑張っていらっしゃるなという

のをよく感じます。やはり、された後のアフタ

ーフォローも、その辺がちゃんと下支えになっ

て、ずっとそれが継続的につながってきてい

る、いい流れができているなと思いますので、

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、都城についての地域の話なんですけれ

ども、都城総合庁舎の職員駐車場の活用につい

てお伺いしたいと思います。都城駅前にありま

す都城市総合文化ホールは、大ホールで1,500

名、中ホールで600名入る大きな施設なんです

が、このホールに隣接する駐車場が非常に狭い

と。つくる当初から駐車場問題というのはいろ
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いろ議論がありまして、市議会のほうでも取り

上げられております。

先日、知人からの相談を受けまして、中ホー

ルでイベントをするということだったんです

ね。そうしたら、あいておったはずの大ホール

に予約が入って、同じ日に、同じ時間に行事を

することになってしまったと。そうしたら、駐

車場の確保が心配になってきたということで、

どうしたらいいかという相談を受けました。私

は以前、県の総合庁舎のところの駐車場をお借

りできるというのを聞いたことがありましたか

ら、そのようにお伝えしました。そうしたら、

言ってみたら貸してもらえなかったという連絡

がこちらにありまして、私も、県の総合庁舎の

ほうに相談に行ったんですけれども、行政財産

の取扱要領というものに規定されておりまし

て、一般の民間人には貸せないという返答でご

ざいました。

都城文化ホールの駐車場の問題というの

は、10年以上の課題でありますので、市のほう

と県のほうと、うまくやりとりされているんだ

ろうなと思ったんですけれども、そうではな

かったということを今回気づけただけでもよ

かったなと思うんです。この問題は、ホールを

使用するのが公的な機関だったら貸すことはで

きますよ、ですが、民間の方が主催する事業

だったらだめですというようなことなんです

ね。けれども、文化ホール事業ということを全

体として見ていただいて、行政財産の本来の使

用目的というものを妨げない程度に、例えば土

日祝日など、皆さんが使われないあいている時

間などは、ぜひ市のほうと協定を結ぶなどし

て、都城市総合文化ホールで行われる事業に協

力していただきたいと思うわけでありますが、

県のお考えを総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 民間企業のほうに

お貸しできなかったというケースでございます

が、県が管理します財産のうち、いわゆる公用

のために使用する行政財産につきましては、行

政目的の達成のために利用されるべきものでご

ざいますが、その用途または目的を妨げない限

度において、他の地方公共団体などに使用許可

をすることが認められているところでありま

す。議員の御質問にありました総合庁舎の職員

駐車場でございますが、お話にありましたよう

に、市と協定を結ぶなど年間を通じての使用

は、災害時の緊急対応や他の利用者との関係も

ございますので、難しいところでございます

が、現行の許可基準においても、地方公共団体

や公共的団体へ個別に使用許可することも可能

でありますので、具体的な相談がございました

ら、対応してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 もちろん県が使うときに、そ

こを無理に貸してほしいということではなく、

また、文化ホールも常時使いたいというわけで

はないものですから、使いたいときに、お互い

の、県のほうの状況、また災害とかがあったり

すれば、そのときは使えないでしょうから、そ

ういったときを除いて、あいているときには協

力していただければ、それで十分だというふう

に思います。ありがとうございます。

それで、行政財産なんですけれども、建物を

貸すとか部屋を貸すとかいうのもあれば、今回

のように駐車場を貸すというように、使用目的

等において、それぞれあると思うんですね。目

的外使用許可について、用途に応じて、もう少

し柔軟な対応ができないのかなと思うわけなん

ですけれども、そのお考えを総務部長にまた重

ねてお伺いします。

○総務部長（成合 修君） 先ほど答弁しまし
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たように、行政財産の目的外使用につきまして

は、あくまでも例外的な取り扱いでありますこ

とから、これまで目的外使用許可基準に基づ

き、適切に対応してきたところであります。一

方、行政財産でありますが、県民の皆様からお

預かりしている大切な財産でありますので、議

員の御質問の趣旨も踏まえ、相談がございまし

たら、その用途や目的を妨げない限度におい

て、個別に対応を検討してまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 ありがとうございます。十分

だと思います。要領は、やむを得ない場合、や

むを得ない場合と、何か貸したくないオーラが

いっぱい出ているような中身になっています

が、無理なことを言いたいというわけじゃない

んですね。限られた地域の資源ですから、協力

できるところは協力していただければなという

思いでありますので、どうぞ今後、御検討をよ

ろしくお願いいたします。

次ですが、先日、国のＪＲ九州株の売却・民

営化についての発表がありました。国会の衆参

委員会におきましても、議論がずっと進められ

ております。もう終わりましたけれども。ＪＲ

九州というのは、これまで民営化された本州３

社、東日本、西日本、東海、そこと比べて違う

のは、あちらは、鉄道事業のほうでちゃんと黒

字収益を出しているわけなんですけれども、Ｊ

Ｒ九州については、鉄道部門では赤字、しか

し、その他の部門で収益を上げていて、全体と

しては、200億円ぐらいの連結決算での黒字とい

うような形になっているわけなんです。昨年

度、鉄道事業の損益赤字が大体ＪＲ九州では140

億円というようなことでありました。それが

あっても、今は黒字であるからいいわけなんで

すけれども、これが実際、民営化されて、今ま

で特例でありました三島特例減税が、平成25年

度では約52億円の減税措置をされていると思い

ます。しかし、民営化になれば、これがなくな

るかもしれない。

また、九州というのは、台風災害等が非常に

多い土地であります。先日も熊本―大分間で土

砂災害があって、復旧に50数億円かかったとい

うふうに伺っております。一番の問題はそこな

んだと思います。非常に地形的にも厳しい九州

であるわけなんです。また、今から10年前も、

台風において本県は非常につらい経験をしてい

るところでありますので、ＪＲ九州の完全民営

化を否定するわけじゃありません。しかし、株

式会社化されれば、利益追求のために、路線の

維持が厳しいところはどんどん切り捨てていく

というようなことが予想されるわけです。これ

を県としてどう守っていくのか、総合政策部長

にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内鉄道網

は、県民の日常の移動手段として、また、観光

など地域活性化の観点からも不可欠な公共交通

であります。このため、ＪＲ九州の完全民営化

に当たりましては、その維持・充実が担保され

るよう、昨年末に国土交通省に要望を行います

とともに、ＪＲ九州とも協議を行うなど、危機

感を持って取り組んできたところであります。

県といたしましては、沿線自治体と連携しなが

ら、利用促進を図りますとともに、今後も、あ

らゆる機会を捉えて、国やＪＲ九州に対し、県

内鉄道網の維持・充実を働きかけてまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 聞くところによりますと、昨

年度、都農駅や日南駅では、市・町のほうに運

営が委託されたというふうに伺っております。

民間会社になれば、経営合理化が進み、不採算
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部門の縮小、債務整理、また駅の無人化による

人件費削減など、住民サービスの低下につなが

ることが起こるのではないかなと予想されるわ

けです。こういったところに対しての総合政策

部長のお考えを伺いたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内に24の有

人駅がありますけれども、乗車券類の販売を市

町村等に委託する簡易委託駅は10駅ありまし

て、切符販売のほかにも、改札、清掃等の業務

が、ＪＲ九州との委託契約により実施されてお

ります。都農駅や日南駅につきましても、昨年

度に、ＪＲ九州の経営判断により、駅の運営形

態の見直しについて、都農町及び日南市に打診

されまして、協議を重ねた結果、駅利用者の快

適性、利便性向上のために、両市町が委託を受

け、運営していくことになったということでご

ざいます。

○二見康之議員 確かに、民営化されて、各自

治体が駅舎とかを活用して、地域おこし、まち

おこし、いろんな周辺の商店街の活性化とかに

取り組みやすくなるというメリットもあるんだ

というふうに思います。そこは十分に、最大限

に生かしていけるように、これまで以上の取り

組みも必要だと思うわけなんですけれども。九

州新幹線が開通しまして、福岡、熊本、鹿児島

に、経済効果が非常に大きいものが出ていると

いうふうに伺っております。また、熊本駅周辺

については、来年度でしょうか、駅周辺の開発

計画をつくって、31年度からそれの着工に入ろ

うという動きもあるようです。

九州のＪＲ線の地図を見てみますと、非常に

九州北部、そして西側のほうの路線の充実とい

うのがありまして、本当に東側のほう、我々宮

崎・大分側というのは、これがなくてはならな

い線路なんだというふうに思うわけなんですけ

れども、勢いがある、経済効果が上がっている

ので、どんどんどんどん民間の投資も集まって

きやすい環境が今、西側にあるんだと思いま

す。

しかし、だからといって、そちらばかりにＪ

Ｒが目を向けてもらっても困るわけでありまし

て、東側についても、それなりに民間投資な

り、それぞれの施設整備、また維持管理をして

いただかなければならないわけなんです。この

ために、民営化後も県内鉄道網の維持・充実が

確実に図られるように取り組んでいくことが大

事だと思います。また、新たな投資を引き出す

手段も考えることが必要だと思いますが、知事

の御見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 鉄道路線網につきまし

ては、これまでも関係者一丸となって、国やＪ

Ｒ九州に対し、その維持・充実を要望してきた

ところであります。私も、ＪＲ九州の青柳社

長、また石原相談役や唐池会長と、さまざまな

機会を捉えてコミュニケーションを図り、いろ

んな要望をお伝えしてまいりました。今般の完

全民営化に係るＪＲ会社法の改正に当たりまし

ても、経営安定基金のうち872億円を鉄道ネット

ワークの維持・向上に充てることや、路線の適

切な維持等について国が事業経営の指針を定

め、一定の関与を行うなど、本県の要望に沿っ

た措置がとられることになっております。

また、鉄道の路線維持を図る上で、利用促進

は不可欠な取り組みでありますことから、駅の

バリアフリー化やＩＣカードの導入なども大き

な契機として、さらなる利用促進を図っていく

ことも重要であると考えております。県としま

しては、これまで以上に九州各県や関係団体と

の連携を深め、全県で一体となって、国やＪＲ

九州に対し、県内鉄道網の維持・向上を働きか
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けてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 経営安定基金のうち800数十億

円が路線の維持とかに使われるということなん

ですけれども、西側で使われても意味がないわ

けですよね。やはりこちら、東側のほうに向け

ていただけるように図っていくことが大事だと

いうふうに思います。また、これは来年の民営

化でしょうから、現段階では何とも言えないの

でしょうけれども、一つは、ＪＲ九州株の取得

も視野に入れてもいいのかなという気がいたし

ます。自治体として発言していくだけじゃなく

て、経営の中に入って、鉄道、こういう公共交

通機関のあり方を、実際に中のほうから意見し

ていくということも必要なのかなとも考えるわ

けなんですが、いろいろ検討課題はたくさんあ

ると思います。

それを今後どうぞやっていただきたいという

こと、また、ずっとお答えいただいていますよ

うに、観光列車とか地域と密着した連携も、本

当にどんどん進めていくべきことだと思います

ので、こういった取り組みも非常に期待してい

るところでございます。来年、１年後の完全民

営化に向けて国が動いているのでありますか

ら、宮崎の社会基盤をしっかり守るように、知

事におかれましては、県内各首長、また各種団

体といろんな連携をしっかりとれるように、リ

ーダーシップを発揮していただくよう、心から

お願い申し上げます。

次に、教育行政について伺いたいと思いま

す。

県内の私立高等学校から、県立高等学校の２

次募集を見直してほしいというようなお声が私

の耳にも入ってくるわけなんですが、簡単に申

し上げれば、私立の高校に行く予定だった生徒

が、県立の２次募集を受験して、そちらに流れ

てしまうというようなことなんだと思います。

担当の方のお話では、直近のデータで、県立の

定員が約500人ぐらいあいていた、そこに約150

人が受験し、100名ほどが入学されたというよう

なことだったんですね。この中には、先ほど

言ったように、私学に行く予定だったのが県立

に行ったという子供だけじゃなくて、県立一本

だけで考えている子供もいると思うんですけれ

ども、その辺の情報は、今の段階ではわからな

いということでした。

３年前に、定員のあり方についても質問をさ

せていただいたわけなんですけれども、少子化

の進行で、私たちの世代が県内の中で１万7,000

人いたのが、今では9,000数百人、約半数になっ

ているわけなんですよね。約20年ほどでこれだ

け減ってしまっているという現状ですから、非

常にこの問題は複雑多岐にわたる課題だと思い

ます。ですからこそ、これまでのやり方では

ちょっと無理がきているのかなという感じも受

けるわけなんです。学校のために子供がいるの

ではなくて、子供たちのために学校があるわけ

ですから、そのことを中心に考えながらも、今

後の公立、私立のバランスとか、県内の高等学

校の配置、そして学科のバランス、そういった

将来の本県全体の高校教育のあり方について、

教育長、どのようにお考えでいらっしゃるの

か、お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高校の２次募集

につきましては、一般入学者選抜の合格者発表

後、欠員が生じた場合にのみ実施いたしており

ます。これは、その県立高校に入学したいとい

う県民の皆さんや子供たちのニーズに応えるた

めに行っているものでございます。本県では、

公立高校と私立高校が連携しながら、本県教育

の振興を図ってきておりますが、公立、私立の
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定員の調整につきましても、毎年、学校の代表

者や学識経験者等で連絡協議会を開催いたして

いるところであります。生徒数が減少している

中ですが、県立高校は、それぞれの地域の学び

を大切にしながらも、統廃合等も行ってきてお

りまして、適正規模を保ちながら、学びの場を

確保してきているところであります。これから

も、子供たちにとって、よりよい教育環境を提

供するという視点に立ち、保護者・地域のニー

ズ等にも配慮しながら、県立高校のあり方を考

えてまいります。

○二見康之議員 非常に大きな母体ですけれど

も、私学という団体はありますが、それぞれの

経営は各個別なんだと思います。学校、学校が

それぞれ対応しなければならない、そういった

ところの難しさ。私学団体の中では、意見が右

と左あれば、なかなかまとまらないところもあ

るんだと思います。そういったところを全体的

に調整していただくのは、県の一つの役割なの

かなと思いますので、どうぞ今後の御検討をお

願いいたします。

また、同じくこれも３年前に質問したんです

けれども、都城泉ヶ丘附属中学校のプールにつ

いてです。前回は、ＯＢ会の義友会とか、そう

いったところとの連携は考えられないのかとい

うような質問だったんですけれども、よくよく

考えれば、中学校で必修である水泳、それをや

るためにプールを設置するというのは、行政と

して至極当たり前のことなのかなと思うんで

す。学校教育における施設整備というものは、

設置者の義務であり、このプール整備は、教育

庁としての義務を果たすべき課題なんだと、今

後の見通しをつくることも必要じゃないかなと

思います。今までの耐震、そしてこれからの維

持補修、それもわかるわけなんですけれども、

そういった全体の中にも、しっかりプールの設

置もぜひ加えていただきたいと思うわけなんで

すが、どのようにお考えでいらっしゃるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 都城泉ヶ丘中学校を

設置するというのは、地元からの大きな要望

で、私たちもそれに応えたいということで、い

ろんなことに配慮しながら、開校を何とかした

いという思いでやってきました。教育環境を整

える立場から、プールがあるということは望ま

しいと思いますが、現在、都城泉ヶ丘附属中学

校の水泳の授業は、近隣の公立中学校や民間施

設のプールを借用して、必要な時間数を確保い

たしているところであります。学校施設につき

ましては、老朽化が全県的に進んでいるため、

その改修等が喫緊の課題となっておりますが、

財政状況が厳しい中、緊急性や優先順位などを

考慮しながら、計画的に整備を進めてきている

ところであります。お尋ねの都城泉ヶ丘高等学

校附属中学校のプールにつきましても、全ての

県立学校の施設整備の中で、優先順位を考えな

がら研究してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 私も、学校の靴箱から、妻ヶ

丘中学校、そしてもう一つの民間施設のほうに

歩いていきましたら、近くの民間施設、大体６

分ぐらい、妻ヶ丘中学校だったら８分ぐらい、

かかるんですよね、移動だけで。２時間続けて

授業されているということですけれども、２時

間ぶっ続けで水泳をするというのも大変だと思

いますし、それだけの移動時間を確保するのも

大変だと思います。どうか早期に、こういった

ことに対する解決方法を見出していただけるよ

うに、よろしくお願いします。

また、開会日に、知事も提案理由説明で、

「子どもたちの“生きる力”の向上等による将
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来世代の育成促進」を図りたいというようなこ

とをおっしゃいました。私もそれは大事だとい

うふうに思います。現代社会において、特に日

本においては、他国に比べ福祉もよく行き渡

り、また飽食社会であるなど、世界的視野に立

てば、こんな恵まれた国はない。そういった国

だからこそ、今、私たちがしなければならない

のは、近年頻発する自然災害とかで避難されて

いる方々が、どういった気持ちで避難生活をさ

れているのか、疑似体験するような教育も必要

だと思いますけれども、教育長にお伺いいたし

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、被災者の

立場に立った体験をさせるために、毎年12月、

宮城県の山元町の仮設住宅、ここはまだ被災者

が実際に生活をなさっているところですが、そ

の住宅に本県の高校生を訪問させ、住宅一軒一

軒に「いい正月を迎えてください」と生徒たち

に声をかけさせながらシクラメン等を届ける取

り組みを、３年連続でやってきております。被

災者の方と涙を浮かべながら交流して、高校生

は心に大きな何かをつかんできて、それを地元

で伝えてくれているものと考えております。

また、昨年度は、高校生向けの防災講座で、

災害時と同様に、限られた水で、しかも、十分

な調理器具も使えない状況を意図的につくり、

炊き出し体験を行うとともに、高齢者や傷病者

の支援も含めた避難所運営の訓練に取り組んで

まいりました。今後とも、児童生徒が被災者の

苦労やつらさを実感できる取り組みを進め、あ

すの宮崎の防災リーダーとなる子供たちを育て

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 すばらしい活動ですので、ぜ

ひ、それを一部の子供たちだけじゃなくて、全

体に広げられるような、そういうプログラムを

つくられるように、これからも御検討をお願い

したいと思います。

最後に、道路交通について。チャイルドシー

トについてお伺いしたいんですけれども、先

日、私も、４月２日に３人目の子供が生まれ、

またチャイルドシートを購入いたしました。大

変高価でございます。それを買うことなく、何

かいい貸出事業があればと思ったら、交通安全

協会の貸出事業がありました。これについての

今の取り組み、またチャイルドシートの不使用

時の危険性等について、警察本部長にお伺いし

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） 交通事故の際、

チャイルドシートを使用していない場合の危険

性につきまして、警察庁の統計では、死亡や重

傷に至る確率が、使用している場合の約３倍と

なっております。本県でも、チャイルドシート

を使用していなかったため、交通事故の衝撃に

より子供さんが死亡するという事故が発生する

一方で、当事者が死亡する重大事故でしたが、

チャイルドシートを適正に使用していたので、

同乗していた乳児は無傷で済んだという事例も

ございます。チャイルドシートは、まさしく子

供を守る大切な命のシートであります。

御質問のありました、宮崎県交通安全協会の

チャイルドシート貸出事業につきましては、子

供を連れて帰省した際にチャイルドシートが準

備できない場合や、出産後チャイルドシートを

購入するまでの間など、短期的な需要に応える

ための、会員を対象とした無料貸出事業と承知

しております。協会では、県内13地区で863台を

保有し、２週間から３カ月程度の貸し出しを

行っており、昨年度は延べ3,477台を貸し出しし

たと伺っております。

○二見康之議員 私のところは１人だったから
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いいんですけれども、数年前、図師議員のとこ

ろは双子が生まれたわけですよね。例えば１台

は購入補助ができるとか、そういった子育て支

援というものもできないのかなと考えておるわ

けなんですけれども、時間が来ましたので、私

の質問は以上で終わりたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、宮崎市選挙区、岩切達哉でございます。本

定例会一般質問15番目の質問でございます。

まずは、足元の悪い中ではありますが、傍聴

に来られた県民の皆さんに、県政や県議会に対

する御関心をいただいていることに感謝を申し

上げます。ありがとうございます。私は、さき

の選挙で初めて当選をさせていただき、地方自

治の大きな役割を担う立場になることができま

した。この間、17日から14人の先輩議員の皆様

の質問をお聞きしておりましたけれども、それ

ぞれ個性あふれる質問を聞きながら、改めて選

ばれた者として自分自身もその責任を果たすた

め、多くの県民の皆様の声を議会の場でお伝え

し、県政に反映させてまいりたいと思っており

ます。よろしくお願いしたいと思います。

さて、最初は、知事に対する質問となりま

す。地方自治の充実を求める立場からの質問と

なります。

我が国の地方自治制度は、執行機関である首

長と議事機関である議会の議員の双方を住民の

直接選挙で選ぶという、いわゆる二元代表制を

採用しておるところでございます。その双方の

代表を選択する選挙は、知事については昨年12

月21日に実施され、３名の立候補のもと、投票

率44.74％と、その４年前の知事選挙の40.82％

から４ポイント上昇した中、河野知事が２期目

を務めるという結果を県民は選択しました。一

方、ことし４月12日執行された県議会議員選挙

は、投票率42.52％と、2011年選挙より6.5ポイ

ント低下しました。また、無投票となった選挙

区も、６選挙区から10選挙区にふえたところで

ございます。今回の市町村議会の選挙を含む統

一自治体選挙は、新聞などでは、なり手不足な

ど、さまざま論評がございました。もちろん、

選挙の投票率の状況だけで地方自治を語ること

はできないと思います。冒頭申し上げました、

本日までの一般質問の様子に見られますよう

に、有権者の代表という立場に責任を持って、

県民各層の意見を集め、討論を重ねていくとい

う議員自身の日常的な活動を通じ、地方自治の

充実を果たしていくことが当然必要でございま

す。しかしながら、今回言われた、なり手不

足、現実としての低投票率の状況は、大変心配

な状況だと言えると思います。中には、県内の

全有権者のうち４分の１しか県議会議員選挙で

は投票していないという意見がございました。

無投票選挙区を含めた計算をしていらっしゃる

わけでございます。これまでも質問があり、知

事から御答弁をいただいているところ、重ねて

恐縮でございますけれども、まさに民主主義の

発展にとって憂うべき状況と思いますことか

ら、この選挙投票率低下に対する政治家として

の知事の所見を、改めてお聞かせいただきたい
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と存じます。

知事は、旧自治省の立場、また、市・県の職

員という立場を経て、今日、知事という立場に

おありになり、地方自治についての十分な経験

と見識をお持ちでいらっしゃることから、地方

自治の充実のために必要な「選挙」というもの

に対するお考えをお持ちのことと存じます。民

主主義、地方自治発展のため、政治家としての

立場にお尋ねするところでございます。低投票

率傾向、無投票選挙区を含め、市町村における

なり手不足という状況をどのように感じておら

れるか、どのようにあるべきと考えられるか、

率直な所見を伺いたいと存じます。

残りの質問につきましては、質問者席から行

うことといたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

現在、我が国においては、人口減少問題が大

きな課題となっておりまして、地方創生が課題

となっておるところであります。県においても

市町村においても、それぞれの地域の実情に応

じた政策を立案し、取り組んでいくことが求め

られているわけであります。このような中で行

われた今回の統一地方選挙は、県民の皆様が主

権者として地方政治に参画する貴重な機会で

あったと考えております。しかしながら、今回

の統一地方選挙を初め、昨年の県知事選挙や衆

議院議員総選挙など、最近の選挙において、全

般に投票率が低下傾向にあることなどは、民主

主義の根幹を揺るがしかねない事態でありまし

て、大変残念に思っておりますし、危ういもの

を感じておるところであります。

選挙制度につきましては、先日、選挙権年齢

を引き下げる改正公職選挙法が成立したところ

であります。これを一つの契機として、若者だ

けではなく、より多くの皆様に、政治や社会に

関心を持ち、選挙に参加していただきたいと考

えておりますし、私自身、一政治家として、自

分の政策また思いというものを、丁寧にわかり

やすく伝える努力をこれからも続けてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○岩切達哉議員 ありがとうございました。こ

の課題につきましては、この議会においても何

人かの方が御質問されております。また、前４

年間の議事録を見せていただいておるんですけ

れども、延べ５人の方が取り上げられ、とりわ

け、昨年度最後の27年２月の議会では、現議長

であります星原議員が、低投票率に関する課題

を取り上げられております。思いについても共

通のものをお持ちだと思っています。それぞれ

選挙管理委員会からも、対策について御回答い

ただいておりますが、今、知事がおっしゃった

ように、参加いただくことが大変大事になると

思っています。被選挙権の行使というもの、そ

ういったことに何がしか困難な要素があるとす

れば、その対策を講じることが、成熟した民主

主義社会をつくっていくためにも必要であろう

と思っております。今後、引き続き議論を深め

させていただきたいと思っております。

では、質問が変わりまして、社会的養護の課

題について質問します。福祉保健部長にお伺い

をさせていただきたいと思います。

社会的養護の問題につきましては、厚生労働

省から、「社会的養護の課題と将来像」という

ものが23年７月に出されて、この間、劇的な変

化を示しているところです。施設の小舎化、家

庭的養護の推進など、その方針に沿って進めら

れております。西諸地区に定員20名の施設建設

が予算案に盛り込まれております。また、４月
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に、ひむかひこばえ学園（情緒障害児短期治療

施設）が設置をされ、県の社会的養護体制の整

備に対する前向きな姿勢に、大変感謝を申し上

げたいと思います。また、初日の清山議員が取

り上げられました里親委託の問題でございます

けれども、大変内容深く議論がございました。

自分自身、子供の委託を受けた里親の一人とし

て、取り上げていただいたことに感謝したいと

思っています。答弁で知事が、児童にとって、

特定の大人との愛着関係づくりを行うために重

要な取り組みと、里親のことを評価いただきま

した。今後の施策に期待を大とするところでご

ざいます。

また、新聞報道でございますが、６月１日、

児童福祉施設協議会と宮崎県指定自動車学校協

会並びに宮崎県との三者協定で、社会的養護環

境下にある児童の運転免許取得費用が減免され

ることとなったと。重要なポイントとしては、

自立援助ホームも含むということでございます

けれども、そのことを含め、関係部局、担当者

の皆さん並びに関係団体に感謝と敬意を表した

いと思います。

そこで、部長にお尋ねしますけれども、この

協定の目的とするところ、そしてまた、期待し

得る効果についてお答えをいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この協定は、

児童養護施設等で暮らす児童が、自動車学校で

運転免許を取得する際に支払う費用のうち、10

万円を減免していただくものでありまして、高

校卒業後の就職など、社会的自立を支援するこ

とを目的としております。これまで、親がいな

いなど家庭からの支援が受けられないことか

ら、運転免許の取得を断念せざるを得なかった

児童にとって、運転免許取得を条件とする就職

先も多い中で、就職の機会や職業選択の幅が広

がることを期待しているところでございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。言

われましたように、就職の際に免許取得が条件

というのがほぼ100％近い状況でございますの

で、大変助かることと思います。

ところで、社会的養護環境下にある子供たち

が、就職ばかりでなく、大学、専修学校等に進

学をすることは、その状況から抜け出すために

大変有意義なことという理解が広まっておりま

す。厚生労働省は、一般の子供たちといいます

か、全体で76.9％が今、大学、専門学校等に就

学をしているけれども、施設のお子さん方、社

会的養護環境下のお子さんたちは、22.6％だと

いう数字を公表しました。これは何とかしたい

という思いを込めた公表だったと思うんですけ

れども、まずは、宮崎県の児童養護施設等にお

いて、高校を卒業した子供たちの進学状況、こ

れはどうなっているかお答えいただけますか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 平成26年３月

に高校を卒業した28名のうち、大学や短大には

２名、専修学校等に３名進学していらっしゃい

まして、進学率は17.9％となっております。

○岩切達哉議員 施設を卒園する児童の進学率

は極めて低いということでございます。本来

は、76％という標準の数字になると４人に３人

という数字になります。施設のお子さんは５人

に１人という今の数字でございまして、一つ

は、幼いころに学習を獲得する環境がなかった

のではないかという評価も聞いておりますし、

また、高校を卒業して以降の学費の工面がなか

なかできないという話も聞いております。一ど

きには解決しないとしましても、何らかの対策

が必要な状況だというふうに私は思うんです

が、県としてはどのようにお考えでしょうか、
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続けて御答弁をお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 進学率が低い

中で、児童養護施設等で暮らす高校生の進学率

の向上を図るために、今回の補正予算におきま

して、学習塾代や大学受験料などを助成いたし

ます新規事業をお願いしているところでござい

まして、学校等の関係機関と連携を図りなが

ら、入所児童の自立支援に努めてまいる考えで

ございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。繰り

返すことになるんですけれども、社会的養護環

境下にある子供たちにとって、大学とか専門学

校で技術を身につける、知識を身につけるとい

うことは、その児童の自立にとって大変有意義

なことだと思います。ぜひそのような支援策を

強化いただきながら、子供たちが今育っている

環境が、そのまま人生全ての重しになることの

ないように、御支援をいただきたいと思いま

す。

さらには、今後は、やはり給付型の奨学金と

いうものを考えていかなきゃいけない時代が来

ていると思っています。何々クラブという、篤

志家、企業家の皆さんがつくっているクラブと

かで、そういう御支援をいただけるところはな

いか、また、学校、専門学校そのものが、そう

いう減免の措置をとっていただけないか、研究

していかなければならないというふうに思って

います。

そして、進学するにしても、就職するにして

も、今、18歳のお子さんを社会に―言葉は悪

いですが―放り出すということでは、なかな

か厳しいというふうに思っています。まだまだ

大人の支えが必要な年齢だというふうに思いま

す。子供たちの精神的・経済的自立年齢が遅く

なっていると言われる中で、今の時点におい

て、自立援助ホームの活用など、考えられるそ

の対応について、部長のほうからお答えいただ

ければと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 施設への入所

は、原則として児童が18歳に達する年度の末ま

でとなっておりますけれども、進学や就職など

による生活環境の変化に適応が困難と認められ

る場合には、20歳に達するまでの間、入所期間

を延長しまして、生活の安定を図りながら、自

立に向けた支援を行っているところでございま

す。また、施設を退所いたしまして、一旦就職

したものの、何らかの事情で離職したケースな

どにつきましても、生活の場を提供する自立援

助ホームを活用しまして、生活指導や就労支援

などを受けさせることで自立を促しているとこ

ろでございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。措

置の延長、自立援助ホームの活用ということ、

進学においても就職においてもということでご

ざいまして、その考え方について、今の段階で

できることとして、各児相、各施設、同じ考え

で、ぜひ積極的に進めていただきたいと思いま

す。

社会的養護に深くかかわる問題としまして、

望まない妊娠、予期せぬ妊娠という問題につい

てお尋ねをしたいと思います。このような妊娠

を県では、「思いがけない妊娠」と呼ぶように

しているというお話を聞きましたので、私もそ

のように言いたいと思います。妊娠の原因が、

虐待または事件などのような場合とか、また、

妊娠や避妊に対する知識・自覚の不足、そうい

ういろんな状況から起こり得るものでございま

す。この思いがけない妊娠で、相談する相手も

なく、精神的な不安とか将来的な不安を感じ、

最悪の場合、自宅出産という状況だったり、ま
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た、さらには、嬰児を人目のつかないところに

放置する事件というのが、過去にも宮崎県でご

ざいました。

こういう思いがけない妊娠という状況に対し

て、女性の健康に与える心身への影響、生まれ

来る児童への虐待防止等の観点も踏まえまし

て、宮崎県における相談体制はどのようになっ

ておりますでしょうか。また、具体的な支援の

方向性について、福祉保健部長に御回答いただ

きたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では、県内

３カ所に女性専門相談センター「スマイル」を

設置しておりまして、保健師や助産師等の専門

の相談員が、思いがけない妊娠に対して、相談

者の悩みに応じたアドバイスや関係機関の紹介

等を行っております。その他、市町村の保健セ

ンター、県医師会などの窓口におきましても、

相談対応を行っているところであります。その

上で、妊娠から出産、育児に至る過程では、市

町村の妊婦健診事業、乳幼児健診事業、それか

ら、母子保健推進員等が乳児のいる世帯を訪問

いたします「こんにちは赤ちゃん事業」などを

通じまして、母親のメンタル面のケアや、育児

支援を行っております。さらに、家庭内での養

育が難しいと思われる場合には、市町村、児童

相談所、保健所等が連携いたしまして、家庭を

訪問してのさまざまな育児支援や、必要に応じ

て乳幼児の保護等を行っているところでありま

す。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。十

分な支援、保護を含めて、対応をお願いしたい

と思います。

思いがけない妊娠ということですぐ浮かびま

したのが、10代の妊娠の問題でございまして、

調べましたところ、10代の妊娠というのは、平

成25年度、また25年、くくりが少しずれるんで

すけれども、その範囲でおよそ340件という数字

が、いろんな資料から見てとれました宮崎県内

における状況でございます。近年は、10代の出

産がふえているというふうに聞きますし、30

代、40代の出産もふえている。唯一20代の出産

が減っているというお話でございますけれど

も、10代の妊娠のうち、５割５分、６割に近い

数字が中絶という道を選んでいらっしゃる、45

％ぐらいが出産、こういうような数字になるよ

うでございます。10代の妊娠全てが思いがけな

い妊娠ということで断定するわけではございま

せん。また、中絶を問題視する立場で今質問し

ているわけではございませんが、いずれにして

もリスクの高い10代の妊娠。また、10代の妊娠

に限らず、思いがけない妊娠に至らないという

こと自体を支援していく必要があると思います

が、どんな対策を行っているか伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では、中学

生や高校生を対象に、産婦人科医や助産師が、

命の大切さ、妊娠に関する正しい知識等を啓発

する「健康教育」や、年齢の近い大学生が参加

して、自分と相手を大切にすることやライフプ

ラン等についてグループワークを行います「思

春期ピアカウンセリング」を実施しておりま

す。また、昨年度からは、健康教育の対象を、

企業等で働く若い世代にまで拡大したところで

ございます。さらに、県医師会と連携して、手

引やパンフレットを作成し、出産や人工中絶の

機会を捉えまして、思いがけない妊娠に至らな

いよう、適切な避妊や家族計画についての助言

を行っております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。私

は、その思いがけない妊娠の結果、出産に至
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り、それがゆえにその子を愛せないんだという

ふうに悩む相談も受けたことがあります。適切

にその当時は対応したつもりでありますけれど

も、一方で、不妊に悩む御夫婦の御相談にも応

じる、できるならば、十分な相談体制のもと

で、そのような場面での両者間のかけ橋という

か、橋渡し役を行える体制を準備したらいかが

かなと思っているところです。例えば、里親制

度を積極的に活用して、生まれてきた子供の里

親委託促進など、宮崎県での支援策の構築はお

考えではないでしょうか、お答えいただければ

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 親の養育を受

けられない子供を、出生後できるだけ早い時期

に里親委託することは、特定の大人との愛着関

係形成、それから、豊かな人間性や社会性を育

むといった点からも、大変重要なことであると

認識しております。このため、県といたしまし

ては、医療機関や市町村などと連携を図りなが

ら、乳幼児の養育に理解と意欲のある里親をふ

やしていくことや、委託後の里親への支援体制

を整備していくことなどによりまして、思いが

けない妊娠によって生まれてくる子供の里親委

託を推進してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。タイ

ムリーな記事が、６月20日の朝日新聞、土曜日

の追加版みたいなものに載っておりました。

「赤ちゃん縁組に自治体挑む」というようなテ

ーマで出ていたようであります。十分な研究を

いただきながら、生まれてくる命の全てがこの

社会から愛される。そんな社会の実現に一緒に

取り組んでいただけたらと思うところでありま

す。

次に、教育問題、子供の居場所づくりの質問

でございます。貧困の問題にも絡むのですが、

順に伺いたいと思います。

放課後児童クラブ、放課後子ども教室など、

学校が終わって家に親が帰ってくるまでの間の

児童への支援策が講じられておりますが、とり

わけ、中高校生の居場所の問題について幾つか

質問をしたいと思います。

まずは、放課後児童クラブの利用の現状を、

福祉保健部長、教えてください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 市町村が、小

学生を対象として実施しております放課後児童

クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭に

いない児童に対しまして、授業終了後などに小

学校の余裕教室などを利用いたしまして適切な

遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図

ろうとするものでございます。平成26年５月現

在、県内に216カ所が設置されておりまして、利

用児童数は8,152名となっております。

○岩切達哉議員 続けて、放課後子ども教室と

いうのがありますが、利用状況について教育長

に質問します。よろしくお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 放課後子ども教室

は、市町村が実施主体となり、地域住民の方々

の協力のもと、放課後等に学校の余裕教室や公

民館などを活用して、小学生や中学生に学習活

動や体験活動を提供するものでございます。平

成26年度は14市町村で取り組まれ、実施箇所数

は90教室でございます。また、参加した子供の

数は、１日平均で約2,500人でございます。

○岩切達哉議員 私が前職を通じて対応した子

供たち、中学生ですけれども、多くが寂しさを

持っているんですね。12歳～15歳、その範囲で

ございます。家に帰っても、親は帰ってこな

い。さらには、７時、８時、下手すると９

時、10時というふうに、または下の子供の面倒

を見よとか言われている。大体において今の社
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会の状況として現実にそれがある。

皆様の記憶に新しいことと思いますけれど

も、ことしの２月20日、川崎市川崎区の多摩川

河川敷で、上村遼太さん（13歳）が亡くなった

という事件がございました。この被害を受けた

児童の母親は、通夜の後、弁護士を通して、

「息子が学校に行くよりも早く出勤し、遅い時

間に帰宅するので、息子が何をしていたか把握

できなかった」とコメントを発表しました。日

本のひとり親家庭の貧困率54.6％、その85％が

母子家庭であると。シングルマザーと言われる

方の８割が就労しておられる。さらには、ダブ

ルワーク、２つ仕事をかけ持つというような状

況です。そのために子供と向き合う時間が限ら

れてしまうという現実がございます。そういっ

た中で、12歳から15歳まで、いわゆる中学生

が、悩みを相談できる相手がなく、何とはなし

にたむろするということが起きています。その

ようなたむろする場所で、年上の児童から、喫

煙や万引き、異性との性交渉などを指南され、

非行が進む。グループで、集団心理といいます

か、交番に消火器をばらまくというようなこと

も、つい最近ございました。そういう状況が起

きてしまうわけでございます。この川崎の事件

の加害児童の育ち、これもいろいろ情報が今出

ておるんですけれども、大変厳しいものであっ

たようであります。

宮崎県でもいろいろな状況が起きていると思

いますけど、まず、教育長のほうで、県が把握

している中学生の暴力事件の現状を教えていた

だければと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の県内公

立中学校における暴力行為の発生件数は、70件

であります。生徒1,000人当たりでいいますと、

全国は12.0件でありますのに対し、本県は2.3件

であり、全国より9.7件少ない状況でございま

す。70件の内訳は、生徒間の暴力が30件、対教

師暴力が23件、学校内における器物破損が14

件、教師や生徒以外の対人暴力が３件でありま

す。

○岩切達哉議員 全国より少ないという状況は

幸いなことだと思います。私は、中学生といえ

ども、やはり放課後の居場所を必要としておっ

て、そこでは、温かな励まし、時には温かい食

事が提供され、とりわけ大事なのは、存在を認

めてくれる、肯定してくれる言葉かけがある。

そういうことができるスキルを持った大人の存

在がある。そういう場が必要だろうと思ってい

ます。このような観点から、中学児童の居場所

づくりについて、県としてのお考えを教育長か

らお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 地域において、子供

たちの安心・安全な居場所をつくることは、青

少年の健全育成のために大変重要であると認識

いたしております。県教育委員会では、この居

場所づくりの一つとして、放課後子ども教室の

充実を図っているところでありまして、実際に

中学生が参加している教室もございます。ま

た、居場所づくりにつながる中学生の放課後の

活動には、部活動やボランティア活動のほか、

各地域における子ども会のジュニアリーダーや

ボーイスカウトの活動など、子供たちの自己肯

定感を育む活動を行っている団体もございます

ので、子供たちの居場所づくりにつながるよ

う、そのような事例を市町村や各学校に紹介す

るなど、子供たちの健全育成に努めてまいりた

いと考えております。

○岩切達哉議員 また後ほど、まとめて考えを

お示しさせていただきたいと思いますが、関連

することで、夜間中学校のことをお伺いしたい
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と思います。外国からの移住者など、日本語の

習得、読み書きの習得を目標にしてという考え

方や、不登校児童への支援というものもあると

いうことでございますけれども、政府は、全国

の47都道府県に最低１校以上の公立夜間中学校

を設ける方針を打ち出していると聞いているん

ですが、宮崎県としてその準備状況を、教育長

にお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、公立の夜間中学校は現在のところ未設置で

あります。県教育委員会といたしましては、現

在、国においても議論がなされていることか

ら、今後もその動向を注視しつつ、さまざまな

観点から情報収集に努めてまいりたいと考えて

おります。議員が今、御質問でなされた御指摘

というのは非常に大事だと思いますが、本県に

おきましても、義務教育が未修了の方もいらっ

しゃいますので、そのような方々に対しては、

できる限り、学ぶ機会の提供に努めておりま

す。例えば、現在、県内の公立中学校には、15

歳を超えた外国籍の生徒が在籍しており、その

生徒に対して、日本語の学習を初め、その生徒

に応じた学習への支援を行っております。ま

た、特別支援学校におきましても、小学校等の

未修了の方がおられますが、その方々に対し

て、全国に先駆けて訪問教育を行うなど、個別

の支援を行ってきているところであります。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。全

国に先駆けた訪問教育も特別支援教育ではされ

ているというようなことでございます。

居場所を求める年齢層、中学生、高校生とい

う話題でお話をしましたけれども、この中高校

生の非行問題に絡みまして、喫煙の問題がござ

います。未成年者の喫煙は、ニコチン依存性の

形成が早いと言われるんですけれども、およそ

非行児童と評される子供たち、多くは喫煙の常

習化が見られます。その子供たちが、禁煙に対

する意欲を持った場面において、禁煙治療とい

うものが行えないかと思うんですが、禁煙治療

の支援が行えないか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 残念ながら喫

煙が常習化するに至ってしまった中高生につき

ましては、県の健康づくり協会におきまして、

禁煙外来を開設し、禁煙治療を実施していると

ころであります。また、県といたしましても、

今後、保健所内に相談窓口を設置いたしまし

て、さらなる未成年者への禁煙支援を行うこと

としております。しかしながら、まずは、未成

年者が喫煙しないようにすることが大切であり

ますので、引き続き、ラジオ等で禁煙を呼びか

けますとともに、学校と連携を図りながら、中

高生や保護者を対象とした健康教育を実施して

まいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。なか

なか禁煙をするのは難しいということで、ぜ

ひ、禁煙の先駆者たる部長も御指導いただきた

いなと思っているんですけれども、とりわけ、

健康づくり協会が対応したいということでござ

います。いろいろ大いにＰＲをしていただけれ

ばと思います。中学生で禁煙のことがあれば、

健康づくり協会にということでございます。

いろいろ伺いましたけれども、子供は、学校

を終えて地域に帰れば子供集団ができるという

昔ながらの雰囲気というのは、今はないと思い

ます。それぞれがそれぞれに放課後も移ってい

く。その中からあぶれる子供たち。塾に行くに

もお金がない、そういうようなケース。さらに

は、私の対応した子供たち、部活動はという話

をすると、部活動もお金がかかるんよというよ
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うに、子供たちしっかりと認識して、そこには

行かない。結局、限られた時間、そういう集団

の中に参加していると。まさに格差、貧困の問

題も絡む問題だと思います。例えば、生目台の

「寺子屋」という取り組みとかございますけれ

ども、中高校生の居場所というものは、教育委

員会も頑張っていただいておりますけれども、

子供の福祉の問題としてぜひ研究をいただきた

いと思っているところでございます。よろしく

お願いしたいと思います。

次に、障がい者福祉に関することで、引き続

き福祉保健部長に伺いたいと思います。

障害者差別禁止法施行に向けてでございま

す。去る５月10日、木花運動公園で開催された

障害者スポーツ大会に参加させていただきまし

た。福祉保健部長と知事が、それぞれ登壇して

御挨拶をされる際に、みずから手話を駆使して

御挨拶をされておりました。参加者はその姿に

触れてとても喜んでいたというふうにお見受け

し、私自身もその配慮に胸を打たれたところで

あります。

先ほど来取り上げられている下関市のよう

な、残虐といいますか、つらい事件もございま

す。障がい者の虐待防止法に違反する行為だと

いうふうに思います。こういう障がい者に対す

る虐待事件、差別事件というものがどうしても

起きる。そういう状況に鑑みまして、徹底した

啓発、また、事業所や団体、学校等における物

理的障壁の除去、そして、合理的配慮というも

のを、どう配慮すればいいのかということにつ

いて、しっかりと研修等を行っていく。そのこ

とで広く周知を図る必要があると思いますけれ

ども、法施行に間に合う社会をつくっていかな

ければならないと思います。

いよいよ来年春、「障害者差別解消法」が施

行されようとしておりますけれども、初日、山

下議員の質問に、差別禁止条例の検討もしてい

るという知事答弁がございました。それら法施

行に向けた準備状況、また条例の検討状況を、

福祉保健部長にお示しいただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障害者差別解

消法の施行に向け、本県におきましては、障が

いの特徴や周囲の方々にお願いしたい配慮など

を紹介した「障がい理解のためのハンドブッ

ク」を作成しまして、小・中・高等学校や市町

村、福祉サービス事業所等に配布いたしますと

ともに、イベント等のさまざまな機会において

も活用するなど、障がいについての正しい理解

と知識を持っていただけるよう、啓発に努めて

いるところでございます。

次に、条例の制定につきましては、国におい

て策定予定の対応指針や、県民へのアンケート

調査を踏まえますとともに、障がい者団体を初

め、関係団体の皆様の御意見も十分にお聞きし

ながら、検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。障が

い者当事者の御意見をしっかりと踏まえた、他

に負けない条例づくりを、ぜひお進めいただき

たいと思います。

続いて、障がい者福祉に関する課題として、

小児精神科医療体制整備について、引き続き福

祉保健部長にお伺いします。今、発達障がいと

か自閉症スペクトラム障がいなどへの対応とい

うことで、小児精神科に対する需要は高まって

いると。さらには、大災害時のＰＴＳＤだと

か、虐待からの心の傷つき、いろいろ言われま

す。平成21年の春に、県立富養園の閉園を受け

て、宮崎病院精神医療センターが設置されまし
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て、小児精神科医療が引き継がれたことになっ

ておりますけれども、今、県立宮崎病院改築の

基本構想、小児精神科への対応について、記載

が十分にはございません。ぜひ、これからのこ

とをしっかりと準備いただきたいと思っている

んですけれども。また、子供たちですので、医

療を受ける間の教育の保障が十分担保されなけ

ればなりません。このような状況から、宮崎県

として、主体的な小児精神科医療体制の整備が

検討されるべきと考えますけれども、その体制

整備についてどのように考えていらっしゃる

か、お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 心の問題を抱

える子供たちにつきましては、専門的な治療と

ともに、発達段階に応じた適切な教育環境の整

備や、子供やその家族の立場に立った相談支援

など、医療、教育、福祉などのさまざまな分野

が連携した専門的なかかわりが必要であると認

識しております。本県における小児精神科医療

体制のあり方につきましては、このような認識

に立って、今後とも、関係機関と十分連携を図

りながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 子供が心の治療を受ける場合

には、学習機会の保障というのが重要な課題に

なります。このような小児精神科医療を受ける

児童、とりわけ、中長期の入院治療を受けるこ

ととなる児童の教育の機会の保障についてどの

ように考えておられるか、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 小児精神科医療機関

に入院している心身症や鬱病等の精神疾患のあ

る児童生徒につきましては、病弱特別支援学校

の教育の対象となっておりますので、子供たち

は、その病弱特別支援学校に通学して授業を受

けたり、医療機関に病弱特別支援学校の教員が

訪問して、学習指導を受けることができます。

また、医療機関に入院しているＬＤやＡＤＨＤ

等の発達障がいのある児童生徒につきまして

は、学校教育法施行令により、病弱特別支援学

校の教育の対象とはなっておりませんが、本県

では、特別支援学校が教育相談の一環で医療機

関へ訪問し、学習への援助を行っております。

今後とも、小児精神科医療機関に入院している

児童生徒のさまざまな学びのニーズに可能な限

り対応できるよう、医療機関と連携しながら検

討してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 小児精神科医療体制の整備

は、非常に急がれていると思います。昨年度、

２月の代表質問でも質問があったようでござい

ます。まずは、病名で対応が分かれるという教

育長のお話がございましたけれども、入院をす

るという行為、小児精神科医療の中に入院する

ということに着目して御判断をいただけるよう

に工夫をいただけないかなとも思うところであ

ります。当該児童や保護者、そして関係者、教

育機関含めて、強く願っていることだと思いま

すので、重ねて御検討を要望させていただきた

いと思います。

子供にかかわる問題に関して、たくさんお伺

いをさせていただきました。今後とも、そのよ

うな視点で頑張っていきたいと思います。よろ

しくお願いします。

かわりまして、県が保有するオンライン業務

支援システムに対するセキュリティー対策につ

いて、総合政策部長に伺いたいと思います。日

本年金機構の125万に及ぶ情報が、ハッカーによ

り盗まれました。これは標的型メールというの

が攻撃の突破口、侵入口だったということで、

標的型メールは、似たような内容が繰り返し届
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くスパムメールとは異なり、一様にフィルタリ

ングできないものだということであります。

ハッカーは、失敗した攻撃から学びながら、ど

んどんと巧妙化させるということです。例え

ば、知事名だとか各部長さんのお名前で各職員

に「皆さんへ」ということで送ると、必ず開い

てしまうんです。それがもし攻撃のものであっ

たら、感染をするということになるんだろうと

思います。現在、県庁内では、県税システムと

か生活保護システムとか、多くの業務支援シス

テムが利用されておりますが、多くの個人情報

が入っております。公的機関の情報漏えいは、

盗む者への批判よりも、盗まれたほうへの防護

体制がどうだったのかという強い非難を受ける

ものであります。私としては、例えば、ＵＳＢ

を差し込まないと業務システムは動かないとい

うような物理的防御態勢も検討すべきではない

かなと考えたりするんですが、現状の対策状況

というものをお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 情報セキュリ

ティーにかかわる脅威につきましては、外部か

らの侵入や不適切なメールの防御、また、ウイ

ルスの駆除などを行いますとともに、職員の意

識向上を図るために、標的型攻撃メールの疑似

訓練を行うなど、全庁的な対策に取り組んでい

るところであります。さらに、個別のオンライ

ン業務支援システムにおきましても、特定の職

員だけしか利用できない仕組みとするととも

に、定期的な監査を行うなどの対策も講じてい

るところであります。今回の日本年金機構の個

人情報流出を受け、直ちに職員に対し、ウイル

ス感染についての注意喚起を行ったところであ

りますが、情報セキュリティーにおきまして

は、ソフトとハードの両面において対策を講ず

る必要がありますので、引き続き、情報セキュ

リティーに関する規定や研修内容の見直し等に

より、職員の意識の向上に努めるとともに、御

提案の趣旨も踏まえ、さらなる物理的・技術的

対策についても検討を進めてまいります。

○岩切達哉議員 物理的また技術的問題もある

と思いますけれども、日本年金機構の皆さん

に、厚生労働省から何か通知が来ているという

ことで開いたと、雑駁な話でそういうふうに聞

いています。開いたら、それが違っていたとい

うことでありまして、やっぱり単純じゃないな

と思います。しかし、盗む側よりも、盗まれた

側が非難されている現状でございますので、ぜ

ひ、早急な体制の充実を図っていただきたいと

思います。

実は、通告には、イぺーという黄色い花の話

を載せておりましたけれども、時間がありませ

んので、御提案だけにします。

日南市ではジャカランダが開花し、ジャカラ

ンダまつりが行われています。門川町の桃源

郷、アジサイがすばらしいところですが、これ

は個人の方の努力だと聞いております。新富町

の芝桜、生駒高原のコスモス、菜の花など、観

光名所をつくってきたという取り組みだと思い

ます。ジャカランダと同じノウゼンカズラ科の

イぺーまたはイッペーという、とても目立つ黄

色い花をつける樹木があります。桜とジャカラ

ンダの花の季節の中間に咲く花で、植樹を推進

し、春は桜、それからイぺーが咲いて、ジャカ

ランダが咲くというふうな、春から夏への連続

した花見観光というものはどうだろうかと。群

生させるということがキーポイントだと思いま

す。群生させるとして、じゃ、青島だったらど

うだろうかとか、堀切峠ならどうだろうかとか

思いながら質問を準備したんですけれども、時

間の関係もありますので、執行部に御提案とい
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うことまでにさせていただきます。

私の質問は以上で終了します。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 県議会自

由民主党、小林市・西諸県郡選挙区選出の丸山

裕次郎でございます。ことし４月に行われた統

一地方選挙で選ばれた同志の皆さんとともに、

県勢発展のため、県民福祉の向上のために全力

で取り組んでまいりますので、どうかよろしく

お願いいたします。

私も、選挙を迎えるに当たり、選挙区内を挨

拶回りをしているとき、４年前には家に明かり

がついていたのが空き家になっていたり、寂し

そうに一人でストーブで暖をとっている高齢者

の方と会ったときなど、人口減少、地方の衰退

を改めて強く感じました。そのような光景を目

の当たりにし、地域活性化のために何をすべき

かを改めて考えさせられました。私なりに考え

をまとめ、選挙区の方々に訴えたのは、まず基

幹産業である農業の６次産業化・フードビジネ

ス推進、交流人口をふやす観光推進、社会保障

費の伸び抑制、人口減少対策の一環として健康

増進が重要。また、農業、観光、健康増進をそ

れぞれ結びつけ合うのは「食」。宮崎の食の優

位性を生かした地方創生を推し進めるべきとい

うことを訴えさせていただきました。

県勢発展、地方創生をなし遂げるためには、

熱意・誠意・総意が必要だと思っております。

私の持っている全ての熱意・誠意・総意をもっ

て、高原町、小林市、宮崎県が揺るぎなく前へ

前へ行けるように、全力で任期中頑張っていき

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い一般質問を行いますの

で、知事初め執行部の皆さんには明快な答弁を

お願いいたします。

初めに、地方創生についてであります。

地方創生につきましては、各県ともそれぞれ

の特性、優位性などを生かし、知恵を出し取り

組んでいると思っております。知事はよく「地

方創生のトップランナーを目指していく」と言

われていますが、地方創生をなし遂げるために

は、明確なビジョンと覚悟が必要だと思いま

す。そこで知事は、地方創生のトップランナー

を目指すために、具体的な政策と予算措置をど

のように取り組んでいるのか、お伺いいたしま

す。

また、今年度、総合政策部に地方創生推進担

当を設置するなど、推進体制の整備を図られて

おりますが、今後、地方創生の推進について、

市町村の支援を含めどのように取り組んでいか

れるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、健康増進についてお伺いいたします。

昨年、毎年行っている健康診断の結果で、ガ

ンマ－ＧＴＰ、コレステロール値が上がり、気

になっていることをフェイスブックにアップし

たところ、その情報を見た近くの乾シイタケ農

家の方が、わざわざ自宅まで、「乾シイタケの

だし汁は体にいいよ」と言って乾シイタケを

持ってきてくださいました。それがきっかけで

半年間、乾シイタケの戻し汁を朝と晩、約200cc

でありますけれども、飲み続けましたら、何と

ガンマ－ＧＴＰが90から40、コレステロール

が203から191まで下がりました。皆さんも試し

てみたらいかがでしょうか。

このように血液検査のデータが改善するきっ

かけをつくってくれたのは、毎年行っている健

康診断だと思っております。2008年度から特定

健診・特定保健指導が実施されるようになりま

したが、なかなか受診率が上がらない状況だと
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聞いております。そこで、県内の各保険者種類

別の受診率はどうなっているのか。また、今後

の受診率向上をどのように考えているのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

先ほど紹介したシイタケのだし汁は、健康増

進に大きく寄与すると思います。数年前から福

島原発の風評被害等で乾シイタケは暴落し、生

産農家は途方に暮れたときもありましたけれど

も、最近はようやく価格も持ち直しており、安

堵しております。今後、乾シイタケの暴落、原

価割れを防ぐためにも、乾シイタケの効能を科

学的・医学的に検証し、消費者にわかりやすく

ＰＲしていく必要があると思います。そこで、

新規事業で提案している「みやざき乾しいた

け」魅力発掘推進事業の目的と事業概要につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

次に、2025年問題についてお伺いいたしま

す。

いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年

には、75歳以上の人口が2012年の1.4倍の2,179

万人と見込まれ、医療給付費が54兆円、介護給

付費も19.8兆円に達すると推計され、社会保障

費の伸びが大きな課題になっております。その

ため国において、「持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革の推進に関する法律」に

基づく措置として、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するため、医療法、介護

保険法などの関係法令について所要の整備が行

われました。また、今後の医療体制として、医

療機能の現状や地域の高齢化の進展を含む将来

的な医療ニーズの客観的なデータに基づく見通

しを踏まえ、その地域にふさわしいバランスの

とれた医療機能ごとに医療の必要量を示す地域

医療構想を都道府県が策定するとされておりま

す。県としましても、地域医療構想策定に着手

しようとした先日、国において設置された「医

療・介護情報の活用による改革の推進に関する

専門調査会」から、現在の病床が全国41道府県

で2025年には最大20万床不要、宮崎において

も5,400床から5,900床不要というショッキング

な推計が出されました。そこで福祉保健部長

に、この推計についての見解をお伺いいたしま

す。

次に、産業人材確保についてお伺いいたしま

す。

少子高齢化の進展に伴い、人口減少、新規学

卒者の県外流出がとまらないため、農業、林

業、商工業、医療・福祉産業などさまざまな産

業で人材不足状況の声を聞いております。この

まま各産業の担い手不足が進行すれば、県勢発

展が危ぶまれ、地方創生の実現は非常に厳しく

なるのではと大変危惧しております。このよう

な中、今議会に宮崎成長産業人材育成事業を提

案されていますが、事業の目的と具体的な事業

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

各産業で人手不足で悩んでいる一因として、

就職してもすぐ離職するということが挙げられ

ておりますが、本県の実態はどうなっているの

か、あわせてお伺いいたします。

離職してしまう一因として、子供のころから

の未来に向けてのキャリア教育、人生設計教育

が不十分だったのではないかと考えておりま

す。そこで今年度、「自立への架け橋 宮崎県

キャリア教育実践事業」に取り組まれています

が、具体的にはどのように取り組まれているの

か、教育長にお伺いいたします。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。

昨年度から、「農政の大転換」と言われ導入
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された農地中間管理事業による担い手への農地

集積は、初年度ということもあり、目標を大き

く下回りました。山下議員への答弁にありまし

たように、「事業の周知不足があったので、改

善に取り組んでいきたい」とのことですが、事

業の周知徹底には全力で取り組んでいただきた

いと思っております。また、実際に事務手続に

携わっている市町の職員からは、農地中間管理

事業では書類の量が多いなど事務負担が多いと

聞いております。そこで、事務処理の簡素化は

できないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

子牛の競り価格は高値で取引されており好調

ですが、西諸畜連の郡品評会牛の郡内購買率を

調べてみますと、平成24年度では80％だったの

が、平成25年度には77％、平成26年度には64％

まで下がってきております。また、九州外での

購買先の上位３県はそれぞれ、平成24年度は岩

手県７頭、北海道４頭、宮城県２頭。平成25年

度は北海道９頭、宮城県６頭、東京５頭。平

成26年度になりますと、宮城県は33頭、北海

道20頭、栃木県17頭となっております。優良雌

子牛流出が続けば、宮崎牛の改良に影響が出て

くるのではと懸念しております。先ほど述べま

したように子牛価格が高い状況が続いており、

子牛生産農家が雌子牛を更新する費用がかさむ

ため、雌牛更新がおくれる可能性があり、ま

た、増頭したくても資金的に厳しい状況です。

鳥取県では、和牛王国復活を目指すために、優

良子牛導入助成金として、雌子牛は上限27万

円、肥育素牛で22万円という制度をことしから

行っております。そこで、今後の持続可能な畜

産の発展のために、子牛導入などの新たな肉用

牛振興策が必要だと思いますが、農政水産部長

にお伺いいたします。

壇上からの最後の質問になりますが、防災対

策についてお伺いいたします。

桜島の噴火や阿蘇山の噴火を初め、先日起き

た鹿児島県の口永良部島の大噴火などが続いて

おります。また、関東・東北地域では震度５以

上を観測するような規模の地震が相次いでおり

ます。日向灘沖を震源とする震度２以上の地震

でも、ことしは既に４回発生しており、南海ト

ラフ地震の危険性が高まっているのではと感じ

ております。県におきましては、南海トラフ地

震・津波対策として河川、港湾、漁港の対策に

取り組まれておるようでありますけれども、現

在の取り組み状況につきまして、県土整備部長

にお伺いいたします。

また、都城市など本県南部の10の市や町で

は、南海トラフ地震・津波対策などの大規模災

害時の広域的な応援体制の構築に取り組んでい

るところでありますけれども、このような内陸

部から沿岸部への広域的な応援が重要だと考え

ておりますが、県ではどのように取り組んでい

るのか危機管理統括監にお伺いし、壇上からの

質問を終わり、以下の質問は質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

地方創生の政策と予算についてであります。

地方創生は、東京一極集中の是正と人口減少の

克服に向けまして、地方の自立的な成長を促進

するものでありまして、国のほうで、「地方の

元気なくして我が国の将来はない」という認識

に立って、地方が主体的に実施する多様な取り

組みを、予算や制度面から積極的に支援するこ

とによって、全国の地方が再生する契機となる

ものと期待をしておるところであります。特に
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本県は、温暖な気候と豊かな自然環境、全国第

２位の合計特殊出生率を誇るすぐれた子育て環

境を有しており、さらに、フードビジネスを初

めとする成長産業の育成などを通じて、また、

ようやく整備が進みつつある高速道路を初めと

する交通インフラというものを活用し得るとい

うようなことも追い風として活用し、全てが大

都市に集中する現状からの脱却を目指す地方の

モデルケースになり得る、地方創生のトップラ

ンナーたり得ると考えているところでありま

す。これら本県の優位性と特性を踏まえた特色

ある政策をしっかりと構築し、国の支援策も活

用しながら必要な事業を着実に推進しますとと

もに、国に対しましても積極的な提案・発信に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

地方創生の取り組みについてであります。地

方創生は、まさに全部局挙げて取り組むべき課

題であると認識しておりますことから、全ての

組織が目的を共有しつつ取り組んでいくことが

何より肝要であると考えております。このた

め、総合政策部が中心となりまして全庁の知恵

を結集させ、現在策定中の宮崎県版のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略をしっかり取りまとめ

てまいりたいと考えております。

また、市町村は地方創生の中心的担い手であ

りますことから、総合戦略の策定を初めとする

市町村の地方創生への取り組みについて、総合

政策課内に設置しております相談窓口等を通じ

て、積極的に支援をしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○危機管理統括監（金丸政保君）〔登壇〕 お

答えいたします。

南海トラフ巨大地震に対する広域的な応援に

ついてでございます。本県南部の10の市と町に

おきましては、本年２月に、南海トラフ巨大地

震等の大規模災害に備えた市町村間の協力体制

を検討するための協議会を設置しております。

この協議会は、東日本大震災において、岩手県

の内陸部に位置いたします遠野市が、津波被害

を受けた沿岸部に対して行った支援を参考に設

置されたものであり、現在、職員の派遣、物資

や避難施設の提供、ボランティアの活動調整等

について検討が行われております。南海トラフ

巨大地震が発生した場合、被災地に対しまして

は、国や県が行う各種の支援が検討されており

ますが、市町村間の支援も必要であると考えら

れますので、県といたしましては、この取り組

みに連携していくとともに、総合防災訓練にお

いて、その検証も行ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特定健診受診率についてであります。

特定健診受診率の直近の公表データは、平成24

年度のものとなりますが、市町村国保が31.5

％、中小企業の従業員が加入する協会けんぽ

が44.0％、大企業の従業員が加入する健康保険

組合と公務員が加入する共済組合を合わせ

て59.0％などとなっており、全体の受診率

は40.8％で、前年度と比べまして2.1ポイントの

増加となっております。県といたしましては、

受診率向上のため、市町村国保、協会けんぽ等

の医療保険者で構成いたします保険者協議会と

連携して、テレビ・ラジオやバス広告などを利

用し、特定健診の重要性を訴えるなど、県民に

対する広報啓発に取り組んでおります。また、

市町村が行う未受診者への電話案内や看護師に
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よる戸別訪問実施などの取り組みに対して支援

をしているところであります。今後とも、市町

村、関係機関と連携を深めながら、特定健診の

受診率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、国の専門調査会による病床数の推計に

ついてであります。本県におきましては、今年

度から地域医療構想の策定に取り組むこととし

ておりますが、策定に当たりましては、高齢化

の進展を見据え、現在の病床機能について、将

来必要となる機能への転換や、一定規模の在宅

医療への移行が必要になると認識していたとこ

ろであります。そのような中、今回、専門調査

会の推計で示されました３割以上という本県の

削減額の幅の大きさにつきましては、驚きを

もって受けとめているところでございます。以

上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「みやざき乾しいたけ」魅力発掘推進事業に

ついてであります。乾シイタケは、ビタミンＤ

や食物繊維が豊富な食品で、血中コレステロー

ルや血圧を下げる効果も期待されております。

このため県では、今回の補正予算にこの事業を

盛り込み、県産乾シイタケの有する効能を科学

的に検証し、その成果を消費者にわかりやすく

ＰＲすることといたしております。実は、私自

身も毎日、乾シイタケを戻してだし汁をつくり

まして、みそ汁や鍋などさまざまな料理に生か

しているところでございます。みやざき乾しい

たけの大ファンとしましても、今回の事業によ

りまして有効成分をしっかりと分析し、ＰＲす

ることによりまして、本県産乾シイタケの消費

拡大と生産者の所得の向上につなげてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（永山英也君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、宮崎成長産業人材育成事業についてで

あります。この事業は、国の「地域創生人材育

成事業」に提案をし、採択されたものでありま

す。雇用拡大など今後の成長が期待される一方

で、人手不足が課題となっているＩＣＴ、フー

ドビジネスなど４つの分野において、ＵＩＪタ

ーン人材、女性など多様な求職者ニーズに応じ

た新たな職域の開発や人材育成の取り組みを通

じまして、安定的な人材確保を図るものであり

ます。具体的には、テレワークや短時間勤務な

どの新たな職域の開発を行うことで、多様な求

職者にとって働きやすい雇用環境の整備・充実

を図ることとしております。また、企業等での

６カ月程度の雇用型の訓練や、非正規雇用者を

対象としたスキルアップ訓練、女性や中高年齢

者を対象とした各種訓練等のプログラムを開発

し、実施することとしております。なお、この

事業によりまして、３年間で415名の就職を目指

しております。

次に、新規学卒者の早期離職についてであり

ます。平成26年11月に発表されたデータにより

ますと、県内に就職した新規学卒者の３年以内

の離職率は、高等学校卒業者が48.3％、大学卒

業者が40.7％となっておりまして、全国平均よ

り、高等学校卒業者で8.7ポイント、大学卒業者

で8.3ポイント高い状況にあります。早期離職の

要因として、労働局、県、教育委員会及び産業

界等の関係機関による「宮崎新卒者等就職・採

用応援本部」におきましては、例えば、働くこ

とへの意識の不足、企業を知るための情報の不

足、企業内の人材育成体制の未整備などの多様

な要因があると分析をしております。このた
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め、同本部におきまして、就職準備期間、就職

活動中、就職後の３段階に分けまして早期離職

防止策を整理し、各機関が連携しながら対策に

取り組むこととしているところであります。今

後とも、重要な課題としてしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農地中間管理事業についてでありま

す。農地中間管理事業の手続は、御指摘のとお

り、法令で定められている書類や図面等の添付

資料が多いことから、機構や市町村のみなら

ず、農地の出し手や受け手にも大きな負担と

なっております。このため本年度は、市町村等

の専任職員を増員し体制の強化を図るととも

に、農業委員会等の確認で済む提出書類につき

ましては削減を図り、また、新たな農地賃貸借

管理システムを活用した申請書等の作成支援に

より、事務の負担軽減に取り組んでいるところ

であります。今後とも、市町村等における事務

負担の軽減が図られますよう努めますととも

に、引き続き、国に対しましても事務の簡素化

について要望してまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛振興策についてであります。全

国的な子牛頭数の減少により子牛価格が高騰し

ている中で、優秀な子牛を安定的に確保するこ

とは、本県肉用牛の改良や農家の経営安定に

とって大変重要であると認識をしております。

このため県といたしましては、種畜再生対策基

金事業等により、雌子牛の県内保留対策に取り

組みますとともに、畜産クラスター事業等を活

用して、担い手の生産性向上や施設整備などを

支援するなど、繁殖基盤の総合的な強化に努め

ているところであります。また、これらに加

え、本議会でお願いしております肉用牛肥育一

貫体制実証事業により、肥育農家がみずから繁

殖雌牛を導入して素牛を確保する取り組みにつ

きましても、新たに支援してまいりたいと考え

ております。今後とも、関係機関と連携しなが

ら、肉用牛振興の積極的な推進に努めてまいり

ます。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（図師雄一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

南海トラフ地震における津波対策についてで

あります。近い将来、高い確率で発生が予測さ

れている南海トラフ地震における津波対策は喫

緊の課題であり、現在、河川や港湾など施設ご

とに設定した津波の高さに基づいて整備を進め

ているところであります。河川につきまして

は、昨年度から、沖田川など14水系において、

数十年から100数十年に１回起こるようなレベル

１津波に対応した堤防のかさ上げや、樋門の自

動閉鎖化などの整備に着手しております。ま

た、港湾、漁港につきましては、平成25年度か

ら、防波堤を越える津波に対しても壊れにく

い、いわゆる粘り強い構造の整備などに着手し

ており、現在、宮崎港など３つの重要港湾や、

北浦漁港など８つの漁港において整備を進めて

おります。県といたしましては、今後とも、県

民の生命・財産を守るため、南海トラフ地震に

備えた津波対策の推進に努めてまいりたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

キャリア教育実践事業についてであります。

この事業では、高校生に勤労や学習の意義を理

解させるとともに、社会で将来必要となる能力

や態度を培うことを目的といたしております。
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具体的には、インターンシップや出前授業等の

奨励に加えまして、本年度より、全ての県立高

校を対象に、例えば卒業や就職など人生の節目

でどのようなことを考えるべきか、あわせて、

そのときどれぐらいお金がかかるかなど、将来

の人生設計について真剣に考えさせる授業と、

労働局による労働法に関する講習会を実施し、

社会で遭遇する壁や困難を乗り越える力を培う

取り組みを行っているところであります。ま

た、本県で学校や企業等が一体となってキャリ

ア教育を推進するために、企業、学校、家庭、

教員等の力を結集して合同研修会を開催いたし

ます。このような取り組みにより、子供たちそ

れぞれが社会で自分の居場所を見つけ、そこで

懸命に働き、社会貢献を行いながら、幸せを実

感できるような社会性や人間性を育んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それでは、再質問を行いま

す。

まず、地方創生についてでありますけれど

も、昨年、国において、地方創生を推し進める

ために、５万人以下の市町村に若手職員を派遣

する制度をつくりましたけれども、県内ではど

の程度の市長村が派遣要請されたのか、お伺い

いたします。

また、実際派遣された市町村があったのか

も、あわせて総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 国が創設しました

地方創生人材支援制度におきましては、県内か

ら小林市、串間市、えびの市、都農町の４市町

が国へ派遣を要請したところであります。この

うち串間市に、本年４月１日に総務省職員１名

が派遣されております。

○丸山裕次郎議員 串間市に派遣されていると

いうことでありますので、まず串間市に派遣さ

れている若手職員と情報交換をしっかりしてい

ただき、連携強化をしていくのはもとよりであ

りますけれども、九州各県にもそれぞれ派遣さ

れていると聞いておりますので、その把握もお

願いしたいと思います。

また、国から本県に来ていただいている内田

副知事を筆頭に、各省庁からいろんな方々が本

県に来ていただいておりますので、宮崎のいい

ところ、足りないところを県外からの目線で見

ることができると思います。宮崎の地方創生の

推進に大きな力になってくると思いますので、

ぜひ、知事もよく言われているトップランナー

になるように頑張っていただきたいと期待して

おります。

次の質問に移ります。2025年度問題について

でありますけれども、先ほど言いましたよう

に、国においては、「持続可能な社会保障制度

の確立を図るための改革の推進に関する法律」

に基づき、効率的かつ質の高い医療体制を構築

する目的での基礎調査ということであろうと思

います。昨年10月ごろと聞いておりますが、病

床を持っている病院に対しまして、今後の病床

のあり方についてのアンケートを実施している

ようであります。どのような結果だったのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねのアン

ケートでございます。病床機能報告制度におき

ましては、医療機関の現状の病床機能に加えま

して、2020年の病床機能の予定についても報告

することとされております。この2020年におけ

る病床機能につきましては、あくまで現時点で

の各医療機関の意向を集計したものであります

が、その主な特徴を申し上げますと、報告のあ

りました総数約１万5,000床のうち、約8,500床

と半数を占める急性期病床が、報告時点と比較
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しまして約５％の減、約1,500床と１割を占める

回復期病床が約36％の増という結果になってお

ります。

○丸山裕次郎議員 病床アンケートの結果の年

次が2020年ということで、年次が５年ほどタイ

ムラグがありますけれども、病院経営者として

は、急性期病床ではわずか５％の減、回復期病

床では約36％の増ということであります。専門

調査会によりますと、現在と2025年で必要とさ

れる病床を比較しますと、高度急性期病床では

約800床が約1,000床、急性期病床では約8,500床

が半分以下の3,400床、回復期病床では約1,500

床が２倍以上の4, 0 0 0床、慢性期病床では

約3,900床が2,200床から2,700床という推計がさ

れております。アンケート結果と専門調査会の

推計を比べてみますと、急性期病床において５

％減に対して半分以下で大きな差、また、回復

期病床においても、36％増に対しまして２倍以

上など大きな差が生じており、現場が混乱して

いくのではないかと大変懸念をしております。

そこで、今後どのように地域医療構想を策定し

ていくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療構想

は、本県の2025年における必要病床数や、将来

あるべき医療提供体制を明らかにするものであ

り、策定に当たりましては、地域医療構想策定

委員会を開催いたしまして、医師会や歯科医師

会、薬剤師会、看護協会等の医療関係者を初め

として、市長会、町村会、保険者協議会などさ

まざまな立場の方々の御意見を伺うことにして

おります。さらに、二次医療圏ごとに開催され

ます地域医療構想調整会議におきまして、医療

施設の現状や各地域の課題等の把握にも努めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 国の専門調査会では、レセ

プトデータなどの既存データを生かしまして、

また、現状追認にならないよう社会保障改革を

行っていくということを基本としているようで

あります。先ほど述べましたように、医師会が

思っている病床移行と専門調査会が提示しまし

た病床移行には大きな差がありますので、本県

に設置される地域医療構想策定委員会では、本

県の実態や医師会、看護協会などの意見を十二

分に聞き、また、二次医療圏ごとの意見も尊重

していただき、県民が安心できる地域医療構想

が策定されることを要望しておきます。

少し話を変えますが、地域医療構想では、医

療と介護の連携強化をうたっておりますが、医

療界は医師会を中心に意思を把握しやすいと

思っておりますけれども、介護界は社会福祉法

人や他産業から参入してきた方々も多く、経営

者が多岐にわたっており、意思の把握が大変で

はないかと想像しております。どのように医療

と介護の連携強化を図っていくのか、お伺いい

たします。

また、あわせて、幾らすばらしい地域医療構

想ができたとしても、医療・介護の現場で働く

マンパワーが必要でありますけれども、医療・

介護人材の確保・養成をどのように行っていく

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 2025年に向け

て、地域包括ケアシステムの構築を着実に推進

していくためには、医療と介護の垣根を越えた

連携が特に重要な課題であります。このため県

では、今年度、新たに「医療・介護連携推進

室」を設置したところでありまして、今後、県

内の各圏域に設置する地域協議会を推進母体と

して、広域的な多職種連携による、医療関係者

と介護事業者との顔の見える関係づくりに努め

平成27年６月22日(月)
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てまいりたいと考えております。

また、人材の確保と養成につきましては、こ

れまでも、修学資金の貸し付け、専門研修の実

施、あるいは処遇改善などの取り組みを進めて

きたところでありますが、今後は、新たに設置

いたしました「地域医療介護総合確保基金」も

活用しながら、関係機関等と連携して、さらに

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 2025年問題である社会保障

費の伸びの抑制は、ある程度理解しますけれど

も、基本は県民が安心し持続可能な医療・介護

体制が重要だと思いますので、人材養成を含め

全力を挙げて2025年問題に取り組んでいただく

ことを要望しておきます。

次に、産業人材育成についてお伺いいたしま

す。

宮崎の成長産業の一つの農業・フードビジネ

ス産業は、農地を集約し担い手に任せる流れに

なっておりますけれども、その現場で困ってい

るのは、苗つけや収穫時に多くの人手が要るの

に、なかなか集まらないということでありま

す。集まらない一つの要因として、中高年齢者

で構成しているシルバー人材センター事業にお

いて、厚生労働省が指導されていると聞いてお

るんですけれども、作業時間、作業日数に制限

があり、働きたいのに働けない状況であると聞

いております。また、地方、特に田舎では国民

年金受給者が多く、年金だけでは生活するのが

大変であるために、もっと働きたいという声も

聞いております。そこで、シルバー人材センタ

ー事業における労働時間上限の緩和を求めるべ

きと考えておりますけれども、商工観光労働部

長に見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、シ

ルバー人材センターにおける就労は、臨時的か

つ短期的、また軽易な業務に限定されており、

会員１人当たりの労働時間がおおむね週20時間

程度、月10日程度を超えないこととされており

ます。一方、ことし２月に厚生労働省では、有

識者による「生涯現役社会の実現に向けた雇用

・就業環境の整備に関する検討会」を設置し、

今後の制度や施策の方向性について検討を行っ

てきたところであります。先般まとめられまし

た報告書では、シルバー人材センターの就労条

件の緩和についても検討することが必要とされ

ております。これを受けて厚生労働省では、こ

の報告書の方向性を踏まえ、今後、具体的な取

り組みを検討していくと伺っております。本県

といたしましては、今後の国の動向を注視して

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 的確に国の動向を捉えてい

ただきまして、産業人材の確保をお願いしたい

と思っております。人口減少が進む中、各種産

業の人材を確保することは大変大きな課題と

なってきております。補正予算で提案している

宮崎成長産業人材育成事業により、３年間で400

名を超す就職を目標にしておりますので、ぜひ

実現をしていただき、できればこれを超える数

を実現していただきたいと思っております。

また、新規学卒者離職率が、本県では残念な

がら全国平均より８％高い状況ですので、商工

観光労働部と教育委員会は綿密な連携強化をお

願いしたいと思っています。また、新規学卒者

の離職状況につきましては、宮崎県では数値を

公表していますけれども、他県では公表されて

いない労働局があるということでありますの

で、労働局ごとに公表してもらえるように国に

働きかけをお願いしたいと思いますし、公表さ

れた場合には、各県の新規学卒者の離職対策に
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ついて分析・検討をしっかりと行っていただく

ことをお願いしたいと思っております。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。昨年の農地中間管理事業による担い手

への貸付面積は374ヘクタールの実績のようです

けれども、事業の大きな目的は、規模拡大のた

めの担い手への農地集積と、団地化の農地集約

ですが、昨年度の取り組み結果について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業は、担い手への農地集積を加速させるとと

もに、生産効率の高い農地の団地化を図る新し

い農地の貸し借りの仕組みとして、昨年度スタ

ートいたしました。県では昨年度、63のモデル

地区を選定し、重点的な推進に取り組みました

が、御指摘のとおり、目標に対して16.5％の実

績にとどまったところであります。このような

中にあって、機構では、845名の地権者から借り

受けた374ヘクタールの農地を304名の担い手に

貸し付けており、担い手の規模拡大に一定程度

寄与したものと考えております。今後はさら

に、面的にまとまりのある圃場として担い手に

貸し付けることによって、農地の団地化を実現

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

担い手への農地集積はある程度進んでも、農家

同士の土地の交換が進まないと農地集約はでき

ず、ひいては効率のよい営農が進まないのでは

ないかと懸念しております。そこで、今後、営

農の効率化が期待される農地集約の取り組み、

フォローアップをどのように進めようと考えて

いるのか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本年度の取り

組みにつきましては、現地で具体的な活動を支

援する専任職員を増員し、推進体制の強化を図

るとともに、昨年度設置いたしましたモデル地

区や基盤整備事業の予定地区など、125の重点実

施地区を設定し、推進を図ることといたしてお

ります。昨年度のモデル地区における取り組み

においては、集落営農法人が中心となって地域

での話し合いを進めた結果、主食用米と加工用

米のゾーニングが図られ、水利用や管理作業の

効率化が図られた事例もありました。議員御指

摘のとおり、農家同士の土地の交換が進まない

と、効率のよい営農は実現しないわけでありま

すから、ただいま御紹介いたしました事例等を

参考に、点在する農地の交換も図りながら、生

産効率の高い農地の集約化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、農家ごとの土地の交

換も含めて、しっかりと効率のよい農業経営が

できるように頑張っていただきたいと思いま

す。

また、今後の人口減少、担い手不足を考慮し

ますと、担い手農業者等に、まとまった土地を

耕作し維持していただかなければならないと思

います。恐らく、これまで10ヘクタールの農地

を100人程度の方で耕作維持してきたのが、２～

３名で耕作維持しなければいけなくなると思い

ます。耕作は大型の農機具を駆使すれば可能だ

と思いますけれども、水路、草刈り等の維持管

理は厳しくなることが容易に推測されます。そ

こで、今後、農地集積を進める中で、農地及び

水路の維持管理の対応をどのように進めようと

考えているのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地が限られ

た担い手に集約される時代にあっても、農地の

持つ高い生産力とその多面的機能を維持向上さ

せていくためには、畦畔や水路を適切に維持管
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理していくことが大変重要であると考えており

ます。このため県といたしましては、地域の土

地は地域で守るという意識のもと、集落ぐるみ

で行われる農地や水路の維持管理活動が今後と

も適切に行われるよう、多面的機能支払制度や

中山間地域等直接支払制度を最大限に活用しな

がら、その取り組みをしっかりと支援していき

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 部長の言われたように、地

域は地域で守るというのが基本でありますけれ

ども、本当に人口が減少していて人がいなく

なってきている状況ですと、農地の維持管理が

集落ではできなくなることを非常に懸念してお

ります。農地を守っていくためには、今後は、

建設産業等への作業委託など、より使いやすい

制度が必要だと思っておりますが、その辺も要

望をお願いしたいと思っております。

また、今回のメリット措置の目玉となってお

ります農地集積協力金の単価のことであります

けれども、現在は３万6,000円でありますが、こ

れが平成30年度までに２万7,000円、１万8,000

円にどんどん下がっていくということでありま

すので、新たに協力したいという人が出てきた

場合に、前とことしは違うじゃないかというよ

うな、現場で混乱する可能性がありますので、

大変心配しております。農地中間管理事業が順

調に進むためにも、いろいろな改善点がまだま

だあると思っておりますので、他県ともしっか

りと連携していただいて、国に、改善できるこ

とはしっかり、事務処理を含めてお願いしたい

と思っております。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

昨年の高千穂で行われました県共では、グラン

ドチャンピオンをとられた畜産農家に対し、

「グランドチャンピオン」の称号という名誉だ

けでなく、大相撲千秋楽に行われる宮崎牛贈呈

式の観覧という副賞が贈られました。生産農家

がさらに意欲を持って県共、全共にチャレンジ

するため、副賞の拡充ができないのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県畜産共進会

や全国和牛能力共進会への出品に向け、各地域

で日々御努力いただいている皆様方には、心よ

り敬意を表する次第であります。その労をねぎ

らう意味で、昨年度は、御紹介にもありました

が、知事の発案により、県共進会のグランド

チャンピオンをことしの大相撲１月場所千秋楽

に御招待申し上げたところであります。招待さ

れた皆様におかれましては、表彰式で知事が

「日本一の宮崎牛１頭分を贈る」と読み上げた

途端、館内から大きな拍手や歓声が沸き起こっ

たことに大変感激されるとともに、「これから

も頑張ろう」と、気持ちを新たにされたと伺っ

ているところであります。共進会出品者に対す

る支援のあり方につきましては、今後とも、肉

用牛経営への励みとなりますように、関係団体

と協議してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ことしの県共は、口蹄疫で

牛、豚が１匹もいなくなった児湯地区で開催さ

れます。あの悲劇の惨状を乗り越えた現場で行

われる県共です。昨年以上に盛り上がる県共に

なるのではと大変期待しております。先ほど農

政水産部長から答弁がありましたように、昨年

は知事の発案で、グランドチャンピオンを受賞

された方に対して、労をねぎらうために大相撲

千秋楽に招待という副賞を出していただき、受

賞者が大変喜び、新たな挑戦の気持ちが湧いた

ということであります。ぜひことしは、先ほど

紹介しましたとおり、口蹄疫から復興・再生を

目指している児湯地区での県共です。多くの畜
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産農家が注目していると思います。ことしも知

事の英断を期待しておりますので、知事の見解

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 全共へ向けての大切な

大会でもありますので、ぜひまた続けて実施を

したいと思っております。ことしたまたま、御

招待をしました１月の場所というものが、白鵬

関が全勝で、しかも史上最多優勝を遂げられ

た、非常に館内が盛り上がっている中で、私も

表彰状のとき少しアドリブを入れたら、また盛

り上がったと。大変いい場面を生産農家の方に

味わっていただくことができたというふうに考

えております。今御質問の趣旨が、生産農家が

意欲を持ってということでありまして、市場の

中でいかに評価され、消費者にどれだけ喜ばれ

ているかを実感することが意欲につながると思

いますので、そういう一環、そういう考え方の

もとに、ぜひとも実施してまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 ぜひよろしくお願いしたい

と思います。知事の英断でできると思います。

ぜひお願いいたします。

次に、宮崎牛の消費拡大策として、宮崎牛の

輸出拡大に積極的に取り組んでいただいてお

り、昨年度は148トンまで実績を伸ばしていただ

いたと聞いております。順調に輸出量は伸びて

おりますけれども、価格はどのようになってい

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、県産

牛肉のブランド力を高めるため、海外輸出に積

極的に取り組んでいるところであり、御紹介に

もありましたが、平成26年度は148トンと過去最

高の輸出量となったところであります。また、

輸出価格につきましては、国内における取引価

格を基本に、輸出向けに必要な食肉処理や輸出

証明書の発行にかかる経費等を上乗せした形で

設定されていると伺っております。特に、輸出

の主力でありますサーロインなどの高級部位に

つきましては、国内での需要に波がある中で、

海外では年間を通して高い需要があることか

ら、安定した価格で取引がなされていると聞い

ておるところであります。

○丸山裕次郎議員 これまで取り組んできた東

アジアよりＥＵ市場は高値で取引される傾向が

あるということで、非常に魅力的であり、こと

し行われるミラノの「食」をテーマとした万博

でも、宮崎牛の出展が予定されていると聞いて

おります。輸出先としてＥＵも視野に入れるこ

とは非常におもしろい取り組みだと思います

が、宮崎県内にはＥＵ対応食肉処理場はありま

せんが、どのように対応しているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ＥＵは、約５

億人の人口を抱え、年間の牛肉消費量が760万ト

ンと世界第３位の消費量を有しておりますの

で、国も牛肉輸出先の最重点地域に指定してお

り、県といたしましても、大変魅力的な市場で

あると認識をしているところであります。ＥＵ

輸出に向けての牛肉の処理施設は、他の国と比

べて高い衛生管理基準が求められており、国の

認定を受ける必要がありますが、現在、これら

を満たす施設は、鹿児島県に２カ所、群馬県と

岐阜県にそれぞれ１カ所ずつの計４カ所となっ

ております。このため本県では現在、鹿児島県

内の認定施設に処理を依頼して、ＥＵへの県産

牛肉の輸出を行っているところであります。

○丸山裕次郎議員 宮崎牛というすばらしいブ

ランド牛を鹿児島県で食肉処理して輸出してい

るとのことですが、非常に残念です。新たなＥ

Ｕ対応食肉処理施設をつくることは、大きな投
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資をすることとなり、リスクもあるかもしれま

せんが、宮崎県を畜産県として自負するのであ

れば、覚悟を持って、関係団体等の協力も得な

がら推し進めるべきだと考えております。知事

が言う地方創生のトップランナーとして大きな

施策になると思いますが、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎牛のブランド力を

高めていく上で、ＥＵ市場への牛肉輸出は大変

魅力的でありまして、今後拡大に努めて、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

今答弁申し上げましたように、現在、ＥＵに輸

出する牛肉は鹿児島県内の施設で処理を行って

おりますが、処理コストや畜産関連産業の集積

という観点からも、県内に認定施設が必要であ

るというふうに考えておるところであります。

県内の全ての処理施設が全国に先駆けてＨＡＣ

ＣＰ対応するなど、高い衛生管理で行っている

ところでありますが、事ＥＵの基準ということ

に関して言いますと、県内の既存施設の改修で

は認定の取得は難しいということや、施設整備

には多額の費用を要するという問題を抱えてい

るところであります。しっかりとこういう課題

に向き合いながら、県内の食肉センターの意向

を踏まえ、関係者ともしっかり議論を進めなが

ら、具体的な検討を行ってまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 ぜひ一日も早くＥＵ対応食

肉処理場整備につきましては結論を出していた

だき、知事の言う地方創生のトップランナーの

具現化をしっかりと行っていただきたいと思い

ます。

最後の質問になりますが、今後、宮崎県を売

り出していくための用語として「日本(にっぽ

ん)のひなた」という言葉が発表されました。悪

い言葉ではありませんが、ＥＵを初め世界に宮

崎をＰＲするにはインパクトを感じません。

もっと宮崎の地の利を生かした言葉が必要だと

思います。私は、宮崎県の地の利といいます

と、神話であり、特に初代天皇・神武天皇が誕

生したという地だと思っております。昨年、議

会でも提案したファーストエンペラーというこ

とを世界に向けてＰＲすべきと考えておりま

す。特にＥＵ諸国は王室を大切にする環境があ

りますので、日本の天皇家の発祥の地・宮崎と

いうことをＰＲすれば、ＥＵ諸国の方々の心に

伝わり、宮崎に対して興味を持ってもらえるの

ではないかと思っております。そこで、ＥＵ等

の海外におけるＰＲでは、宮崎県を表現するの

に「ファーストエンペラー誕生の地」という言

葉を使いアピールすべきではないかと考えてお

りますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の魅力、さまざま

ある魅力をアピールしていくに当たって、相手

にどういうふうに説明をすれば効果的に伝えら

れるか、相手によって考えていく必要があろう

かと思います。例えば、日本国内であれば当然

に、九州の中の宮崎、南国の宮崎というイメー

ジをある程度共有できているわけであります

が、海外では全くそういうものはないわけであ

ります。そういうところからいかに効果的に伝

えていくか。今、「日本(にっぽん)のひなた宮

崎県」について御指摘がありました。これまで

も御説明しましたように、「ひなた」という言

葉、「ひなたぼっこ」からの連想で、我々日本

人がイメージする温かさ、ほっとするゆったり

とした時間、癒やし、そのようなイメージが日

本人としては膨らむわけですが、海外にはその

ままでは伝わらないと考えておりまして、これ

は工夫が必要かと考えております。
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御指摘の「ファーストエンペラー誕生の地」

ということにつきまして、記紀神話の中で宮崎

が初代天皇誕生の地とされていることについて

は、海外の方に伝えるつかみとしては非常に大

きなインパクトがあるものと考えております。

先日もＦＡＯ、世界農業遺産の現地調査の中で

もそのようなメッセージを活用したところでも

ありまして、ミラノ万博で神楽を披露するとい

うようなことも考えておるところでございます

し、食の魅力とあわせて、そのようなメッセー

ジというものも効果的に活用してまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひミラノでの挨拶では、

特に宮崎県を紹介するときは、先ほど言いまし

たとおり、「ファーストエンペラー誕生の地」

という言葉を使っていただき、他県よりきらり

と光るスピーチを期待しております。知事のス

ピーチ一つで大きく宮崎のイメージを変えるこ

とができ、ＥＵ市場への開拓につながると思っ

ております。また、2020年に行われる東京オリ

ンピックでの宮崎合宿誘致にもつながるのでは

ないかと思っておりますので、期待しておりま

す。どうかよろしくお願いします。

多少時間がありますので、要望を言わせてい

ただきます。防災対策についてでありますけれ

ども、津波対策として河川、港湾、漁港で取り

組んでいただいております。私はてっきり防災

対策の特別枠で取り組んでいると思っていまし

たら、国の津波対策の基準が高く、残念ながら

既存の事業の中でどうにかやりくりしていると

いうことであります。非常に残念であります。

ぜひ、内田副知事、県土整備部長には、本県の

実態を踏まえ、津波対策の採択基準の引き下げ

と、また、津波特別対策事業の継続を国に強く

要望することをお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会



６月23日（火）
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、島

田俊光議員。

○島田俊光議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。串間市選出の自由民主党の島田俊光

と申します。１年生議員なのに最初から質問の

時間をいただきましたことに、心から感謝申し

上げたいと思います。また、本日は、我がふる

さと串間から、たくさんの応援団においでいた

だいております。串間の方は全て知事の後援会

でございますので、私を含めて、またいろいろ

とお世話になるわけでございますが、きょうは

私が知事に質問するということで、マイクロバ

スで来られております。知事の政治姿勢、ある

いはまた生真面目さの中で、大きなロマン、そ

れをいっぱい積んで帰りたいということでござ

いますので、どうか知事のこれからの県勢発展

のために尽くす、希望の持てる話をしていただ

ければと思っております。マイクロバスに乗り

切れないときには、また貸し切ればいいわけで

すから、ぜひともよろしくお願い申し上げたい

と思います。

私は、森林・林業に携わってきましたので、

経済の振興を図るためには、やはり山の活性化

が一番だと思っております。まずは山村の林業

振興について、知事にお伺いいたしたいと思い

ます。

戦後、日本は、厳しい中ではございました

が、知恵と技術を高めて復興に当たったわけで

ございます。特に山間部は、荒廃している山林

で、仕事を見つけるために山間部の方たちは努

力してきたわけでございますが、田畑がない関

係上、山に特化しなければならないということ

でございます。しかし、その中では、国、県の

支援なくしては、なかなか活性化はできなかっ

たわけでございますが、国の公団造林、公社造

林、そして県の県行造林まで育成していただき

ました。そのおかげで、山間部の生活は困窮し

ていたわけでございますが、生活の安定が図ら

れるようになってきたわけでございます。その

中で、子供たちも育成し、そして学校まで進学

させ、大学を卒業させ、都市部に輩出すること

ができたわけでございます。ちょうどそのとき

は、日本も高度成長期でございましたから、子

供たちも日本の高度成長期に大きな貢献をした

と思っております。

しかしながら、問題は、後に残ったふるさと

の両親あるいはまた山間部の社会経済について

でございます。本当にそういう厳しい中であっ

たわけでございますが、努力して、ようやく幸

せをつかんだ状況の中にあったわけでございま

すが、木材が売れなくなってきているわけでご

ざいます。と申しますのは、かつては120万戸も

木造住宅が建築されていたわけでございます

が、今は80万戸を割るような状況になってきて

いるわけでございます。そのように木材の利用

率というのが下がってきました。しかしなが

ら、山間部は、置きかえてもらえれば、国土保

全、水資源の確保、そして空気の浄化、公益的

な機能をいっぱい備えているわけでございま

す。それを山間部の方たちは、金にならないけ

れども、一生懸命守ってきたということでござ

います。その公益的な機能をこれから生かして

いかなければ、山村社会というのは経済の活性

化につながらないと思っております。

平成27年６月23日(火)
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私は、この大きな問題につきまして、知事の

特段の御配慮の中で、山間部の活性化につい

て、いろいろと考案していただきたいと思って

いるわけでございます。公益林を守っていかな

ければならない山間部に対して、生活をどのよ

うに維持していくか。かつては１万5,000人以

上、林業従事者がいたのに、今では2,600人しか

いない。森林組合が８つありますけれども、森

林組合の林業従事者も1,000人未満、919人とい

うことですから、なかなか守ろうとしても守れ

ないような状況になってきているわけです。今

やらなければ、山村は崩壊するだろうと思いま

す。川下が幾ら環境の整備をしようと思って

も、やはり川上の山間部が管理をしていかなけ

れば、地球上の環境というのが侵されていくよ

うな状況になってくるのではないかと思いま

す。そのような大切な仕事を持っている山間部

でございますから、知事の特段の御配慮の中

で、山間部が勢いを増すような事業に取り組ん

でいただければ幸いだと思っております。その

ようなことで、知事にお願いしておきたいと思

います。

壇上からの質問はこれで終わりまして、後の

質問につきましては、質問者席からさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

本県では、「力強い林業・木材産業の確立と

山村の再生」を目標に掲げまして、「多様で豊

かな森林づくり」や「林業・木材産業を担う山

村・人づくり」などの実現に向けて、さまざま

な施策に取り組んでいるところであります。今

お話がございました、林業を主要産業とし、国

土の保全や水源の涵養といった役割、まさに公

益的な機能を果たしている山間地域は、人口減

少による高齢化や過疎化など、深刻な状況に直

面しており、その活性化は、県全体にとって大

変重要な課題となっているところであります。

このような中、国産材の製材施設として全国

最大規模の中国木材日向工場や木質バイオマス

発電施設の稼働、また、海外への木材輸出の増

加など、本県の林業にとって、かつてない追い

風が吹いているものと考えているところであり

ます。また、こうした林業や山村の生活を支え

る、例えば材価の回復、乾シイタケの値段の回

復、そのような状況もございます。また、山菜

の利活用、出荷なども行われておるところであ

ります。また、本県の杉生産量を初め、利活用

技術に着目した川崎市との包括連携協定、その

ような形での新たな地方創生のモデルというよ

うなことも進んでおるところであります。

こうした機会を絶好のチャンスとして捉え、

次世代につなぐ森林の整備や今後の林業を担う

人材の育成、県産材の国内外への販路拡大と

いったさまざまな施策に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。今議会でも提案さ

せていただいております、材工一体となった形

での海外への展開もしっかりと進めてまいりた

いと考え、このような施策によりまして、山村

の再生と林業の成長産業化をしっかり図ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○島田俊光議員 ありがとうございました。意

味ある林業の活性化について、今、知事の答弁

を聞いたところでございますが、もう少し具体

的な表現が欲しかったなと思っております。私

としては、山が一番大切な基盤だろうと思いま

すので、ぜひとも改革を進めていただきたいと

思います。
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続きまして、環境森林部長に、平成27年度の

林業振興事業にどのような事業があるのか伺い

たいと思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林業振興事業

につきましては、今議会に提案しております総

合計画「アクションプラン」に盛り込まれてお

ります「産業成長プログラム」及び「人財育成

プログラム」を推進するものとして構築してい

るところでございます。まず、産業成長の観点

からは、今回の補正予算案に盛り込んでいま

す、循環資源としての早生樹の検討や苗木の安

定供給を図る「未来へつなぐ「みやざきの森

林」若返り対策事業」、それから付加価値の高

い製材品の海外輸出を促進する「チームみやざ

きスギ海外展開促進事業」などに取り組んでま

いりたいと考えております。さらに、人財育成

の観点からは、将来的に林業経営を担う有望な

人材に研修を行います「緑の青年就業準備支援

事業」、さらには、高度な技術や技能を持った

人材を養成・確保する「次世代の林業を担うリ

ーダー養成事業」などを実施してまいります。

なお、本県林業を取り巻く諸情勢が大きく変

化しておりますことから、本県林業行政の基本

方針であります森林・林業長期計画につきまし

ても、具体的な施策や目標数値等を見直して、

今年度中に改訂することといたしております。

以上であります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。総

合計画のアクションプランということで、本当

に期待する事業が入ってくるんだなと思ってお

ります。その中では、改革ですから、相当痛み

が生じてきますけれども、今は、山の状況を見

ますと、痛みを伴っても早くやるべきじゃない

かなと思っているところでございます。さら

に、人財育成というのは、今、林業従事者が

減ってきているわけでございますから、重機を

使った林業の搬出・伐採をやっておりますの

で、これについては、女性の方もできるんじゃ

ないかと思っております。我が森林組合では、

女性１名が、その免許を取って搬出・伐採を

やっておりますけれども、本当に女性のほうが

機転がきくといいますか、優しさもあって、重

機の取り扱いもうまくいくようでございます。

人財育成というのが環境森林部で27年度の事業

計画の中に盛り込まれているんだったら、ぜひ

とも人財育成のために、そういう観点からもよ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、「未来へつなぐ「みやざきの森

林」若返り対策事業」の概要について、環境森

林部長にお伺いしたいと思います。よろしくお

願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 資源循環型の

林業を実現するためには、伐採跡地の確実な再

造林を進めていくことが重要でございます。こ

のため県では、今回の補正予算案に「未来へつ

なぐ「みやざきの森林」若返り対策事業」を盛

り込みまして、低コスト林業の確立や将来の資

源需要に対応するために、植栽樹種としまし

て、従来の杉やヒノキに加えまして、より成長

の早いセンダンやユーカリなどについても検討

することといたしております。また、再造林に

不可欠な苗木を増産するために、採穂園ですと

か苗木の生産施設の整備に対する支援等も行う

ことといたしております。これらによりまし

て、伐採跡地の再造林を強力に進めたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

「みやざきの森林」若返りということを部長が

おっしゃいましたけれども、本当に宮崎県は８

齢級以上の山林が多くあります。これを平準化
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しなければならないということであれば、８齢

級以上の皆伐を進めなければ若返りはできない

だろうと思いますが、８齢級の伐採となります

と、今おっしゃいましたように、大きい面積に

なると苗木が足りないというような弊害も出る

ことになるわけでございます。しかし、森林の

平準化に持っていかなければ、資源の有効利用

ということで伐採を進め、そして植えていくと

いう状況の中で、県全体の把握をしなければな

らないと思います。そして、今おっしゃいまし

た早生樹の問題、本当に今までの施業計画は、

長期伐採に向かった施業経営でございました

が、これから先は、短伐期施業、そして長伐期

施業というような事業にも取り組んでいかなけ

ればならないと思いますので、この点はしっか

り部長にお願いしたいと思います。

続きまして、林業技術センターにおける早生

樹の具体的な研究内容について、環境森林部長

にお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 先ほども

ちょっと申しましたけれども、センダンなどの

早生樹につきましては、最近注目されておりま

すが、全国的にもまだまだ植栽されている事例

が少なくて、その成長特性など不明な点が多く

ございます。そこで、林業技術センターでは、

昨年度から、場内に新たな試験地の整備に取り

かかっていまして、今後さまざまな早生樹を順

次植栽して、その成長や形状、管理方法などに

ついて、調査・研究することとしております。

また、県内で既に植栽されているほかの箇所の

調査も行いますとともに、ほかの県の情報など

も積極的に収集しまして、その成長特性などを

明らかにしてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。早

生樹につきましては、私ども南那珂森林組合が

昨年、県の植樹祭の中で1.5ヘクタール早生樹を

植えたわけでございますが、これは副産物とし

て今度取り扱っていただける木質バイオ発電、

それから木質ペレット等に使うような対策でご

ざいますが、早生樹ですから、20年の短伐期施

業の中で金にかえられるんじゃないかと思って

おります。杉は40年間、お金にするまで期間が

かかるわけですから、余りにも長過ぎると思い

ます。それで、20年と40年というような施業の

やり方を今後改革していくならば、そういう利

活用というのが出てくるんじゃないかと思って

おります。

また、センダンは、ニセケヤキといって、木

造住宅の建築の中にもそういう化粧材として使

えるわけです。しかも、かたい木質でございま

すから、本当に有効利用できると思います。し

かし、早生樹は、成長が早いけれども、木材と

して使うには50年という期間が要るわけでござ

いますが、その中で、そういう使い道を考えて

植栽を変えていくという取り組みについては期

待いたしておりますので、ぜひとも取り組んで

いただきたいと思っております。よろしくお願

いしたいと思います。

続きまして、同じく環境森林部長に、木材の

輸出の状況についてお伺いいたしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、中

国や韓国、そして台湾を中心に、杉、ヒノキの

原木や構造材などの製材品を輸出しているとこ

ろでございます。平成26年度の輸出量を申し上

げますと、森林組合など県内の輸出に取り組む

事業体からの報告の集計でございますが、原木

が前年度の1.5倍に当たる４万5,000立方メート

ル、製材品が1.8倍に当たる1,500立方メートル
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と、原木がその多くを占めている状況でござい

ます。特に中国向けの原木輸出が伸びていると

いうことでございます。

現在、韓国では、木材の自給率が低く、そし

て環境や健康志向を背景にしまして、木材住宅

への需要が期待できるという状況にございま

す。さらには、中国では、潜在的に膨大な木材

需要があるということでございまして、こう

いった韓国や中国を主なターゲットとしまし

て、原木を試験的に輸出する場合の支援ですと

か、現地で開催される住宅展示会への出展、さ

らには、建築技術者等の本県への招聘など、輸

出促進の取り組みを進めているところでござい

ます。今後、県内事業者と現地のパートナーと

なる企業との一層の連携を図りながら、県産材

の輸出拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れから日本の消費が少なくなってくるわけでご

ざいますから、どうしても海外出荷に依存しな

ければならないと思います。しかしながら、海

外出荷についても、いろいろと条件を整えなけ

ればならないわけでございますが、私どもが最

初に取り組んだ、中国のほうに販売したときの

問題というのは、銀行と銀行の取引システムと

いいますか、融資を組まなければ、木材は送っ

たけれども金が入ってこないという状況でござ

います。これについては、知事もみずから海外

に出向いて販売を拡大していらっしゃいますの

で、我々も官民一体となって、このことについ

て取り組んでいかなければ、海外への出荷は拡

大していかないのではないかと思っておりま

す。その点、官民一体とした事業の中で、海外

出荷に取り組むようなシステムをつくっていた

だきたいと思っているところでございます。あ

りがとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、「チームみやざきスギ海外展開

促進事業」の概要についてお伺いいたしたいと

思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 現在、木材輸

出につきましては、原木が中心となっています

けれども、今後は、より付加価値の高い製材品

の輸出を拡大させる必要があると考えていると

ころでございます。実は、昨年度まで林業職員

を韓国に派遣していたんですが、その調査結果

からわかりましたことは、材工一体―日本で

事前にプレカットした材料と、これを現地で

しっかりと組み立てる建築技術をパッケージに

して販売する―そういう手法が大変有効では

ないかということがわかってまいりました。そ

こで、本事業によりまして、韓国を初め、輸出

実績のある中国や台湾などを対象にして、それ

ぞれの法規制や商慣習、そういったものの調査

を行いまして、それぞれの国の実態に応じた販

売戦略を策定したいと考えたところでございま

す。

さらに、こういった戦略に基づきまして、材

工一体を効果的に売り込むためのパンフレット

といった販売促進ツールを、韓国版、中国版、

それぞれの実態に即したものとして作成しまし

て、今後の海外販売の実践に十分に使っていき

たいと考えているところでございます。

○島田俊光議員 ありがとうございました。チ

ームみやざきとして組織をつくっていただきま

して、海外に販売するということでございま

す。私も今、材工一体という言葉を聞いて、本

当になるほどなと思いました。海外出荷につい

ては、いろいろと私ども３組合で販売をいたし

ておりますけれども、10メーターのコンテナに
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詰めて送ることもあるわけです。バルク船で送

るときには何も心配要らないんですが、このこ

とについては、中国、韓国の建築基準法と日本

の建築基準法が異なることがあるわけでござい

ます。

我々は林産事業をやっているからこの対応が

できるということになるわけでございますが、

韓国、中国に送るときには、２メートル40セン

チと３メートル60センチに採材しなければなら

ないわけです。日本は、２メーター、３メータ

ー、４メーターで規格が整っておりますから、

共販所に積まれているものは、海外出荷に足り

ないときも持っていかなければならないんです

が、３メートル60センチを送るときには、４メ

ーターのものを40センチカットしなければなら

ないという条件があります。

したがって、林産事業をやっている組織じゃ

ないと対応もできないということになります。

そして、今言われたプレカット事業につきまし

ても、送るときにはそういう条件がありますの

で、コンテナの中に入れて送らなければならな

いというシステムの中で今、我々が取り組んで

いるのは、3.6メーター、2.4メーターというの

を後ろのほうに積むんですが、伸び代というの

を見なければ、向こうでまた規格に合わないと

ころがあるとカットしなければなりませんの

で、継ぎ足すことができないわけです。

だから、伸び代を見るんですが、伸び代が３

センチあると、どうしても40センチ余ってしま

うんです。だから、その余った部分がもったい

ないからといって芋を送ったんですけれども、

芋は冬はコンテナの中でも大丈夫で、好評を得

たんですけれども、夏場は腐ってしまうという

ことになりまして、この利用を何とかできない

かな、規格に合わせたものでやっていけないか

なというのがこれからの取り組みでございま

す。

今、部長が言われたように、材工一体という

ことになってきても、コンテナの中にすき間が

出てくるわけですから、その部分にどう取り組

んでいくかということも、これからの課題だろ

うと思っております。サービスとして向こうに

送るものについては、カットしたものをその中

に詰めて、材が船の中で揺れないような対策を

とっていけばよろしいのでしょうけれども、そ

れもまだなかなかできていないということでご

ざいますから、チームみやざきとして取り組ん

でいただきたいと思います。

私も、今、農水省が進めている農林水産物の

海外出荷のために、林業の部分のセクション

の18名の委員の一人になっているわけですが、

この中では、北海道から九州までの木材出荷と

いうことになっております。私は、南九州を一

体とした森林の木材を海外に出荷しようという

ことで、熊本の三角港、そして志布志港、細島

港をターゲットとしてやっているわけです。こ

れも本当に官民一体となって取り組みをしなけ

れば拡大しないものでございますので、どうか

今後とも協力をお願いしたいと思います。あり

がとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林土木事業における木材の利

活用について伺いたいと存じます。よろしくお

願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 森林土木事業

におきましては、景観や環境に配慮した工法と

して、作業の省力化を可能とします治山ダムの

木製型枠や、林道のり面の安定を図るパネルな

ど、現地の特性に応じて積極的に木材を活用し

ているところであります。また、設計段階から
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木材の利用促進を図るために、これらの工法を

盛り込んだ事例集を作成しまして、市町村等の

発注者に配付しております。さらには、木材利

用技術センターと民間団体が連携しまして、大

径材を活用した木製ガードレールなど、新たな

木製構造物の開発にも取り組んでいるところで

ございます。今後とも、森林土木事業における

木材のさらなる利活用に努めてまいりたいと考

えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れからの木材の活用の中でも、間伐材を使用す

る工事、治山工事、森林土木に伴った林道工事

というものに使っていただけば、材を、丸太を

そのまま使うわけですから、大量販売ができま

す。どうかこの事業については、設計の段階で

仕様書の中に入れてもらわなければ売れないと

いうことですから、その点はよろしくお願いし

たいと思います。

また、木材は10年周期で腐るわけですか

ら、10年周期で取りかえていくということにな

りますと、そこの地域の土木事業も、エンドレ

ス事業として今度は組まれるんじゃないかと

思っております。それで、林家の人たちは、10

年に１回、間伐材も売れるわけですから、事業

の箇所が多くなれば、それだけの立方数も動い

ていくし、土木事業も維持できるということに

なるんじゃないかと思っております。

それと、販売方法、木材の利用方法について

でございますが、企業の森で植林してもらいま

すけれども、私は、木造住宅ができない限り、

企業が環境税として森林に手当てしていただく

んだったら、ビルのオフィスのワンフロアあた

りの２割、３割を、木材を使ってくれないかな

ということをお願いした経緯があるわけです

が、宮崎銀行の小池頭取がそれじゃやろうとい

うことで、宮崎銀行の本店で使っていただいた

んです。これにはいろいろと消防法というのが

あって、大衆の人たちが集まるところは、消防

法の壁があって、その壁を乗り越えなければな

らないわけですが、我々は法は守らなければな

らないけれども、しかし、その壁を乗り越える

勇気がないと拡大しないと思います。そこは、

そのようにして実際使ってもらったわけですか

ら、コストは少し上がりましたけれども、森林

がＣＯ２を吸収して炭素を固定して、固定した部

分をそのフロアで使っていただくわけですか

ら、これについては、いい宣伝文句を使って販

売していただければ、また違った木材の利活用

というのも生まれるんじゃないかと思いますの

で、部長の特段の御配慮をよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、大径材を加工できる施設整備に

ついて伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 大径材を量産

加工できる製材工場につきましては、これまで

県内に少なかったことから、国の事業を活用し

て、その整備を支援してきたところでございま

す。この結果、中国木材日向工場などを含め、

現在６つの工場で大径材を量産加工できる体制

が整ってまいりました。今後、森林資源の充実

に伴いまして、ますます大径材の増加が見込ま

れますので、引き続き、国の事業等を活用しな

がら、大径材に対応できる製材工場の整備を支

援してまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

のことについては、いっぱい語りたいんです

が、まずは６業者、そういう工場があるという

ことでございますので、かつては加速化事業の

中で組もうとしていたんですが、予算のカット
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でできなくなりましたので、ぜひとも宮崎県独

自で―肥大していく、大きくなっていく木が

ふえていくわけですから、これは急がなければ

ならないと思いますので、どうか大坪部長の英

断で改革をよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林経営計画の作成を支援する

森林施業プランナーの育成について、お伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねの森林

施業プランナーは、森林経営計画、すなわち森

林所有者等が造林や間伐などの森林施業の実施

方法や時期などを定める計画の作成支援、ある

いは森林施業の集約化の提案といった重要な役

割を担っておりまして、現在、森林組合職員を

中心に、県内で70名の方が活動されている状況

にございます。本県では、平成24年度から森林

施業プランナー育成事業を実施しまして、県森

林組合連合会と連携して育成研修を進めている

ところでございます。この研修は、森林組合な

どの職員を対象にしまして、森林経営計画の作

成方法や間伐のコスト計算、そういったものを

習得していただいて、プランナーとしての必要

な知識・理解を深めていただくものでございま

す。県としましては、今後とも、適正な森林管

理を推進するために、森林組合等と連携しなが

ら、当該森林施業プランナーの育成に努めてま

いりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。今

おっしゃるように、森林組合の職員が、プラン

ナー養成の中で勉強して資格を取って、それか

ら林家の方たちとしっかりとした経営計画、５

カ年計画、10カ年計画というものを、システム

をつくり、林家との信頼関係をつくって、林業

の活性化に取り組まなければならないんです

が、まだ70名というのは少ないと思いますの

で、ぜひとも県森連に指導していただき、森林

組合の職員が全てプランナー教育を受けるよう

に、今後とも御指導をお願いしたいと思いま

す。ありがとうございました。

続きまして、同じく環境森林部長にお願いし

たいんですが、森林の境界明確化事業につい

て、県の取り組み状況を伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県では、適正

な森林の管理を推進するために、森林組合等が

所有者の立ち会いのもとに行う、境界を明確に

する測量などを支援しております。さらに、市

町村の土地所有者情報などを活用しまして、県

で管理する森林所有者名や森林の現況などの森

林情報の精度向上を図っているところでござい

ます。今後とも、市町村や森林組合と連携し

て、森林の境界明確化を図り、適正な森林の管

理を推進してまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。今

回の質問の中で、私はこれを一番重要項目に

持ってきたんですが、山村社会の方たちは、高

齢化で75歳以上の方がいっぱいです。自分の山

がどこにあるかわからない、境界がどういうふ

うになっているかもわからない、森林組合に来

られるけれども、字図の中で、我々が山に上

がって、見当をつけながら自分の山を見つけ

て、境界もそれなりのことをやっているわけで

すが、業者がその人の山を買った場合には、誤

伐というのもあります。したがって、境界明確

化事業というのは早く取り組まなければ、森林

が壊れていくという状況になっていくんじゃな

いかと思っております。自分の山がどこにある

かわからないわけですから、今、明確化事業に

すると、ＧＰＳで測量したものをＧＩＳの中に

入れていくわけですが、都市部にいる子供が
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帰ってきて、自分の山はどこにありますかと森

林組合に来たときには、森林組合の職員がＧＰ

Ｓを使って連れていくという状況になります。

それともう一つは、宮崎県は森林県でござい

ます。森林県でありながら、森林資源構成表が

できていないというのもおかしいと思います。

明確化事業をすることによって、写真撮影をし

ながら樹齢構成というのもおのずと調査できる

わけですから、これができて、宮崎県は本当の

森林県と言えるんじゃないかと思っておりま

す。森林資源構成表ができれば、苗木が足りな

いから、ことしは2,000ヘクタール切ってくれと

いうことが言えると思います。でも、それがな

い限り、2,000ヘクタール切って、500ヘクター

ル足りない、苗木がないから植えないよという

ことで、放置林になってしまうと思います。順

序として、こういうものがなければ、次のス

テップが踏めないということでございますの

で、このことについては、予算がないという問

題よりも、早くやっていかなければ、宮崎県の

森林王国というのは、24年間日本一を保ってき

た宮崎県としては、つくるべきじゃないかなと

思っておりますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。

環境森林部長に最後にお願いでございます

が、今回、飫肥林業が林業遺産になりました。

認定されたことについて、今後どう生かされて

いくのか伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 林業遺産につ

きましては、一般社団法人の日本森林学会が、

学会100周年を契機としまして、日本各地の林業

発展の歴史を将来にわたって記録していくため

に、平成25年度から選定しているものでござい

ます。飫肥林業―江戸時代に飫肥藩の造林政

策を通じて形成された林業地でありまして、造

船用の弁甲材生産が大変盛んでありました。今

回は、その特徴を現代にとどめる森林の景観や

道具類、また、弁甲材輸送のためにつくられま

した堀川運河などが高く評価されまして、平

成26年度林業遺産として、九州で初めて認定さ

れたところであります。今回の認定は、本県の

林業・木材産業にとって大きな励みとなるもの

であります。宮崎を代表する飫肥杉ブランドの

今後のＰＲにつながるものと、大いに期待して

いるところでございます。さらに、地元日南市

におかれましては、これを観光振興にもつなげ

たいということですので、県としましても、で

きる限り協力してまいりたいと考えているとこ

ろであります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。た

またま林業学会が100周年ということで、飫肥林

業を認定していただいたわけでございますが、

まさしく部長が言われるように、これをどう生

かしていくかというのは、本当に、宮崎県の木

は飫肥杉でございますから、アピールするため

には非常に助かったなと思っておりますので、

この部分について、県のこれからの官民一体と

した宣伝効果をもたらしていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。

続きまして、福祉保健部長に伺いたいと思い

ます。「健康長寿社会づくりプロジェクト推進

事業」では、高齢者の生きがいづくりについて

どのような取り組みをされていくのか、伺いた

いと存じます。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 急速な高齢化

が進む中で、高齢者の方々が生きがいを感じな

がら暮らしていくためには、生きる喜びや生き

ていく張り合いを見出すことのできる、多様な

社会参加の場づくりが大変重要であると思って

おります。このため、お尋ねの「健康長寿社会
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づくりプロジェクト推進事業」におきまして

は、市町村や関係団体等と連携しながら、災害

時の避難にも役立ちます「ノルディックウオー

キング教室」や、高齢者が持つ豊富な知識や遊

びなどを子供たちに伝えます「子育て・孫育て

ボランティアスタート講座」、元気な高齢者が

農業の働き手として活躍する仕組みづくりなど

に取り組みたいと考えております。また、生き

がいを持って暮らしていただく上で、地域にお

ける介護予防の取り組みに参加していただくこ

とも重要でありますことから、市町村における

理学療法士などのリハビリテーション専門職を

活用した体操教室の開催などへの支援も行って

まいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れは、私の個人的なこともありまして、私も団

塊の世代でございますから、2025年問題、本当

に2,200万人もの超高齢化社会が来るということ

で、心配をいたしているわけでございます。そ

の中で、いろいろと知事が提唱されている健康

長寿日本一というのをつくり上げていくために

は、今、部長が言われたように、子供・孫育て

ということで、お互いに刺激を与えて健康老人

をつくっていくという対策をこれから進めてい

かなければならないと思います。今後とも、そ

のようなことで、御協力のほどよろしくお願い

したいと思います。

続きまして、世代を超えた交流が高齢者によ

い影響を与えると思うが、福祉保健部長の見解

を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 高齢者が世代

を超えて交流を図り、長年培ってきた知識や経

験、技能などを伝えていくことは、若い世代に

郷土への愛着や人への思いやりが育まれる一方

で、高齢者の方々にとりましても、異なる世代

の価値観への理解を深めたり、社会における役

割や生きがいを見出すことにもつながるものと

認識しております。このため、県といたしまし

ては、先ほどの「健康長寿社会づくりプロジェ

クト推進事業」における「子育て・孫育てボラ

ンティアスタート講座」のほか、地域文化の伝

承活動などを行います老人クラブへの支援な

ど、引き続き、高齢者の世代間交流の促進に努

めてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

今、子育て・孫育てということを部長がおっ

しゃいましたけれども、本当に私も勘違いで

あったと思いますが、高齢者福祉施設、その中

で保育園とコラボレーションをすれば、高齢者

の方たちにも刺激を与えてもらって、いわゆる

心の健康もしかりでございますが、生きがいを

求めていけるんじゃないかと思っておりまし

た。それでも、なかなか法的にもできないとい

うことがわかりまして、であれば、元気な老人

たちと子供の触れ合い、一つの自治会公民館活

動の中にそういうものを持ってくれば、健康で

生きがいづくりを見つけて、自分たちが自分の

孫のように子供たちとの触れ合いを持って、元

気になるんじゃないかと思います。一つの案で

ございますが、健康長寿社会を掲げている以上

は、そういうシステムの中で老人の健康を保っ

てもらえるような政策に取り組んでいただきた

いと思います。よろしくお願いします。

続きまして、若年性認知症対策について県の

取り組み状況はどうか、福祉保健部長に伺いた

いと思います。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 若年性認知症

は、65歳未満で発症する認知症でありますけれ

ども、50歳未満で発症する方が３割程度いらっ

しゃいまして、病気に対する認識不足から、専
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門医への受診がおくれたり、休職、退職などに

よる経済的な問題を抱えたりするケースが多い

という特徴がございます。このため、若年性認

知症への対応におきましては、まずは、社会全

体で若年性認知症が正しく理解され、発症の初

期段階から適切な医療や介護サービス、職場で

の配慮も含めた就労支援等につなげていくこと

が重要でございます。県におきましては、認知

症への対策として、６月補正予算に計上してい

る事業により、認知症サポート医の養成や、市

町村における認知症初期集中支援チームの配置

などを進めることとしておりまして、特に若年

性認知症に対しましては、県民の理解を深める

ためのシンポジウムの開催や、患者、家族への

相談支援を行う地域包括支援センター職員など

に対する研修会の実施に取り組んでまいりたい

と考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。私

もこれを一番心配しているんですが、自分がこ

うなるんじゃないかと思って、ならないような

システムをつくりたいと今考えているわけでご

ざいます。2025年には700万人も認知症が出てく

るということで、介護者がいない中で、その対

応はどうするのかなと心配でならないんです

が、若年性認知症になる確率は、50歳から65歳

までが高いということでございます。私どもの

組織も、50名以上の会社であれば、衛生管理

者、そして産業医をつけなければなりませんけ

れども、心のケアというのはなかなかできない

と思います。心のケアをするためには、県のサ

ークル等で、病気にならないように守るんじゃ

なくて、攻撃型で、病気にならないような対策

をつくっていく、そして子供たちとの触れ合い

を持っていかなければならないと思います。

また、団塊の世代というのは、30年、40年、

培ってきた技術も知識もあるわけですから、子

供たちにそれを伝承したり、あるいはまた教え

ていくことも生きがいづくりじゃないかと思う

わけでございます。ただ、50代から60歳までの

団塊の世代と言われる、これから前期高齢者に

突入する人たちは、今一番社会的にも、組織の

中でも、重要な責任ある立場じゃないかと思っ

ているわけです。したがって、心のケアをして

いかなければ、若年性認知症にかかる率が高く

なるんじゃないかと思います。そうならないよ

うな、心のケアのできるような指導方法を考え

ていただければ、いつまでも健康で長生きとい

うことになるんじゃないかと思いますので、こ

の点もひとつよろしくお願い申し上げたいと思

います。ありがとうございました。

続きまして、県土整備部長にお伺いいたした

いと思います。南海トラフ地震が発生すると、

警鐘を鳴らしております。このことに対しまし

て、災害対応力を踏まえて、地元企業を育成で

きる入札方式について伺いたいと存じます。よ

ろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 地域の雇用や

経済を担い、災害時における地域の守り手とも

なる建設業者の育成は、大変重要な課題である

と認識しております。このため、これまでも入

札制度において、技術力や地域貢献度の高い企

業を評価する地域企業育成型などの総合評価落

札方式の導入や、地域要件の細分化を実施して

きたところであります。さらに、本年度より、

災害対応力の強化の観点から、指名競争入札を

制度化するなど、地域の企業が受注しやすい環

境づくりに取り組んでいるところであります。

今後とも、公平性・透明性・競争性の確保を図

りながら、地域の実情なども踏まえた、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと考えており
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ます。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

失礼しました。最初にお伺いしたいことは、

本県沿岸部の市町において木造住宅の把握はさ

れているのかということでした。県土整備部

長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 国が５年ごと

に実施しております住宅・土地統計調査により

ますと、平成25年10月１日時点で、本県の沿岸

部10市町の木造住宅の戸数は、人口が１万5,000

人未満のため国が集計を行っていない都農町の

戸数及び空き家の戸数などを除きまして、約19

万8,000戸となっております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

私どもは東日本大震災の後、石巻地区森林組

合と姉妹提携をしておる関係上、３年間支援に

行ったわけでございます。その中で聞かされた

ことは、沿岸部の古い木造住宅、倉庫等が流れ

てきて、流れる段階で勢いを増していく、そう

いう現象があって被災する人が多かったという

ことでございましたので、この分については把

握しておくべきじゃないかなという思いで伺っ

たところでございます。今後とも、対策につい

て、しっかりとやっていただければと思ってお

ります。

続きまして、大規模災害時における建設業者

との連携について伺いたいと思います。県土整

備部長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 台風などによ

る自然災害が頻発する本県におきましては、県

と建設業者が連携して災害に対応することが、

大変重要であると考えております。本県では、

過去最大の被害をもたらした平成17年の台風14

号を契機に、県と建設業者が連携して大規模災

害に対応するため、翌年から建設関連団体と協

定を締結し、災害時における被害情報の収集や

応急復旧などの協力体制を構築したところであ

ります。平成23年に発生しました新燃岳噴火後

の対応におきましては、協定に基づき、広範囲

に降り積もった火山灰を迅速に除去し、地域の

生活道路を早期に確保することができました。

今後とも、本協定が円滑に運用できますよう、

現場での防災訓練を実施するなど、迅速な対応

に向けた連携強化に努めてまいりたいと存じま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。建

設業との連携はされていると思います。ただ、

例えば、宮崎で500社建設業がある中で、半分以

上が、重機を保有している人たちがいるかいな

いかということでございます。保険も掛けなけ

ればならない、年次検査も受けなければならな

いということで、保有する業者が少なくなって

きたということです。今、リース業者が多く

なったというのは、そこにあると思いますが、

保有台数を確保しておかなければ、大規模災害

のときに復旧がなかなか難しいということでご

ざいます。我々も高台移転に伴う山林の伐採と

搬出をしたんですが、１年早く、３年で終わり

まして、ことし感謝状までもらってきたんで

す。宮崎は、松形知事時代から高性能林業機械

を導入いたしておりまして、技術は本当に日本

一だろうと思っております。そういう中で、建

設土木業者もそういう技術は日本一だろうと思

います。ただ、重機を持っているか持っていな

いかで変わると思いますので、この点もまたよ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、建設業者が減少している要因に

ついてどのように考えておられるか、県土整備

部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 建設業者の減
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少は、全国的な傾向でありますが、本県におけ

ることし３月末時点の建設業許可業者数は4,578

者であり、ピーク時である平成12年３月時点

の6,448者から約３割減少しております。このよ

うな状況に至った要因につきましては、長引く

景気の低迷や国・地方公共団体の厳しい財政状

況等を背景として、官民を合わせた建設投資額

が大幅に減少する中で、本県における建設投資

額も、ピーク時である平成５年度の8,384億円か

らほぼ半減していることの影響が大きいと考え

ます。また、このほかにも、就業者の高齢化や

若年技術者の不足などといった、さまざまな要

因もあると考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

おっしゃるように、土木業従事者も減ってきて

いるわけでございます。その中で、維持してい

かなければならない業者というのもあろうかと

思いますので、これから維持していかなければ

ならない対策を講じていただきたい。私は、先

ほど環境森林部長にお願いしましたけれども、

木材を利用して工事すれば、コンクリートなら

半永久になりますけれども、10年周期、15年周

期でかえていける工事につながっていけば、産

業のエンドレスができるんじゃないかと思うわ

けです。ただ、3,000万円以上の事業については

できませんけれども、しかし、その一部はでき

るだろうと思います。だから、3,000万円以下の

事業について、そのような木工を使った、改善

できるような工事をつくり上げていけば、おの

ずと業者も確保できるんじゃないかと思いま

す。

今、予算の関係もありました。人材不足のこ

ともありました。しかし、必要な業者は確保し

ておかなければ、目の前の南海トラフは、いつ

どうなるかわからないし、ゲリラ豪雨もありま

す。自然災害はいつ発生するかわからないわけ

ですから、対策は講じておかなければならない

と思いますので、今後ともよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、再度、県土整備部長にお伺いし

たいと思います。県が管理している河川の堆積

土砂除去の取り組み状況について、お伺いした

いと思います。よろしくお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県内の河川に

おきましては、河床が低下傾向にある河川があ

る一方で、堆積傾向にある河川も数多くあり、

地域から堆積土砂除去の要望も非常に多い状況

にあります。堆積土砂の除去につきましては、

通常、県単独事業で対応しており、河川巡視や

地域の皆様からの情報により、現地の状況を調

査し、家屋浸水のおそれがある箇所など、緊急

性の高い箇所から優先的に除去しているところ

であります。厳しい財政状況ではありますが、

今後とも、適正な河川の維持管理に努めてまい

りたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

れは緊急対策事業として点検させていただいた

んですが、１級河川は大丈夫です。１級河川の

支流が大雨ごとに堆積していくわけですが、堆

積した土壌の中に雑草が繁茂しております。特

にアシが２メーター以上に伸びているわけでご

ざいますが、担当は、「大雨が降れば、それが

倒れていくから大丈夫です」と、よく言われま

した。しかし、倒れてそのまま水が流れるかも

しれませんけれども、堆積した土壌も30センチ

から40センチあるのに、その上にアシが30セン

チから40センチ上がっていくわけです。上がっ

ていくと、堤防の高さと一緒になるわけです。

堤防を越えたら、農地あるいはまた住宅に被害

をもたらすだろうと思いますが、農地に災害を
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もたらしたときに、災害に係るような被害であ

ればよろしいけれども、災害に係らないような

被害のときには、75歳以上の農家の人たちがス

コップで改善しなければならない状況になるわ

けです。

したがって、この状況を打破するためには、

先ほど言われた地域企業指名競争入札制度の中

で企業を育成していくわけですから、あるいは

また支流の100メーターごとに10者あれば、10者

が交代で堆積土砂を除去するというような対策

をしていただければ、完全に安全ということに

なるんじゃないかと思っているわけでございま

す。このことについては、第１四半期、４月か

ら５月、６月は、土木業者は仕事がなくて休ん

でおります。その中で、地元の土木事務所長

も、「１万円の日当を5,000円にして、割り当て

をして、10メーターずつ改善していけば完全に

よくなるんですけどね」とよく言われましたけ

れども、本当に少ない予算で頭を悩ませながら

やっておられます。しかし、二次災害を起こし

たくないということがありますので、その点を

どうか今後とも取り組んでいただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。

続きまして……

○星原 透議長 島田議員に申し上げます。時

間が参っておりますので、よろしくお願いしま

す。

○島田俊光議員 申しわけありません。１年生

議員でございますので、なかなかできないこと

もございまして済みませんけれども、危機管理

統括監に、今、消防からの住民に対する負傷者

の手当ての指導について、どのようにされてい

るか伺いたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○星原 透議長 発言を中止してください。

○島田俊光議員 わかりました。一番最後が大

切だったんですけれども、よろしくお願いしま

す。どうも申しわけありませんでした。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕（拍手） 日本共産党

の来住一人でございます。県民の皆さんの生活

に直接かかわる、また、県民の皆さんを拘束す

る議案を審議する本議場に立っておりまして、

大変緊張いたしております。これから４年間、

このようにちゃんと緊張感を持って、惰性に流

れることなく、誠実に努力をしてまいりたいと

思います。

安全保障関連法案と知事の政治姿勢について

質問いたします。

この法案によって戦争か平和かの重大な岐路

に立つこととなり、また、憲法解釈を一内閣に

よって変えられ、立憲主義が土台から壊され

て、日本の国の姿が変わろうといたしておりま

す。

法案は３つの特徴を持っております。第１

は、アメリカが引き起こす戦争に、これまでの

戦闘地域まで自衛隊を派兵し、武器弾薬などの

補給輸送など兵たんの任務を遂行させるという

ものです。兵たんは武力行使と一体不可分であ

り、戦争行為の不可欠の一部であります。した

がって、相手の武力攻撃の標的になるのは当然

であります。

第２に、なお戦乱が続いている地域に自衛隊

を派兵して、武器を使用して治安維持活動に当

たらせるというものであります。この代表的な

ものがアフガニスタンに展開された国際治安支

援部隊であります。これによってアメリカなど

の若者3,500人が犠牲になりました。

第３は、日本がどこの国からも攻撃されてい
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ないのに、集団的自衛権によってアメリカと一

緒になって海外で戦争するというものです。国

会に招致された３名の憲法学者がいずれも、

「この法案は憲法違反である」と指摘されたの

を初め、圧倒的多数の学者が「憲法違反であ

る」と表明されております。自民党の副総裁や

幹事長の要職にあられた方々や弁護士会などな

どが反対の声を上げておられるなど、反対の声

は燎原の火のごとく広がっております。1959年

の砂川事件の判決を憲法違反ではない根拠にい

たしておりますが、この判決は集団的自衛権を

問うたものではありません。また、法案作成の

根拠に安全保障環境の根本的変化を挙げており

ますが、「政府は、いつから、何をもって根本

的変化があったと判断したのか。また、そもそ

も自分の国が攻撃されていないのに、他の国が

攻撃されたことによって自国の存立が脅かされ

た国が実際にあるのか」と問われても、何の答

弁もできない状況にあります。

以上のことを踏まえて、知事に伺いたいと思

います。

１つに、安全保障関連法案は憲法に違反しな

いのか。また、憲法に抵触する可能性があると

お考えか。

第２に、憲法違反の法律を国会に提出できな

いことは自明のことであります。立憲主義をど

う捉えておられるのか。

以上、２点について明確な所見を求めるもの

でございます。

後は質問席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、安全保障関連法案についてでありま

す。現在、国会において議論されております安

全保障関連法案につきましては、武力行使の要

件の見直しなど、我が国の安全保障政策の大き

な転換点であるものと認識をしております。こ

の問題は国の根幹にかかわる極めて重要な問題

でありますので、政府においては、その背景や

内容を十分に説明し、国会においては、幅広い

国民の意見を十分に踏まえながら、丁寧かつ慎

重に議論を行う必要があるものと考えていると

ころであります。

次に、立憲主義についてであります。立憲主

義とは、「主権者たる国民がその意思に基づき

憲法において国家権力の行使の在り方について

定め、これにより国民の基本的人権を保障す

る」という、近代憲法の基本的な考え方である

と認識をしているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○来住一人議員 私は、この法案が憲法に違反

するのかしないのかというのを、知事にその政

治姿勢としてお聞きしましたけど、明確な答弁

はありませんでした。

やはり日本の国のあり方、さらには日本の若

者の将来と命にかかわるものでありますから、

肯定もしなければ否定もしないというのでは、

僕はまずいと思います。しかし、それが知事の

政治姿勢であれば、それはそれとして大事なこ

とでありますから、尊重されなければならない

と思います。ただ、苦言ですけど、知事の家族

の方だとか非常に近しい方が、「これは憲法違

反なのかどうなのか」と求められたら、多分

もっと明確な答弁をされるというように思いま

す。

安倍首相は、先日の党首討論において、「日

本が引き起こしたアジア・太平洋戦争は間違っ

た戦争であったのか」と、こう問われて、間

違っていた戦争であったと認める答弁はされま

せんでした。日本の戦争を侵略戦争であったと

平成27年６月23日(火)
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規定したポツダム宣言は、戦後日本の出発の基

本でありますが、「ポツダム宣言はつまびらか

に読んでいない」、こう答えました。自分たち

が引き起こした戦争の善悪の判断をつけること

のできない人が、自衛隊を海外に、戦闘地域に

送ろうというのであります。知事にお尋ねいた

しますけど、日本帝国主義が引き起こしたアジ

ア・太平洋戦争は侵略戦争であったと、このよ

うに認識しておられるかどうか、確認したいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） お尋ねの件につきまし

ては、これまで、平成７年の村山談話、平成17

年の小泉談話で政府の見解が示されておるとこ

ろでございます。「痛切な反省」と「心からの

おわび」という内容でございますが、私も同様

の認識を持っているところでございます。

○来住一人議員 これについても明確な答弁に

はなっていないんですが、しかし、それはそれ

としてしっかり受けとめておきたいと思いま

す。

日本の領土領海が直接侵略される、このとき

に対応するのは、個別的自衛権であります。御

承知のとおりです。今問題になっているのは、

集団的自衛権でございます。歴代の政権は、憲

法９条との関係で集団的自衛権の行使は許され

ないという立場をとっておりました。今回、安

倍政権はこれを変えて、集団的自衛権も可能だ

という閣議決定を行って、現在それを国会に法

案として出しております。

集団的自衛権による戦争というのは、具体的

に何があったのか。例えば、旧ソ連の1970年代

のチェコスロバキアへの侵攻、これは「プラハ

の春」という民主化運動を弾圧、鎮圧を進めた

ものであります。さらに、ブレジネフ時代にア

フガン侵攻を行いました。これもいわゆる「集

団的自衛権」の名のついた戦争です。アメリカ

のベトナム戦争やイラク戦争も「集団的自衛

権」の名のついた戦争でありました。いずれも

集団的自衛権による戦争というのは、小さい国

が起こしたものではありません。アメリカやソ

連など超大国が、しかもアメリカや旧ソ連には

大砲の弾一発も着弾しないのに、この大国が結

局自分から先制的に攻撃を行ったというものが

戦争でありました。イラク戦争は、イラクが核

兵器を持っているからというのが戦争の最大の

理由でありました。しかし、核兵器は一発も存

在しませんでした。この戦争によってアメリカ

など若い兵士4,809人が死亡して、おびただしい

イラクの兵士や民間人が犠牲になりました。亡

くなった人たちにはみんな名前があり、家族が

あり、将来があったのであります。

このような戦争こそ、いわゆる集団的自衛権

による戦争でありました。アメリカが引き起こ

したこの戦争に、日本政府はただの一度も異議

を唱えたことはありません。イラク戦争のよう

な大義のない、しかもアメリカの一方的な先制

攻撃の戦争に日本の若者を送り出してよいの

か、これが問われていると思いますが、こうし

た戦争に日本の若者を送ってよいのかどうか、

改めて知事にお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 戦争はあってはならな

いことである。きょうは「沖縄慰霊の日」70年

の日でございますが、そういう日に当たり、改

めてその思いを強くしておるところでございま

して、日本の若者に限らず、若者を戦争に送り

出すというようなことはあってはならないこと

だと考えております。

○来住一人議員 きのうだったですか、国会に

元法制局長だとかいう方々が招致されて、ここ

でまた質疑があったようでございました。それ
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で、日本は、いわゆる安全保障の環境が変化し

た。これがこの法案をつくる上での重要なきっ

かけになったと、こう言っているんですけど、

現実に、やっぱり日本の国の存立が危ぶまれる

というのは、それはまさに日本が直接攻撃を受

けた、日本が直接侵略を受けている、これ以外

にないというのが、こうした方々の意見だった

と思います。みずから推薦した学者が、国会に

おいて「憲法違反だ」と述べると、「憲法判断

を行うのは学者じゃない」と、このように切り

捨てる。これはまさしく独裁であって、同時に

自分たちの論理に自信がないのを物語っている

のではないかと思います。

私は、この質問をするために、６月になって

からの新聞の社説をとってみました。読売新聞

はもともと進めろというのが最初からのあれで

すから、そういうのが幾つかありました。た

だ、これは宮日新聞６月17日付の社説、「撤回

を含め議論をやり直すべき」というように述べ

ております。それから、これは毎日新聞、「根

本的な矛盾あらわ」、さらには「逆立ちした政

府の理屈」。さらに、これは毎日です。「やは

り憲法違反だ」。それから朝日は、「違憲との

疑問に答えよ」とか「政治権力は万能ですか」

とか、「また砂川とは驚きだ」とか、いずれに

いたしましても、かなり否定的な意見を述べて

いるというのが現在の状況ではないかと思いま

す。「安倍政権が法案を十分審議しているとは

思わない」というのが81.4％、これは共同通

信。「廃案にすべき」または「今の国会にこだ

わらず時間をかけて審議すべき」というものを

合わせると82％、これはテレビ朝日の世論調査

です。

我が党は、憲法に違反するこのような法律を

国会に提出することに反対でありまして、数に

物を言わせて強行するなどは、断じて許しては

ならないと思います。憲法に抵触するか否かは

別にしても、日本の国のあり方を決定的に変え

ようとするものであり、同時に、多くの国民が

理解していない、支持していない状況であっ

て、一通常国会だけで結論を出してはならな

い、そういう大きな問題があると思います。国

会と国会審議についての知事の所見を、改めて

伺っておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この問題は、国の根幹

にかかわる極めて重要な問題であると考えてお

ります。今、御指摘がありましたように、報道

も含め国会内外で活発な議論が行われておると

ころであります。国民のしっかりとした理解の

もとに判断されるべきものでありまして、これ

まで以上に、政府におかれましては、その背景

や内容を十分に説明し、国会において、幅広い

国民の意見を十分に踏まえながら、さらに丁寧

かつ慎重に議論を行っていただきたいと考えて

おります。

○来住一人議員 日本共産党は、この憲法第９

条を全く否定して、日本の国を守るというもの

とは全く違う、アメリカが引き起こすそういう

戦争に日本の若者を絶対に送ってはならない、

憲法解釈に違いはあったとしても、とにかくこ

の戦争法は許してはならない、その一点で、国

会、地方議会をあわせて、その内外で皆さんと

一緒に力を合わせて頑張っていきたいというこ

とを述べておきたいと思います。

次に、乳幼児の医療費助成について質問をし

てまいります。

平成６年４月より、０歳から３歳未満までの

乳幼児を対象に始まったものでありますけど、

現在は小学校就学前まで拡大されておりまし

て、「乳幼児」というよりも「子供」という言
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葉のほうがマッチいたしますので、これから

「子供」と述べることといたします。この制度

は、市区町村が実施主体となっておりまして、

全国的に見るなら、2013年４月現在、小学校入

学前までが入院は100％、通院は98.7％、中学校

卒業までが入院が72.9％、通院が56.7％、18歳

未満まで入院が13.2％、通院が8.9％と広がって

おります。県内においても本年４月現在、26市

町村中、入院で20の市町村、通院で５割の13市

町村が、県の制度に上乗せして制度を広げてお

ります。県段階においても、全国ですけど、入

院で23の都道府県、通院では14の都府県が小学

校入学前よりも広げております。入院、通院と

も中学校卒業まで完全無料としている群馬県の

大澤知事は、2012年、「中学校卒業までの医療

費無料化は、活力ある豊かな社会を築くための

未来への投資であり、全国に先駆けて実現した

もの。早期受診により重症化が防止され、結果

的に医療費が抑制される。将来にわたり安定的

で持続可能な制度として運営していくことが重

要」と、議員の質問に答える形で、この制度の

意義と首長としての決意を述べられておりま

す。今述べたように、都道府県においても、市

区町村においても、大きくこの制度は広がって

きております。子供をめぐる今日の状況のもと

での子供医療費助成制度の意義と評価につい

て、部長の所見を伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 乳幼児医療費

助成制度につきましては、乳幼児の健やかな成

長と子育て家庭の経済的負担の軽減を図ること

を目的として、小学校入学前までの乳幼児を対

象に医療費助成を行っているところでございま

す。若い世代における所得の伸び悩みや非正規

雇用の割合の上昇といった状況の中で、子育て

の不安や負担として最も大きいものが、子育て

にお金がかかるというものでありますことか

ら、安心して子供を生み育てられる社会づくり

を推進する上で、大変重要な子育て支援策であ

ると考えております。

○来住一人議員 子供をめぐる指標として、次

の項目の報告を、教育委員会並びに福祉保健部

に求めたいと思います。

第１に、平成20年度の要保護・準要保護の人

員と全生徒数に占める割合。

第２に、平成25年度の、同じく要保護・準要

保護の人員とその割合について。

第３に、平成26年度、年齢８歳の学校におけ

る歯科検診において、虫歯の未処置の歯のある

者の割合について。

第４に、県内の30代の人口と同30代の正規雇

用者及びその割合について。

以上、４点について報告を求めたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） まず、平成20年度に

市町村が要保護・準要保護として認定した児童

生徒数は、１万1,087名であります。これは、平

成20年５月１日現在の全児童生徒数の11％とな

ります。

次に、平成25年度に要保護・準要保護の認定

を受けた児童生徒数につきましては、県教育委

員会が市町村から聞き取りましたデータでは、

１万3,613名であります。これは全児童生徒数

の14.8％となります。

最後になりますが、学校の歯科検診において

虫歯の未処置の数でございますが、文部科学省

が実施いたしております平成26年度学校保健統

計調査によりますと、本県の８歳児における虫

歯の未処置の歯のある児童の割合は40％となっ

ております。以上でございます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成22年

平成27年６月23日(火)



- 258 -

の国勢調査によりますと、本県の30歳代の人口

は13万6,443人で、うち雇用者が９万2,129人で

全体の67.5％となっております。また、このう

ち正規雇用者数は６万7,097人で全体の49.2％、

雇用者全体に占める割合は72.8％となっており

ます。

○来住一人議員 ことしの５月に福祉保健部が

作成された「子どもの貧困の現状等について」

という資料がありました。これを見せていただ

きましたが、子供の貧困率は日本全国で15.7％

で、ＯＥＣＤ34カ国中25位ということになって

いるようです。平成24年になりますと、この貧

困率はふえて16.3％になっておりますから、約

１％弱ですけど上がっております。県内の生活

保護率は、この10年間で1.21から1.62パーミル

に上がっておって、生活保護世帯の高等学校進

学率は県平均よりも10％低い89.4％です。県全

体では99％の子供たちが高校に進学するけど、

生活保護世帯の子供たちは10％低い89.4％だと

いうことになります。要保護・準要保護の子供

の割合は、今報告がありました、平成20年の11

％から25年には14.81％と４％も上昇いたしてお

りまして、子供の貧困の広がりと深さを示して

いるのではないかと思います。

私が注目したのは、今報告していただいた学

校の歯の検診において、８歳の子供の40％が治

療しなければならない虫歯を持っているという

ことであります。今のは８歳だけでしたが、今

度は小学校全体で見れば36.0％で、しかし、こ

れも全国平均より9.7％高いです。中学生は26.7

％で、全国平均よりも8.2％も高い状態でありま

す。５年前、10年前の資料を持っておりません

ので比較はできないのでありますけど、子供た

ちの健康にとって大変大きな問題であると思い

ます。

子供の健康の問題や貧困の問題、さらに、出

生率の引き上げを初めとする少子化対策などは

総合的なものでありますけど、同時に、総合的

なものも一つ一つの具体的な施策から成り立っ

ていると思います。子供の医療費の助成制度の

年齢の拡大など、充実は全国的に広がっている

と思います。現在の制度を中学校卒業まで広げ

ることについて、部長の所見を求めたいと思い

ます。

また、中学校卒業まで広げた場合に必要な予

算はどの程度になるのかを教えていただきたい

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） まず、拡充し

た場合の費用についてお答え申し上げますけれ

ども、本県の乳幼児医療費助成制度は、小学校

就学前までを対象としておりますが、中学校卒

業まで拡充したとした場合、年齢のみで判断い

たしますと、現在の事業費約９億円の２倍以上

の費用を要する見込みとなります。子供の成長

に伴いまして、医療機関を受診する機会が減る

ことも想定されるわけですが、それでも現在の

事業費と比較しますと、相当な増額になるもの

と考えております。

次に、制度の拡充についてでございますけれ

ども、この制度は全都道府県で取り組まれてお

ります。このため、本来、国の責任において全

国統一的に行われることが望ましいと考えてお

りますことから、標準的な制度の枠組みの設定

などについて、全国知事会等を通じ、国に対し

て要望しているところでございます。

○来住一人議員 中学校卒業まで拡大した場合

の予算について、今報告がございました。今

行っているものを単純に掛けていくと、多分22

億5,000万円ぐらいになるんじゃないかと思いま

す。私は私なりに計算をしてみました。例えば
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群馬県です。群馬県をベースにした場合に、群

馬はゼロ歳から中学卒業するまで１人にかかっ

た費用、県が払った費用は１万5,175円です。こ

れを宮崎県のゼロ歳から中学生までに引き直し

ますと24億9,800万円です。ただし、群馬は完全

無料です。個人負担はありません。それからも

う一つ、一番近いのはえびの市。小学生１人に

かかるえびの市の負担が幾らかといったら２

万4,582円でした、26年度。中学生は9,562円で

す。これを宮崎県に引き直しますと、小学生

が15億1,900万円、中学生が３億1,300万円、合

わせて18億3,200万円です。このうち県が負担す

るのは、今の制度だったら５割でございますか

ら、９億1,600万円です。これに、現在就学前の

ものが８億8,500万円程度でありますから、合わ

せますと18億100万円ぐらいになります。えびの

市の子供たちが病院に行くのをためらって我慢

していたとしても、私は20億円を超えるという

ことはないんじゃないかなと思います。

昭和26年に制定された児童憲章は、「児童

は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員と

して重んぜられる。児童は、よい環境の中で育

てられる」。そして本文の１つに、「すべての

児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てら

れ、その生活を保障される」。３つに、「すべ

ての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えら

れ、また、疾病と災害からまもられる」と規定

しています。さらに、児童福祉法第２条は、

「国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも

に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を

負う」と定めております。知事に申し上げたい

と思うんですが、イギリス、カナダ、デンマー

ク、イタリア、スペインなど９つの国が現在、

患者負担は一切ありません。子供ももちろんで

すけど、患者負担はありません。フィンランド

は18歳未満まで無料でございます。さきに申し

上げましたように、県や市町村段階ではこの制

度は大きく広がっておりまして、子供の医療費

無料化は国民的合意となっております。した

がって、今、部長が申し上げられたように、国

の制度として確立すべきだと、私もこのように

思います。そういう点では全国の知事会などで

大いに頑張っていただきたいと思います。

同時に、子供の貧困が連鎖になるなど深刻に

なっておりまして、国の制度を待っておられな

い状況であると思います。約20億円の予算は決

して小さなものではございませんけど、私は財

政力があるかないかの問題ではないと思いま

す。つぶさに調べておりませんけど、群馬県や

鳥取県、徳島県などが、宮崎県よりはるかに財

政力が高い、よいというものではないと思うん

です。児童憲章、さらには児童福祉法の精神に

基づいた首長の姿勢にかかるところが大きいの

ではないかと、このように思います。20億円と

いうのは、一般会計全体から見れば0.3％でござ

います。この制度を広げることについての知事

のお考えを、改めてお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の社会保障関係費

が、医療・介護等の伸びで毎年数十億単位でふ

え続けている状況の中で、厳しい財政運営を強

いられている状況にございます。この乳幼児医

療費助成制度は、乳幼児の健やかな成長と子育

て家庭の経済的負担の軽減を図るものであり、

重要な子育て支援策であるというふうに考えて

おるところでございます。今、いろいろ御指摘

がございましたような、地方が自前の財源を

使って行う地方単独事業として今、ほとんど全

ての自治体で行われているような状況でありま

すが、これはそもそも国の責任において全国統

一的に行われるべきではないかという考えであ
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るわけでございます。したがいまして、標準的

な制度の枠組みの設定及び必要な財源の確保に

つきまして、全国知事会、または将来世代応援

知事同盟などさまざまな機会を通じて、国に働

きかけてまいりたいと考えております。

○来住一人議員 この問題でもう一度、改めて

知事に求めたいと思うんですけど、確かに現

在、約９億円です。これを中学校卒業するまで

に広げますと20億円ぐらいになりますから、10

数億円新たに必要になってくるということにな

ります。そういう点で、一気に中学校卒業する

までというところまで行かなくても、例えば小

学校卒業するまでとか、またはもっと小さくす

れば、２年生まで、次は４年生までとか、さら

に細分化して入院だけとか、そういう段階的に

広げていくことを検討する考えはないか、改め

てお聞きしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁申し上げた

ところであります。大変重要な取り組みだとい

う認識はございますが、財政の持続可能な運営

ということを考えると、単独事業で行っていく

のは非常に限界があるところであろうかと考え

ておりまして、国に対して、必要な財源措置、

また制度化も含めて強く求めてまいりたいと考

えております。

○来住一人議員 よろしくお願いを申し上げて

おきたいと思います。

次に、土木事業についてお尋ねします。県道

財部庄内安久線乙房工区、乙房小学校の正門の

前が今、工事されているんですが、その乙房工

区の概要と進捗状況についてお伺いをしたいと

思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 乙房工区につ

きましては、都城市の乙房小学校から乙房橋ま

での約700メートル区間におきまして、交通安全

対策として歩道の整備や市道乙房谷頭線との交

差点の改良を行うものであり、平成23年度に事

業着手したところであります。これまで用地取

得を中心に事業を進めており、現在、必要とな

る事業用地の53％を取得しております。また、

用地取得が完了しました乙房小学校付近の約100

メートル区間につきましては、昨年度、工事を

実施し、既に供用を開始したところでありま

す。今後とも、地元の皆様の御協力をいただき

ながら、早期完成に努めてまいりたいと考えて

おります。

○来住一人議員 歩道がありますけど、実際は

側溝のふたが事実上歩道みたいになっておりま

すから、ぜひ進めていただきたいと思います。

もう一つ街路事業で、中央西通線牟田町工区

に続く区間の道路整備について伺いたいと思い

ますが、この状況について報告を求めたいと思

います。

○県土整備部長（図師雄一君） 中央西通線

は、都城市中心部の中町から大王町に至る都市

計画道路であり、円滑な交通と安全な歩行空間

を確保するため、順次、街路事業により両側に

歩道を伴った道路整備を進めているところであ

ります。これまでに国道10号交差点付近の中町

地区の約70メートルの区間が完成しており、現

在、牟田町工区の約240メートルの区間において

用地の取得を進めているところであります。牟

田町工区に続く区間につきましては、自動車や

歩行者の交通の状況、沿道の土地利用、経済性

などさまざまな観点から、道路の線形や幅員な

どの道路構造を総合的に検討しているところで

あります。

○来住一人議員 この問題で最後に一言お願い

をしておきたいと思いますが、これから買収を

される地域で、多分６メートル買収されるんで
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すけど、これが全部町から北のほうに向かって

右側だけを６メートル買収するということにな

りますと、仕事ができなくなるという方がい

らっしゃいます。ぜひ両脇にかけて買収してほ

しいという切実な願いを持っていらっしゃる方

がおります。もちろん、そういう１つの要求だ

けで法線が決まったりするものではないことは

理解をいたしておりますけど、そういう方がい

らっしゃるということを考えていただきたいと

いうことをお願いして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時37分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） とうとうト

リとなりました。満行潤一です。４年ぶりに

戻ってまいりました。この４年間支えていただ

いた地元の皆さんに、本当に感謝を申し上げた

いと思います。知事の提案理由説明では、都城

盆地に関しての言及は、県内の高速道路整備に

関連し、「都城志布志道路の全線開通」の10数

文字でありました。大変寂しい思いもしました

が、それにめげず質問をさせていただきたいと

思います。４年ぶりであります。質問も答弁に

も、焦らず、急がずやってまいります。

災害に強い安心・安全なまちづくりについて

であります。

４年前の３月に東日本大震災が発生し、その

４月に県議選が行われ、落選をしました。毎日

都城にいるわけでありますから、断る理由もな

く、公民館の役員、ボランティアの役員等を引

き受けさせていただきました。また、その年の

８月に、宮城県の石巻市福祉避難所の運営支援

にボランティアとして行く機会をいただきまし

た。復興途上にある被災地に、８日間という短

い時間ではありましたが、ボランティアとして

携われたことは、意義深いものでありました。

避難所での被災者との交流を通じ、災害時の避

難というのは本当に難しいのだというのを実感

したところであります。海岸線に住み、今まで

も毎年のように地震・津波の避難訓練に参加を

しながら、実際の災害時には、今度も大丈夫だ

と勝手に判断をして避難しない高齢者が多数犠

牲になった現実がありました。翌年には、地域

の自主防災隊隊長という役割もあり、防災士の

研修を受講し、防災士認証を受け、宮崎県防災

士ネットワークの一員として、県内の仲間と防

災知識の普及活動に参加しているところであり

ます。

まず、南海トラフ巨大地震の後方支援のあり

方についてお尋ねいたします。東日本大震災

は、それまでの想定をはるかに超える甚大な被

害をもたらし、それを教訓に、国は、あらゆる

可能性を考慮した巨大地震・津波を想定した南

海トラフ巨大地震を想定し、その対応を行って

おります。政府は、人命救助に向けた応援部隊

派遣や救援物資輸送の方針を定めた応急対策活

動計画を３月30日にまとめました。それによれ

ば、全国から自衛官や警察官、消防士で構成す

る最大13万7,000人を、おおむね３日以内に被災

地に派遣することが柱となり、本県や静岡な

ど10県を重点支援対象に位置づけ、食料や毛布

などは、被災地からの要請を待たずに緊急輸送

するとしています。これ以外の37都道府県は、
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地震発生後に可能な限り警察官や消防士らを出

動させる。自衛隊も直ちに活動を展開。救援物

資については、発生から３日間は家庭や自治体

の備蓄で対応してもらうことを原則とし、４日

目以降の食料や毛布、粉ミルク、おむつなどが

迅速に被災地に届くようにする。全国のＤＭＡ

Ｔも被災地からの要請を待たず出動するとなっ

ております。

今議会開会前に、東日本大震災の後方支援で

有名になった岩手県遠野市に会派視察にお伺い

いたしました。遠野市長の前職は県の防災担当

課長であったようであります。平成19年度か

ら、選挙公約であった後方支援拠点施設整備構

想を導入し、自衛隊、医療機関、住民等と訓練

してきた。大震災発生直後から全国の支援部隊

を受け入れることが可能であったのは、ふだん

からの備えがあってのことと理解ができまし

た。この具体的な応急対策活動に関する計画を

受けて、本県ではどのような対応を考えている

のか、知事にお伺いをいたします。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

南海トラフ巨大地震に対する県の対応であり

ます。本年３月に国が定めました「南海トラフ

地震における具体的な応急対策活動に関する計

画」、いわゆる具体計画では、救助・消火活

動、医療活動、物資調達の内容等が定められて

おります。この計画は、国が実施する応急対策

が主な内容となっておりますが、県としまして

は、これを受けて、支援が被災地に確実に届く

よう、より詳細なものにしていく必要があると

考えております。例えば、警察、消防の広域応

援部隊の進出拠点につきましては、具体計画で

は、西階総合運動公園など県内４カ所が定めら

れておりますが、県では、これらの部隊の被災

地までのルートを検討することとしておりま

す。また、国からの支援物資の集積拠点につき

まして、具体計画では、都城トラック団地協同

組合と高千穂家畜市場が定められております

が、県では、これらの物資の被災地への輸送方

法を検討する必要があるものと考えておりま

す。今後、国、市町村と連携し、対策が確実に

実施できるよう、その体制づくりを進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○満行潤一議員 国の計画による後方支援拠点

の位置づけについてお伺いをいたします。南海

トラフ巨大地震の後方支援として、内陸部であ

る都城市長は、沿岸部の市町村に支援を行う

「バックアップシティ」というのを提唱されて

いるわけでありますが、広域的な応援体制をど

うするのか、疑問も残ります。当然、想定され

る巨大地震は、内陸部にも大きな被害が想定を

されているわけで、どのような水平支援が可能

か、大変危惧しております。自治体の余裕があ

れば、他の被災地域へ支援に赴くというのが基

本だと思います。県は市町村間の支援について

どのように考えているのか、関係部長、お願い

いたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本年２月

に、都城市を中心に、県南部の10の市と町で、

南海トラフ巨大地震等の大規模災害対策に関す

る協議会が設置され、内陸部から沿岸部に対す

る支援のあり方について検討をされておりま

す。南海トラフ巨大地震の被害想定によります

と、津波による沿岸部の被害が甚大でございま

すが、内陸部も地震による被害を受けますの

で、この協議会では、その対応もあわせて議論
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を進めていく必要があるものと考えておりま

す。県といたしましては、このような課題を含

めて協議会に対し助言を行うとともに、ことし

８月の県南地域で実施いたします県総合防災訓

練においても、検証してまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 どの自治体も市町村合併に

よって職員数も大きく減少しています。都城市

もその例外ではありません。合併前に比べて300

数十名という職員が削減をされ、今、都城市の

職員の３分の１は臨時・パートという職場と

なっています。消防職員の数も国の基準を大き

く下回っているはずであります。県内、消防本

部・局が10ありますが、ここでは、宮崎市、延

岡市、都城市の各消防職員の充足率をお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 消防職員の

充足率につきましては、消防車両の現有台数に

対して消防職員が何人必要かということを基準

にして、消防庁が定めているものであります。

この充足率につきましては、３年ごとに調査が

行われており、平成24年４月１日現在で、宮崎

市消防局が93.6％、都城市消防局が58.1％、延

岡市消防本部が72.7％となっております。

○満行潤一議員 宮崎市が大分伸びているとい

うことで、ほぼ国の基準に近い状況というのが

わかります。延岡72.7％、都城は58.1％、これ

で本当に後方支援、水平支援ができるのか、非

常に不安なところであります。当然、消防は第

一線で頑張っていただかなければなりません。

県におきましても、ぜひ、この各消防本部を、

国の定める充足率に近くなるよう指導をお願い

申し上げたいと思います。

危険空き家対策についてお伺いいたします。

地震や風水害の緊急時に大きな阻害要因となる

空き家も、住宅密集地に多数存在します。日常

生活を送る上でも、環境衛生上の問題や、隣の

瓦や壁等の落下や倒壊の心配、樹木等の隣家へ

の侵入など、私たちもたびたび相談を受けてい

ます。それを受けてとは思いますが、「空家等

対策の推進に関する特別措置法」が先月、全面

施行となりました。本県における特措法が想定

する空き家対策の現状と今後の課題について、

お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 国が５年ごと

に実施をしております住宅・土地統計調査によ

りますと、平成25年10月１日時点で、県内の空

き家は、転勤や入院などにより一時的に空き家

となっているものを含めまして約７万4,000戸と

なっており、住宅総数に占める割合は13.9％

で、増加する傾向にあります。このような中、

本年５月に、「空家等対策の推進に関する特別

措置法」が全面施行され、今後、長期間使用さ

れていない空き家について詳細な実態調査を行

い、空き家の適正な管理や利活用を促進するな

どの空き家対策に取り組んでいくこととなりま

す。これらの対策の実施に当たりましては、防

災や衛生面などで地域の生活環境に深刻な影響

を与える「特定空家」の判断基準の設定や、空

き家の所有者の特定など、多くの課題があると

考えております。

○満行潤一議員 この危険空き家対策は、どの

自治体も対応に苦慮していると思います。この

特措法における県と市町村の役割はどのように

考えておられるのか、再度質問いたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 空き家対策の

実施主体である市町村につきましては、空き家

等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ための実施計画を策定し、空き家の実態調査の

実施や利活用の促進を図るほか、特定空家の所
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有者に対して、指導、勧告、命令などを行い、

所有者が改善措置を講じない場合には、強制執

行もできるとされております。県といたしまし

ては、市町村が行うこれらの空き家対策の円滑

な推進が図れますよう、市町村に対して、空き

家対策に係る情報の提供や広域的な連絡調整、

空き家の実態調査の具体的な方法を示すなどの

技術的な助言、その他必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、都城警察署の建てかえ

についてお尋ねいたします。都城警察署の新庁

舎整備計画についてお尋ねしたいわけですが、

このことについては、初当選した16年前から毎

年のように、中には年に２回も質問をしてまい

りましたが、この間、西都市に越され、日向、

延岡、えびのと進んできましたが、一向に都城

警察署の整備計画が見えておりません。昭和32

年建築、それから増設を重ねて今日まで来まし

たが、とうとう日本最古の警察署となりまし

た。警察本部長の見解をお尋ねいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 都城警察署につ

きましては、築後58年が経過し、老朽化が進ん

だ警察署となっておりますが、平成９年度に耐

震補強を行いまして、防災活動拠点としての機

能が果たせるよう、必要な措置をとらせていた

だいております。また、狭隘化への対応とし

て、昭和55年度と平成13年度には増築を行い、

必要な事務室等を確保している状況にございま

す。県警察としましては、県下13警察署の建て

かえの考え方として、治安基盤及び防災活動拠

点としての機能を十分発揮できる施設整備を目

指し、厳しい財政状況下ではございますが、機

能低下の著しい警察署から順次整備をしていく

という方針で臨んでいるところであり、どうぞ

御理解をお願いいたします。

○満行潤一議員 日本一というのは何でもすば

らしいものなので、大事にしないといけないと

思うんですね。考えようによっては、都城警察

署に「日本最古の警察署」という看板を立てて

観光資源にするとか、そういうこともあるかな

と思います。本部長に聞くのも酷な話で、さき

の答弁で、交番・派出所にＡＥＤが設置できな

い財政状況という答弁もいただきましたから、

当分無理なのかなと諦めてはおりますが、災害

拠点最重要施設であります。ぜひ早急な建てか

えを切にお願いします。知事、副知事、総務部

長、危機管理統括監、財政課長、ぜひ都城警察

署を見てください、どういう状況なのか。本当

に大変な状況ですので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。要望してまいります。

次に、県内の消防非常備町村の今後について

お尋ねいたします。西臼杵３町に広域消防本部

が設置され、長年の課題だった常備消防が配備

されました。県内新設は西諸地区以来43年ぶり

になるそうです。いよいよ非常備地区は４町村

となりました。消防職員がいないこの地域で

は、救急車に役場の職員や委託を受けた搬送業

者が１名から３名乗車して現場へ出動していま

す。また、地域によっては、近くの医療機関か

ら看護師や医師が搭乗して出動しています。も

し、週末などその地域に医師が１名しかいない

ときに、重症患者を他の高次医療機関へ搬送す

ると、往復４～５時間はかかるため、その間は

医療の空白地帯ができてしまいます。これらの

ことを考えても、宮崎県でドクターヘリが運航

されるようになったことは大きな前進だと思い

ます。しかし、非常備のままだと急患の救急搬

送など、大きな課題が残ります。県は今後どの

ように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。
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○危機管理統括監（金丸政保君） 消防の常備

化につきましては、平成19年度に県が作成いた

しました宮崎県消防広域化推進計画に基づき、

県内の広域消防体制の構築を進める中で、非常

備町村の解消が検討されてまいりました。当時

非常備であった７町村では、近隣の消防本部へ

の委託や、広域事務組合の設立などの検討が行

われてきたところであり、このうち、西臼杵郡

の３町につきましては、本年４月に常備化が実

現いたしましたが、残りの４町村につきまして

は、地理的・財政的な理由により難しいという

ことで、現在、常備化に向けた動きは見られな

いところでございます。なお、美郷町では民間

の救急救命士を活用するなど、それぞれの町村

で工夫して、救急搬送等の課題に取り組まれて

おりますが、県では、引き続き常備化に向けた

働きかけを含め、必要な助言を行ってまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 あと４つですね、ぜひよろし

くお願い申し上げたいと思います。

次に、救急搬送の急増対策についてでありま

す。全国的に救急車の出動件数がふえておりま

す。昨年、2014年の全国の救急出動件数は598万

件、５年連続で過去最多を更新しています。消

防庁は、高齢化に伴い、お年寄りのけが人や病

人がふえたことが要因だと見ているようであり

ます。しかし、タクシーがわりに使ったり、順

番待ちをしないで早く診てもらえるといった不

適切な救急車利用を繰り返す常連がいるのも現

実であります。宮崎市消防局管内で見ると、年

間１万5,000人を超えております。管内の人口43

万人で割ると、実に29人に１人が救急搬送され

た計算になります。すごい数です。出動の増加

は、一刻を争う急患の搬送のおくれを招きま

す。救急搬送の急増の原因と今後の対策をお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本県におけ

る平成25年の救急出動件数は、４万1,726件と

なっており、これを10年前と比較いたします

と7,529件、22％の増、５年前と比較いたします

と4,831件、13％の増となっております。増加の

要因は、高齢化の進展が主なものと考えられま

すが、そのほかに、医療の高度化・専門化に伴

う転院搬送や、結果的には救急車を呼ぶ必要が

なかった軽症のケースが多くなったことが考え

られます。このため県では、ホームページや県

政テレビ番組により、救急車の適正利用を呼び

かけるとともに、傷病者を搬送する業務を行っ

ておりますタクシー会社などの民間の事業者が

ありますので、その利用促進について啓発を

行っております。さらに、各消防本部において

も、広報紙や救急の日のイベントなどを活用し

て啓発に取り組んでおります。

○満行潤一議員 ぜひ、的確な利用を求める取

り組みをいただきたいと思います。

次に、救急科専門医の確保についてお伺いを

いたします。25年１月現在、県内の救急科専門

医の資格を持つ医師の数は19人、全国ワースト

５と、ある論文で読みました。宮崎大学にドク

ターヘリが配備されてから、救急医、救急医療

の研修医が大きく増加したようであります。診

療科の偏在、県央地区への偏在、この現実は救

急科専門医に限りませんが、救急医の養成・確

保は喫緊の課題であります。病院前救急診療か

ら初期・２次・３次救急まで対応できる、いわ

ゆる地域総合救急医の養成が急がれます。本県

の救急科専門医の養成・確保の取り組みについ

て、お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の平成27

年１月現在での数字を申し上げますと、日本救
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急医学会の救急科専門医として25名の医師が登

録されております。県では、平成22年度から、

宮崎大学救命救急センターの総合救急医育成研

修プログラムなどを支援しているところであり

まして、平成25年度には２名、26年度と27年度

はそれぞれ３名の後期研修医の入局があったと

伺っております。今後とも、宮崎大学や関係機

関と連携して、救急科専門医の養成・確保に加

えまして、県内定着を図ることで、県民が安心

できる救急医療体制の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 宮崎大学の後期研修医の養成

も進んでいるということであります。それプラ

ス、今おっしゃった定着もぜひ進めていただい

て、救急医の増員をぜひとも図っていただきた

いと思います。

次に、県西部の救命救急センター設置につい

て伺います。急性心筋梗塞、脳卒中、頭部外

傷、重篤な患者など、２次救急で対応できない

複数診療科領域の重篤な患者に対し、高度な医

療技術を提供する３次救急医療施設を「救命救

急センター」と呼んでいます。昨年２月現在、

全国266カ所、都道府県が策定する地域医療計画

に基づき指定を行うとされています。本県の救

命救急センターは、延岡、宮崎、清武と３カ所

です。これまで、設置基準は人口100万人に１つ

と理解してきましたが、この基準でいけば、本

県は既にその基準をオーバーしていることにな

ります。ところが、全国的に２次救急施設数は

ほとんど変化がないのに、救命救急センターは

確実に増加をしています。例えば、佐賀県は人

口86万人、面積は本県の３分の１以下なのに、

救命救急センターは４施設あります。救命救急

センター設置における本県の考え方をお伺いい

たします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 救命救急セン

ターは、24時間体制で県内の重篤な患者に広域

的に対応する高度な医療施設でありますことか

ら、厚生労働省が定めた医師等の人員配置、施

設及び設備の基準等に適合しますとともに、本

県の医療計画に位置づける必要がございます。

本県には３つの救命救急センターがございます

が、まず、昭和59年に設置されました県立宮崎

病院は、「おおむね人口100万人に１カ所を設置

する」という当時の国の方針に基づくものであ

ります。また、平成10年に設置されました県立

延岡病院は、「最寄りの救命救急センターへの

アクセスにおおむね60分以上を要する地域にお

ける拠点」として整備されたところでございま

す。また、平成24年に設置されました宮崎大学

医学部附属病院は、本県でのドクターヘリの導

入に伴いまして、「その基地病院は、救命救急

センターでなければならない」との国の基準に

基づき、整備されたものでございます。

○満行潤一議員 地域救命救急センターという

のがよくわからないんですが、佐賀県にも地域

救命救急センターというのが２つあります。こ

れまでの救命救急センターと何が違うのか、再

度お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域救命救急

センターとは、厚生労働省の救急医療対策事業

実施要綱によりますと、救命救急センターと同

様に重篤な患者を24時間体制で受け入れ、高度

な医療機能を有するものの、必要とされる専用

病床の数が少なく、最寄りの救命救急センター

へのアクセスにおおむね60分以上を要する地域

において設置できることとされております。

○満行潤一議員 距離的要因もあるということ

であります。余りにも本県の救命救急センター

の地域偏在は激しいと。ぜひ、県西部にも、地
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域型でもいいんですが、救命救急センターが設

置できないものか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県西部におきまして

は、都城市郡医師会病院が本年４月に移転・新

築をしまして、医療拠点としての機能向上や、

重症患者等のドクターヘリによる搬送体制も確

立されたところでありまして、これにより、地

域における救急医療体制のさらなる整備・充実

が図られたものと考えております。お尋ねの救

命救急センターにつきましては、佐賀が４カ所

という御指摘でありますが、隣の鹿児島、熊

本、長崎あたりも３カ所というような状況であ

り、必ずしも本県が少ないということではござ

いませんが、この設置については、多様化・高

度化する救急医療に対する需要というものを踏

まえるとともに、国の整備基準や設置主体の問

題、また、各医療圏における重症患者数の動向

や搬送状況などをもとに、医師会等の関係団体

や医療関係者の皆様とも十分協議しながら、検

討されるべきものと考えております。

○満行潤一議員 距離的要件というのは大きい

と思うんですね。延命率とか考えれば、１分１

秒でも近いところにいたほうがいいというのは

当然であります。また、今、知事が言及されま

した、当然、受ける側の実情もあります。どこ

かに受けてもらわないといけないという現実は

あります。しかし、理想的には、県南・県西部

にやはり１つは設置していただきたい。この問

題につきましては、今後ともお願いをしていき

たいと思います。

ドクターヘリ運用の今後の課題についてお伺

いをいたします。満行は落ちたが、ドクターヘ

リは飛んだと、地元ではそのようにやゆされて

おります。ことしの４月現在では、全国37道府

県に45機のドクターヘリが配備をされていま

す。当面、各都道府県に少なくとも１機、さら

に、本県みたいな山間僻地や離島を抱える都道

府県は、複数の配備が急がれます。既に、北海

道は４機、青森県、千葉県、静岡県、兵庫県が

２機配備となっています。宮崎県ドクターヘリ

も運航開始から４年を経過し、確実にその成果

を上げています。何よりも、１分１秒を争う急

病患者に救急医の早期のアプローチが可能とな

り、延命率の向上や予後の早期回復など、劇的

な成果が図られています。

さて、今回は、救急隊が搬送する患者とドク

ターヘリが落ち合うランデブーポイントについ

て伺います。ホームページを見ますと、現在の

ランデブーポイントは250カ所ぐらいでありま

す。せめて500カ所ぐらいにはふやすべきではな

いかと思いますが、いかかでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねのラン

デブーポイントにつきましては、最新の数字で

あります平成27年６月現在で、425カ所となって

おります。平成24年のドクターヘリの就航当初

より146カ所ふえておりまして、県内市町村と連

携して適地の確保に努めているところでござい

ます。

○満行潤一議員 着実にふえているということ

は理解できました。さらなる場所の設置をお願

いしたいと思います。

ドクターヘリの運航回数が増加をし、消防の

負担が増しているのではないかと心配をしま

す。ドクターヘリの離発着時には、救急隊以外

に消防隊の先遣隊が、安全確保のために出動し

なければならないとなっているようですが、現

状はどうなのでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ドクターヘリ

の離発着に際しまして、関係する消防機関は、

ランデブーポイントへの人の立ち入り制限や、
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ヘリの離発着に伴います飛散物・砂じん等の巻

き上げによる周辺への被害防止等の安全確保措

置をとることが、宮崎県ドクターヘリ運航要領

に規定されているところでありまして、消防の

皆様には、ドクターヘリによる救急搬送に対す

る御協力をいただいているものでございます。

○満行潤一議員 そうなんでしょうが、特に、

宮崎病院のある宮崎市は大変な負担だろうと思

いますので、その軽減策をぜひ今後とも考えて

いただきたいと思っています。

ドクターヘリ、少しずつふえてはきました

が、全国的には、私は、理想的には80機ぐらい

が望ましいと思っています。その80機の根拠

は、日本とほぼ同じ国土面積のドイツが80カ

所、九州と同じぐらいのスイスには13カ所の拠

点があります。近いうちに本県も２機体制を展

望しなければなりませんが、今後またこの問題

については質問していきたいと思います。

次に、無医地区における医療提供体制につい

て伺います。無医地区の定義は、「医療機関の

ない地域で、当該地区の中心的な場所を起点と

して、おおむね半径４キロの区域内に50人以上

が居住している地区であって、かつ容易に医療

機関を利用することができない地区」となって

おり、直近の統計では、本県に14地区あると

なっています。無医地区の医療の確保につい

て、現状をお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県の無医地

区は、平成26年10月現在で、６市町村14地区と

なっておるところでございます。無医地区を初

め、僻地におきましては、住民の高齢化等によ

り、通院のための交通手段の確保が課題であり

ますことから、市町村において、最寄りの公立

病院等までのコミュニティバスや乗り合いタク

シーの運行を行っておりますほか、公立病院等

からの訪問診療も実施しているところでござい

ます。また、県におきましても、県医師会や日

本赤十字社宮崎県支部の協力をいただきなが

ら、僻地診療所への医師派遣や無医地区巡回診

療を行っているところでございます。

○満行潤一議員 統計では、無医地区が年々

減っているということにはなっていますが、こ

れは、医療関係からのアプローチやフォローが

広がったわけではなく、統計対象地区となる集

落の人口が50人を切ったと、そういうので対象

外になって無医地区が減っている。統計上はそ

うじゃないのかなと思います。統計による無医

地区に限らず、津々浦々の集落まで医療の手が

届きますよう、さらなる県の御努力をお願い申

し上げたいと思います。

感染症対策についてであります。災害時の感

染症対策は重要です。特にボーダーレスの現

代、日常でもその対策は重要です。１類感染症

に指定されるエボラ出血熱対策として、宮崎空

港に検疫官が増員されたと報道されています。

今また中東や韓国など世界25カ国で、２類感染

症であるＭＥＲＳコロナウイルス患者が発生

し、感染者が約1,300人、450人以上が死亡して

います。ＭＥＲＳコロナウイルスは、2012年に

初めての患者が確認された新しい感染症で

す。2003年に世界中で流行したＳＡＲＳと仲間

のコロナウイルスであります。エボラ、ＭＥＲ

Ｓに限らず、次には新たな感染症が国内で発生

するかもしれません。本県の新たな感染症の発

生に備えての取り組みについて、お伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） エボラ出血熱

やＭＥＲＳ等の新たな感染症の発生に備えまし

て、県では日ごろから、医療機関や検疫所、消

防などの関係機関と情報の共有を図りますとと
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もに、研修会や防護服の着脱訓練、患者の搬送

訓練などを行っております。また、県民の皆さ

んに対しましては、ホームページ、マスメディ

ア等を活用しまして、感染症の発生状況や予防

等に関する情報の提供、啓発に努めているとこ

ろでございます。さらに、県庁内に感染症危機

管理対策本部会議を設置しまして、庁内全体で

の情報共有や、発生時には迅速に対応できる体

制を整えているところであります。今後とも、

新たな感染症の発生に備えまして、より一層の

体制強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 今、韓国の状況を見て、初動

対応の大事さ、重要さを切に感じるわけであり

ます。この初動を間違わないように、ぜひ県と

してもリードいただきたいと考えております。

次に、再生可能エネルギーについてお尋ねを

いたします。再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が2012年７月から始まりました。法

律によって10年、20年の買い取り価格が保証さ

れ、電力会社はその全量を購入することが法律

に明記されています。しかし、この固定価格買

い取り制度が導入されても、太陽光発電以外は

実績が伸びていないように感じます。本県の現

状と課題についてお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 再生可能エネ

ルギーの県内での導入につきましては、昨年度

末現在、発電で66万キロワットとなっておりま

す。このうち、太陽光発電が56万キロワットと

全体の85％を占めまして、残りの10万キロワッ

ト、15％が太陽光以外となっている状況であり

ます。内訳としましては、バイオマス発電が９

万キロワット、小水力発電が１万キロワットと

なっており、現在導入されていない風力発電に

つきましても、複数の計画が進められていると

ころであります。このような中、バイオマス発

電施設への安定的な燃料の供給ですとか、風力

発電施設の建設に向けた環境アセスメントの実

施等が課題となっている状況ですので、県とし

ましても、今後とも、こういった課題にしっか

りと取り組みながら、本県の地域特性を生かし

た再生可能エネルギーの導入促進に努めてまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 今聞きまして、予想以上にバ

イオマスとか小水力が健闘しているなと。風

力、地熱は今のところ実績ゼロということみた

いでありますが、ぜひ、バランスよい再生可能

エネルギーの普及についてお願いをしたいと思

います。

もう一件、太陽光発電についてであります

が、昨年９月24日、九州電力は、再生可能エネ

ルギー発電設備に対する系統連系申し込みへの

回答をしばらく保留する旨、公表いたしまし

た。九州電力が、太陽光発電がふえ過ぎてこれ

以上送電線に乗せられないと、新規買い取りを

突然ストップしたわけであります。これが全国

に波及をし、大きな問題となりました。法律で

は全量買い取りの義務があるのに、法施行２年

に満たない状況で早々と、この計画が破綻をす

ると。昨年12月には系統連系接続申し込みの回

答を再開はしましたが、回答再開の条件とし

て、無補償での期限を切らない出力抑制の条件

をつけております。太陽光発電は、地域の電気

工事屋でも施工できる地域経済波及効果の高い

事業だと思います。このごたごたで、すっかり

新規事業への熱も冷めた感があります。国の設

備認定はあるのに、九州電力の連系対応待ちで

事業がストップしている状況は、どのぐらい県

内にあるのか、わかれば教えてください。

○環境森林部長（大坪篤史君） 九州電力によ
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りますと、本年４月末現在の太陽光発電の申込

件数は、累計で約５万8,000件となっておりま

す。このうち、接続済みまたは接続が確実なも

のが約４万5,000件、残りの１万3,000件が接続

に向けて検討中ということであります。また、

ことしの２月から５月末までに事業者から辞退

の届け出があったものにつきましては、約1,200

件であると伺っております。

○満行潤一議員 電気自動車の充電装置につい

てお尋ねをいたします。16年前は、議員の車は

トヨタクラウンが一番多かったわけです。今

は、プリウス、ＳＡＩなどハイブリッド車が

トップとなっています。環境に優しく、燃費の

よい自動車が好まれる時代となりました。県庁

前広場の電気自動車急速充電装置に目がとまり

ました。県企業局のシールが張ってあります

が、企業局から総合政策課、そして環境森林課

に所管がえになったそうであります。また、近

ごろ、コンビニやスーパーでも見かけるように

なった電気自動車の充電スポットであります

が、県内ではどのくらい設置されているのか、

お伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 電気自動車専

用充電器の整備状況につきましては、県が把握

している範囲で申し上げますと、５月末現在、

２つタイプがございまして、１つ目の急速充電

器というものが、道の駅やコンビニエンススト

ア、銀行などで80基、それからもう一つ、普通

充電器が、ホテルや旅館などで28基、合計で108

基となっております。さらに、整備計画中のも

のを加えますと、今年度中には、急速充電器

が95基、普通充電器が67基、合計で162基となる

見込みであります。電気自動車は、走行中に排

気ガスを出さないなど、環境に優しい自動車で

ありますので、引き続き、国や関係機関等とも

連携しながら、この充電器の整備促進を図って

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 この充電スポット、最初は、

設置費用は全額、国の補助金で賄えたようであ

りますが、現在は３分の２の補助と聞いていま

す。県の補助金を出して充電スポットの整備を

図る考えはないか、再度お尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） この充電器の

導入支援策としましては、購入費の３分の２、

それと、工事費の一定額を助成する国の補助制

度がありますので、県としましては、その活用

について、市町村や事業者等に積極的に情報提

供を行いながら、整備促進を図ってまいりたい

と考えておるところであります。

○満行潤一議員 次に、学校の防災教育・訓練

についてお伺いいたします。東日本大震災の発

生時刻が午後２時46分ということで、大半の子

供たちが学校にいて、多くの犠牲が出たとされ

ていました。学校での防災教育・訓練の重要性

を教えてくれます。自分の命を守るためにどの

ような行動をとるべきなのか、発達段階に応じ

た正しい判断、行動ができる児童生徒を育てて

いくことが肝要だと思います。学校での防災教

育、防災訓練の状況をお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育を進める上

で大切なことは、いつ、どこで災害が発生しよ

うとも、児童生徒がみずから命を守ることがで

きるようにすることだと考えております。そこ

で、現在、県内では全ての学校において安全計

画を作成し、実践的な防災教育に取り組んでお

ります。具体的には、従来の避難訓練に緊急地

震速報を取り入れ、地震到達までの数秒間でど

のような行動をとるのかという判断をさせる工

夫や、消防団や自治会等と連携した地域ぐるみ

での訓練を行っております。また、県教育委員
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会でも、これからの地域防災に貢献できる人材

を育成するため、高校生に対し、災害発生を想

定した避難所運営訓練などを実施しており、参

加した高校生が防災リーダーとして各学校の取

り組みを進めております。

○満行潤一議員 いろいろ進めていただいてい

るようで、ありがとうございます。でも、地

震、風水害、土砂災害、それぞれ対応が違うわ

けであります。学校での防災教育授業では、ハ

ザードマップ作成や図上訓練なども行っていた

だきたいと思います。そこで、防災士の資格を

持つ教職員の人数はどれぐらいなのか、お伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育を推進する

ためには、各学校に核となる教職員を養成して

おく必要があると考え、県教育委員会では、平

成24年度と25年度に防災教育指導者養成研修会

を実施し、県内の教職員の中から345名の防災士

の有資格者を養成いたしました。今後とも、教

職員の防災士資格の取得については積極的に啓

発を行うとともに、資格取得に意欲のある職員

が研修等に参加しやすい、そういう配慮をする

よう、各学校を指導してまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 345名いらっしゃるということ

ですが、人事異動がありますので、適正な配置

をお願い申し上げたいと思いますし、引き続き

防災士養成にぜひ御努力いただきたいと思いま

す。学校だけでは児童生徒は守れない。それは

今、教育長もおっしゃいました。地域との連携

が何よりも重要だと思いますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。

最後に、少人数学級の現状と課題についてで

あります。

都城市と合併した旧高崎町内には、「子ども

は地域の宝」と書かれた看板が多数立っていま

す。まさに子供は地域の宝です。子供たちは、

未来を信じ、立派な社会人になることを夢見て

日々勉学に部活に頑張っています。しかし、そ

の家庭環境は、経済的問題など大きく変化して

います。子供一人一人の個性をしっかり把握

し、きめ細かな指導を行うためには、少人数の

学級編制が必要です。財務省は、小学校１年生

で実施している少人数学級の効果が見えない、

予算措置をやめるとアナウンスしていました

が、今年度は従前どおり予算措置されました。

財務省はそう言っても、私たち素人が考えて

も、40人クラスより25人、30人クラスのほうが

きめ細かな指導ができることは十分わかりま

す。現在、本県では、小学校１年生・２年生、

中学校１年生に少人数学級制を実施していただ

いておりますが、学校現場の並々ならぬ努力で

実現しています。しかし、もうそれも限界で

す。小学校、中学校、高校までも少人数学級制

を導入するよう、強く国に働きかけるべきでは

ないかと思いますが、教育長、いかがでしょう

か。

○教育長（飛田 洋君） 本県の少人数学級に

ついては、今御紹介もありましたように、小学

校１・２年生、中学校１年生に導入しておりま

す。学校からは、「授業につまずく子供が減っ

た」「配慮を要する子供に細やかな対応ができ

るようになった」などの声が寄せられており、

その教育効果は高いものがあると考えておりま

す。少人数学級の充実について、私もみずから

文部科学省を訪問し、お願いしますという要望

を行うとともに、全国都道府県教育長協議会等

を通じて国に働きかけを行っているところで

す。それから、この間、財務省のいろんな動き

を捉まえて、その動きに呼応して、６月10日に
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は、九州地方教育長協議会として緊急に、文部

科学省や財務省などに対して、少人数学級の実

施のために活用している加配定数の確保及び拡

充について、要望を行ったところであります。

今後とも、さまざまな機会を捉えて、少人数学

級等の指導体制の充実に向けて、教職員定数の

改善や、必要となる財源の措置などを、国に対

し強く要望してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。隔世

の感があるなと思います。教育委員会に質問す

ると、「効果が上がるというデータがありませ

ん」と、そういう時代もありました。しかし、

今しっかり教育長が、効果があると認識され、

お答えもいただきましたので、ぜひ、みんなで

力を合わせて頑張っていきたいと思っておりま

す。

子育て世代の賃金の低下や非正規雇用の拡

大、子供の貧困、本当に多くの問題が今、山積

をしています。この負の連鎖を断ち切るため

に、公教育の役割は大きなものがあると思いま

す。子育てが終わったと思えば、孫の面倒を見

るときが私にもやってまいりました。戦争のな

い平和な日本、安心・安全な地域で健やかに

育ってほしいと切に願っているところでありま

す。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第19号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第19号採決

○星原 透議長 まず、人事委員会委員の選任

の同意についての議案第19号について、お諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第19号についてお諮りいたします。

本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第18号まで及び報告第１

号並びに請願委員会付託

○星原 透議長 ここで、議案第１号から第18

号まで及び報告第１号の各号議案並びに新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす24日から30日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、７月１日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後１時54分散会
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平 成 2 7 年 ７ 月 １ 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 佐 藤 勇 夫

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦
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◎ 常任委員長審査結果報告

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第18号まで及び報告第

１号の各号議案、並びに請願第１号を一括議題

といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、清山知憲委員

長。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件及び新規請願１件の計10件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

なお、議案第１号、第５号、第16号、第18号

及び報告第１号については賛成多数により、そ

の他の議案については全会一致により、請願第

１号は、その取り扱いについて活発な委員間討

議がなされ、賛成少数により決定しておりま

す。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成27年度宮崎県一般会計補正予算

（第１号）についてであります。

今回の補正は、本県の厳しい財政状況も踏ま

えながら、政策的事業や新規事業等を中心とし

た、いわゆる肉付け予算として編成されたもの

であり、補正額は561億2,400万円の増額となっ

ております。この結果、補正後の一般会計の予

算規模は6,978億5,200万円となりますが、口蹄

疫対策転貸債などに係る償還金1,200億円を除い

た予算の規模は5,778億5,200万円であり、前年

度の当初予算と比較して、45億4,000万円、0.8

％の増となっております。

なお、財源調整のための基金からの繰り入れ

は、当初予算と合わせて236億円余であり、この

結果、平成27年度末における基金残高は227億円

程度となる見込みであります。

また、県債残高につきましては、口蹄疫対策

転貸債など1,200億円を償還するため、27年度末

で8,933億円程度、さらに、臨時財政対策債を除

いた実質的な県債残高は211億円減少し、5,148

億円程度となる見込みであります。

この補正予算のあり方について、委員より、

「今回の補正予算、いわゆる肉付け予算につい

ては、知事の政策提案を具現化するための政策

的事業や新規事業等を中心として編成したとの

説明であったが、中には骨格予算に計上すべき

と思われるものが散見された。肉付け予算は真

に政策的判断が必要なものに限るべきであり、

予算編成のあり方について一考を要する」との

指摘があり、当局より、「今回の措置として

は、編成時期等の関係から、骨格予算と、新知

事の政策を反映させるための肉付け予算に分け

て編成したところであるが、御指摘の趣旨も踏

まえ、次回に向けて十分検討してまいりたい」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、公共事業を初め

とする事業の早期執行は、地域経済への波及効

果が大きいことから、次回においては可能な限

り本格予算として編成されるよう、強く要望い

たします。

次に、総合政策部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で６億8,400万円余、

平成27年７月１日(水)
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特別会計で3,200万円余の増額補正であり、一般

会計及び特別会計を合わせた補正後の予算額

は131億1,100万円余となります。

次に、総務部所管の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で50億5,900万円余の

増額補正であり、特別会計を合わせた補正後の

予算額は4,687億8,600万円余となります。

次に、南海トラフ地震における具体的な応急

対策活動に関する計画についてであります。

これは、南海トラフ巨大地震の発生後、国等

の防災関係機関が、被害の全容把握を待つこと

なく直ちに災害応急対策活動を開始すること

や、被害が甚大と見込まれる地域に対して、人

的・物的資源を重点的かつ迅速に投入すること

を目的としており、これを踏まえ、本年度末を

目途に県段階での計画を策定することとしてお

ります。

このことに関連し委員より、「県内において

は、内陸部の自治体が沿岸部を支援することが

想定されるが、国が示す消防職員数の基準を大

幅に下回る自治体については、その対応が可能

か非常に危惧している」との意見がありまし

た。

被災時においては、県内の消防力を最大限動

員する必要があることから、当局におかれて

は、県内自治体の消防力向上に向け、より一層

取り組まれるよう要望いたします。

次に、「宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファン

ドの延長に関する意見書」についてでありま

す。

平成22年４月に本県で発生した口蹄疫が、広

域かつ長期に及んだことや、農畜産業の回復の

おくれにより、商工・観光分野を初めとする他

産業にも大きな影響を及ぼし、県内経済の停滞

を招いているところであります。口蹄疫からの

早期かつ着実な再生と新たな成長を確固たるも

のとするためには、さまざまな分野へのきめ細

やかな対応に、平成28年度以降も継続して取り

組む必要があり、そのためには宮崎県口蹄疫復

興対策運用型ファンドの延長等が不可欠であり

ます。このようなことから、同ファンドの財源

となる転貸債発行に当たっての必要な措置等を

講ずることについて、国に対し強く求めるもの

であります。

次に、「「地方創生」実現のための新型交付

金に関する意見書」についてであります。

急速に進行する人口減少、高齢化が大きな課

題となっている中、国において「まち・ひと・

しごと創生法」が制定され、地方創生の実現に

向けた取り組みが進められているところであり

ます。真の地方創生を実現するためには、地域

の実情に応じた継続的な取り組みと、それを支

える安定した財源が必要不可欠なことから、平

成28年度からの本格実施に向け検討がなされて

いる新型交付金に関し、制度の早急な提示や地

方の意見の反映、また、地方創生先行型の交付

金を大幅に上回る規模の確保等について、国に

対し強く要望するものであります。

これら２件の意見書の提出につきましては、

いずれも全会一致で決定いたしましたので、議

長においてよろしくお取り計らいくださるよう

お願いいたします。

次に、請願第１号「安全保障関連法案の慎重

審議を求める請願」についてであります。

本請願の趣旨は、現在、国会で審議中の安全

保障関連法案について、今国会で性急に成立さ

せることなく、慎重に審議することを求める意

見書を国に提出してほしいとのことでありま

す。
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このことについて委員より、「請願提出の後

に、通常国会としては戦後最長となる95日の会

期延長が決められており、慎重審議の時間は確

保されている。慎重に審議することは重要と考

えるが、今国会での是非については、今後の審

議の行方を見定めなければならず、現段階で請

願のとおりの意見書を提出することには賛同し

かねる」との意見があり、採決の結果、賛成少

数により不採択となったところでございます。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、厚生常任委員会、後藤

哲朗委員長。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件の計３件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり決定いたしま

した。

なお、議案第１号については賛成多数によ

り、その他の議案については全会一致により決

定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で50億8,700万円余の

増額補正であり、特別会計を合わせた補正後の

予算額は1,038億7,600万円余となります。

このうち、里親制度普及促進事業についてで

あります。

このことについて委員より、里親委託の目標

値等について質疑があり、当局より、「国にお

いては、平成41年度までの15年間で約30％に引

き上げることを目標としており、本県において

もそれに沿って取り組むこととしている」との

答弁がありました。

これに対して委員より、「単に国が示した目

標値を目指すという姿勢ではなく、里親制度を

より推進していくためには、宮崎モデルと呼ば

れるような新たな取り組みを期待したい」との

意見がありました。

当委員会といたしましては、社会的養護を必

要とする児童をより家庭的な環境で養育できる

よう、地域の実態に応じた本県独自の取り組み

について検討いただくよう要望いたします。

次に、地域医療構想の策定についてでありま

す。

これは、団塊の世代が後期高齢者となる2025

年に向けて、高齢化の進展により増大する医療

サービスの需要を見据え、地域にふさわしいバ

ランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に

推進するため、新たに策定するものでありま

す。

このことについて委員より、「政府から発表

された2025年における本県の必要病床数の推計

値を踏まえて、当該構想を策定していくのか」

との質疑があり、当局より、「この数値はあく

まで一定の条件に基づく推計値であり、構想策

定に当たっては、本県の実情等を踏まえてまい

りたい」との答弁がありました。

次に、宮崎県障がい者工賃向上計画の改定に

ついてであります。

これは、就労継続支援Ｂ型事業所を利用する
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障がい者の工賃向上を図るため策定していた、

現計画の計画期間が満了することから、今回見

直しを行うものであります。

このことについて委員より、「当該計画の趣

旨を踏まえ、官公需の発注拡大に積極的に取り

組んでいただきたい」との意見がありました。

また、別の委員より、社会福祉施設に対する

指導監査の実施頻度について質疑があり、当局

より、「おおむね２～３年に１回実施してい

る」との答弁がありました。

さらに、このことに関連して複数の委員よ

り、「利用者に対する虐待、介護報酬の不正受

給等といった事案が少なからず見られる。施設

数も増加していることから、今後もさらに、同

様の事案の発生や、利用者及び職員の処遇も含

めた問題が生じないかを懸念している」との意

見がありました。

当委員会としましては、社会福祉施設が適正

な運営と透明性を確保できるよう、県として十

分、目を行き届かせていただくことを要望いた

します。

次に、病院局所管の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、県立宮崎病院改築に係る基本

設計業務委託費の債務負担行為を設定するとと

もに、昭和45年度から平成２年度にかけて、当

時の資金不足を補うために借り入れた一般会計

からの借入金の残額を全額償還するため、１

億9,500万円余を増額補正するものであり、補正

後の一般会計借入金償還金の予算は６億9,500万

円余となります。

このことについて委員より、「今回、借入金

残額を一括して償還することによって、病院経

営に支障が生じないか」との質疑があり、当局

より、「借入金の償還財源となる損益勘定留保

資金については、平成26年度末で約45億円を見

込んでおり、今回の増額補正を行っても経営に

支障はないと考えている」との答弁がありまし

た。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、商工建設常任委員会、

二見康之委員長。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で117億6,000万円

余、特別会計で2,500万円の増額補正でありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は641億6,500万円余となりま

す。

このうち、新規事業「クルーズ・ＬＣＣ元年

推進事業」についてであります。

この事業は、クルーズ船誘致のトップセール

スやクルーズコンベンションへの出展等を行う

とともに、ＬＣＣを活用して訪日外国人や関西

からの誘客促進を図るものであります。
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当委員会といたしましては、今後のクルーズ

船の寄港によりもたらされる経済効果は非常に

大きいと考えられるため、当事業により積極的

な誘致活動を行うとともに、宮崎県南部広域観

光協議会の活動等を通じ、寄港地周辺だけでな

く、内陸部を含めた県内各地へ経済効果が波及

するよう取り組むことを要望いたします。

次に、「みやざき産業振興戦略」の策定につ

いてであります。

このことについて委員より、「平均賃金が全

国平均の約８割という現状にある当県が、全国

に追いつくためには、付加価値額を上げること

が最重要課題であるが、そのためには何が必要

と考えているか」との質疑があり、当局より、

「製造業であれば、高付加価値製品をつくり県

外へ売っていくことや、県内企業同士の取引を

活発化させ、県内に経済循環を起こすことが必

要と考えている」との答弁がありました。

また、別の委員より、商店街活性化の考え方

についての質疑があり、当局より、「これから

高齢化が進んでいく中で、さまざまな機能が集

積している商店街の役割は重要であるため、具

体的な実例等も参考にしながら、しっかりした

方向性を示してまいりたい」との答弁がありま

した。

本県産業の振興は、平均賃金の上昇につなが

るとともに、良質な雇用の確保によるＵＩＪタ

ーンの促進など、地方創生の実現に向けても効

果があることから、当局におかれましては、今

後、市町村、企業、商工会議所・商工会など関

係機関の幅広い意見を集約し、実効性のある戦

略を策定していただくよう要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で156億2,400万円余

の増額補正であります。この結果、一般会計と

特別会計を合わせた補正後の予算額は70 7

億9,600万円余となります。

このうち、「地域経済活性化・防災対策特別

枠」についてであります。

このことについて委員より、「この特別枠の

趣旨を鑑みると、できるだけ早期に事業を発注

する必要があると考えるが、どう取り組んでい

くのか」との質疑があり、当局より、「これま

でも速やかな事業の発注に全庁的に取り組んで

おり、今回の補正分も含め、今後も早期発注に

努めてまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、公共投資を積極

的に行うことは、地域経済に与える効果が大き

いことから、公共三部で連携し、今後も速やか

な事業の発注に努め、切れ目のない経済対策に

つながるよう取り組んでいただくことを要望い

たします。

次に、改善事業「木造住宅耐震化リフォーム

推進事業」についてであります。

この事業では、これまで、木造住宅の耐震診

断と耐震改修に対する補助や県民に対する普及

啓発を行い、耐震化の促進と減災を図ってきま

したが、今年度から新たに、耐震改修設計を補

助対象に追加し、診断・設計・改修の全てを補

助対象としたところであります。

このことについて委員より、「耐震リフォー

ムの推進により、県民の命が守られることに加

え、経済波及効果も期待されることから、より

多くの県民に活用してもらえるよう、積極的な

事業の周知に努めていただきたい」との要望が

ありました。

次に、急傾斜地崩壊対策事業についてであり

ます。

このことについて委員より、「中山間地域に
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おいて整備が必要な箇所がいまだ多く見られる

が、今後どのように対策を進めていくのか」と

の質疑があり、当局より、「対策が必要な急傾

斜地崩壊危険箇所である約2,680カ所について、

整備率がまだまだ低い状況にあり、今後も必要

な箇所の整備を進めてまいりますとともに、ハ

ード事業は相当な時間を要することから、ソフ

ト事業として、基礎調査の結果を周知し、土砂

災害警戒区域等の指定を推進するなど、重点的

に取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、県民の生命・財

産を守るため、引き続き、防災対策に必要な予

算を確保するとともに、急激な気象状況の変化

等も勘案し、ソフト、ハードの両面から総合的

な対策を推進していただきますよう要望いたし

ます。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、環境農林水産常任委員

会、渡辺創委員長。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で70億1,900万円余の

増額補正であり、この結果、一般会計及び特別

会計を合わせた補正後の予算額は230億2,600万

円余となります。

このうち、林業公社費貸付金についてであり

ます。

このことについて委員より、「公社の資金不

足額に対して、県や市町村が貸付金による支援

を行っており、本年度の県の貸付額は10億1,000

万円余となっている。公社が、山村地域への経

済貢献など、県内唯一の森林整備法人として役

割を果たしていることは理解できるが、このよ

うな支援に対してどのような経営努力をしてい

るのか」との質疑があり、当局より、「平成23

年度に改定した第３期経営計画に基づき経営改

善に取り組んでおり、効率的な間伐や間伐材の

製材工場への直接販売など、収入確保に努めて

いるところである。この結果、計画を上回り、

平成25年度は4,100万円、平成26年度は1,800万

円の黒字となった」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県の負担が最小

限となるように、今後も公社とともに経営改善

に取り組むとともに、負担に対する県民の理解

が得られるように、計画に基づいた取り組み状

況について、丁寧な周知に努めていただくこと

を要望いたします。

次に、浄化槽整備事業補助金についてであり

ます。

これは、生活排水処理率を向上させて河川浄

化を図るため、単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽への転換等に要する経費の補助を行うもの

であります。

このことについて委員より、「本県は単独処
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理浄化槽が平成26年度末で約６万9,000基残って

おり、また、生活排水処理率は全国平均を９ポ

イント下回る74.7％であるが、今後どう取り組

んでいくのか」との質疑があり、当局より、

「ことし３月に改定した第２次宮崎県生活排水

対策総合基本計画において、処理率を平成32年

度までに83％に引き上げることを目標として定

めており、市町村や関係団体と連携して、その

達成に向けて取り組んでいきたい」との答弁が

ありました。

これに対して委員より、「今後、より一層、

関係機関に働きかけるなど、スピード感を持っ

て処理率を高め、県民の生活環境の向上を図っ

ていただきたい」との要望がありました。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計98億6,300万円余の増

額補正であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は419億3,700万円余

となります。

このうち、農地中間管理機構支援事業につい

てであります。

これは、農地中間管理機構などを通じて、意

欲ある担い手へ農地を集積化することによっ

て、生産効率を高めるとともに、耕作放棄地の

発生防止、解消を図るものです。

このことについて委員より、「農地集積が進

んでいないが、その理由の一つとして、制度内

容の周知不足が挙げられる。他県の取り組みな

どを参考にしながら周知を図るとともに、市町

村や関係団体等と連携し、農地所有者や担い手

が安心して取り組めるよう努めていただきた

い」との要望がありました。

また、このことに関連して委員より、「現

在、国において耕作放棄地の課税強化が検討さ

れているが、農業生産に不利な地形が多く、耕

作しないのではなく、耕作したくてもできない

という地域の実情をしっかりと国に伝えていた

だきたい」との要望がありました。

次に、畜産振興対策についてであります。

このことについて委員より、「本県の優良な

子牛については、値段が高騰して県内農家が購

入しづらい状況にあり、県外流出の拡大を危惧

する声が聞かれるが、どのような対策をとって

いるのか」との質疑があり、当局より、「全共

２連覇により宮崎牛の評価が高まり、県外の購

入希望者もふえてきている。優良な雌子牛を県

内地域に保留することは、本県肉用牛の生産基

盤を維持強化するために重要であり、いわゆる

保留牛の経費について、１頭当たり10万円を助

成している」との答弁がありました。

このことについて委員より、「畜産農家が将

来にわたって安心して経営でき、良質な宮崎牛

の生産拡大が図られるよう、十分な対策を講じ

ていただきたい」との要望がありました。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

の後期計画策定についてであります。

これは、「みやざき農業の成長産業化への挑

戦」という現在の計画の目標を継承しながら、

「販売力の強化」「生産力の向上」「人財の育

成」の３つの視点から、新たに後期計画として

６本の重点プロジェクトを立ち上げるもので

す。

当委員会といたしましては、現状を分析しな

がら具体的な数値目標を掲げるとともに、ＴＰ

Ｐ協定の交渉妥結も想定した、大きな変革の時

代に対応した計画となるよう要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査
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といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、文教警察企業常任委員

会、重松幸次郎委員長。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしてお

ります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

最初に、公安委員会所管の補正予算について

であります。

今回の補正は、一般会計で３億9,300万円余の

増額補正となっており、この結果、補正後の予

算額は269億2,900万円余となります。

このうち、交通安全施設整備事業費について

であります。

このことについて委員より、「信号機新設に

ついて、県民の要望全てに応えることは不可能

であるが、警察としてはどのような考えのもと

に取り組んでいくのか」との質疑があり、当局

より、「新設の要望があった場合は、現地に赴

き、事故の発生状況や交通量、住民の意見等を

勘案し、緊急性の高い箇所から優先順位をつけ

て設置している。新設を行わなかった場合も、

一時停止の標識等の設置、また、道路管理者等

と協議してカラー舗装等を施すなど、交通安全

対策に取り組んでいる」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、交通安全対策は

県民の命を守るために重要なテーマであります

ことから、財政状況が厳しい中ではあります

が、可能な限り信号機の設置を行うなど、積極

的に事業に取り組んでいただくことを要望しま

す。

次に、電力システム改革の動向についてであ

ります。

このことについて委員より、「企業局などの

卸供給事業者等が、電力会社に電気を供給する

際の料金規制等が撤廃された場合、どのような

対応をしていくのか」との質疑があり、当局よ

り、「総括原価方式は廃止されるが、九州電力

と平成37年度までの売電について基本契約を締

結しているため、総括原価方式にかわる新しい

算定方法を同社と協議し、現在の水準を上回る

価格で売電できるよう交渉していきたい。一方

で、入札による売電の可能性についても検討し

てまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、引き続き、電力

システム改革や電力市場の動向等について情報

収集を行い、県民の利益につながるよう適切な

対応に努めていただくことを要望します。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で５億7,500万円余の

増額補正となっており、この結果、特別会計を

合わせた補正後の予算額は1,085億4,500万円余

となります。

このうち、新規事業「県立美術館開館20周年

記念事業」についてであります。

この事業は、県立美術館が開館20周年を迎え

るに当たり、記念特別展にあわせて記念事業を

実施するものであります。

このことについて委員より、「開館20周年な

どの節目に魅力的な美術品を購入・展示するこ
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とは、開館記念を印象づけ、来館者数の増加に

もつながると考えるが、美術品等取得基金を利

用することはできないのか」との質疑があり、

当局より、「当基金は取り崩し型の基金になっ

ておらず、購入した額を翌年度以降に一般会計

で補塡しなければならないため、基金の利用に

ついては慎重に検討する必要がある」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、美術品等取得基

金の設置目的が「美術品及び美術に関する資料

の取得を円滑かつ効率的に行うため」とされて

いるにもかかわらず、平成15年度以降利用され

ていないことから、目的に即した利用ができる

基金となるよう検討いただくことを強く要望い

たします。

次に、新規事業「世界遺産調査研究事業」に

ついてであります。

この事業は、調査研究を充実させ、国内外に

情報を発信し評価を高めることで、西都原古墳

群などの保護・継承に対する理解を得るととも

に、世界遺産登録に向けた機運の醸成を図るも

のであります。

このことについて委員より、「世界遺産登録

を目指すには、全庁的な取り組みが必要だと思

われるが、どのような体制で事業を実施するの

か」との質疑があり、当局より、「世界遺産登

録については、調査だけでなく情報発信も重要

になるため、県外へのアピール等については部

局横断的に取り組んでいきたい」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、東九州自動車道

が整備され、本県への観光客増加が期待される

中、西都原古墳群が世界遺産に登録されること

により、観光客を県央まで呼び込むことが、観

光振興等を図るために非常に効果的であります

ので、世界遺産登録に向けた取り組みを部局横

断的に推進していただくよう要望いたします。

次に、第二次宮崎県教育振興基本計画の改定

計画素案についてであります。

このことについて委員より、「「主な成果目

標及び指標」についてわかりにくい箇所がある

ため、誰もが理解できるような表現にすべきで

ある」との意見があり、当局より、「県民一丸

となった計画の推進を図りたいと考えているた

め、表現の仕方について工夫を凝らすなど、再

度見直しを行いたい」との答弁がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 請願第１号

「安全保障関連法案の慎重審議を求める請願」

の不採択に反対する立場で、討論を行います。

昨年の６月議会では、解釈改憲による集団的

自衛権の行使容認の閣議決定に反対を求める決

議と意見書を求める請願が不採択となりまし
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た。私は、不採択に反対する討論を行い、沖縄

戦慰霊の日に、石垣市の小学校３年生が追悼式

で、遠い空の下の戦火に思いをはせた詩「空は

つながっている」を朗読したこと、また、天皇

陛下が憲法改正の動きを危惧されていること

や、海外で活動する人道支援のボランティアで

は、「中立性と公正性の維持こそがＮＧＯの安

全を支えており、軍隊とかかわりのある組織と

混同されれば、攻撃の対象になりかねない。自

衛以外は一切武力攻撃をしないという平和主義

的な政策が日本全体を守ってくれた。さらに、

非核三原則や武器輸出三原則、政府の途上国援

助による貧困削減や人道重視などの方針も、大

きな意味で安全保障であり、戦後日本の貴重な

財産だった」と、日本ボランティアセンターの

叫びなどを紹介し、痛ましい悲惨な沖縄戦など

の経験や、唯一の被爆国として日本が果たすべ

き役割は、憲法９条を世界へどう広げて生かし

ていくかを壇上で訴えました。そして今、国会

で議論されている安全保障関連法案でありま

す。

まずは、そもそも論です。法案は形式的に２

本ですが、そのうち１本は、自衛隊法に始ま

り、国際平和協力法、いわゆるＰＫＯ、周辺事

態安全確保法など10本の法律をパッケージにま

とめてあります。これでは国民に対して丁寧な

説明になり得ないと言わざるを得ません。法案

を１本ずつ丁寧に提案し説明していくことが、

誠意ある丁寧な説明につながると思います。最

近の世論調査によると、８割を超える国民の方

が「説明不十分」と答えています。また、３カ

月の国会延長が強行採決はしないと担保された

ものでもありません。過去のＰＫＯ法案やイラ

ク特措法などの審議では、特別委員会を設置し

て２～３国会をかけて審議された経緯がありま

す。延長せずに、一度国会を閉じるべきであっ

たと申し上げるものであります。

また、集団的自衛権行使容認の要件、存立危

機事態については、事例を挙げて説明がなされ

てきました。何回聞いても理解に苦しみます。

日本への武力攻撃と認定できるものであれば、

個別的自衛権で対処できるのではないかと考え

ます。本当に日本の安全を強化するために法案

を通したいのなら、「集団的自衛権」という言

葉にこだわらず、個別的自衛権でできることを

丁寧に検証されればいいのではないでしょう

か。昨年７月１日の解釈改憲による集団的自衛

権の行使容認を閣議決定された時点に立ち戻

り、議論をやり直すべきと考えます。

さらに、もう一つ大事な議論がなされていま

せん。個別的自衛権・専守防衛の立場に徹して

きたはずの自衛隊は、集団的自衛権の行使容認

によって、間違いなく軍事費を増大させる基本

条件をつくったことになります。しかし、集団

的自衛権行使容認で生じる新たな財政負担につ

いては、余り論じられていないと思います。安

倍総理は、防衛費に関する発言が米国向けと日

本国内向けで食い違っています。米国では、

「成長によって社会保障を強化しながら、防衛

費をしっかりふやしていく」と表明されていま

す。一方、安全保障関連法案閣議決定後の記者

会見では、「この法制で防衛費がふえていくと

か減っていくとかということではない」と述べ

られています。これはもうまさに詭弁です。仮

に日本が、集団的自衛権の行使容認に伴って普

通の国になろうとすれば、新たに莫大な費用が

必要となります。2003年に始まった自衛隊のイ

ラク派遣では、2008年度までの６年間に2,262億

円が支出されたと言われます。このときは、自

衛隊のごく一部を派遣した、あくまで後方支援
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の金額です。単純比較はできませんが、アメリ

カの同盟国としてアフガン戦争に参入したイギ

リスは６兆5,000億円をつぎ込んでいます。自衛

隊が海外に展開するとなれば、新たに発生する

装備の導入・運用や人員増のコストははかり知

れません。ある軍事評論家は、22兆円を超える

と試算しています。少子高齢化と人口減少で経

済成長が期待できない我が国の現状です。集団

的自衛権の行使容認によって生まれるコスト増

を、国の借金が1,000兆円を超えている深刻な財

政危機にある日本が負担できるのでしょうか。

そうしたシミュレーションや数値も説明されて

いません。

自衛官の生命リスクは上がるのに、その説明

は避け、安全の空手形を振りまいています。議

論が深まれば深まるほど矛盾が露出していま

す。従来の個別的自衛権で十分対応できるの

に、憲法解釈を変えてまで集団的自衛権を適用

させる安倍総理の執念がかいま見えます。

憲法学者の意見は共通しています。集団的自

衛権は憲法に違反しており、それを認めると、

法治国家の根幹、立憲主義を損ない、法的安定

性を揺るがすというものです。法案を合憲と答

える学者はわずか３人です。山崎拓自民党元副

総裁ら長老４人衆による安保法制批判記者会見

もありました。ようやく安保法制の議論が一般

に広がり出しました。ところが、過日、自民党

国会議員の勉強会で出席者が報道機関に圧力を

かけるような発言があり、問題になっていま

す。戦時中に我が国が経験したおぞましい言論

弾圧を思い出します。安保法制を何としてでも

今国会で成立させたいがための３カ月に及ぶ国

会延長は、政治の潮目が変わるステージへとな

るのではないかと確信するものです。国民の８

割以上が説明不足と考えている現状、憲法違反

が濃厚な法案を強行採決することがあってはな

りません。

以上申し上げてきましたとおり、安全保障関

連法案に潜むさまざまな、かつ重たい問題があ

ります。国民の前に丁寧に説明をし、明らかに

すべきものが数多く残されているのです。慎重

審議の願意はまさにここにあります。

結びに、103歳になられた現役医師の日野原重

明さんの著書を紹介して、討論を終わりたいと

思います。

昨年５月に、「十代のきみたちへ―ぜひ読ん

でほしい憲法の本」を出版されました。この本

に次の一節があります。「いのちを守る憲法を

持っている日本の人たちは、もっともっといの

ちを大切にしなければなりません。いのちの大

切さを忘れ、お金もうけばかりに気を取られて

いると、そのうち憲法を変えようとする人たち

に、いのちを守らない憲法をつくられてしまう

かもしれません」。日野原さんはこれまで200冊

以上の本を書かれてきましたが、憲法をテーマ

にされたのは初めてだそうです。政府が集団的

自衛権の行使容認を閣議決定し、「戦争」の言

葉が盛んに飛び交う現状を憂い、「「いのち」

を守るはずの憲法の解釈を変え、大人は日本を

戦争をする国に変えてしまった。それに「ノ

ー」と言える子供たちを育てることに力を入れ

たい」との思いが込められている本でありま

す。日野原医師は、京都帝国大学医学部１年の

ときに結核で１年間の闘病生活を強いられ、そ

れがあって徴兵されませんでした。徴兵されな

かったことに、「戦争で無駄死にしないで済ん

だ」と答えられ、「人間は過ちを犯します。そ

れが人間なのですが、過ちを許す心が大切で

す。戦争は許す心とは逆の事態。今は許す心が

失われているように思えて仕方ありませんね」
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と嘆かれています。

いま一度申し上げます。平和憲法を持つ日本

の進むべき道は、憲法９条を生かし、世界人類

平和のために諸外国の先頭に立つことです。

よって、「安全保障関連法案の慎重審議を求め

る請願」の不採択に心から反対を表明し、討論

を終わります。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 請願第１号

「安全保障関連法案の慎重審議を求める請願」

の不採択に賛成の立場から、討論をいたしま

す。

本請願の趣旨は、現在国会で審議中の安全保

障関連法案については、今国会で性急に成立さ

せることなく、慎重に審議することを求める意

見書を国に対して提出することであります。本

請願は、６月19日に県議会に提出されたわけで

ありますが、その後、６月22日に、衆議院は本

会議において、今国会の会期を６月24日から９

月27日まで95日間延長することを賛成多数で議

決したところであります。これはまさに、政府

・与党が、慎重な審議を求める声に十分応えら

れるよう、戦後最長となる会期延長を決断した

ものであり、慎重審議の機会は確保されたもの

と考えます。

国民生活に大きくかかわる安全保障関連法案

を慎重に審議していくことは大変重要であり、

論をまたないところであります。慎重審議の重

要性という点においては、私たちとしても一致

しているところでございます。しかしながら、

本請願の趣旨は、この安全保障関連法案を今国

会で成立させることのないよう求めるものであ

ります。本法案の今国会での成立の是非につい

ては、今後の国会審議の行方を見定めなければ

ならず、現段階において成立しないよう求める

ことは、今後の国会審議をないがしろにするも

のであります。

また、本請願では、安全保障関連法案を「戦

争関連法案」と称し、本来、国家の安全を保障

し、国民を守ることを目的とする本法案への認

識に大きな誤りがあると考えられます。

以上の理由により、請願のとおりの意見書を

提出することに賛同はできないと考えます。議

員各位におかれましては、以上申し上げてまい

りました趣旨を御理解の上、御賛同賜りますよ

うよろしくお願い申し上げ、賛成討論を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。

請願第１号「安全保障関連法案の慎重審議を

求める請願」についての討論を行います。同請

願の委員会での審査結果は不採択でありまし

た。私は採択を求めるものです。

今国会で、安全保障関連法案、いわゆる戦争

法案の審議が行われていますが、中身は、昨年

７月１日、安倍内閣が閣議決定した集団的自衛

権の行使容認の具体化を図るための法整備で

す。我が党の追求や審議が進む中で、日本が再

び戦争する国になる、その危険性が明らかにな

る中、どの世論調査でも示されているように、

国民の戦争法案反対の声は日増しに大きくなっ

ています。連日、数千、数万規模で、女性や若

者、高齢者も労働者も国会へ詰めかけ、「戦争

法案反対の国民の声を聞け」と、国会を包囲す

る状況が続いています。こうした中、政府は、

６月24日閉会の国会会期を９月27日まで95日間

延長するという戦後最長の延長を強行し、何が

何でも戦争法案の成立を図ろうとしています。

政府は平和安全法制を標榜していますが、そ
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の内容は、日本の国の平和とも、国民の安全と

も全く無縁のものです。米国が世界で行う戦争

に際して、いつでも、どこでも、どんな戦争で

も自衛隊が参戦・支援するための戦争法案がそ

の正体です。しかも、自衛隊法、ＰＫＯ協力

法、周辺事態法、事態対処法など全体で11本に

も及ぶ法案を一括して、一気に成立させようと

するやり方は言語道断です。

また、安倍政権は、戦争法案の閣議決定に先

立って、４月27日、アメリカと「新ガイドライ

ン（日米軍事協力の指針）」を交わして、戦争

法案の内容を実行することをアメリカに全面的

に誓約し、さらに、安倍首相は４月29日、米議

会での演説で、戦争法案をこの夏までに成就さ

せると期限を区切って、力ずくで強行すること

を誓約しました。「海外で戦争する国」への大

転換を、国会での一切の議論もないまま、まず

アメリカに誓約するのは、日本の独立と主権を

ないがしろにするものであり、およそ議会制民

主主義とは相入れないものです。

６月４日、衆議院憲法審査会に招かれた３人

の憲法学者全員が、戦争法案について、「憲法

９条違反」と断じました。自民、公明、次世代

の３党に推薦された長谷部恭男・早稲田大学教

授は、「集団的自衛権の行使が許されるという

点については、憲法違反と考える。従来の政府

見解の基本的な議論の枠内では説明がつかない

し、法的な安定性を大きく揺るがす」と述べ、

また、「他国への攻撃に対して武力を行使する

というのは、自衛というよりはむしろ他衛で、

そこまでのことを憲法が認めているのか」と指

摘をしています。

戦争法案の問題は幾つもありますが、とりわ

け我が党が国会で追求をした大問題の１つに、

戦闘地域での軍事支援の拡大は、殺し、殺され

る危険が決定的に高まること。２つに、ＰＫＯ

法改定は、戦乱が続いている地域の治安維持活

動まで及ぶ危険性が生じること。３つに、アメ

リカに従う集団的自衛権の行使で、アメリカと

ともに侵略国になる危険性が生じること、こう

した問題点が浮き彫りになりました。

集団的自衛権の行使容認は、これまで憲法９

条で守ってきた海外での武力行使の歯どめを外

し、日本が「戦争しない国」から「戦争する

国」になるということにほかなりません。何よ

り、この戦争法案は、武力の行使を禁止し、戦

力の保持を禁止した憲法９条に明確に反する憲

法違反そのものであり、無効です。国のあり方

を180度変えてしまう大転換を、立憲主義にも平

和主義にも反し、時の一内閣が憲法解釈で行う

ことに何の道理もありません。

「戦争だけは絶対にだめです」と、戦争を体

験してこられた高齢者の方々はこぞって、「再

び若者に銃を持たせてはならない」と訴えられ

ます。若い世代も、「人ごとではない。戦争で

未来を潰されたくない」と声を上げています。

全ての国民が当事者だと、戦争法案に反対の声

が上がっている中で、この声を聞くのが民主政

治ではないでしょうか。国民の中で８割を超え

る人が、「この国会で通すのはとんでもない」

と声を上げています。同請願による、「今国会

で性急に結論を出すことなく、慎重審議を」と

の思いは、民主政治を求める県民の真っ当な要

求であり、県議会は真摯に受けとめるべきで

す。

県民の負託を受け、曲がりなりにも見識と良

識の府である県議会に身を置く責任ある者とし

ての判断で、将来に禍根を残さないためにも、

同請願を不採択とすることなく採択することを

強く求めて、討論を終わります。（拍手）〔降
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壇〕

○星原 透議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党県議

団を代表して、今回の請願第１号不採択につい

て、賛成の立場から討論いたします。

本請願は、表題に「慎重審議を求める」とあ

りますが、要は戦争関連法案なるものを廃案に

するための審議を進めろということだと読み取

りました。これでは、残念ながら、「はい、わ

かりました」とはなりません。

公明党は、はなから戦争法案などつくった覚

えはありません。今回の平和安全法制の関連法

案は、紛争を未然に防ぐ、抑制力を高めるため

の法整備だと考えているからです。慎重審議は

大事であります。だから、国会を大幅延長して

審議することになったわけです。徹底審議で議

論を深め、国民の理解を得て結論を出していた

だきたいと願っています。

そこでまず、安全保障、今の平和安全法制に

関して、公明党の基本的な考え方を述べたいと

思います。

公明党はこれまで、憲法が掲げる平和主義、

国際協調主義の精神に基づいて、外交努力によ

る紛争の未然防止と平和的解決、また、国際社

会の平和と安定への積極的な貢献に取り組んで

まいりました。行動の伴わない観念的な平和論

ではなく、着実かつ具体的に平和を創造してい

こうというのが、公明党の掲げる「行動する平

和主義」という考え方です。

何点か具体的な要素を申し上げます。まず１

つは、我が国の外交、安全保障の基軸である日

米同盟を重視するということであります。２点

目は、中国、韓国を初めとする近隣諸国との関

係強化に積極的な役割を果たすということで

す。特に中国との関係について申し上げれば、

公明党は、長年にわたり築いてきた強固な信頼

関係を基礎に、議員間交流など公明党独自の対

話外交を現在も継続しています。３点目は、唯

一の被爆国として、核廃絶、不拡散への取り組

みを主導するということです。４点目は、貧

困、飢餓、感染症などから生命・生存を守る

「人間の安全保障」分野における貢献を果たす

ということです。大きくこれら４つの視点か

ら、平和国家にふさわしい役割を追求してまい

りました。

今回の平和安全法制の議論に当たり、我々公

明党は、従来の政府の憲法解釈との論理的整合

性、法的安定性を維持すべきということを強く

主張してまいりました。憲法解釈の基本は昭

和47年の見解で、一番のホシは、自国防衛とし

ての武力行使しか認めていないことでありま

す。それに基づいて、公明党は新３要件を提案

し、昨年７月の閣議決定に至ったわけです。新

３要件は、周知のごとく、我が国の存立が脅か

され、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が

根底から覆される明白な危険がある場合で、し

かも、これを排除して我が国の存立を全うし、

国民を守るためにほかに適当な手段がないとき

に限り、必要最小限の実力行使を認めるという

ことで、あくまでも自国防衛なのであります。

いわゆる他国防衛を目的とする集団的自衛権は

認めていないのであります。

日本を取り巻く安保環境が大きく変わってい

ることは、皆様ほぼ共通した認識を持ってい

らっしゃると思います。こうした環境変化に対

応するためにはどうしたらいいか。一つは、日

米防衛協力の信頼性・実効性を高めることで抑

止力を強化し、紛争を未然に防ぐこと。もう一

つは、国際社会の平和と安定に一層貢献するこ

と、この２点が重要であると考えます。これま
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での日本は、国際平和協力の場面では20年余り

にわたって自衛隊がその役割を担ってきまし

た。その経験と実績を踏まえ、国際協力のため

の法制を改めて整備する狙いがあります。これ

らの点で、体系的に幅広くすき間のない法体系

をつくったのです。

政治評論家の森田実さんは、「国際平和支援

活動に基づく自衛隊の海外派遣については、公

明党の努力により「例外なき国会の事前承認」

を義務付けた。公明党は健全なブレーキ役を果

たした。平和安全法制は憲法の枠内の法整備で

あり、自衛隊員の安全確保にも十分配慮されて

いる。公明党的な冷静で厳正な解釈が正しい。

感情論的な拡大解釈は百害あって一利なしだ。

自衛隊が外交努力もなしに中東地域に出動して

軍事行動をすることなどできることではない。

私は公明党の平和主義を信ずる」とおっしゃっ

ていただきました。

学者、専門家の意見は真摯に受けとめるべき

ですが、憲法との適合性を慎重に検討する、そ

の中で国の存立や国民の命を守るための法整備

をするのは、政府や国会の責任です。内閣法制

局は、慎重に法案の憲法との整合性を検討する

という意味で「憲法の番人」の役割を果たして

きました。法制局として「平和安全法制は憲法

適合」と明確に言っています。

慎重審議については、我が党の井上幹事長

も、「参院送付から60日たっても議決されない

場合でも、衆院で再可決できる60日ルールは全

く考えていない」としています。また、「丁寧

な審議を通じて法案を国民に理解していただ

き、結論を出したい」とし、「維新の党から対

案が出てきたら、幅広い合意形成をするのは国

会の役割でもある。しっかり取り組んでいきた

い」と述べています。他党もぜひ対案を出して

いただきたい。民主党は、平成26年の衆議院選

のとき、安全保障について領域警備法案を１度

出されました。ぜひ、安全保障の全体像を見据

えた対案をもって議論することを望みます。

以上申し述べ、今回の安全保障関連法案を戦

争関連法案と断定しているこの請願については

認めることができず、よって不採択に賛成の討

論とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔傍聴席で発言する者あり〕

○星原 透議長 傍聴席の皆さんは、発言は厳

に慎んでいただきたいと思います。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の２番手、田口雄二です。

請願第１号「安全保障関連法案の慎重審議を

求める請願」の不採択について、反対討論を行

います。

安倍総理は、自民党の歴代総理がこれまで一

貫して、「現憲法では集団的自衛権は行使でき

ない」と明言してきたにもかかわらず、昨年、

この憲法の解釈を独断で変更し、集団的自衛権

の行使を可能とする閣議決定をしました。

安倍総理は当初、憲法改正の必要性を訴えて

いたにもかかわらず、国民の反対も大きく、改

正は大きなハードルと察し、憲法の文言を一字

一句変えることなく、これまでと180度違う解釈

を無理やりこじつけました。まさに、憲法をな

いがしろにする暴挙です。立憲主義の国家とし

て、法治国家としても許されるものではありま

せん。我が国が戦後貫いてきた「海外で武力を

使わない」という大原則が大きく転換されよう

としています。

安倍総理は岡田民主党代表との質疑で、「武

力行使の目的を持って、武装した部隊を他国の

領土、領海、領空へ派遣する海外派兵は、一般
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に自衛のための必要最小限度を超えるもので、

憲法上許されない」と言っていますが、その後

の答弁では、「新３要件に該当すれば、他国の

領域における武力行使が可能になる余地はあ

る」と答弁しており、だんだん解釈が変わりつ

つあります。この法案には、他国の領土、領

海、領空では武力行使をしないとはどこにも明

記されていません。

安倍内閣の安全保障法制は、我が国が憲法の

平和主義と専守防衛の原則のもとで積み上げて

きた従来の安全保障の考え方を大きく転換し、

集団的自衛権の行使を認め、自衛隊を地球の裏

側まで派遣しようとするものです。

また、この法案の問題点は、一昨年、強行採

決によって成立させられた特定秘密保護法のと

きと同様に、国民に丁寧な説明はせず、逆に、

国民が法案の恐ろしさを知ることによって不安

が拡大する前に、できるだけ短期間で成立させ

ようとしているとしか思えません。

しかし、国会での審議が連日報道され、ま

た、安倍総理は国民に法整備の必要性を真摯に

説明することもなく、質問者への木で鼻をく

くったような答弁を見ているうちに、国民に大

きな不安が日に日に広がっています。特に、こ

の法案成立によって、「自衛官に危険が増すこ

とはない」などという答弁を信用する国民はほ

とんどいません。

また、安全保障関連法案と一言で言っており

ますが、この法案は、10法案の一部を改正する

平和安全法制整備法と、また国際平和共同対処

事態に際して、諸外国の軍隊等に対する協力支

援活動等に関する法律である新規の国際平和支

援法です。法案名は平和尽くしではあります

が、改正法10法案に関しても、本来であればそ

の一つ一つを丁寧に審議すべきであるのに、ま

るで十把一からげのように改正法案を一つにま

とめて審議するという取り扱いをしています。

まさに国民にこの一つ一つの変更内容を知られ

ないように、法案をまとめ上げようとしている

としか思えません。

先月初めの衆議院憲法審査会での自民党推薦

を初め３名の憲法学者全員が「憲法違反であ

る」と明言されたことが話題になりました。そ

の後、６月22日の衆議院の安保法制特別委員会

では、憲法を初めとする法令に関して、内閣や

首相、閣僚等に意見を述べ、内閣が国会に提出

する法案等を審査する内閣法制局長官の経験者

等の参考人質疑が実施されました。第１次安倍

内閣の内閣法制局長官であった宮崎礼壹氏は、

「集団的自衛権は認められないというのが、我

が国として確立されており、内閣がみずから法

的安定性を壊そうとしている。憲法違反であ

る」と指摘しました。

この安倍総理が国の将来を大きく左右する憲

法違反の法案を拙速に成立させようとする事態

に危機感を感じたのか、全国の各議会において

同様の「安全保障関連法の慎重な審議を求める

請願」に賛同するところがあらわれています。

県内においても、川南、高原、門川の３町議

会において採択されています。特に門川町議会

では、「憲法が時の内閣によって解釈変更され

ることは立憲主義として許されない」とする意

見書も賛成多数で可決されました。また、えび

の市議会は、「国民的合意の得られないまま、

性急な成立をしないよう強く求める」との意見

書案も賛成多数で可決しました。中央の動きに

対して、平和が守られるのか大きな疑問と怒り

が、大変保守勢力の強いところでも党派を超え

てこのような結論に至ったものと思われます。

先日、延岡市で開催されました延岡市自衛隊
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父兄会の総会に出席いたしました。総会後の懇

親会に、知人が御夫婦で参加していました。知

人が私に、「息子が陸上自衛隊におり、まだ若

いので心配だ。安保関連法案はどうなります

か」と問いかけてきました。私は、「自公政権

が安定過半数を持っている以上、このままいけ

ば、申しわけありませんが、安倍総理は強行採

決でも何でもできます。後は国民世論で安倍総

理にプレッシャーをかけて思いとどまらせるし

かありません。私どもも世論を喚起するために

活動を続けてまいります」と申し上げました。

このように、子供や御親戚や御家族が自衛隊

に入っている家庭では、この法案の成立には大

きな不安や心配を持っています。特に本県は、

自衛官が非常に多く、都道府県の人口比で見る

と、全国で３番目に多いとお聞きしています。

自衛官を続けさせるか、法案成立を契機にやめ

させるか、苦しい選択に悩んでいる御家族や隊

員が多くいるものと思います。

また、先日は、以前、高校の先生をしていた

御年配の方とお話をいたしましたが、「私は、

これまで何人も教え子を自衛隊に、ただの就職

先の一つとして送り出しています。まさかこん

なことになるとは思ってもみなかった」と、教

え子の将来を大変心配していました。

ここで、自衛隊の入隊時の宣誓書を御紹介い

たします。「私は、我が国の平和と独立を守る

自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を

遵守し、（中略）事に臨んでは危険を顧みず、

身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負

託にこたえることを誓います」。これが宣誓書

です。この法案には自衛官の命がかかっていま

す。

もちろん私どもも、日本を取り巻く環境を考

えると、安全保障の体制が今のままでいいとは

思っていません。我が国周辺は、依然として核

戦力を含む大規模な軍事力が集中しており、多

数の国が軍事力を近代化し、軍事的な活動を活

発化させています。また、領土や海洋をめぐる

問題など不透明不確実な要素があるなど、我が

国周辺の安全環境は多様で複雑になってきてい

ます。

そのような状況を鑑み、安保関連法案の審議

に先立ち、民主党は「安全保障法制に関する民

主党の考え方」をまとめ、「日本国憲法の基本

理念である平和主義を貫き、専守防衛に徹す

る」基本姿勢を確定しています。専守防衛に徹

し、我が国の近くで起こることには現実的に対

応し、遠くで起こることには抑制的に対応す

る。そして、国際平和活動等の人道支援は積極

的に取り組むことを念頭とした考え方です。

よって、私どもは、安倍総理が進める憲法違

反の集団的自衛権の行使を容認するわけにはま

いりません。最近の世論調査でも慎重に審議す

る声が圧倒的に多くなってきています。請願の

趣旨にあるとおり、この法案を性急に今国会で

成立させることなく、十分に時間をかけて国民

の理解を得ながら審議するのが国政の常道で

す。

よって、請願第１号「安全保障関連法案の慎

重審議を求める請願」の不採択に反対し、憲法

違反の法案の見直し、仕切り直しも含め、しっ

かりと慎重審議することを求め、以上で反対討

論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 請願第１号

「安全保障関連法案の慎重審議を求める請願」

の不採択に賛成の立場から、討論いたします。

そもそも本請願は、国会で審議中の安全保障

関連法案につき、十分時間をかけ、国民の理解
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を得ながら、審議を行うことを求めておられま

す。私ども宮崎県議会自民党といたしまして

も、今国会の会期延長が決まるまでは、本法案

につきましては、丁寧な議論を重ねて、国民の

理解を得ると同時に、海外に対しましても、一

定の理解を得ることが必要との判断でありまし

た。

しかしながら、こうした世論に応えるべく、

政府与党におきましては、戦後最長となる国会

の会期延長を決定し、今後は、より多くの説明

が審議の過程においてなされるものと考えてお

ります。

請願におきましては、憲法学者３氏の証言を

紹介しておられますが、本法案の合憲であるか

違憲であるかの判断は、学者間でも意見が分か

れており、重要な意見としては参考にしながら

も、一部の憲法学者の判断をそのまま法案の是

非に適用することは難しいと考えます。

また、請願にあります他国の戦争に巻き込ま

れる危機よりも、変わり行く安全保障環境の中

で、必要な自衛の措置を怠り、我が国への武力

行使を誘発するリスクについても、真摯に検討

を重ねなければなりません。

国家の安全と国民生活に責任を持つ政府とし

ては、我が国の自衛権について憲法判断を下し

た唯一の判決である砂川判決を参考としなが

ら、あくまでも従来の政府見解の基本的な論理

を維持しながら、激変を続ける現在の安全保障

環境に当てはめた法制を整えることが求められ

ます。

こうした理由と考えにより、本請願の求める

本法案の今国会での成立に反対する意見書を提

出することには賛同できないと考えます。以上

でございます。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕（拍手） ただいま議

題となっております議案第１号、第５号、第16

号、第18号、報告第１号について反対の立場か

ら、そして請願第１号については不採択となっ

たことについて反対の立場から、討論をいたし

ます。

第１号、第16号、第18号については、過去の

議会において前屋敷議員が関連する議案につい

て討論をいたしておりますので、私は簡素に述

べてみたいと思います。

議案第１号「平成27年度一般会計補正予算」

は、歳入歳出にそれぞれ561億2,400万円を追加

し、予算の総額を6,978億5,200万円に補正しよ

うとするものであり、当初予算に対し肉付け予

算と称されるものであります。県民の暮らしは

依然として深刻な事態になっており、子供の医

療費助成の拡大、所得の１割をはるかに超える

高過ぎて払うに払えない国保税に対する対策、

少人数学級の拡充などなど、県民の切実な要求

には応えられていないものとなっているもので

あります。

議案第16号「宮崎県総合計画の変更につい

て」及び議案第18号「みやざき行財政改革プラ

ンの変更について」は一体のものでありますの

で、まとめて述べたいと思います。総合計画は

大きく分けて、いわゆる長期ビジョンとアク

ションプランの２つから成り、行財政プランは

これを行財政から裏づけているものであると思

います。長期ビジョンは2030年（平成42年）ま

でという実に長期的なものでありますが、いず

れにせよ、地方自治体の役割である住民の暮ら

しと命を守るものが主眼となるものと思いま

す。特に短期行動計画であるアクションプラン

においては、県民が現に切望している諸要求が

具体的に反映されることが重要であると考えま
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す。こうした立場から見るなら、本計画の変更

は不十分であると言わなければならないと思い

ます。

議案第５号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」と報告第１号についても関連をいたして

おりますので、あわせて討論いたします。本議

案は、地方税法等の一部改正に伴い、県税条例

の一部の改正を専決処分するとともに、来年１

月１日に施行しようとするものであります。内

容は、法人事業税の所得割の税率を引き下げ、

外形標準課税の税率を引き上げるものでありま

す。これは、大企業に対し２年間で2.6兆円の法

人税の減税を行う一環であり、本条例は資本金

１億円以上を対象とするものでありますが、１

億円以下の中小企業に拡大するための布石であ

ることは間違いありません。70％の中小企業は

赤字であり、これが行われるなら大部分の中小

企業は赤字の上に増税となり、ひいては国民生

活と地方経済に重大な影響を与えることは必至

であります。

次に、請願第１号について、本請願の委員会

での不採択に反対する立場から討論をいたしま

す。

本請願の議論の中心は、安全保障関連法案が

憲法に違反しているか否かであり、その結果が

まことに重大な結果をもたらすからこそ、本議

会はもとより国会においても議論され、また、

国会の外においても国民的な大きな運動の発展

となっているものであります。

本請願に反対されている皆さんから、安全保

障関連法案が合憲であるという具体的な立証が

ないのは残念であります。国会の会期を延長し

たのは、慎重な審議を保証したものではありま

せん。国民世論を全く無視して数に物を言わせ

てごり押しするためのものであります。

国会論戦を通じて、後方支援という兵たんは

戦闘と一体不可分であり、戦争行動の中心構成

要素であることを、日本が支援しようというア

メリカ軍が「海兵隊教本」で明らかにしており

ます。また、兵たんは、相手から武力攻撃の標

的となること、その際、自衛隊は武器を使用す

ることを首相は認めております。これが憲法９

条に違反することは明々白々たるものでありま

す。これを繕うために、護身用の武器使用は武

力の行使に当たらないと主張しますが、そのよ

うなことは世界と軍事の世界に通用するもので

はありません。

国会における３名の憲法学者を初め、多くの

方々や団体、マスコミなどから憲法違反との指

摘を受けると、合憲か違憲かは学者が決めるも

のではなく裁判所が憲法の番人だといって1959

年の砂川判決を持ち出してきました。そもそも

この判決は、集団的自衛権の憲法判断が問われ

たものではありません。憲法９条とアメリカ軍

との関係が問われたもので、集団的自衛権の入

り込む余地などないのであります。歴史的経緯

からも明確なように、集団的自衛権の行使は憲

法上許されないという政府の方針は、砂川判決

以後に確立し、維持されてきたものであり、ま

さに自己矛盾であります。

政府の言う合憲論は次々と破綻してきてお

り、最後に残ったのが安全保障環境の変化論で

あります。これは、集団的自衛権行使は違憲と

した1972年の政府見解の読みかえであります。

政府は今回、1972年の見解の基本的な論理はそ

のままでも、安全保障環境が根本的に変化した

として、結論だけを180度転換いたしておりま

す。

それでは、政府はいつから何をもって根本的

変化と判断し、この法案を提出したのかと問わ
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れても、防衛大臣は、冷戦の終えん、グローバ

ルなパワーバランスの変化などの世界情勢を答

弁するだけであり、明確な答弁をすることはで

きないのであります。安倍首相が集団的自衛権

行使の想定例として言及するのが、ホルムズ海

峡の機雷封鎖であります。封鎖にたびたび言及

してきたイラン自身が米国との対話を進める前

向きの情勢の変化が起きており、この点からも

法案の必要性について何ら説得力のある答弁を

することはできません。

そして、そもそも自分の国が攻撃されていな

いのに、他国が攻撃されて、これによって国の

存立が脅かされた国の実例が世界にあるのかと

問われても、外務大臣は「今、確認するものは

ない」と答弁をいたしております。

このように、法案提出のよって立つ根拠も破

綻し続けております。この法案の帰趨は予断を

持って言えるものではありませんが、決して国

会の力関係だけで決まるものではありません。

国民の世論と運動が決するものであると確信を

いたしております。憲法違反の戦争法は許さな

い一点で共同を広げ、その運動に全力を尽くす

ことを決意して、討論を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○星原 透議長 次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、岩切達哉でございます。

私は、請願第１号「安全保障関連法案の慎重

審議を求める請願」の不採択に反対し、本議会

が当該請願をどうか採択されるよう求める立場

から討論を行います。

まず、私たちが暮らす日本、この日本は、さ

きの大戦、1945年以降一切の戦争を行わずにま

いりました。内戦もなく他国への武力行使もな

い、このような国は、一説には日本とブータン

王国、スイス、さらにはスウェーデン、ノル

ウェー、デンマークなどの北欧の国々など、わ

ずかなものだというふうに伺っております。日

本の姿勢は極めて貴重な存在であり、大事にし

ていかなければならない平和の国日本でありま

す。

なぜ、そのような国として存在してこられた

のか。日本国憲法の平和主義、二度と戦争はし

ないという決意が日本をそうさせてきたと思い

ます。憲法には、「日本国民は、（中略）われ

らとわれらの子孫のために、（中略）政府の行

為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないや

うにすることを決意し、（中略）平和を維持

し、（中略）国際社会において、名誉ある地位

を占めたいと思ふ」、このような前文がござい

ます。まさに、戦争を行わず、他国の戦争に加

担をせず、そういう日本は名誉ある地位に立と

うと努力をしてきたというふうに思います。

「われらとわれらの子孫のために」「政府の行

為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないや

うにする」、この前文を繰り返し読みながら、

今、議論されている集団的自衛権の行使を軸と

する安全保障関連法案がどのように適合するの

か、させようとしているのか、私には理解がで

きないところでございます。

我らと我らの子孫のために、政府の行為に

よって、密接な関係国、特にアメリカとともに

他国の戦争に備え、戦争状態になれば、戦争継

続に必要な物資を補給し、必要なら先制攻撃を

も支援し、さらに必要であれば、都道府県、市

町村、自治体の職員を動員し、港湾や飛行場、

道路を自衛隊やアメリカ軍が優先利用し、日本

赤十字やＮＨＫ、民放、通信、電力、ガス、商

船、空港、鉄道、バスなど、特定公共施設利用

法により、国内において国民に協力を強制し得
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る、そのような国となりますという法律改正で

ございます。

私たちの国は、名誉ある地位を占めたいと

思ったのであります。そのために、敵をつくら

ないという安全保障政策、この国の憲法が求め

る政策を行ってまいりました。その姿勢を今、

変えようということで、国会では内閣が提案を

しております。

先ほど特定公共施設利用法という話をしまし

た。安全保障関連法案11本の法律の中の１本で

あります。本当にそれでいいのか、本当にそれ

が我が国のあり方として必要であり、正しいの

か、疑問にお答えいただけるでしょうか。もっ

と丁寧に慎重に審議を求めるということは当然

であります。

中東でイスラム国という集団が引き起こして

いる戦争は、その地域で生活する人々に塗炭の

苦しみを与えています。私たちは情報化世界の

中で、茶の間において戦争の一部を見ることが

できます。ただし、テレビで見る映像はショッ

クを和らげる配慮がなされていると伺います。

報道写真による資料では、全てがあからさまに

伝えられているものもあり、私はその写真を直

視できませんでした。その写真には、ぐったり

とした子供を抱える男性、その男性自身も額か

ら血を流しているし、その次には、子供の葬儀

に大きく泣き崩れる女性。常に戦争の犠牲は子

供であり、女性であり、高齢者であり、さまざ

まな弱い立場にある庶民であります。戦争の結

果はむごいものであります。

常に、戦争を起こすものは、権力を持ち、軍

隊を持ち、動かせる立場にある人たちです。軍

隊に参加する若者たちは、アメリカ軍でも多く

は貧困層の若者であり、あちらこちらの国々で

も、貧困から抜け出したいという若者たちが動

員されています。日本においても、文科省の有

識者会議で経済同友会の方が、奨学金の返済に

苦しむ人たちに対し防衛省で就業体験をさせた

らどうかという発言をしたと伺っております。

若年貧困層を兵士の道に追い立てる構造は、日

本にもあるような流れになりつつあるのでしょ

うか。この一連の動きから、私は、政府の言う

平和は、私たち庶民にとっての平和とは違うも

のだと、敏感に感じ取っているところでありま

す。

日本が戦争を行う権力者の一方に加担するこ

とを決めた以上、もう一方の権力者から見れば

敵となります。敵となれば攻撃を受けることが

あるでしょう。今、国と国とが直接ぶつかり合

い、戦争に発展することは少なくなっておりま

す。宗教や民族、歴史的な背景を含みながら、

複雑な戦争が行われています。そのような複雑

な戦争のどちらか一方に加担した結果、対抗す

るどこかの集団が日本を敵と定めていく、そう

いうおそれがございます。遠い将来、私たち

は、私たちの町で暮らす子供や女性、高齢者

が、この法律の結果として命を奪われることに

ならないでしょうか。

私は、日本国が、どこの国であろうと戦争に

加担していくことがないように求めたいと思い

ます。争いをおさめ、復興支援や基盤の整備、

教育などに力を注ぐ日本国として存在してほし

いと思います。現在も北欧の国々は、積極的に

さまざまな紛争の仲裁に活動し、信頼を得てい

ます。日本は名誉ある国になる道を歩いていく

べきであります。私たちは未来において、この

法案の慎重審議を求める請願を否決したことを

後悔しなくて済むようにありたいと思います。

政府は、抑止力を高めるためと言います。巻き

込まれることはないとも言います。密接な関係
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国の行動に参加しながら、みずからは敵と認識

されることはないだろうという、その認識がな

かなか私にはわかりません。原発が54基もある

日本であります。そのことを含め、どうあって

も戦争の惨禍を繰り返してはならないのであり

ます。戦争行為に加担しつつ、みずからは安全

が保たれるという根拠は、国会では説明がなさ

れておりません。

いま一度、お訴えをいたします。今、この国

の進むべき道が大きく変わろうとしておりま

す。名誉ある地位を占めたいと思います。他国

の戦争に介入せず生きてきた日本が、これから

は密接な関係国とともに介入しますという法

律、多くの学者の皆さんや国民の皆さんが憲法

とは相入れない、そのように意見表明している

法律、この法律の審議が、審議時間の問題では

なく、数に任せて強行成立されることのないよ

う、慎重な上に慎重を重ねることを求めること

について、ちゅうちょしてはならないと思いま

す。多くの議員の皆様が、その良心によって、

その体をその議席に縛りつけ、採択しないとい

う判断に賛意を示さないよう心からお願いを申

し上げ、私の発言を終わります。（拍手）〔降

壇〕

〔傍聴席で拍手する者あり〕

○星原 透議長 傍聴人は拍手は禁止されてお

ります。よろしくお願いします。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 請願第１

号「安全保障関連法案の慎重審議を求める請

願」の不採択に反対する立場から、討論をいた

します。

本年４月の県議会議員選挙において、私はリ

ーフレットに、「子供の笑顔、女性の元気、高

齢者の安心を守ります。日本国憲法の前文に、

国の主権は国民で、国民を飢えさせることな

く、安心・安全な食べ物を確保し、周りの国々

と仲よくし、決して戦争をすることはありませ

んと書いてあります。政治の役割は、この前文

のとおりだと確信をしています。地域のことは

地域に住む人々で決めていく。シンプルに地域

の声に耳を傾け、寄り添っていきたいと決意を

しています。私のふるさと宮崎は文句なしで一

番です」と明記し、熱く政治姿勢を県民の皆様

に訴え、当選をさせていただきました。リーフ

レットに書かせていただきましたとおり、立憲

主義に基づき、しっかりと市民、県民に寄り添

う議員でありたいと決意をしています。

今、私は、先週から毎朝、仲間の民主党議員

とともに、国会で審議中の安全保障関連法案の

問題点について説明し、未来の子供や孫に禍根

を残さないため、しっかりと声を上げていただ

くことを訴え、安全保障関連法案の廃案を目指

して街頭活動を続けています。

今回の請願に対する総務政策常任委員会での

採決を傍聴いたしましたが、請願の趣旨は、

「法案が通れば、他国の戦争に日本が巻き込ま

れる危惧が否定できず、多くの自衛隊員を輩出

する本県では―ちなみに全国３位と言われて

います―子息、親族の安否を気遣う家族も多

かろうと推察される。法案が今年の夏にも成立

されようとしているが、法案の慎重審議を求め

る声が80％を超えているとの報道もある。国の

命運を決めかねない重要法案なので、十分時間

をかけて国民の理解を得ながら審議するのが国

政の常道だと思われる。ぜひ県議会より、安保

関連法案を性急に成立させることなく慎重に審

議されるよう、両院議長宛てに意見書を上げて

ほしい」というものです。

この願意は、立憲主義に合致し、法案の問題
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点を明確に、そのことによる不安や疑問も至極

もっともで、だからこそ国民が納得いく情報公

開、説明と慎重な審議を求められています。多

くの県民から支持を得られるものだと言えま

す。したがって、総務政策常任委員会でこの請

願が不採択になったことは、全く理解のできな

いことです。

昨年７月、安倍政権は集団的自衛権の行使容

認の閣議決定をしました。あの閣議決定の本質

は、憲法９条に基づく安全保障政策から、憲法

９条の許容しない同盟政策へ大きくかじを切っ

たと言うべきものでした。つまり、共通の敵を

想定した軍事同盟を結んで、その抑止力に期待

するのが同盟政策であり、それは戦争につなが

ることが当然予想できます。それに対し、これ

まで我が国が守り通してきたのは、敵をつくら

ないという本来の安全保障政策であり、日本国

憲法が前文や９条で想定しているものです。

私はこの点につきまして、平成26年６月定例

県議会における反対討論で登壇し、強く指摘を

させていただきました。現在の国会論議を聞き

ながら、まさに１年で集団的自衛権の閣議決定

が憲法９条の根幹にかかわる大転換であったこ

とを実感しています。２国間の安全保障条約が

容易に同盟条約に変質し得ることは、早くから

指摘されており、事実、日米安全保障条約も、

同盟条約の実質を備えるように変質しました。

しかしながら、戦後70年、憲法９条によって、

我が国が集団的自衛権の行使は認めないという

判断があったことで、かろうじて世界平和の一

助を担ってこられたことは、周知の事実です。

残念ながら、集団的自衛権の閣議決定によっ

て、名実ともに日米安全保障条約は日米同盟条

約と化しました。安倍首相が国会に上程するよ

り前に、国民も国会も無視して、わざわざアメ

リカで安保関連法案の成立をことしの夏までに

と宣言したことでも明らかです。今、強力に本

格的な軍事同盟政策へと突き進んでいます。既

成事実を積み上げて現状を変え、同時並行また

は後づけで明文改憲をしていく手法が見え見え

です。まさに、国民を無視し、立憲主義をない

がしろにして、危険きわまりない状況に進んで

います。内的なブレーキのきかない権力は、立

憲的とは言わないのです。憲法は、主権者であ

る国民が、政府、国会の権限を制限するための

法であるという性格を持ち、その解釈が政治的

恣意によって安易に変更されることは、国民主

権の基本原則の観点から許されないことです。

安倍首相の暴走は目に余ります。2006年から

１年間の第１次安倍政権で、安倍首相は日本を

取り巻く安全保障環境の悪化を強調していま

す。しかしながら、第１次安倍政権後の福田首

相、麻生首相、政権交代した民主党政権時も、

安全保障法制についての整備の議論はありませ

んでした。安倍首相のときだけ安全保障環境の

悪化が表面化してくるというのは、何とも不可

解なことです。逆に言えば、安倍首相自身が、

靖国参拝、歴史認識問題等々で中国や韓国との

関係を悪化させており、危ない状況をつくり出

しているのかもしれません。

安全保障関連法案は２本立てで、新規の国際

平和支援法案と、自衛隊法、武力攻撃事態法

等10本の法律をまとめて改正する平和安全法制

整備法案です。昨年７月に閣議決定された集団

的自衛権の行使は、自衛隊法などの改正案に書

かれています。武力行使の新３要件の「密接な

関係にある他国への攻撃により、日本の存立が

脅かされ、国民の生死にかかわる明白な危険」

に合致し、時の政権が判断すれば、自衛隊は他

国防衛のために海外で武力行使ができるように
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なります。また、戦闘する他国軍への補給、輸

送などの後方支援は、国際平和支援法案と周辺

事態法を改正する重要影響事態法案の２つでや

れます。２本立てとすることで適用事例が広が

り、安倍首相が目指す切れ目のない対応が可能

となることが、国会審議で明らかになりまし

た。

他国軍を支援する自衛隊は、他国軍と戦う相

手から見れば敵です。後方支援の危険性は言わ

ずもがなですが、攻撃された場合、活動を休止

し、中断することになっていますが、身を守る

ために応戦を余儀なくされることは絶対にない

と言えるでしょうか。集団的自衛権行使や他国

軍支援によって自衛隊のリスクが確実に高まる

ことは言うまでもありません。また、私たち一

般市民も無関係ではいられません。武力攻撃事

態法、特定公共施設利用法は集団的自衛権行使

の際に適用されるからです。事実上、国家総動

員体制がしかれることになるのではないかと懸

念をします。疑問は広がるばかりです。

るる述べてきましたが、請願提出の県民の方

々の心配、不安は、至極当然のことです。戦

後70年続いた平和国家という日本の国の形を根

底から覆す安全保障法制です。国会における拙

速な議論は避けるべきです。私は、今回のよう

に国会の慎重審議を求める請願すら通せず、真

に国民の立場に立つ県議会と言えるのか不安で

なりません。宮崎県議会の誇りのためにも、議

員各位の賢明なる判断を期待して、討論を終わ

ります。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 私は、請願

第１号をぜひ採択してほしいという思いを持っ

て、討論をいたします。

私は、議場でやじを飛ばしたことはありませ

ん。それぞれの議員の発言は、その人のたどっ

てきた生い立ちや、その人にしかない体験と人

生観に深く根差していると思うからでありま

す。おろそかに聞くわけにはいきません。

終戦の日、みずから命を絶った軍人がいま

す。阿南惟幾陸軍大臣であります。８月15日の

前夜、終戦を決めた御前会議の後、自宅に戻

り、15日の早朝、自宅の廊下で割腹の後、頸動

脈を切り、自害しています。実は、阿南は自害

の前、鈴木貫太郎首相に会い、これまでの非礼

をわび、葉巻を贈り、首相の前を辞していま

す。別れた後、鈴木首相は「阿南君は最後の別

れを告げに来たんだよ」と、その心を察してい

ます。阿南陸将についての歴史的な評価はいろ

いろあるでしょうが、みずから畳の上での切腹

を許さず、廊下での罪人としての死を選んだこ

とは、軍人として、それなりの覚悟と強い心が

あったのだと思います。

私が一般質問のときに述べた中曽根総理と後

藤田正晴官房長官のやりとり、「あなた、これ

は戦争になりますよ。国民にその覚悟ができて

いますか。できていないじゃありませんか」と

言って、中曽根総理をいさめ、自衛隊によるペ

ルシャ湾での機雷除去を断念させた、この後藤

田官房長官の一瞬一瞬の政治判断は、政治家と

しての覚悟を思い知らされるものがあります。

ドラマ「ゲゲゲの女房」で脚光を浴びた漫画

家の水木しげるさんのインタビュー番組があり

ました。南方のジャングルで自分の所属する部

隊がほぼ全滅し、ジャングルの中をさまよい、

命からがら別の部隊を発見し、逃げ込んだとこ

ろ、そこの隊長から、なぜ戦って死ななかった

んだといって、嫌というほどびんたを張られ、

殴られたといいます。番組が終わりに近づいた

ころ、アナウンサーが「水木さん、戦争をどう
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思いますか」と聞くと、水木さんは「うーん、

不自然なんですよ」と、それだけ言葉少なに答

えられました。

人間は命を必死で守ろうとすること、命を守

るために必死で逃げること、それが自然なこと

なのだということを素直に述べられたのだと思

います。戦争は不自然さを人間に強要する。そ

のことを芸術家として直感的に述べられたのだ

と思います。「太田さん、あなたはどちらのタ

イプの人間ですか」と問われたら、私は畏敬の

念を持つとしても、阿南陸将にはなり得ない。

私は、恐らく水木しげるさんのほうであろうと

思う。

私は今、65歳になんなんとして過去を振り

返ってみると、何と臆病で、しかし何と善良な

多くの人たちに出会ってきたことだろう。臆病

で善良な多くの国民。だから、作家で僧侶でも

ある瀬戸内寂聴さんは、自分の人生観をかけ

て、また慈悲深い仏の心をもって、国民に訴え

ておられる。国会前の市民集会で、「安倍晋三

首相のやろうとしていることがとても嫌で、心

配になった。１年間どこにも行けなかったけれ

ども、とても寝てなんかいられないと思った。

夫や恋人、息子、孫、愛する人が戦争に行って

殺されることに耐えられますか。戦時中、国民

は、これはよい戦争だと頭にたたき込まれ、私

もそう信じていたが、全部うそだった。今の日

本は、私が若いころの戦争の時代と同じ状態に

ある。軍靴の音が背中のほうに聞こえるような

時代、それが今です」。そして、２回目の京都

での法話では、「戦争を知らない政府の人が平

気で戦争をしようとしている。恐ろしいことで

す」と。

安全保障関連法案を慎重に審議してほしいと

いう請願。学者はもちろんのこと、世論調査で

も国民の８割が説明不足と感じ、法案が憲法に

違反していると「思う人」が56.7％、「思わな

い人」の29.2％を大きく上回っている。だか

ら、慎重に審議をしてほしいと訴える請願がな

ぜ不採択になろうとするのか。95日も国会を延

長したから慎重だと言えるだろうか。95日の延

長の中に、強行採決や60日ルールが既に予定さ

れ、埋め込まれているとするなら、それをもっ

て慎重と言えるだろうか。日本の国は、戦争を

する、しないの道ではなく、第三の道があると

思います。安全保障の環境が変わったというの

なら、それは変えていく使命が我らにはあるの

ではないか。なぜかならば、我々は、我々日本

という国は、諸国民の公正と信義に信頼して名

誉ある地位を占めようとした国なのだから。

「安全保障関連法案の慎重審議を求める請

願」に全議員の皆様の賛同をいただきますよう

心から訴え、討論を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の渡辺創です。

請願第１号「安全保障関連法案の慎重審議を

求める請願」の不採択に反対する立場で討論い

たします。

政治の重要な役割は、幅広い合意形成です。

その合意形成を図るには、１、異なる考えにも

きちんと耳を傾けること、２、誰もが納得する

十分な時間を確保すること、この２つが肝要で

あることは、この議場にいらっしゃる各議員

が、地方政治における経験の中でも十分に実感

されていることだと考えます。

それでは、この２つの視点で、国民の注目を

集める安全保障関連法案を取り巻く状況を見て

みましょう。
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まず、「異なる考え方に耳を傾けているか」

です。衆議院の憲法審会の公聴会では、著名な

３人の憲法学者が集団的自衛権の行使容認は憲

法違反との意見を述べました。その様子は、テ

レビ等でも既に見なれた光景になりました。言

うまでもありませんが、そこには、自民党推薦

の大学教授や、改憲派として知られている慶應

大学の小林節名誉教授も含まれていました。ま

たさらに、解釈改憲は憲法違反と主張する有識

者の声は、国会外でも大きく広がりを見せてい

ます。大半の憲法学者が、解釈変更による集団

的自衛権の行使容認は違憲と考えている実態

は、既に多くの国民の知るところになっていま

す。しかし、政府・与党は、学者の言うことは

しょせん学者の言うことというような態度を続

けています。国会が招いて意見を述べていただ

いているにもかかわらず、であります。

また、不思議でならないのは、安倍総理を初

めとする各閣僚の答弁です。国民の理解を得た

いとしながら、実質は、質問者の意図を酌み取

らず、形式的な答弁を繰り返す場面が目につき

ます。これでは議論が深まるはずがありませ

ん。まして、法案審議をお願いする内閣の立場

にありながら、質問に立った議員に総理みずか

らがやじを飛ばす姿は、さまざまな主張に耳を

傾け、丁寧に理解を得るという為政者のあるべ

き姿からは大きく外れていると言わざるを得ま

せん。

続いて、２つ目の視点、「誰もが納得する十

分な時間を確保しているか」について考えま

す。政府・与党は先日、通常国会の会期を９

月27日まで95日間延長することを決めました。

先日の県議会総務政策常任委員会では、この会

期延長をもって安全保障関連法案の慎重審議が

行われると理由づけをして、今回の請願を不採

択にすべきとの主張があったというふうに理解

しています。しかし、その主張は、余りにも国

会運営の現実を直視していないと言わざるを得

ません。むしろ、今回の延長は、参議院への法

案送付後60日を超えても採決が行われない場合

には法案が否決されたとみなし、３分の２以上

で衆議院での再議決を行うことができることを

明確に視野に入れた、事実上の参議院無用論、

さらにわかりやすく言ってしまえば、数を背景

に議論を深める気はないという姿勢をこの段階

から示してしまった、国会運営上の失敗だとい

うふうに考えます。

国会の会期延長は２度行うことができます。

私は、かつて新聞記者として国会で取材をして

いましたが、今回の会期延長のような乱暴な手

法は見たことがありません。審議状況を細かく

判断することもなく、いきなり再議決可能な日

程の確保を１回の会期延長で行ってしまうの

は、丁寧な審議を行うためではなく、結論あり

きであるということを疑われても仕方がないの

ではないでしょうか。

もし、私の主張に異論があるようであれば、

一部既に予測もされている今月17日の衆議院の

通過等も含め、再議決可能な会期幅を残す形で

強行な衆議院通過を図らないことを、どうか与

党の地方組織に所属する皆さんから党本部に求

めていただきたいと思います。先ほど公明党の

発言の中でもありました、再議決を行える期間

を残さずに、衆議院の通過を図らないことを考

えていただきたいというふうに思います。みな

し再議決という、本来、慎重審議の対極にある

手法をみずから封じてこそ初めて、総務政策常

任委員会であった「会期延長が慎重審議に資す

るものであり、今回の請願の願意が果たされ

た」という主張に信憑性が生まれるのだという
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ふうに考えます。

ぜひ、振り返っていただきたいと思います。

ＰＫＯも有事法制も、３国会にわたって丁寧な

審議を積み重ねて成立を見ました。今回の安全

保障関連法案は、11本の法案を２つにくくり国

会に提出するという乱暴な手法をとっていま

す。採決に入る80時間という審議時間の目安

も、そもそも成り立ちません。

この２つの視点から合意形成のあり方を問う

てきましたが、今の国会審議のあり方が国民の

理解を得られるものではないことは明らかで

す。安倍総理は何が何でも今国会で成立する姿

勢を崩しませんが、この議場にいらっしゃる開

明な自公両党の皆様には冷静に考えていただき

たい。このタイムスケジュールは、安倍総理が

みずからアメリカの議会で勝手に約束したもの

にすぎません。政府は、国会は、誰を見ている

のか。主権者たる国民の合意形成を考えるべき

ではありませんか。慎重審議が尽くされる保証

はどこにもありません。ぜひ、民の声を大切に

し、県民の思いに重きを置く宮崎県議会だから

こそ、しっかりと慎重審議を求める声を上げよ

うではありませんか。

今回の安全保障関連法案は、審議を続ければ

続けるほど、法案への不安の声が広がっていま

す。各種世論調査を見ても明らかです。私は、

その根底には、立憲主義を無視した政権への不

安が広がっているからだと考えます。国の基本

原則を時の政権の都合で変更しようとする。立

憲主義の国家、近代民主主義の国家では、あっ

てはならないことです。

より率直に申せば、みずからの思いを実現す

るために何でもやってもいいという姿勢に、国

民は不安を募らせているのです。先週明らかに

なった、安倍総理を応援する自民党の議員の皆

さんの勉強会では、自由な言論を弾圧し、みず

からの意に沿わないものは排除しようという動

きが出てきています。党内の勉強会の話だと看

過できるものではありません。安倍総理を支え

る皆さんの本音が、本心が明らかになって、政

権の本質がより明確になってしまったと思って

います。もはや国民の思いは、不安を通り越

し、恐怖へと移行しつつあります。

私は大学時代、田中角栄を切り口に現代日本

政治史を学び、社会人になってからは新聞記者

として国政の現場を取材してきました。そし

て、今は私なりの理念と信条を持ち、民主党に

所属する県会議員です。しかし、自民党には長

く国民の支持を得てきた国民政党として敬意を

持ち、国民政党としての良識があると信じてい

ます。しかし、今、私のその信頼は大きく揺る

ぎつつあります。自民党にはたくさんの立派な

政治家がいました。懐広く、多くの民の声を受

けとめ、少しでも多く、幅広い国民の幸せを考

えながら、寛容さという社会において最も大切

な概念をみずからの信条としてきた良識の保守

の皆さんです。国会議員だけではない、そんな

立派な政治家が県議会にも、市町村議会にもた

くさんいたからこそ、自民党は国民政党であっ

たのではないでしょうか。

先日、日本記者クラブで、山崎拓さん、亀井

静香さん、私が政治に関心を持つきっかけと

なった武村正義さん、そして尊敬する藤井裕久

先生、出席はかないませんでしたが、古賀誠さ

ん、共同の記者会見を行いました。いずれも、

かつて自民党に籍を置いた、もしくは幹部で

あった保守の政治家の皆さんです。藤井先生を

筆頭に、82歳、81歳、78歳、78歳、戦争を経験

してきた世代の大政治家が、今の安倍政権のや

り方は間違っていると声を上げています。

平成27年７月１日(水)
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多くは申しません。安倍政権は、やはりやり

方を間違っています。私の個人的な考えとは異

なりますが、どうしても集団的自衛権の行使を

可能としたいのであれば、国民としっかり向き

合い、憲法改正の発議に向けて取り組むべき

だったのです。しかし、そこから逃げた。だか

ら、この安全保障関連法案は正当性を失ってい

ます。守るべきルールは絶対に守るべきなので

す。立憲主義の立場からそう主張します。

最後に、私は、この宮崎県議会で席を同じく

する皆さんの良識を信じたいと思います。自民

党宮崎県議団の皆さん、この法案の本質的課

題、犯してはならない基本原則から外れた対応

であること、そして何よりも多くの県民の皆さ

んが懸念や不安を抱いていること、全て皆さん

がよくわかっていらっしゃるはずです。私は、

県民から選ばれた皆さんの良識を信じていま

す。民の声を拾い、背負い、民の幸せを大切に

する地域の選良として、今この場で議席を得て

いる先輩、同輩の諸氏は、必ず慎重な審議を求

めているこの請願の願意をお酌み取りいただけ

るというふうに思っています。

私たちは地方議員です。日本の近代史を振り

返ったときに、最も気骨のある衆議院議員だっ

たとして尊敬している斎藤隆夫にはなれないか

もしれませんが、私たちにはできることがあり

ます。どうかその気概をきょうこの場でお示し

いただきますよう、お願いを申し上げまして、

請願第１号の不採択に反対する討論を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手）

〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第５号、第16号、第18号

及び報告第１号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第５号、第16号、第18号

及び報告第１号の各号議案について、一括お諮

りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり、可決または承認され

ました。

◎ 議案第２号から第４号まで、第６号から

第15号まで及び第17号採決

○星原 透議長 次に、議案第２号から第４号

まで、第６号から第15号まで及び第17号の各号

議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第１号採決

○星原 透議長 次に、請願第１号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○星原 透議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申し出のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成27年７月１日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

環太平洋戦略的経済連携（ＴＰＰ）協定交

渉に関する意見書

議員発議案第２号

畜産の生産基盤強化及び経営安定化に向け

た対策に関する意見書

議員発議案第３号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第４号

地方単独事業に係る国保の減額調整措置の

見直しを求める意見書

議員発議案第５号

認知症への取組の充実強化に関する意見書

平成27年７月１日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 総務政策常任委員長 清山 知憲

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンドの延

長に関する意見書

議員発議案第７号

「地方創生」実現のための新型交付金に関

する意見書

◎ 議員発議案第１号から第７号まで

追加上程

○星原 透議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第７号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第７号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。
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各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議員発議案第１号「環太平洋戦略的経済連携

（ＴＰＰ）協定交渉に関する意見書」につい

て、反対の立場から討論をいたします。

ＴＰＰ協定交渉をめぐっては、米国議会でＴ

ＰＡ法案(大統領貿易促進権限法)が可決され、

ＴＰＰの大筋合意に向け、大きく前進と報じら

れています。

ＴＰＰ交渉は、アメリカを初めとする多国籍

企業が国境を越えて自由に活動できるようにす

るために、関税の全面撤廃を初め、各国民生活

や権利にかかわる多くのルールを非関税障壁と

して撤廃・緩和するものです。輸出大企業など

には多くの利益がもたらされても、地域経済や

国民の暮らし、安全、健康、環境などにはさま

ざまな悪害をもたらさずにはおきません。

そのために、我が国はもとより、多くの参加

国でもＴＰＰに反対する運動が広がり、アメリ

カでもＴＰＰやＴＰＡに反対する決議採択や住

民投票を行った地方自治体がふえていることが

明らかにされています。しかも、交渉経過を秘

密にする守秘義務が課せられており、関係国民

にも国会議員にも交渉経過は知らされていませ

ん。

しかし、アメリカでは、国会議員に限って条

文を開示することを明らかにしています。マレ

ーシアでも協定書を事前に公表することを明ら

かにしています。日本政府も条文案を国会議員

に開示したいと表明しましたが、３日後に撤回

をしてしまいました。安倍内閣の国会軽視、国

民無視の秘密主義は異常であり、明確な国会決

議違反です。

ことしの１月に発効した日豪ＥＰＡ協定で

は、牛肉の関税をほぼ半減させるなど日本側が

大幅に譲歩したもので、ことし４月の輸入量が

前年比1.5倍にふえるなど、既に牛肉市場に影響

を与え始めています。

こうした事態は、この日豪ＥＰＡ協定の交渉

開始時、2006年に、農林水産委員会などで決議

された「米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖など重

要品目は除外または再協議の対象とする。万が

一、我が国の重要品目の柔軟性について十分配

慮が得られないときは、交渉の中断を含め、厳

しい姿勢で臨む」という内容に反することは明

らかです。それでも、政府と与党は決議の範囲

内という態度を押し通し、批准、発効させたの

です。

現在、日米間の関税協議で既に豚肉関税等の

大幅引き下げや米の輸入枠拡大などで譲歩して

いる状況に、同意見書案でも県民から強い不安

の声が上がっていると述べてありますが、その

とおりです。今後の問題は、政府が、関税はゼ

ロでないから決議に違反しない、食の安全は議

論になっていない、ＩＳＤＳ（投資家対国家紛

争の処理条項）は他のＦＴＡ（自由貿易連携協

定）にも含まれており問題ないなどの理由で、

国会決議を無視した妥協を正当化する危険性が

平成27年７月１日(水)
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あることです。まさに、食品の安全、健康保

護、労働法制の緩和が懸念され、国民生活全般

に与える影響が大きく、情報開示の必要性は国

連を通じても証明されています。国の形を変え

ると言われるほど国民生活に影響を与えるＴＰ

Ｐです。農林漁業に壊滅的打撃を与え、国民の

安定的な食料の確保と安全を土台から崩し、自

国での農業と食料生産を潰して、専ら外国に頼

る国にしてよいのか、まさに国の根本的なあり

方が問われる大問題です。

本県の農業や経済への重大な影響は当初より

懸念されていたことであり、いささかも変わる

ものではありません。だからこそ、宮崎県議会

においても、この間、宮崎の農業や県民の暮ら

しを守れと、ＴＰＰ交渉参加に反対する意見書

や決議を上げ、オール宮崎で交渉参加阻止の取

り組みを強めてきたのではなかったでしょう

か。

同意見書案は、農林水産委員会における決議

の遵守や関係団体の意見を交渉で反映させるこ

となどを求めていますが、当然のことです。し

かし、守るべきものも守れないのが交渉の実態

であることは、もはや疑いの余地のない現実で

はないでしょうか。真に県民に責任を負う県議

会であるならば、政府は国民に責任を果たせ

と、直ちに交渉から撤退することを求める意見

書こそ上げるべきではないのでしょうか。

こうした立場から、同意見書案に賛同するこ

とはできないことを申し上げ、反対討論といた

します。以上です。〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第１号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第１号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第２号から第７号まで採決

○星原 透議長 次に、議員発議案第２号から

第７号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員派遣の件

○星原 透議長 次に、議員派遣の件を議題と

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり議員を派遣することに御異議ありませ

んか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配付のとおり議員を派遣すること

に決定いたしました。

◎ 閉 会

○星原 透議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成27年６月定例県議会

平成27年７月１日(水)



- 307 -

を閉会いたします。

午後０時19分閉会

平成27年７月１日(水)
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平成２７年６月定例県議会日程

２０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

６．１２ 金 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１３ 土
（ 閉 庁 日 ）

１４ 日
休 会

一般質問通告締切 12:00１５ 月
（ 議 案 調 査 ）

１６ 火

１７ 水 議会運営委員会 9:30

一 般 質 問１８ 木 本会議

請願締切 16:00１９ 金

２０ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

２１ 日

議員発議案締切 17:00
２２ 月 一 般 質 問 （会派提出）

本会議
議会運営委員会 9:30一 般 質 問

質疑、討論、採決（人事案件）２３ 火
議案・請願委員会付託

２４ 水

常 任 委 員 会
２５ 木

議員発議案締切 17:00
２６ 金

（会派提出を除く）

休 会
２７ 土

（ 閉 庁 日 ）
２８ 日

２９ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

３０ 火 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告、
質疑、討論、採決７． １ 水 本会議
閉会
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平成２７年６月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

６月１７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００清山 知憲

２ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩渡辺 創

３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００山下 博三

４ 公 明 党 １４：００～１５：００重松幸次郎

６月１８日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 愛 み や ざ き １０：００～１１：００有岡 浩一

６ 公 明 党 １１：００～１２：００ 休憩新見 昌安

７ 無 所 属 の 会 １３：００～１４：００西村 賢

８ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００押川修一郎

６月１９日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００松村 悟郎

１０ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩日高 博之

１１ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００田口 雄二

１２ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００黒木 正一
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６月２２日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００太田 清海

１４ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩二見 康之

１５ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００岩切 達哉

１６ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００丸山裕次郎

６月２３日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００島田 俊光

１８ 日 本 共 産 党 １１：００～１２：００ 休憩来住 一人

１９ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００満行 潤一

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）



平成２７年６月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正
予算（第１号）

可決

第３号
平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計補正予算（第１号）

可決

第４号 平成27年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） 可決

第５号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第６号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第７号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例及び宮
崎県鳥獣保護区等の標識の寸法に関する条例の一
部を改正する条例

可決

第８号
宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条
例

可決

第９号
宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する
条例

可決

第１０号 工事請負契約の変更について 可決

第１１号 工事請負契約の変更について 可決

第１２号 工事請負契約の変更について 可決

第１３号 工事請負契約の変更について 可決

第１４号 工事請負契約の変更について 可決

第１５号 宮崎県観光振興計画の策定について 可決

第１６号 宮崎県総合計画の変更について 可決

第１７号 宮崎県中山間地域振興計画の変更について 可決

第１８号 みやざき行財政改革プランの変更について 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　宮崎県税条例の一部を改正する条例

承認

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 安全保障関連法案の慎重審議を求める請願 不採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　315　-
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２７年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

るため

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

調査を要す文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

るため常 任 委 員 会 関する調査

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ７月１日・ 可 決

〃 第２号 平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第３号 平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第４号 平成27年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第１号) 〃

〃 第５号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 〃

〃 第６号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第７号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例及び宮 〃

崎県鳥獣保護区等の標識の寸法に関する条例の一部

を改正する条例

〃 第８号 宮崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第９号 宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第10号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第11号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第12号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第13号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第14号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第15号 宮崎県観光振興計画の策定について 〃

〃 第16号 宮崎県総合計画の変更について 〃

〃 第17号 宮崎県中山間地域振興計画の変更について 〃

〃 第18号 みやざき行財政改革プランの変更について 〃

〃 第19号 人事委員会委員の選任の同意について ６月23日・ 同 意

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ７月１日・ 承 認

議員発議案 第１号 環太平洋戦略的経済連携（ＴＰＰ）協定交渉に関す ７月１日・ 可 決

る意見書

〃 第２号 畜産の生産基盤強化及び経営安定化に向けた対策に 〃

関する意見書

〃 第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第４号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを ７月１日・ 可 決

求める意見書

〃 第５号 認知症への取組の充実強化に関する意見書 〃

〃 第６号 宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンドの延長に関す 〃

る意見書

〃 第７号 ｢地方創生｣実現のための新型交付金に関する意見書 〃



意 見 書 、 そ の 他
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環太平洋戦略的経済連携（ＴＰＰ）協定交渉に関する意見書

ＴＰＰ協定交渉については、首席交渉官会合や日米二国間協議などが継続して実施

され、今年４月には、日米首脳会談が開催された。また、この度、米国議会でＴＰＡ

（貿易促進権限）法案が可決したことにより、交渉の最終合意に向け、大きな動きが

想定されるなど、予断を許さない状況にある。

我が国は、ＴＰＰに関して、平成２５年４月の衆参農林水産委員会において 「米、、

麦、牛肉などの農林水産物の重要品目について、引き続き、再生産可能となるよう除

外又は再協議の対象とすること 「交渉により収集した情報については、国会に速や」、

かに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよ

う措置すること」などとする決議を行っている。

その一方で、特に日米間の関税に関する協議については、政府からの情報が限られ

る中で、米の輸入拡大や牛肉・豚肉の関税率引下げ等が報じられるなど、農家をはじ

め県民から強い不安の声が上がっている。

ＴＰＰ協定交渉の行方如何によっては、農林水産業はもとより、関連産業も大きな

打撃を受ける恐れがあり、本県経済への重大な影響が懸念される。

よって、国においては、ＴＰＰ協定交渉について、下記の事項について誠実に対応

するように強く要望する。

記

１ ＴＰＰ協定交渉については、衆参農林水産委員会における決議を遵守し、毅然

とした姿勢を貫くこと。

２ 交渉に当たっては、国民への十分な情報提供を行うとともに、関係団体等の意

見を交渉過程に確実に反映させること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

外 務 大 臣 岸 田 文 雄 殿

農 林 水 産 大 臣 林 芳 正 殿

経 済 産 業 大 臣 宮 沢 洋 一 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

経済再生担当大臣 甘 利 明 殿
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畜産の生産基盤強化及び経営安定化に向けた対策に関する意見書

本県の畜産業は、県農業産出額の約６割を占める基幹産業として、県内産業に大
きな役割を果たしている。

、 、 、しかしながら 肉用牛経営においては 高齢化等により繁殖雌牛が減少しており
全国的な子牛セリ市場への上場頭数の減少がみられることから、肉用牛繁殖基盤の
維持・強化が喫緊かつ重要な課題となっている。
また、酪農経営においても、農家の高齢化や後継者不在、生産コストの上昇・高

、 、 、止まりによる収益性の悪化等を背景に 農家戸数 飼養頭数とも年々減少しており
生産基盤の維持・強化が課題となっている。
さらに、本県産業を支える養豚経営及び養鶏経営においては、生産資材のほとん

どを海外に依存している中、今後とも安全・安心な国産豚肉及び鶏肉を安定的に供
給するためには、さらなるコスト削減に取り組むなど、収益性の向上を図る必要が
ある。
そのような中、国では 「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 、、 」

「養豚農業の振興に関する基本方針」を策定し、畜産再興プラン実現推進本部を立
ち上げ、国内生産基盤の維持・拡大を図るため、繁殖雌牛の増頭をはじめ、今後３
年間で緊急に対応すべき課題について 「畜産収益力強化対策（畜産クラスター関、
連事業 」による支援を推進する方針を示されたが、生産基盤の強化を確実なもの）
とするためにも、さらなる予算の確保が必要である。
農家の高齢化の進行による生産基盤の脆弱化や円安による飼料価格の高騰、ＴＰ

Ｐ交渉の進展による先行き不安など、畜産を取り巻く情勢が厳しさを増す中、意欲
ある生産者が将来にわたって安定した経営が継続されるよう、国においては、下記
の事項について誠実に対応いただくよう強く要望する。

記

１ 畜産収益力強化対策（畜産クラスター事業）について、中長期的な継続と十分
な予算の確保を図ること。

２ 畜産経営安定対策について、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の継続と、各畜
、 。種の経営安定 飼料価格安定に係る制度の充実・強化及び財源の確保を図ること

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
農 林 水 産 大 臣 林 芳 正 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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地方財政の充実・強化を求める意見書

地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対

策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方総

合戦略など、新たな政策課題に直面している。

一方、政府においては、２０２０年プライマリーバランスの黒字化を図るため、

社会保障と地方財政も含めた財政再建論議が進められている。

しかし、過度の歳出削減は、必要な公共サービスの提供を困難とし、国民生活と

地域経済へ深刻な影響をもたらすと考えられるため、財政再建と地方財政の安定的

な確立の両立が不可欠である。

よって、２０１６年度の政府予算の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積

もり、以下の対策を講じるよう求める。

記

１ 社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策など、増大する地方自治体の

財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の現行水準の維持・確

保を明確にすること。

２ 急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保

と地方財政措置を的確に行うこと。

３ 市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体

へ配慮した地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書

今国会において「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の

一部を改正する法律」が成立し、国保の財政基盤の強化や都道府県による財政運営

に向けて具体的な改革作業が始まるところである。

国保改革に当たっては国と地方の協議により、地方単独事業に係る国庫負担調整

措置の見直しなどが今後の検討課題とされたところである。

一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求められて

おり、全国の自治体では単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充などに取り

組む事例が多くみられる。

さらに、平成２６年度補正で用意された国の交付金を活用し対象年齢の引上げな

どの事業内容の拡充に取り組む自治体も報告されているところである。

こうした状況の中で、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度な

ど単独の医療費助成制度に対する国の減額調整措置について、下記のとおり強く要

望する。

記

１ 人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、地方単独事業による

子ども等に係る医療費助成と国保の国庫負担の減額調整措置の在り方について、

早急に検討の場を設けること。

２ 検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包

括ケア等の幅広い観点から実効性のある施策を進めることが必要であり、そうし

た観点から子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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認知症への取組の充実強化に関する意見書

今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、本年開催されたＷＨＯ認知
症閣僚級会議では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置付けるべ
きとの考えが確認された。
世界最速で高齢化が進む我が国では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年

には、認知症高齢者数は約７００万人にも達すると推計されており、日本の認知症
への取組が注目されている。
国は、本年１月、認知症対策を国家的課題として位置付け、認知症施策推進総合

戦略、いわゆる新オレンジプランを策定し、認知症高齢者が、住み慣れた地域のよ
い環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会 「認知症高齢者等にやさし、
い地域づくり」を目指すこととした。

、 、 、しかし 今後の認知症高齢者の増加等を考えれば 認知症への理解の一層の促進
当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総合的な取組
が求められるところである。
よって、国においては、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要

望する。

記

、 、 、１ 認知症の方々の尊厳 意思 プライバシー等が尊重される社会の構築を目指し
学校教育などにより認知症への理解を一層促進するとともに、認知症の予防・治
療法確立、ケアやサービスなど認知症に対する総合的な施策について、具体的な
計画を策定すること。

２ 認知症に見られる不安、抑うつ、妄想など心理行動症状の発症・悪化を防ぐた
め、訪問型の医療や看護サービスなどの普及促進を､地域包括ケアシステムの中
に適切に組み入れること。

３ 自治体などの取組について、家族介護、老老介護、独居認知症高齢者など、よ
り配慮を要する方々へのサービスの好事例（サロン設置、買物弱者への支援等）
を広く周知すること。

４ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の効果を見極めるため、当事者
や介護者の視点を入れた点検・評価を適切に行い､その結果を施策に反映させる
こと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンドの延長に関する意見書

平成２２年４月に本県で発生した口蹄疫は、過去に例のない規模で拡大し、終息

宣言までの１３０日間に１１市町で約３０万頭もの家畜が殺処分され、県全体の約

４分の１の家畜を失うこととなった。また、発生中の家畜の移動・搬出制限区域は、

２０市町村に及び、畜産業のみならず、観光、物産、流通等、あらゆる分野におい

て、甚大な被害を受けた。

このような中、口蹄疫からの再生・復興にあたっては、農林水産省所管の補助事

業や基金事業、運用益活用型基金の造成など、国からの支援を十分に活用しながら、

早期の復興に向け、県民一丸となって取り組んできたところである。

しかしながら、被害を受けた畜産農家の経営再開割合は、約６割にとどまり、被

害の中心となった西都・児湯地区における家畜の飼養頭数は、口蹄疫発生前の約７

割と未だ低水準にある。

また、口蹄疫が広域かつ長期に及んだこと、更には本県の基幹産業である農畜産

業の回復の遅れは、商業の販売額減少や宿泊施設等の廃業など商工・観光分野を始

めとする他産業にも大きな影響を及ぼし、県内経済の停滞を招いている。

口蹄疫からの早期かつ着実な再生と新たな成長を確固たるものとするためには、

畜産業、商工・観光業等の様々な分野へきめ細やかな対応が可能な事業に平成２８

年度以降も継続して取り組む必要があり、そのためには、宮崎県口蹄疫復興対策運

用型ファンドの延長等が不可欠である。

よって、国においては、下記の財政支援措置について誠実に対応するよう強く求

める。

記

１ 宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンドの財源となる転貸債発行にあたっての必

要な措置を講じること。

２ 転貸債発行による本県財政への影響を軽減するため、転貸債の支払利息に対す

る特別交付税の措置を継続すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿



- 329 -

「地方創生」実現のための新型交付金に関する意見書

温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた本県は、安全・安心な農林水産物、低廉
な物価、温厚な県民性など、その優れた子育て環境と生活環境の中、全国トップレ
ベルの合計特殊出生率を誇っている。
しかし、その一方で、進学や就職を契機に、多くの若年層が県外へ流出し続けて

おり、国立社会保障・人口問題研究所によると１５年後には、県内人口が１００万
人を割り込むとともに、県民の約三人に一人が６５歳以上の高齢者になると推計さ
れている。
さらに、日本創成会議によると平成２２年からの３０年間で、県内の半数を超え

る１５市町村で若年女性が５０パーセント以上減少すると推計されるなど、急速に
進行する人口減少、高齢化が大きな課題となっている。
このような中、国において「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、人口減少

克服と地方創生を併せて行うことにより、将来にわたって活力ある日本社会を維持
することを目指すとし、平成２６年度補正予算における地方創生先行型交付金等の
創設や平成２７年度地方財政計画での「まち・ひと・しごと創生事業費」の創設、
さらには新型交付金の検討など、地方創生の実現に向けた取組が進められていると
ころである。
本県においても「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「人口ビジョン 「総合」、

戦略」の策定や地方創生先行型交付金等を活用した各種事業に積極的に取り組んで
いるところであるが、自主財源の乏しい脆弱な財政基盤の中、社会保障経費の増嵩
などにより極めて厳しい財政運営を強いられているところである。
地方創生を真に実現するためには、地域の実情に応じた継続的な取組とそれを支

える安定した財源が必要不可欠であることから、平成２８年度からの本格実施に向
け検討がなされている新型交付金に関し、下記の事項について誠実に対応するよう
に強く要望する。

記

１ 地方創生の実現に向けた各種事業に切れ目なく、速やかに取り組むことができ
るよう交付金制度の詳細について早期に示し地方の意見を聞くこと。

２ 新型交付金の創設にあたっては、単なる既存の補助金の振替によることなく、
平成２６年度補正予算で措置された地方創生先行型交付金を大幅に上回る規模を
確保すること。

３ 地域の実情に応じた継続的な取組を担保するため、自由度が高く、かつ、財政
力の弱い団体に配慮した交付金とすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
地方創 生担当大臣 石 破 茂 殿
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議 員 派 遣

平成２７年７月１日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 全国都道府県議会議長会新任議員研修会

(１) 目 的 新任議員が地方議会の基礎的な制度と運営について学ぶとと

もに、地方行財政を取り巻く諸課題など議員の職務遂行に必要

な共通知識を深める。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 平成２７年８月２０日（木）

(４) 派遣議員 野﨑 幸士

日高 博之

日髙 陽一

岩切 達哉

来住 一人

以上５名



請 願 一 覧 表



- 333 -

総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 － － －

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 １ － １
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 １ 号 受理年月日 平成2 7年６月 1 9日

秘密保護法を考える市民の会 共同代表請 願 者
宮崎市郡司分5227-34住所・氏名
代表 藤原 宏志

宮崎市旭2-4-14

後藤 好成

宮崎市下北方町牟夕田1159-2

南 邦和

宮崎市高千穂通1-8-3

橘 智子

西都市南方2676-6

徳渕 敬尚

宮崎市花ヶ島町三反田699-4

杉谷 昭人

安全保障関連法案の慎重審議を求める請願

請願の件名

【請願の趣旨】

現在、国会で安全保障関連法案が審議されております。これら

の法案については国会で参考人として呼ばれた憲法学者３氏全員

が憲法に違反すると証言しています。また、法案が通れば、他国

の戦争に日本が巻き込まれる危惧も否定できません。多くの自衛

隊員を輩出する本県では、子息・親族の安否を気遣う家族も多か

ろうと推察されます。

これらの法案を今夏にも成立させようとの動きが急速に進んで

います。一方、最近の世論調査では法案の慎重審議を求める声が

８０％を越えると報じられています。

国の運命を決めかねない重要法案であり、十分時間をかけ国民

の理解を得ながら審議するのが国政の常道と思われます。

以上の状況に鑑み、貴議会から現在審議中の戦争関連法案を今

国会で性急に成立させることなく慎重に審議されるよう両院議長

あて意見書を上げていただきますよう請願致します。

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷 恵美 来住 一人

摘 要



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（野﨑幸士議員、新見昌安議員）

６月12日 金 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第19号、報告第１号上程

知事提案理由説明

６月13日 土
（閉庁日）

６月14日 日
休 会

６月15日 月
（議案調査）

６月16日 火

６月17日 水
一般質問（清山知憲議員、渡辺 創議員、山下博三議員、

重松幸次郎議員）

６月18日 木 本 会 議
一般質問（有岡浩一議員、新見昌安議員、西村 賢議員、

押川修一郎議員）

６月19日 金
一般質問（松村悟郎議員、日高博之議員、田口雄二議員、

黒木正一議員）

６月20日 土
休 会 （閉庁日）

６月21日 日

６月22日 月
一般質問（太田清海議員、二見康之議員、岩切達哉議員、

丸山裕次郎議員）

本 会 議 一般質問（島田俊光議員、来住一人議員、満行潤一議員）

６月23日 火 採決（議案第19号）（同意）

議案・請願委員会付託

６月24日 水

６月25日 木 常任委員会

６月26日 金

６月27日 土 休 会
（閉庁日）

６月28日 日

６月29日 月 特別委員会

６月30日 火 （議事整理）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告

討論（請願第１号の不採択に反対）（髙橋 透議員）

討論（ 〃 に賛成）（山下博三議員）

討論（ 〃 に反対）（前屋敷恵美議員）

討論（ 〃 に賛成）（河野哲也議員）

討論（ 〃 に反対）（田口雄二議員）

討論（ 〃 に賛成）（外山 衛議員）

討論（ 〃 外に反対）（来住一人議員）

討論（ 〃 に反対）（岩切達哉議員）

討論（ 〃 に反対）（井上紀代子議員）

討論（ 〃 に反対）（太田清海議員）

７月１日 水 本 会 議
討論（ 〃 に反対）（渡辺 創議員）

採決（議案第１号、第５号、第16号、第18号、報告第１号)

（可決または承認）

採決(議案第２号～第４号、第６号～第15号、第17号)(可決)

採決（請願第１号）（不採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第７号追加上程

討論（議員発議案第１号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議員発議案第１号）（可決）

採決（議員発議案第２号～第７号)（可決）

議員派遣の件

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 野 明

野 﨑 幸 士宮 崎 県 議 会 議 員

新 見 昌 安宮 崎 県 議 会 議 員


